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地方財政白書についてのお問い合せは、総務省自治財政局財務調査

課あて御連絡下さい。

　　　　　　　　　　　　

電話番号

　

東京(03) 5253-5111 (代表）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内線5649

　　　　　　　　

総務省ホームページ

　

http /ｗｗｗ．sｏｕｍｕ．go.jp/

本白書は再生紙を使用しております。
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〔用語の説明〕

　

本書における主な用語については、次のとおりである。

○地方公共団体

１

　

大都市

　　

地方自治法第252条の19第１項の指定を受けた人口50万以上の都市（札幌市、仙台市ヽさいたま市ヽ

　

千葉市、横浜市、川崎市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市及び福

　

岡市。ただし、堺市は平成18年４月１日の指定。）をい呪、

　　

大都市では、都道府県が処理するとされている児童福祉に関する事務、身体障害者の福祉に関する事務、

　

生活保護に関する事務、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務、都市計画に関する事務などの全部

　

又は一部を特例として処理することができる。

２

　

中核市

　　

地方自治法第252条の22第１項の指定を受けた都市（函館市、旭川市、青森市、秋田市、郡山市、い

　

わき市、宇都宮市、川越市、船橋市、横須賀市、相模原市、新潟市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、

　

浜松市、豊橋市、岡崎市、豊田市、高槻市、東大阪市、姫路市、奈良市、和歌山市、岡山市、倉敷市、福

　

山市、下関市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市及び鹿児島市。ただし、青森

　

市は平成18年10月１日の指定であり、また、堺市は平成18年４月１日に中核市から大都市へ移行して

　

いる。）をいう。人口30万以上の都市について、当該都市からの申し出に基づき政令で指定される。

　　

中核市では、都道府県が処理するとされている事務の特例として大都市が処理することができる事務の

　

うち、都道府県が処理するほうが効率的な事務その他中核市において処理することが適当でない事務以外

　

の事務、すなわち保健所が処理する事務、民生行政に関する事務、都市計画等に関する事務、環境保全行

　

政に関する事務の全部又は一部を特例として処理することができる。

３

　

特例市

　　

地方自治法第252条の26の３第１項の指定を受けた都市（八戸市、盛岡市、山形市、水戸市、前橋市、

　

高崎市、川口市、所沢市、草加市、越谷市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、福井市、甲

　

府市、松本市、沼津市、富士市、一宮市、春日井市、四日市市、大津市、岸和田市、豊中市、吹田市、枚

　

方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、尼崎市、明石市、加古川市、宝塚市、鳥取市、呉市、久留米市及び佐

　

世保市）をいう。人口20万以上の都市について、当該都市からの申し出に基づき政令で指定される。

　　

特例市ではヽ都道府県が処理するとされている事務の特例として中核市が処理することができる事務の

　

うちヽ都道府県が処理するほうが効率的な事務その他特例市において処理することが適当でない事務以外

　

の事務、すなわち都市計画に関する事務、土地区画整理事業に関する事務などの全部又は一部を特例とし

　

て処理することができる。

４

　

都市

　　

大都市、中核市及び特例市以外の市をいい、中都市とは、都市のうち人口10万以上の市をいい、小都

　

市とは、人口10万未満の市をい引、

　　

なお、市については、地方自治法第８条第１項で定める要件（人口５万以上を有すること等）を具えて

　

いなければならない。ただし、市町村の合併の特例等に関する法律第７条によりヽ合併した団体に限りヽ

　

市政施行のための要件を人口３万以上にすること等が認められている・

５

　

町村

　　

地方自治法第１条の３第２項で定める普通地方公共団体のうちヽ都道府県及び市以外のもの゜町は｀地

（６）



方自治法第８条第２項の規定により、都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならな

いｎ

６

　

特別区

　　

地方自治法第281条第１項の規定による、東京都の区のこと。現在、23の区が設置されている。

　　

特別区は、基礎的な地方公共団体として、同法第281条の２第１項で都が一体的に処理することとされ

　

ている事務を除き、同法第２条第３項において市町村が処理するものとされている事務を処理する。

７

　

一部事務組合

　　

都道府県、市町村及び特別区が、その事務の一部を共同処理するために設ける団体のこと。

８

　

広域連合

　　

都道府県、市町村及び特別区が、広域にわたり処理することが適切であると認めるものに関し、広域に

　

わたる総合的な計画を策定し、処理するために設ける団体のこと。

○決算統計基本用語

９

　

普通会計

　　

地方公共団体における地方公営事業会計以外の会計で、一般会計のほか、特別会計のうち地方公営事業

　

会計に係るもの以外のものの純計額となる。

　　

個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政状況の統一的な掌握及び比較が困難

　

であることから、地方財政統計上便宜的に用いられる会計区分。

10

　

地方公営事業会計

　　

地方公共団体の経営する公営企業、国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業、収益事業、

　

農業共済事業、交通災害共済事業及び公立大学附属病院事業に係る会計の総称。

１１ 決算額

特に断りのない限り、普通会計に係る地方財政の純計額。

12

　

地方財政純計額、純計決算額又は純計

　　

都道府県決算額と市町村決算額を単純に合計して財政規模を把握すると地方公共団体相互間の出し入れ

　

部分について重複するため、この重複部分を控除して正味の財政規模を見出すことを純計という。

　　

したがって、都道府県決算額と市町村決算額の合計額は地方財政の純計額に一致しないことがある。

13

　

市町村決算額

　　

大都市、中核市、特例市、都市、町村、特別区、一部事務組合及び広域連合における決算額の単純合計

　

額から、一部事務組合及び広域連合とこれを組織する市区町村との間の相互重複額を控除したもの。

14

　

形式収支

　　

歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳人歳出差引額。

15

　

実質収支

　　

当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収支から、翌年度に繰り越すべき

　

継続費逓次繰越（継続費の毎年度の執行残額を継続最終年度まで逓次繰り越すこと。）、繰越明許費繰越（歳

　

出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由等により年度内に支出を終わらない見込みのもの

　

を、予算の定めるところにより翌年度に繰り越すこと。）等の財源を控除した額。

　　

通常、「黒字団体」、「赤字団体」という場合は、実質収支の黒字、赤字により判断する。

16

　

単年度収支

　　

実質収支は前年度以前からの収支の累積であるので、その影響を控除した単年度の収支のこと。具体的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（７）



　

には、当該年度における実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額。

17

　

実質単年度収支

　　

単年度収支から、実質的な黒字要素（財政調整基金｀の積立額及び地方債の繰上償還額）を加え、赤字

　

要素（財政調整基金の取崩し額）を差し引いた額。

○歳入

18

　

一般財源

　　

地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税の合計額。なお、これらのほか、都道府県におい

　

ては、市町村から都道府県が交付を受ける市町村たばこ税都道府県交付金、市町村においては、都道府県

　

から市町村が交付を受ける利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、

　

ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金（大都市のみ）

　

を加算した額をいうが、これらの交付金は、地方財政の純計額においては、都道府県と市町村との間の重

　

複額として控除される。

19

　

一般財源等

　　

一般財源のほか、一般財源と同様に財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源を合

　

わせたもの。目的が特定されていない寄附金や売却目的が具体的事業に特定されない財産収入等のほか、

　

減税補てん債や臨時財政対策債等が含まれる。

20

　

地方消費税、地方消費税清算金

　　

平成９年４月に導入された道府県税であり、その賦課徴収は、当分の間、国が消費税と併せて行い、各

　

都道府県に払い込むこととされている。また、各都道府県は、国から払い込まれた額を消費に相当する額

　

に応じて、相互間で清算することとされている。

　　

特に断りのない限り、都道府県間における清算を行った後の額を地方消費税として歳入に計上し、地方

　

消費税清算金は歳入・歳出いずれにも計上していない。

21

　

地方譲与税

　　

国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与する税。地方公共団体の財源とされているもの

　

について、課税の便宜その他の事情から、徴収事務を国が代行している。

　　

現在ヽ個人の所得課税に係る国から地方公共団体｀の本格的な税源の移譲を行うまでの間の暫定措置と

　

して所得税の収入額の一部を都道府県及び市町村に対して譲与する所得譲与税ヽ地方道路税の収入額の全

　

額を都道府県及び市町村に対して譲与する地方道路譲与税ヽ石油ガス税の収入額の２分の１の額を都道府

　

県及び大都市に対して譲与する石油ガス譲与税ヽ特別とん税の収入額の全額を開港所在市町村に対して譲

　

与する特別とん譲与税ヽ自動車重量税の収入額の３分の１の額を市町村に対して譲与する自動車重量譲与

　

税ヽ航空機燃料税の収入額の13分の２の額を空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与する航

　

空機燃料譲与税がある。

22

　

地方特例交付金

　　

恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするために交付する減税補てん特例交付金並びに、平

　

成16年度の義務教育費国庫負担金の見直し及び平成17年度の義務教育費国庫負担金の暫定的な減額に伴

　

い交付する税源移譲予定特例交付金から構成される国から地方公共団体への交付金。

　　

なお、平成18年度においては、国庫補助負担金の改革による税源移譲額の全額を所得譲与税によって

　

措置することに伴い、税源移譲予定特例交付金を廃止するとともにヽ児童手当の制度拡充が行われたこと

　

から、これに伴う地方負担の増加に対応するため、児童手当特例交付金を創設している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（８）



23

　

地方交付税

　　

地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障す

　

るために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額を、国が地

　

方公共団体に対して交付する税。

　　

地方交付税には、普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税がある。普通交付税は、

　

基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額（財源不足額）を基本として

　

交付される。

24

　

国庫支出金

　　

国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する負担金、委託費、特定

　

の施策の奨励又は財政援助のための補助金等。

25

　

都道府県支出金

　　

都道府県の市町村に対する支出金。都道府県が自らの施策として単独で市町村に交付する支出金と、都

　

道府県が国庫支出金を経費の全部又は一部として市町村に交付する支出金（間接補助金）とがある。

26

　

財源対策債

　　

昭和51年度以降、地方財源不足額を補てんするために発行された建設地方債。

27

　

臨時財政特例債

　　

投資的経費に係る国庫補助負担率の、昭和60年度から平成４年度の間の暫定的引下げに関して、投資

　

的経費に係る国庫補助負担金減額分を補てんするために増発された建設地方債。

　　

臨時財政特例債償還基金費は、臨時財政特例債の一部に係る平成５年度以降の元利償還に対応するため、

　

平成４年度の基準財政需要額において措置されたものである。

28

　

減収補てん債

　　

地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、その減収を補うために発行する地方債。

29

　

減税補てん債

　　

恒久的な減税及び平成15年度税制改正における先行減税による地方公共団体の減収額を埋めるために、

　

地方財政法第５条の特例として発行される地方債。

　　

税の振り替わりとしての性格を持つものであり、一般財源と同様に投資的経費以外の経費にも充当でき

　

る。

30

　

臨時財政対策債

　　

地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第５条の特例と

　

して発行される地方債。

　　

平成13～15年度及び平成16～18年度の間、通常収支の財源不足額のうち、財源対策債等を除いた額を

　

国と地方で折半し、国負担分は一般会計からの加算（臨時財政対策分）、地方負担分は臨時財政対策債に

　

より補てんすることとされた。

―
（
ｊ

　

特定資金公共投資事業債

　

日本電信電話株式会社の株式売払収入を活用した地方公共団体に対する無利子貸付金としての性格を有

する地方債。

　

公共的建設事業で、緊急に実施する必要がある事業について、国から地方公共団体に対して補助金等と

して交付されていた部分に代えて、無利子貸付けを行い、その償還時に償還額に相当する額の補助金等が

交付されるもの。

９）



32

　

行政改革推進債

　　

集中改革プラン等に基づき数値目標等を設定、公表して計画的に行政改革を推進しヽ財政の健全化に取

　

り組んでいる地方公共団体が行う公共施設等の整備事業について、当該事業に係る該当の事業債の充当に

　

加えヽ当該事業の起債対象事業費までの範囲内で、行政改革の取組みにより将来の財政負担の軽減が見込

　

まれる範囲内の額を対象として充当することができる地方債。

33

　

地域再生事業債

　　

地方単独事業に係る一般財源負担の軽減を図る目的で発行される地方債。

　　

地方財政計画の投資単独の対前年度比を上回って事業を実施する団体又は全国の標準的な投資規模を勘

　

案して定める額を上回って事業を実施する団体について、通常の地方債の充当（充当率：都道府県70% ･

　

市町村75%)に加えてさらに100％までの範囲内で充当することができる。

○歳出

34

　

日的別歳出

　　

行政目的に着目した歳出の分類。

　　

地方公共団体の経費は、その行政目的によって、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商

　

工費、土木費、消防費、警察費、教育費、公債費等に大別することができる。

35

　

性質別歳出

　　

経費の経済的性質に着目した歳出の分類であり、義務的経費、投資的経費及びその他の経費に大別する

　　

ことができる。

36

　

義務的経費

　　

地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費。職員の給与等の人件費、生

　

活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費からなっている。

37

　

投資的経費

　　

道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備等に要する経費であり、普通建設事業

　

費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から構成されている。

38

　

補助事業

　　

地方公共団体が国から負担金又は補助金を受けて実施する事業。

39

　

単独事業

　　

地方公共団体が国からの補助等を受けずに、独自の経費で任意に実施する事業。

40

　

国直轄事業

　　

国が、道路、河川、砂防、港湾等の建設事業及びこれらの施設の災害復旧事業を自ら行う事業。事業の

　

範囲は、それぞれの法律で規定されている。国直轄事業負担金は、法令の規定により、地方公共団体が国

　

直轄事業の経費の一部を負担するもの。

41

　

物件費

　　

性質別歳出の一分類で、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的

　

性質の経費の総称。

　　

具体的には、職員旅費や備品購入費、委託料等が含まれる。

42

　

扶助費

　　

性質別歳出の一分類で、社会保障制度の一環として地方公共団体が各種法令に基づいて実施する給付やヽ

　

地方公共団体が単独で行っている各種扶助に係る経費。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（10）



　　

なお、扶助費には、現金のみならず、物品の提供に要する経費も含まれる。

43

　

補助費等

　　

性質別歳出の一分類で、他の地方公共団体や国、法人等に対する支出のほか、地方公営企業法第17条

　

の２の規定に基づく繰出金も含まれる。

44

　

繰出金

　　

性質別歳出の一分類で、普通会計と公営事業会計との間又は特別会計相互間において支出される経費。

　

また、基金に対する支出のうち、定額の資金を運用するためのものも繰出金に含まれる。

　　

なお、法非適用の公営企業に対する繰出も含まれる。

45

　

公債費

　　

地方公共団体が発行した地方債の元利償還等に要する経費。

　　

なお、性質別歳出における公債費が地方債の元利償還金及び一時借入金利子に限定されるのに対し、目

　

的別歳出における公債費については、元利償還等に要する経費のほか、地方債の発行手数料や割引料等の

　

事務経費も含まれている。

46

　

民生費

　　

目的別歳出の一分類。地方公共団体は、社会福祉の充実を図るため、児童、高齢者、心身障害者等のだ

　

めの福祉施設の整備、運営、生活保護の実施等の施策を行っており、これらの諸施策の推進に要する経費。

47

　

衛生費

　　

目的別歳出の一分類。地方公共団体は、住民の健康を保持増進し、生活環境の改善を図るため、医療、

　

公衆衛生、精神衛生等に係る対策を推進するとともに、し尿・ごみなど一般廃棄物の収集・処理等、住民

　

の日常生活に密着した諸施策を行っており、これらの諸施策の推進に要する経費。

○財政分析指標

48

　

経常収支比率

　　

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経

　

常的に支出される経費（経常的経費）に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎

　

年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源）、減税補てん債及び臨時財政対策債の合計額に占める

　

割合。

　　

この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高い

　

ほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。

49

　

公債費負担比率

　　

地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一

　

般財源の一般財源総額に対する割合。

　　

公債費負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んでいるこ

　

とを表す。

50

　

実質公債費比率

　　

地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標として、起債に協議を要する団体

　

と許可を要する団体の判定に用いられるもの（地方財政法第５条の４第１項第２号）。

　　

起債制限比率について、準元利償還金の範囲等の見直しを行ったものであり、実質公債費比率が18％

　

以上となる地方公共団体については、地方債協議制度移行後においても、起債に当たり許可が必要となる。

　　

実質公債費比率が25％以上の団体については、一定の地方債（一般単独事業に係る地方債）の起債が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

∩1）



　

制限されヽ35％以上の団体についてはヽさらにその制限の度合いが高まる（一部の一般公共事業に係る

　

地方債についても起債が制限される。）こととなる。

51

　

起債制限比率

　　

地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、地方債元利償還金及び

　

公債費に準じる債務負担行為に係る支出の合計額（地方交付税が措置されるものを除剔）に充当された

　

一般財源の標準財政規模及び臨時財政対策債発行可能額の合計額（普通交付税の算定において基準財政需

　

要額に算入された公債費を除く。）に対する割合で過去３年間の平均値。

52

　

実質収支比率

　　

実質収支の標準財政規模に対する割合。実質収支比率が正数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は赤

　

字を示す。

53

　

財政力指数

　　

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間

　

の平均値。

　　

財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。

54

　

標準財政規模

　　

地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収

　

入額等に普通交付税を加算した額。

55

　

標準税収入額

　　

地方税法に定める法定普通税を、標準税率をもって、地方交付税法で定める方法により算定した収入見

　

込額。具体的には、法定普通税の基準税額の合計をいう。

○地方財政計画等

56

　

地方財政計画

　　

内閣が作成する、翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類のこと。

　　

地方財政計画には、①地方交付税制度とのかかわりにおいての地方財源の保障を行う、②地方財政と国

　

家財政・国民経済等との調整を行う、③個々の地方公共団体の行財政運営の指針となる、という役割があ

　

る。

57

　

一般行政経費

　　

地方財政計画上の経費の一区分。教育文化施策、社会福祉施策、国土及び環境保全施策等の諸施策の推

　

進に要する経費をはじめ、地方公共団体の設置する各種公用・公共用施設の管理運営に要する経費等、地

　

方公共団体が地域社会の振興を図るとともに、その秩序を維持し、住民の安全・健康、福祉の維持向上を

　

図るために行う一切の行政事務に要する経費からヽ給与関係経費ヽ公債費ヽ維持補修費、投資的経費及び

　

公営企業繰出金として別途計上している経費を除いたものでありヽ広範な内容にわたっている。

58

　

地方債計画

　　

地方財政法（昭和23年法律第109号）第５条の３第６項に規定する同意等を行なう地方債の予定額の

　

総額等を示した年度計画。

59

　

債務負担行為

　　

数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度以降の経費支出や、債務保証又は損失補償のように債務

　

不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為。

　　

地方自治法第214条及び第215条で予算の一部を構成することと規定されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(12)



60

　

財政調整基金

　　

地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金。

61

　

減債基金

　　

地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金。

62

　

その他特定目的基金

　　

財政調整基金、減債基金の目的以外の特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置

　

される基金。具体的には、庁舎等の建設のための基金、社会福祉の充実のための基金、災害対策基金等が

　

ある。

63

　

基準財政需要額

　　

普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準における行政を行い、

　

又は施設を維持するための財政需要を算定するものであり、各行政項目ごとに、次の算式により算出され

　

る。

　　　　　

単位費用

　　　　　

×測定単位

　　　　　

×補正係数

　　

（測定単位１当たり費用）

　

（人口・面積等）

　　

（寒冷補正等）

64

　

単位費用

　　

標準的団体（人口、面積、行政規模が道府県や市町村の中で平均的で、積雪地帯や離島等、自然的条件

　

や地理的条件等が特異でない団体）が合理的、かつ妥当な水準において地方行政を行う場合等の一般財源

　

所要額を、測定単位１単位当たりで示しかもの。

65

　

測定単位

　　

道府県や市町村の行政項目（河川費や農業行政費等）ごとにその量を測定する単位。例えば、河川費に

　

おいては河川の延長が用いられる。

66

　

補正係数

　　

すべての道府県や市町村に費目ごとに同一の単位費用が用いられるが、実際には自然的・地理的・社会

　

的条件の違いによって大きな差があるので、これらの行政経費の差を反映させるため、その差の生ずる理

　

由ごとに測定単位の数値を割り増し又は割り落とししている。これが測定単位の数値の補正であり、補正

　

に用いる乗率を補正係数という。

67

　

基準財政収入額

　　

普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態

　

において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定するものであり、次の算式により算出される。

　　　　

標準的な地方税収入×75／100十地方譲与税等

68

　

留保財源

　　

基準財政収入額の算定においては、法定普通税等の税収見込額の全額を算入対象とせず、基準税率を乗

　

じてその一部を算入しているが、この基準財政収入額に算入されなかった税収入は、地方交付税の算定上

　

捕捉されず、各地方公共団体に留保されることから、留保財源と呼ばれている。なお、平成15年度に都

　

道府県に係る留保財源率の引上げが行われ、都道府県、市町村とも税収見込額の25％（従来は都道府県

　

20％、市町村25％）とされている。

69

　

ラスパイレス指数

　　

加重指数の一種で、重要度を基準時点（ヌしは場）に求めるラスパイレス式計算方法による指数。ここで

　

は、地方公務員の給与水準を表すものとして、一般に用いられている国家公務員行政職（一）職員の俸給

　

を基準とする地方公務員一般行政職職員の給与の水準を指す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（13）
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地方公共団体は、その自然的・歴史的条件、産業構造、人口規模等がそれぞれ異なっており、これに即応

してさまざまな行政活動を行っている。

　

地方財政は、このような地方公共団体の行政活動を支えている個々の地方公共団体の財政の集合であり、

国の財政と密接な関係を保ちながら、国民経済及び国民生活上大きな役割を担っている。

（1）国・地方を通じた財政支出の状況［第33表］

　

国・地方を通じた財政支出について、国（一般会計と交付税及び譲与税配付金、公共事業関係等の10特

別会計の純計）と地方（普通会計）の財政支出の合計から重複分を除いた歳出純計額は150兆6,444億円で、

前年度と比べると0．5％増（前年度1.8%増）となっている。

　

歳出純計額の目的別歳出額の構成比の推移は、第１図のとおりであり、平成17年度においては、社会保

障関係費が最も大きな割合(26.6%)を占め、以下、公債費(21.7%)、国土保全及び開発費(14.7%)、教

育費（13．1％）の順となっている。

　

なお、公債費の構成比が高い水準にあるのは、主に平成４年度以降の経済対策等に対処するため、国・地

方を通じて大量の公債が発行されたことによるものである。

　

この歳出純計額を最終支出の主体に着目して国と地方とに分けてみると、国が61兆2,202億円（全体の

40.6%)、地方が89兆4,242億円（同59.4%)で、前年度と比べると、国が2.2%増（前年度7.2%増）、
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地方が0．6％減（同1.5%減）となっている。

　

また、歳出純計額の目的別歳出額についてさらに詳細に国と地方に分けて示したものが第２図である。こ

れによると、防衛費等のように国のみが行う行政に係るものは別として、衛生費、学校教育費等、国民生活

に直接関連する経費については、最終的に地方公共団体を通じて支出される割合が高いことがわかる。これ

を地方公共団体において実施されている具体的な行政事務でみると、衛生費については、住民の健康を保持

増進し、生活環境の改善を図るため、医療、公衆衛生、精神衛生等に係る対策が推進されるとともに、し尿・

ごみなど一般廃棄物の収集・処理等、住民の日常生活に密着した諸施策が実施されている。また、学校教育

費については、幼稚園、小中学校、高等学校教育等が実施されている。司法警察消防費については、都道府

県において、犯罪の防止、交通安全の確保その他地域社会の安全と秩序を維持し、国民の生命、身体及び財

産を保護するため、警察行政が推進されるとともに、東京都及び市町村等において、火災、風水害、地震等

の災害から国民の生命、身体財産を守り、これらの災害を防除し、被害を軽減するため、消防行政が推進さ

れている。さらにヽ民生費（年金関係を除く。）に９いては、社会福祉の充実を図るため、児童、高齢者、心

身障害者等のための福祉施設の整備及び運営、生活保護の実施等の施策が行われている。

（2）国民経済と地方財政

　

政府部門は、国民経済計算上ヽ中央政府ヽ地方政府及び社会保障基金からなっており、家計部門に次ぐ経

済活動の主体としてヽ資金の調達及び財政支出を通じヽ資源配分の適正化ヽ所得分配の公正化、経済の安定
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化等の重要な機能を果たしている。その中でも、地方政府は、中央政府を上回る最終支出主体であり、国民

経済上、大きな役割を担っている。

　

ア

　

国内総支出と地方財政［第34表、第134表］

　

国民経済において地方政府が果たしている役割を国内総支出（名目ベース。以下同じ。）に占める割合で

みると、第３図のとおりである。平成17年度の国内総支出は503兆3,668億円であり、その支出主体別の

構成比は、家計部門が60.4% (前年度60．5％）、政府部門が22.8% (同22.9%)、企業部門が15.5% (同

14.8%)となっている。

　

政府部門のうち、地方政府及び中央政府が国内総支出に占める割合は、地方政府が12.1% (前年度

12.3%)、中央政府が4.2% (同4.1%)となっており、地方政府の構成比は中央政府の約３倍となっている。

　

なお、地方政府のうち普通会計分は51兆7,663億円で、国内総支出の10．3％（前年度10．6％）を占めて

いる。

　

イ

　

公的支出の状況［第34表、第134表］

　

政府部門による公的支出の推移は、第４図のとおりである。平成17年度の公的支出は、政府最終消費支

出が前年度を上回ったことから前年度と比べると0．7％増（前年度1.5%減）の114兆9,252億円となって

いる。また、国内総支出に占める割合は、前年度と比べる0.1%ポイント低下の22.8%となっている。

　

公的支出の内訳をみると、政府最終消費支出が90兆6,780億円、公的総資本形成が24兆2,472億円となっ

ており、これらを前年度と比べると、政府最終消費支出は1.0%増（前年度1.3%増）、公的総資本形成は0．2％

減（同10.7%減）となっている。

　

さらに、公的支出の内訳を最終支出主体別にみると、第５図のとおりである。中央政府は、前年度と比べ
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第１部

　

平成17年度の地方財政

ると、政府最終消費支出が2.4%増(前年度0．5％減)、公的総資本形成が5.3%増(同17.9%減)で合計3.3%

増(同6.9%減)であり、公的支出に占める中央政府の割合は前年度(18．0％)より0．5％ポイント上昇の

18.5%となっている。

　

地方政府は、前年度と比べると、政府最終消費支出が0．2％減(前年度0．5％増)、公的総資本形成が2.2%

減(同7.5%減)で、合計0．8％減(同1.9%減)であり、公的支出に占める地方政府の割合は、前年度(53.7%)

より0．8％ポイント低下の52.9%となっている。

　

各最終支出主体が国内総支出の増加率にどの程度の影響を与えたかを示す指標である寄与度の推移は、第

６図のとおりである。

　

また、政府最終消費支出及び公的総資本形成に占める地方政府の割合をみると、政府最終消費支出におい

ては前年度(48.7%)と比べると0．6％ポイント低下の48.1%、公的総資本形成においては前年度(72.1%)

と比べると1.4%ポイント低下の70. 7%となっており、公的総資本形成においては、７割を超える額を地

方政府が支出している。

　

なお、ここでいう公的支出には、国・地方の歳出に含まれる経費の中で、移転的経費である扶助費、普通

建設事業費のうち所有権の取得に要する経費である用地取得費、金融取引にあたる公債費及び積立金等と

いった付加価値の増加を伴わない経費などは除かれている。

　

したがって、公的支出に占める中央政府及び地方政府の割合と歳出純計額に占める国と地方の割合は一致

していない。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

地方公共団体の歳入及び歳出は、一般会計と特別会計に区分して経理されているが、特別会計の中には、

一般行政活動に係るものと企業活動に係るものがある。

　

このため、地方財政では、これらの会計を一定の基準によって、一般行政部門と水道、交通、病院等の企

業活動部門に分け、前者を「普通会計」、後者を「地方公営事業会計」として区分している。

　

以下、平成17年度の地方財政について、８までにおいて普通会計の状況を示すとともに、９において地方

公営事業会計の状況を示す。

（1）決

　

算

　

規

　

模［第11表、第５表、第11表、第73表］

　

地方公共団体（47都道府県、1,821市町村、23特別区、1,464一部事務組合及び63広域連合（以下、一

部事務組合及び広域連合を「一部事務組合等」という。））の普通会計の純計決算額は、第１表のとおり、歳

｛ID地方公共団体の決算規模（純計）
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平成17年度の地方財政
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入92兆9,365億円（前年度93兆4,422億円）、歳出90兆6,973億円（同91兆2,479億円）で、歳入、歳

出いずれも６年連続して減少している。

　

また、前年度と比べると、歳入0．5％減（前年度1.5%減）、歳出0．6％減（同1.4%減）となっている。

　

なお、平成17年度には、兵庫県及び神戸市において、阪神・淡路大震災に関連して創設された財団法人

阪神・淡路大震災復興基金に対して貸し付けていた貸付金が償還され、この財源となっていた地方債を全額

償還したことにより、諸収入及び公債費が大幅に増加している。また、新潟県においても、平成16年度に

中越大震災に関連して創設された財団法人新潟県中越大震災復興基金に対して支出した貸付金が皆減となっ

たことから、貸付金が大幅に減少した。このため、これらを控除した場合の決算額をみると、歳入92兆376

億円（前年度93兆1,372億円）、歳出89兆8,004億円（同90兆9,425億円）となっており、前年度と比べ

ると、歳入1.2%減（前年度1.8%減）、歳出1.3%減（同1.8%減）となっている。

　

このように実質的な決算規模が前年度決算額を下回ったのは、歳入については、地方税が回復傾向にある

ものの、国庫支出金、地方債等が減少したこと、歳出については、歳出削減努力等により人件費、普通建設

事業費を中心とする投資的経費等が減少したことによるものである。

　

決算規模の状況を団体種類別にみると、第２表のとおりであり、都道府県、市町村（特別区及び一部事務

組合等を含む。特記がある場合を除き、以下同じ。）ともに歳入、歳出は、それぞれ前年度決算額を下回っ

ている。

　

また、近年の決算規模の推移は、第７図のとおりである。
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支［第７表］

　

実質収支（形式収支（歳入歳出差引額）から明許繰越等のために翌年度に繰り越すべき財源を控除した額）

の状況は、第３表のとおりである。
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平成16年度の赤字の団体には、合併に伴う打切り決算により赤字となった47市町村及び４一部事務組合が含まれている。

市町村の額は単純合計である。

_6、

　

足JI」

白川O－

1よ000 －

に巾）－

□()()()

!()()()()

田)00

べ000

7川0

()()()()

辿00

1 ()()()

㈲0

(川0

|,(㈲0

目

1]

仰巾

》11

り計｣

1()()8り

り.｣!)1

４
－

１
ｊ
ＩＩ

　

Ｊ
１

ご|

{IIZS

　

実質収支の推移

尚

川.8ざ

リ78

)０

I'l

て

"TS

川川|ﾐ･.'J
･4 ; '

j'7

1'4!'l.

　

」川

　

･一一

-

１卜国

|（

7引

やじ

Ｉ
Ｊダ

　

ー

１

1111
∩

|(に叩

川

ト:仏乙

に,016

10.で0

一一

り

J ・

に2,ぶ)ド

出社迎

口

川

卜

ｌ ｌ

， し ゝ

10 j)O :2

　

に円

- ・ -

１１

しい

‐
。‘

‥
‥
一
」

ｆ
‘Ｉ

０

　

市日

　　

･'川

　　

川

　　

I川

　　

訓

　　

６川

/／

」

9 ﾐ

｜

｜

｜

－

　

－ －

　 　 　 　

－

　

－ －

　

－

　 　 　 　 　

一 一 － －

　

－ －

｜

｀ i

）

ミ

｜

･ J

｜

ツ

|

ﾉ



０

　

Ｏ、、

Ｐｎ」

ﾚド

Ｌ
ｑ
－
’

(:11Z●

　

実質収支比率の推移

｣に回し

ツり

｀(４

ト

　
　

￥

圧‾S

　　　

Oハ

Ｃヴ″→ツ｀

　　　　　　

￥’

卵白|①|,I

∧丿

　

リ

|り

巾| ｜引

　

ソ
レ

　

一
目
１
　

ｌ
″
／
｀

　

‐
ｌ
ｊ

　
　
　
　
　

”
ノ
ヘ

／
ｌ
ｘ

　

リ

　

ご
リ

　
　
　

ゝ

　
　

ゝ

　
　

ゝ

り
一
し

ト

ｏバ

｀０－’

ト

０，）

"

六つ㈲
悦

ﾉ∩’～

ﾂﾞ∩|｣ドリ

第１部

　

平成17年度の地方財政
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平成17年度の実質収支は、１兆3,164億円の黒字（前年度１兆2,208億円の黒字）で、昭和31年度以降

黒字が続いている。

　

実質収支を団体種類別にみると、都道府県においては８年連続で赤字団体が発生したものの、2,262億円

の黒字（前年度1,576億円の黒字）となっている。

　

また、市町村においては１兆902億円の黒字（前年度１兆632億円の黒字）であり、昭和31年度以降黒

字が続いている。

　

実質収支が赤字である団体数をみると、平成16年度に赤字であった26団体（1府、25市町村。打切り決

算（市町村合併等により、出納整理期間中の歳入、歳出がないことをいう。以下同じ。）が行われたことに

よる赤字団体は除いている。）のうち20団体（１府、19市町村）が引き続き赤字であり、８団体（１道、７

市町村）が新たに赤字団体となった結果、赤字団体数は28団体であり、前年度と比べると２団体増加して

いる。

　

さらに、近年の実質収支及び赤字団体の赤字額の推移は、第８図のとおりである。

　

標準財政規模に対する実質収支額の割合である実質収支比率の推移は、第９図のとおりであり、平成17

年度の実質収支比率（特別区及び一部事務組合等を除く加重平均）は前年度と同じ2.2%となっている。

　

実質収支比率を団体種類別にみると、都道府県は0．2％ポイント上昇の0．9％、市町村（特別区及び一部

事務組合等を除く。）は前年度と同じ3.5%となっている。

　

イ

　

単年度収支及び実質単年度収支［第７表］

　

平成17年度の単年度収支（実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額）は、2,370億円の黒字（前

年度1,276億円の黒字）で、３年連続で黒字となっている。

　

単年度収支を団体種類別にみると、都道府県においては686億円の黒字（前年度91億円の黒字）、市町村

においては1,684億円の黒字（同1,185億円の黒字）となっている。
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（注）平成16年度の赤字の団体には、合併に伴う打切り決算により赤字となった47市町村及び4一部事務組合が含まれている。

　

また、実質単年度収支（単年度収支に財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額を加え、財政調整

基金の取崩し額を差し引いた額）は、２年ぶりに黒字に転じており（前年度117億円の赤字）、その黒字額

は4,292億円となっている。

　

実質単年度収支を団体種類別にみると、都道府県においては2,824億円の黒字（前年度1,373億円の黒

字）、市町村においては1,468億円の黒字（同1,490億円の赤字）となっている。

　

なお、実質収支、単年度収支及び実質単年度収支の赤字団体数の状況は、第４表のとおりである。

（3）歳 入［第11表］

　

歳入純計決算額は92兆9,365億円で、前年度と比べると0．5％減（前年度1.5%減）となっている。

　

決算額の主な内訳をみると、第５表のとおりである。

　

地方税（対前年度比3.8%増）は、法人関係二税（法人住民税、法人事業税）、個人住民税の増加等によ

り、前年度に比べると１兆2,656億円増加している。ただし、都道府県及び市町村（一部事務組合等を除く。）

の合計の地方税収入の伸びが大きい東京都、愛知県及び千葉県を除くと全体の増加額の２分の１程度の

6,501億円増加にとどまっている。

　

地方譲与税（対前年度比58.8%増）は、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施するまでの

間の暫定措置として都道府県及び市町村（一部事務組合等を除く。）に対して譲与される所得譲与税の増加

等により。増加している。

　

地方特例交付金（対前年度比37.4%増）は、平成16年度の義務教育費国庫負担金の見直し及び平成17

年度の義務教育費国庫負担金の暫定的な減額に伴い交付する税源移譲予定特例交付金の増加等によりヽ増加

している。
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（注）国庫支出金には、交通安全対策特別交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金を含む。

万第10図 歳入純計決算額の構成比の推移
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地方交付税（対前年度比0．4％減）は、前年度に引き続き減少している。

　

国庫支出金（対前年度比4.6%減）は、公共事業関係の国庫補助負担金の削減による普通建設事業費支出

金の減少、三位一体の改革による義務教育費国庫負担金の一般財源化等により減少している。

　

地方債（対前年度比16.2%減）は、臨時財政対策債の減少、普通建設事業費の減少等により減少している。

　

歳入純計決算額の構成比の推移は、第10図のとおりである。

　

地方税の構成比はヽピークとなった昭和63年度（歳入総額の44.3%)以降低下し、平成５年度以降は33％
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第１部

　

平成17年度の地方財政
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から36％台の間で推移していたが、17年度は前年度と比べると1.5%ポイント上昇の37.4%となり、平

成４年度に近い水準に達している。

　

地方交付税の構成比は、平成８年度から12年度までは上昇していたが、13年度以降、地方財政対策にあ

たり、交付税特別会計の借入金方式に代えて臨時財政対策債を発行し、基準財政需要額の一部を振り替える

こととしたこと等から低下が続いている。 17年度においては、前年度と同じ18.2%となっている。

　

国庫支出金の構成比は、平成14年度から16年度は13％台で推移していたが、普通建設事業費支出金の

減少、三位一体の改革による国庫補助負担金の一般財源化等により17年度は前年度と比べると0．5％ポイ

ント低下の12.8%となっている。

　

地方債の構成比は、平成13年度から臨時財政対策債の発行等により上昇していたが、普通建設事業費の

減少や16年度に臨時財政対策債の発行額が減少したこと等により低下に転じ、17年度においても同様の要

因により、前年度と比べると2．0％ポイント低下の11.2%となっている。なお、臨時財政対策債の発行額

を除いた構成比は、前年度と比べると1.2%ポイント低下の8．0％となっている。

　

一般財源の構成比は、平成13年度から地方交付税の減少により低下していたが、平成16年度に地方税、

地方譲与税及び地方特例交付金の増加に加え、国庫支出金、地方債等が減少したことから上昇に転じ、17

年度においても、前年度と比べると2.8%ポイント上昇の59.3%となっている。

　

歳入決算額の構成比を団体種類別にみると、第11図のとおりである。

　

都道府県においては地方税が最も大きな割合(35.2%)を占め、以下、地方交付税(18. 9％）ヽ国庫支出

金(13.6%)の順となっている。

　

市町村においても都道府県と同様に地方税が最も大きな割合（35．0％）を占めヽ以下ヽ地方交付税(15. 3％）、

国庫支出金(10.4%)の順となっている。
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（4）歳 出

第１部

　

平成17年度の地方財政

　

歳出の分類方法としては、行政目的に着目した「目的別分類」と経費の経済的な性質に着目した「性質別

分類」が用いられるが、これらの分類による歳出の概要は、次のとおりである。

　

ア

　

目的別歳出

　　

（ア）目的別歳出［第35表］

　

地方公共団体の経費は、その行政目的によって、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業

費、商工費、土木費、消防費、警察費、教育費、災害復旧費、公債費等に大別することができる。

　

歳出純計決算額は90兆6,973億円で、前年度と比べると0．6％減（前年度1.4%減）となっている。

　

目的別歳出の構成比は、第６表のとおりであり、教育費（歳出総額の18.3%)、民生費（同17.3%)、土

木費（同15.9%)、公債費（同15.4%)、総務費（同9．6％）の順となっており、教育費、民生費及び土木

費で全体の５割以上を占めている。

　

これらの費目の対前年度増減率をみると、教育費（対前年度比2．0％減）は、普通建設事業費の減少等に

より、減少している。

　

民生費（対前年度比3.7%増）は、三位一体の改革に伴う国庫補助負担金の改革による国民健康保険制度

における都道府県調整交付金の創設や、児童手当の支給対象年齢の見直しなどの制度改正、被保護者数の増

加に伴う生活保護費の増加、少子高齢化の進行等により、増加している。

　

土木費（対前年度比5.4%減）は、道路橋りょう事業、都市計画事業等の減少により、減少している。

　

公債費は、前年度と比べると6.5%増となっているが、兵庫県及び神戸市において、財団法人阪神・淡路

大震災復興基金への貸付金に係る地方債の償還を行った特殊要因を除くと、前年度と比べて0．4％減となっ

ている。

　

総務費（対前年度比2.3%減）は、新潟県において、平成16年度に財団法人新潟県中越大震災復興基金
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第１部

　

平成17年度の地方財政
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に対して支出した貸付金が皆減となったこと等により、減少している。

　

目的別歳出の構成比の推移は、第７表のとおりである。農林水産業費及び土木費の構成比がそれぞれ低下

の傾向にある一方、民生費及び公債費の構成比が上昇の傾向にある。

　

目的別歳出の構成比を団体種類別にみると、第12図のとおりである。

　

都道府県においては、市町村立義務教育諸学校教職員の人件費を負担していること等により教育費が最も
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第１部

　

平成17年度の地方財政

大きな割合（23． 7％）を占め、以下、公債費（15．1％）、土木費（15．0％）、民生費（9．2％）、警察費（6．9％）

の順となっている。

　

また、市町村においては、児童手当支給事務、生活保護に関する事務（町村については、福祉事務所を設

置している町村に限る。）等の社会福祉事務の比重が高いこと等により民生費が最も大きな割合(26. 1％）を

占め、以下、土木費(15. 3％）、公債費(13.9%)、総務費（13．0％）、教育費（10．8％）の順とな゜ている。

　　

（イ）一般財源の充当状況

　

一般財源の目的別歳出に対する充当状況は、第８表のとおりである。

　

一般財源総額（55兆1,301億円）に占める目的別歳出の割合をみると、教育費が最も大きな割合(19. 6％）

を占め、以下、公債費(19.2%)、民生費(16.5%)、総務費(11.7%)、土木費（10． 3％）の順とな゜てい

る。

　

一般財源充当額の目的別構成比の推移は、第13図のとおりである。近年、公債費及び民生費に充当され

た一般財源の構成比が上昇の傾向にあり、土木費に充当された一般財源の構成比が低下の傾向にある。

　

イ性質別歳出

　　

（ア）性質別歳出［第73表］

　

地方公共団体の経費は、その経済的な性質によって、義務的経費、投資的経費及びその他の経費に大別す

ることができる。

　

義務的経費は、職員給与費等の人件費のほか、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費

からなっており、そのうち人件費が53.9%を占めている。また、投資的経費は、道路、橋りょう、公園、公

営住宅、学校の建設等に要する普通建設事業費のほか、災害復旧事業費及び失業対策事業費からなっており、

そのうち普通建設事業費が95.4%を占めている。

　

歳出純計決算額の主な性質別内訳をみると、第９表のとおりである。

　

義務的経費は、前年度決算額を上回っている（対前年度比1.5%増）。これは、行政改革に伴う給与の適

{ID性質別歳出純計決算額の状況
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平成17年度の地方財政
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歳出決算増減額に占める義務的経費、投資的経費等の増減額の推移

０

ト

八白目づ

・，’　　ｊに

川り

　

特

→）･'-

　

ｲ‘ﾋJI,川尚細

I０.回ト

円 り 岨

正化、定員削減等による職員給の減少、退職金の減少等により人件費（同1.4%減）が減少する一方、児童

手当の支給対象年齢の見直しなどの制度改正、被保護者数の増加に伴う生活保護費の増加、少子高齢化の進

行等により扶助費（同2.5%増）が増加するとともに、兵庫県及び神戸市において、財団法人阪神・淡路大

震災復興基金への貸付金に係る地方債の償還を行ったこと等により公債費（同6.5%増）が増加したためで

ある。なお、この大震災復興基金に係る特殊要因を除くと、義務的経費は前年度と比べて0．5％減となって

いる。

　

投資的経費は、前年度決算額を下回っている（対前年度比6.1%減）。これは、その大部分を占める普通

建設事業費が、補助事業費（同7.1%減）、単独事業費（同9.1%減）ともに減少し、前年度決算額を下回っ

たためである（同7.5%減）。

　

また、その他の経費は、新潟県において、平成16年度に支出した財団法人新潟県中越大震災復興基金に

対する貸付金が皆減となったこと等に伴う貸付金（対前年度比10.1％減）の減少等により、前年度決算額

を下回っている（同0．8％減）。

　

平成12年度以降の歳出決算増減額に占めるこれらの経費の推移は、第14図のとおりである。

　

次に、性質別歳出の構成比の推移は、第15図のとおりである。
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平成17年度の地方財政

　

投資的経費の構成比は、平成８年度以降低下しており、17年度は前年度と比べると1．0％ポイント低下

’の17.5%となっている。

　

一方、義務的経費の構成比は、平成８年度以降、投資的経費の減少に伴い上昇しており、17年度は前年

度に比べると1.1%ポイント上昇の51.7%となっている。

　

性質別歳出決算額の構成比を団体種類別にみると、第16図のとおりである。

　

人件費の構成比は、都道府県において市町村立義務教育諸学校教職員の人件費を負担していることなどか

ら、都道府県が31.4%、市町村が20.9%となっている。また、扶助費の構成比は、児童手当支給事務、生

活保護に関する事務（町村については、福祉事務所を設置している町村に限る。）等の社会福祉関係事務が

主に市町村において行われていること等から、市町村が13.7%、都道府県が2．0％となっている。

　

さらに、普通建設事業費のうち、補助事業費の構成比は、都道府県（8．4％）が市町村（4．9％）を上回る

一方、単独事業費の構成比は、市町村（9．3％）が都道府県(7.1%)を上回っている。

　　

（イ）一般財源の充当状況［第75表］

　

一般財源の性質別歳出に対する充当状況は、第10表のとおりである。

　

一般財源総額（55兆L301億円）に占める性質別歳出の割合をみると、義務的経費が最も大きな割合

（59．0％）を占めている。また、投資的経費の割合は6.9%であり、歳出総額に占める投資的経費の割合

(17.5%)に比べて小さくなっている。

　

一般財源充当額の性質別構成比の推移は、第17図のとおりである。

　

義務的経費に充当された一般財源の構成比は、平成３年度以降、12年度及び15年度を除き上昇していた

が、17年度は公債費の割合が低下したことにより、前年度と比べると0．1％ポイント低下の59.0%となっ

ている。

　

一方、投資的経費に充当された一般財源の構成比は、平成３年度以降低下の傾向にあり、17年度は前年

度と比べると0．6％ポイント低下の6.9%となっている。

{∃IIS一般財源の性質別歳出充当状況
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経常収支比率［第８表］

　

地方公共団体が社会経済や行政需要の変化に適切に対応していくためには、財政構造の弾力性が確保され

なければならない。財政分析においては、財政構造の弾力性の度合いを判断する指標の一つとして、経常収

支比率が用いられている。

　

経常収支比率は、経常経費充当一般財源（人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経

費に充当された一般財源）が、経常一般財源（一般財源総額のうち地方税、普通交付税のように毎年度経常

的に収入される一般財源）、減税補てん債及び臨時財政対策債の合計額に対し、どの程度の割合となってい

るかをみることにより財政構造の弾力性を判断するものである。

　

平成17年度の経常収支比率（特別区及び一部事務組合等を除く加重平均）は、前年度(91.5%)とほぼ

同率の91.4%となっており、第11表のとおり、高い水準での推移が続いている。その主な内訳をみると、

人件費充当分か36.5% (前年度37.0%)、公債費充当分か21.5% (同21.9%)となっている。なお、減税

補てん債及び臨時財政対策債の発行額を経常収支比率算出上の分母から除いた場合の経常収支比率を求める

と、97.4%となる。

　

また、経常収支比率が前年度とほぽ同率になったのは、第18図（その１）のように、分母である経常一

般財源が、減税補てん債及び臨時財政対策債が減少したものの、地方税、地方譲与税、地方特例交付金等が

増加したことにより分母全体として増加した一方、分子である経常経費充当一般財源も、国民健康保険制度

における都道府県調整交付金の創設等による補助費等充当分の増加等により増加し、分母と分子の伸び率が

ほぼ同じであったことによるものである。

　

なお、都道府県及び市町村（一部事務組合等を除く。）の合計の地方税収入の伸びが大きい東京都ヽ愛知
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（注）１

　

比率は、加重平均である。

　　　

２（

　

）内の数値は、普通交付税の基準財政需要額において算入された財源対策債償還基金費相当額（平成２年度）を経常一

　　　　

般財源から控除して算出したものである。

　　　

３［

　

］内の数値は、平成９年度にあっては臨時税収補てん債発行額を経常一般財源に加えて算出したものであり、13～17年

　　　　

度にあっては減税補てん債相当額及び臨時財政対策債相当額を、経常一般財源から除いて算出したものである。

　　　

４

　

合計及び市町村には、特別区及び一部事務組合等は含まれていない。第18図、第12表において同じ。

県及び千葉県の３都県の経常収支比率は前年度と比べると1.7%ポイント低下の88.3%となっているが、３

都県を除くと0．3％ポイント上昇の92.1%となっている。

　

経常収支比率を団体種類別にみると、都道府県は92.6% (前年度92. 5 %)、市町村（特別区及び一部事

務組合等を除く。以下、この項において同じ。）は90.2% (前年度90.5%)となっている。

　

経常収支比率の段階別分布状況をみると、第12表のとおりである。経常収支比率が80％以上の団体数は、

都道府県においては47団体のすべての団体（前年度同数）、市町村においては全体の91.7%を占める1,669

団体（同2,356団体）となっており、多くの団体の経常収支比率が高い水準にある。

　

イ

　

実質公債費比率、起債制限比率及び公債費負担比率［第８表］

　

地方債の元利償還金等の公債費は、義務的経費の中でも特に弾力性に乏しい経費であることから、財政構

造の弾力性をみる場合、その動向には常に留意する必要がある。その公債費による負担度合いを判断するた

めの指標として、実質公債費比率、起債制限比率及び公債費負担比率が用いられている。

　

このうち実質公債費比率に９いては、平成18年４月から地方債協議制度へ移行したことに伴い、公債費

による負担度合いを判断し、起債に協議を要する団体と許可を要する団体とを判定するための指標として新

たに導入されたものであり、従来の起債制限比率について一定の見直しを行ったものである。その見直しの

要点としては、公営企業の元利償還金への一般会計からの繰出しや、ＰＦＩや一部事務組合等の公債費への

負担金等の公債費類似経費を原則として算入することなどによる実質的な公債費の把握、また、満期一括償

還方式の地方債に係る積立ルールの統一などが挙げられる。

　

実質公債費比率は、地方債の元利償還金（繰上償還等を除く。）や公営企業債に対する繰出金などの公債

費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額から、これに充当された一般財源のうち普通交付税の算定に
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{ID経常収支比率の段階別分布状況
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（注）（

　

）内の数値は、構成比である。

おいて基準財政需要額に算入されたものを除いたものが、標準財政規模及び臨時財政対策債発行可能額の合

計額（普通交付税の算定において基準財政需要額に算入された公債費等を除く。）に対し、どの程度の割合

となっているかをみるものである。

　

平成18年度の起債協議等手続において用いる平成15年度から平成17年度の３か年平均の実質公債費比

率は、14.9%となっている。

　

実質公債費比率の段階別分布状況は、第13表のとおりである。実質公債費比率が18％以上の団体数は、

都道府県においては全体の8.5%を占める４団体となっており、市町村（一部事務組合等を除く。）におい

ては全体の22.3%を占める412団体となっている。

　

実質公債費比率は、平成18年度の起債協議等手続において用いるために初めて算定された指標であり、過

去からの推移をみることができるものとしては、これまで地方債の許可制限に係る指標として用いられてき

た起債制限比率がある。

　

起債制限比率は、地方債元利償還金及び公債費に準ずる債務負担行為に係る支出の合計額から繰上償還さ

れた額を除き、さらにこれに充当された一般財源のうち普通交付税の算定において基準財政需要額に算入さ

れたものを除いたものが、標準財政規模及び臨時財政対策債発行可能額の合計額（普通交付税の算定におい

て基準財政需要額に算入された公債費等を除く。）に対しどの程度の割合となっているかをみるものである。

ただし、一部を除き公営企業の元利償還金への一般会計からの繰出し等の準元利償還金が含まれていない点

に留意する必要がある。

　

平成17年度の起債制限比率（一部事務組合等を除く加重平均）は、第14表のとおりであり、分子につい

ては、元利償還金等が増加したものの控除される災害復旧費等に係る基準財政需要額が大幅に増加したこと

により減少したが、分母についても標準財政規模が３か年平均で減少したこと等により減となったため、前

年度と同じ11.7%となっている。

　

起債制限比率の段階別分布状況は、第15表のとおりである。起債制限比率が15％以上の団体数は、都道

府県においては全体の8.5%を占める４団体（前年度６団体）となっており、市町村（一部事務組合等を除

く。）においては全体の9.4%を占める174団体（同194団体）となっている。
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{IES実質公債費比率の段階別分布状況
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合計及び市町村には、一部事務組合等は含まれていない。第15表において同じ。
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第１部

　

平成17年度の地方財政
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公債費負担比率を構成する分子及び分母の増減状況
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公債費負担比率は、公債費充当一般財源（地方債の元利償還金等の公債費に充当された一般財源）が一般

財源総額に対し、どの程度の割合となっているかを示す指標であり、公債費がどの程度一般財源の使途の自

由度を制約しているかをみることにより、財政構造の弾力性を判断するものである。
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平成17年度の公債費負担比率（全団体の加重平均）は、前年度(19.4%)と比べて0．2％ポイント低下

の19.2%となっている。

　

このように公債費負担比率が前年度を下回ったのはヽ第19図のとおりであり、分母である一般財源総額

が、地方税、地方特例交付金が増加したことにより、全体として増加し、分子である公債費充当一般財源の

伸び率を上回ったためである。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

近年の公債費負担比率の推移は、第20図のとおりであり、平成17年度は前年度から0．2％ポイント低下

したものの、平成４年度以降はおおむね上昇傾向にあり、財政構造の硬直化が進んでいる。

（6）将来にわたる財政負担

　

地方公共団体の財政状況をみるには、単年度の収支状況のみでなく、地方債、債務負担行為等のように将

来にわたって財政負担となるものや、財政調整基金等の積立金のように年度間の財源調整を図り将来におけ

る弾力的な財政運営に資するために財源を留保するものの状況についても、併せて総合的に把握する必要が

ある。これらの状況は、次のとおりである。

　

ア

　

地方債現在高［第100表］

　

平成17年度末における地方債現在高は139兆9,296億円で、前年度末と比べると0.6%減（前年度末1.4%

増）となっている。なお、特定資金公共投資事業債を除いた地方債現在高は、139兆9,292億円で、前年度

末と比べると0．5％減（同1.8%増）となっている。

　

地方債現在高の歳入総額及び一般財源総額に対するそれぞれの割合の推移は、第21図のとおりである。

　

地方債現在高は、昭和50年度末では歳入総額の0.44倍、一般財源総額の0．88倍であったが、地方税収

等の落込みや減税に伴う減収の補てん、経済対策に伴う公共投資の追加等により地方債が急増したことに伴

い、平成４年度末以降急増し、さらに、平成13年度からの臨時財政対策債の発行により17年度末には歳入

総額の1.51倍、一般財源総額の2.54倍となっている。なお、標準財政規模に対する比率は、前年度末と比

べると11.6%ポイント低下の269.4%となっている。

　

近年の地方債現在高の目的別構成比及び借入先別構成比の推移は、第22図のとおりである。
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ぱよ、11肝|150、57、61、ず成５～７、り～17年度分である

　

地方債現在高の借入先別の構成比は、政府資金(43.3%)、市中銀行資金(25.9%)、市場公募債(17.6%)、

公営企業金融公庫資金(5．8％)の順となっている。

　

また、前年度末の割合と比べると、近年の公的資金の縮減に対応し、一層の市場化の推進等に伴い、政府

資金が0．8％ポイント低下する一方、市場公募債は1.8%ポイント上昇している。

　

地方債現在高を団体種類別にみると、都道府県においては79兆542億円、市町村においては60兆8.754

億円で、前年度末と比べるとそれぞれ0．1％減(前年度末2.3%増)、1.3%減(同0．2％増)となっている。
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債務負担行為額［第101表］

　

地方公共団体は、将来の支出を約束するために、債務負担行為を行うことができる。

　

この債務負担行為は、数年度にわたる建設工事、土地の購入等の場合のように翌年度以降の経費支出が予

定されているものと、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときに支出され

るものとに大別することができる。

　

これらの債務負担行為に基づく翌年度以降支出予定額をみると、平成17年度末では12兆2,055億円で、

前年度末と比べると5.0%増（前年度末8.5%減）となっている。

　

翌年度以降支出予定額を目的別にみると、第23図のとおりである。

　

このうち、物件の購入等に係るものについては、製造・工事の請負に係るもの（対前年度末比2.9%増）

等が増加したものの、土地の購入に係るもの（同10．1％減）が減少したこと等により、全体として2.4%減

となっている。
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{ID積立金現在高の状況
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）内の数値は、構成比である。
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翌年度以降支出予定額を団体種類別にみると、都道府県においては５兆4, 680 億円ヽ市町村においては６

兆7,375億円で、前年度末と比べるとそれぞれ2．0％増（前年度末10． 2％減）ヽ7.7%増（同7．0％減）となっ

ている。

　

ウ

　

積立金現在高［第102表］

　

地方公共団体の積立金現在高の状況は、第16表のとおりである。

　

平成17年度末における積立金現在高は４年ぶりに増加に転じ、13兆1,465億円となっており、前年度末

と比べると1,146億円増加（対前年度末比0．9％増）している。また、標準財政規模に対する比率は、前年

度末と比べると0．7％ポイント低下の25.3%となっている。

　

積立金現在高の内訳をみると、年度間の財源調整を行うために積み立てられている財政調整基金は前年度

末と比べると6.1%増となっている。地方債の将来の償還費に充てるために積み立てられている減債基金は

前年度末と比べると6.1%減となっている。将来の特定の財政需要に備えて積み立てられているその他特定

目的基金は前年度末と比べると0．5％増となっている。

　

積立金現在高を団体種類別にみると、前年度末と比べ、都道府県においては減債基金及びその他特定目的

基金が減少している一方、財政調整基金が増加したことにより、全体として734億円増加（対前年度末比

1.9%増）しており、市町村においては減債基金が減少している一方で、財政調整基金及びその他特定目的

基金が増加したことにより、全体として413億円増加（同0．4％増）している。

　

エ

　

将来にわたる実質的な財政負担［第100表～第102表、第134表］

　

地方債現在高（特定資金公共事業債及び特定資金公共投資事業債を除く。）に債務負担行為に基づく翌年

度以降支出予定額を加えヽ積立金現在高を差し引いた地方公共団体の将来にわたる実質的な財政負担の推移

は、第24図のとおりである。

　

平成17年度末における将来にわたる実質的な財政負担は138兆9,882億円で、前年度末と比べると0．2％

減（前年度末2.1%増）となっている。

　

なおヽ財団法人阪神゜淡路大震災復興基金及び財団法人新潟県中越大震災復興基金に係る特殊要因を除い

た場合にはヽ将来にわたる実質的な財政負担は138兆6,832億円でヽ前年度末と比べると0．5％増（前年度

末1.5%増）となっている。

　

またヽ標準財政規模に対する比率はヽ前年度末と比べると10． 6％ポイント低下の267.6%となっており、

また、国内総生産（名目ベース。以下同じ。）に対する割合ではヽ前年度末と比べると0．3％ポイント低下

の27.6%となっている。
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ドLﾋﾞ」

　

将来にわたる実質的な財政負担を団体種類別にみると、都道府県においては80兆6,693億円（標準財政

規模に対する比率331.4%)、市町村においては58兆3,188億円（同211.2%)であり、前年度末と比べる

とそれぞれ0．1％増（前年度末2.4%増）、0．5％減（同1.7%増）となっている。

　

オ

　

普通会計が負担すべき借入金残高

　

普通会計が将来にわたって負担すべき借入金という観点からは、地方債現在高のほか、巨額の地方財源不

足に対処するための交付税及び譲与税配付金特別会計（以下「交付税特別会計」という。）借入金のうち地

方財政全体で負担するもの及び地方公営企業において償還する企業債のうち、経費負担区分の原則等に基づ

き、普通会計がその償還財源を負担するものについても併せて考慮する必要がある。

　

この観点から、交付税特別会計借入金残高のうち地方財政全体で負担することとなるものと企業債現在高

のうち普通会計が負担することとなるものを地方債現在高（特定資金公共事業債及び特定資金公共投資事業

債を除く。以下、この項において同じ。）に加えた普通会計が負担すべき借入金残高の推移をみると、第25

図のとおりである。

　

これをみると、近年の地方税収等の落込みや平成４年度以降の補正予算による経済対策に加え、平成６年

度以降の減税による地方税の減収等に対応するための財源確保や平成13年度以降の臨時財政対策債の発行
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『こちら

ある

等に伴い、普通会計が負担すべき借入金残高は急増している。平成17年度末には、普通会計が負担すべき

借入金残高は201兆2,943億円となっており、前年度末と比べると0．1％減（前年度1.6%増）となったも

のの、依然として高い水準にある。

　

また、その内訳は、地方債現在高が139兆9.292億円、交付税特別会計借入金残高が33兆6,142億円、企

業債現在高のうち普通会計が負担することとなるものが27兆7,509億円となっている。

　

なお、この普通会計が負担すべき借入金残高の標準財政規模に対する比率は、前年度末と比べると15.1%

ポイント低下の387.5%となっており、普通会計が負担すべき借入金残高の国内総生産に対する比率は、前

年度末と比べると0．4％ポイント低下の40.0%となっている。
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（7）決算の背景

　

ア

　

平成17年度の経済見通しと国の予算

　

（ア）経済見通しと経済財政運営の基本的態度

第１部

　

平成17年度の地方財政

　

「平成17年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」は、平成16年12月20日に閣議了解、平成

17年１月21日に閣議決定された。

　

これによると、平成16年度の我が国経済は、一部に弱い動きがみられるが、年度全体を通してみると、企

業収益が大幅に改善するなど企業部門が引き続き堅調な中、雇用環境が持ち直す動きがみられ、民間需要中

心の回復を続けると見込まれた。こうした結果、平成16年度の実質成長率は、2.1%程度（名目成長率は

0．8％程度）になると見込まれた。

　

このような情勢認識に立って、平成17年度の経済財政運営の基本的態度については、平成16年６月４日

に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」（以下「基本方針2004」という。）に

基づき、個人や企業の挑戦する意欲と地方の自主性を引き出すため、規制、金融、税制、歳出の四分野1 口
日

力こ

え、郵政民営化、三位一体、社会保障等の構造改革を引き続きスピード感を持って一体的かつ整合的に推進

し、民間需要主導の持続的な経済成長を図ることとされている。また、デフレからの脱却を確実なものとす

るため、政府は、日本銀行と一体となって政策努力を更に強化し、今後とも、経済情勢によっては、大胆か

つ柔軟な政策運営を行うこととされた。

　

以上のような経済財政運営を前提として、平成17年度の国内総生産の実質成長率は、1.6%程度（名目

成長率は1.3%程度）になると見通された。

　　

（イ）国

　

の

　

予

　

算

　

平成16年12月３日、「平成17年度予算編成の基本方針」が閣議決定された。その中で平成17年度予算

については、持続的な財政構造の構築と予算の質の向上を図る必要があることから、歳出改革を一層推進し、

一般会計歳出及び一般歳出の水準について、実質的に前年度水準以下に抑制してきた従来の歳出改革路線を

堅持・強化することを基本的考え方とすることとされた。また、歳出の見直しと構造改革の推進のため、活

力ある社会・経済の実現に向けた４分野（「人間力の向上・発揮一教育・文化、科学技術、ＩＴ」、「個性と

工夫に満ちた魅力ある都市と地方」、「公平で安心な高齢化社会・少子化対策」、「循環型社会の構築・地球環

境問題への対応」）について、これまでの実績・評価を考慮しつつ、政策効果が顕著なものについて重点的

かつ効率的に推進することとされた。また、社会資本整備、社会保障制度及び地方財政の事項についても制

度・施策の見直しを行い、さらに、防衛、ＯＤＡその他の歳出分野についても「基本方針2004」に即し、歳

出の見直しに取り組むこととされた。

　

社会資本整備については、上記の活力ある社会・経済の実現に向けた４分野を中心に、雇用・民間需要の

拡大に資する分野に施策を集中しつつ更に絞込みを図るため、整備水準、整備の緊急性、国と地方の役割分

担等の観点から、きめ細かく重点化を図ることとされた。

　

地方財政については、国と地方に関する「三位一体の改革」を推進することにより、地方の権限と責任を

大幅に拡大し、歳入・歳出両面での地方の自由度を高めることで、真に住民に必要な行政サービスを地方が

自らの責任で自主的、効率的に選択できる幅を拡大するとともに、国・地方を通じた簡素で効率的な行財政

システムの構築を図ることとされた。また、三位一体の改革については、「基本方針2004」に基づき、平成

18年度までの改革の全体像に係る政府・与党合意（平成16年11月26日）を踏まえ、政府一丸となって取

り組み、その成果を平成17年度予算に適切に反映することとされた。

　

平成17年度予算は、以上のような方針により編成され、平成16年12月24日に概算の閣議決定が行われ
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平成17年度の地方財政

た後、平成17年１月21日に第162回国会に提出された。

　

これによると、平成17年度の国の一般会計予算の規模は82兆1 ､829 億円でヽ前年度当初予算と比べると

720億円の増加（0．1％増）となり、うち一般歳出の規模は47兆2 ､829 億円でヽ前年度当初予算と比べると

3,491億円の減少（0．7％減）となった。なお、「平成17年度予算編成の基本方針」においてヽ前年度当初

予算から３％以上削減することとされた公共投資関係費についてはヽ4．0％減の８兆2･ 720 億円とな゜た。

また、公債の発行予定額は34兆3,900億円で、前年度当初発行予定額と比べると２兆2,000億円の減少

（6．0％減）となり、公債依存度は41.8%となった。

　

他方、財政投融資計画については、「特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月19日閣議決定）」等を

適切に反映しつつ、真に必要な資金需要には的確に対応するとともに、民業補完の原則の下ヽ総額の抑制及

び対象事業の重点化・効率化に努めることとされ、計画規模は17兆1,518億円ヽ前年度計画額と比べると

３兆3.376億円の減少(16.3%減）となった。

　

イ

　

地方財政計画

　

平成17年度の地方財政計画は、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、歳出面においてはヽ「経済財政

運営と構造改革に関する基本方針2003」等に沿って、歳出全般にわたり見直しを行うことにより歳出総額

の計画的な抑制を図る一方、当面の重要課題である人間力の向上・発揮（教育・文化、科学技術、ＩＴ）、

佃吐と工夫に満ちた魅力ある都市と地方の形成、少子・高齢化対策、循環型社会の構築・地球環境問題への

対応等に財源の重点的配分を図ることとし、歳入面においては、地方税負担の公平適正化の推進と安定的な

財政運営に必要な地方交付税、地方税などの一般財源の確保を図ることを基本とするとともに、引き続き生

ずることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補てん措置を講じ

ることとし、次の方針に基づき策定された。

　

（ア）地方税については、現下の経済・財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現する

　　　

ための「あるべき税制」の構築に向け、定率減税の縮減、所得譲与税による税源移譲、法人事業税の

　　　

分割基準の見直しその他の所要の措置を講じる。

　

（イ）地方財源不足見込額について、地方財政の運営に支障が生じることのないよう、次の措置を講じる。

　　　

ａ

　

恒久的な減税に伴う影響額及び平成15年度税制改正に伴う減収額以外の地方財源不足（以下「通

　　　　

常収支に係る財源不足」という。）の見込額７兆5,129億円については、次の措置を講じる。

　　　　

（ａ）平成16年度に講じた平成18年度までの間の制度改正に基づき、財源不足のうち建設地方債

　　　　　

（財源対策債）の増発等を除いた残余に９いては国と地方が折半して補てんすることとし、国負

　　　　　

担分に゛S）いてはヽ国の一般会計からの加算によりヽ地方負担分については地方財政法第５条の特

　　　　　

例となる地方債（臨時財政対策債）により補てん措置を講じる。

　　　　　　

またヽ投資的経費に係る地方単独事業費と一般行政経費に係る地方単独事業費の一体的かい離

　　　　　

是正分の‾般財源に相当する地方財源不足分に゛S）いてはヽ基本的には国と地方が折半して負担す

　　　　　

ることとするがヽ平成17年度は全額地方財政法第５条の特例となる地方債（臨時財政対策債）に

　　　　　

より措置することとしヽ国負担となるべき分に゛S）いては後年度に調整することとする。

　　　　　　

臨時財政対策債の元利償還金相当額に゜いてはヽその全額を後年度地方交付税の基準財政需要

　　　　　

額に算入する。

　　　　　　

なおヽ平成５年度の投資的経費に係る国庫補助負担率の見直しに関し一般会計から交付税特別

　　　　　

会計に繰り入れることとしていた額等2･ 736 億円に９いては法律の定めるところにより、平成

　　　　　

18年度以降の地方交付税の総額に加算することとする。

　　　　

（b）これに基づきヽ平成17年度の通常収支に係る財源不足見込額７兆5.129億円については、次
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により完全に補てんする。

　　

（ｉ）地方交付税については、国の一般会計加算により２兆5,298億円（うち、地方交付税法附

　　　　

則第４条の２第２項の加算額1,683億円、同条第４項の加算額11億円、同条第８項の加算

　　　　

額1,963億円、臨時財政対策特例加算額２兆1,641億円）増額する。

　　

（iO

　

地方財政法第５条の特例となる地方債（臨時財政対策債）を３兆2,231億円発行する。

　　

(iii)建設地方債（財源対策債）を１兆7,600億円増発する。

ｂ

　

平成11年から実施されている恒久的な減税については、平成17年度税制改正により、平成18

　

年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税から定率減税を２分の１に縮減することと

　

されており、平成17年度の地方財政への影響額には大きな変動はないものと見込まれる。このた

　

め、恒久的な減税に伴う地方財政への影響額３兆4,720億円については、次の措置を講じる。

　

（ａ）恒久的な減税の実施による地方税の減収１兆9,198億円について、その４分の３相当額を国

　　

と地方のたばこ税の税率変更による地方たばこ税の増収措置(1,135億円）、法人税の地方交付

　　

税率の引上げによる増収措置(4,375億円）及び地方特例交付金(8,888億円）により、その４

　　

分の１相当額を地方財政法第５条の特例となる地方債（減税補てん債、4,800億円）により完全

　　

に補てんする。

　

（b）恒久的な減税の実施による地方交付税への影響額１兆5,522億円のうち、平成］｡7年度に新

　　

たに発生する地方交付税の減収１兆4,295億円については、交付税特別会計借入金により措置し、

　　

その償還は国と地方が折半して負担することにより完全に補てんする。なお、所得税の定率減税

　　

の縮減により、地方交付税原資が増加した分に相当する借入金の縮減(592億円）が見込まれる。

　　

また、平成ｎ年度以降地方交付税への影響額の補てん対策として措置した交付税特別会計借入

　　

金に係る利子相当額のうち国負担分601億円は一般会計からの繰入れにより、地方負担分626億

　　

円は交付税特別会計借入金により措置する。

ｃ

　

平成15年度税制改正に伴う平成17年度の地方税及び地方交付税の減収額1,772億円については、

　

次の措置を講じる。

　

（ａ）地方税の減収783億円については、減税補てん債の発行により完全に補てんする。

　

（b）地方交付税の減収989億円については、交付税特別会計借入金により完全に補てんする。

ｄ

　

上記の結果、平成17年度の地方交付税については、16兆8,979億円（前年度に比し0.1%増）を

　

確保する。

　

三位一体の改革の一環として、次のとおり国庫補助負担金の改革と、これに対応した税源移譲等の

措置を講じることとする。

ａ

　

国民健康保険国庫負担、養護老人ホーム等保護費負担金、公営住宅家賃対策等補助のうち公営住

　

宅家賃収入補助分など、税源移譲に結びつく改革に係るもののうち、暫定措置とされた義務教育費

　

国庫負担金の減額分を除いた国庫補助負担金については、平成17年度から一般財源化することと

　

し、所要額を税源移譲する。

　　

税源移譲については、平成18年度税制改正において、所得税から個人住民税への本格的な税源

　

移譲を実現することとし、平成17年度においては、暫定措置として、平成16年度措置分を含め、

　

所得譲与税により税源移譲する。この平成17年度所得譲与税は、国庫補助負担金の改革内容等を

　

踏まえ、都道府県へ総額の５分の3、市町村（一部事務組合等を除く。）へ総額の５分の２を譲与

　

することとし、譲与基準は、平成16年度と同様、人口とする。

ｂ

　

義務教育費国庫負担金の暫定的な減額相当分については、平成16年度から措置されている退職
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手当及び児童手当の暫定的な一般財源化分に加えて、税源移譲予定特例交付金により財源措置する・

　　　　　

この税源移譲予定特例交付金のうち、退職手当及び児童手当に係るものについてはヽ平成16年

　　　　

度と同様、人口を基準として、平成17年度の義務教育費国庫負担金の暫定的な減額相当分に゜い

　　　　

ては、教職員給与費を基本として都道府県に交付する。

　

（エ）地方債については、地方財源の不足に対処するための措置を講じるとともにヽ極めて厳しい地方財

　　　

政の状況の下で、その健全性の確保に留意しつつ、地方公共団体が音吐豊かで活力に満ちた地域社会

　　　

の構築を目指して、地域再生の推進、それぞれの地域の特性を活かした魅力あふれる地域づくりヽＩ

　　　

ＣＴ（情報通信技術）を活用した住民サービスの向上と地域経済の活性化、災害等に強く安心安全な

　　　

地域づくり等の当面する政策課題に重点的・効率的に対応しうるよう所要額を確保する。この結果ヽ

　　　

地方債計画の規模は15兆5,366億円（普通会計分12兆2,619億円、公営企業会計等分３兆2,747億

　　　

円）とする。

　

（オ）社会経済情勢の推移等に即応して使用料・手数料等の適正化を図る。

　

（ヵ）地域経済の振興や雇用の安定を図りつつ、個性と活力ある地域社会の構築、住民に身近な社会資本

　　　

の整備、災害に強い安心安全なまちづくり、総合的な地域福祉施策の充実、農山漁村地域の活性化等

　　　

を図ることとし、財源の重点的配分を行う。

　　　

ａ

　

投資的経費に係る地方単独事業費については、「基本方針2003」を踏まえた事業規模の計画的抑

　　　　

制と併せ、かい離是正を行ったところである。その結果、平成17年度においては、前年度に比し

　　　　

8.2%減額することとしているが、かい離是正分を除いた場合は3．0％減額であり、地域活性化事

　　　　

業、地域再生事業及び防災対策事業などにより、引き続き、地域の自立や活性化につながる基盤整

　　　　

備を重点的・効率的に推進する。

　　　

ｂ

　

一般行政経費に係る地方単独事業費については、地方公共団体の自助努力を促す観点から既定の

　　　　

行政経費の縮減を図る一方、人間力の向上・発揮（教育・文化、科学技術、ＩＴ）、個性と工夫に

　　　　

満ちた魅力ある都市と地方の形成、少子・高齢化対策、循環型社会の構築・地球環境問題への対応

　　　　

等の分野に係る施策に財源の重点的配分を図るとともに、かい離是正を行い、地域において必要な

　　　　

行政課題に対して適切に対処する。

　　　

ｃ

　

消防力の充実ヽ自然災害の防止、震災対策の推進及び治安維持対策等住民生活の安心安全を確保

　　　　

するための施策を推進する。

　　　

ｄ

　

過疎地域の自立促進のための施策等に対し所要の財政措置を講じる。

　

（キ）地方公共団体の公債費負担の軽減を図るため、普通会計における高金利の公的資金に係る地方債に

　　　

対する特別交付税措置を拡充するとともに、一定の公営企業金融公庫資金に係る公営企業債について

　　　

の借換え措置を拡大する。

　

（ク）地方公営企業の経営基盤の強化ヽ上゜下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の

　　　

整備の推進ヽ社会経済情勢の変化に対応した新たな事業の展開等を図るため、経費負担区分等に基づ

　　　

きヽ一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行う。

　

（ヶ）地方行財政運営の合理化を図ることとし、一般職の定員削減を行う等定員管理の合理化を図るとと

　　　

もにヽ事務事業の見直し、民間委託等の推進など行財政運営全般にわたる改革を推進する。

　

以上のような方針に基づいて策定した平成17年度の地方財政計画の規模はヽ83兆7,687億円で、前年度

と比べると8, 982 億円減少（対前年度比1.1%減）となった。

　

歳入についてみるとヽ地方税は33兆3,189億円で、前年度と比べると9,958億円増加（対前年度比3.1%

増）（道府県税4.3%増、市町村税2.2%増）、地方譲与税は１兆8,419億円で、前年度と比べると6,967億
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円増加（同60．8％増）、地方特例交付金は１兆5,180億円で、前年度と比べると4,132億円増加（同37.4%

増）、地方交付税は16兆8,979億円で、前年度と比べると117億円増加（同0.1%増）、国庫支出金は11兆

1,967億円で、前年度と比べると9,271億円減少（同7.6%減）、地方債（普通会計分）は12兆2,619億円

で、前年度と比べると１兆8,829億円減少（同13.3%減）となった。

　

一方、歳出についてみると、給与関係経費は22兆7,240億円で、前年度と比べると2,750億円減少（対

前年度比1.2%減）となった。なお、地方財政計画全体の職員数については、一般職員（義務教育教職員、

警察官、消防職員、非義務制学校の教員を除く職員。）について、国家公務員の定員削減の方針に準じ、10,369

人を縮減するとともに、消防防災関係職員の増員、施設増に伴う所要の増員等に義務教育教職員、警察官、

消防職員、非義務制学校の教員の増減員を加え、12,411人の減員を見込んだ。一般行政経費は23兆1,307

億円で、前年度と比べると１兆2,474億円増加（同5. 7%増）、公債費は13兆3,803億円で、前年度と比べ

ると2,976億円減少（同2.2%減）、投資的経費は19兆6,761億円で、前年度と比べると１兆6,522億円減

少（同7. 7%減）となり、投資的経費のうち、公共事業費中の普通建設事業費は６兆1,153億円で、前年度

と比べると5,266億円減少（同7.9%減）、地方単独事業費は12兆3,700億円で、前年度と比べると１兆1,000

億円減少（同8．2％減）となった。

　

ウ

　

財政運営の経過

　　

（ア）経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005

　

平成17年６月21日、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」（以下「基本方針2005」という。）

が閣議決定された。

　

「基本方針2005」においては、我が国の経済について、「バブル後」と呼ばれた時期を確実に抜け出し、「攻

めの改革」に踏み出すときを迎えているとしたうえで、平成18年度までの２年間について、①「小さくて

効率的な政府」の実現、②少子高齢化とグローバル化を乗り切るための基盤整備、③デフレの克服及び民需

主導の経済成長の実現の３つの課題に取り組む「重点強化期間」として位置づけられた。

　

具体的には、「『小さくて効率的な政府』の実現」については、政策金融改革や政府の資産・債務管理の強

化等を通じて資金の流れを「官から民へ」と変えるとともに、三位一体の改革の確実な実現や市場化テスト

の本格的導入等を通じて仕事の流れを変え、国・地方を通じた徹底的な行政改革や公務員の総人件費改革等

を通じて人と組織を変えることとされた。「少子高齢化とグローバル化を乗り切るための基盤整備」につい

ては、2010年代初頭における国・地方を合わせた基礎的財政収支の黒字化を目指しつつ、歳出・歳入一体

改革を進めるとともに、国民の安全・安心を確保するための取組、持続的な社会保障制度の構築、少子化対

策及び教育改革の推進、人間力の強化に向けた取組、「新産業創造戦略2005」の推進や「科学技術創造立国」

の実現等を通じたグローバル化への総合的かつ戦略的な取組等を実施していくこととされた。「デフレの克

服及び民需主導の経済成長の実現」については、民間需要・雇用の拡大に力点を置いて規制改革、金融シス

テム改革、税制改革、歳出改革の４分野における構造改革への取組をより本格的に推進するとともに、デフ

レからの脱却を確実なものとするよう、政府は日本銀行と一体となって政策努力の更なる強化・拡充を図り、

今後とも経済情勢によっては大胆かつ柔軟な政策運営を行うこととされた。

　　

（イ）平成17年度補正予算（第１号）

　

平成17年度補正予算（第１号）は、平成17年12月20日に閣議決定され、平成18年１月20日に第164

回国会に提出され、２月３日に成立した。

　

この補正予算においては、歳出面では、災害対策費5,733億円、義務的経費3.774億円、地方交付税交付

金１兆3,516億円、改革推進公共投資事業償還時補助等7,610億円、アスベスト対策関連経費1,805億円、

市町村合併推進体制整備費補助金463億円、新型インフルエンザ対策等関連経費372億円等を追加計上した
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ほか、既定経費の節減１兆3,197億円、予備費の減額500億円の修正減少額を計上した。また、歳入面ではヽ

最近までの収入実績等を勘案し、租税及印紙収入３兆350億円の増収を見込むとともに、前年度剰余金受入

１兆6,294億円を計上するほか、その他収入7,785億円の増収を見込む一方ヽ財政健全化の推進のため公債

金は9,210億円を減額した。

　

この結果、一般会計予算の規模は、歳入歳出とも平成17年度当初予算に対し４兆5, 219 億円増加しヽ86

兆7,048億円となった。

　　

（ウ）平成17年度補正予算（第１号）に係る地方財政補正措置

　

平成17年度補正予算（第１号）の編成により、国税の増収見込み等に伴い地方交付税の増加が見込まれ

たとともに、災害復旧事業の追加等に伴う地方負担の増加(4,416億円程度）が生じた結果、以下の地方財

政補正措置が講じられた。

　　　

ａ

　

地方交付税の追加等

　

国の補正予算により増額された平成17年度分の地方交付税の額１兆3,516億円（平成16年度精算分

4.322億円、平成17年度国税五税の自然増に伴うもの9,194億円）については、平成17年度において普通

交付税の調整額の復活に要する額609億円を交付することとしたうえで、残余の額１兆2,908億円について

平成18年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付する措置が講じられた。

　　　

ｂ

　

追加の財政需要等に対する財政措置

　　　　

（ａ）国の補正予算により平成17年度に追加されることとなる災害復旧事業、アスベスト対策関連

　　　　　

事業等投資的経費に係る地方負担額（普通会計分3,138億円）については、原則として、地方債

　　　　　

（充当率100％）を充当することとし、後年度においてその元利償還金の全額を基準財政需要額

　　　　　

に算入することとした。その際、元利償還金の50％（義務教育施設改築事業等当初における地

　　　　　

方負担額に対する算入率が50％を超えるものについては、原則として当初の算入率）について

　　　　　

は、公債費方式により各地方公共団体の地方債発行額に応じて基準財政需要額に算入することと

　　　　　

しヽ残余に９いては単位費用により措置することとした。また、出資金、貸付金等については、

　　　　　

資金手当のための地方債を措置することとした。

　　　　

（b）生活保護費ヽ老人医療給付費ヽ都道府県調整交付金等地方債の対象とならない経費(1,278

　　　　　

億円）に゜いてはヽ給与関係経費の不用額（190億円）の充当及び追加財政需要額（5,100億円）

　　　　　

の取崩しにより対応することとした。
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平成17年度における租税収入及び租税負担の状況並びに地方歳入の状況は、次のとおりである。

（1）租税収入及び租税負担率［第18表～第20表］

　

国及び地方公共団体の行政活動に要する経費は、最終的にはその大部分が租税によって賄われている。国

税と地方税を合わせ租税として徴収された額は87兆949億円であり、前年度と比べると6.7%増（前年度

4.6%増）となっている。

　

国民所得に対する租税総額の割合である租税負担率をみると、平成17年度においては前年度と比べると

1.2%ポイント上昇の23.7%となっている。なお、主な諸外国の租税負担率をみると、アメリカ23.2% (2004

暦年計数）、イギリス37.1% (同）、ドイツ27.5% (同）、フランス36.8% (同）となっている。

　

次に、租税を国税と地方税の別でみると、国税52兆2,905億円（8．7％増）、地方税34兆8,044億円(3.8%

増）となっている。租税総額に占める国税と地方税の割合は、第26図のとおりであり、国税60．0％（前年

度58.9%)、地方税40.0% (同41.1%)となっている。また、地方交付税、地方譲与税及び地方特例交付

金を国から地方へ交付した後の租税の実質的な配分割合は国36.7% (同35.3%)、地方63.3% (同64.7%)

となっている。なお、国税と地方税の推移は、第27図のとおりである。
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国税と地方税の状況
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税［第13表～第16表］

　

地方税の決算額は34兆8,044億円で、前年度と比べると3.8%増（前年度2.7%増）となっている。

　

地方税収入額の55.2%を占める住民税、事業税及び地方消費税の収入状況は、第17表のとおりである。

住民税は、利子割（対前年度比35.2%減）が減少したものの、個人分（同5.3%増）及び法人分（同11.7%

増）がそれぞれ増加したこと等により、全体として増加（同6.1%増）している。事業税は、その大部分を

占める法人事業税が増加（同13.9%増）したこと等により、前年度と比べると13.3%増（前年度12.8%増）

となっている。地方消費税は、前年度と比べると2.4%減（同9.2%増）となっている。なお、法人関係二

税は８兆1,215億円で、前年度と比べると13．0％増（前年度12.2%増）となっている。

　

また、地方税総額に占める割合をみると、住民税の構成比は前年度（33．0％）と比べると0．7％ポイント

上昇の33．7％、事業税の構成比は前年度(12. 9％）と比べると1.2%ポイント上昇の14.1%となっている。

一方、地方消費税の構成比は前年度（7．8％）と比べると0．5％ポイント低下の7.3%となっている。なお、

法人関係二税の構成比は、前年度(21.4%)と比べると1.9%ポイント上昇の23.3%となっている。

　

地方税の収入状況を団体種類別にみると、都道府県が17兆1,374億円で、前年度と比べると5.1%増（前

年度5.7%増）となっており、市町村は17兆6,670億円で、前年度と比べると2.5%増（同0．0％減）となっ
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また、歳入総額に占める割合は、都道府県が35.2% (前年度33.3%)、市町村が35．0％（同34.0%)と

なっており、全国平均(37.4%)より低い団体数は、全体の73.7%を占める1,394団体となっている。

　

地方税収について、全国平均を100として、都道府県別に人口一人当たり税収額を比較してみると、第

28図のとおりであり、地方税収計については、東京都が181.2で最も大きく、次いで、愛知県が124.0と

なっている。他方、沖縄県が56.0で最も小さく、次いで長崎県の62.9となっている。東京都と沖縄県で比

較すると、約3．2倍の格差となっている。

　

次に、個別の税目ごとに比較してみると、法人関係二税については、東京都が273.7で最も大きく、次い

で、愛知県が147.3となっている一方、沖縄県が39.5で最も小さく、次いで長崎県の40.1となっている。

東京都と沖縄県を比較してみると、約6．9倍の格差となっている。同様に、個人住民税については、最も大

きい東京都が178.7、最も小さい沖縄県が53.7で、約3．3倍の格差となっている。地方消費税については、

最も大きい東京都が146.0、最も小さい沖縄県が73.3で、約2．0倍の格差となっている。固定資産税につ

いては、最も大きい東京都が150.8、最も小さい沖縄県が62.5で、約2．4倍の格差となっている。

　

このように、地方税収については、各税目とも都道府県ごとに偏在性があるが、その度合については、法

人関係二税の格差が特に大きく、地方消費税の偏在性は比較的小さくなっている。

　　

（ア）道府県税の収入状況

　

道府県税（都道府県の地方税の決算額から東京都が徴収した市町村税相当額を除いた額）の収入額は15

兆2,269億円で、前年度と比べると5.1%増（前年度5.8%増）となっている。

　

道府県税収入額の税目別内訳は、第29図のとおりであり、事業税が32.3% (前年度30．0％）と最も大き

な割合を占め、次いで道府県民税が23.5% (同23.5%)となっており、これら二税で道府県税総額の55.8%

を占めている。

　

また、都道府県税の法人分と事業税の法人分を合計した法人関係二税の道府県税総額に占める割合は、平

成15年度以降上昇しており17年度は37.2%となっている。

　

各税目の収入額を前年度と比べると、収入の使途を特定せず、一般経費に充てるために課される税である

普通税は5.8%増（前年度6.5%増）となっている。

　

普通税のうち、主な税目についてみると、道府県民税については、法人分か11.9%増（前年度10．8％増）、

個人分か8．0％増（同1.4%増）、利子割が35.2%減（同3.9%増）となっており、道府県民税全体では5.5%

増（同3.8%増）となっている。
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地方税収計、個人住民税、法人二税、地方消費税及び固定資産税の人口１人当たり

　　　　　

税収額の指数（全国平均を100とした場合、平成17年度）
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平成17年度の地方財政
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また、事業税については、全体の95.6%を占める法人分か13.9%増（前年度13.6%増）となったことか

ら、事業税全体では13.3%増（同12.8%増）となっている。

　

なお、不動産取得税については4.4%増（前年度､5．0％減）と９年ぶりに増加に転じた。地方消費税につ

いては2.4%減（同9.2%増）となっており、自動車税については2.3%増（同1.9%減）となっている。

　

特定の費用に充てるために課される税である目的税は、0．7％減（前年度0.2％増）となっている。

　

目的税のうち、主な税目についてみると、自動車取得税については0．4％増（前年度0．8％増）となって

おり、軽油引取税については1.3%減（同0．2％減）となっている。

　

近年の道府県税収入額の推移は、第30図のとおりであり、景気の低迷等により、ピークである平成３年

度の税収入額（16兆1,835億円）の94.1%となっている。

　　

（イ）市町村税の収入状況

　

市町村税（市町村の地方税の決算額に東京都が徴収した市町村税相当額を加えた額をいう。）の収入額は

19兆5,775億円で、前年度と比べると2.8%増（前年度0．4％増）となっている。

　

市町村税収入額の税目別内訳は、第31図のとおりであり、固定資産税が45.3% (前年度46.2%)と最も

大きな割合を占め、次いで市町村民税が41.7% (同40.3%)となっており、これら二税で市町村税総額の

86.9%を占めている。

　

各税目の収入額を前年度と比べると、普通税は3．0％増（前年度0．5％増）となっている。

　

普通税のうち、主な税目についてみると、市町村民税については、法人分か11.6%増（前年度10．1％増）、

個人分か4.2%増（同3．0％減）となり、この結果、市町村民税全体で6.4%増（同0．4％増）となっている。

また、固定資産税については0．6％増（同0．4％増）となっている。

　

目的税は、0．2％増（前年度0．7％減）となっている。

　

目的税のうち、主な税目についてみると、都市計画税については0．3％減（前年度0．2％減）となり、事

業所税については1.9%増（同2.3%減）となっている。
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市町村税収入額の状況
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(2.4%)圭816億円

市町村たばこ税

(±3%)8.453t5:円

　

祁Tに計画税

　

－

　　

(栽3％)

1兆2.330億円

　

法人分一。

　

（に6％｡）
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兆±570億円リ
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ダ
＿ノ

巾町村民税

　

(41.7%)

8兆1.555億円
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平成17年度の地方財政
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近年の市町村税収入額の推移は、第32図のとおりである。

　　

（ウ）法定外普通税

　

地方公共団体は、地方税法（昭和25年法律第226号）で規定されている税目のほかに、地方公共団体ご

との特有な財政需要を充足するため、法定外普通税を設けることができる。法定外普通税の収入額は466億

円であり、前年度と比べると1.2%増（前年度29.1%増）となっている。

　

法定外普通税に係る収入のあった団体数を税目別にみると、道府県税においては、核燃料税が10団体、石

油価格調整税、核燃料物質等取扱税、核燃料等取扱税、臨時特例企業税が各１団体となっており、市町村税

においては、砂利採取税が２団体、狭小住戸集合住宅税、別荘等所有税、山砂利採取税、歴史と文化の環境

税、使用済核燃料税が各１団体となっている。

　　

（エ）法定外目的税

　

法定外目的税の収入額は75億円（前年度55億円）となっている。道府県税においては、産業廃棄物関係

税21団体、宿泊税、乗鞍環境保全税が各１団体となっており、市町村税においては、遊漁税、一般廃棄物

埋立税、使用済核燃料税、環境未来税、環境協力税が各１団体となっている。

　　

（オ）超

　

過

　

課

　

税

　

地方公共団体は、地方税法で標準税率が定められている税目について、財政上その他の必要がある場合に、

その税率を超える税率を定めることができる。この標準税率を超えて課税された部分である超過課税による

収入額は5,493億円であり、前年度と比べると14.1%増（前年度12.8%増）となっている。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

超過課税に係る収入のあった団体数を税目別にみるとヽ道府県税においてはヽ道府県民税個人均等割が８

団体、同法人均等割が９団体、同法人税割が46団体ヽ法人事業税が７団体ヽ自動車税が１団体とな゜てお

り、市町村税においては、市町村民税法人均等割が410団体ヽ同法人税割が1, 019 団体ヽ固定資産税が168

団体、軽自動車税が22団体等となっている。

　

イ

　

地方譲与税［第21表］

　

地方譲与税には、道路経費の財源とし、市町村（一部事務組合等を除く。以下ヽこの項において同じ。）

に譲与される自動車重量譲与税、都道府県及び市町村に譲与される地方道路譲与税ヽ都道府県及び大都市に

譲与される石油ガス譲与税、空港の騒音対策等の財源として空港関係都道府県及び市町村に譲与される航空

機燃料譲与税、一般財源として開港所在市町村に譲与される特別とん譲与税、所得税から個人住民税｀の本

格的な税源移譲を実施するまでの間の暫定措置として都道府県及び市町村に譲与される所得譲与税がある。

なお、平成17年度の所得譲与税については、三位一体の改革の一環として、国民健康保険国庫負担ヽ養護

老人ホーム等保護費負担金、公営住宅家賃対策等補助のうち家賃収入補助分などの国庫補助負担金の改革に

対応することとし、平成16年度措置分を含めて措置することとした。

　

地方譲与税の決算額は１兆8,490億円で、前年度と比べると58.8%増（前年度67.7%増）となっている。

これは主に、上述の所得譲与税の増加によるものである。また、歳入総額に占める割合は2．0％（同1．2％）

となっている。

　

地方譲与税の内訳をみると、所得譲与税は上記の要因により１兆1,159億円（対前年度比162.6%増）、

自動車重量譲与税が3,782億円（同0．8％増）、地方道路譲与税は3,132億円（同2.3%減）、航空機燃料譲

与税は161億円（同7．0％減）、石油ガス譲与税は143億円（同3.8%減）及び特別とん譲与税は114億円（同

1.5%増）となっている。

　

ウ

　

地方特例交付金

　

平成17年度における地方特例交付金は、恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするために交

付する減税補てん特例交付金並びに、平成16年度の義務教育費国庫負担金の見直し及び平成17年度の義務

教育費国庫負担金の暫定的な減額に伴い交付する税源移譲予定特例交付金である。

　

平成17年度の地方特例交付金の決算額は１兆5,180億円で、前年度と比べると37.4%増（前年度9.8%

増）となっている。これは主にヽ上述の税源移譲予定特例交付金の増加によるものである。また、歳入総額

に占める割合は1.6% (同1.2%)となっている。

　

エ

　

地方交付税［第22表、第132表］

　

地方交付税はヽ地方公共団体の税源の不均衡を調整しヽどの地域においても一定の行政サービスを提供で

きるよう財源を保障するための地方共有の固有財源である。またヽその目的は、地方公共団体が自主的にそ

の財産を管理しヽ事務を処理しヽ及び行政を執行する権能を損なわずにヽその財源の均衡化を図り。地方行

政の計画的な運営を保障することによ゜てヽ地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方公共団体の独立

性を強化することである。

　

平成17年度の地方交付税の総額はヽ地方財政計画においてはヽ国税５税（国税のうち所得税、法人税、酒

税ヽ消費税及びたばこ税）のそれぞれの収入見込額に一定割合を乗じて算出した額（平成17年度において

はヽ所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ32％に相当する額ヽ法人税の収入見込額の35.8%に相当する

額ヽ消費税の収入見込額の29． 5％に相当する額並びにたばこ税収入見込額の25％に相当する額）12兆680

億円からヽ平成９年度及び10年度に係る精算金のうち17年度において精算すべき額870億円を減額し、「地

方交付税法等の‾部を改正する法律」（平成17年法律第12号）法附則第４条第１項第２号に規定する通常

の法定加算額1 ･963 億円及び同項第３号に規定する通常収支に係る国負担借入金の利子相当額の加算額
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第１部

　

平成17年度の地方財政

1,683億円、同項第４号に規定する恒久的な減税に係る国負担借入金の利子相当額の加算額601億円及び同

項第５号に規定する国庫補助負担金の見直しに係る国負担借入金の利子相当額の加算額11億円を加算し、法

附則第４条第１項第６号に規定する臨時財政対策のための特例加算額２兆1,641億円を加算した額の14兆

5,709億円に返還金２億円及び交付税特別会計借入金１兆5,911億円を加算し、交付税特別会計における借

入金償還額（平成14年度補正対策に係る分)799億円及び交付税特別会計における借入金の利子支払額6,591

億円を控除し、交付税特別会計における剰余金4,400億円及び前年度からの繰越分１兆347億円を加算した

額の16兆8,979億円か平成17年度当初において地方公共団体に交付される地方交付税の総額とされた。こ

れに加え、平成17年度補正予算（第１号）の編成により、普通交付税の調整額の復活に要する額609億円

を加算する措置が講じられたことから、平成17年度地方交付税の総額は、16兆9,587億円とされた。

　

その結果、前年度と比べると0．4％減（前年度5.8%減）となっており、５年連続で前年度決算額を下回っ

ている。その内訳は、普通交付税が15兆9,447億円、特別交付税が１兆140億円となっている。また、歳

入総額に占める割合は18.2% (同18.2%)となっている。

　

なお、基準財政需要額は42兆85億円（財源不足団体分37兆1,829億円、財源超過団体分４兆8,256億

円）、基準財政収入額は27兆3,805億円（財源不足団体分21兆2,383億円、財源超過団体分６兆1,422億

円）で、財源不足額は15兆9,447億円となっている。

　

普通交付税の交付状況をみると、不交付団体は、都道府県においては前年度と同じく東京都１団体となっ

ており、市町村（特別区及び一部事務組合等を除く。以下、この項において同じ。）においては前年度(133

団体）より13団体増加の146団体となっている。

　

一方、災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税の平成17年度の交付状況をみると、都道府県にお

いては東京都を除く全団体に、市町村においては1,816団体に、それぞれ交付されている。

　

地方交付税の収入状況を団体種類別にみると、道府県においては９兆2,216億円で前年度と比べると

0．9％減（前年度6.7%減）、市町村においては７兆7,371億円で0．3％増（同4. 7%減）となっており、そ

の地方交付税総額に占める割合は、道府県においては54.4% (同54.7%)、市町村においては45.6% (同

45.3%)となっている。

　

オ

　

ー

　

般

　

財

　

源［第23表、第24表］

　

一般財源は、地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税の合計額にれらに加え、都道府県に

おいては、市町村から交付される市町村たばこ税都道府県交付金、市町村決算においては、都道府県から交

付される地方消費税交付金等各種交付金を加えた合計額）であり、使途が特定されず、どのような経費にも

使用できる財源である。

　

この一般財源の決算額は55兆1,301億円であり、前年度と比べると4.4%増（前年度0．7％増）となって

いる。また、歳入総額に占める割合は、59.3% (同56.5%)となっている。

　

なお、一般財源に臨時財政対策債発行額２兆9,029億円を加えた決算額は、58兆330億円であり、前年

度と比べると2.5%増（前年度1.9%減）となっている。また、歳入総額に占める割合は、62.4% (同60．6％）

となっている。

　

また、地方交付税の決算額が地方税の決算額を上回っている団体数は1,053団体（前年度1,605団体）で、

全体の56.4%に及んでいる。

　

ヵ

　

国庫支出金［第26表］

　

国庫支出金は、国と地方公共団体の経費負担区分に基づき国が地方公共団体に対して支出する負担金、委

託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等である。

　

国庫支出金の決算額は、前年度と比べると4.6%減（前年度5.2%減）の11兆8,889億円となっており、４
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第１部

　

平成17年度の地方財政

年連続の減少となっている。また、歳入総額に占める割合も12． 8％（同13．3％）と２年連続の減少となっ

ている。

　

国庫支出金の内訳をみると、普通建設事業費支出金が３兆3,407億円で最も大きな割合（国庫支出金総額

の28.1%)を占め、以下、義務教育費負担金が２兆638億円（同17.4%)ヽ生活保護費負担金が１兆9･ 740

億円（同16.6%)となっており、これらの支出金等で国庫支出金総額の62． 1％を占めている・

　

さらに、国庫支出金の内訳を団体種類別にみると、都道府県においては普通建設事業費支出金２兆3 ･243

億円（国庫支出金総額の35.1%)、義務教育費負担金２兆638億円（同31． 1％）の順となっている・

　

一方、市町村においては生活保護費負担金１兆8,102億円（国庫支出金総額の34.4%)ヽ普通建設事業費

支出金１兆163億円（同19.3%)の順となっている。

　

また、国庫支出金の主な内訳を前年度と比べると、国の公共投資関係費の抑制により普通建設事業費支出

金が6.6%減（同14.7%減）、三位一体の改革に伴う義務教育費負担金の暫定的な一般財源化により義務教

育費負担金が18.9%減（同7．0％減）、被保護者数の増加等を背景に生活保護費負担金が2.1%増（同7.2%

増）等となっている。

　

キ

　

都道府県支出金［第26表］

　

都道府県支出金の決算額は２兆2,304億円で、前年度と比べると5.9%増（前年度6.6%減）となってい

る。

　

都道府県支出金の内訳をみると、国庫財源を伴うものが52.7% (前年度54.2%)、都道府県費のみのもの

が47.3% (同45.8%)となっている。

　

都道府県支出金の主な内訳を前年度と比べると、国庫財源を伴うものについては普通建設事業費支出金が

14.7%減（前年度24.0%減）、児童保護費負担金が9.3%減（同33.8%減）、平成17年度の台風等の災害に

よるもの並びに平成16年度の新潟県中越地震及び台風等の災害に係る繰越事業により災害復旧事業費支出

金が145. 1％増（同33．2％増）等となっており、また、都道府県費のみのものについては、普通建設事業費

支出金が3.9%減（同10．0％減）、災害復旧事業費支出金が79.6%増（同88.4%減）となっている。

　

ク

　

地

　　

方

　　

債［第27表］

　

地方債はヽ普通建設事業等に充てるためヽその償還が次年度以降にわたる債務を負うことによって調達さ

れる財源である。

　

地方債の決算額は10兆3, 763 億円でヽ臨時財政対策債等の発行が減少したことにより前年度と比べると

16．2％減（前年度10．2％減）となっている。この結果ヽ地方債依存度（歳入総額に占める地方債の割合）は、

前年度に比べて2.0%ポイント低下の11.2%となりヽ２年連続で低下している。近年の地方債依存度の推

移は、第33図のとおりである。

　

地方債の決算額を団体種類別にみるとヽ都道府県においては５兆7,095億円で、前年度と比べると20.3%

減（前年度6.4%減）ヽ市町村においては４兆7,190億円でヽ前年度と比べると10． 7％減（同14.9%減）と

なっている。

　

ケ

　

その他の収入

　　

（ア）使用料、手数料［第29表］

　

使用料は、地方公共団体の公の施設の利用等の対価としてその利用者等から徴収するものであり、手数料

はヽ特定の者のために行う当該地方公共団体の事務に要する費用に充てるために徴収するものである。

　

使用料及び手数料の決算額は２兆4･ 746 億円でヽ前年度と比べると0．7％減（前年度0．0％減）となって

いる。また歳入総額に占める割合はヽ前年度と同じ2．7％となっている。

　

使用料の決算額は１兆8･ 733 億円でヽ前年度と比べると1．0％減（前年度0．8％減）となっている。その
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内訳をみると、公営住宅使用料が5,496億円（対前年度比0.1%増）で最も大きな割合を占め、以下、授業

料が3,442億円（同6.3%減）、保育所使用料が2,348億円（同5.0%増）の順となっている。

　

また、手数料の決算額は6,103億円で、前年度と比べると0.2％増（前年度2.5%増）となっている。そ

の内訳をみると、法定受託事務に係るものが848億円（対前年度比2.7%減）、自治事務に係るものが5,165

億円（同0．7％増）となっている。

　　

（イ）繰

　　

入

　　

金［第30表］

　

基金、地方公営事業会計等からの繰入金の決算額は２兆4,193億円で、前年度と比べると24.6%減（前

年度9.1%増）となっており、歳入総額に占める割合は、2.6% (同3.4%)となっている。

　

繰入金の内訳をみると、繰入金総額の92.1% (前年度94.0%)を占める積立金の取崩し等による基金か

らの繰入金は２兆2,290億円で、前年度と比べると26.1%減（同9.5%増）となっており、減少に転じてい

る。

　

また、地方公営事業会計からの繰入金は1,856億円で、前年度と比べると0.3％減（前年度3.8%増）と

なっている。

　　

（ウ）そ

　　

の

　　

他［第11表、第31表］

　

その他の収入の決算額は10兆6,473億円で、前年度と比べると5.6%増（前年度0．1％減）となっており、

歳入総額に占める割合は11．5％（同10．8％）となっている。

　

その内訳をみると、諸収入が７兆2,577億円（対前年度比9.3%増）、繰越金が２兆938億円（同4.0%減）、

財産収入が6,844億円（同8.2%増）、分担金、負担金が5,326億円（同0.1%減）、寄附金が788億円（同

17.2%減）となっている。諸収入の増加については、財団法人阪神・淡路大震災復興基金に対する貸付金の

償還という特殊要因によるものであるが、それを除くと対前年度比4.2%の減となっている。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

歳出決算額の状況を、支出の対象となる主な行政の目的にしたがって、土木建設（土木費）、教育と文化

（教育費）、生活・福祉の充実（民生費、労働費）、産業の振興（農林水産業費、商工費）、保健衛生と環境保

全（衛生費等）、警察と消防（警察費、消防費）に分けてみると、以下のとおりである。

（1）土

　

木

　

建

　

設［第58表～第63表］

　

地方公共団体は、地域の基盤整備を図るため、道路、河川、住宅、公園等の公共施設の建設、整備等を行

うとともに、これらの施設の維持管理を行っている。

　

これらの諸施策の推進に要する経費である土木費の決算額は７年連続で減少しており平成17年度は前年

度と比べると5.4%減（前年度7.3%減）の14兆4,174億円となっている。

　

また、土木費の歳出総額に占める割合は15.9%となっており、歳出総額の中で教育費及び民生費に次い

で大きな割合を占めている。

　

土木費の目的別の内訳をみると、第34図のとおりであり、街路、公園、下水道等の整備、区画整理等に

要する経費である都市計画費が最も大きな割合（土木費総額の38．0％）を占め、以下、道路・橋りょうの

新設、改良等に要する経費である道路橋りょう費（同32.4%)、河川の改修、海岸の保全等に要する経費で

ある河川海岸費（同11.4%)の順となっている。

　

目的別の構成比を団体種類別にみると、都道府県においては道路橋りょう費が最も大きな割合(40.5%)

を占め、以下、都市計画費(20.6%)、河川海岸費(20.5%)の順となっている。
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一方、市町村においては都市計画費が最も大きな割合(54.7%)を占め、以下、道路橋りょう費(24.3%)、

住宅費（9．1％）の順となっている。

　

土木費の性質別の内訳をみると、第35図のとおりであり、普通建設事業費が最も大きな割合（土木費総

額の61.6%)を占め、以下、下水道事業会計等への繰出金（同8．8％）、人件費（同7．2％）、住宅関係等の

貸付金（同5．6％）の順となっている。

　

さらに、土木費において大きな割合を占める普通建設事業費についてみると、その構成は、単独事業費が

49.3%、補助事業費が39.5%、国直轄事業負担金が11.2%となっている。

　

これを団体種類別にみると、都道府県においては補助事業費(43.2%)が単独事業費(40.3%)を上回っ

ている一方、市町村においては単独事業費(61.9%)が補助事業費(32.3%)を大きく上回っている。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べると、単独事業費が8.4%減（前年度8.7%減）、補助事業費が5.6%

減（同14.5%減）、国直轄事業負担金が3.2%減（同3.5%増）となっている。

　

なお、地方公共団体は、交通事故等の防止を図るため、交通安全施設の設置及び補修、交通安全運動の推

進等の道路交通安全対策事業を実施している。道路交通安全対策費として支出された経費（土木費以外の費

目に係るものを含み、人件費を除く。）は5,155億円で、前年度と比べると4.8%減（前年度11.3%減）と

なっている。

　

道路交通安全対策経費の内訳をみると、横断歩道や道路標識等交通安全施設の設置費の構成比が最も大き

な割合(76.8%)を占め、以下、交通安全運動等(15.6%)、施設補修費（7．5％）の順となっている。
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（2）教育と文化［第67表～第72表］

　

地方公共団体は、教育の振興と文化の向上を図るため、学校教育、社会教育等の教育文化行政を行ってい

る。

　

これらの教育施策の推進に要する経費である教育費の決算額は16兆5,778億円でヽ前年度に比べると

2．0％減（前年度1.7%減）となっている。

　

また、教育費の歳出総額に占める割合は18.3%となっており、歳出総額の中で最も大きな割合を占めて

いる。

　

教育費の構成比を団体種類別にみると、都道府県においては23.7%、市町村においては10．8％となって

いる。

　

教育費の目的別の内訳をみると、第36図のとおりであり、小学校費が最も大きな割合（教育費総額の

30．8％）を占め、以下、中学校費（同17.4%)、高等学校費（同15.1%)、教職員の退職金や私立学校の振

興等に要する経費である教育総務費（同13.9%)の順となっている。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べると、小学校費が0．2％増（前年度0．6％減）、中学校費が0．2％増

（同1.5%減）、高等学校費が2．0％減（同1.6%減）、教育総務費が5.6%減（同1.9%減）、公民館、図書館、

博物館等の社会教育施設等に要する経費である社会教育費が7.4%減（同5.5%減）、体育施設の建設・運営

や体育振興及び義務教育諸学校等の給食等に要する経費である保健体育費が3.2%減（同3.5%減）となっ

ている。

　

目的別の構成比を団体種類別にみると、都道府県においては小学校費が最も大きな割合(34.2%)を占め、

以下、高等学校費(20.4%)、中学校費(19.3%)の順となっている。

ｐ

白

ぺl

㈱

し贈y

　　

アト

旧侑トで

　　

ト|

レビ

　

ン;0.ト

●ZEZZI

　

教育費の目的別内訳

メ

り

こS

　

卜）

ごけ｜

川

(円

Ｉ
Ｉ

-呵

！
・
ｆ

０

54

り

･ﾋﾞ

　　

丿

二万八川

10けＯソド

叶
叫
心

　

Ｉ

　

Ｉ

1000

け|

ﾄ了
|い|」

じり（

白肌０

ｉ

ｌ

ｊ

ｊ

ｉ

・

　

・

’

ｌ

　

ｉ
－

ぽ
．

ｌ
．

●

・

●

．

｜

・

●

，

ｉ

－

ｉ

●

‘

　

Ｉ

　 　 　 　 　

’
｀

　 　 　

・
’

　

●
’

－
’ ●

●
‘

●

　 　 　 　 　 　

●

・

　 　

‘
●

’ ｀
●

‘
●

‘
●

’ ｉ

・

　

Ｆ

　 　 　 　 　 　

． ・

　

・ ● ・

　

●

　

■ ● ・

　

‘
Ｉ

・

　 　 　 　

゛
Ｉ

　

・

　

・
・

●

’

●

’

●
’

．

゛
●

■

　

Ｉ

　 　 　 　 　 　

Ｉ

　

■

　

ｊ ｉ ●

　

●

　

ｉ ●

　

’ ・

　 　 　

’

・

Ｉ
‘ ”

’
１

●
゜

●
゛

・
’

●

‘
・

｀
●

－

　

Ｉ

　

■

　

¶

　

■

　

■ ●

　

｀

　

●

　

●

　

曹

　

． ● Ｆ

　 　 　

Ｉ

　 　 　 　

・

　

●

　

÷

　

ｒ １ ・

　

●

　

●

　 　 　

●

　

Ｉ

　

． ｒ

　

ｌ

　

・

　

７ ・ ・

　

腎

　

ｒ ●

　

÷

　

・

　 　 　

． ¶

　

ｒ

　

・

　

・

　

ｌ

　

ａ

　

ｒ ・

　

●

　 　

¶

　

Ｆ

　 　 　

１

　

・

　

ｊ

　

． 「 １

　

７

　

ｒ ●

．
‘

－

’

・

　 　

・
゛

・
’

．
・

．
・

．
’

．
’

．
’ ゛

．
●

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

・

　

●

　

●

　

ｄ

　

●

．
Ｉ

　

”

　 　 　

゛ ’ ・

　 　 　

Ｉ

　

●

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

’
・ ，

Ｉ
．

’
．

’
．

‘

－

’
．

’ ４

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１

　 　 　

・

　

Ｉ ● ・

　

Ｉ

　

ｉ ●

●
“

゛ ｀

’

，

’

Ｉ
．

・

’

“

゜
Ｉ

●
●

●
｀

●
●

●
｀

●
●

-

　

→ ” ゛ ｙ Ｗ ● ９ ｀ ･ ･ ’ ４ ’ ｀ ゛ ’ ･ ｀ ･ ･ ● ● ● ｋ ｓ 一 申 - ゛ ゛ ゛ y ﾐ | ･ ｀ ● ４ ” ｀ - ゛ , φ - ゛ ” - ● ･ ･ ● ゛ ･ 心 を
ﾐ ﾐ ｰ 一 四 ｂ ● ” ｀ ● Ｑ

Ｉ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

; ･ ’

‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ’ ‾ Ｔ －

　 　 　

，

　 　

．
゛

　 　

一 一 一 一 心 一 一 ｆ

　

Ｚ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

？

　

' 7 ¶ | ' ･ Q ･ ' ● a L - L i a - - 4 や ¥ 一 一 r ' 7 ' ■ ･ . ふ 還 = - - = = - = ← 還 a 一 - = ふ = ふ → 今 - r →

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

.

j i ‘

' ゛ ' “ ● S ゛ S S ｀ φ 一 心 ･ ゛ ﾐ ゛ ゛ p ● p f ● 9 - f - - ･ - - - - y ･ S f J ● 4 ･ S

　

＝ W - ら 心 〃 - - J ～ べ
& . ･ ふ ふ ふ ｰ . a ・

　　　　　

七う他

　　

且☆⊇他門

　

１

　

・

　　　　

Ｉ

　

。・

　

・

　　　

●

∧ｆ肖辻けイド汗

　

〕

　

Ｉ

　

Ｆ

　

●

　

・

　

・

　

１

　

●

　

・

　

Ｉ●

　

●

　

●

　　

回ごで救,ずjﾌﾟ四

　　

八/ﾌﾟﾄｿﾞり
■xi'(

　　

万

㎜j･-j---------→

　　　　　　　　　　　　　　　

y

　　　

巾ゾ十し仁

゛●-〃●〃｀"⌒〃-wwﾐwww〃●●-●ww･ww

　　

犬

　

し

　　　

Ｊ

　　

丿レソゾレ

｡一一一一一一一____

ｉ

１

｜

ｊ

｜

ｉ

！

－

　 　

Ｗ

　 　

Ｗ ミ

　

ミ

　 　

－ Ｗ

　 　 　 　 　 　 　

‾

　

‾

　 　

Ｗ ‾

　

- ﾐ Ｗ

　 　 　 　 　 　

－

　

’

1

1

1

1



　
　
　
　

ｆ

　
　

／

　
　
　
　

い
χ
り

　

り

　
　
　
　

［
ｊ
″
Ｏ

　
　
　
　

Ｔ
ｊ
‘
‐
’
．

　
　
　
　
　
　

９

　

１

　
　
　
　

一
、
‥

　

０

　
　
　
　

じ

　

Ｉ

に
り
し

　

Ｊ

　

ｊ
｀

　

、
戸

　
　

－

ｊ
コ
ー

　

、
！

　
　
　
　

１

川

し
じ

Ｊ－１

じ

|川

下

田00

|||」

川

００

汀柚

回ソ

－
～

－

（3）生活・福祉の充実

●:ZIZI

　

教育費の性質別内訳

に
し

－
Ｕ
－
リー―

卜回丿」に引

ノ n

　

y

|①寸卜旧い目

　

川ト

レ

第１部

　

平成17年度の地方財政

Ｔ‾‾ト・‘い｜

_．丿．ｊ

　

ｌ＿ト．｜

り

　

|………

　

卜ぐ

　

Ｌ

▲

　　　

轟

引し

　

∧へ･､ji

　

一

　

.4

1ご大丿∩ﾂ

リ

　
　
　

ー
″
－
ヽ

ｙ
－
‐

ヤ
ド
Ｊ
Ｌ

「
Ｉ
メ

一
”
”
リ

55

11

ト

ﾄﾞ呻トトげｏ゛

Ｏ
合

　

また、市町村においても、小学校費が最も大きな割合(23.1%)を占め、以下、保健体育費(20.9%)、

社会教育費(20.7%)の順となっている。

　

教育費の性質別の内訳をみると、第37図のとおりであり、人件費が最も大きな割合（教育費総額の68.6%)

を占め、以下、物件費（同12.6%)、義務教育施設整備等の経費である普通建設事業費（同9．5％）の順と

なっている。

　

また、主な費目を前年度と比べると、人件費が1.8%減（前年度1.1%減）、普通建設事業費が8.1%減（同

8.5%減）となっている。

　

性質別の構成比を団体種類別にみると、都道府県においては、都道府県立学校教職員の人件費のほか、市

町村立義務教育諸学校教職員の人件費を負担していることから、人件費が大部分(84.8%)を占めている。

　

また、市町村においても、人件費が最も大きな割合(33.2%)を占め、以下、物件費(31.9%)、普通建

設事業費(22.8%)の順となっている。

　

ア

　

社会福祉行政［第37表～第43表］

　

地方公共団体は、社会福祉の充実を図るため、児童、高齢者、心身障害者等のための福祉施設の整備及び

運営、生活保護の実施等の施策を行っている。

　

これらの諸施策の推進に要する経費である民生費の決算額は、三位一体の改革による国庫補助負担金の改

革に伴う国民健康保険制度における都道府県調整交付金の創設等により、前年度と比べると3.7%増（前年

度4.1%増）の15兆6,927億円で、歳出総額の17.3%を占め（都道府県9.2%、市町村26.1%)、教育費

に次いで大きい額となっている。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

民生費が増加している背景としては、児童手当の支給対象年齢の見直しなどの制度改正、被保護者数の増

加に伴う生活保護費の増加、少子高齢化の進行等があげられる。

　

なお、決算額を団体種類別にみると、市町村の民生費は都道府県の３倍となっている。

　

これは、児童手当支給事務及び社会福祉施設の設置・運営事務が主として市町村によって行われているこ

とや、生活保護に関する事務が市町村（町村については、福祉事務所を設置している町村に限る。）によっ

て行われていること等によるものである。

　

民生費の目的別の内訳をみると、第38図のとおりであり、児童福祉費が最も大きな割合（民生費総額の

29.9%)を占め、以下、知的障害者等の福祉対策や他の福祉に分類できない総合的な福祉対策に要する経費

である社会福祉費（同26.7%)、老人福祉費（同25.2%)、生活保護費（同18．0％）、非常災害によるり災

者に対して行われる応急救助、緊急措置に要する経費等の災害救助費（同0．1％）の順となっている。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べると、児童福祉費が2.5%増（前年度4.9%増）、老人福祉費が0．5％

増（同4.2%増）、社会福祉費が9.3%増（同1.5%増）、生活保護費が3.6%増（同4.8%増）、災害救助費

が56.5%減（同545.0%増）となっている。

　

民生費の目的別歳出額の推移は第39図のとおりである。

　

これらの各費目を10年前（平成７年度）の決算額と比べると、生活保護費が1.67倍、児童福祉費が1.43

倍、社会福祉費が1.33倍、老人福祉費が1.15倍と高い伸びを示しており、民生費総額の伸び(1.31倍）が

歳出純計決算額の伸び(0.92倍）を上回る要因となっている。

　

目的別の構成比を団体種類別にみると、都道府県においては老人福祉費の構成比(41.7%)が最も大きく、

以下ヽ社会福祉費（31．5％）、児童福祉費(19.8%)、生活保護費（6．7％）の順となっている。

　

またヽ市町村においては児童福祉費の構成比(32. 6％）が最も大きく、以下、社会福祉費(26.3%)、老

人福祉費（20．9％）、生活保護費（20．1％）の順となっている。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

民生費の性質別の内訳をみると、第40図のとおりであり、生活保護に要する経費、児童手当の支給に要

する経費等の扶助費が最も大きな割合(民生費総額の45.3%)を占め、以下、国民健康保険事業会計(事

業勘定)、介護保険事業会計(事業勘定)、老人保健医療事業会計等に対する繰出金(同19．0％)、補助費等

(同13．6％)、人件費(同12.6%)、物件費(同5.3%)、普通建設事業費(同3.1%)の順となっている。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べると、扶助費が2.6%増(前年度6.6%増)、繰出金が4.1%増(同

6.3%増)、補助費等が22.3%増(同8.7%増)、人件費が1.1%減(同0．6％減)、物件費が0．8％減(同0．7％

増)、普通建設事業費が13.1%減(同22．3％減)となっている。

　

民生費の扶助費のうち、地域の特性に応じて実施される単独施策分の現状については、第41図のとおり

である。
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都道府県においては1,126億円（民生費の扶助費総額の16.7%)、市町村においては１兆1,530億円（同

17.9%)が単独施策分となっている。

　

これを目的別にみると、都道府県においては社会福祉費の55.7%、老人福祉費の99.9%、児童福祉費の

8.4%が単独施策分となっており、市町村においては社会福祉費の28.9%、老人福祉費の78.4%、児童福

祉費の22.8%が単独施策分となっている。

　

民生費の財源構成比の推移は、第42図のとおりである。

　

これによると、昭和55年度は一般財源等と国庫支出金の割合はほぼ同じであったが、民生費における単

独施策の充実、民生費に係る国庫補助負担率の引下げ等を背景に、民生費の増加分の多くを一般財源等の充

当で対応してきた結果、近年は、補正予算により介護保険円滑導入、少子化対策等に係る交付金が追加計上

された平成11年度を除いて、一般財源等が国庫支出金の約２倍の割合で推移している。
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政[第49表～第50表]

　

地方公共団体は、就業者の福祉向上を図るため、職業能力開発の充実、金融対策、失業対策等の施策を行っ

ている。

　

これらの諸施策に要する経費である労働費の決算額は3,170億円で、前年度と比べると11.8%減(前年

度3.8%減)となっている。これは、緊急地域雇用創出特別交付金事業が平成16年度に終了したことなど

によるものである。

　

なお、労働費の歳出総額に占める割合は0．3％(都道府県0．4％、市町村0．3％)となっている。

　

労働費の目的別の内訳をみると、失業対策費は労働費総額の7.1%を占め、金融対策、福祉対策、職業訓

練等に要する経費であるその他の経費が残りの92.9%を占めている。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べると、上記交付金事業の終了等に伴い、失業対策費が28.9%減(前

年度2.7%増)となっており、その他の経費が10.2%減(同4.4%減)となっている。

　

目的別の構成比を団体種類別にみると、都道府県においては職業訓練費が46.7%、労政費が43.9%、失

業対策費が4.8%の順となっている。一方、市町村においては失業対策費が9.6%となっている。

　

労働費の性質別の内訳をみるとヽ第43図のとおりでありヽ貸付金が最も大きな割合(労働費総額の28.3%)

を占め、以下ヽ人件費(同25.2%)ヽ補助費等(同17． 9％)ヽ物件費(同17． 0％)、普通建設事業費([司5.3%]、

失業対策事業費(同5.2%)、積立金(同0．6％)の順となっている。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べるとヽ貸付金が9.0％減(前年度8．3％減)ヽ人件費が5.9%減(同

3.6%減)、物件費が34.5%減(同3.2%減)、補助費等が16.8%増(同5.8%減)、普通建設事業費が8.1%
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減（同2.2%減）、失業対策事業費が8.5%減（同3.2%増）、上記交付金事業の終了に伴う緊急地域の雇用

創出特別基金の減少等により積立金が72.5%減（同95.6%増）となっている。

（4）産業の振興

　

ア

　

農林水産行政［第51表～第56表］

　

地方公共団体は、農林水産業の振興と食糧の安定的供給を図るため、生産基盤の整備、構造改善、消費流

通対策、農林水産業に係る技術の開発・普及等の施策を実施している。

　

これらの諸施策の推進に要する経費である農林水産業費の決算額は３兆9.783億円で、前年度と比べると

7.9%減（前年度7.9%減）となっている。

　

また、農林水産業費の歳出総額に占める割合は4.4% (都道府県6.3%、市町村3．0％）となっている。

　

農林水産業費の目的別の内訳をみると、第44図のとおりであり、農業基盤整備等に要する経費である農

地費が最も大きな割合（農林水産業費総額の39.7%)を占め、以下、農業改良普及事業、農業構造改善事

業等に要する経費である農業費（同24.5%)、林業費（同20.6%)、水産業費（同11．0％）の順となってい

る。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べると、農地費が6.6%減（前年度10．6％減）、農業費が8.8%減（同

9.2%減）、林業費が9.3%減（同0．0％減）、水産業費が8.5%減（同10.7%減）となっている。

　

農林水産業費の性質別の内訳をみると、第45図のとおりであり、普通建設事業費が最も大きな割合（農

林水産業費総額の55.4%)を占め、以下、人件費（同19．0％）、補助費等（同8.5%)の順となっている。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べると、普通建設事業費が8.5%減（前年度13.6%減）、人件費が2.4%

減（同2.1%減）となっている。

　

さらに、農林水産業費において最も大きな割合を占める普通建設事業費について、目的別にその構成比を

みると、農地費が最も大きな割合（農林水産業費における普通建設事業費の56.1%)を占め、以下、林業

費（同21.8%)、水産業費（同12.7%)、農業費（同7.1%)の順となっている。

　

イ

　

商

　

工

　

行

　

政［第57表］

　

地方公共団体は、地域における商工業の振興とその経営の近代化等を図るため、中小企業の指導育成、企

業誘致、消費流通対策等さまざまな施策を実施している。

　

これらの諸施策の推進に要する経費である商工費の決算額は４兆6,260億円で、前年度と比べると5. 7%
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減（前年度1.4%増）となっている。

　

また、商工費の歳出総額に占める割合は5.1%となっている（都道府県6.4%、市町村3.3%)。

　

商工費の性質別の内訳をみると、第46図のとおりであり、貸付金が最も大きな割合（商工費総額の74.4%)

を占め、以下、補助費等（同9．8％）、人件費（同5．3％）の順となっている。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べると、貸付金が3.6%減（前年度0．0％増）、補助費等が0．5％減（同

6.3%減）、人件費が1.3%増（同0．2％減）となっている。

　

性質別の構成比を団体種類別にみると、都道府県においては貸付金が大部分(81.5%)を占めている。ま

た、市町村においても貸付金が最も大きな割合(59.3%)を占め、次いで補助費等(12.2%)の順となって

いる。

（5）保健衛生と環境保全

　

ア

　

保

　

健

　

衛

　

生［第44表～第48表］

　

地方公共団体は、住民の健康を保持増進し、生活環境の改善を図るため、医療、公衆衛生、精神衛生等に

係る対策を推進するとともに、し尿・ごみなど一般廃棄物の収集・処理等、住民の日常生活に密着した諸施

策を実施している。

　

これらの諸施策の推進に要する経費である衛生費の決算額は５兆7,067億円で、前年度と比べると1.3%

減（前年度1.9%減）となっている。

　

また、衛生費の歳出総額に占める割合は6.3% (都道府県3.1%、市町村8．9％）となっている。

　

衛生費の目的別の内訳をみると、第47図のとおりであり、保健衛生、精神衛生及び母子衛生等に要する

経費である公衆衛生費が最も大きな割合（衛生費総額の55.3%)を占め、次いで一般廃棄物等の収集処理
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等に要する経費である清掃費（同40.0%)となっている。これらの経費を合わせると、衛生費全体の９割

以上を占めている。

　

目的別の構成比を団体種類別にみると、都道府県においては公衆衛生費が大部分(86.9%)を占め、市町

村においては清掃費(51.9%)、公衆衛生費(45.2%)の順となっている。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べると、公衆衛生費が1.5%減（前年度1.8%減）、清掃費が0．7％減

（同2．0％減）、保健所費が3.2%減（同1.3%減）となっている。

　

衛生費の性質別の内訳をみると、第48図のとおりであり、ごみ処理等の委託に要する経費等である物件

費（衛生費総額の29.9%)、清掃関係職員、公衆衛生関係職員の職員給等である人件費（同23.4%)、補助

費等（同17.2%)、普通建設事業費（同12.2%)の順となっている。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べると、人件費が2.2%減（前年度1.5%減）、補助費等が0．7％減（同

3.1%減）、普通建設事業費が4.2%減（同8.4%減）、物件費が0．6％減（同0．4％増）となっている。
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イ

　

環

　

境

　

保

　

全

　

地方公共団体は、身近な生活環境を良好に保全するため、汚水・廃棄物の適正な処理、公害問題への対応、

リサイクルの推進等さまざまな環境保全のための施策を推進している。

　

これらの諸施策の推進に要する経費（環境基本法（平成５年法律第91号）第２条第３項に規定する「公

害」の防止対策に係る経費で、地方公営企業会計に係るものを含む。）の総額は３兆2,198億円（都道府県

7,128億円、市町村２兆5,070億円）で、前年度と比べると9．0％減（前年度11.2%減）となっている。

　

なお、環境保全対策のために支出された経費の内容は、第49図のとおりである。
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政［第65表～第66表］

　

都道府県は、犯罪の防止、交通安全の確保その他地域社会の安全と秩序を維持し、国民の生命、身体及び

財産を保護するため、警察行政を推進している。

　

これらの諸施策に要する経費である警察費の決算額は３兆3,176億円で、前年度と比べると0．6％減（前

年度0．7％減）となっている。

　

また、警察費の歳出総額に占める割合は3.7% (都道府県歳出総額の6．9％）となっている。

　

警察費の性質別の内訳をみると、第50図のとおりであり、警察官の職員給等である人件費が最も大きな

割合（警察費総額の83.2%)を占め、以下、物件費（同9.7%)、警察施設、交通信号機の設置等に要する

経費である普通建設事業費（同5．8％）の順となっている。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べると、人件費が0．5％減（前年度0.1%増）、物件費が1.6%減（同
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一 一 一 一

0。7％増）、普通建設事業費が1.1%減（同12.3%減）となっている。

　

なお、国家公務員である警視正以上の階級にある地方警務官を除く都道府県警察職員総数は、平成18年

４月１日現在、27万7,543人（前年同期27万4.173人）となっており、その内訳は、警察官24万8,834人

（同24万5,374人）、警察事務職員等２万8,709人（同２万8,799人）となっている。

　

イ

　

消

　

防

　

行

　

政［第64表］

　

地方公共団体は、火災、風水害、地震等の災害から国民の生命、身体及び財産を守り、これらの災害を防

除し、被害を軽減するため、消防行政を推進している。

　

これらの諸施策に要する経費である消防費の決算額は１兆8,243億円で、前年度と比べると0．6％減（前

年度0．9％増）となっている。

　

また、消防費の歳出総額に占める割合は2．0％（都道府県0．5％、市町村3.4%)となっている。

　

消防費の性質別の内訳をみると、第51図のとおりであり、消防関係職員の職員給等である人件費が最も

大きな割合（消防費総額の76.0%)を占め、以下、消防施設の整備、消防自動車の購入等に要する経費で

ある普通建設事業費（同10．5％）、物件費（同9．2％）の順となっている。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べると、人件費が0．3％減（前年度0．5％増）、普通建設事業費が4.2%

減（同0．6％減）、物件費が1.3%増（同3．0％増）となっている。

　

なおヽ消防関係職員数は、平成18年４月１日現在、15万6,409人（前年同期15万5,792人）となって

いる。
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（7）目的別歳出充当一般財源等の状況

　

使途の特定されていない財源である一般財源等の歳出への充当について、一般財源等を地方税、地方交付

税、臨時財政対策債及びその他に、歳出を目的別にそれぞれ分類した上で、道府県については財政力指数段

階グループ別に、市町村（特別区及び一部事務組合等を除く。）については団体区分別に比較してみると、第

52図のとおりである。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

地方公共団体の経費を経済的な性質に着目して分類すると、義務的経費、投資的経費及びその他の経費に

大別されるが、これらの状況をみると、次のとおりである。

（1）義務的経費［第73表］

　

人件費、扶助費及び公債費からなる義務的経費の決算額は46兆8,553億円で、前年度と比べると1.5%

増（前年度0.1%増）となっている。

　

また、義務的経費の歳出総額に占める割合は51.7%で、前年度と比べると1.1%ポイントの上昇となっ
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義務的経費の内訳をみると、人件費が25兆2,643億円で、義務的経費に占める割合は53． 9％（前年度

55.5%)、公債費が13兆9,233億円で、義務的経費に占める割合は29.7% (同28.3%)、扶助費が７兆6,678

億円で、義務的経費に占める割合は16.4% (同16.2%)となっており、公債費及び扶助費の構成比が上昇

している。
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件

　　

費［第76表～第78表］

　

人件費は、職員給、地方公務員共済組合等負担金、退職金、委員等報酬、議員報酬手当等からなっている。

　

人件費の決算額は25兆2,643億円（対前年度比1.4%減）で、平成12年度から６年連続して減少してい

る。

　

人件費の歳出総額に占める割合及び人件費に充当された一般財源の一般財源総額に占める割合の推移は、

第53図のとおりである。

　

人件費の歳出総額に占める割合は前年度と比べると0．2％ポイント低下の27.9%となっている。

　

人件費の歳出総額に占める割合を団体種類別にみると、都道府県(31.4%)が、市町村立義務教育諸学校

教職員の給与を負担していることなどから市町村(20.9%)を上回っている。

　

また、国家公務員の給与水準を100としたときの、地方公務員の給与水準を指すラスパイレス指数の推移

は、第54図のとおり、昭和49年の110．6をピークとして低下の傾向にあり、平成18年４月１日現在のラ

スパイレス指数は98.0となっている。

　

ラスパイレス指数を団体区分別にみると、平成18年４月１日現在、都道府県99.2、大都市100.2、都市

（中核市、特例市を含む。) 97.4、町村93.5となっている。

　

人件費の費目別の主な内訳をみると、第55図のとおりであり、職員給が73． 6％を占めヽ以下ヽ地方公務
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各費目の決算額を前年度と比べると、職員給が0．9％減（前年度0．8％減）となっており、７年連続して
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減少している。また、地方公務員共済組合等負担金が1.3%減（前年度0．4％減）、退職金が4.8%減（同6.3%

減）となっている。

　

人件費に充当された財源の内訳をみると、第56図のとおりであり、一般財源等が最も大きな割合（人件

費総額の87.4%)を占め、以下、国庫支出金（同9．0％）、使用料・手数料（同2．8％）の順となっている。

　

財源の内訳を団体種類別にみると、一般財源等の構成比は、市町村(92.3%)が都道府県(82.5%)を上

回っているのに対し、国庫支出金の構成比は、都道府県(14.5%)が市町村（0．7％）を大幅に上回ってい

る。

　

これは、都道府県が負担している市町村立義務教育諸学校教職員の人件費について、国庫負担制度（義務

教育費国庫負担金）が設けられていること等によるものである。

　　

（ア）職

　　

員

　　

給［第76表～第77表］

　

職員給の決算額は18兆5,932億円で、前年度と比べると0．9％減（前年度0．8％減）となっており、７年

連続して減少している。

　

職員給の主な内訳をみると、基本給が最も大きな割合（職員給総額の65.2%)を占め、次いでその他の

手当（同34.8%)となっている。

　

また、職員給の主な内訳の決算額を前年度と比べると、基本給が0．8％減（前年度1.3%減）、その他の手

当が1．0％減（同0．1％増）となっている。

　

職員給の部門別構成比はヽ第57図のとおりであり、教育関係が最も大きな割合（職員給総額の46.3%)

を占めヽ以下ヽ議会’総務関係（同11． 9％）、警察関係（同11．6％）、民生関係（同8.6%)、消防関係（同

6.1%)、衛生関係（同6．0％）の順となっている。

　

またヽ職員給の部門別構成比を団体種類別にみると、都道府県においては市町村立義務教育諸学校教職員

の人件費を負担していることから、教育関係が最も大きな割合(64.3%)を占め、警察関係（19．0％）と合

わせて全体の83.3%を占めている。
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一方、市町村においては議会・総務関係が最も大きな割合(24.1%)を占めており、以下、民生関係

(19.3%)、教育関係（18．0％）、消防関係(13.6%)、衛生関係（11．9％）の順となっている。

　

次に、平成18年４月１日現在における地方公務員（普通会計分）１人当たりの平均給料月額を主な職種

別及び団体種類別にみると、第58図のとおりである。職種により平均給料月額に差があるのは、主として、

職種別の年齢構成、給料表の構造等の違いによるものである。

　　

（イ）地方公務員の数［第78表］

　

地方公共団体の職員数（普通会計分）は、平成元年以降増加してきたが、行政改革が積極的に推進され、

事務事業の見直し、組織の合理化、民間委託等の取組が行われたことなどから、平成７年以降12年連続し

て減少しており、平成18年４月１日現在の職員数は258万8,517人で、前年同期と比べると３万1,549人

減少(1.2%減）している。

　

職員の部門別構成比は、第59図のとおりであり、教育関係職員が最も大きな割合（全地方公務員数の

43.6%)を占め、以下、一般行政関係職員（同39.6%)、警察関係職員（同10．7％）、消防関係職員（同6．0％）

の順となっている。なお、職員構成比を団体種類別にみると、都道府県においては教育関係職員が62.4%、

一般行政関係職員が17.9%を占め、市町村においては一般行政関係職員が69.7%、教育関係職員が17.6%

を占めている。

　

部門別職員数を前年同期と比べると、警察関係職員が3,370人増加、消防関係職員が617人増加となる一

方、一般行政関係職員が２万672人減少、教育関係職員が１万4,864人減少している。一般行政関係職員の
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地方公務員数の状況

消=防関係

156.409人（6.0％）

（注）平成18年４月１日現在の人数である。
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増減の内訳をみると、衛生関係職員が4,368人減少、議会・総務関係職員が4,298人減少、民生関係職員が

3,904人減少、農林水産関係職員が3,692人減少、土木関係職員が3,234人減少、税務関係職員が962人減

少、労働関係職員が162人減少、商工関係職員が52人減少している。

　

また、部門別職員数の推移は、第60図のとおりであり、近年は、一般行政関係職員、教育関係職員が減

少傾向にあり、消防関係職員、警察関係職員が増加傾向にある。

　

さらに、10年前（平成８年４月１日現在）と比較した一般行政関係職員の部門別、団体種類別増減状況

は、第61図のとおりである。

　　

（ウ）地方議会議員の数

　

市町村議会議員の定数については、市町村合併の進展に伴い、平成17年12月31日現在で46,497人（対

前年度同期比8,302人減少、同17.9%減）となっている。

　

イ

　

扶

　　

助

　　

費［第81表］

　

扶助費は、社会保障制度の一環として、生活困窮者、児童、老人、心身障害者等を援助するために要する

経費である。

　

この扶助費の決算額は７兆6,678億円であり、前年度と比べると2.5%増（前年度6.3%増）となってい

る。

　

また、扶助費の歳出総額に占める割合は、前年度と比べると0．3％ポイント上昇の8.5%となっている。

介護保険制度の実施に伴い平成12年度は前年度と比べると0．6％ポイント低下したものの、13年度以降は

再び上昇に転じている。

　

扶助費の目的別の内訳をみると、児童福祉費が２兆7,626億円で最も大きな割合（扶助費総額の36．0％）

を占め、以下、生活保護費の２兆6,364億円（同34.4%)、社会福祉費の１兆4,153億円（同18.5%)、老
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人福祉費の2,945億円（同3．8％）の順となっている。

　

各費目の決算額を前年度と比べると、児童手当に係る制度改正を背景に児童福祉費が4.1%増（前年度

9.6%増）、被保護者数の増により生活保護費が3.3%増（同4.9%増）、社会福祉費が0．9％増（同7．0％増）、

老人福祉費が7.6%減（同5.5%減）となっている。老人福祉費については、介護保険制度の実施に伴い関

連経費が介護保険事業会計から保険給付費として支出されることとなったため、平成12年度以降減少が続

いている。

　

次に、扶助費のうち地方公共団体の単独施策分をみると、その額は､1兆7,868億円で、前年度と比べると

9.6%増（前年度10．1％増）となっている。

　

単独施策分を団体種類別にみると、都道府県においては5,048億円（都道府県の扶助費総額の32.5%)、

市町村においては１兆2,820億円（市町村の扶助費総額の19．1％）となっている。

　

また、目的別の内訳をみると、児童福祉費が7,177億円で最も大きな割合（単独施策分総額の40.2%)を

占め、以下、社会福祉費の5,579億円（同31.2%)、老人福祉費の3,277億円（同18.3%)の順となってい

る。

　

なお、扶助費に充当された財源の内訳をみると、生活保護費負担金及び児童保護費負担金等の国庫支出金

が３兆9,088億円（扶助費総額の51．0％）、次いで一一般財源等が３兆4,361億円（同44.8%)となっている。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

ウ

　

公

　　

債

　　

費［第98表～第99表］

　

公債費は、地方債元利償還金及び一時借入金利子の支払いに要する経費である。

　

公債費の決算額は13兆9,233億円で、前年度と比べると6.5%増（前年度0．6％減）となっている。これ

は、財団法人阪神・淡路大震災復興基金への貸付金に係る地方債の償還によるものであり、その影響を除く

と、対前年度比0．4％の減となっている。

　

なお、歳出総額に占める公債費の割合は、前年度と比べると1.1%ポイント上昇の15.4%となっており、

平成５年度以降上昇している。

　

公債費の内訳をみると、地方債元金償還金が11兆319億円で最も大きな割合（公債費総額の79.2%)を

占め、以下、地方債利子が２兆8,857億円（同20.7%)、一時借入金利子が57億円（同0．0％）となってい

る。

　

各費目の決算額を前年度と比べると、地方債元金償還金が11.2%増（前年度1.8%増）、地方債利子が8.4%

減（同7.3%減）となっている。また、一時借入金利子は16.9%減（同33.6%減）となっている。

　

公債費を団体種類別にみると、都道府県においては前年度と比べると8.7%増（前年度0．2％減）、市町村

においては前年度と比べると4.0%増（同1.0%減）となっている。

　

また、歳出総額に占める割合は、都道府県においては前年度と比べると1.3%ポイント上昇の15.1%と

なっており、市町村においては前年度と比べると0．5％ポイント上昇の13.8%となっている。

　

なお、公債費に充当された財源の内訳をみると、一般財源等が12兆2,786億円（公債費総額の88.2%)

となっており、使用料、手数料等の特定財源が１兆6,223億円（同11.6%)となっている。

（2）投資的経費［第73表］

　

投資的経費は、道路・橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備に要する経費であり、

通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費からなっている。

並1
日

　

近年、社会資本の整備水準は着実に向上しつつあるが、地方公共団体は、地方分権の推進に伴う地方公共

団体の役割の増大、地域の活性化や住民に身近な社会資本整備の必要性等を勘案し、生活関連基盤の整備や

地域経済の振興等に必要な社会資本整備を重点的、効果的に実施することが求められている。

　

投資的経費の決算額は15兆8,289億円で、前年度と比べると6.1%減（前年度9.3%減）となっている。

　

投資的経費の歳出総額に占める割合を前年度と比べると、1．0％ポイント低下の17. 5%となっている。

　

投資的経費の内訳をみると、普通建設事業費が95.4%を占め、以下、災害復旧事業費(4.5%)、失業対

策事業費（0．1％）の順となっている。

　

ア

　

普通建設事業費［第83表］

　

普通建設事業費は、道路・橋りょう、学校、庁舎等公共又は公用施設の新増設等の建設事業に要する経費

である。

　

この普通建設事業費の決算額は15兆1,043億円であり、前年度と比べると7.5%減（前年度10．5％減）と

なっている。これは、厳しい財政状況を反映した単独事業の重点化や公共投資の減少等が主な要因である。

　

普通建設事業費の内訳は、単独事業費(50.7%)、補助事業費(40.9%)、国直轄事業負担金（8．4％）の

順となっている。

　

また、各費目の決算額を前年度と比べると、単独事業費は9.1%減（前年度7.5%減）、補助事業費は7.1%

減（同15.6%減）、国直轄事業負担金は0.1%増（同0．5％減）となっている。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

ＩＩ

心

　

平成４年度以降における普通建設事業費の推移は、第18表のとおりである・

　

また、近年の普通建設事業費の内訳の推移は、第63図のとおりである。

　

補助事業費については、経済対策が行われた平成４年度以降、決算規模が拡大しヽ10兆円を超える規模

で推移してきたが、13年度以降は10兆円を下回っており、17年度においては、国の公共投資関係費の減少

等に伴い、７兆円を下回る規模となっている。

　

単独事業費については、昭和62年度から平成４年度まで、決算規模の伸び率が10％を超えるペースで増

加し、６年度以降は減少の傾向にある。

　

さらに、補助事業費と単独事業費を比較すると、単独事業費の決算額は、昭和63年度に補助事業費の決

算額を上回り、その後両者の決算額の差が拡大していたが、平成８年度の1．4倍をピークに徐々にその差が

縮小し、平成17年度においては、単独事業費は補助事業費の約1．2倍の規模となっている。
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また、これを団体種類別にみると、都道府県においては単独事業費が補助事業費の約0．8倍の規模となっ

ており、市町村においては約1．9倍の規模となっている。

　　

（ア）普通建設事業費の目的別内訳［第83表～第87表］

　

普通建設事業費の目的別の内訳をみると、第64図のとおりであり、土木費が最も大きな割合（普通建設

事業費総額の58.8%)を占め、以下、農林水産業費（同14.6%)、教育費（同10.4%)の順となっている。

　

さらに、これらの費目の内訳別に普通建設事業費に占める割合をみると、土木費のうちの道路橋りょう費

が最も大きな割合（普通建設事業費総額の25.1%)を占め、以下、都市計画費（同17.3%)、河川海岸費（同

9.9%)の順となっている。

　

また、これを団体種類別にみると、都道府県においては道路橋りょう費（普通建設事業費総額の30．0％）、

河川海岸費（同15.9%)、農地費（同13.2%)、都市計画費（同11．0％）、林業費（同5．0％）の順となって

おり、市町村においては都市計画費（同24.1%)、道路橋りょう費（同17.4%)、小学校費（同6.9%)、清

掃費（同6.4%)、農地費（同4.5%)の順となっている。

　

次に、補助事業費及び単独事業費の構成比をみると、総務費、民生費、衛生費、労働費、商工費、土木費、

消防費、教育費においては単独事業費の割合が補助事業費の割合を上回っているのに対し、農林水産業費に

おいては補助事業費の割合が単独事業費の割合を上回っている。

　

主な費目をその内訳別にさらに詳細にみると、土木費では、道路橋りょう費、都市計画費は単独事業費が

補助事業費の割合を上回っているのに対し、河川海岸費、港湾費、住宅費は、補助事業費の割合が大きくなっ
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平成17年度の地方財政
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また、教育費では小学校費、高等学校費、社会教育費、保健体育費及び大学費で、民生費では社会福祉費、

老人福祉費及び児童福祉費で、単独事業費が補助事業費を上回っている。一方、農林水産業費では、農業費、

畜産業費、農地費、林業費及び水産業費のすべてで、衛生費では清掃費で、補助事業費が単独事業費を上回っ

ている。

　

なお、普通建設事業費の目的別内訳の10年前（平成７年度）の決算額との比較については、第65図のと

おりである。

　　

（イ）補助事業費［第84表］

　

補助事業費は、地方公共団体が国からの負担金又は補助金を受けて実施する事業に要する経費である。

　

補助事業費の決算額は６兆1,762億円で、前年度と比べると7.1%減（前年度15.6%減）となっている。

　

これを団体種類別にみると、都道府県においては9.2%減（前年度16．0％減）、市町村においては4.4%

減（同15.8%減）となっている。

　

補助事業費の目的別の内訳をみると、第66図のとおりであり、土木費が最も大きな割合（補助事業費総

額の56.8%)を占め、以下、農林水産業費（同24.1%)、教育費（同7．7％）、衛生費（同4.9%)の順となっ

ている。

　

さらに、これらの費目の内訳別に補助事業費に占める割合をみると、道路橋りょう費が最も大きな割合（補

助事業費総額の16.2%)を占め、以下、都市計画費（同15.2%)、河川海岸費（同15.1%)の順となって

いる。

　

これを団体種類別にみると、都道府県においては河川海岸費（補助事業費総額の21.8%)、道路橋りょう

費（同20.3%)、農地費（同19.9%)の順となっており、市町村においては都市計画費（同27.4%)、清掃
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費（同10．1％）、住宅費（同9．9％）の順となっている。

　　

（ウ）単独事業費［第86表］

　

単独事業は、地方公共団体が国の補助等を受けずに自主的・主体的に地域の実情等に応じて実施する事業

である。

　

単独事業に要する経費である単独事業費の決算額は７兆6,639億円で、前年度と比べると9.1%減（前年

度7. 5%減）となっている。

　

これを団体種類別にみると、都道府県においては8.7%減（前年度7.0%減）、市町村においては9.8%減

（同7．7％減）となっている。

　

単独事業費の目的別の内訳をみると、第67図のとおりであり、土木費が最も大きな割合（単独事業費総

額の57.1%)を占め、以下、教育費（同14.3%)、総務費（同7．3％）の順となっている。

　

さらに、これらの費目の内訳別に単独事業費に占める割合をみると、道路橋りょう費が最も大きな割合（単

独事業費総額の28.2%)を占め、以下、都市計画費（同21.7%)、河川海岸費（同3．8％）の順となってい

る。

　

また、これを団体種類別にみると、都道府県においては道路橋りょう費（単独事業費総額の34.9%)、都

市計画費（同19.2%)、河川海岸費（同6．2％）の順となっており、市町村においては都市計画費（同22.9%)、

道路橋りょう費（同21.9%)、小学校費（同6.2%)の順となっている。
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（エ）国直轄事業負担金［第85表］

　

国直轄事業負担金は、国が道路、河川、砂防、港湾等の土木事業等を直轄で実施する場合において、法令

の規定により地方公共団体がその一部を負担する経費である。

　

国直轄事業負担金の決算額は１兆2,642億円で、前年度と比べると0．1％増（前年度0．5％減）となって

いる。

　

国直轄事業負担金の目的別の主な内訳をみると、土木費が78.5%、農林水産業費が21.5%となっている。

　

さらに、これらの費目の内訳別に国直轄事業負担金に占める割合をみると、道路橋りょう費が最も大きな

割合（国直轄事業負担金総額の49.9%)を占め、以下、河川海岸費（同21.4%)、農地費（同20.7%)の

順となっている。

　　

（オ）普通建設事業費の充当財源［第83表～第86表］

　

普通建設事業費に充当された主な財源の内訳をみると、地方債が最も大きな割合（普通建設事業費総額の

40.5%)を占めており、以下、一般財源等（同28.9%)、国庫支出金（同21.1%)の順となっている。

　

普通建設事業費に充当された主な財源の決算額の構成比を前年度と比べると、国庫支出金は0．3％ポイン

ト、一般財源等は0．2％ポイントの上昇、地方債は同率となっている。

　

また、これを補助事業費及び単独事業費に分けてみると、補助事業費については、国庫支出金が51.5%、

地方債が35.7%、一般財源等が8．0％となっており、単独事業費については、一般財源等が46.6%、地方

債が39.8%となっている。

　

普通建設事業費に充当された主な財源の内訳の推移は、第68図のとおりであり、一般財源等の構成比は、
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平成17年度の地方財政
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平成７年度に30％を下回って以降、平成10年度に24.6%となった以外は、20％台後半で推移している。

　

また、地方債の構成比は、平成５年度以降、充当財源の中で最も大きな割合を占め、４割程度で推移して

いる。

　　

（ヵ）用地取得費［第88表～第90表］

　

地方公共団体が道路、公園、公営住宅、学校の建設等社会資本整備を推進するための用地取得に要する経

費である用地取得費の決算額は２兆1,582億円で、前年度と比べて8.8%減（前年度14.6%減）となってお

り、７年連続して減少している。

　

これを団体種類別にみると、都道府県においては9,366億円で14.2%減（前年度17.3%減）、市町村にお

いては１兆2,216億円で4.1%減（同12.1%減）となっており、都道府県、市町村ともに７年連続して減少

している。

　

用地取得費の目的別の主な内訳をみると、第69図のとおりであり、土木関係が用地取得費総額の中で最

も大きな割合（用地取得費総額の78.8%)を占め、次いで、教育関係（同6.1%)となっている。

　

さらに、土木関係の内訳をみると、都市計画が最も大きな割合（用地取得費総額の38.2%、都道府県28.7%、

市町村45.5%)を占め、次いで、道路橋りょう（同30.7%、同47.0%、同18.2%)となっている。

　

また、用地取得費のうち用地を取得するために要した移転等の補償費、賠償費は6,359億円で、用地取得

費に占める割合は、前年度と比べると0．5％ポイント低下の29.5% (都道府県44.6%、市町村17.9%)と

なっている。

　

取得用地面積（債務負担行為等に係るものを含む。）は１億2,852万２千㎡（都道府県4,351万７千m2、

市町村8,500万４千㎡）であり、前年度と比べると12.2%減となっている。

85

ｌ

「

１

ｌ

ｊ
ｉ

１

乱Λ

　

･･-〃

にう

浙ト

　

｜

け乱

にご

ｰ一一--

にバ

ー

　

‥ -

に よ

ト 川

日 う

■ 〃 ･ ㎜ 〃 〃 -

け 乱

白 丁

ら - 4 - . J . . . 1 . . . 4

1 0 j

i ● ■ J - - S - i I r ㎜ 4

トト

にご

Jト0

　

’./

レ |

=

｜ ト

y ● - ● - - g - 4 - y y

　 　

Z

1 0 寸

- ← - 7 - 〃 w 4

１ １ １ Ｆ

　

一

一

　

Ｊ Ｘ

- ･ Ｒ － － 四 ･ - ･

ｉ

Ｓ

１

「

；



第１部

　

平成17年度の地方財政

86

’ﾉ

　

ｰ

へ

し勺

川

　
　

－
ｔ

ｊ
・
ｆ
ｏ

ｌ

　

ｙ
Ｉ
リ
、
‥

－

　
　

ゾ
ヘ
ト
に

ｈ
．
．
心

口
‐
リ

仰

↓

6.1

也

け引

り/ﾉj

y｣係

)f白

りりj

林水（壮悦

に叫万円
回りい

牛唯川系

ｊにに円

|丿宍い

プ

６

弓
･f'，
平石

耶

ｄ

｣川系

帽心円

に丿

務

り0

● -

ト

　

ベ

　
　

ー
ま

ノ

　

。

　

ｊ

伽･

―
″

●･

●:ZZS

　

用地取得費の目的別（補助・単独）の状況

％
Ｉ
・
Ｉ

　
－

耶

墜

I'l

－

ｊ

ペ

巾

]17

Ｉ
Ｉ
％

―
ノ

ー

l l j ‘ .

1 1

じ ・

令

Ｊ

　

ｉ
―
Ｌ

馴
叫

り
一
丿
一

路
吊 よ

CI｣｜

11

にI研一白

ｙ

じ

Ｈ
．
．
’
｀

．
‐
‐
‐
’

　

▲

，Ｆ

関係

　　　　

ダヽ汁
しに円

　　

ヅﾉﾑﾉﾙ

ｊ
ソ
ノ

4
1

1

/ﾝ．|

巾

目

－

川

ド
ロ

　
　

り

μ
ｕ

　
　

リ

･1･

'i 例

リ

リ

Ｊ
ノ
ノ
、

　

リ

　

『

　
　
　

だ
り
／

Ｌ
ト
ｒ
ｌ
Ｉ

　

／
ト
ト
ー

判

10 00≒

Ｎ

Ill

に
人
～

八
Ｌ
―
‐
’

　

１
Ｉ

ｊｒ
ｊ
Ｊ―

－
―
。
‐

　
　
　
　

Ｉ

　

一

　
　
　

Ｉ

Ｉ
―

・
Ｉ

／
ノ

　
　

Ｉ

／
Ｉ

卜

ｄ

ト

´

1

ぺ

　

・
Ｊ

円

ｉ
ｌ

ｆ！
！
‐

ｔ
ｙ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

にＩ

宕

|］

几

計）

ｔノ
ー

1 2成」
ト

Ｈ
‥
～

Ｉ

s l y ･ .

l l

L い

円

已

係
ト

忙叱,没

12

17

23

27

度

％

．０

21．

21

21

21

９

3。

15．

９

４

６

６

８

７

５

７

９

５

。＿ノ|IUIヶド乳費

　　

1．－丿叩 ｣⑤費

　　

］,6日口円

　　　　　　　　

八開6に円

　　　　　　

’

　　

弓に町）

　　　　　　　

‥吊8ヤかー‥.・Jj

　　

づ
j

　　　

●

　　

●

　　　　　

･ゝ¨I/ｙ･･I●●゛.ji■

　

].1S(前円

　　　　　　　

1.1 1<Sに円

　

帽7.戸……ﾝﾝj

　　

.

　　　

'･.･

　

r'｜

　

－

　

ア
ノ(巡(首よし二;･,々･，

'

　　　　　　　　　　　　

f1/

　　　

・

1.07叫び円 237億円

　　　

((S'M)ツヤ

　　　　

‥

　　　

ト(1(S.( ﾂづ･

●

　　　　

●

　　　　　　　　　　

1

　

1

　　

●/-.jF'･丿●♂I

　

II

付ぴ円
’
に
じ

ｆ
ゝ
ｊ1

11

一
ｊ

ゝ
ｊ

１１ぐ

]8訃川I｣

几).にか

]87に円

ニに円

仙i円）

　　

‥‥‥.

　　　　

、………（!)2.9%)

　　

．、‥

　

‥‥
４

]匹y円
"

こ占める用地取得費の割合の推移

11

16

21

26

20

17

ｊ

|タが

％

．８

７

８

３

４

24．

５

２

20.7

9。

３

14

４

３

１

1ご1

１ １

16

％

．６

22．

２

０

25.4

19.7

１
7．6

22

19．

９

２

13．

７

８

２

９

７

15

％

12.7

16.
４

24.0

23.

19

19

20．

18

８

４

14

０

０

４

６

５

７

９

４

16

１ １

16

22

22

％

．７

１

８

17．

５

８

17.0

25.

16．

8。

2。

13．

５

６

８

４

８

7
1

1

％

10．9

16

22

30

16

16．

８

７

６

８

２

22.9

16．

8。

１

13．

１

８

６

６

　

用地取得費の推移は、第70図のとおりである。

　

また、普通建設事業費に占める用地取得費の割合の推移は、第19表のとおりであり、平成17年度は13.6%

（都道府県10．9％、市町村16.8%)となっている。

　

地方公共団体（普通会計）の用地取得費を取得先別にみると、第71図のとおりであり、土地開発基金及

び土地開発公社からの取得が全体の33.0%を占めている。これを団体種類別にみると、都道府県において
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は19.3%、市町村においては43.7%となっている。

　

イ

　

災害復旧事業費［第91表］

　

災害復旧事業費は、暴風、洪水、地震その他異常な自然現象等の災害によって被災した施設を原形に復旧

するために要する経費である。

　

この災害復旧事業費の決算額は7,081億円で、前年度と比べると43.4%増（前年度63.0%増）となって

いる。これは平成17年度の台風等の災害によるもの並びに平成16年度の新潟県中越地震及び台風等の災害

に係る災害復旧事業の繰越事業によるものである。

　

災害復旧事業費の内訳をみると、第72図のとおりである。

　

災害復旧事業費の決算額を前年度と比べると、災害復旧事業の繰越事業の増加等により補助事業費が

6,388億円で75.3%増（前年度44. 7%増）となる一方、単独事業費が604億円で35.1%減（同138.4%増）、

国直轄事業負担金が89億円で75.6%減（同200．8％増）となっている。

　

また、目的別内訳の構成比をみると、道路、河川、海岸、港湾、漁港等の公共土木施設関係（災害復旧事

業費総額の73.5%)と農地、農業用施設等の農林水産施設関係（同23.0%)で全体の96.5%を占めている。

　

さらに、災害復旧事業費に充当された財源の内訳をみると、国庫支出金が最も大きな割合（同68.3%)を

占め、次いで地方債（同23.6%)となっており、これらの財源で充当された財源の91.9%を占めている。

　

ウ

　

失業対策事業費［第92表］

　

失業対策事業費は、失業者に就業の機会を与えることを主たる目的として、道路、河川、公園の整備等を

行う事業に要する経費である。

　

この失業対策事業費の決算額は165億円で、前年度と比べると8.5%減（前年度3.2%増）となっている。

　

その内訳をみると、補助事業費が144億円（失業対策事業費総額の87.3%)、単独事業費が21億円（同

12.7%)となっている。

　

また、失業対策事業費に充当された財源は、国庫支出金が53億円（失業対策事業費総額の32.0%)、一

般財源等が49億円（同29.6%)等となっている。

（3）その他の経費［第73表、第97表］

　

その他の経費には、物件費、維持補修費、補助費等、繰出金、積立金、投資及び出資金、貸付金並びに前

年度繰上充用金があり、その決算額は28兆132億円で、前年度と比べると0．8％減（前年度1.2%増）となっ

ている。

　

その他の経費の内訳をみると、第20表のとおりである。

　

また、その他の経費の歳出総額に対する割合をみると、物件費が8.6％（前年度8．7％）、補助費等が8．0％

（同7.5%)、貸付金が5.6% (同6.1%)、繰出金が5.1% (同5．0％）、積立金が2．0％（同1.7%)の順と

なっている。

　

なお、その他の経費のうち地方公営企業会計に対する繰出しの状況についてみると、法適用企業の地方公

営企業会計に対する繰出しは２兆1,047億円（補助費等１兆6,579億円、投資及び出資金3,034億円、貸付

金1,434億円）、法非適用企業の地方公営企業会計に対する繰出し（繰出金）は１兆5,382億円で、合計３

兆6,429億円となっており、これを前年度と比べると1.5%減（前年度2.3%減）となっている。

　

ア

　

物

　　

件

　　

費［第79表］

　

賃金、旅費、役務費、委託料等消費的性質の経費である物件費の決算額は７兆7,733億円であり、前年度

と比べると1.9%減（前年度0．4％増）となっている。
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その構成比については、委託料が最も大きな割合（物件費総額の50.7%)を占め、次いで消耗品の取得

等に要する需用費（同22.7%)となっており、これらの経費で物件費総額の73.4%を占めている。

　

なお、物件費の内訳の推移は、第74図のとおりである。
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維持補修費［第80表］

　

地方公共団体が管理する公共用施設等の維持に要する経費である維持補修費の決算額は１兆586億円で、

前年度と比べると0．4％減（前年度0．6％増）となっている。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

維持補修費の内訳を目的別にみると、土木費の7.058億円（維持補修費総額の66.7%)、教育費の1,195

億円（同11.3%)、衛生費の1,148億円（同10．8％）の順となっており、道路・橋りょう、公営住宅等の土

木関係施設、小・中学校等の教育関係施設及び清掃施設等の衛生関係施設に係るものの合計で維持補修費総

額の88.8%を占めている。

　

ウ

　

補

　

助

　

費

　

等［第82表］

　

法適用企業に対する負担金、さまざまな団体等への補助金、報償費、寄附金等の補助費等の決算額は７兆

2,348億円で、前年度と比べると5.9%増（前年度3.1%減）となっている。

　

補助費等の内訳を目的別にみると、民生費が２兆1,365億円で最も大きな割合（補助費等総額の29.5%)

を占め、以下、教育費の１兆1,087億円（同15.3%)、衛生費の9,833億円（同13.6%)、総務費の9,710

億円（同13.4%)、土木費の8,900億円（同12.3%)、商工費の4,525億円（同6．3％）、農林水産業費の3,391

億円（同4.7%)の順となっている。

　

補助費等のうち、地方公営企業会計（法適用企業）に対する負担金及び補助金は、地方公営企業の性質上

一般会計等において負担すべき経費があることから支出されるものであり、その額は１兆6,579億円で、前

年度と比べると2.5%増（前年度2.8%減）となっている。

　

事業別にみると、下水道事業に対するものが7,220億円で最も大きな割合（地方公営企業会計（法適用企

業）に対する負担金及び補助金総額の43.6%)を占め、次いで、病院事業の6,047億円（同36．0％）となっ

ており、これら二事業で総額の79.6%を占めている。以下、交通事業の1,870億円（同11.3%)、上水道

事業の1,017億円（同6.1%)の順となっている。

　

エ

　

繰

　　

出

　　

金［第93表］

　

普通会計から他会計、基金（定額の資金の運用を目的とする基金）に支出する経費である繰出金の決算額

は４兆5,822億円で、前年度と比べると0．2％減（前年度2.8%増）となっている。このように繰出金が前

年度決算額を下回ったのは、法非適用の公営企業会計や、基金に対する繰出金が減少したことなどによる。

　

繰出金の内訳を繰出先別にみると、地方公営企業会計（法非適用企業）に対するものが１兆5,382億円で

最も大きな割合（繰出金総額の33.6%)を占めており、以下、国民健康保険事業会計に対するもの１兆よ802

億円（同25.8%)、介護保険事業会計に対するもの9,851億円（同21.5%)、老人保健医療事業会計に対す

るもの8,014億円（同17.5%)の順となっている。

　

なお、繰出金のうち、地方公営企業会計（法非適用企業）に対する繰出金は、地方公営企業の性質上一般

会計等において負担すべき経費があることから支出｡されるものであり、その内訳を事業別にみると、下水道

事業に対するものが１兆2,576億円で最も大きな割合（地方公営企業会計（法非適用企業）に対する繰出金

総額の81.8%)を占めている。

　

また、その下水道事業に対する繰出金を目的別にみると、公債費財源繰出が9,200億円、建設費繰出が

1,426億円で、両者で全体の84.5%を占めており、その前年度と比べた伸び率は公債費財源繰出が4.0%

減、建設費繰出は21.9%減となっている。

　

オ

　

積

　　

立

　　

金［第94表、第102表］

　

特定の目的のための財産を維持又は資金を積み立てるために設立された基金等に対する経費である積立金

（歳計剰余金処分による積立金を含む。）の決算額は１兆9,991億円で、前年度と比べると3,145億円増加（対

前年度比18.7%増）している。

　

積立金の内訳を基金の種類別にみると、財政調整基金に対するものは8,154億円で、前年度と比べると

359億円増加（対前年度比4.6%増）、減債基金に対するものは3,022億円で、428億円増加（同16.5%増）、

その他特定目的基金に対するものは8,815億円で、2,357億円増加（同36.5%増）している。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

一方、積立金取崩し額は１兆8,844億円で、前年度と比べると7,527億円減少（対前年度比28.5%減）と

なっている。

　

その内訳をみると、財政調整基金の取崩し額は5,896億円で、前年度と比べると2, 921 億円減少（対前年

度比33．1％減）、減債基金の取崩し額は4,508億円で、1,416億円減少（同23． 9％減）ヽその他特定目的基

金の取崩し額は8,441億円で、3,189億円減少（同27.4%減）となっている。

　

なお、平成17年度末における積立金現在高は13兆1,465億円で、前年度末と比べると1, 146 億円増加（対

前年度末比0．9％増）となっている（積立金現在高については、「２

　

地方財政の概況（6）将来にわたる

財政負担

　

ウ

　

積立金現在高」を参照）。

　

ヵ

　

投資及び出資金［第95表］

　

国債、地方債の取得や財団法人等への出えん、出資等のための経費である投資及び出資金の決算額は4,370

億円で、平成16年度に東京都が計上した新銀行東京の設立出資金1,000億円の皆減等により前年度と比べ

ると32.4%減（前年度34.9%増）となっている。

　

投資及び出資金の内訳を目的別にみると、土木費に係るものが1,861億円で最も大きな割合（投資及び出

資金総額の42．6％）を占め、次いで衛生費に係るものが1,550億円（同35.5%)となっている。

　

投資及び出資金のうち、地方公営企業会計（法適用企業）に対するものは3,034億円で、前年度と比べる

と61億円減少（対前年度比2．0％減）している。

　

事業別にみると、上水道事業に対するものが812億円で、最も大きな割合（地方公営企業会計（法適用企

業）に対する投資及び出資金総額の26.8%)を占め、以下、下水道事業の789億円（同26.0%)、病院事業

の669億円（同22.1%)、交通事業の666億円（同21.9%)の順となっている。

　

平成17年度末における投資及び出資金の現在高は12兆9,866億円で、前年度末と比べると3,150億円増

加（対前年度末比2.5%増）となっている。

　

その内訳をみると、観光・交通関係に係るものが３兆3,529億円で最も大きな割合（投資及び出資金残高

の25．8％）を占めヽ以下ヽ商工関係の１兆1 ､834 億円（同9.1%)、開発関係の１兆727億円（同8．3％）の

順となっている。

　

これにヽ基金の運用による投資及び出資金現在高161億円を加えると、現在高の総計は13兆27億円とな

り 、前年度末と比べると3,163億円増加（対前年度末比2.5%増）となっている。

キ

　

貸

　　

付

　　

金［第96表］

地方公共団体がさまざまな行政施策上の目的のために地域の住民、企業に貸し付ける貸付金の決算額は５

兆432億円で、前年度と比べると10．1％減（前年度4.8%増）となっているが、これは主に平成16年度に

おいて新潟県から財団法人中越大震災復興基金に対して3,050億円支出した貸付金が皆減となった特殊要因

によるものである。

　

貸付金の内訳を目的別にみると、商工費に係るものは３兆4,436億円で、前年度と比べると1,299億円減

少（対前年度比3.6%減）、土木費に係るものは8,035億円で、1,034億円減少（同11.4%減）となってい

る。

　

地方公営企業会計（法適用企業）に対する貸付金は1,434億円で、前年度と比べると34億円減少（対前

年度比2.3%減）となっており、貸付金総額に占める割合は2.8%となっている。

　

平成17年度末の貸付金の現在高は７兆8,827億円で、前年度末と比べると１兆1,629億円減少（対前年

度末比12.9%減）となっているが、これは主に兵庫県及び神戸市の財団法人阪神・淡路大震災復興基金に

対する貸付金が全額償還された特殊要因によるものである。

　

その内訳をみると、商工関係に係るものが１兆7,602億円（貸付金現在高の22． 3％）ヽ観光゛交通関係が
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平成17年度の地方財政

１兆3,674億円（同17． 3％），住宅関係が6,114億円（同7．8％）等となっている。

　

これに定額の資金を運用するための基金による貸付金現在高6,365億円を加えると，貸付金現在高の総計

は８兆5,192億円となり，前年度末と比べると１兆1,678億円減少（対前年度末比12.1%減）となってい

る。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

一部事務組合等による事務の広域的処理の状況

　

平成17年度末における一部事務組合等による市町村事務等の共同処理及び広域的処理の状況をヽ団体数ヽ

市町村の加入状況及び団体の歳入歳出決算状況についてみると、次のとおりである。

（1）団

　　

体

　　

数［第４表］

　

平成17年度末の一部事務組合等の総数は1,527団体で、市町村合併の進展等により、前年度末と比べる

と271団体減少している。

　

なお、広域的・総合的な地域振興整備や事務処理の効率化を推進するための制度として平成７年６月から

施行された広域連合は、平成17年度末には前年度末と比べると５団体減少し、25道県において63団体が

設置されている。

　

一部事務組合等の設置目的別団体数の状況は、第21表のとおりであり、し尿・ごみ処理等衛生関係が625

団体で最も大きな割合（一部事務組合等総数の40.9%)を占め、以下、広域消防等消防関係323団体（同

21.2%)、退職手当組合等総務関係247団体（同16.2%)の順となっている。

{ＩＳ一部事務組合等の設置目的別団体数の状況
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（2）市町村の一部事務組合等への加入状況
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△271

　

一部事務組合等に加入して事務を共同処理している市町村（一部事務組合等を含む。）の数は、延べ16,150

団体（市町村・特別区延べ14,311団体、一部事務組合等延べ1,839団体）となっており、１市町村・特別

区（一部事務組合等を除く。）当たり平均7．8の一部事務組合等に加入していることになる。

　

一部事務組合等へ加入している市町村・特別区（延べ14,311団体）を設置目的別にみると、総務関係団

体へ加入している団体数は延べ4,814団体で、最も大きな割合（全体の33.6%)を占めており、以下、衛

生関係団体へ加入している団体数が延べ4,075団体（同28.5%)、消防関係団体へ加入している団体数が延

べ2,374団体（同16.6%)の順となっている。
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）一部事務組合等の歳入歳出決算［第５表］

第１部

　

平成17年度の地方財政

　

一部事務組合等の歳入歳出決算の状況は、第75図のとおりであり、歳入決算額は２兆2,162億円で、前

年度と比べると7.6%減（前年度3.7%減）となっている。

　

歳入決算額の内訳をみると、加入市町村等からの分担金、負担金が最も大きな割合（一部事務組合等の歳

入総額の74.8%)を占めており、以下、地方債（同6.5%)、手数料（同2．9％）の順となっている。

　

歳出決算額は２兆1,164億円で、前年度と比べると8.2%減（前年度3.7%減）となっている。

　

歳出決算額の目的別内訳は、総務費が最も大きな割合（一部事務組合等の歳出総額の29.6%)を占め、以

下、衛生費（同28.5%)、消防費（同22.8%)の順となっており、これらで全体の80.9%を占めている。

　

市町村決算額に占める一部事務組合等の決算額の割合を目的別内訳でみると、消防費が最も大きな割合（市

町村の歳出総額の28.8%)を占め、次いで、衛生費（同13.9%)となっている。

　

次に、歳出決算額の性質別内訳をみると、人件費が最も大きな割合（一部事務組合等の歳出総額の44.7%)

を占め、以下、物件費（同15.2%)、公債費（同13.2%)、普通建設事業費（同12.8%)となっている。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

市町村（特別区及び一部事務組合等を除く。以下この章において同じ。）を団体規模別（大都市ヽ中核市ヽ

特例市ヽ中都市、小都市、人口１万人以上の町村及び人口1:万人未満の町村）にグループ化を行いヽ財政状

況を分析すると以下のとおりである。

(1)市町村合併の進展に伴う団体規模別団体数の構成の変化

　

市町村合併の進展に伴い、団体規模別の団体数の構成が大きく変わってきている。そこで、団体数や人口ヽ

決算規模について、団体規模別に比較分析してみると、次のとおりである。

　

ア

　

団体数及び人口の状況

　

団体規模別の団体数の推移については、第23表のとおりである。

　

また、団体規模別の団体数構成比については、第76図のとおりである。都市については、人口増や市町

村合併により要件を満たした団体が、各区分に移行してきていることに伴い、割合が毎年度上昇している。

一方で、町村数の割合は毎年度低下しており、平成15年度末には８割に近かった町村数は、17年度末には

６割を下回る水準まで低下している。

　

平成17年度末の割合は、大都市が0．8％(前年度末0．5％)、中核市が2．0％(同1.4%)、特例市が2.1%

(同1.6%)、中都市が9．5％(同6．1％)、小都市が28.2% (同19.4%)、人口１万人以上の町村が30．1％(同

31.9%)、人口１万人未満の町村が27.2% (同39.0%)となっている。

　

次に、団体規模別の人口の推移をみると、第24表のとおりである。

　

また、団体規模別の人口構成比の推移をみると、第77図のとおりである。団体数の割合と同様に、都市

{ＩＳ団体規模別団体数の推移
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については毎年度上昇している一方、町村については毎年度低下しており、平成17年度には、大都市が

18．1％（前年度末17.3%)、中核市が14.4%(同13.5%)、特例市が9．2％（同9.3%)、中都市が23.2% (同

20.8%)、小都市が23.3% (同21.5%)、人口1:万人以上の町村が9．5％（同13.1%)、人口1:万人未満の町

村が2．2％（同4.4%)となっている。
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団体規模別の決算規模の割合をみると、歳入総額については、大都市が21.9%(前年度20.8%)、中核市

が12.6% (同11.6%)、特例市が7.4% (同7.5%)、中都市が20．0％（同17.4%)、小都市が24.2% (同
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第１部

　

平成17年度の地方財政

{ＩＳ団体規模別人口の推移
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5％）、人口1:万人以上の町村が9.7% (同13．0％）、人口１万人未満の町村が4.2% (同8．1％）となつ

嘔。

　

また、歳出総額については、大都市が22.2%(同21.2%)、中核市が12.6% (同11.6%)、特例市が7.4%

(同7.6%)、中都市が19.9% (同17.4%)、小都市が24.1% (同21.4%)、人口１万人以上の町村が9.6%
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（同12.9%)、人口１万人未満の町村が4.2% (同8.1%)となっている。

　

団体規模別の決算規模の割合について平成13年度から17年度にかけての推移は、第78図のとおりであ

る。17年度には、中都市及び小都市の占める割合が大きく上昇する一方、町村の占める割合は大きく低

下しており、人口1:万人未満の町村については最も割合が小さくなっている。これは、主に市町村合併の
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進展に伴う団体数や人口割合の変化の影響の他、町村同士の合併によって都市となった団体については新た

に都市としての事務事業が増加したことや合併に伴う事務事業が増加したことなども要因として考えられ

る。

（2）人口１人当たりの財政状況等

　

団体規模別の財政状況について、人口１人当たり平均の決算額等を中心に分析してみるとヽ次のとおりで

ある。

　　　　　　　　　　　　　　　

、

　

ア

　

決算規模等［第３表、第５表］

　

１市町村当たり平均の歳入歳出決算額、人口（住民基本台帳登載人口）１人当たり平均の歳入歳出決算額

をみると、第25表のとおりである。

　

人口１人当たり平均の決算額は、歳入については、大都市が477千円、中核市が346千円、特例市が315

千円、中都市が341千円、小都市が409千円、人口1:万人以上の町村が405千円、人口1:万人未満の町村が

748千円となっており、歳出については、大都市が472千円、中核市が336千円、特例市が308千円、中都

市が331千円、小都市が397千円、人口1:万人以上の町村が391千円、人口１万人未満の町村が724千円と

なっている。

　

これをみると、大都市、中核市及び特例市については他の都市と行政権能が異なることなどから人口１人

当たり決算額が大きくなっているものの、その他の市町村については規模が小さな団体ほど人口１人当たり

決算額が大きくなっている。

　

次に、財政力指数の単純平均を団体規模別にみると、第27表のとおりである。これを財政力指数の高い

順にみると、特例市（0．86）、大都市（0．83）、中都市(0.79)、中核市（0．78）、小都市(0.57)、人口1:万

人以上の町村（0．53）、人口１万人未満の町村（0．30）となっており、大都市及び中核市以外の市町村につ

いては規模が大きいほど財政力指数が高くなっている。

　

さらに、実質収支比率は、第26表のとおりである。実質収支比率の高い順にみると、人口１万人以上の

町村（5．2％）ヽ人口１万人未満の町村（4．7％）、小都市（4．5％）、中都市(4.2%)、中核市(3.4%)、特例
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市町村合計

〔395千円〕
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{ID団体規模別財政力指数及び実質収支比率の状況

区 分
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質

　

収

町村（人口１万人以上）

　　　　　　　　

0.53

町村（人口１万人未満）

　　　　　　　　

0.30

（注）財政力指数は単純平均であり、実質収支比率は団体規模別の加重平均である。
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団体規模別歳入決算の状況（人口１人当たり額及び構成比）
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「市町村合計」とは、人都［に中核市、牲例市、中都市、小都市及び町村の甲.純今計額である.

［国庫支出金］には、国行提供施設等所在市町村助成交付金を含み、交通安令対策特別交付令を|娠く
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市(3．1％)、大都市(0．6％)となっている。

　

イ

　　

歳

　　　　　

入

　

歳入決算の主な内訳は、第79図のとおりである。

　

地方税の構成比の高い順にみると特例市(45.9%)、中核市(42.6%)、中都市(40.6%)ヽ大都市(39.4%)ヽ

小都市(29.3%)、人口１万人以上の町村(27.6%)、人口１万人未満の町村(14. 7％)となっておりヽ大都

市及び中核市以外の市町村については規模が小さいほど地方税の占める割合が低くなっている。

　

またヽ地方税が歳入総額に占める割合の分布状況を団体規模別にみると、第80図のとおりでありヽ町村

においては地方税の歳入総額に占める割合が低い団体の構成比が大きくなっている。なお、主な税目の１人

当たりの額は、第81図のとおりである。

　

一方、地方交付税の構成比の高い順にみると、人口1:万人未満の町村(41.2%)、人口１万人以上の町村

(28．1％)、小都市(24. 5％)、中都市(12.9%)、中核市(11．8％)、特例市(8．3％)、大都市(6．4％)となっ

ている。

　

また、国庫支出金(交通安全対策特別交付金を除く。)の構成比の高い順にみると、大都市(12.9%)、中

核市(12. 4％)、特例市(11.2%)、中都市(10．2％)、小都市(8．9％)、人口１万人未満の町村(6．8％)、

人口1:万人以上の町村(6．4％)となっている。
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団体規模別地方税の構造（人口１人当たりの地方税）
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一方、都道府県支出金の構成比の高い順にみると、人口１万人未満の町村（7．3％）、人口１万人以上の町

村（6．0％）、小都市（5．8％）、中都市(5.1%)、特例市(4.4%)、中核市（3．2％）、大都市（1．7％）となっ

ている。

　

地方債の構成比（地方債依存度）の高い順にみると、小都市（10．3％）、大都市及び人口１万人以上の町

村（10．1％）、人口1:万人未満の町村（9．9％）、中核市（9．2％）、特例市（8．8％）、中都市（8．6％）となっ

ている。

　

ウ

　

歳

　　　　　

出

　

目的別歳出決算額の主な内訳は、第82図のとおりである。それぞれの団体規模ごとに構成比が高い費目

をみると、大都市、中核市及び特例市においては民生費、土木費、公債費の順、中都市においては民生費、

土木費、総務費の順、小都市においては民生費、総務費、土木費の順、人口1:万人以上の町村においては民

生費、総務費、公債費の順、人口1:万人未満の町村においては公債費、総務費、民生費の順となっている。

　

性質別歳出決算額における主な費目の構成比は、第83図のとおりである。

　

それぞれの団体規模ごとに構成比が高い費目をみると、大都市においては公債費、扶助費、人件費の順、

中核市、特例市及び中都市においては人件費、扶助費、普通建設事業費の順、小都市、人口1:万人以上の町
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その他

村及び人口１万人未満の町村においては人件費、普通建設事業費、公債費の順となっている。

　

扶助費の構成比については、町村における生活保護費等を都道府県が負担していることなどから、町村が

低くなっている。

　

エ

　

財政構造の弾力性

　　

(ア)経常収支比率

　

経常収支比率は、第27表のとおりであり、経常収支比率の高い順にみると、大都市(94.3%)、小都市

(91．0％)、特例市(89.2%)、中都市(89.1%)、人口1:万人以上の町村(88.5%)、人口１万人未満の町村

(88.2%)、中核市(87．0％)となっている。

　

なお、団体規模別の分布状況をみると、第84図のとおりである。大都市の経常収支比率が高いのは、経

常経費に占める公債費の割合が大きいことなどによる。また、町村の経常収支比率が比較的低いのは、主と

して生活保護費等を都道府県が負担していること等により、経常経費に占める扶助費の割合が小さいことな

どによるものである。

　

これを財政力指数段階別にみると、第85図のとおりであり、同規模の団体においては、財政力指数の低

いものほど経常収支比率が高く、財政構造の弾力性が乏しいといえる。

　　

(イ)実質公債費比率、起債制限比率及び公債費負担比率

　

実質公債費比率は、第28表のとおりであり、実質公債費比率の高い順でみると、大都市(19．1％)、小都
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団体規模別経常収支比率の状況（構成比）

1幽－－,j 1－＝ｌj Ｌﾋi幽
70％4、:iililj

- 一 一

70 ％以｢.8(戸丿ﾘ、I-　り0≒以ﾄ. 1()(％以｜

80 ≒柚仙りO≒柚仙田O仙柚沁

IJ川十jj。 }J^ ﾄﾞ川八１けりII｣／|嘲川｣、小糾Iりどこ川川十力計､十丁ある

市及び人口1:万人未満の町村（15．6％）、特例市(14.6%)、中都市(14.3%)、中核市及び人口１万人以上

の町村(14.2%)となっている。団体規模別の分布状況は、第86図のとおりであり、中核市、特例市、中

都市、小都市、人口1:万人以上の町村及び人口１万人未満の町村においては10％以上18％未満の団体の割

合が、大都市においては18％以上25％未満の団体の割合が大きくなっている。

　

次に、実質公債費比率を財政力指数段階別にみると、第87図のとおりであり、財政力指数が低いほど実

質公債費比率が高くなっている。

　

起債制限比率は、第29表のとおりであり、起債制限比率の高い順にみると、大都市(15.2%)、中核市及

び小都市（11．1％）、特例市（10．8％）、中都市及び人口1:万人未満の町村（10．7％）、人口１万人以上の町

村（9．8％）となっている。

　

公債費負担比率は、第88図のとおりであり、公債費負担比率の高い順にみると、人口１万人未満の町村

(21.2%)、大都市(20.9%)、小都市(16.9%)、中核市(16.6%)、人口1:万人以上の町村(16.4%)、中都

市(15.3%)、特例市(15.2%)となっている。

　

オ

　

将来にわたる実質的な財政負担

　

将来にわたる実質的な財政負担の標準財政規模に対する比率は、第89図のとおりである。高い順にみる

と、大都市(349. 6％）、中核市（202．9％）、小都市(194.1%)、特例市(192.9%)、中都市（186．0％）、人

口1:万人未満の町村(175. 6％）、人口１万人以上の町村(166.3%)となっている。

　

なお、これを団体規模別の分布状況でみると、第90図のとおりである。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

地方公共団体は、住民の生活や福祉の向上を図り、個性豊かで魅力ある地域づくりを推進するため、道路

や公営住宅等の公共施設の整備に努めている。これら主要な公共施設の整備状況は、次のとおりである。な

お、本編の記載は公共施設状況調査を基としているが、同調査は、平成14年度分調査以降、３年に一度詳

細な調査を行い、その間の２ヵ年については縮小調査を行うこととしている。よって、平成17年度調査（全

項目調査）結果と年度間比較をする際に、平成16年度調査（縮小調査）結果と比較できない項目について

は平成14年度調査（全項目調査）結果と比較を行うこととする。

（1）道路・橋りょう

　

ア

　

道

　　　　　

路［第104表］

　

平成18年４月１日現在における地方道の実延長は113万4,551 km （対前年同期比0．4％増）であり、そ

の改良率（総延長に占める改良済延長の割合）は57.5% (対平成15年同期比1.6%ポイント上昇）、舗装

率（総延長に占める舗装済延長の割合）は78.3% (同1.4%ポイント上昇）、自動車交通不能道比率（総延

長に占める自動車交通不能道延長の割合）は14.0% (同0．7％ポイント改善）、面積は8,147.1 k㎡（対前

年同期比0．9％増）となっている。また、これらの状況を10年前（平成８年）と比べると、実延長は4.4%

増、改良率が6．0％ポイント上昇、舗装率が5.3%ポイント上昇、面積は10.9%増となっている。

　

次に、国道及び地方道の整備状況をみると、第91図のとおりであり、改良率は、一般国道が93.9% (対

平成15年同期比0．5％ポイント上昇）、都道府県道が77.3% (同1.2%ポイント上昇）、市町村道が55．0％

（同1.6%ポイント上昇）となっている。また、舗装率は、一般国道は99.3% (同0．3％ポイント上昇）、

都道府県道は97.3% (同2．0％ポイント上昇）、市町村道は75.9% (同1.3%ポイント上昇）となっている。

他方、自動車交通不能道比率は、都道府県道は1.4% (平成15年同期と同じ。）、市町村道は15.6% (対平

成15年同期比0．8％ポイント改善）となっている。以上のように、地方道の整備は着実に進んではいるか、

都道府県道と比べると市町村道の整備状況は依然として遅れている状況にある6

　

イ

　

橋

　

り

　

ょ

　

う［第104表］

　

平成18年４月１日現在における地方道に係る橋りょう数は、62万2,205橋である。これを構造別にみる

と、永久橋（鋼橋、コンクリート橋及び石橋並びにこれらの混合橋）が総橋りょう数の98.0% (対平成15

年同期比0．2％ポイント上昇）、木橋が1.8% (「司0．3％ポイント低下」、永久橋と木橋の混合橋が0．2％（平

成15年同期と同じ。）となっている。

　

また、これらの状況を10年前（平成８年）と比べると、総橋りょう数に占める永久橋の割合は0．9％ポ

イント上昇となっており、木橋の割合は0．9％ポイント低下となっている。

　

次に、都道府県道、市町村道別にみると、都道府県道に係る橋りょうは、地方道に係る総橋りょう数の

16.1% (対平成15年同期比0．1％ポイント上昇）で、その99.7% (平成15年同期と同じ。）が永久橋となっ

ており。また市町村道に係る橋りょうの構成比は83.9% (同0.1%ポイント低下）で、その97.7% (同0．3％

ポイント上昇）が永久橋となっている。
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（2）公営住宅等［第105表］
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道路整備の状況
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平成17年度末現在における公営住宅等（公営住宅法（昭和26年法律第193号）に基づく公営住宅、住宅

地区改良法（昭和35年法律第84号）に基づく改良住宅及び地方公共団体が独自に建設する単独住宅）の総

戸数は242万5,636戸であり、前年度末と比べると236戸減（0．0％減）となっている。

　

この状況を10年前（平成７年度）と比べると、12万6,171戸増(5.5%増）となっている。

　

また、住宅の種類別にみると、公営住宅が総戸数の90.1%、改良住宅が6.5%、単独住宅が3.3%となっ

ている。

　

公営住宅等の設置者別の状況をみると、第92図のとおりであり、都道府県営は全体の40.0%、市町村営

は全体の60．0％となっている。

　

なお、平成17年度中の公営住宅及び単独住宅の入居公募戸数10万7,496戸（対平成14年度比4.6%減）

に対し、応募件数は97万9,488件（同0.1%増）であり、入居競争率（入居公募戸数に対する応募件数の

割合）は9．1倍（平成14年度8．7倍）となっている。

　

なお、入居競争率の推移を設置者別及び団体種類別にみると、第93図のとおりである。
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（3）公

　　　　　

園［第106表］

　

平成17年度末現在における都市公園等（地方公共団体等が都市計画区域内において設置しヽ管理してい

る施設で、公園としての実態を備え、一般の利用に供しているものを含む。なお、児童遊園は除く。）の数

は11万1,855箇所（対前年度末比4.2%増）で、その面積は1,204.6 k㎡（同2.6%増）となっている・

　

また、この状況を10年前（平成７年度）と比べると、都市公園等の箇所数は２万8,774箇所増加(34. 6％

増）しているとともに、その面積も311.8 km2増加(34.9%増）している。

　

都市公園等を設置者別にみると、市町村が設置したものが11万936箇所（対前年度比4.2%増）、｡967.7

k㎡（同2.4%増）で、総箇所数の99.2%、総面積の80.3%を占めている。

　

平成17年度末における都市計画区域内の人口１人当たり都市公園等面積は、平成17年度末の都市計画区

域内の人口が１億1,902万人（対平成14年度末比0．8％増）であることから、第94図のとおり10．1㎡で

あり、平成14年度同期と比べると0．7㎡増(7.4%増）となづている。

　

都市計画区域内の人口１人当たり都市公園等面積を10年前（平成７年度）と比べると、2．3㎡増(29.5%

増）となっている。

　

また、その他の公園（都市計画区域外に設置されている児童公園、運動公園等の公園。なお、自然公園は

除く。）の数は5,879箇所（対前年度末比10.5%増）で、その面積は175.0 km' （同4.9%増）となってい

る。このうち市町村立の公園の数は5,624箇所（同11.2%増）で、その面積は127.1 k㎡（同0．6％増）と

なっている。

－
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都市計画区域内の人□１人当たり都市公園等面積
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（4）下水処理施設［第IQ7表～第10S表］

　

汚水（し尿及び生活雑排水）及び雨水を処理する施設としては、公共下水道（特定環境保全公共下水道を

含む。以下、この項において同じ。）、農業集落排水施設、漁業集落排水施設等があり、また、汚水を処理す

る施設としては、合併処理浄化槽等がある。これらの下水処理施設については、財政措置の充実が図られて

いることもあり、近年の環境保全意識の向上とともに、各地域の実態に即した整備が進められている。

　

これらの下水処理施設の中でも中心的な施設である公共下水道についてみると、平成17年度末における

現在排水人口（供用開始している排水区域内の人口）は、8,943万３千人で、前年度末と比べると1.9%増

となっている。全国人口に対する割合は、69.3%となっており、平成14年度末と比べると、4.2%ポイン

ト上昇となっている。
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公共下水道現在排水人口及び全国人口に対する割合の推移
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

公共下水道の現在排水人口の推移は第95図のとおりである。また、これを10年前（平成７年度）と比べ

ると、2,259万５千人増(33.8%増）となっており、全国人口に対する割合でも16． 4％ポイント上昇して

いる。

　

次に、農業集落排水施設及び漁業集落排水施設についてみると、平成17年度末における現在排水人口（う

ち汚水に係るもの）は、それぞれ339万１千人、15万８千人で、前年度と比べるとそれぞれ2.8%増、4.8%

増となっている。これらの状況を10年前（平成７年度）と比べると、それぞれ218. 5％増、263.8%増となっ

ている。

　

また、平成17年度末におけるコミュニティ・プラントの処理人口は34万７千人（対前年度末比3.9%

減）、合併処理浄化槽の処理人口は1,112万人（同2.3%増）となっている。

　

なお、し尿については、上記の下水処理施設による処理のほか、し尿処理施設処理、下水道マンホール投

人等による収集処理及び単独浄化槽等による自家処理が行われている。平成17年度末のし尿の総排出量は

第96図のとおり、7,886万９千丿回（対平成14年度比6.2%減）であり、全体の15.8% (同1.6%ポイン

ト低下）が収集処理されているが、下水処理施設等による処理の増加により、し尿処理施設処理人口、年間

総収集量はともに年々減少している。
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（5）ごみ処理施設［第107表］

　

ごみの処理は、焼却処理、埋立処理、高速堆肥化処理等の収集処理のほか、自家処理により行われている。

平成17年度末における収集処理人口は１億2,879万７千人（対前年度末比O。1％減）で、全国人口に占め

る割合は、99.9% (平成14年度末と同じ。）となっている。

　

また、平成17年度中のごみの総排出量は4,998万ｔ（同4.3%減）で、その処理の状況は、第97図のと

おりであり、全体の97.9% (同0．6％ポイント上昇）が収集処理され、2.1% (同0．6％ポイント低下）が

自家処理されている。このうち収集処理の内訳は、焼却処理が79.5% (同0．1％ポイント低下）、埋立処理

が6.4% (同1.7%ポイント低下）、高速堆肥化処理が0．1％（平成14年度末と同じ。）等となっている。

　

なお、焼却及び高速堆肥化処理率（焼却及び高速堆肥化による処理量の総排出に占める割合）の推移は、
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平成17年度の地方財政

第98図のとおりであり、平成17年度は79.6% (対平成14年度比0．2％ポイント低下）となっている。こ

れを10年前（平成７年度）と比べると、処理率は5.9%ポイント上昇している。

（6）保

　　

育

　　

所［第109表］

　

平成17年10月１日現在における公立の保育所数（季節保育所を除く。）は1:万3,126箇所（対前年度比

2.9%減），延面積は8,795千㎡（同1.2%減）となっている。

（7）高齢者福祉施設［第110表］

　

平成17年10月１日現在における公立老人ホーム数は1,130箇所で、前年同期と比べると79箇所減少

(6.5%減）している。

　

老人ホームの箇所数を種類別にみると、居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の者を養護す

る養護老人ホームは老人ホーム総数の46.8% (対前年同期比1.1%ポイント上昇）、常時の介護を必要とし、

かつ、居宅においてこれを受けることが困難な65歳以上の者を養護する特別養護老人ホームは43.6% (同

1.1%ポイント低下）、無料又は低額な料金で老人に食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する軽

費老人ホームは9．6％（前年同期と同じ。）を占めている。

　

なお、公立の老人ホームの状況は、第99図のとおりである。
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平成17年度の地方財政

（8）教

　

育

　

施

　

設

　

ア

　

幼

　　

稚

　　

園［第111表］

　

平成18年５月１日現在における公私立の幼稚園数は1:万3,826園で、平成15年同期と比べると343園減

(2.4%減）となっている。

１

このうち公立の幼稚園についてみると、その箇所数は公私立幼稚園総数の39.5% (対平成15年同期比

O％ポイント低下)、入園者数は34万2,300人(同5.2%減)、教員数は２万5,013人(同2.4%減)となっ

ている。

　

イ

　

小

　　

学

　　

校［第111表］

　

平成18年５月１日現在における公立小学校数は２万2,606校で、平成15年同期と比べると775校減

(3.3%減）となっている。また、校舎面積は8,507万３千㎡（対平成15年同期比0．1％増）となっている。

　

校舎を構造別にみると、非木造校舎面積は8,359万８千㎡（同0．4％増）で、非木造校舎面積比率（校

舎面積全体に占める非木造校舎面積の割合）は、第100図のとおりであり、98.3% (同0．3％ポイント上昇）

となっている。また、危険校舎面積（「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令」（昭和

33年政令第189号）に基づき測定した耐力度が一定以下の校舎の面積）は93万２千㎡（同8．0％増）で、

校舎面積の1.1% (同0．1％ポイント上昇）を占めている。

　

屋内運動場を設置している学校数は２万1,941校で、平成15年同期と比べると642校減（2．8％減）となっ

ており、公立小学校の97.1% (対平成15年同期比0．5％ポイント上昇）を占めている。また、プールを設

置している学校数は1:万9,595校で、平成15年同期と比べると370校減(1.9%減）となっており、公立小

学校数の86.7% (対平成15年同期比1.3%ポイント上昇）を占めている。

　

ウ

　

中

　　

学

　　

校［第111表］

　

平成18年５月１日現在における公立中学校数は1:万154校で、平成15年同期と比べると185校減(1.8%

減）となっている。また、その校舎面積は4,946万１千㎡（対平成15年同期比0.1%減）である。

　

校舎を構造別にみると、非木造校舎面積は4,887万１千㎡（同0．1％増）で、非木造校舎面積比率は、

98.8% (同0.1%ポイント上昇）となっている。また、危険校舎面積は73万８千㎡（同32.5%増）で、校

舎面積の1.5% (同0．4％ポイント上昇）を占めている。

　

屋内運動場を設置している学校数は9,921校で、平成15年同期と比べると175校減(1.7%減）となって

おり、公立中学校の97.7% (対平成15年同期比0.1%ポイント上昇）を占めている。また、プールを設置

している学校数は7,435校で、平成15年同期と比べると78校減（1．0％減）となっており、公立中学校数

の73.2% (対平成15年同期比0．5％ポイント上昇）を占めている。

　

エ

　

高

　

等

　

学

　

校［第111表］

　

平成18年５月１日現在における公立高等学校数は4,036校で、前年同期と比べると82校減（2．0％減）と

なっており、その校舎面積は3,845万６千㎡（対平成15年同期比1.1%減）である。

　

校舎を構造別にみると、非木造校舎面積は3,812万４千㎡（同1.0%減）で、非木造校舎面積比率は、

99.1%(平成15年同期と同じ。）となっている。また、危険校舎面積は22万９千㎡（対平成15年同期比3.4%

減）で、校舎面積の0．6％（平成15年同期と同じ。）を占めている。

　

体育館を設置している学校数は3,929校で、平成15年同期と比べると86校減(2.1%減）となっており、

公立高等学校数の97.3% (対平成15年同期比0．2％ポイント低下）を占めている。また、プールを設置し

ている学校数は2,609校で、平成15年同期と比べると58校減（2．2％減）となっており、公立高等学校数

の64.6% (対平成15年同期比0．2％ポイント低下）を占めている。
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中等教育学校［第111表］

　

一つの学校において一体的に中高一貫教育を行う中等教育学校は、平成18年５月１日現在において15校

ある。

　

なお、生徒数は5,624人で１校当たりの生徒数は375人、教員数は398人で教員１人当たりの生徒数は

14.1人となっている。

（9）文化及び体育施設

　

ア

　

文

　

化

　

施

　

設［第112表］

　

平成17年度末現在の公立の文化施設の状況は、次のとおりである。

　

県民会館、市民会館及び公会堂は3,196箇所（対前年度末比0.1%減）で、延面積は1,340万２千㎡（同

1.2%増）となっている。また、この状況を10年前（平成７年度）と比べると、箇所数は599箇所増(23.1%

増）、延面積は364万４千㎡増(37.3%増卜となっている。

　

図書館は3,014館（対前年度末比4.8%増）で、その蔵書数は３億5,438万冊（対平成14年度末比11．1％

増）となっている。また、この状況を10年前（平成７年度）と比べると、箇所数は720館増(31.4%増）、

蔵書数は１億2,265万冊増(52.9%増）となっている。

　

博物館（美術館、動物園、水族館等を含む。）は751館（対前年度末比1.1%増）で、その平成17年度中

の利用人員は7,035万人（対平成14年度比11．1％増）となっている。また、この状況を10年前（平成７

年度）と比べると、箇所数は206館増(37.8%増）、利用人員は536万人増(8.2%増）となっている。
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イ

　

体

　

育

　

施

　

設［第112表］

　

平成17年度末現在の公立の体育施設の状況は、次のとおりである。

　

体育館は6,268箇所（対前年度末比1.0%増）で、その面積は1,514万㎡（対平成14年度末比2.6%増）

となっている。また、この状況を10年前（平成７年度）と比べると、箇所数は689箇所増(12.3%増）、面

積は264万㎡増(21.1%増）となっている。

　

陸上競技場は1,089箇所（対前年度末比2.9%減）で、その面積は2,583万６千㎡（対平成14年度末比

2.2%減）となっている。また、この状況を10年前（平成７年度）と比べると、箇所数は１箇所減（0．1％

減）、面積は157万８千㎡増(6.5%増）となっている。

　

野球場は4,112箇所（対前年度末比0．4％減）で、その面積は6,340万８千㎡（対平成14年度末比0．7％

増）となっている。また、この状況を10年前（平成７年度）と比べると、箇所数は108箇所増(2.7%増）、

面積は301万１千㎡増（5．0％増）となっている。

　

プールは4,400箇所（対前年度末比2.6%減）で、その水面面積は238万２千㎡（対平成14年度末比4.0%

減）となっている。また、この状況を10年前（平成７年度）と比べると、箇所数は119箇所減（2．6％減）、

水面面積は８万３千㎡減(3.4%減）となっている。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

（1）地方公営企業

　

ア

　

概

　　　　　

況

　　

（ア）事

　　

業

　　

数［第115表］

　

平成17年度末において、地方公営企業を経営している団体数は1,883団体（企業団・一部事務組合等で

のみ地方公営企業を経営している４団体及び東京都23特別区中16団体を含む。）であり、その内訳は47都

道府県、14大都市、1,822市町村となっている。

　

これらの団体が経営している地方公営企業の事業数は9,379事業で、市町村合併等により前年度末と比べ

ると1,600事業減少している。これを事業別にみると、第101図のとおりであり、下水道事業が最も大きな

割合を占め、以下、水道事業（簡易水道事業を含む。以下同じ。）、病院事業、介護サービス事業の順となっ

ている。

●］IEχEI

　

地方公営企業の事業数の状況（平成17年度末）
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（イ）業務の状況

　

地方公営企業は、住民の生活水準の向上を図るうえで大きな役割を果たしている。各事業全体の中で地方

公営企業が占める割合は第30表のとおりである。

　

平成17年度における主要な事業の業務の状況についてみると、次のとおりとなっている。

　　　　

ａ

　

水

　

道

　

事

　

業

　

水道事業（用水供給事業を除く。）においては、配水能力7,231万１千㎡/日、導送配水管69万2,456 km

を有し、年間164億13百万㎡（対前年度比0．2％減）の配水を行っている。また、給水人口は１億2,408

万６千人で、全国人口に対する割合は96.1% (10年前（平成７年度）は94.3%)であり、着実に上昇して

いる。
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{Iχ1－事業全体に占める地方公営企業の割合
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1億2.471万人

　　　　　

47億1百万㎡

　　　　

219億54百万人

　　　　　

46億26百万人

1兆1,579億11百万kWh

　

1兆3,587億56百万MJ

　　　　　　

163万2千床

　　　　　　

1億282万人

第１部

　

平成17年度の地方財政

ノ

し ノ

99.3%

99.9%

13.1％

23.7%

　

0．7％

　

2.5%

14.4%

90.7%

　　　　

ｂ

　

工業用水道事業

　

工業用水道事業においては、配水能力2,173万㎡/日、導送配水管8,423 km を有し、年間46億96百万

㎡（対前年度比1.7%減）の配水を行っている。また、契約水量は1,761万５千㎡/日（対前年度比0．6％

減）となっている。

　　　　

ｃ

　

都市高速鉄道事業

　

都市高速鉄道事業においては、車両4,422両、営業路線509 km を有している。また、年間輸送人員は

27億88百万人（対前年度比2.3%増）となっている。

　　　　

ｄ

　

バ

　

ス

　

事

　

業

　

バス事業においては、車両9,354両、営業路線１万185 km を有している。また、年間輸送人員は10億

63百万人（対前年度比2.9%減）であり、近年減少が続いている。

　　　　

ｅ

　

病

　

院

　

事

　

業

　

病院事業においては、982病院、病床23万5,232床を有している。また、年延患者数は１億8,847万８

千人（対前年度比3.5%減）であり、４年連続の減少となっている。

　　　　

ｆ下水道事業

　

下水道事業においては、現在晴天時処理能力5,992万㎡/日、管渠43万9,323 km を有している。また、

年間有収水量（流域下水道分は除く。）は106億33百万㎡（対前年度比1.7%増）であり、着実に増加し

ている。

　　

（ウ）職

　　

員

　　

数［第116表］

　

平成17年度末における地方公営企業に従事する職員の数は39万2,441人で、前年度末と比べると2.0%

減となっている。この職員数は、地方公共団体の全職員数の13.2% (前年度末13．0％）に相当している。

　

これを事業別にみると、第102図のとおりであり、病院事業が最も大きな割合を占め、以下、水道事業、

下水道事業、交通事業の順となっており、これら４事業で職員数全体の92.5%を占めている。また、行政

改革の推進による定員管理の適正化等により、ほとんどの事業で職員数は減少している。

　　

（エ）決算規模等［第117表］

　

決算規模は20兆3,182億円で、建設投資の減少等により前年度と比べると１兆2,743億円減少（5．9％減）

となっており、普通会計歳出決算額の21．0％（前年度23.7%)に相当する規模となっている。

　

これを事業別にみると、第103図のとおりであり、下水道事業が最も大きな割合を占め、以下、病院事業、
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職員数の状況
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水道事業、宅地造成事業の順となっている。

　

また、建設投資額の推移は、第104図のとおりであり、平成17年度の額は４兆9,002億円（対前年度比

10．7％減）で、普通会計の普通建設事業費の32.4%に相当する規模となっている。

　

これを事業別にみると、下水道事業が最も大きな割合を占め、以下、水道事業、宅地造成事業、病院事業

の順となっている。建設投資額が前年度より減少した主な事業は、下水道事業（対前年度比2,501億円減少、

9.2%減）、宅地造成事業（同1,448億円減少、25.7%減）、水道事業（同1,019億円減少、8.1%減）となっ

ている。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　　

（オ）全体の経営状況

　

法適用企業と法非適用企業を合わせた全体の経営状況をみると、第31表のとおりでありヽ黒字事業数は

全体の86．5％ヽ赤字事業数は13． 5％で、全体としては2,767億円の黒字となっている（前年度2, 590 億円

の黒字）。また、黒字額が増加した主な理由については、水道事業において職員給与費や支払利息の減少等

に伴い総費用が減少したこと等によるものである。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　　

（ヵ）料

　

金

　

収

　

入

　

料金収入は10兆22億円で、前年度と比べると226億円増加（0．2％増）している。これを事業別にみる

と、第105図のとおりであり、病院事業が最も大きな割合を占め、以下、水道事業、下水道事業、宅地造成

事業の順となっている。

　　

（キ）企業債の状況

　

資本的支出に充当された企業債の発行額の状況は、第106図のとおりであり、発行額は３兆151億円で、

前年度と比べると8.8%減となっている。これを事業別にみると、下水道事業が最も大きな割合を占め、以

下、水道事業、病院事業、宅地造成事業の順となっている。
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企業債現白高は、

〔

　

〕内の剛|肝よ、

　　　

〔160⊃

601.629億卜J

その他

市場公募

いい鈷け‾jl

公営

金融

企業

公庫

政府資金

　　　

13

　　　　　　　　

14

　　　　　　　　

15

　　　　　　　　

16

　　　　　　　　

17（年度）

特定資金公ヤド気随及び特定?昌ご丿汀片目ト則六を除いた額である

｀ﾄﾞ成･4年度を10 0 ｡として算出した指数である
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

企業債借入先別現在高の推移は、第107図のとおりであり、平成17年度末の額は60兆1,629億円でヽ前

年度末と比べると1.3%減となっている。これを借入先別にみると、政府資金が最も大きな割合を占めヽ以

下、公営企業金融公庫資金、市場公募資金等の順となっている。

　　

（ク）他会計繰入金の状況

　

他会計からの繰入金は３兆5,331億円で、前年度と比べると2.9%減となっている。この内訳をみるとヽ

収益的収入として２兆457億円（収益的収入に対する割合15.5%)、資本的収入として１兆4, 874 億円（資

本的収入に対する割合22.8%)となっている。

　

これを事業別にみると、下水道事業の繰入額が最も大きな割合（繰入額全体の57.6%)を占め、以下、病

院事業（同19.9%)、水道事業（同7.4%)、交通事業（同6．2％）の順となっている。

　　

（ケ）法適用企業の経営状況［第118表］

　　　　

ａ

　

損

　

益

　

収

　

支

　

法適用企業の経営状況を表すものには、純損益、経常損益、総収支比率、経常収支比率等がある。純損益

とは、当該年度の総合的な収支状況を表し、総収益が総費用を上回る場合の差額が純利益であり、逆に総費

用が総収益を上回る場合の差額が純損失である。

　

経常損益とは、純損益から固定資産売却益等の臨時的な収益（特別利益）や、過年度の職員給与費等の費

用（特別損失）を除いたものをいい、当該年度の経営活動の結果を表し、経常収益が経常費用を上回る場合

の差額が経常利益であり、逆に経常費用が経常収益を上回る場合の差額が経常損失である。

　

総収支比率とは総費用に対する総収益の割合、ここでいう経常収支比率とは経常費用に対する経常収益の

割合であり、それぞれ100％を下回ると費用が収益を上回っている状態を意味することになる。

　

法適用企業の総収益（経常収益十特別利益）は11兆110億円、総費用（経常費用十特別損失）は10兆7,774

億円となっており、この結果、純損益は2,336億円の黒字となっており、総収支比率は102.2%と前年度よ

り0.3%ポイント上昇している。また、経常収益（営業収益十営業外収益）は10兆9,257億円、経常費用

（営業費用十営業外費用）は10兆6,716億円となっており、この結果、経常損益は2,541億円の黒字となっ

ており、経常収支比率は102.4%と前年度より1.0%ポイント上昇している。

　

経常収支比率の推移をみるとヽ平成３年度以降100％を下回る状況が続いていたが、平成15年度から３

年連続で100％を上回った。なおヽ純損益、経常損益における黒字・赤字事業数及び黒字・赤字額は、第

32表のとおりである。

{ID法適用企業の経営状況
(単位

　

億円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　

（1 , 879)　　　　(2.134)　　　　(1,869)　　　　(2,143)

l
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l
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　　　　

ｂ累積欠損金

　

過去の年度から通算した純損益における損失の累積額である累積欠損金は４兆6,645億円で、前年度と比

べると0．7％減となっている。また、累積欠損金合計額に占める割合が大きい事業は、交通事業（累積欠損

金合計額の48.8%)、病院事業（同38.2%)等である。

　　　　

ｃ

　

不

　

良

　

債

　

務

　

貸借対照表日現在において、流動負債の額が流動資産の額（翌年度へ繰り越される支出の財源充当額を除

く。）を上回る場合の当該超過額である不良債務は3,610億円で、前年度と比べると2.4%増となっており、

平成10年度以降、年々増加傾向にある。不良債務の大きい事業は、交通事業（不良債務額全体の60.5%)、

病院事業（同23.1%)、下水道事業（同7.1%)である。

　　　　

ｄ

　

資

　

本

　

収

　

支

　

建設投資や企業債の償還金等の支出である資本的支出は５兆6,782億円で、前年度と比べると5.6%減と

なっている。これに対する財源は、企業債等の外部資金が３兆2,226億円、損益勘定留保資金等の内部資金

が２兆3,508億円、財源不足額は1,049億円となっている。

　

資本的支出のうち建設改良費は２兆7,472億円で、前年度と比べると9.1%減となっている。建設改良費

が大きい事業は、水道事業（建設改良費全体の38.3%)、下水道事業（同25.8%)、病院事業（同13.4%)

である。

　　

（コ）法非適用企業の経営状況［第120表］

　

法非適用企業の実質収支をみると、黒字事業数は法非適用企業全体の95.7%、赤字事業数は4.3%を占

めており、全体では431億円の黒字（前年度503億円の黒字）となっている。

　　

（-1ﾅ）財政再建等の状況

　

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第49条の規定に基づく財政再建（いわゆる準用再建）につい

ては、交通事業において１事業が再建を行っていたが、平成11年度に計画どおり完了している。

　

工業用水道事業においては、平成14年度から水利権の転用等を伴う未稼動資産等の整理により抜本的な

経営健全化策に取り組む地方公共団体を対象として未稼動資産等整理経営健全化対策を講じており、平成

17年度末現在において１団体２施設が取組を行っている。

　

また、交通事業（地下鉄事業）の経営健全化措置については、計画期間開始年度末において不良債務を有

し、計画期間中に不良債務の増加が見込まれる団体で、かつ、計画期間内に償却前営業収支を５％以上向

上させることが確実と見込まれる団体のうち、経営健全化計画を策定する団体の中から総務大臣が指定する

団体を対象として、不良債務の計画的な解消及びその発生に抑制を図ることを目的に、平成17年度末現在

において４団体が取組を行っている。

　

さらに、病院事業においては、平成13年度末において医業収益に対する不良債務の比率が10％以上の病

院事業を経営する団体のうち、経営努力の徹底により収支の均衡を図ることが可能なものについて、平成

14年度から15団体を対象に第五次経営健全化措置が実施されており、平成17年度末現在において14団体

が取組を行っている。

　

イ

　

事業別状況［第115表～第120表］

　　

（ア）水

　

道

　

事

　

業

　　　　

ａ

　

事

　　

業

　　

数

　　　　

（ａ）上水道事業

　

地方公共団体が経営する上水道事業で、平成17年度決算対象となるものは、1,425事業であり、このう

ち、末端給水事業は1,346事業（うち建設中２事業）、用水供給事業は79事業（同11事業）である。これ
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を経営主体別にみると、末端給水事業は、都県営が４事業、大都市営が14事業、市営が694事業ヽ町村営

が586事業、企業団営等が48事業であり、用水供給事業は、府県営が23事業、企業団営等が56事業となっ

ている。

　　　　

（b）簡易水道事業

　

地方公共団体が経営する簡易水道事業で、平成17年度決算対象となるものは、909事業（うち法適用24

事業）である。これを経営主体別にみると、町村営が587事業で全体の64.6%を占め、以下ヽ市営が313

事業、一部事務組合等営が４事業、大都市営が４事業、県営が１事業となっている。

　　　　

ｂ

　

経

　

営

　

規

　

模

　

水道事業の給水人口（用水供給事業を除く。）は、平成17年度末で１億24百万人（上水道事業１億19百

万人、簡易水道事業５百万人）であり、前年度と比べると微増となっている。また、平成17年度の年間総

有収水量（用水供給事業を含む。）は192億57百万m3（前年度192億77百万㎡）、給水人口１人当たり１

日平均有収水量（用水供給事業を除く。）は323が（同3250となっている。

　　　　

ｃ

　

経

　

営

　

状

　

況

　　　　

（ａ）法適用企業

　　　　　

（i）損

　

益

　

収

　

支

　

上水道事業及び法適用の簡易水道事業の総収益は３兆1,979億円、総費用は２兆9,610億円となっており、

この結果、純損益は2,369億円の黒字（前年度2,216億円の黒字）、総収支比率は108．0％となっている。ま

たヽ経常収益は３兆1 ､845 億円、経常費用は２兆9,450億円となっており、この結果、経常損益は2,395億

円の黒字ヽ経常収支比率は108． 1％となっている。純損益、経常損益における黒字・赤字事業数及び黒字・

赤字額は、第33表のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

。

｛11静水道事業（法適用企業）の経営状況

(単位

　

億円)
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↓町言

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｌ

　　　　　　　　

ｌ

　

士

　　

ﾚﾝﾆﾝ.

　　　　　　　

(1,192〉

　　　　　

(1,394)

　　　　　

（1,200）

　　　　　

(1,410)

　

田寸大佃

　　　　

2,563

　　　

2,446

　　　

2,546

　　　

2,462

／

　

ずっつじI’,7

　　　　　　　　

(244)

　　　　　

（358）

　　　　　

(236)

　　　　　

(342)

　

jト’ﾚﾉｿ!.「j

　　

△194

　

△230

　

△151

　

△237

　

千

　　

ﾄﾞﾆﾉﾀﾞ，

　　　　　　　

(1,436)

　　　　　

(1,752)

　　　　　

(1,436)

　　　　　

(1,752)

　

□

　　　　　

し

　　　　　　　　　

2, 369　　　　　　　2, 216　　　　　　　2, 395　　　　　　　2,225

　

累積欠損金は1,240億円で、前年度と比べると6．0％減となっている。また、不良債務は15億円で、前

年度と比べると2.7%増となっている。

　　　　　　

（Ｈ）資

　

本

　

収

　

支

　

資本的支出は、第108図のとおりであり、､平成17年度の額は１兆9,068億円で、前年度と比べると1.7%

減となっている。これに対する財源は、外部資金が8,007億円、内部資金が１兆1,014億円で、財源不足額

は47億円となっている。資本的支出の内訳をみると、建設改良費は１兆530億円で、前年度と比べると6.7%
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減、企業債償還金は7,710億円で、前年度と比べると7．0％増となっている。

　　　　　

(iii)給水原価と料金

　

有収水量１㎡当たりの給水原価（用水供給事業を除く。）は176.03円で、前年度と比べると0．9％減と

なっている。給水原価の内訳をみると、資本費が68.11円、職員給与費が30.21円、受水費が30.48円、そ

の他の経費が47.23円となっている。これに対して１㎡当たりの供給単価は173.31円であり、供給単価が

給水原価を2.72円下回る状態となっている。

　

また、平成17年度中に料金改定を実施した水道事業（用水供給事業を含む。）は119事業（前年度157事

業）で、営業中の事業の8.3%となっている。

　　　　　

（b）法非適用企業

　

法非適用の簡易水道事業の実質収支をみると、黒字事業が863事業で91億円の黒字、赤字事業が19事業

で７億円の赤字となっており、差引84億円の黒字となっている。

　　

（イ）工業用水道事業

　　　　

ａ

　

事業数及び経営規模

　

地方公共団体が経営する工業用水道事業で、平成17年度決算対象となるものは、149事業（うち建設中５

事業）である。これを経営主体別にみると、都道府県営が41事業、大都市営が７事業、市営が79事業、町

村営が15事業、企業団営が７事業となっている。

　

施設数は267施設、給水先事業所数は6,175箇所、年間総配水量は46億96百万m3となっている。また、

施設利用率（1日平均配水量を現在配水能力で除したもの）の平均は59.2% (前年度60.2%)となってい

る。
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ｂ

　

経

　

営

　

状

　

況

　　　　　

（ａ）損

　

益

　

収

　

支

　

工業用水道事業の総収益は1,635億円、総費用は1,397億円となっており、この結果ヽ純損益は239億円

の黒字（前年度194億円の黒字）、総収支比率は117.1%となっている。また、経常収益は1,565億円、経

常費用は1,379億円となっており、この結果、経常損益は186億円の黒字、経常収支比率は113.5%となっ

ている。なお、純損益、経常損益における黒字・赤字事業数及び黒字・赤字額は、第34表のとおりである。

　

累積欠損金は217億円で、前年度と比べると3.6%増となっている。

{11S工業用水道事業の経営状況
(単位

　

億円)

□

　

＼

　　　　　　　　　　　

（120）

　　　　　

（120）

　　　　　

（120）

　　　　　

(121)

　　　

ダ

　　　　　　　　　　　　　　

263

　　　　　　　　　

209

　　　　　　　　　

206

　　　　　　　　　

208

　

＝

　　

∧

　　　　　　　　　　　

（24）

　　　　　　

（23）

　　　　　　

(24)

　　　　　　

（22）

　　　

ニ

　　　　　　　　　　　

乙

　　

24

　　　　　　

乙

　　

16

　　　　　　

八

　　

20

　　　　　　

八

　　

17

　　　　　　　　　　　　　　　　　

(144)

　　　　　　　

(143)

　　　　　　　

(144)

　　　　　　　

(143)

　

プ

　　　　　

＼

　　　　　　　　　　　　

239

　　　　　　　　　　

194

　　　　　　　　　　

186

　　　　　　　　　　

190

一一一一一一一一一一

　　　　

（b）資

　

本

　

収

　

支

　

資本的支出は1,779億円で、前年度と比べると18.2%増となっている。これに対する財源は、外部資金

が808億円、内部資金が967億円で、財源不足額は４億円となっている。資本的支出の内訳をみると、建設

改良費は497億円で、前年度と比べると7.8%減、企業債償還金は728億円で、前年度と比べると56.9%増

となっている。

　　　　　

（ｃ）給水原価と供給単価

　

有収水量１ｍ３当たりの給水原価は29.55円（資本費15.75円、職員給与費4.23円、その他の経費9.57

円）となっており、これに対して１㎡当たりの供給単価は29.57円であり、供給単価が給水原価を0．02円

上回る状態となっている。

　

これを補助事業と単独事業に分けてみると、単独事業では供給単価(13.88円）が給水原価(11.72円）を

2.16円上回るのに対して、補助事業では供給単価(33.60円）が給水原価(34.13円）を0.53円下回って

いる。

　　

（ウ）交

　

通

　

事

　

業

　　　　

ａ

　

事業数及び経営規模

　

地方公共団体が経営する交通事業で、平成17年度決算対象となるものは、106事業（うち未開業１事業）

である。これを事業別にみると、バスが40事業、都市高速鉄道が10事業、路面電車が５事業、モノレール

等が２事業、船舶が49事業となっている。

　

これらによる年間輸送人員は39億4,553万人、１日平均1,081万人（対前年度比0．8％増）である。１日

平均輸送人員を事業別にみると、バスが291万人（対前年度比3.0%減）、都市高速鉄道が764万人（同2.3%
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ｄ

(単位

　

億円)

ナ

　　　　

し

　　　　

衣

　　　　　　　　　　　　　　　

（31）

　　　　　　　　　　　　　

（38）

　　　　　　　　　　　　　

（28）

　　　　　　　　　　　　　

（37）

ナ、

　

①

　　

半

　　　　　　　　　

249

　　　　　　　　

127

　　　　　　　　

219

　　　　　　　　

134

下･

　　　　　

れ

　　　　　

レ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（33）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（31）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（36）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（32）

⑤

　

宇

　

細

　　　　　　

△883

　　　　　

△761

　　　　　

△527

　　　　　

△773

于

　　

万し

　　

ト

　　　　　　　　　

（64）

　　　　　　　

（69）

　　　　　　　

（64）

　　　　　　　

（69）

!に

　　　　　　　　　　

ビ

　　　　　　　　　　　　　　

△

　

633

　　　　　　　　　　　　　

△

　

634

　　　　　　　　　　　　　

△

　

308

　　　　　　　　　　　　　

△

　

639

（注）（

　　

）書きは未開業の事業を除いた事業数である。

増）、路面電車が15万人（同同数）、その他が11万人（同10．0％増）となっている。

　

公営交通が国内の旅客輸送機関に占める割合を輸送人員からみると、第109図のとおりであり、バスにつ

いては23.4%、都市高速鉄道については13.1%となっている。

　　　　

ｂ

　

経

　

営

　

状

　

況

　　　　

（ａ）法適用企業

　　　　　

倒

　

損

　

益

　

収

　

支

　

法適用の交通事業の総収益は8,072億円、総費用は8,706億円となっており、この結果、純損益は633億

円の赤字、総収支比率は92.7%となっている。また、経常収益は8,003億円、経常費用は8,312億円となっ

ており、この結果、経常損益は308億円の赤字、経常収支比率は96.3%となっている。なお、純損益、経

常損益における黒字・赤字事業数及び黒字・赤字額は、第35表のとおりである。
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{IχＤ交通事業のうちバス事業の経営状況
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）書きは未開業の事業を除いた事業数である。

　

累積欠損金は２兆2,756億円で、前年度と比べると4.6%減となっている。一方、不良債務は2, 184 億円

で、前年度と比べると0．2％減となっている。

　

これを事業別にみると、バス事業においては、経常損益は２億円の黒字となっている。また、累積欠損金

は1,991億円で、前年度と比べると2.4%増となっており、不良債務は903億円で、前年度と比べると1.8%

増となっている。なお、純損益、経常損益における黒字・赤字事業数及び黒字・赤字額は、第36表のとお

りである。

　

都市高速鉄道事業においては、経常損益は295億円の赤字となっている。また、累積欠損金は２兆279億

円で、前年度と比べると5.4%減となっており、不良債務は940億円で、前年度と比べると3.3%減となっ

ている。なお、純損益、経常損益における黒字・赤字事業数及び黒字・赤字額は、第37表のとおりである。

　　　　　　

(ii)資

　

本

　

収

　

支

　

法適用の交通事業の資本的支出は6,256億円（うち都市高速鉄道事業5,726億円、バス事業426億円）で、

前年度と比べると5.0%減となっている。これに対する財源は、外部資金が4,441億円、内部資金が1.285

億円で、財源不足額は530億円となっている。資本的支出の内訳をみると、建設改良費は2,582億円（うち

都市高速鉄道事業2,342億円、バス事業198億円）で、前年度と比べると16.5%減、企業債償還金は3.102

億円（うち都市高速鉄道事業2,884億円、バス事業194億円）で、前年度と比べると2.2%増となっている。

　　　　　

（b）法非適用企業

　

交通事業における法非適用企業は船舶運航事業の41事業で、実質収支をみると、黒字事業が32事業で２

億円の黒字、赤字事業は９事業で８億円の赤字となっている。
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ａ

　

事業数及び経営規模

　

地方公共団体が経営する電気事業で、平成17年度決算対象となるものは、115事業であり、法適用企業

が31事業、法非適用企業が84事業である。これを経営主体別にみると、都道府県営が31事業、大都市営

が12事業、市営が43事業、町村営が15事業、一部事務組合等営が14事業となっている。施設数は463施

設で、最大出力の合計は373万５千kW（建設中を含む。）、年間発電電力量は130億89百万kWh、年間売

電電力量は102億51百万kWhとなっている。

　

上記のうち稼働中の水力発電施設は292施設、ごみ発電施設は113施設、スーパーごみ発電施設は４施設、

ごみ固形燃料発電施設２施設、風力発電施設36施設であり、自家消費部分を含む最大出力の合計は水力発

電施設で253万kW、ごみ発電施設で92万kW、スーパーごみ発電施設で９万９千kW、ごみ固形燃料発電

施設で19千kW、風力発電施設で68千kW、年間発電電力量は、水力発電施設で79億13百万kWh、ご

み発電施設で44億91百万kWh、スーパーごみ発電施設で４億89百万kWh、ごみ固形燃料発電施設で１

億３百万kWh、風力発電施設で95百万kWh、年間売電電力量は、水力発電施設で78億30百万kWh、ご

み発電施設で19億５百万kWh、スーパーごみ発電施設で３億59百万kWh、ごみ固形燃料発電施設で65

百万kWh、風力発電施設で93百万kWhとなっている。
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（ａ）法適用企業

　　　　　　

倒

　

損

　

益

　

収

　

支

　

法適用の電気事業の総収益は856億円、総費用は782億円となっており、この結果、純損益は74億円の

黒字、総収支比率は109.5%となっている。また、経常収益は847億円、経常費用は772億円となっており、

この結果、経常損益は75億円の黒字、経常収支比率は109.7%となっている。また、累積欠損金は18億円

となっており、不良債務を有する事業はない。なお、純損益、経常損益における黒字・赤字事業数及び黒字・

赤字額は、第38表のとおりである。

｛11χ静電気事業（法適用企業）の経営状況
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(ii)資

　

本

　

収

　

支

　

資本的支出は466億円で、前年度と比べると5.5%減となっている。これに対する財源は、外部資金が81

億円、内部資金が384億円で、財源不足額は生じていない。資本的支出の内訳をみると、建設改良費は134

億円（前年度同数）、企業債償還金は146億円で、前年度と比べると33.9%減となっている。

　　　　

（b）法非適用企業

　

電気事業における法非適用企業は、ごみ発電事業、スーパーごみ発電事業、風力発電事業、水力発電事業

及びごみ固形燃料発電事業の84事業で、実質収支をみると84事業すべてにおいて黒字となっており、黒字

135

ｊ

４
ｊ
Ｓ

１

’ － － － = → - ⇒ 〃 - → 乙 ･ ¬ ’－ ¶ - - - - - - - - - 皿 - - - → ･ ― = = ＝ = = a

５

１
；

／
／

「
；

ｆ
１

１

ｉ

｜

１

〆

ｉ

｜

｜

・

Ｆ
；

１

●
；

１

；

Ｆ
；

ｊ



第１部

　

平成17年度の地方財政

額は19億円となっている。
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事業数及び経営規模

　

地方公共団体が経営するガス事業で、平成17年度決算対象となるものは、37事業である。これを経営主

体別にみると、大都市営が１事業、市営が27事業、町村営が８事業、企業団営が１事業となっている。公

営ガス事業の供給戸数(契約数)は102万戸(前年度109万戸)で、供給区域内戸数に対する普及率は73.7%

となっている。また、販売量は333億79百万MJで、前年度と比べると1.4%減となっている。

　

ガス事業全体に占める公営ガス事業の割合をみると、事業数で17.4%、供給戸数で3.7%、販売量で2.5%

となっている。なお、民間大手４社を除いた割合では、供給戸数で13．0％、販売量で11．0％となっている。
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(ａ)損

　

益

　

収

　

支

　

ガス事業の総収益は911億円、総費用は93j億円となっており、この結果、純損益は22億円の赤字、総

収支比率は97.6%となっている。また、経常収益は909億円、経常費用は927億円となっており、この結

果、経常損益は18億円の赤字、経常収支比率は98.1%となっている。なお、純損益、経常損益における黒

字・赤字事業数及び黒字・赤字額は、第39表のとおりである。

{llSガス事業の経営状況

△

△

(23)

31

14

53

－

37

22

い）

△

△

仁
一
(28)

25

19

78

53

ロ

△

△

(24)

33

13

51

－

37

18

(単位

　

億円)

　

八丿

　　

ﾑﾚ

　

j/.

　

11

　　　　　　　　　　

-

　

-･

　　　　　

レ川丿ﾀﾞ

△

△

(31

28

(16

57

－

(47

29

　

累積欠損金は389億円で、前年度と比べると12.7%増となるとともに、不良債務は10億円生じている。

　　　　　

（b）資

　

本

　

収

　

支

　

資本的支出は289億円で、前年度と比べると38.2%減となっている。これに対する財源は、外部資金が

64億円、内部資金が225億円で、財源不足額は生じていない。資本的支出の内訳をみると、建設改良費は

148億円で、前年度と比べると20.9%減、企業債償還金は124億円で、前年度と比べると47.3%減となっ

ている。

　　

（ヵ）病
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事

　

業

　　　　

ａ

　

事業数及び経営規模

　

地方公共団体が経営する病院事業（地方公営企業法を適用する病院事業数）で、平成17年度決算対象と

なるものは、674事業であり。これらの事業が有する病院（以下「自治体病院」という。）数は982病院で

ある。これを経営主体別にみると、都道府県立が217病院（47都道府県）、大都市立が37病院（14大都市）、

市立が418病院(337市）、町村立が202病院（191町村）及び一部事務組合等立が108病院（85組合）と

なっている。

　

自治体病院のうち一般病院について病床数300床以上の大規模病院が占める割合を経営主体別にみると、
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都道府県立が50．0％、大都市立が66.7%、市立が37.6%とそれぞれ大きな割合を占めている。これら大規

模病院は、地域における基幹病院、中核病院として高度の医療設備を備え、医療水準の向上等に重要な役割

を果たしている。

　

平成17年度末における病床数は23万５千床で、前年度と比べると1.4%減となり、入院、外来延患者数

は１億９千万人で、3.5%減となっている。

　

また、病床利用率は80．3％（前年度81．1％）、外来入院患者比率（年延外来患者数を年延入院患者数で除

したもの）は173.8% (前年度178.2%)となっている。なお、全国の病院に占める自治体病院の数及び病

床数の推移は、第110図のとおりである。
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ｂ

　

経

　

営

　

状

　

況

　　　　　

（ａ）損

　

益

　

収

　

支

　

病院事業の総収益は４兆1,544億円、総費用は４兆3,021億円となっておりヽこの結果ヽ純損益は1･476

億円の赤字、総収支比率は96.6%となっている。また、経常収益は、若干ながら増加したものの患者数の

減少等により収益が伸び悩んだことから、前年度と比べると0．2％増の４兆1,364億円ヽその‾方で経常費

用は、減価償却費や燃料費、委託料といった経費が増加したことなどから、0．5％増の４兆2, 794 億円とな゜

ている。この結果、経常損益では1,430億円の赤字、経常収支比率は96． 7％となっている。またヽ純損益ヽ

経常損益における黒字・赤字事業数及び黒字・赤字額は、第40表のとおりである。

　

累積欠損金は１兆7,820億円で、前年度と比べると5.9%増、不良債務は834億円でヽ前年度と比べると

9.6%増となっている。

　

なお、医業費用に対する医業収益の割合である医業収支比率は90.3% (前年度同数）となっており、こ

れを病院の種別にみると、一般病院が91．0％（同91.1%)、結核病院が41.5% (同44.9%)、精神科病院が

65.9% (同65.2%)となっている。

　　　　　

（b）資

　

本

　

収

　

支

　

資本的支出は6,767億円で、前年度と比べると1.3%減となっている。これに対する財源は、外部資金が

4,728億円、内部資金が1,864億円で、財源不足額は175億円となっている。資本的支出の内訳をみると、

建設改良費は3,684億円で、前年度と比べると2.6%減、企業債償還金は2,468億円で、前年度と比べると

3.4%増となっている。

　　

（キ）下水道事業

　　　　

ａ

　

事業数及び経営規模

　

地方公共団体が経営する下水道事業で、平成17年度決算対象となるものは、3,699事業（うち建設中194

事業）であり、法適用企業が213事業、法非適用企業が3,486事業である。これを経営主体別にみると、都

道府県営が83事業、大都市営が32事業、市営が1,846事業、町村営が1,705事業、一部事務組合等営が

33事業となっている。

　

下水道事業の平成17年度末における現在処理区域内人口は9,325万人、現在処理区域面積は362万ha

となっている。また、年間総処理水量（雨水処理水量と汚水処理水量の合計。ただし、流域下水道分は流域

関連公共下水道として水量を計上しているため除く。）は139億25百万m3で、前年度と比べると3．0％減

となっている。

　　　　

ｂ

　

経

　

営

　

状

　

況

　　　　　

（ａ）法適用企業

　　　　　　

（i）損

　

益

　

収

　

支

　

法適用企業の下水道事業の総収益は１兆4, 012 億円、総費用は１兆3,621億円となっており、この結果、

純損益は391億円の黒字ヽ総収支比率は102． 9％となっている。また、経常収益は、前年度と比べると2.6%

増の１兆3, 991 億円ヽ経常費用はヽ2.5%増の１兆3,564億円となっている。この結果、経常損益は427億

円の黒字ヽ経常収支比率は103. 1％となっている。なお、純損益、経常損益における黒字・赤字事業数及び

黒字・赤字額は、第41表のとおりである。

　

累積欠損金は2･063億円でヽ前年度と比べると3.5%増となり、また、不良債務は256億円で、9.9%増

となっている。

　　　　　　

(ii)資

　

本

　

収

　

支

　

法適用企業の下水道事業の資本的支出は１兆5, 771 億円で、前年度と比べると1.5%減となっている。こ
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｛IIS下水道事業（法適用企業）の経営状況
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△153
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（205）

　　　　　　　

(195)

　　　　　　　

（205）

　　　　　　　

(195)

1に
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391

　　　　　　　　　

458

　　　　　　　　　

427

　　　　　　　　　

409

れに対する財源は、外部資金が9,972億円、内部資金が5,548億円で、財源不足額は251億円となっている。

資本的支出の内訳をみると、建設改良費は7,074億円で、前年度と比べると1.0%減、企業債償還金は8,526

億円で、前年度と比べると1.9%減となっている。

　　　　　

（b）法非適用企業

　

法非適用企業の下水道事業の総収益は１兆4,842億円で、前年度と比べると2.1%減となっている。その

内訳をみると、料金収入が6,742億円（総収益に占める割合45.4%)、他会計繰入金（雨水処理負担金を含

む。）が5,825億円（同39.2%)等となっている。一方、総費用は１兆3,121億円で、前年度と比べると3.4%

減となっており、うち地方債利息が6,175億円（総費用に占める割合47.1%)となっている。

　

資本的支出は２兆7,170億円で、前年度と比べると7.6%減となっている。その内訳をみると、建設改良

費は１兆7,585億円で、前年度と比べると12.1%減、地方債償還金は9,422億円で、前年度と比べると2.5%

増となっている。

　

実質収支をみると、黒字事業が3,205事業で841億円の黒字、赤字事業が95事業で427億円の赤字とな

り、差引414億円の黒字となっている。

　　　　　

（Ｃ）全体の経営状況

　

法適用企業と法非適用企業を合計した下水道事業の総収益は、前年度と比べると12億円、0．0％減の２兆

8,855億円、総費用は、前年度と比べると99億円、0．4％減の２兆6,742億円となっており、この結果、全

体の収支（法適用企業の純損益と法非適用企業の実質収支の合計）は805億円の黒字となっている。これは、

有収水量の増加等により料金収入が増加しているほか、他会計からの繰入れが行われていることによる。

　

汚水処理費を年間有収水量で除して算出した汚水処理原価（特定公共下水道及び流域下水道を除く。）に

ついてみると、法適用企業が148.71円/㎡（維持管理費56.79円/m3、資本費91.92円､丿゛m3）、法非適用企業

が278.14円/m3（維持管理費87.07円/㎡、資本費191.07円/㎡）、全体としては212.40円/㎡（維持管理

費71.69円/㎡、資本費140.71円/㎡）となっている。

　

汚水処理原価と使用料単価（使用料収入を年間有収水量で除して算出したもの、特定公共下水道及び流域

下水道を除く。）の関係をみると、法適用企業の使用料単価は134.59円/㎡で、汚水処理原価の90.5%、法

非適用企業の使用料単価は130.28円/㎡で、汚水処理原価の46.8%、全体の使用料単価は132.47円/㎡

で、汚水処理原価の62.4%とそれぞれ低い水準となっている。このため、下水道事業の財政健全化のため

にも今後使用料水準の適正化を図っていく必要がある。

　　

（ク）その他の地方公営企業
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地方公共団体は、以上の事業のほかにも各種の事業を経営している。これを事業別にみると、平成17年

度決算対象となるものは、港湾整備事業が107事業、市場事業が180事業、と畜場事業が79事業、観光施

設事業が446事業、宅地造成事業が537事業、有料道路事業が５事業、駐車場整備事業が242事業、介護サー

ビス事業が662事業及びその他事業が35事業（診療所、廃棄物等処理施設、自動車学校等）となっている。

　　　　

ｂ

　

経

　

営

　

状

　

況

　

その他の地方公営企業の純損益、経常損益、実質収支における黒字・赤字事業数及び黒字・赤字額は、第

42表のとおりである。

（2）国民健康保険事業

　

平成17年度末の国民健康保険事業の保険者は、1,844団体（14大都市、37中核市、39特例市、686都市、

1,042町村、23特別区、３一部事務組合等）で、総保険者数は前年度末と比べると696団体減少している。

また、直営診療所を設置している団体は406団体（１大都市、11中核市、10特例市、169都市、214町村、１

一部事務組合等）で、前年度末と比べると66団体減少している。これらの減少は、いずれも市町村合併の

進展等によるものである。

　

被保険者数は4,784万人であり、加入世帯数は2,540万世帯となっている。これらを前年度末と比べると、

被保険者数は10万人増、加入世帯数は47万世帯増となっている。

　

なお、退職者医療制度の被保険者数及び被扶養者数は801万２千人で、前年度末と比べると73万人増加

（10．1％増）している。
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国民健康保険事業の歳入決算の状況（事業勘定）
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定［第121表］

　　

（ア）歳

　　　　　

入

　

保険税（料）を主な歳入としている事業勘定の歳入決算額は11兆4,010億円で、前年度と比べると4.9%

増（前年度3.5%増）となっている。

　

歳入の内訳をみると、第111図のとおりであり、国民健康保険税（料）及び国庫支出金の両者で歳入総額

の62.3%を占め、前年度(66.7%)と比べると4.4%ポイント減となっている。

　

それぞれの決算額をみると、国民健康保険税（料）は３兆6,128億円で、前年度と比べると2.7%増（前

年度2.7%増）、国庫支出金は３兆4,876億円で、6.5%減（同1.9%増）となっている。また、国庫支出金

の主な内訳をみると、療養給付費等負担金が２兆6,705億円、財政調整交付金等が8,170億円で、国民健康

保険制度の改革に伴う国庫負担の見直しにより、それぞれ前年度と比べると8.1%減（同2.3%増）、1.0%

減（同0．7％増）となっている。

　

また、都道府県支出金は上記改革に伴う都道府県調整交付金の創設により、前年度と比べると546.7%増

（前年度0．5％増）の4,253億円となっている。

　

さらに、他会計繰入金は１兆1,763億円で、前年度と比べると1.6%増（前年度1.0%増）となっている。

　

この内訳をみると、財源補てん的な繰入金が3,514億円（対前年度比0．2％増）、国民健康保険の財政基

盤の安定を図るための保険基盤安定制度による繰入金が4,436億円（同4. 7%増）、高医療費基準超過額に

係る繰入金が15億円（同33.2%減）等となっている。

　　

（イ）歳

　　　　　

出

　

歳出決算額は11兆2,665億円で、前年度と比べると5.1%増（前年度3.4%増）となっている。

　

歳出の内訳をみると、第112図のとおりであり、保険給付費は７兆4,486億円で、前年度と比べると9.1%

増（前年度8.1%増）となっている。
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主な内訳をみると、療養諸費等が７兆2,726億円で、前年度と比べると9.5%増（前年度8.4%増）とな

る一方、その他の給付費が1,514億円で、4.4%減（同3.4%減）となっている。

　　

（ウ）収

　　　　　

支

　

実質収支は1,325億円の黒字（前年度1,505億円の黒字）であり、昭和40年度以降黒字基調が続いている。

しかし、実質収支から財源補てん的な他会計繰入金及び都道府県支出金を控除し、繰出金を加えた再差引収

支については、3,267億円の赤字（同2,418億円の赤字）となっており、12年連続して赤字となっている。

　

再差引収支を団体規模別にみると、大都市が1,888億円の赤字（前年度1,756億円の赤字）、中核市が541

億円の赤字（同371億円の赤字）、特例市が384億円の赤字（同312億円の赤字）、都市が787億円の赤字（同

592億円の赤字）となる一方、町村が155億円の黒字（同512億円の黒字）、一部事務組合等が３億円の黒

字（同６億円の黒字）、特別区が175億円の黒字（同96億円の黒字）となっており、大都市、中核市、特例

市及び都市において赤字額が増加している。

　

再差引収支を黒字・赤字の団体別にみると、黒字の団体数は前年度と比べると598団体減少の1,085団体

で、その黒字額は356億円減少の1,270億円となっている。

　

一方、赤字の団体数は98団体減少の759団体で、全団体に占める割合は41.2%となっており、その赤字

額は、前年度と比べると493億円増加の4.537億円となっている。

　

赤字の団体が占める割合を団体規模別にみると、大都市が100．0％、中核市が73.0%、特例市が87.2%、

都市が46．6％、町村が34．6％、一部事務組合等が33． 3％、特別区が8.7%となっており、特に大都市、中

核市及び特例市においては、厳しい財政運営が続いている。

　

イ

　

直

　

診

　

勘

　

定［第121表］

　

診療所等を設置し診療収入を主な歳入としている直診勘定の歳入決算額は759億円で、前年度と比べると
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7。1％減（前年度2.1%減）となっている。

　

このうち、診療収入は530億円で、前年度と比べると0．6％減（前年度3.5%減）となったが、歳入総額

に占める割合については前年度と比べて4.5%ポイント上昇の69.9%となっている。一方、他会計繰入金

は118億円で、前年度と比べると13.2%減（同1.4%増）となっており、歳入総額に占める割合についても

1.1%ポイント低下の15.6%となっている。

　

歳出決算額は740億円で、前年度と比べると7.3%減（前年度2.3%減）となっている。

　

このうち、総務費は380億円（歳出総額に占める割合の51.3%)で、前年度と比べると3.4%減（前年度

1.9%減）となっている。また、医業費は259億円（歳出総額に占める割合の35.1%)で、前年度と比べる

と1.7%減（前年度3.5%減）となっている。なお、医業費の診療収入に対する比率は前年度と比べて0．6％

ポイント低下の48.9%となっている。

　

実質収支は14億円の黒字（前年度17億円の黒字）となっているが、この実質収支から他会計繰入金を控

除し、繰出金を加えた再差引収支は、102億円の赤字（同104億円の赤字）となっている。

（3）介護保険事業

　

平成12年４月から、介護が必要となる状態になっても能力に応じて自立した日常生活ができるよう、必

要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づく介護保険制

度が実施されている。

　

介護保険制度を実施する保険者である市町村等が設ける介護保険事業会計は、第１号被保険者（65才以

上の者）からの保険料や、第２号被保険者（40才以上65才未満の医療保険加入者）の介護納付金分に係る

支払基金からの交付金である支払基金交付金等を財源として保険給付等を行う保険事業勘定と、介護給付の

対象となる在宅サービス及び施設サービスを実施する介護サービス事業勘定とに区分される。

　

なお、市町村等が実施する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、老人短期入所施設、老人デイサー

ビスセンター、指定訪問看護ステーションの５施設により介護サービスを提供する事業（地方自治法（昭和

22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき指定管理者が管理するものは除く。）は介護サービ

ス事業として公営企業会計の対象とされている。

　

平成17年度末の介護保険事業の保険者は、1,684団体（14大都市、37中核市、39特例市、631都市、898町

村、23特別区、42一部事務組合等）となっている。また、介護サービス事業勘定を設置している団体は354

団体（７大都市、９中核市、12特例市、130都市、174町村、19特別区、３一部事務組合等）となっている。

　

ア

　

保険事業勘定［第123表］

　　

（ア）歳

　　　　　

入

　

保険事業勘定の歳入決算額は６兆2,579億円となっている。

　

歳入の内訳をみると、第113図のとおりである。それぞれの決算額をみると、第１号被保険者が支払う保

険料が9,831億円、介護給付費負担金（介護給付及び予防給付に要する費用の額（以下「介護・予防給付額」

という。）の100分の20に相当する額）、調整交付金（介護・予防給付額の100分の５に相当する額）等の

国庫支出金が１兆4,942億円、支払基金交付金（第２号被保険者の介護給付金分に係る社会保険診療報酬支

払基金からの交付金）が１兆8,780億円、都道府県の法定負担（介護・予防給付額の100分の12.5に相当

する額）を含む都道府県支出金が7,414億円、市町村の法定負担分（介護・予防給付額の100分の12.5に

相当する額）を含む他会計繰入金が9,629億円、介護保険制度の円滑な導入のために設置された基金等の取

崩し額である基金繰入金が692億円等となっている。
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（イ）歳

　　　　　

出

　

歳出決算額は６兆1,299億円となっている。

　

歳出の内訳をみると、第114図のとおりであり、保険給付費は５兆8,134億円で、歳出総額の94.8%を

占めている。

　

その他については、総務費が2,265億円、基金積立金244億円、介護保険財政の安定化を図るため都道府

県が設置する基金へ保険者が毎年度拠出する財政安定化基金拠出金52億円等となっている。

　　

（ウ）収

　　　　

支

　

実質収支は1,249億円の黒字となっており、実質収支から財源補てん的な他会計繰入金及び都道府県支出

金を控除し、繰出金を加えた再差引収支についても、1,128億円の黒字となっている。

　

再差引収支を黒字・赤字の団体別にみると、黒字の団体数は1,593団体で、全団体に占める割合は94.6%

となっており、その黒字額は1,191億円となっている。

　

一方、赤字の団体数は91団体で、全団体に占める割合は5.4%となっており、その赤字額は63億円となっ

ている。

　

イ

　

介護サービス事業勘定［第123表］

　

介護サービス事業勘定の歳入決算額は318億円となっている。このうち、利用者の支払う自己負担金を含

むサービス収入は76億円で、歳入総額に占める割合は23.9%となっている。

　

普通会計等からの繰入金は220億円で、歳入総額に占める割合は69.2%となっており、このうち、普通

会計からのものが218億円となっている。

　

歳出決算額は312億円となっている。このうち、公債費の元利償還金が156億円で、歳出総額に占める割

合は50．0％となっている。

　

また、サービス事業費は、89億円で、歳出総額に占める割合は28.4%となっている。

　

なお、実質収支は５億円の黒字となっている。

（4）その他の事業

　

ア

　

収

　

益

　

事

　

業［第124表］

　

収益事業を実施した地方公共団体の数は延べ348団体で、前年度と比べると34団体減少している。これ

は、市町村合併の進展に伴い、収益事業を実施する一部事務組合等の構成団体数が減少したこと等によるも

のである。

　

これを事業別にみると、公営競技についてはモーターボート競走事業を施行した団体が140団体と最も多

く、以下、自転車競走事業83団体、競馬事業56団体、小型自動車競走事業８団体の順となっている。

　

また、宝くじは、47都道府県及び14大都市の61団体で発行されている。

　

これらを団体種類別にみると、都道府県においては延べ70団体、市町村においては延べ278団体が収益

事業を実施している。

　　

（ア）経

　

営

　

状

　

況

　

収益事業の決算額は、歳入３兆3,565億円、歳出３兆3,673億円となっている。これを前年度と比べると

歳入は1.4%減、歳出は1.6%減となっている。

　

実質上の収支（歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源、他会計からの繰入金、過去の収益を積み

立てた基金からの繰入金及び未払金を控除し、他会計への繰出金及び未収金を加えた額）は4,372億円（前

年度4,067億円）の黒字となっている。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

普通会計等への収益金の繰出しについて、事業別にみると、競馬事業が皆減（前年度13億円）ヽ自転車競

走事業が45億円（同58億円）、小型自動車競走事業が２億円（同３億円）、モーターボート競走事業が77

億円（同101億円）、宝くじ事業が4,558億円（同4,473億円）となっている。

　　

（イ）収益金の使途状況

　

収益金の大部分は普通会計等に繰り入れられ、道路、教育施設、社会福祉施設等の整備事業などの財源と

して活用されている。その繰入額は4,682億円で、前年度と比べると0．7％増（前年度1.7%減）となって

いる。

　

収益金繰入額の使途状況を目的別にみると、土木費が1,695億円で最も大きな割合（収益金繰入額に占め

る割合の36.2%)を占め、次いで、教育費の724億円（同15.5%)となっており。この両者で繰入総額の

51.7%を占めている。

　

このほか、民生費が479億円（収益金繰入額に占める割合の10.2%)、衛生費が200億円（同4.3%)、商

工費が109億円（同2．3％）等となっている。

　

イ

　

共

　

済

　

事

　

業

　　

（ア）農業共済事業［第126表］

　

農業共済事業を実施した市町村の数は78団体で、前年度と比べると２団体減少している。

　

農業共済事業会計の決算額は歳入214億円、歳出199億円で、前年度と比べると歳入11.8%減（前年度

2.9%減）、歳出11.9%減（同4.7%減）となっている。

　

なお、実質上の収支（歳入歳出差引額から支払準備金積立額、責任準備金積立額、繰入金及び未払金を控

除し、繰出金及び未収金を加えた額）は、３億円の赤字（前年度１億円の赤字）となっている。

　　

（イ）交通災害共済事業［第127表］

　

直営方式により交通災害共済事業を実施した地方公共団体は158団体（2県、108市町村、48一部事務組

合等）で、前年度と比べると18団体減少している。

　

また、加入者は平成17年度末で1,764万人（前年度末2,016万人）となっている。

　

交通災害共済事業会計の決算額は歳入128億円、歳出108億円で、前年度と比べると歳入10.7%減（前

年度7.6%減）、歳出10．7％減（同7. 5%減）となっている。

　

なお、実質上の収支（歳入歳出差引額から未経過共済掛金、繰入金及び未払金を控除し、繰出金及び未収

金を加えた額）は11億円の黒字（前年度15億円の黒字）となっている。

　

ウ

　

そ

　　

の

　　

他

　　

（ア）老人保健医療事業［第122表］

　

老人保健医療事業会計の決算額は、歳入10兆8,517億円、歳出10兆8,447億円であり、歳入においては、

国庫支出金等がヽ歳出においてはヽ医療給付費等がそれぞれ増加したことから、前年度と比べると歳入0．9％

増（前年度0．8％減）、歳出1．0％増（同0．6％減）となっている。

　

医療給付費等は10兆4, 522 億円で、歳出総額の96.4%を占めている。

　

実質収支は54億円の黒字（前年度233億円の黒字）となっている。

　　

（イ）公立大学附属病院事業［第125表］

　

公立大学附属病院事業を実施した地方公共団体は９団体で、地方独立行政法人化に伴い前年度と比べると

１団体減少している。

　

その結果ヽ公立大学附属病院事業会計の決算額はヽ収益的収支では総収益1,501億円、総費用1,455億円

となりヽ前年度と比べると総収益18． 0％減（前年度0．5％増）、総費用19.4%減（同0．4％減）となってい

る。
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第１部

　

平成17年度の地方財政

　

また、資本的収支では資本的収入135億円、資本的支出179億円で、前年度と比べると、資本的収入45.8%

減（前年度52.9%減）、資本的支出34.8%減（同50.4%減）となっている。

　

実質収支は14億円の黒字（前年度20億円の黒字）となっている。

147

・ ≒ ･
１

』 ■ ● .
「 、

　

f . ･ ･ ;

　

･ S ●

　

1 4 －

　

「 ふ

　

I ~

　 　

｜ 〃 j

で ．

　

・

　

／ ・



Ｓ
ｊ
７　

ぺで

.f■■・

.白白，

平成18年度の地方財政を取り巻く環境及びその運営状況は、次のとおりである。

（1）平成18年度の経済見通しと国の予算

　

ア

　

経済見通しと経済財政運営の基本的態度

　

「平成18年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」は

18年１月20日に閣議決定された。

‐
‐
－
－
－

平成17年12月19日に閣議了解、平成

　

これによると、平成17年度の我が国経済は、企業部門の好調さが、雇用・所得環境の改善を通じて家計

部門へ波及しており、民間需要中心の緩やかな回復が続くと見込まれた。こうした結果、平成17年度の国

内総生産の実質成長率は2.7%程度（名目成長率は1.6%程度）になると見込まれた。

　

このような情勢認識に立って、平成18年度の経済財政運営の基本的態度については、「改革なくして成長

なし」、「民間にできることは民間に」、「地方にできることは地方に」との方針の下、平成17年６月21日に

閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」（以下「基本方針2005」という。）等に

基づき、郵政民営化の着実な実施、政策金融改革、総人件費改革、資産・債務改革、市場化テストによる民

間への業務開放・規制改革等を通じ「小さくて効率的な政府」を実現するとともに、規制・金融・税制・歳

出等の改革を推進するなど、各分野にわたる構造改革を断行し、こうした取組を進めることにより、経済活

性化を実現し、民間需要主導の持続的な経済成長を図ることとされた。また、デフレからの脱却を確実なも

のとするため、政府は、日本銀行と一体となって政策努力の更なる強化・拡充を図り、今後とも、経済情勢

こよっては、大胆かつ柔軟な政策運営を行うこととされた。

　

以上のような経済財政運営を前提として、平成18年度の我が国経済は、国内総生産の実質成長率が1.9%

程度（名目成長率は2．0％程度）になるものと見通された。

　

イ

　

国

　

の

　

予

　

算

　

平成17年12月６日、「平成18年度予算編成の基本方針」が閣議決定された。その中で平成18年度予算

については、小さくて効率的な政府の実現に向け従来の歳出改革路線を堅持・強化するため、三位一体改革

を推進するとともに、総人件費改革、医療制度改革、特別会計改革、資産・債務改革、政策金融改革等の構

造改革について、順次予算に反映させることとされた。また、予算配分の重点化・効率化に当たっては、活

力ある社会・経済の実現に向けた４分野（「人間力の向上・発揮一教育・文化、科学技術、ＩＴ」、目固性と

工夫に満ちた魅力ある都市と地方」、「公平で安心な高齢化社会・少子化対策」、「循環型社会の構築・地球環

境問題への対応」）について、これまでの実績・評価を考慮しつつ、政策効果が顕著なものについて重点的

かつ効率的に推進することとされた。また、社会資本整備、社会保障制度及び地方財政の事項についても制

度・施策の見直しを行い、さらに、ＯＤＡその他の歳出分野についても「基本方針2005」に即し、歳出の

見直しに取り組むこととされた。

　

社会資本整備については、上記の活力ある社会・経済の実現に向けた４分野を中心に「基本方針2005」を

踏まえた施策の集中を図るとともに、整備水準、整備の緊急性ヽ国と地方の役割分担等の観点から、きめ細
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第２部

　

平成18年度及び平成19年度の地方財政

かく重点化を図ることとされた。

　

地方財政については、国と地方に関する「三位一体の改革」について、平成18年度までの三位一体の改

革に係る「政府・与党合意」及び累次の「基本方針」を踏まえた取組の成果を平成18年度予算に適切に反

映することとされた。

　

平成18年度予算は、以上のような方針により編成され、平成17年12月24日に概算の閣議決定が行われ

た後、平成18年１月20日に第164回国会に提出された。

　

これによると、平成18年度の国の一般会計予算の規模は79兆6,860億円で、前年度当初予算と比べると

２兆4,969億円の減少（3．0％減）となり、うち一般歳出の規模は46兆3,660億円で、前年度当初予算と比

べると9,169億円の減少(1.9%減）となった。なお、公共投資関係費については、4.4%減の７兆2,015億

円となった。また、公債の発行予定額は29兆9,730億円で、前年度当初発行予定額と比べると４兆4,170

億円の減少(12.8%減）となり、公債依存度は37.6%となった。

　

他方、財政投融資計画については、17年度編成において行った財投改革の総点検のフォローアップを行

い、各事業の財務の健全性を確認した上で、真に必要な資金需要には的確に対応するとともに、引き続き対

象事業の重点化・効率化に努めることとされ、計画規模は15兆46億円、前年度計画額と比べると２兆1,472

億円の減少(12. 5%減）となった。

地方財政計画

　

平成18年度の地方財政計画は、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、歳出面においては、累次の「基

本方針」や「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）等に沿って、歳出全般にわたり見直し

を行うことにより歳出総額の計画的な抑制を図る一方、当面の重要課題である人間力の向上・発揮（教育・

文化、科学技術、ＩＴ）、個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方の形成、公平で安心な高齢化社会・少子

化対策、循環型社会の構築・地球環境問題への対応等に財源の重点的配分を図ることとし、歳入面において

は、地方税負担の公平適正化の推進と安定的な財政運営に必要な地方交付税、地方税などの一般財源の確保

を図ることを基本とするとともに、引き続き生ずることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営

上支障が生じないよう適切な補てん措置を講じることとし、次の方針に基づき策定された。

　

ア

　

地方税については、現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための

　　

「あるべき税制」の構築に向け、３兆円規模の所得税から個人住民税への税源移譲、定率減税の廃止、平

　　

成18年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る固定資産税・都市計画税の税負担の調整措置の見

　　

直し、地方たばこ税の税率の引上げその他の所要の措置を講じることとする。

　　　

このうち、税源移譲については、応益性や偏在度の縮小といった観点を重視し、個人住民税の税率を

　　

10％比例税率（道府県民税４％、市町村民税６％）とすることとし、平成19年度分から適用するこ

　　

ととする。

　

イ

　

地方財源不足見込額について、地方財政の運営に支障が生じることのないよう、次の措置を講じるこ

　　

ととする。

　　

（ア）恒久的な減税に伴う影響額以外の地方財源不足（以下「通常収支に係る財源不足」という。）の

　　　　

見込額５兆7,044億円については、次の措置を講じる。

　　　　

ａ

　

平成16年度に講じた平成18年度までの間の制度改正に基づき、財源不足のうち建設地方債（財

　　　　　

源対策債）の増発等を除いた残余については国と地方が折半して補てんすることとし、国負担分

　　　　　

については、国の一般会計からの加算により、地方負担分については地方財政法第５条の特例と
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平成18年度及び平成19年度の地方財政

　

なる地方債（臨時財政対策債）により補てん措置を講じる。

　　

また、投資的経費に係る地方単独事業費と一般行政経費に係る地方単独事業費の一体的かい離

　

是正分の一般財源に相当する地方財源不足分については、基本的には国と地方が折半して負担す

　

ることとするが、平成18年度は平成17年度是正分のうち2,800億円と平成18年度是正分の全

　

額１兆円を地方財政法第５条の特例となる地方債（臨時財政対策債）により措置することとし、

　

国負担となるべき分については後年度に調整することとする。

　　

臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額を後年度地方交付税の基準財政需要

　

額に算入する。

　　

なお、平成５年度の投資的経費に係る国庫補助負担率の見直しに関し一般会計から交付税特別

　

会計に繰り入れることとしていた額等2,495億円については法律の定めるところにより、平成

　

19年度以降の地方交付税の総額に加算することとする。

ｂ

　

これに基づき、平成18年度の通常収支に係る財源不足見込額５兆7,044億円については、次

　

により完全に補てんする。

　

（ａ）地方交付税については、国の一般会計加算により１兆1,472億円（うち、地方交付税法附

　　

則第４条の２第２項の加算額L685億円、同条第４項の加算額11億円、同条第８項の加算額

　　

2,747億円、臨時財政対策特例加算額7,029億円）増額する。

　

（b）地方財政法第５条の特例となる地方債（臨時財政対策債）を２兆9,072億円発行する。

　

（ｃ）建設地方債（財源対策債）を１兆6,500億円増発する。

　　

なお、平成18年度税制改正により所得税から個人住民税への税源移譲が実施されることに伴

　

う所得税に係る地方交付税率分の減少影響を緩和するため、地方財政に与える影響を勘案しつつ、

　

平成19年度には2,600億円、平成20年度は2,000億円、平成21年度は1,400億円を交付税総

　

額に加算することとする。

　

平成11年から実施されている恒久的な減税については、平成18年度税制改正により、定率減税

は、所得税については平成18年分、個人住民税については平成18年度分をもって廃止するととも

に、税源移譲に伴い最高税率の特例を廃止し、特定扶養親族に係る扶養控除の額の加算の特例並び

に法人税率の特例及び法人事業税率の特例を本則の制度とすることとされた。

　

平成18年度においては、恒久的な減税に伴う地方財政への影響が引き続き見込まれるものであ

り、その影響額３兆376億円については、従前同様ａ、bの措置を講じる。また、平成19年度以

降、恒久化される恒久的な減税に係る地方税の減収については、ｃの措置を講じる。

ａ

　

恒久的な減税の実施による地方税の減収１兆8,080億円について、その４分の３相当額を国と

　

地方のたばこ税の税率変更による地方たばこ税の増収措置(1,142億円）、法人税の地方交付税

　

率の引上げによる増収措置(4,962億円）及び地方特例交付金（減税補てん特例交付金、7,456

　

億円）により、その４分の１相当額を地方財政法第５条の特例となる地方債（減税補てん債、4,520

　

億円）により完全に補てんする。

ｂ

　

恒久的な減税の実施による地方交付税への影響額１兆2,296億円のうち、平成18年度に新た

　

に発生する地方交付税の減収１兆888億円については、交付税特別会計借入金により措置し、そ

　

の償還は国と地方が折半して負担することにより完全に補てんする。なお、所得税の定率減税の

　

縮減により、地方交付税原資が増加した分に相当する借入金の縮減(4,051億円）が見込まれる。

　

また、平成11年度以降地方交付税への影響額の補てん対策として措置した交付税特別会計借入

　

金に係る利子相当額のうち国負担分686億円は一般会計からの繰入れにより、地方負担分722億
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第２部

　

平成18年度及び平成19年度の地方財政

　　　　

円は交付税特別会計借入金により措置する。

　　　

ｃ

　

平成19年度以降、恒久化される恒久的な減税に係る地方税の減収に゜いてヽ次の措置により補

　　　　

てんする。

　　　　

（ａ）平成19年度以降、地方たばこ税の増収措置を恒久化する。

　　　　

（b）平成19年度以降、法人税に係る地方交付税率については34％とする。

　　　　

（ｃ）平成19年度以降において、上記（ａ）及び（b）の措置によって補てんされない減収相当額につ

　　　　　

いては、国と地方が折半して補てんする措置を講じる。

　　　　

（d）減税補てん特例交付金については、平成19年度の総額は4, 000 億円ヽ平成20年度の総額

　　　　　

は2,000億円とし、平成21年度に廃止する。

　　　　

（ｅ）（ｃ）による補てん措置として、一般会計から交付税特別会計に繰り入れる額はヽ平成19年

　　　　　

度及び平成20年度にあっては、（d）の減税補てん特例交付金を除いた額とする。

　

（ウ）上記の結果、平成:L8年度の地方交付税については、15兆9,073億円（前年度に比し5.9%減）

　　　

を確保する。

ウ

　

三位一体の改革の一環として、これまでの国庫補助負担金改革を踏まえ、平成18年度において、３

　

兆94億円を所得譲与税として税源移譲することとし、税源移譲予定特例交付金を廃止する。

　　

この平成18年度所得譲与税については、税源移譲後の道府県民税所得割、市町村民税所得割の税率

　

を踏まえ、都道府県へ２兆1,794億円、市町村（特別区を含む。）へ8,300億円をそれぞれ譲与する。

エ

　

平成18年度より、児童手当の制度拡充が行われることから、これに伴う地方負担の増加に対応する

　

ため、当分の間の措置として、地方特例交付金（児童手当特例交付金）を創設することとし、都道府県

　

と市町村にそれぞれ総額の２分の１の額を交付する。

オ

　

地方債については、地方財源の不足に対処するための措置を講じるとともに、引き続き厳しい地方財

　

政の状況の下で、地方公共団体が、行政改革と財政の健全化を推進し、当面する諸課題に重点的・効率

　

的に対処することができるよう、公的資金の重点化と地方債資金の市場化を一層推進しつつ、所要の地

　

方債資金を確保する。

　　

この結果、地方債計画の規模は13兆9,466億円（普通会計分10兆8,174億円、公営企業会計等分３

　

兆1,292億円）とする。

　　

また、平成18年４月から開始する地方債協議制度の円滑な実施を図る。

ヵ

　

社会経済情勢の推移等に即応して使用料・手数料等の適正化を図る。

キ

　

地域経済の振興や雇用の安定を図りつつ、個性と活力ある地域社会の構築、住民に身近な社会資本の

　

整備、災害に強い安心安全なまちづくり、総合的な地域福祉施策の充実、農山漁村地域の活性化等を図

　

ることとし、財源の重点的配分を行う。

　

（ア）投資的経費に係る地方単独事業費については、「基本方針2003」を踏まえた事業規模の計画的抑

　　　

制と併せヽかい離是正を行ったところである。その結果、平成18年度においては、前年度に比し

　　　

19，2％減額することとしているが、かい離是正分を除いた場合は3.2%減額であり、引き続き、地

　　　

域の自立や活性化につながる基盤整備を重点的・効率的に推進する。

　

（イ）一般行政経費に係る地方単独事業費については、地方公共団体の自助努力を促す観点から既定の

　　　

行政経費の縮減を図る一方ヽ人間力の向上・発揮（教育・文化、科学技術、:rＴ）、個性と工夫に

　　　

満ちた魅力ある都市と地方の形成ヽ公平で安心な高齢化社会・少子化対策、循環型社会の構築・地

　　　

球環境問題゛の対応等の分野に係る施策に財源の重点的配分を図るとともに、かい離是正を行い、

　　　

地域において必要な行政課題に対して適切に対処する。
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第２部

　

平成18年度及び平成19年度の地方財政

　

消防力の充実、自然災害の防止、震災対策の推進及び治安維持対策等住民生活の安心安全を確保

するための施策を推進する。

　

（エ）過疎地域の自立促進のための施策等に対し所要の財政措置を講じる。

ク

　

地方公共団体の公債費負担の軽減を図るため、普通会計における高金利の公的資金に係る地方債に対

　

する特別交付税措置及び一定の公営企業金融公庫資金に係る公営企業債についての借換え措置を講じ

　

る。

ヶ

　

地方公営企業の経営基盤の強化、上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整

　

備の推進、社会経済情勢の変化に対応した新たな事業の展開等を図るため、経費負担区分等に基づき、

　

一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととする。

コ

　

地方行財政運営の合理化を図ることとし、職員数の純減や給与構造改革に取り組むとともに

　

業の見直し、民間委託等の推進など行財政運営全般にわたる改革を推進する。

事務事

　

以上のような方針に基づいて策定した平成18年度の地方財政計画の規模は、83兆1,508億円で、前年度

と比べると6,179億円減少（0．7％減）となった。

　

歳入についてみると、地方税は34兆8,983億円で、前年度と比べると１兆5,794億円増加(4.7%増八道

府県税8.1%増、市町村税2.2%増）、地方譲与税は３兆7,324億円で、前年度と比べると１兆8,905億円

増加(102.6%増）、地方特例交付金は8,160億円で、前年度と比べると7,020億円減少(46.2%減）、地方

交付税は15兆9,073億円で、前年度と比べると9,906億円減少(5.9%減）、国庫支出金は10兆2,015億

円で、前年度と比べると9,952億円減少(8.9%減）、地方債（普通会計分）は10兆8,174億円で、前年度

と比べると１兆4,445億円減少(11.8%減）となった。

　

一方、歳出についてみると、給与関係経費は22兆5,769億円で、前年度と比べると1,471億円減少（0．6％

減）となった。なお、地方財政計画における職員数については、現下の治安状況を勘案し警察官3,500人の

増員を見込むなど、真に必要とされるものに限って最小限の増員を行っているが、「行政改革の重要方針」（平

成17年12月24日閣議決定）における4.6%以上純減するとの目標を踏まえ、その一年度分に相当する

22,602人の純減としている。一般行政経費は25兆1,857億円で、前年度と比べると１兆9,000億円増加

（8．2％増）となり、一般行政経費に係る地方単独事業費は13兆4,785億円で、前年度と比べると9,722億

円増加(7.8%増）（投資的経費に係る地方単独事業費との一体的かい離是正分（1兆円の増額計上）を除い

た場合は、前年度と比べると278億円減少（0．2％減））となった。公債費は13兆2,979億円で、前年度と

比べると824億円減少（0．6％減）、投資的経費は16兆8,889億円で、前年度と比べると２兆6,322億円減

少(13.5%減）となった。

　

なお、投資的経費に係る地方単独事業費は10兆911億円で、前年度と比べると２兆4,000億円減少(19.2%

減）（一般行政経費に係る地方単独事業費との一体的かい離是正分（２兆円の減額計上）を除いた場合は、前

年度と比べると4,000億円減少(3.2%減））となった。

（3）平成18年度補正予算

　

ア

　

平成18年度補正予算（第１号）

　

平成18年度補正予算（第１号）は、平成18年12月20日に閣議決定され、平成19年１月26日に第

回国会に提出され、２月６日に成立した。

（
Ｅ
ｎ
）

＜
。

Ｄ

―

　

この補正予算においては、歳出面では、災害対策費8,784億円、義務的経費2,140億円、国債整理基金特

別会計へ繰入9,009億円、地方交付税交付金２兆1,425億円、その他の経費7,736億円（市町村合併推進体
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第２部

　

平成18年度及び平成19年度の地方財政

制整備費補助金984億円を含む。）を追加計上したほか、既定経費の節減１兆372億円、予備費の減額1,000

億円の修正減少額を計上した。また、歳入面では、最近までの収入実績等を勘案し、租税及印紙収入４兆5,900

億円、その他収入1,813億円の増収を見込む一方、財政健全化の推進のため公債金は２兆5,030億円減額し

たほか、前年度剰余金受入１兆5,040億円を計上した。

　

この結果、一般会計予算の規模は、歳入歳出とも平成18年度当初予算に対し３兆7,723億円増加し、83

兆4,583億円となった。

　

イ

　

平成18年度補正予算（第１号）に係る地方財政補正措置

　

平成18年度補正予算（第１号）の編成により、国税の増収見込み等に伴い地方交付税の増加が見込まれ

たとともに、災害復旧事業の追加等に伴う地方負担の増加(4,415億円程度）が生じた結果、以下の地方財

政補正措置が講じられた。

　　

（ア）地方交付税の追加等

　

国の補正予算により増額された平成18年度分の地方交付税の額２兆1,425億円（平成17年度精算分

6,031億円、平成18年度国税五税の自然増に伴うもの１兆5,394億円）については、平成18年度において

普通交付税の調整額の復活に要する額881億円を交付するとともに、交付税特別会計借入金の返済（平成

18年度当初借入金（地方負担分）の減額) 5,336億円を行うこととしたうえで、残余の額１兆5,208億円に

ついて平成19年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付する措置を講ずることとする。

　　

（イ）追加の財政需要等に対する財政措置

　　　　

ａ

　

国の補正予算により平成18年度に追加されることとなる災害復旧事業等投資的経費に係る地方

　　　　　

負担額（普通会計分4,170億円）については、原則として、地方債（充当率100％）を充当する

　　　　　

こととし、後年度においてその元利償還金の全額を基準財政需要額に算入することとする。その

　　　　　

際、元利償還金の50％（義務教育施設改築事業等当初における地方負担額に対する算入率が50％

　　　　　

を超えるものについては、原則として当初の算入率）については、公債費方式により各地方公共

　　　　　

団体の地方債発行額に応じて基準財政需要額に算入することとし、残余については単位費用によ

　　　　　

り措置することとする。また、出資金、貸付金等については、資金手当のための地方債を措置す

　　　　　

ることとしている。

　　　　

ｂ

　

老人医療給付費等地方債の対象とならない経費(245億円）については、追加財政需要額(5,100

　　　　　

億円）の取り崩しにより対応することとする。

（4）地方公共団体の予算

　

平成18年度の地方公共団体の普通会計予算（９月補正後）の状況は、第43表のとおりであり、普通会

計予算の総額（都道府県及び市町村の単純合計）は、前年度と比べると2.9%減となった。

　

主な内訳をみると、歳入では、地方税が前年度と比べると4.4%増、地方譲与税105.0%増、国庫支出金

11.9%減、地方債5.5%減となった。一方、歳出では、人件費が前年度と比べると4.1%減、普通建設事業

費が3.7%減となった。

　

なお、第43表の数値は、前年度からの繰越事業に係るものを含んでいる。
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｛IIE●平成18年度普通会計予算の状況（９月補正後）
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この数値は、各年度の９月補正後予算額の単純合計であり、前年度からの繰越事業に係るものを含む。その２において同

　　　　

じ。

　　　

２「地方税」のうちの地方消費税は、都道府県間の清算を行った後の額である。したがって、地方消費税清算金は、歳入、歳

　　　　

出いずれにも計上されない。

　　　

３「国庫支出金」には、交通安全対策特別交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金を含む。
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第２部

　

平成18年度及び平成19年度の地方財政

（5）不交付団体の拡大

　

地方公共団体の自由と責任を実現するには、地方交付税に依存しない自立した団体を増やすことが重要で

ある。

　

平成18年度の不交付団体は、都道府県では２団体（東京都及び愛知県）、市町村では1,820団体中169団

体（うち大都市４団体（さいたま市、千葉市、川崎市及び名古屋市））であり、不交付団体の割合は、団体

数では9.2%、人口割合では25.9%となっている。これらの数値は、三位一体の改革による税源移譲、景

気動向を反映した法人関係税の増等により、それぞれ平成17年度の6.0%、18.4%からは増加している。

　　

「基本方針2006」では、「例えば人口20万人以上の市の半分などの目標を定めて、交付税に依存しない

不交付団体の増加を目指す」こととされているところであるが、平成18年度において、人口20万人以上の

地方公共団体(112団体）のうち不交付団体は33団体(29.5%)となっている。

{IIS普通交付税

　

交付・不交付別団体数

　

区

　　　

分

　　　

都道府県

　　　

市

　

町村

交

　　　　　

付

　　　　　　　

45

　　　　　　

1,651

不

　　

交

　　

付

　　　　　　　　

2

　　　　　　　

169

　　　

計

　　　　　　　　　　

47

　　　　　　

1,820

(参考：平成17年度)

　　　　　　　

，言

　　　　

，゛

　　

”

　　

いぐ;’y
都道府県，クゾ市

　

町村

　　　　

46

　　　　　

2,249

　　　　　

1

　　　　　　　

146

　　　　

47

　　　　　

2,395

(注)１

　

不交付団体には、合併特例の適用により交付税が交付される団体を含む。

　　

２

　

市町村の不交付団体には、特別区を含まない。

　　

３

　

平成]｡7年度は、当初算定ベースである。

不交付団体（市町村）の人口割合
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不交付団体の人口

　　　　　　

33,030

　　　　　　　

23.332

　　　　　　　

9,698

不交付団体の人口割合

　　　　　　　　

25.9

　　　　　　　　　

18.4

　　　　　　　　　

7.5

（6）個別団体における財政健全化

　

近年の地方財政は、バブル経済崩壊後の数次の景気対策による公共事業の追加や、減税の実施等により、

借入金残高が累積しており、厳しい財政運営を余儀なくされている状況にある。平成17年度決算における

経常収支比率については、前年度よりも0.1%ポイント低下したものの、91.4%と依然として高い水準と

なっている。実質公債費比率については、14.9%となっている。また、実質収支が赤字の団体数は前年度

から２団体増加し、28団体となっている。

　

各地方公共団体においては、このような厳しい財政状況を踏まえて、一層の事務事業の見直し、組織・機

構の簡素効率化、外郭団体の統廃合等、定員管理・給与の適正化、民間委託等の推進など、自主的な行財政

改革に積極的に取り組むとともに、独自課税の検討、地方税の徴収確保、使用料・手数料の適正化等を通じ

て歳入の確保を図るなど、財政運営の健全化に努めている。

　

個別団体についてみると、夕張市の厳しい財政状況が明らかになり、平成18年６月20日には夕張市が地

方財政再建促進特別措置法に基づく財政再建に取り組む意向を表明した。これを受けて北海道が行った「夕
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第２部

　

平成18年度及び平成19年度の地方財政

張市の財政運営に関する調査」（9月11日公表）では、多額の実質赤字を抱えるに至った要因として、第一

に、炭鉱閉山に伴い人口がおよそ10分の１に激減する中で、観光振興、住宅、教育、福祉対策に市財政の

許容範囲を超えた財政支出を行ってきたこと、第二に、人口急減などに伴う歳入の減少への対応が遅れたこ

と、第三に、予算上、一般会計から他会計に繰り出すべき予算を貸付金として措置するなどし、一般会計と

他会計間で出納整理期間中に、次年度の他会計から当該年度の一般会計に償還する、年度をまたがる会計間

の貸付・償還が行われてきた。これらの資金の資金手当を一時借入金により行うことにより、表面上の赤字

額を見えなくする不適正な財務処理を行い、赤字の実態を表面化せずに拡大させたことが膨大な実質赤字額

を拡大させた要因であるとしている。

　

なお、こうした不適正な財務処理が明らかになったことを踏まえ、財政規模に比較して一時借入金が多額

となっている市町村等を対象に、一時借入金を利用した、会計間のやりとりにより赤字を見えなくする財務

処理が行われていないかを都道府県において確認した。その結果、北海道以外の都府県内の市町村にはそう

した手法を行ったと見受けられる団体はなかったが、北海道の８団体において改善が必要である旨北海道が

助言を行い、速やかに必要な会計処理の見直しを図るとの報告を受けた。

　

その後、平成18年９月29日に夕張市議会が地方財政再建促進特別措置法による財政再建の申し出を議決

し １１

月14日には「夕張市財政再建の基本的枠組み案」が、平成19年１月26日には「夕張市財政再建計

画素案」が夕張市より公表され、平成18年度末の解消すべき赤字額は約353億円、財政再建期間は18年度

を基準とし19年度から36年度までの18年間と見込まれた。

り

夕張市の財政再建に当たっては、住民に対する基礎的な行政サービスの提供を続けていくことが前提とな

、その上で、夕張市が抱える多額の赤字を解消するために、行政サービスを最も効率的に提供する市町村

の取組を参考にするなど、歳出削減、歳入確保の両面から聖域なく徹底した見直しが行われた。具体的には、

平均の２倍いる職員数を同程度の規模の市町村の最小の規模にまで削減を進めること、給与水準は全国で最

も低い水準まで下げ、年収は最大でこれまでの約４割減額すること、退職手当は順次支給月数を段階的に大

幅に削減し、数年後には支給額で最大で４分の１程度まで減額することなど総人件費の大幅な削減を行うこ

ととしている。その上で、事務事業の抜本的な見直し、観光事業の見直し、病院事業の見直し、施設の統廃

合、市民負担の増加（市税の税率増加、使用料引き上げ、ゴミ処理有料化など）を行うこととしている。一

方、あらゆる分野にわたる徹底した厳しい歳入歳出の見直しの中にあっても、高齢者の暮らしや子育て、教

育に一定の配慮を行うこととしている。

　

夕張市は、平成19年２月22日に財政再建の申出を行った。今後、市議会の議決を経て財政再建計画を策

定し、総務大臣に協議し同意を得た後は、同計画に基づき再建に取り組むこととなる（平成19年２月26日

現在の状況）。

地方債協議制への移行

　

地方債許可制度については、平成９年の地方分権推進委員会の第２次勧告において、「地方債許可制度に

ついては、地方公共団体の自主性をより高める観点に立って廃止し、地方債の円滑な発行の確保、地方財源

の保障、地方財政の健全性の確保等を図る観点から、地方公共団体は国又は都道府県と事前協議を行うこと

とする。」とされたことを踏まえ、平成10年の地方分権推進計画、平成11年に成立した地方分権一括法（「地

方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」（平成11年法律第87号））により、地方財政法

や地方自治法等の関係法律の改正を行い、これを廃止し、協議制度に移行することとされた。施行時期につ

いては、財政構造改革との関係等から平成18年度からとされ、平成18年４月より地方債協議制度がスター
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第２部

　

平成18年度及び平成19年度の地方財政

卜した。

　

協議の相手先、スケジュール等の協議手続等の枠組み、許可団体への移行基準やその算定方法等協議制度

の具体的な仕組みについては、平成18年２月３日に公布された地方財政法施行令の一部を改正する政令に

より、地方財政法施行令に所要の改正を行っている。

　

従前は総務大臣又は都道府県知事の許可がなければ地方債を発行できなかったが、地方公共団体は、地方

債を発行するときは、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならず、同意のある地方債についてのみ、

公的資金の充当、あるいは元利償還金の地方財政計画、交付税の基準財政需要額への算入が行われるが、同

意がない場合においても地方債を発行することができることとなった。その場合には、地方公共団体の長は、

あらかじめ議会に報告しなければならないこととされている。

　

その一方で、実質収支の赤字が一定以上大きい団体、公債費等の比率が一定以上の団体、赤字公営企業等

は、地方債を発行するときは総務大臣等の許可を受けなければならないこととして、早期の財政健全化への

取組を促すこととしている。

　

普通会計の実質収支の赤字比率に係る許可団体移行の水準は、標準財政規模に応じ、その2.5%から10％

の間で段階的、連続的に設定されている（都道府県、大都市、標準財政規模が500億円以上の市で2.5%、

200億円規模で5％、50億円未満で10％）。

　

なお、実質収支の赤字比率に係る許可団体数は、市町村（一部事務組合等を除く。）において、11団体で

あった。

　

また、公債費等の負担を測る指標として、従来の起債制限比率について一定の見直し（満期一括償還方式

の地方債に係る減債基金積立額の比率への反映ルールの統一、公営企業の元利償還金への一般会計からの繰

入金の算入等）を行った新たな指標として、「実質公債費比率」を導入し、実質公債費比率が18％以上の団

体は起債にあたって許可を要することとしている。

　

実質公債費比率が18％以上であることにより許可団体となっている地方公共団体は、都道府県において

は全体の8.5%を占める４団体となっており、市町村（一部事務組合等を除く。）においては全体の22.3%

を占める412団体となっている。

　

また、赤字公営企業の赤字比率（対営業収益）が10％以上の公営企業については、その事業に係る地方

債の発行について許可が必要となる。

　

なお、地方債協議制度｀の移行に伴いヽ地方債の手続についても、市町村分に係る財務事務所等の市町村

ヒアリングを原則として都道府県ヒアリングに移行する等の簡素化を行うこととしている。

　

またヽ地方債計画に゜いても見直しを行いヽ退職手当債制度の改正や財政健全化債の行政改革推進債への

移行に加えヽ国の予算等に基づく貸付金を財源とする従来の特定資金枠外債等についても地方債計画に記載

し、いわゆる枠外債の原則解消を図っている。

　

なおヽ各地方公共団体が個別に発行する全国型市場公募地方債に９いては、従来の発行条件の統一条件決

定方式からヽ平成18年９月以降ヽ全ての地方公共団体が個別条件交渉方式に移行しているところである。

（8）地方公営企業等に関する財政措置

　

ア

　

地方公営企業

　

地方公営企業については、上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の着実な整備を

推進するとともに、社会経済情勢の変化に対応した新たな事業の展開を支援し、併せて地方公営企業の経営

健全化等を推進するなど経営基盤の一層の強化を図る必要がある。

158

ｉ

ｉ

｜

｜

ﾚ ﾚ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

－ －

ｊ－亀

　　　　

．Ｊ

　　

Ｓ

　　

．-

　

ｔｔ－

　

・

　

．　●ｈ

　

ｊ＿・＿＿－．

　

==

　

．

　　

＿

　

．-．_．．．．．．＿．＿_．．



第２部

　

平成18年度及び平成19年度の地方財政

　

このため、平成18年度においては、次のような措置を講じた。

　

企業会計と一般会計との間における経費負担区分の原則等に基づく公営企業繰出金については、地方財政

計画において２兆7,346億円（前年度２兆8,659億円）を計上した。

　

また、地方公営企業の建設改良等に要する地方債については、地方債計画において公営企業会計等分３兆

1,292億円（前年度３兆2,747億円）を計上するとともに、既往債の利子を軽減する観点から、公営企業借

換債について、資本費負担が著しく高い一定の公営企業に対する借換債（従来分）を確保するとともに、平

成18年度の臨時特例分として、別途高金利の一定の公営企業債について借換債を措置することとし、貸付

枠を総額2,000億円（前年度2,000億円）確保した。また、公営企業による社会資本整備を推進する観点か

ら、平成17年度までとされていた公営企業金融公庫資金における臨時特別利率制度を平成19年度まで延長

するとともに、貸付対象事業を地域社会基盤整備、防災・安全対策及び環境・福祉対策に再編し、所要の貸

付枠を確保した。

　

さらに、各事業における財政措置のうち主なものは以下のとおりである。

　　

（ア）簡易水道事業及び下水道事業（流域下水道、小規模集合排水処理施設及び個別排水処理施設に係

　　　　

るものに限る。）については、前年度に引き続き、事業年度における一般会計からの繰出しに代え

　　　　

て、臨時的に公営企業債（臨時措置分）を措置することとし、当該臨時措置分に係る公営企業債の

　　　　

元利償還金については、その全額（流域下水道のうち地方単独事業に係るものを除く。）を後年度

　　　　

において基準財政需要額に算入することとした。

　　

（イ）水道事業については、資本費又は石綿セメント管の敷設割合が一定以上の団体が行う石綿セメン

　　　　

ト管の更新事業のうち、平均事業費に上積みして実施する事業について、一般会計出資の対象とす

　　　　

るとともに、当該一般会計出資に係る地方債の元利償還金について地方交付税による措置を講じる

　　　　

など、所要の地方財政措置を講じることとした。また、水道事業・工業用水道事業について、将来

　　　　

にわたって活用する見込がない水利権等を整理することで事業規模の適正化及び経営の効率化を図

　　　　

る団体を支援するため、所要の国庫補助金の返還、企業債の繰上償還及び独立行政法人水資源機構

　　　　

負担金の精算に要する経費について、所要の地方債措置を講じることとした。

　　

（ウ）交通事業については、地下鉄等の鉄軌道における防災対策及び安全対策を総合的に支援するため、

　　　　

耐震性強化や防災情報の迅速な伝達体制の整備等について、国庫補助事業にあっては、地方負担額

　　　　

の２分の１までについて一般会計出資、28％を一般会計補助の対象とするとともに、当該一般会

　　　　

計出資及び一般会計補助に係る地方債の元利償還金について地方交付税による措置を講じるなど、

　　　　

所要の地方債措置を講じることとした。

　　

（エ）病院事業については、災害時における医療体制を整備するため、災害拠点病院が行う救急医療等

　　　　

に必要な資機材、薬品等の備蓄に要する経費について、一般会計からの繰出を行うこととし、当該

　　　　

繰出に要する経費に対し所要の地方財政措置を講じることとした。

　　

（オ）下水道事業については、建設改良費（元利償還金）に対する財政措置として、合流式と分流式の

　　　　

整備手法の区分に応じて、雨水分に対する一般会計繰出金を実態に見合った措置に見直すとともに、

　　　　

分流式下水道については公共用水域の水質保全など公的な役割が大きい反面で資本費が高いことに

　　　　

かんがみ、新たに汚水公費分として分流式資本費に対して地方財政措置を講じることとし、また、

　　　　

これに伴い既発債の元利償還金に対する従来の財政措置を保障するため、平成17年度までに発行

　　　　

した下水道事業債（既往分）の元利償還金について、従来の公費負担割合（雨水相当分７割）によ

　　　　

る額と新たな公費負担割合（雨水分及び汚水公費分）による額との差額を下水道事業債（特別措置

　　　　

分）に振り替え、特別措置分に係る下水道事業債の元利償還金については後年度において地方交付
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第２部

　

平成18年度及び平成19年度の地方財政

　　　　

税の基準財政需要額に算入することとした。また、地理的条件や個別事情によって料金の対象とな

　　　　

る汚水資本費（使用料対象資本費）が高水準となる事業に対し、一定の使用料徴収を前提に資本費

　　　　

の一部に地方交付税措置を講じることとした。

　　

（ヵ）港湾整備事業については、地方債の元利償還期間と減価償却期間との差により構造的に生じる資

　　　　

金不足を補うため、所要の地方債措置（資本費平準化債）を講じることとした。

　

イ

　

国民健康保険事業

　

国民健康保険事業の厳しい財政状況に配意し、平成1.7年12月１日に政府・与党医療改革協議会で決定さ

れた医療制度改革大綱を踏まえ、国民健康保険に対して、財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講

じることとした。

　　

（ア）都道府県が、市町村の国保財政安定のために必要な取り組み等に対し交付する都道府県調整交付

　　　　

金の所要額(4,939億円）について、地方交付税措置を講じることとした。

　　

（イ）国民健康保険被保険者の保険料負担の緩和を図る観点から、市町村（一部事務組合等を除く。）

　　　　

が保険料軽減相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費

　　　　

用に対し、都道府県が一部を負担することとし（都道府県3/4、市町村1/4)、所要額(3,847億円）

　　　　

について地方交付税措置を講じることとした。

　　

（ウ）低所得者を多く抱える保険者を支援する観点から、引き続き、市町村（一部事務組合等を除く。）

　　　　

が低所得者数に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対

　　　　

し、国及び都道府県が一部を負担することとし（国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)、所要額(844

　　　　

億円）について地方交付税措置を講じることとした。

　　

（エ）高額医療費共同事業については、交付基準額を70万円以上から80万円以上に引き上げた上で、

　　　　

引き続き、市町村国保の拠出金に対し、国及び都道府県が一部を負担することとし（［至1 1/4、都道

　　　　

府県1/4、市町村国保1/2］、所要額(1,818億円）について地方交付税措置を講じることとした。

　　　　

また、都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、一件30万円以上

　　　　

の医療費について、市町村国保の拠出による保険財政共同安定化事業を平成18年10月から実施す

　　　　

ることとした。

　　

（オ）国保財政安定化支援事業に゜いてはヽ国保財政の健全化に向けた市町村一般会計からの繰出しに

　　　　

ついて、引き続き、所要の地方交付税措置（1,000億円）を講じることとした。
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第２部

　

平成18年度及び平成19年度の地方財政

（1）歳出・歳入一体改革

　

平成18年７月７日、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（以下「基本方針2006」という。）

が閣議決定された。

　　

「基本方針2006」においては、我が国経済について、長期停滞のトンネルを抜け出し、筋肉質の経済構

造に変貌して、ようやく未来への明るい展望を持てる状況となり、「新たな挑戦の10年」の出発点に立った

との認識を示した上で、三つの優先課題として、①成長力・競争力強化、②財政健全化、③安全・安心で柔

軟かつ多様な社会の実現が掲げられている。

　

中でも、「財政健全化」については、「歳出・歳入一体改革」の策定とその具体化が不可欠であるとされて

いる。歳出・歳入一体改革に向けた取組として、2001～06年度を財政健全化の第１期と位置づけた上で、基

礎的財政収支黒字化を確実に実現する第ｎ期(2007～2010年代初頭）、債務残高ＧＤＰ比の発散を止め、安

定的引き下げを目指す第ｍ期（2010年代初頭～2010年代半ば）を設定している。

　

また、第ｎ期目標の達成に向けて、名目経済成長率３％程度の堅実な前提の下で、2011年度に国・地方

の基礎的財政収支を黒字化するために必要となる対応額（歳出削減又は歳入増が必要な額）は16.5兆円程

度と試算されている。

　

このため、過去５年間の改革実績も踏まえながら、ゼロペースから聖域なく歳出を見直すことによって、

国民負担の増加をできるだけ小さなものとするために最善の努力を尽くすことを基本方針として、2011年

度の基礎的財政収支黒字化に向けた、2007～2011年度までの５年間の歳出改革の方針が示されている。た

だし、その時々の経済社会情勢に配慮しつつ、基礎的財政収支の黒字化目標の達成に向けた現実的な対応を

とるため、2011年度までにとるべき歳出改革の内容について、毎年度、必要な検証・見直しを行っていく

こととされている。

　

こうした歳出削減を行ってなお、要対応額を満たさない部分については、歳入改革による増収措置で対応

することを基本としている。

　

なお、今後５年間の歳出改革の内容として、地方財政については、国と地方の信頼関係を維持しつつ、国・

地方それぞれの財政健全化を進めるため、以下の取組を行うこととされている。

　

ア

　

地方歳出については、国の取組と歩調を合わせて、国民・住民の視点に立って、その理解と納得が得

　　

られるよう削減に取り組む。

　　

（ア）地方公務員人件費については、国家公務員の改革を踏まえた取組に加え、地方における民間給与

　　　　

水準への準拠の徹底、民間や国との比較の観点からの様々な批判に対する是正等の更なる削減努力

　　　　

を行い、平成18年４月末に総務省から公表された速報値を踏まえ、５年間で行政機関の国家公務

　　　　

員の定員純減（▲5.7%)と同程度の定員純減を行うことを含め大幅な人件費の削減を実現する。

　　

（イ）地方単独事業については、「選択と集中」の視点に立って、国の取組と歩調を合わせ、過去５年

　　　　

間の改革努力（5年間で▲5兆円超）を基本的に継続することとするが、地域の実情に配慮し、今

　　　　

後５年間については、地方単独事業全体として現在の水準以下に抑制することとし、投資的経費は

　　　　

国の公共事業と同じ改革努力を行い、一般行政経費は2006年度と同程度の水準とする。

　　　　　

ただし、これまでの歳出削減努力がデフレ状況下で行われてきたことなども踏まえ、地域の経済

　　　　

動向等を十分に注視しながら、柔軟かつ機動的な対応に心がけることとする。
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第２部

　

平成18年度及び平成19年度の地方財政

イ

　

以上の歳出削減努力等を踏まえ、地方交付税等については、以下の制度改革等を行う。

　

（ア）地方交付税の現行法定率は堅持する。

　

（イ）過去３年間、毎年１兆円近く削減してきた地方交付税等（一般会計ベース）について、地方に安

　　　

心感を持って中期的に予見可能性のある財政運営を行ってもらえるよう、地方交付税の現行水準、

　　　

地方の財政収支の状況、国の一般会計予算の状況、地方財源不足に係る最近10年間ほどの国によ

　　　

る対応等を踏まえ、適切に対処する。

　

（ウ）これにより、上記の歳出削減努力等とあわせ、安定的な財政運営に必要となる地方税、地方交付

　　　

税（地方財政計画ベース）等の一般財源の総額を確保する。

　

（エ）各地方公共団体に対する地方交付税の配分に当たっては、行政改革に積極的に努力している団体

　　　

や地方税収の伸びがあまり期待できない団体に特段の配慮を行う。

　

（オ）地方分権に向けて、関係法令の一括した見直し等により、国と地方の役割分担の見直しを進める

　　　

とともに、国の関与・国庫補助負担金の廃止・縮小等を図る。交付税について、地方団体の財政運

　　　

営に支障が生じないよう必要な措置を講じつつ、算定の簡素化を図る。地方税について、国・地方

　　　

の財政状況を踏まえつつ、交付税、補助金の見直しとあわせ、税源移譲を含めた税源配分の見直し

　　　

を行うなど、一体的な検討を図る。

　　

以上の点を中心に住民の視点に立った地方公共団体の自発的な取組が促進されるような制度改革を行

　

う。そのため、再建法制等も適切に見直すとともに、情報開示の徹底、市場化テストの促進等について

　

地方行革の新しい指針を策定する。

　　

また、道州制導入の検討を促進する。

（2）平成19年度の経済見通しと国の予算

　

ア

　

経済見通しと経済財政運営の基本的態度

　　

「平成19年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」は、平成18年12月19日に閣議了解、平成

19年１月25日に閣議決定された。

　

これによると、平成18年度の我が国経済は、企業部門の好調さが、雇用・所得環境の改善を通じて家計

部門へ波及し、民間需要中心の回復が続くと見込まれている。こうした結果、平成18年度の国内総生産の

実質成長率は、1.9%程度（名目成長率は1.5%程度）になると見込まれている。

　

このような情勢認識に立って、平成19年度の経済財政運営の基本的態度については、「戦後レジームから

の新たな船出」を行うため、イノベーションの力とオープンな姿勢により、今後５年間程度で「新成長経済

への移行期」を完了するものとし、その初年度である平成19年度においては、「創造と成長」の実現を図る

との方針の下で、成長力強化に向けた改革を加速・深化させるとともに、併せて地域経済の活性化や再チャ

レンジ可能な社会を目指すための取組を強力に推進し、「成長なくして財政再建なし」の理念の下、成長力

強化を図りつつ、車の車輪である行財政改革を断行し、また、道州制の実現のための検討を加速することと

された。「基本方針2006」等を踏まえ、こうした取組を進めることにより、経済活性化を実現し、日本経済

の潜在成長力を高めることとされた。また、政府・日本銀行は、マクロ経済運営に関する基本的視点を共有

し、物価安定の下での民間主導の持続的な成長のため、一体となった取組を行い、今後とも、経済情勢によっ

ては、大胆かつ柔軟な政策運営を行うこととされた。

　

以上のような経済財政運営を前提としてヽ平成19年度の我が国経済は、国内総生産の実質成長率が2.0%

程度（名目成長率は2.2%程度）になるものと見通されている。
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イ

　

国

　

の

　

予

　

算

　

平成18年12月１日、「平成19年度予算編成の基本方針」が閣議決定された。その中で、平成19年度予

算については、歳出改革路線を強化するため、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関

する法律」（平成18年法律第47号。以下「行政改革推進法」という。）に基づき、行政のスリム化・効率化

を一層徹底し、総人件費改革や特別会計改革、資産・債務改革等について、適切に予算に反映させることと

されている。また、歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、一般歳出及び一般会計歳出について厳しく抑

制を図り、引き続き予算執行実績を的確に踏まえた予算とすることとされている。また、予算配分の重点化・

効率化に当たっては、「活力に満ちたオープンな経済社会の構築」及び「健全で安心できる社会の実現」に

施策を集中するとともに、各施策について成果目標を提示し、厳格な事後評価を行い、政策評価等を活用し、

歳出の効率化・合理化を進め、さらに、民間活力の活用による効率化に努めることとされている。

　

社会保障については、これまでの制度改革の効果を検証しつつ、中長期的な展望に立って、改革努力を継

続し、国民が負担可能な範囲となるよう制度全般にわたり不断の見直しを行うこととされている。

　

公共投資については、歳出改革を進める中で、今後とも公共投資に関する改革を継続し、真に必要な社会

資本整備を実施するために、地域の自立・活性化、我が国の成長力強化、防災・減災等による安全・安心の

確保を推進する観点から、整備水準や施設の利用状況等を踏まえた事業のメリハリ付けを行うとともに、あ

らゆる分野での官民格差等を踏まえたコスト縮減や入札改革を進め、更なる重点化・効率化を図る必要があ

るとされている。

　

地方財政については、国と地方の信頼関係を維持しつつ、「基本方針2006」に沿って、平成19年度予算

こおいても、国の取組と歩調を合わせて、人件費、投資的経費、一般行政経費の各分野にわたり地方歳出を

厳しく抑制することとされた。

　

平成19年度予算は、以上のような方針により編成され、平成18年12月24日に政府案の閣議決定が行わ

れた後、平成19年１月25日に第166回国会に提出された。

　

これによると、平成19年度の国の一般会計予算の規模は82兆9,088億円で、前年度当初予算と比べると

３兆2,228億円の増加（4．0％増）となっており、うち一般歳出の規模は46兆9,784億円で、前年度当初予

算と比べると6,124億円の増加(1.3%増）となっている。なお、「平成19年度予算編成の基本方針」にお

いて、前年度の水準（29兆9,730億円）よりも大幅に減額することとされた公債の発行予定額は25兆4,320

億円で、前年度当初発行予定額と比べると４兆5,410億円の減少(15.2%減）となっており、公債依存度

は30.7%となっている。

　

他方、財政投融資計画の規模は、14兆1,622億円、前年度計画額と比べると8,424億円の減少(5.6%減）

となっている。

ｊ
｀
ｊ

ぐ

地方財政計画

　

平成19年度の地方財政計画は、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、歳出面においては、「基本方針

2006」に沿って、歳出全般にわたり見直しを行うことにより歳出総額の計画的な抑制を図る一方、活力ある

地方を創るための施策等に財源の重点的配分を図ることとし、歳入面においては、地方税負担の公平適正化

の推進と安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額の確保を図ることを基本とする

とともに、引き続き生ずることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適

切な補てん措置を講じることとし、次の方針に基づき策定された。

　

ア

　

地方税については、現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するため、
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法人所得課税等における減価償却制度を見直すとともに、上場株式等の配当‘譲渡益に係る軽減税率の

　

適用期限を１年延長するほか、非課税等特別措置の整理合理化等のため所要の措置を講じることとする・

　　

なお、所得譲与税は、所得税から個人住民税への税源移譲に伴いヽ平成18年度をもって廃止するこ

　

ととする。

イ

　

地方財源不足見込額について、地方財政の運営に支障が生じることのないよう、次の措置を講じるこ

　

ととする。

　

（ア）地方財政の健全化に資するため、交付税特別会計の新規借入を行わないこととし、既往の借入金

　　　

について、国・地方の負担区分に応じてそれぞれの償還責任を明確にする観点から、国の負担額

　　　

18兆6,648億円を平成19年４月１日より国の一般会計借入金として承継するとともにヽ地方の負

　　　

担額33兆6,173億円は、現行の償還期限である平成38年度までの償還計画を新たに作成した上で、

　　　

計画的な償還を行う（平成19年度償還額5,869億円）。

　

（イ）平成19年度から平成21年度の間は、平成18年度までと同様、財源不足が建設地方債（財源対

　　　

策債）の増発等によってもなお残る場合には、この残余を国と地方が折半して補てんすることとし、

　　　

国負担分については国の一般会計からの加算により、地方負担分については地方財政法第５条の特

　　　

例となる地方債（臨時財政対策債）により補てん措置を講じる。

　　　　

臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額を後年度地方交付税の基準財政需要額

　　　

に算入する。

　　　　

これらの措置を地方交付税法第６条の３第２項の制度改正として講じ、所要の法律改正を行う。

　　　　

なお、地方交付税法附則第４条の２第８項及び第９項に基づき平成19年度に一般会計から交付

　　　

税特別会計に繰り入れることとしていた額6,251億円については、法律の定めるところにより平成

　　　

22年度以降の３年間で均等に加算する。

　　　　

また、平成５年度の投資的経費に係る国庫補助負担率の見直しに関し一般会計から交付税特別会

　　　

計に繰り入れることとしていた額等3,712億円については、法律の定めるところにより平成25年

　　　

度以降の地方交付税の総額に加算するとともに、平成17年度において一般会計から交付税特別会

　　　

計に繰り入れた国負担分の借入金利子相当額の予算額と実際に要した額の差額1,546億円について

　　　

は、法律の定めるところにより平成20年度及び平成21年度の地方交付税の総額から減額する。

　

（ウ）平成19年度の地方財源不足見込額４兆4,200億円については、上記（イ）の考え方に基づき、従

　　　

前と同様の例により、次の補てん措置を講じる。その結果、国と地方が折半して補てんすべき額は

　　　

生じないこととなる。

　　　

ａ

　

建設地方債（財源対策債）の増発

　

１兆5,900億円

　　　

ｂ

　

地方財政法第５条の特例となる地方債（臨時財政対策債）

　

２兆6,300億円

　　　

ｃ

　

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律附則第４条第１項に規定する特別交付金

　　　　

2,000億円

　　　　

なおヽ特別交付金についてはヽ平成19年度の交付額を4,000億円、平成20年度の交付額を2,000

　　　

億円としていたがヽ地方税収の動向を踏まえ、交付期間を２年から３年に延長し、平成19年度か

　　　

ら平成21年度までの各年度の交付額を2,000億円とする。

　

（ＪＩ）平成19年度においてもヽ投資的経費に係る地方単独事業費と一般行政経費に係る地方単独事業

　　　

費の一体的かい離是正（一般財源ベース6,000億円）を行う。

　　　　

‾体的かい離是正分の一般財源に相当する額のうち財源不足となるものについては、基本的には

　　　

国と地方が折半して負担することとするが、平成19年度は、平成17年度是正分のうち2,100億円、

　|，　

!，
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∧

C是正分のうち財源不足となるもの5.948億円

　　　　

平成18年度是正分のうち8,000億円及び平成19年度是正分のうち財源不足となるもの5,948億円

　　　　

を、地方財政法第５条の特例となる地方債（臨時財政対策債）により措置することとし、国負担と

　　　　

なるべき分については後年度に調整する。

　　

（オ）上記の結果、平成19年度の地方交付税については、15兆2,027億円（前年度に比し4.4%減）を

　　　　

確保する。

　

ウ

　

平成19年度においては、児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するため、地方特例交付

　　

金を増額することとする。

　

エ

　

地方債については、地方財源の不足に対処するための措置を講じるとともに、引き続き厳しい地方財

　　

政の状況の下で、地方団体が、行政改革と財政の健全化を推進し、当面する諸課題に重点的・効率的に

　　

対処することができるよう、公的資金の重点化と地方債資金の市場化を一層推進しつつ、所要の地方債

　　

資金を確保する。

　　　

この結果、地方債計画の規模は12兆5,108億円（普通会計分９兆6,529億円、公営企業会計等分２

　　

兆8,579億円）とする。

　

オ

　

社会経済情勢の推移等に即応して使用料・手数料等の適正化を図る。

　

ヵ

　

地域経済の振興を図りつつ、個性と活力ある地域社会の構築、住民に身近な社会資本の整備、災害に

　　

強い安心安全なまちづくり、総合的な地域福祉施策の充実、農山漁村地域の活性化等を図ることとし、

　　

財源の重点的配分を行う。

　　

（ア）投資的経費に係る地方単独事業費については、「基本方針2006」を踏まえた事業規模の計画的抑

　　　　

制と併せ、かい離是正を行ったところである。その結果、平成19年度においては、前年度に比し

　　　　

14.9%減額することとしているが、かい離是正分を除いた場合は3．0％減額であり、引き続き、地

　　　　

域の自立や活性化につながる基盤整備を重点的・効率的に推進する。

　　

（イ）一般行政経費に係る地方単独事業費については、地方団体の自助努力を促す観点から既定の行政

　　　　

経費の縮減を図る一方、活力ある地方を創るための施策等に財源の重点的配分を図るとともに、か

　　　　

い離是正を行い、地域において必要な行政課題に対して適切に対処する。

　　

（ウ）消防力の充実、自然災害の防止、震災対策の推進及び治安維持対策等住民生活の安心安全を確保

　　　　

するための施策を推進する。

　　

（エ）過疎地域の自立促進のための施策等に対し所要の財政措置を講じる。

　

キ

　

地方公共団体の公債費負担の軽減を図るため、平成19年度から３年間で、徹底した総人件費の削減

　　

等を内容とする財政健全化計画又は公営企業経営健全化計画を策定し、行政改革・経営改革を行う地方

　　

団体を対象に、公営企業借換債を合わせて５兆円規模の公的資金（財政融資資金、簡保資金及び公営公

　　

庫資金）の繰上償還（補償金なし）等を行うこととし、その財源として必要に応じ民間等資金による借

　　

換債を発行できることとする。

　

ク

　

地方公営企業の経営基盤の強化、上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整

　　

備の推進、社会経済情勢の変化に対応した新たな事業の展開等を図るため、経費負担区分等に基づき、

　　

一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととする。

　

ヶ

　

地方行財政運営の合理化を図ることとし、職員数の純減や給与構造改革に取り組むとともに、事務事

　　

業の見直し、民間委託等の推進など行財政運営全般にわたる改革を推進する。

　

以上のような方針に基づいて策定した平成19年度の地方財政計画の規模は、83兆1,261億円で、前年度

と比べると247億円減少（0．0％減）となっている。

　

歳入についてみると、地方税は40兆3,728億円で、前年度と比べると５兆4,745億円増加(15.7%増八道
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府県税24.6%増、市町村税10．1％増）、地方譲与税は7,091億円で、前年度と比べると３兆233億円減少

(81.0%減）、地方特例交付金は3,120億円で、前年度と比べると5,040億円減少(61.8%減）ヽ地方交付税

は15兆2,027億円で、前年度と比べると7,046億円減少(4.4%減）、国庫支出金は10兆1,739億円で、前

年度と比べると276億円減少(0.3%減）、地方債（普通会計分）は９兆6,529億円で、前年度と比べると１

兆1,645億円減少（10．8％減）となっている。

　

一方、歳出についてみると、給与関係経費は22兆5,111億円で、前年度と比べると658億円減少（0．3％

減）となっている。なお、地方財政計画における職員数については、「基本方針2006」における５年間で5.7%

の定員純減目標を踏まえ34,358人の純減としている。一般行政経費は26兆1,811億円で、前年度と比べる

と9,954億円増加(4.0%増）となり、一般行政経費に係る地方単独事業費は13兆9,510億円で、前年度と

比べると4,725億円増加(3.5%増）（投資的経費に係る地方単独事業費との一体的かい離是正分（6,000億

円の増額計上）を除いた場合は、前年度と比べると1,275億円減少（0．9％減））となっている。公債費は

13兆1,496億円で、前年度と比べると1,483億円減少(1.1%減）･、投資的経費は15兆2,328億円で、前年

度と比べると１兆6,561億円減少(9.8%減）となっており、投資的経費のうち、公共事業費中の普通建設

事業費は５兆4,675億円で、前年度と比べると1,519億円減少(2.7%減）となっている。なお、投資的経

費に係る地方単独事業費は８兆5,884億円で、前年度と比べると１兆5,027億円減少(14.9%減八一般行

政経費に係る地方単独事業費との一体的かい離是正分（1兆2,000億円を減額計上）を除いた場合は、前年

度と比べると3,027億円減少（3．0％減））となっている。

　

他方、平成19年度の地方債計画の規模は12兆5,108億円で、前年度当初計画と比べると１兆4,358億円

減少（10．3％減）となっている。平成19年度の地方債計画は、地方財源の不足に対処するための措置を講

じるとともに、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方公共団体が、行政改革と財政の健全化を推進し、

当面する諸課題に重点的・効率的に対処することができるよう、公的資金の重点化と地方債資金の市場化を

一層推進しつつ、所要の地方債資金の確保を図ることとして策定している。

　

なお、上述の公的資金の繰上償還（補償金なし）のうち、政府資金については、平成19年度から平成21

年度までの間において、普通会計債及び公営企業債（上水道、工業用水道、下水道、地下鉄、病院に限る。）

の５％以上の金利の地方債を対象として、金利段階に応じ、市町村合併や財政力、公債費、公営企業資本

費等の状況に基づいて段階的に対象団体を設定し、３兆8, 000 億円程度以内の補償金なし繰上償還措置を行

うこととしている（財政融資資金３兆3, 000 億円程度以内、平成20年度及び平成21年度において簡保資金

5,000億円程度以内バ財政力指数1．0以上の団体を除く。）。

ア

地方公営企業等に関する財政措置

地方公営企業

　

地方公営企業については、上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の着実な整備を

推進するとともに、社会経済情勢の変化に対応した新たな事業の展開を支援し、併せて地方公営企業の経営

健全化等を推進するなど経営基盤の一層の強化を図る必要がある。

　

このため、平成19年度においては、次のような措置を講じることとしている。

　

企業会計と一般会計との間における経費負担区分の原則等に基づく公営企業繰出金については、地方財政

計画において２兆7,249億円（前年度２兆7,346億円）を計上している。

　

また、地方公営企業の建設改良等に要する地方債については、地方債計画において公営企業会計等分２兆

8,579億円（前年度３兆1 ､292 億円）を計上するとともに、普通会計分と合わせた公債費負担対策として、
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第２部

　

平成18年度及び平成19年度の地方財政

徹底した総人件費の削減等を内容とする財政健全化計画又は公営企業経営健全化計画を策定し、行政改革・

経営改革を行う団体を対象に、平成19年度から３年間で５兆円規模の公的資金（財政融資資金、簡保資金、

公営企業金融公庫資金）の補償金なし繰上償還等を行い。高金利の地方債の公債費負担を軽減することとし

ている。このうち、公営企業金融公庫資金に係る公営企業債については、平成19年度から20年度の２年間

で１兆2,000億円程度の補償金なし繰上償還又は公営企業借換債の措置を実施することとし、平成19年度

は4,000億円程度の繰上償還と2,000億円の公営企業借換債を措置することとしている。また、公営企業借

換債については、既往債の利子を軽減する観点から、資本費負担が著しく高い一定の公営企業を対象とした

従来分について利率要件を利率6.0%から利率5.5%に緩和した上で借換枠を1,000億円、臨時特例措置分

について利率要件を利率7.3%から利率7.0%に緩和した上で借換枠を1,000億円とし、地方債計画に総額

2,000億円（前年度2,000億円）を計上している。

　

さらに、各事業における財政措置のうち主なものは以下のとおりである。

　

（ア）簡易水道事業及び下水道事業（流域下水道、小規模集合排水処理施設及び個別排水処理施設に係る

　　　

ものに限る。）については、前年度に引き続き、事業年度における一般会計からの繰出しに代えて、臨

　　　

時的に公営企業債（臨時措置分）を措置することとし、当該臨時措置分に係る公営企業債の元利償還

　　　

金については、その全額（流域下水道のうち地方単独事業に係るものを除く。）を後年度において基

　　　

準財政需要額に算入することとしている。

　

（イ）簡易水道事業については、簡易水道事業法適化計画を策定し、自主的に地方公営企業法の財務規定

　　　

等を適用しようとする団体、又は、簡易水道事業統合計画を策定し、自主的に事業内の簡易水道施設

　　　

を整理・統合しようとする団体に対し、所要の地方財政措置を講じることとしている。

　

（ウ）交通事業については、都市内交通の改善、人と環境にやさしい都市公共交通の構築等の観点から高

　　　

機能路面電車システムであるＬＲＴシステムの構築を促進するため、国庫補助事業として行う整備に

　　　

ついて、事業費の４分の１を超えない額を一般会計補助の対象とするとともに、当該一般会計補助に

　　　

所要の地方債措置を講じることとしている。

　

（エ）病院事業については、女性医師及び看護師確保の観点から、院内保育所の運営に要する経費につい

　　　

て、一般会計から繰出を行うこととし、当該繰出に要する経費に対し所要の地方財政措置を講じるこ

　　　

ととしている。

　

（オ）以上の他、公営企業においても少子化対策を推進する観点から、３歳以上小学校修了前の児童に対

　　　

する児童手当の給付に要する経費に加え、新たにＯ歳以上３歳未満の児童手当の給付に要する経費（平

　　　

成19年度から実施することとされた「児童手当制度における乳幼児加算」分を含む。）について所要

　　　

の地方財政措置を講じることとしている。

　

イ

　

国民健康保険事業

　

国民健康保険事業の厳しい財政状況に配意し、平成17年度に決定された医療制度改革大綱や、健康保険

法等の改正などを踏まえ、国民健康保険に対して、財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じるこ

ととしている。

　

（ア）都道府県が、市町村の国保財政安定のために必要な取り組み等に対し交付する都道府県調整交付金

　　　

の所要額(5,102億円）について、地方交付税措置を講じることとしている。

　

（イ）国保被保険者の保険料負担の緩和を図る観点から、市町村（一部事務組合等を除く。）が保険料軽

　　　

減相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、都

　　　

道府県が一部を負担することとし（都道府県3/4、市町村1/4)、所要額(3,899億円）について地方

　　　

交付税措置を講じることとしている。
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第２部

　

平成18年度及び平成19年度の地方財政

　

（ウ）低所得者を多く抱える保険者を支援する観点から、市町村（一部事務組合等を除く。）が低所得者

　　　

数に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、国及び都

　　　

道府県が一部を負担することとし（国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)、所要額(875億円）につい

　　　

て地方交付税措置を講じることとしている。

　

（エ）高額医療費共同事業については、市町村国保の拠出金に対し、国及び都道府県が一部を負担するこ

　　　

ととし（国1/4、都道府県1/4、市町村国保1/2)、所要額(1,964億円）について地方交付税措置を

　　　

講じることとしている。また、都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るた

　　　

め、一件30万円以上の医療費について、市町村国保の拠出による保険財政共同安定化事業を実施す

　　　

ることとしている。

　

（オ）国保財政安定化支援事業については、国保財政の健全化に向けた市町村一般会計からの繰出しにつ

　　　

いて、所要の地方交付税措置（1,000億円）を講じることとしている。

　

ウ

　

後期高齢者医療制度の施行準備

　

医療制度改革に伴い、平成20年４月より75歳以上の後期高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が施行

される。これに伴い、実施主体として全市町村が加入する広域連合が都道府県単位で設立される（平成18

年度中に全都道府県で設立予定）ことから、平成19年度においては、広域連合への分担経費及び市町村の

施行準備に要する事務経費等について、所要の地方交付税措置を講じることとしている。
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（1）地方分権改革推進法の成立

　　

「地方にできることは地方に」という方針の下、推し進められてきた三位一体の改革については、約4．7

兆円の国庫補助負担金の改革ヽ約３兆円の税源移譲、約5．1兆円の地方交付税及び臨時財政対策債の改革等

を行う結果となったがヽ地方分権に向けた改革に終わりはなく、これまでの改革の成果を踏まえつつ、さら

に地方分権を推進しヽ国と地方の行財政改革を進める観点から、今後とも、真に地方の自立と責任を確立す

るための取組を行っていくことが必要である。

　

総務大臣の私的懇談会「地方分権21世紀ビジョン懇談会」報告書（平成18年７月）においては、新分権

一括法の早期制定が提言され、「基本方針2006」においても、「地方分権に向けて、関係法令の一括した見

直し等により、国と地方の役割分担の見直しを進める」こととされている。

　

これらを踏まえ、地方分権改革の推進に関する基本理念並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにする

とともに、地方分権改革の推進に関する基本となる事項を定め、並びに必要な体制を整備することにより、

地方分権改革を総合的かつ計画的に推進することを目的とする地方分権改革推進法案が第165回国会に提出

され、平成18年12月８日に成立したところである（平成18年法律第111号）。

　

同法の概要は、以下のとおりである。

　

ア

　

基

　

本

　

理

　

念

　

地方分権改革の推進は、国及び地方公共団体が共通の目的である国民福祉の増進に向かって相互に協力す

る関係にあることを踏まえ、それぞれが分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高

めることによって、地方公共団体が自らの判断と責任において行政を運営することを促進し、もって管吐豊

かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として行われるものということを基本理念として掲げて

いる。

　

イ

　

国及び地方公共団体の責務等

　

国及び地方公共団体の責務等として、以下の事項を規定している・

　　

（ア）国は、地方分権改革を集中的かつ一体的に実施するための推進体制を整備しヽ地方分権改革に関

　　　　

する施策を総合的に策定・実施し、地方公共団体はヽ行政運営の改善゜充実に係る施策を推進する

　　　　

こと。

　　

（イ）国及び地方公共団体は、地方分権の推進に伴いヽ国及び地方公共団体を通じた行政の簡素化及び

　　　　

効率化を推進すること。

　　

（ウ）国は、地方分権改革の推進に関する施策の推進に当だてヽ地方公共団体の立場を尊重しヽ密接

　　　　

に連絡するとともに、地方分権推進に関する国民の関心と理解を深めるよう適切な措置を講ずるこ

　　　　

と。

　

ウ

　

地方分権改革の推進に関する基本方針

　

地方分権改革の推進に関する基本方針としてヽ以下の事項を規定している・

　　

（ア）国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担いヽ住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に

. J ･ ｙ . I . l t β ？ 騨 － ･
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第３部

　

最近の地方財政の動向と課題

　　　　

ゆだねることを基本として、次の措置等を講ずること。

　　　

①

　

地方公共団体への権限移譲の推進

　　　

②

　

地方公共団体に対する事務の処理又はその義務づけの整理・合理化

　　　

③

　

地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の整理・合理化

　　

け）地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体の役割分

　　　　

担に応じた地方税財源の充実確保等の観点から、上記の措置に応じ、国庫補助負担金、地方交付税、

　　　　

国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置のあり方について検討を行うこと。

　　

（ウ）地方公共団体は、行政及び財政の改革を推進するとともに、行政の公正の確保及び透明性の向上

　　　　

並びに住民参加の充実のための措置その他の必要な措置を講ずることにより、地方分権改革の推進

　　　　

に応じた地方公共団体の行政体制の整備及び確立を図ること。

　

工

　

地方分権改革推進計画

　

政府は、地方分権改革の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、講ずべき必要な法制上

又は財政上の措置その他の措置を定めた地方分権改革推進計画を作成し、当該計画を国会に報告するととも

に、その要旨を公表しなければならないこととしている。

　

オ

　

地方分権改革推進委員会

　

内閣府に地方分権改革推進委員会を設置することし、同委員会は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が

任命した委員７人をもって組織し、地方分権改革推進計画の作成のための具体的な指針を内閣総理大臣に勧

告するものとしている。

　

さらに、「平成19年度予算編成の基本方針」（平成18年12月１日閣議決定）では、「「地方分権改革推進

法案」を踏まえて、「新分権一括法案（仮称）」の３年以内の国会提出に向け検討を進める」とされており、

国と地方の役割分担の見直しに向けた更なる検討が求められている。

（2）市町村合併の推進

　

地方分権が本格的に進展する中で、住民に身近な総合的な行政主体である市町村の行財政基盤を強化する

ため、市町村合併により、その規模・能力を充実していくことは必須の課題である。

　

このため、政府は「市町村の合併の特例に関する法律」（昭和40年法律第６号）の下で、平成17年３月

31日までに合併を行う市町村に対して合併特例債による措置等各種の財政支援措置を講じることとし、市

町村合併を積極的に推進してきたところであるが、さらに平成16年５月の同法の一部改正により、平成17

年３月31日までに合併の申請を行い、平成18年３月31日までに合併した市町村については、引き続き同

法を適用する経過措置が講じられたところである。

　

こうした取組を通じて、平成11年３月31日に3,232であった市町村数が、平成18年３月31日には1.821

となり、さらに平成19年３月31日には1,804となる見込みであるなど、市町村合併は相当な進展を見たと

ころである。

　

一方、市町村合併の進捗状況は地域ごとに差異があり、また、人口１万人未満の市町村も平成19年３月

31日時点で495団体残る見込みであることから、引き続き市町村合併を推進し、市町村の規模能力の更な

る充実や効率化による行財政基盤の一層の強化が必要となっている。このため、「市町村の合併の特例等に

関する法律」（平成16年法律第59号。以下「合併新法」という。）に基づき、自主的な市町村の合併を積極

的に推進する必要がある。

　

合併新法下においては、第27次地方制度調査会の答申等を踏まえ、合併特例債は廃止されているが、合
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ず皿丿｢」

　

十帽白丿｣

併に関する障害を除去するための特例措置等については、引き続き講じられている。また、総務大臣が定め

る基本指針に基づき、都道府県が市町村合併の推進に関する構想を策定し、当該構想に基づいて、合併協議

会の設置の勧告、あっせん・調停、合併協議推進勧告等の措置を講じることができることとする等、都道府

県が担う役割についても定められている。

　

さらに、市町村合併について国民の啓発を進めるとともに、国の施策に関する関係省庁間の連携を図るた

め、総務大臣を本部長、各省庁の副大臣を本部員として平成13年３月27日に設置された市町村合併支援本

部（以下「支援本部」という。）は、平成17年８月31日、合併新法の下で市町村が合併し、新しいまちづ

くりを行うに当だっての支援策等を取りまとめた新市町村合併支援プランを決定した。

　

同プランでは、都道府県による市町村合併の推進に関する構想に位置付けられた構想対象市町村及び合併

新法に基づいて合併した市町村を対象に、町村合併の市制要件の緩和（平成22年３月31日までの間、人口

５万人以上から人口３万人以上に緩和）する等の行政支援策や、普通交付税の算定の特例、合併直後の臨時

的経費に対する財政措置、合併準備経費に対する財政措置等の財政支援策とともに、補助事業の重点支援や

優先採択等の関係省庁の連携による支援策等を講じることとしている。

　

これらの取組を通じて、市町村合併が一層進展し、市町村の規模・能力の充実、行財政基盤の整備が図ら

れることが期待されるところである。
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第３部

　

最近の地方財政の動向と課題

（1）集中改革プランの取組状況

　

厳しい財政や地域経済の状況等を背景に、地方公共団体の行政改革の進捗状況に対する国民の視線は厳し

く、地方公共団体においては不断に行政改革に取り組み、その体制を刷新していくことが必要である。

　

このため、総務省においては、平成17年３月29日、「今後の行政改革の方針」（平成16年12月24日閣

議決定）に基づき、各地方公共団体に対し、地域のさまざまな力を結集し、「新しい公共空間」を形成して

いくことによって、行政自らの役割を重点化していくことを基本とした「地方公共団体における行政改革の

推進のための新たな指針」（以下「新地方行革指針」という。）を示し、積極的な行政改革の推進に努めるよ

う助言したところである。

　

これを受け、各地方公共団体においては、民間委託の推進、定員管理・給与の適正化、事務事業の再編・

整理等の取組を住民にわかりやすく明示した「集中改革プラン」の公表をはじめ、各般の行政改革に積極的

に取り組んでいるところである。

　

集中改革プランについては、平成18年７月31日時点で、都道府県では47団体中45団体(95.7%)、大

都市では全ての団体、大都市以外の市町村（平成17年度以降合併団体及び一部事務組合等を除く。）では

1,510団体中1.436団体(95.1%)で公表が行われている。

　

同プラｙに基づく主な取組状況を見ると、公表済み団体の定員管理の数値目標の集計は平成22年４月１

日までに平成17年４月１日時点と比較して総定員5.9%純減となっており、「行政改革推進法」等において

定められた4.6%純減や、「基本方針2006」の5.7%純減を上回っている。なお、平成18年地方公共団体

｛ID地方公共団体の集中改革プランにおける定員管理の数値目標の状況（平成18年７月31日取りまとめ）

公表済み団体の数値目標の集計 (単位：千人、％)

172

レ

り

　

リｉ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

㎜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

㎜㎜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■

　　　

I゛

　　

‾

　　　　　

‥

　　　　　　　　　　

1
･

568･ 152　　　　　　　　　1
, 500, 491　　　　　　　　1　67, 661　　　　　　　　　　　1　4．3

　　　　　　　　　　　　　　

∧

　　

十

　　　　　　　　　　　

210･ 662　　　　　　　　　　　190, 388　　　　　　　　▲　20.274　　　　　　　　　　　▲　9．6

　　　　　　　　　　　　　

丿丿j

　　　　　　　　　　　　　　

246,756

　　　　　　　　　　　　　

225･450

　　　　　　　　　　

1

　　

21,306

　　　　　　　　　　　　　

j

・

　　

8．6

　　　

∧

　　　

リ

　　　

ペ

　　　

］

　　　　

１

＼＼;

_'ト∧　　　　　　　　　　　　　868,

777　　　　　　　　　　　　799･ 758　　　　　　　　　1　　69, 019　　　　　　　　　　　　　1　　7．
9

　　　　　　　　　　　　　　

→WW-･¶=････=-j皿』･■皿=

　　　　

＼

　　　　　　　　　　

り

　　　　　　　　　　　　

2,683,685

　　　　　　　　　　

2･ 525･ 699　　　　　　　　　▲　157,986　　　　　　　　　　　　　1，　　5．9

----

　　　　　　　

一一一‥-一一一一---

（注）１

　

上記の公表済み団体の職員数は、平成17年４月１日現在の地方公務員総数3,042,122人の88.2%となる。

　　

２

　

都道府県については、策定予定（長野県）、策定予定なし（鳥取県）の団体があるため、これら２団体を除く45団体の集計

　　　　

である。

　　

３

　

市町村（大都市及び一部事務組合等を除く）については、1,828団体中公表している1,542団体（公表率84.4%)の集計で

　　　　

ある。なお、平成17年度以降の合併団体を除いた場合の公表団体数は、1,510団体中、1,436団体(95.1%)となっている。

　　

４

　

合計については、既に公表している45都道府県、15大都市、1.542市町村の集計であり、未公表の団体の今後の公表状況に

　　　　

よって、変動する可能性がある。

行政改革の推進

・　｜
　

｜

　

ｌ

　

ｌ

　

｜
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最近の地方財政の動向と課題

定員管理調査によれば、平成18年４月１日現在で地方公務員数は過去１年間で1.4%減となっているとこ

ろである。給与の適正化等についても、全ての都道府県・大都市で定年退職時の特別昇給を廃止済みである

ほか、不適正な昇給・昇格運用の是正や、特殊勤務手当の適正化（手当の廃止、支給基準の見直し等）にも

着実に取り組んでいる。民間委託等の推進についても、指定管理者制度の積極的な活用や、定型的な業務に

ついての委託の拡大に加え、市場化テストの導入検討といった新たな取組も見られる。また、集中改革プラ

ンを公表した全都道府県及び大都市で、事務事業の再編・整理等の過程において事務事業の必要性等に関す

る仕分けを踏まえた検討を行っているところである。

　

なお、事務事業の再編・整理等を行う際の行政評価の仕組みの活用についても、集中改革プランを公表し

た全都道府県及び大都市で行われているところである。ただし、平成18年１月１日現在、大都市以外の市

区町村（一部事務組合等を除く。）のうち、行政評価を導入している団体は26.2%に過ぎない。行政評価は、

行政の施策、事務事業の成果などを客観的基準に基づいて把握し、不断に見直す仕組みを通じて、継続的に

施策、事務事業を改善し、成果達成に有効な施策などに重点的かつ効果的に経営資源（予算・定数）を配分

することや、住民に対する説明責任を果たし、透明性の高い行政の実現に資するものであり、引き続きその

導入推進やより効率的な活用を図ることが求められる。

　

今後とも、新地方行革指針及び各地方公共団体自ら住民に対して公表した集中改革プランに基づき、集中

改革プランに明示した数値目標等の実現に向け着実に取り組んでいくことが必要である。

（2）地方公共団体における行政改革の更なる推進

　

新地方行革指針策定後、「行政改革推進法」及び「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平

成18年法律第51号。以下「公共サービス改革法」という。）が成立・施行され、簡素で効率的な政府の実

現に向け、地方公共団体においてもさらに取り組むべき新たな課題が明らかにされるとともに、行政改革の

更なる推進のための新たな手法も制度化されたところである。

　

このため、「行政改革推進法」及び公共サービス改革法を踏まえるとともに、「基本方針2006」を受け、新

地方行革指針に加え、平成18年８月31日に「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」

が示されたところである。

　

同指針は、「総人件費改革」、「公共サービス改革」及び「地方公会計改革（地方の資産・債務管理改革）」

の３つの改革を柱として位置づけている。

　

ア

　

総人件費改革

　

地方公共団体の定員管理については、「基本方針2006」において５年間で行政機関の国家公務員の定員純

減（5．7％）と同程度の定員純減を行うとされていること等を踏まえ、各地方公共団体においては、集中改

革プランにおける定員管理の数値目標の着実な達成に取り組むとともに、職員数の一層の純減を図ることが

求められている。

　

地方公務員の給与に関しては、地域民間給与の更なる反映に向け、人事委員会勧告における公民較差のよ

り精確な算定、公民比較対象企業規模の拡大、説明責任の徹底等を推進するとともに、特殊勤務手当等の是

正、級別職員構成の計画的是正措置など、一層の給与適正化を推進することとしている。

　

また、第三セクターの人件費についても、職員数や給与に関する情報公開等を推進するとともに、地方公

共団体からの補助金等の抑制等を図ることとしている。

　

イ

　

公共サービス改革

　

公共サービス改革については、行政改革推進法第55条第４項において、「その事務及び事業の必要性の有
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最近の地方財政の動向と課題

無及び実施主体の在り方について事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検

討を行う」と規定されたことを踏まえて、住民に対するサービスの提供その他の公共の利益の増進に資する

業務（以下「公共サービス」という。）として行う必要のないもの、その実施を民間が担うことができるも

のについては、廃止、民営化、民間譲渡、民間委託等の措置を講じることとしている。

　

また、公共サービスの見直しに際しては、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る観点から、

地方公社、地方独立行政法人、第三セクターが実施している地方公共団体の公共サービスも含め、市場化テ

ストの積極的な活用に取り組むこととしている。

　

ウ

　

地方公会計改革（地方の資産・債務管理改革）

　

資産・債務の適正な管理や資産の有効活用等のためには、公会計の整備を推進することが必要である。

　

そこで、「行政改革推進法」や「基本方針2006」を踏まえ、指針においては、全地方公共団体に対して、

資産・債務管理に資する公会計の整備が要請されたところである。

　

具体的には、「新地方公会計制度研究会報告書」（平成18年５月）の内容を踏まえ、原則として国の作成

基準に準拠し、貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書及び純資産変動計算書の４表を、単体及び

連結ベースで、取組が進んでいる団体、都道府県及び人口３万人以上の都市は３年後までに、取組が進んで

いない団体、町村及び人口３万人未満の都市は５年後までに作成又は情報の開示に取り組むこととしている。

なお、この作成期限については、国会質疑の中で、菅総務大臣から、指針で示された時期はあるものの、少

しでも早くすべきとの認識が示されたところである。

　

また、資産・債務管理については、各団体において債務圧縮や財源確保を図るため、未利用財産の売却促

進等に取り組んでいるところであるが、簡素で効率的な政府を実現し、債務の増大を圧縮する観点から、地

方も国と同様に資産・債務改革に一層積極的に取り組むことが必要であり、「行政改革推進法」では、地方

公共団体も、その地域の実情に応じ、資産・債務の実態把握や管理体制の状況を確認するとともに、資産・

債務改革の方向性と具体的な施策を策定することとされている。

　

国においては、国有財産の売却等により国の資産（道路、河川等の公共用財産等を除く。）の圧縮を図る

とともに、民間の知見を積極的に活用しつつ、資産・債務の管理の在り方を見直すとされており、改革の具

体的内容、手順及び実施時期を平成18年度中に策定、公表することとされている。

　

それを踏まえ、各地方公共団体においては、財務書類の作成・活用等を通じて資産・債務に関する情報開

示と適正な管理を一層進めるとともにヽ未利用財産の売却促進や資産の有効活用等を内容とする資産・債務

改革の方向性と具体的な施策を３年以内に策定することとしている。

（3）地方公営企業における民間的経営手法の導入等

　

ア

　

地方公営企業

　　

「簡素で効率的な政府」を実現し、財政の健全化を図り、行政に対する信頼性を確保することが喫緊かつ

最重要課題の一つとなる中で、地方公営企業分野においても、民間的経営手法の積極的な導入を含めた不断

の経営改革を通じ、住民に対してより良質のサービスを提供していくことが一層求められている状況にあ

る。

　

地方公共団体においては、「地方公営企業の経営の総点検について」（平成16年４月13日付け総務省自治

財政局公営企業課長通知）、「新地方行革指針」、「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」

等に基づき、以下のとおり積極的な取組を行う必要がある。

　

①

　

現在地方公営企業が供給しているサービス自体の必要性について検討する。また、サービス自体が必
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平成14年度以降の民営化・民間譲渡の状況（累計）
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円

いぺ

∩

人

　　

要な場合であっても、地方公営企業として実施する必要性について十分検討し、特に公共性の確保等の

　　

意義が薄れている場合には、民間への事業譲渡等について検討する。

　

②

　

地方公営企業として事業を継続する場合であっても、公の施設の指定管理者制度、地方独立行政法人

　　

制度、ＰＦＩ事業、民間委託等の民間的経営手法の導入を促進する。

　

③

　

より一層計画性・透明性の高い企業経営を推進するため、中期経営計画の策定、業績評価の実施、積

　　

極的な情報開示に取り組む。特に情報開示にあたっては、人件費、料金水準等について類似団体や民間

　　

企業の対応するデータを添えるなど、住民が理解、評価しやすいように工夫をこらす。

　

平成18年11月１日現在における各地方公共団体の取組状況については、次のとおりとなっている。

　　

（ア）民営化・民間譲渡

　

地方公営企業における過去５年間（平成14年４月１日～平成18年11月１日）の民営化・民間譲渡の実

施事業数は104事業（都道府県・大都市等17事業、市町村等87事業）となっている。そのうち平成16年

度以降のものは84事業（都道府県・大都市等12事業、市町村等72事業）と、それ以前に比べ大幅に増加

している。なお、譲渡された主な事業は、介護サービス事業（46事業）、ガス事業（16事業）、交通事業、観

光施設事業・その他事業（各12事業）であり、上記以外に民営化・民間譲渡の実施を準備している事業が

29事業（都道府県・大都市等６事業、市町村等23事業）ある。

　　

（イ）指定管理者制度

　

地方公営企業における公の施設の指定管理者制度の導入状況については、導入済事業が396事業（都道府

県・大都市等67事業、市町村等329事業）、導入を検討している事業が282事業（都道府県・大都市等37

事業、市町村等245事業）であり、平成17年度の導入済78事業（都道府県・大都市等９事業、市町村等
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(年度)

↓6年度

17年度

18年度

(11 1まで)

{lllZ●

　

地方公営企業{

ソ
ゴ

こおける指定管理者制度の導入状況

市町村等22事業
都道府県、政令市等1事業

0

　　　　　

100

　　

CIEZS

　

地方公営企業｛

水道
1(03％)

200 300

こおける指定管理者制度の導入済事業

‥交通谷昌2(oj5％)
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・
・

　

一
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一

曲
一
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・
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／一下水道

　　

・
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･J
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22(56％)

　　

ｚ一簡易水道
バメ

　　

5(1.3％)

400（事業数）

八港湾整備

　　

22(5.6%)

づ／・

W＿＿

市場
9(2.3%)

と畜場
13(3.3%)

宅地造成
6(1.5%)

69事業)から大幅に増加している。なお、導入された主な事業は、駐車場事業(105事業)、観光施設事業・

その他事業(90事業)、介護サービス事業(83事業)である。

　　

(ウ)アウトソーシング(外部委託)

　

地方公営企業におけるアウトソーシング(外部委託)の実施状況については、実施率(何らかのアウトソー

シングを実施している団体数の割合)が都道府県・大都市等の各事業でほぼ100％に近く、市町村等におい

ても特に水道事業(末端供給)、簡易水道事業、ガス事業、病院事業、下水道事業についてはいずれも100％

に近い割合を示している。

　

以上のように、地方公営企業の民営化・民間譲渡をはじめとした民間的経営手法の導入が大幅に進展して

いる。より質の高いサービスを効率的に提供するため、民営化・民間譲渡を含む経営改革の取組を一層進め

名ことが求められている。
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国民健康保険事業

　

我が国の医療保険の中核として国民健康保険を支える国民健康保険制度については、被保険者の高齢化に

伴う医療費の増嵩、保険税（料）負担能力の低い無職者・低所得者の増加、医療費の地域格差から生じる保
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険者間の不均衡、小規模保険者の増加など、構造的問題を数多く内包している。

　

国民健康保険財政の健全化に向けては、これまでにも低所得者を多く抱える保険者を財政的に支援する保

険者支援制度の創設や高額医療費共同事業の拡充及び法制度化等の新たな財政的支援を講じてきているとこ

ろであるが、安定的な保険運営を可能とする上で、国民健康保険制度の抱える構造的な問題の解決が避けて

通れないところである。このため、国民健康保険、被用者保険等「医療保険制度を通じた給付の平等、負担

の公平を図り、医療保険制度の一元化を目指す」との基本的考え方に立った「医療保険制度体系等に関する

基本方針」が平成15年３月28日に閣議決定された。

　

これを受け、「安心・信頼の医療の確保と予防の重視、医療費適正化の総合的な推進、超高齢社会を展望

した新たな医療保険制度体系の実現」を柱とする「医療制度改革大綱」が平成17年12月１日に決定された

ところであり、特に国民健康保険については、保険者支援制度等の国保財政基盤強化策を継続するとともに、

保険財政の安定化と保険料平準化を促進する観点から、都道府県内の市町村の拠出により医療費を賄う共同

事業の拡充が図られたところである。

　

ウ地方公社等

　

地方公社等については、その経営の適否が地方公共団体の財政に重大な影響を及ぼす可能性があることか

ら、普通会計のほか公営企業会計及び地方公社等の財政状況を全体として的確に把握し、総合的な行財政運

営に努めるとともに、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）の趣旨を踏まえ、その人員

や給与に関する情報を国民に分かりやすく開示させ、改革の取組を促すなど、経営改善等について積極的に

取り組む必要がある。

　

特に、行政改革推進法第57条に基づき、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地

開発公社並びに地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資している法

人に対しては、その職員数及び職員の給与に関する情報を公開するよう要請する必要がある。

　

また、地方公社等については、「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」を踏まえ、人

件費抑制等に向け取組を進める必要がある。

　

このうち、土地開発公社については、新たな土地の取得にあたり、土地利用計画等を慎重に検討するとと

もに、現に保有している土地については事業計画の見直し等を含めて処分の促進に努め、土地取得手続の適

正化や金利の低減を図るとともに、積極的な情報公開等に努める必要がある。土地開発公社の近年の土地保

有総額の推移は、第120図のとおりであり、平成17年度末における土地保有総額は、５兆1,232億円で、前

年度と比べると12.6%減となっており、９年連続して減少している。このうち、５年以上保有している土地

が占める割合は依然として高いことから、特に、保有期間が長期にわたる土地については、処分を積極的に

行う必要がある。

　

また、「土地開発公社経営健全化対策について」（平成16年12月27日付け総務事務次官通知）に基づき、

公社経営健全化団体が指定され、健全化のための取組みが行われているところであるが、その他の地方公共

団体についても、引き続きより一層の土地開発公社の経営の健全化に取り組む必要がある。

　

第三セクターに関しては、改定された「第三セクターに関する指針」（平成15年12月12日付け総務省自

治財政局長通知）の趣旨を踏まえ、外部の専門家による監査を活用する等監査体制の強化を図り、政策評価

の視点も踏まえ、点検評価の充実、強化を図るとともに、積極的かつ分かりやすい情報公開に努める必要が

ある。また、完全民営化を含めた既存団体の見直しを一層積極的に進めることが必要である。さらに、経営

状況が深刻であると判断される場合には、問題を先送りすることなく、経営悪化の原因を検証し、債権者等

関係者とも十分協議しつつ、経営改善策の検討を行い、そのうえで、経営の改善が極めて困難と判断される

ものについては、法的整理の実施等について検討することが必要である。
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（4）地方行政及び地方公務員に対する信頼の回復について
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昨今、地方公共団体において、資金の不適正な扱い、工事発注を巡る不祥事、休暇の不適正な取得、飲酒

運転による交通事故など不祥事件が相次いでおり、国民・住民の地方行政に対する信頼を大きく揺るがして

いる。

　　

「地方にできることは地方に」との原則に基づき、国民の理解や信頼の下、地方分権を一層推進していこ

うとする中にあって、一連の不祥事件は地方公共団体全体の信頼に関わる重大な問題と認識する必要がある。

　

職員一人一人が、不祥事の再発防止を期し、全体の奉仕者であることを改めて強く自覚し、国民本位、住

民本位の行政の推進に全力を尽くすことにより、公務員倫理の確立や適正な行政執行体制の実現を図り、地

方行政及び地方公務員に対する信頼の回復に努めてゆかなければならない。
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第３部

　

最近の地方財政の動向と課題

　

地方分権の進展に伴い地方公共団体の行政の自己決定権・自己責任が拡大されることに対応し、透明性の

向上を図り、適切な情報開示を通じて説明責任を果たしていくことが求められている。

　

とりわけ、地方財政が厳しい状況にある中で、適正な財政運営に資するためにも、財政状況に関して的確

にその実情を伝え、住民の理解を得ることの重要性が高まっている。

　

財政情報の分かりやすい開示という点では、平成13年度以降の決算について、全都道府県及び市町村（一

部事務組合等を除く。以下、この項において同じ。）の決算収支の状況や主要財政指標等を取りまとめた「決

算カード」を総務省ホームページ上で公表し、個別の地方公共団体の財政状況が一目で分かるよう配意して

いる。さらに、平成16年度決算からは、態様の類似する地方公共団体間で容易に主要財政指標等の比較分

析を行うことができる「財政比較分析表」を全都道府県及び市町村で作成し、総務省ホームページを通じて

公表するといった取組を進めているところである。

　

しかしながら、こうした現金主義に基づく決算だけでは、ストックとしての資産・負債に関する情報が十

分提供されないといった問題もあり、発生主義を活用し、複式簿記の考え方を導入した公会計の整備を地方

公共団体においても推進することが必要となっている。

　

その整備状況については、平成18年５月31日現在、平成16年度版の普通会計バランスシートを作成済

みの団体が、都道府県47団体（全団体）、大都市14団体（全団体）、大都市を除く市町村956団体（全体の

52.3%)、平成16年度版行政コスト計算書を作成済みの団体が、都道府県45団体（同95.7%)、大都市14

団体（全団体）、大都市を除く市町村554団体（30．3％）となっている。

　

また、地方独立行政法人、一部事務組合等、地方三公社及び第三セクターを含めた連結バランスシートに

ついては、平成16年度版より全ての都道府県及び大都市で作成・公表を行っているところであるが、大都

市を除く市町村ではわずか3.4%の62団体にとどまっている。

　

取組が進んでいる団体は、財務書類の精度を上げていくことが求められ、未作成の団体においては、まず

は早期の着手が求められるところである。
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{ZDバランスシート等の作成状況
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注 １「指定都市」数は平成16年度は14団体、15年度は13団体である。

２「指定都市を除く市区町村」数は、平成16年度は1.829団体、平成15年度は2,531団体である。
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また、後述の再建法制の見直しに際し、地方公共団体の全ての会計に係る新たなフロー指標や、地方公社

や第三セクターに係るものも含めた地方公共団体の実質的な負債を捉える将来負担比率の導入が検討されて

いるが、財政の状況をもれなく把握の上、公表するという点で軌を一にするものであり、再建法制の見直し

との関係においても整備が急がれるところである。

　

なお、総務省では、平成18年７月より「新地方公会計制度実務研究会」を開催し、「新地方公会計研究会

報告書」で示された２つのモデルについて、倉敷市及び浜松市において、資産評価を含め、財務書類整備の

ためのマニュアル作成を念頭に実証的な検証を行っているところであり、その成果も踏まえ、公会計の整備

が進むことが期待されるところである。

　

他方、簡素で効率的な政府に向けた取組の一環として、徹底した行政改革や公務員の総人件費改革が行わ

れる中で、地方公共団体自らが、給与・定員管理について、住民の理解と協力を得ながら一層の適正化を推

進することが求められている。このため、地方公務員の給与・定員管理等の状況の公表について、その取組

を一層充実させるため、全国共通の様式に沿って各団体が給与情報等をホームページで公表し、そのページ

と総務省のホームページとをリンクさせることにより団体間の比較を可能とする「地方公共団体給与情報等

公表システム」を構築し、平成18年３月から運用を開始している。さらに、平成18年10月に給与構造の

見直し等に対応した公表様式の充実を行っているところであり、住民等が団体間の比較分析を十分行えるよ

う、公表様式に沿った情報開示を徹底することとしている。このような取組を推進するとともに、市場化テ

ストの実施過程・実施実績等（公共サービスの質の向上、経費削減効果などの成果等）についても住民に対

して分かりやすく公表していくことが求められるところである。
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現在、地方公共団体の財政再建制度としては、地方財政再建促進特別措置法（以下（再建法トという。）

が適用される、主として普通会計を対象とした再建制度と、地方公営企業法が適用される公営企業を対象と

した再建制度とが、それぞれ独立して設けられている。再建法は、昭和29年度の赤字団体の財政再建のた

めの手続（本再建）を中心とした特別措置法であり、赤字を生じた団体が自治庁長官への申出により財政再

建計画を策定し、その承認を得て、当該計画に基づいて財政再建を図る仕組み（本再建）であったが、昭和

30年度以降の赤字団体については、本再建の規定の一部を準用しながら再建を行う仕組み（準用再建）と

なっている。再建法により、これまで、本再建団体として承認を受けた団体は588団体（都道府県18団体、

市町村570団体）、準用再建団体として承認を受けた団体は296団体（都道府県２団体、市町村294団体）と

なっている。

　

また、公営企業については、昭和40年度の赤字企業の財政再建のための手続として制度が整備され、そ

の後の赤字企業については、この規定を準用しながら再建を行う仕組みとなっている。これまで、本再建団

体として承認を受けた団体は155団体（都道府県１団体、市町村154団体）、準用再建団体として承認を受

けた団体は25団体（都道府県１団体、市町村24団体）となっている。

　

しかしながら、このような現行の財政再建制度に対し、地方が自由と責任に基づいて自立することが可能

となるような地方分権改革と併せ、十分な情報開示を図りつつ財政危機の深刻化を回避するとともに、財政

状況の著しく悪化した地方公共団体については、住民への行政サービスを継続する主体として再生する道筋

を明らかにすべきとの指摘がなされている。そこで、地方分権21世紀ビジョン懇談会において「いわゆる

“再生型破綻法制”の整備」が指摘され、「基本方針2006」においても「再建法制等も適切に見直す」とさ

れていることを踏まえ、総務省において「新しい地方財政再生制度研究会」が設置され、平成18年12月に

報告書がまとめられた。

　

これによれば、再建法における再建制度（準用再建）の課題について、以下のように指摘されている。

　

①

　

各団体において、常日頃から、早期是正・再生という観点を念頭に置いた分かりやすい財政情報の開

　　

示がなされていないこと。また、財政指標及びその算定基礎の客観性・正確性等を担保する手段が十分

　　

でないこと。

　

②

　

再建団体の基準しかなく、早期に是正を促していく機能がないこと。このため、本来早期に財政の健

　　

全化に取り組むことにより対処すべきものが、事態が深刻化し、結果的に長期間にわたる再建に陥って

　　

しまいかねないこと。また、このことにより、最終的に住民に過大な負担を求めることになりかねない

　　

こと。

　

②

　

実質収支（赤字）比率（プ一指標）のみを再建団体の基準に使っているため、例えば実質公債費比

　　

率など他の指標が悪化した団体や、ストックペースの財政状況に課題がある団体が対象にならないこと。

　　

また、主として普通会計のみを対象とし、公営企業や、地方公社等との関係が考慮されていないこと。

　

④

　

再建を促進するための仕組みが限定的であること。

　

またヽ公営企業における再建制度（準用再建）に゜いても、普通会計を中心とする再建制度とは完全に独

立した別立ての制度となっている上にヽ財政情報の開示が不十分であること、事業の経営状況が住民負担に

直結しやすい場合が多いことヽ早期是正の機能がないこと等の課題を抱えているという点が指摘されている。

　

これを踏まえヽ地方公共団体の運営においてはヽ何より住民に基礎的な行政サービスの提供を継続するこ

とが重要であることからヽ透明なルールに基づく早期是正スキームを設け、それでも改善しない場合に再生
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第３部

　

最近の地方財政の動向と課題

スキームが適用される、２段階の新たな手続の構築が提言され、さらに、現下の各地方公共団体の財政の状

況等を念頭におくと、このような地方公共団体の財政規律の向上を図っていく新しい地方財政再生制度を早

期に構築すべきであるとされた。総務省ではこの提言を受け、地方公共団体の意見等も把握しつつ、財政指

標を整備して情報開示の徹底を図るとともに、財政の早期健全化や再生のための新しい地方公共団体の再生

法制の検討を進めており、現行の再建法や地方公営企業法の再建制度に替わる地方公共団体の財政の健全化

に関する新しい法律案を第166回国会に提出する方針である（平成19年２月26日現在の状況）。

　

なお、報告書では、地方公共団体の債務について金融機関等が減免等を行う債務調整についても整理して

おり、債務調整の導入は、地方行財政制度の抜本改革が進展した場合における地方財政の規律強化に向けた

再生ツールの選択肢として評価できるが、一方でそれを導入する場合には様々な課題があり、今後これらの

課題について検討を深めていくことが必要であると指摘されているところである。これを受け、総務省では、

これらの課題についてさらなる検討を行い、今後の地方分権改革の議論に資するため、平成19年１月に「債

務調整等に関する調査研究会」を設置している。
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第３部

　

最近の地方財政の動向と課題

（1）新型交付税の導入

　

地方行財政の各分野にわたり、国の法令や補助金等による細かな規則、関与が行われていることに対応し

て、地方交付税の基準財政需要額の算定方法は複雑なものとなっており、「地方分権推進計画」（平成10年

５月29日閣議決定）において「地域の実情に即した地方公共団体の自主的・主体的な財政運営に資する方

向で、算定方法の簡素化を進める」とされたほか、累次の基本方針においても算定の簡素化が指摘されてい

た。このような指摘を受けて、算定項目の統合や補正係数の廃止等が行われてきたが、更なる算定方法の簡

素化を図り、交付税の予見可能性を高める観点から、地方分権21世紀ビジョン懇談会における議論を踏ま

え、当時の竹中総務大臣が経済財政諮問会議で人口と面積を基本とした簡素な算定を行う新型交付税の導入

を提案した。また、「基本方針2006」においても、「地方団体の財政運営に支障が生じないよう必要な措置

を講じつつ、簡素な新しい基準による交付税の算定を行うなど見直しを図る」とされたところである。

　

これらを踏まえ、平成19年度より「国の基準づけがない、あるいは弱い行政分野」に簡素な新しい基準

による基準財政需要額の算定（新型交付税）を導入することとし、第166回通常国会に地方交付税法等の一

部を改正する法律案を提出した。

　

平成19年度においては、経常経費のうち「企画振興費」及び「その他の諸費」並びに「道路橋りょう費」

及び「港湾費」を除く投資的経費を新型交付税に移行することとしており、基準財政需要額の１割程度を新

型交付税により算定することとなる見込みである。

　

新型交付税の導入により、基準財政需要額の算定項目は、平成18年度の95（都道府県分42、市町村分

53）から68（都道府県分32、市町村分36）へと３割減少する。

　

なお、新型交付税の導入に当たっては、過疎団体をはじめ人口が少ない団体ほど人□１人当たり行政コス

トが割高になること等を反映するとともに、新たに設ける地域振興費において離島や寒冷地における特別な

財政需要を適切に算定することなどにより、各地方公共団体の現実の財政運営に支障が生じないよう適切に

対処することとしている。

云誦

（2）頑張る地方応援プログラム

　

「地方の活力なくして国の活力なし」の観点から、「魅力ある地方」の創出に向けて、地方独自のプロジェ

クトを自ら考え、前向きに取り組む地方公共団体に対し、地方交付税等の支援措置を新たに講ずる「頑張る

地方応援プログラム」が平成19年度から実施されることとなった（地方交付税措置額3,000億円程度（平

成19年度2,700億円程度））。

　

その基本的枠組みは、地方公共団体が具体的な成果目標を掲げた独自のプロジェクトを策定し、住民に公

表するとともに、総務省も地方公共団体のプロジェクトを総務省ホームページ上で一覧的に公表するもので

あり、地方交付税による主な支援措置としては、市町村が当該プロジェクトに取り組むための経費について

所要の特別交付税措置を講じる（平成19年度500億円程度）とともに、都道府県及び市町村に対し、行政

改革指標、農業産出額、製造品出荷額等の成果指標を普通交付税の算定に反映させる（平成19年度2.200

億円）こととするものである。

　

また、その他の支援措置として、政府一体となって地方の活力を高めるため、総務省ホームページ上で公
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第３部

　

最近の地方財政の動向と課題

表された地方公共団体のプロジェクトに対して、情報通信関係施策のほか、関係各省（農林水産省、経済産

業省、国土交通省）と連携を図り、都市と農山漁村の共生・対流、企業立地促進、観光振興・交流などの施

策に関し、補助事業の優先採択等について配慮することとしている。

　

このほか、総務省ホームページ上で公表された地方公共団体のプロジェクトをもとに事例集を作成し、全

国に普及広報を図るとともに、特に優良な事例に対する表彰や、総務大臣と市町村長等との各都道府県にお

ける懇談会、頑張る地方を応援する全国規模のシンポジウムの開催等を行うこととしている。

　

これらの取組を通じて、地方分権の推進とともに、知恵と工夫にあふれた地方の実現が期待されるところ

である。
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第３部

　

最近の地方財政の動向と課題

（1）行政改革推進法の成立

　

政策金融改革については、「基本方針2005」において、「平成14年12月の経済財政諮問会議の「政策金

融改革について」に従い、経済財政諮問会議において、本年秋に向けて議論を行い。政策金融のあるべき姿

の実現に関する基本方針を取りまとめる」ことが決定され、また、平成17年11月29日には「政策金融改

革の基本方針」がとりまとめられた。この中で、公営企業金融公庫については「地方公共団体の共同債券発

行機能であり、政策金融スキームで行う必要はなく、撤退する。」「廃止し、資本市場等を活用した仕組みに

移行する。」こととされた。これらの議論を経て、同日に政府・与党政策金融改革協議会が開かれ、最終的

に、公営企業金融公庫については、「必要な財政基盤を確保する等廃止に向けた一定の移行措置を講ずる」こ

と等が加えて合意され、政府・与党において「政策金融改革について」が取りまとめられた。

　

この「政策金融改革の基本方針」及び政府・与党合意事項については、「行政改革の重要方針」に盛り込

まれることとなり、これを反映した「行政改革推進法」においても、公営企業金融公庫関係については第７

条において「公営企業金融公庫は、平成20年度において、廃止するものとし、地方公共団体のための資金

調達を公営企業金融公庫により行う仕組みは、資本市場からの資金調達その他金融取引を活用して行う仕組

みに移行させるものとする。」とされ、第２項において「政府は、前項の移行の後の仕組みのために必要な

財政基盤を確保するための措置を講ずるものとする。」とされた。

（2）政策金融改革に係る制度設計の決定

　

行政減量・効率化有識者会議等で「行政改革推進法」成立後の制度設計に向けた議論が行われ、平成18

年６月27日に「政策金融改革に係る制度設計」（以下、「制度設計」という。）が決定された。公営企業金融

公庫に関する事項としては、基本的な考え方として、「公営企業金融公庫は、平成20年度において、廃止す

るものとし、廃止後の地方公共団体のための資金調達は、資本市場からの資金調達その他の金融取引を活用

して行う仕組みとする。この仕組みのために必要な財政基盤を確保するための措置を講ずる。」「新たな仕組

みについては、地方分権も踏まえ、国が担ってきた仕組みから、地方が主体的に担う仕組みに移行させるこ

とを基本とする。」「既往の地方公共団体向け貸付債権に係る債券（借換債）について、所要の経過措置を講

ずる。」、また、新たな仕組みの在り方として、「地方公共団体は共同して、資金調達のための新組織を自ら

設立する。」「同組織は、個々の地方公共団体の資金調達の環境整備を行うとともに、必要に応じて債券発行

により資金調達を行い、個々の地方公共団体に貸付けを行う。その際、国は、新たな出資・保証及びヒト・

モノ・カネの全ての面における関与を行わない。」「公営企業金融公庫が保有する既往の資産・負債は、

デューデリジェンスに基づき適切に同組織に移管・管理する。」「国は、必要な法制度を整備する。」等とさ

れた。

（3）地方六団体案、現公庫の資産・負債の承継、廃止後の新組織のあり方

　

公営企業金融公庫廃止後の新組織については、地方が主体的・自律的に運営を行う組織となることから、

政府における検討と並行して、地方六団体の中でも具体的に議論を行うこととなり、全国知事会の中に「公
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第３部

　

最近の地方財政の動向と課題

営企業金融公庫改革小委員会」が設置された。この委員会において地方六団体の制度設計案がとりまとめら

れ、平成18年10月31日に総務大臣に提出された。また、「制度設計」においては、「遅くとも次期通常国

会には関連法案を提出する」とされたことから、政府、与党等の様々な場において、公営企業金融公庫廃止

後の新組織のあり方および現公庫の資産・負債の承継に関する議論が行われた。この結果、現公庫が保有す

る債券借換損失引当金（以下「引当金」という。）の承継に関しては、新組織の将来にわたる安定的な経営

を確保し、現公庫の既往の債権の適切な管理等を行うものとして、平成20年10月の組織移行時に見込まれ

る引当金の全額である、概ね3．4兆円程度を承継することとなった。

　

また、これらの財務基盤の議論と並行し、公営企業金融公庫廃止後の新組織の在り方についても引き続き

検討が深められ、「行政改革推進法」及び「制度設計」を踏まえ、地方公共団体の資本市場からの資金調達

を補完し、水道、交通、病院、下水道、公営住宅、臨時地方道等住民生活に密着した社会資本整備に対し、

引き続き長期かつ低利の資金融通を行う組織を地方公共団体が自ら設立するものとする「地方公営企業等金

融機構法案」を第166回国会に提出したところである。
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687

　　　　

43

　　　

244.5

　　

中

　

都

　

市

　　　

…

　　　

…

　　

124

　　

196

　　

191

　　

187

　　

183

　　

179

　　

157

　　

148

　　

139

　　

155

　　

173

　　　　

18

　　　　

･‥

　　

小

　

都

　

市

　　　

…

　　　

…

　　

430

　　

448

　　

450

　　

450

　　

451

　　

442

　　

445

　　

448

　　

463

　　

489

　　

514

　　　　

25

　　　　

･‥

　

町

　　　　　

村

　

9,582

　

4,285

　

2.812

　

2,564

　

2,562

　

2.562

　

2.558

　

2,557

　

2.551

　

2,537

　

2,443

　

1.789

　

1,044

　

△745

　　　

10.9

(ｌ退lj也

ｽﾞな

s共団ｌ)

　

9' 914　4' 822　3' 41 8 3,279　　3,279　　3,279　3,276　　3,274　　3,270　　3,259　　3,179　　2,568　1,868　　　△　700　　　　　　　18.8

特

　　　　

１

　　　　

[ｘ

　　　　　　

23

　　　　　

23

　　　　　

23

　　　　　

23

　　　　　

23

　　　　　

23

　　　　　

23

　　　　　

23

　　　　　

23

　　　　　

23

　　　　　

23

　　　　　

23

　　　　　

23

　　　　　　　

－

　　　　　

100.0

マ1務晋へ?t

　

…

　

…1.804 2.284 2,276 2,264 2,221 2,158 2,136 2.114 2,057 1,798 1,527△271　　…

(特別地

几

共団体)

　

¨

　

'¨1
'
827 2' 307 2' 299 2' 287 2' 244 2' 1 81 2' 1 59 2' 1 37 2' 080 1

'
821　1

'
550　△271　　¨'

　

合｀

　　　　　

訓‾

　　　　　　　　

…

　　　　　

…

　　

5,245

　　

5, 586　　5, 578　　5, 566　　5, 520　　5, 455　　5.429　　5,396　　5.259　　4,389　　3.418　　　△　971　　　　　　　　･･･

（注）

　

１

　

昭和28年10月１日は。旧町村合併促進法が施行された日である。

　　　　

２

　

特別地方公共団体のうち財産区及び地方開発事業団は、本表に掲げていない。

その１

　

国勢調査人口の推移

第２表

　

団体種類別人口

　

の推移

　　　　　　　　　　

人

　　　　　

口（千人）

　　　　　　　

比

　　　

較

　　　　　　　

構

　　

成

　　

比（％）

　　　　　　　

１団体当たり人口（人）

区

　　

分

　　

平

　

成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　　　　　　

2.10.1

　　

7.10.1

　

12.10.1

　

17.10.1

　

増

　

減

　　

増減率

　　

2.10.1

　　

7.10.1

　

12.10.1

　

17.10.1

　

12.10.1

　

17.10.1

　

比

　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）

　　

（Ｂ）（Ｂト（Ａ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ｃ）

　　

（Ｄ）（Ｄ）－（Ｃ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千人

　　　　

％

特

　

別

　

区

　　

8.164

　　

7,968

　　

8,135

　　

8.490

　　　

355

　　　

4.4

　　　

6.6

　　　

6.3

　　　

6.4

　　　

6.6

　

353,682

　

369,115

　　

15.433

大

　

都

　

市

　　

18,050

　

19.151

　

19.605

　

22.007

　　

2, 402　　12. 3　　14. 6　　15. 3　　15. 4　　17. 2 1,633,743 1,571,957△61,786

中

　

核

　

市

　　　　

－

　　　　

－

　　

11.835

　　

16.928

　　

5, 093　　　43. 0　　　　－　　　　－　　　9. 3　　　13.2　438,323　457.514　　19,191

特

　

例

　

市

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　

10.880

　　

10,880

　　　

皆増

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

8.5

　　　　

－

　

278.986

　

278,986

都

　　

市

　

69.430

　

70,891

　

60.317

　

51.959△8.358

　

△13. 9　　56. 2　　56. 5　　47. 5　　40.7　95,589　78,725△16,864

ふ

(TfT部）

劃‾

　　

95.644

　　　

98,009

　　　

99,891

　　　

110,264

　　　

10,373

　　　　　

10.4

　　　　　

77.4

　　　　　

78.1

　　　　　　

78.7

　　　　　

86.3

　　　

144,143

　　　

142,645

　

△

　　

1,498

町

（郡部）

村

　　

27, 968　27, 561　27, 035　17, 504 △9, 531　△35.3　　22.6　　21.9　　21.3　　13.7　10,573　11,940　　1.367

合ヽ

　　　　　

劃一

　　　

123,611

　　　

125,570

　　

126,926

　　

127.768

　　　　　　

842

　　　　　　

0．7　　　　100．0　　　　100.0　　　　100．0　　　　100.0　　　39,054　　　57.065　　　18,011

ぐ注）

　

１団体当たり人口は、人口を各調査日現在の団体数で除したものである。

資６



その２

第２表

　

団体種類
．
＝
．
’

□
力

都道府県別国勢調査人口及び住民基本台帳登載人口の状況

人口の推移（つづき）

　　　　　　　　　　　　　

平成７年10月１日

　　

平成12年10月１日

　　

平成17年10月１日

　　　　

増

　　

減

　　　　　

増減率

　　　　

平成18年３月31日

　

区

　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ｂト（Ａ）

　　　　　

（Ｃソ（Ａ）

　　　　

現在住民基本台帳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（A）

　　　　　　　

（B）

　　　　　　　

（C）

　　　　　　　

×100

　　　　　

登載人口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人

　　　　　　　　　

人

　　　　　　　　　

人

　　　　　　　　　

人

　　　　　　　　　

％

　　　　　　　　　　

人

jﾋ

　　　　

i毎

　　　　

遣〔

　　　　　　　　　　　

5, 692, 321　　　　　　　　　　5, 683. 062　　　　　　　　　5, 627,737　　　　　　　　　△　55,325　　　　　　　　　　　　△　1.0　　　　　　　　　　　5.629.970

W

　　　　　　　　　　

■

　　　　　　　　　　

1.481.663

　　　　　　　　　

1,475,728

　　　　　　　　　

1,436,657

　　　　　　　　　

△39,071

　　　　　　　　　　　

乙2.6

　　　　　　　　　　

1,460,144

岩’

　　　　　

手･

　　　　　　

1,419.505

　　　　　

1,416,180

　　　　　

1,385,041

　　　　　

八31.139

　　　　　　

八2.2

　　　　　　

1.388,164

1

　　　　　　　　　　　

珊と

　　　　　　　　　　　

2, 328, 739　　　　　　　　　2, 365.320　　　　　　　　　2,360,218　　　　　　　　　八　　5,102　　　　　　　　　　　　△　0.2　　　　　　　　　　　2,344,569

ji火

　　　　　　　　　　　　

日≡1

　　　　　　　　　　　　

1, 213. 667　　　　　　　　　　1, 189,279　　　　　　　　　　1,145,501　　　　　　　　　　△　43,778　　　　　　　　　　　　　△　3.7　　　　　　　　　　　　1,156,356

山

　　　　　　

形

　　　　　　

1 , 256, 958　　　　　1, 244,147　　　　　1,216,181　　　　　八27.966　　　　　　乙2.2　　　　　　1,212,163

相S

　　　　　　

炭j

　　　　　　

2, 133, 592　　　　　2, 126,935　　　　　2,091,319　　　　　八35,616　　　　　　八1.7　　　　　　2.100,851

求ﾐ

　　　　　

j成

　　　　　　

2, 955. 530　　　　　2, 985.676　　　　　2,975.167　　　　　八10.509　　　　　　八0.4　　　　　　9 QQQ
c;QQ

4坊

　　　　　

:木

　　　　　　

1,984.390

　　　　　

2,004,817

　　　　　

2,016,631

　　　　　　

11.814

　　　　　　　　

0.6

　　　　　　

2,009,498

群1

　　　　　　

1

　　　　　　

2,003,540

　　　　　

2,024,852

　　　　　

2,024,135

　　　　　

八

　　

717

　　　　　　　

八0.0

　　　　　　

2,020,037

j奇

　　　　　　

エ

　　　　　　

6.759,311

　　　　　

6,938,006

　　　　　

7,054,243

　　　　　　

116,237

　　　　　　　　

1.7

　　　　　　

7.019,919

千-

　　　　　　　　　　　

■

　　　　　　　　　　　

5,797,782

　　　　　　　　　

5.926.285

　　　　　　　　　

6.056,462

　　　　　　　　　　　

130.177

　　　　　　　　　　　　　　　

2.2

　　　　　　　　　　　

6,035,658

ﾐ4ﾐ£

　　　　　　　　　　　

京:

　　　　　　　　　　

11,773,602

　　　　　　　　　

12,064,101

　　　　　　　　　

12,576,601

　　　　　　　　　　　

512.500

　　　　　　　　　　　　　　　

4.2

　　　　　　　　　　

12.273,376

村1

　　　　

奈･

　　　　

川1

　　　　　　　　　　　

8,245,902

　　　　　　　　　

8,489,974

　　　　　　　　　

8,791,597

　　　　　　　　　　　

301,623

　　　　　　　　　　　　　　　

3.6

　　　　　　　　　　　

8,693,373

新･

　　　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　　　

2,488,364

　　　　　　　　　

2,475,733

　　　　　　　　　

2,431,459

　　　　　　　　　

△44,274

　　　　　　　　　　　　

△

　

1.8

　　　　　　　　　　　

2,438,482

1

　　　　　　　　　　　　

ﾛ」

　　　　　　　　　　　

1,123,125

　　　　　　　　　　

1,120,851

　　　　　　　　　　

1,111,729

　　　　　　　　　　

△

　　

9.122

　　　　　　　　　　　　　

△

　

0.8

　　　　　　　　　　　　

1,114,714

■

　　　　　　　　　　　　

ill

　　　　　　　　　　　　

1.180,068

　　　　　　　　　　

1,180,977

　　　　　　　　　　

1,174,026

　　　　　　　　　　

八

　　

6.951

　　　　　　　　　　　　　

△

　

0.6

　　　　　　　　　　　　

1,171,106

相S

　　　　　　　　　　　

ヰ

　　　　　　　　　　　　　

826.996

　　　　　　　　　　　

828.944

　　　　　　　　　　　

821,592

　　　　　　　　　

乙

　　

7.352

　　　　　　　　　　　　

△

　

0.9

　　　　　　　　　　　　　

821,073

山

　　　　　　

ﾐ梨

　　　　　　　

881,996

　　　　　　

888,172

　　　　　　

884,515

　　　　　

乙

　

3,657

　　　　　　

八0.4

　　　　　　　

879.239

長:

　　　　　　　　　　

l抒

　　　　　　　　　　

2,193,984

　　　　　　　　　

2,215,168

　　　　　　　　　

2,196.114

　　　　　　　　　

△

　

19,054

　　　　　　　　　　　　

△

　

0.9

　　　　　　　　　　　

2,190,874

11皮

　　　　　　　　　　　

阜-

　　　　　　　　　　　

2,100,315

　　　　　　　　　

2,107,700

　　　　　　　　　

2,107,226

　　　　　　　　　

八

　　　

474

　　　　　　　　　　　　

△

　

0.0

　　　　　　　　　　　

2,105,011

l･

　　　　　　　　　　

岡

　　　　　　　　　　　

3,737,689

　　　　　　　　　

3,767,393

　　　　　　　　　

3,792,377

　　　　　　　　　　　　

24,984

　　　　　　　　　　　　　　

0.7

　　　　　　　　　　　

3．775，903

愛

　　　　　　

知

　　　　　　

6,868,336

　　　　　

7,043,300

　　　　　

7,254,704

　　　　　　

211,404

　　　　　　　　

3.0

　　　　　　

7,106,585

三

　　　　　　

重

　　　　　　

1,841,358

　　　　　

1,857,339

　　　　　

1,866,963

　　　　　　　

9.624

　　　　　　　　

0.5

　　　　　　

1,857,456

■

　　　　　　

W

　　　　　　

1,287,005

　　　　　

1,342,832

　　　　　

1,380,361

　　　　　　

37,529

　　　　　　　　

2.8

　　　　　　

1.365,393

京:

　　　　　　

j郎

　　　　　　

2,629,592

　　　　　

2,644,391

　　　　　

2,647,660

　　　　　　　

3,269

　　　　　　　　

0.1

　　　　　　

2.566,420

大

　　　　　　　　　　　

■

　　　　　　　　　　　

8,797,268

　　　　　　　　　

8,805,081

　　　　　　　　　

8,817,166

　　　　　　　　　　　　

12,085

　　　　　　　　　　　　　　　

0.1

　　　　　　　　　　　

8,663,719

j･

　　　　　　　　　　

■

　　　　　　　　　　　

5,401,877

　　　　　　　　　

5.550,574

　　　　　　　　　

5,590,601

　　　　　　　　　　　　

40,027

　　　　　　　　　　　　　　

0.7

　　　　　　　　　　　

5,576,784

1

　　　　　　　　　　　

良.

　　　　　　　　　　

1.430,862

　　　　　　　　　　

1,442,795

　　　　　　　　　　

1,421,310

　　　　　　　　　

八

　

21,485

　　　　　　　　　　　　

△

　

1.5

　　　　　　　　　　　

1.430,366

矛口

　　　　

歌こ

　　　　　

LL」

　　　　　　　　　　

1,080,435

　　　　　　　　　　

1,069,912

　　　　　　　　　　

1,035,969

　　　　　　　　　

△

　

33,943

　　　　　　　　　　　　

△

　

3.2

　　　　　　　　　　　

1,061,559

,島

　　　　　　　　　　

m

　　　　　　　　　　　　

614,929

　　　　　　　　　　　

613,289

　　　　　　　　　　　

607,012

　　　　　　　　　

△

　

6.277

　　　　　　　　　　　　

△

　

1.0

　　　　　　　　　　　　　

610.434

島

　　　　　　　　　　　

4艮

　　　　　　　　　　　　　

771.441

　　　　　　　　　　　

761,503

　　　　　　　　　　　

742,223

　　　　　　　　　

△

　

19.280

　　　　　　　　　　　　

△

　

2. 5　　　　　　　　　　　　　744. 677

岡

　　　　　　

山

　　　　　　

1,950,750

　　　　　

1,950,828

　　　　　

1,957,264

　　　　　　　

6,436

　　　　　　　　

0.3

　　　　　　

1.954.919

1

　　　　　　

島

　　　　　　

2,881.748

　　　　　

2,878, 915　　　　　2, 876, 642　　　　　乙　2,273　　　　　　　八0. 1　　　　　　2, 870, 907

山

　　　　　

［］

　　　　　

1.555,543

　　　　　

1,527,964

　　　　　

1,492.606

　　　　　

八35.358

　　　　　　

八2.3

　　　　　　

1,499,002

1

　　　　　　　　　　　

肩，

　　　　　　　　　　　　

832,427

　　　　　　　　　　　

824, 108　　　　　　　　　　　809, 950　　　　　　　　　△　14, 158　　　　　　　　　　　　△　1.7　　　　　　　　　　　　　816,321

1

　　　　　　　　　　

ill

　　　　　　　　　　　

1,027,006

　　　　　　　　　

1,022,890

　　　　　　　　　

1,012,400

　　　　　　　　　

△

　

10.490

　　　　　　　　　　　　

△

　

1.0

　　　　　　　　　　　

1,026,088

1

　　　　　　

1

　　　　　　

1,506,700

　　　　　

1,493, 092　　　　　1, 467, 815　　　　　乙25.277　　　　　　八1. 7　　　　　　1 , 486, 946

凍i

　　　　　　　　　　

矢］

　　　　　　　　　　　　

816,704

　　　　　　　　　　　

813, 949　　　　　　　　　　　796, 292　　　　　　　　　△　17,657　　　　　　　　　　　　△　2. 2　　　　　　　　　　　　　799, 121

字冨

　　　　　　

岡

　　　　　　

4,933,393

　　　　　

5,015,699

　　　　　

5, 049, 908　　　　　　　34, 209　　　　　　　　0. 7　　　　　　5, 028, 026

ｲ左

　　　　　　

賀

　　　　　　　

884,316

　　　　　　

876. 654　　　　　　866, 369　　　　　八10,285　　　　　　　乙1.2　　　　　　　　872,302

長ﾆ

　　　　　　　　　　　

μ府

　　　　　　　　　　　

1,544,934

　　　　　　　　　　

1 , 516. 523　　　　　　　　　　1, 478, 632　　　　　　　　　△　37.891　　　　　　　　　　　　△　2. 5　　　　　　　　　　　1, 494, 879

j眼

　　　　　　

萍こ

　　　　　　

1.859,793

　　　　　

1,859,344

　　　　　

1,842,233

　　　　　

八17,111

　　　　　　　

乙0.9

　　　　　　

1,858,522

大

　　　　　　　　　　　　

分ヽ

　　　　　　　　　　　

1,231,306

　　　　　　　　　　

1,221, 140　　　　　　　　　　1, 209, 571　　　　　　　　　　△　11.569　　　　　　　　　　　　　△　0. 9　　　　　　　　　　　　1,
221. 714

宮’

　　　　　　　　　　　

11奇

　　　　　　　　　　　　

1,175,819

　　　　　　　　　　

1, 170, 007　　　　　　　　　　1, 153, 042　　　　　　　　　　△　16, 965　　　　　　　　　　　　　△　1.4　　　　　　　　　　　　1,
172,402

鹿:

　　　　

児，

　　　　

μろ

　　　　　　　　　　　

1,794,224

　　　　　　　　　　

1, 786, 194　　　　　　　　　　1, 753, 179　　　　　　　　　△　33,015　　　　　　　　　　　　八　1.
8　　　　　　　　　　　1, 759, 650

1中

　　　　　　

絹1

　　　　　　

1.273.440

　　　　　

1,318, 220　　　　　1, 361, 594　　　　　　43, 374　　　　　　　　3.
3　　　　　　1 , 381 , 820

合ヽ

　　　　　　　　　　

劃一

　　　　　　　　　

125,570,245

　　　　　　　　

1 26, 925, 843　　　　　　　　127, 767･ 994　　　　　　　　　　　842･ 1 51　　　　　　　　　　　　　　　0.7　　　　　　　　　　1
27･ 055･ 025
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団体区分

都

　

市

大

　

中

特

　

都

町

　

合

(注)

財政力指数

道

　　

府

　
　
　

５

町

　
　

者

核

　

例

中

小

都

　

都

県

　

村

市

　

市

市

　

市

市

　

市

村

計

第３表

　

財政力指数段階別の団体数及び構成比

0｡30未満

14

514

-

－

－

51

　

1

　

50

463

528

　

％

29.8

28.2

　

－

-

　

－

7.4

0.6

9.7

44.3

28.3

0｡30以上

0.50未満

　

22

478

　

－

１

－

　
　
　
　

Ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ
Ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
a

0
4

　
　

2

　
　

8
4

　
　

7

　
　

0

C
M

^

Ｃ
ｖ
Ｊ

I
D

　　

％

46.8

26.2

　

－

2.7

　

－

29.7

11.6

35.8

26.1

26.8

0｡50以上

1.00未満

10

C
Ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｃ
Ｏ

Ｏ

　
　
　

１

７

C
Ｏ

Ｏ

Ｃ
Ｏ

Ｃ
Ｏ

371

121

250

256

713

　　

％

21.3

38.6

92.9

89.2

76.9

54.0

69.9

48.6

24.5

38.2

1｡00以上

　

1

126

１

３

　

9

61

31

Ｏ

　
　
　

Ｃ
Ｍ

Ｃ
Ｏ

Ｌ
Ｏ

127

　

％

2.1

6.9

　

7.1

　

8.1

23.1

　

8.9

17.9

　

5.8

　

5.0

　

6．8

合

　

47

1,821

　

14

７

　
　
　

Ｃ
Ｔ
ｉ

Ｃ
Ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
ｏ

687

173

514

1,044

1,868

計

　　

％

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

力
数
均

政財
指
平

0.43

0.52

0.83

0.78

0.86

0.62

0.79

0.57

0.42

0.52

　　

「財政力指数」は、平成15、16、17年度の各年度における普通交付税の算定に用いた基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の単純平

均値である。

第４表

　

一部事務組合等の設置目的別団体数の推移

　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　

較

　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　

11.3.31

　　　

12.3.31

　　　

13.3.31

　　　

14.3.31

　　　

15.3.31

　　　

16.3.31

　　　

17.3.31

　　　

18.3.31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（A）

　　　　

（B）

　　

（Bト（AX

総

　　　　　

務

　　　　　

関

　　　　　

係

　　　　　　　　　　

294

　　　　　　　　　

304

　　　　　　　　　

308

　　　　　　　　　

306

　　　　　　　　　

311

　　　　　　　　　

303

　　　　　　　　　

269

　　　　　　　　　

247

　　　　　　

△

　

22

　

うち退職手当組合

　　　　　

47

　　　　

46

　　　　

47

　　　　

48

　　　　

47

　　　　

46

　　　　

44

　　　　

44

　　　　

－

民

　　　

生

　　　

関

　　　

係

　　　　　　

145

　　　　　

185

　　　　　

147

　　　　　

137

　　　　　

136

　　　　　

131

　　　　　

115

　　　　　

103

　　　

△

　

12

衛

　　

生

　　

関

　　

係

　　　　

1,000

　　　　

913

　　　　

887

　　　　

874

　　　　

859

　　　　

843

　　　　

739

　　　　

625

　　　

△114

　

うち伝染病組合

　　　　

107

　　　　

34

　　　　

5

　　　　

2

　　　　

1

　　　　

1

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　

･ｼ

　　

し尿･ごみ処理組合

　　　　　　

744

　　　　　

731

　　　　　

729

　　　　　

719

　　　　　

705

　　　　　

691

　　　　　

610

　　　　　

521

　　　

△

　

89

商

　　　

工

　　　

関

　　　

係

　　　　　　　

５

　　　　　　

５

　　　　　　

５

　　　　　　

５

　　　　　　

５

　　　　　　

３

　　　　　　

１

　　　　　　

１

　　　　　

－

農

　

林

　

水

　

産

　

関

　

係

　　　　　　

142

　　　　　

141

　　　　　

140

　　　　　

133

　　　　　

129

　　　　　

122

　　　　　

107

　　　　　

87

　　　

△

　

20

　

うち林野（造林）組合

　　　　　

74

　　　　　

73

　　　　　

73

　　　　　

69

　　　　　

68

　　　　　

62

　　　　　

55

　　　　　

43

　　　

△

　

12

土

　　　

木

　　　

関

　　　

係

　　　　　　

28

　　　　　

28

　　　　　

28

　　　　　

27

　　　　　

27

　　　　　

26

　　　　　

24

　　　　　

17

　　　

△

　

7

消

　　　

防

　　　

関

　　　

係

　　　　　

463

　　　　　

460

　　　　　

460

　　　　　

458

　　　　　

454

　　　　　

440

　　　　　

389

　　　　　

323

　　　

△

　

66

教

　　　

育

　　　

関

　　　

係

　　　　　　

136

　　　　　

137

　　　　　

137

　　　　　

135

　　　　　

129

　　　　　

126

　　　　　

95

　　　　　

77

　　　

△

　

18

　

うち小学校組合

　　　　

18

　　　　

18

　　　　

18 17　　　　　　17　　　　　　17　　　　　　12　　　　　　　9　　　　△　3

　　

々

　

中学校組合

　　　　

53

　　　　

54 51　　　　　　51 51　　　　　　50　　　　　　35　　　　　　　　　　25　　　　　　△　　10

そ

　　　

の

　　　

他

　　　　　

51

　　　　

48

　　　　　

46

　　　　　

61 64　　　　　63　　　　　59　　　　　47　　　△　12

　

合゛

　　　　　　　　　　　　　

訓‘

　　　　　　　　　

2’ 264　　　　　　2･ 221　　　　　　　2･ 158　　　　　　29 1 36　　　　　　2･ 1 14　　　　　　2, 057　　　　　　1
, 798　　　　　　1 , 527　　　　　△　271
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その１ 単純合計額の状況

第５表

　

決

　　

算 規

　　

模 の

　　

状 況

(単位

　

百万円

　

％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　

較

　　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　

平成17年度

　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ユ。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増

　

減

　

額

　　　

増減率

　　　

篇1斐

歳

　　

入

　　

総

　　

額（Ａ）十（B）

　　　　　　

99, 173, 124　　　　　　99, 645,528　　　　　△　472,404　　　△　0.5　　　△　1．3

　　

都

　　　

道

　　　

府

　　　

県（A）

　　　　　　　

48,694,518

　　　　　　　

48,995,491

　　　　　　

△

　

300,973

　　　　

△

　

0.6

　　　　

△

　

1.6

　　

市町村（純計額）（B）

　　　　　

50,478,606

　　　　　

50,650,037

　　　　

△

　

171,431

　　　

△0.3

　　　

△1.1

　　

市町村（単純合計額）

　　　　　　

52,049,768

　　　　　

52,349,742

　　　　

△

　

299.974

　　　

△0.6

　　　

△1.2

　　　　

mにｒミ合゛゛゛

　　　　　　　

49,833.535

　　　　　　　　　　　　　

49.950.010

　　　　　　　　　　　

乙

　　　

116.475

　　　　　　　　

八

　　

0.2

　　　　　　　　

乙

　　

1.0

　　　　　　

大

　　　　

都S

　　　　

7↑i

　　　　　　　　

10,269,230

　　　　　　　

9,830,665

　　　　　　　　

438.565

　　　　　　

4.5

　　　　

八

　

2.2

　　　　　　

中

　　　　

核

　　　　

市

　　　　　　　　　

5,929,028

　　　　　　　

5.488.120

　　　　　　　　

440,908

　　　　　　

8.0

　　　　　　

2.4

　　　　　　

4寺

　　　　　　　

伊り

　　　　　　　

･市

　　　　　　　　　　　　　　　

3.461.120

　　　　　　　　　　　　　

3.558,236

　　　　　　　　　　

乙

　　　

97,116

　　　　　　　

△

　

2.7

　　　　　　　　　　　

5.2

　　　　　　

m

　　　　　　　　　　　　　　　　

T↑i

　　　　　　　　　　　　　　

20,737,210

　　　　　　　　　　　　

18,342,355

　　　　　　　　　　　　　

2,394,855

　　　　　　　　　　

13.1

　　　　　　　　　　

13.4

　　　　　　　　

吽1

　　　　　

善S

　　　　　

j打

　　　　　　　　　　　　　　　

9,391,676

　　　　　　　　　　　　　

8,200.757

　　　　　　　　　　　　　

1,190,919

　　　　　　　　　　

14.5

　　　　　　　　　　

14.3

　　　　　　　　

/」ヽ

　　　　　

匍S

　　　　　　

■

　　　　　　　　　　　　　　　

11.345,535

　　　　　　　　　　　　　

10,141,598

　　　　　　　　　　　　　　

1,203,937

　　　　　　　　　　　

11.9

　　　　　　　　　　　

12.7

　　　　　　

町‘

　　　　　　　　　

半寸

　　　　　　　　

6.530,085

　　　　　　　

9,973,178

　　　　　

八3.443,093

　　　　

A 34.5　　　　八21.9

　　　　　　

特=

　　　　　　　

別』

　　　　　　

［K

　　　　　　　　　　　　　　　

2,906,862

　　　　　　　　　　　　　

2,757,457

　　　　　　　　　　　　　　　

149,405

　　　　　　　　　　　

5.4

　　　　　　　　　　　

0.9

　　　　

一

　

部

　

事

　

務

　

組

　

合

　

等

　　　　　　　　

2.216,233

　　　　　　　

2,399,732

　　　　　　

△

　

183,499

　　　　

△

　

7.6

　　　　

△

　

3.7

歳

　　

出

　　

総

　　

額（Ｃ）十（D）

　　　　　　

96,933,997

　　　　　　

97,451,206

　　　　　

△

　

517,209

　　　

△0.5

　　　

△

　

1．3

　　

j郎

　　

■

　　

府

　　

県一一（C）

　　　　　　

47,873,301

　　　　　　

48,193,452

　　　　　

八

　

320.151

　　　

八0.7

　　　

乙

　

1.5

　　

市町村（純計額）（D）

　　　　　

49,060,696

　　　　　

49,257,753

　　　　

△

　

197.057

　　　

△0.4

　　　

△1.1

　　

市町村（単純合計額）

　　　　　　

50,631,858

　　　　　

50,957,459

　　　　

△

　

325.601

　　　

△0.6

　　　

△1.2

　　　　

帽に:尹ｏ゛9

　　　

48,515,456

　　　　　　　　　　　　　

48,650,925

　　　　　　　　　　　

△

　　　

135.469

　　　　　　　　

△

　　

0.3

　　　　　　　　

△

　　

1.0

　　　　　　

大

　　　　　　　

ｍ

　　　　　　　

叶f

　　　　　　　　　　　　　　

10,152,483

　　　　　　　　　　　　

9,735.861

　　　　　　　　　　　　　　

416.622

　　　　　　　　　　

4.3

　　　　　　　

八

　

2.0

　　　　　　

中

　　　　

核

　　　　

市

　　　　　　　　

5,765,547

　　　　　　　

5,345,499

　　　　　　　　

420.048

　　　　　　

7.9

　　　　　　

2.6

　　　　　　

特

　　　　

例

　　　　

市

　　　　　　　　

3,380.851

　　　　　　　

3,474,649

　　　　　　

△

　　

93.798

　　　　

△

　

2.7

　　　　　　

5.1

　　　　　　

都s

　　　　　　　　　　　　　　　　

T↑i

　　　　　　　　　　　　　

20,120,487

　　　　　　　　　　　　

17.814.077

　　　　　　　　　　　　

2,306.410

　　　　　　　　　　

12.9

　　　　　　　　　　

13.1

　　　　　　　　

r=p

　　　

裁s

　　　

･市

　　　　　　　　

9,116,680

　　　　　　　

7,984,401

　　　　　　　

1,132,279

　　　　　

14.2

　　　　　

14.0

　　　　　　　　

/」ヽ

　　　　　

都S

　　　　　　

m

　　　　　　　　　　　　　　　

11,003,807

　　　　　　　　　　　　　　

9.829,676

　　　　　　　　　　　　　　

1,174.131

　　　　　　　　　　　

11.9

　　　　　　　　　　　

12.4

　　　　　　

町一

　　　　　　　　　

村‘

　　　　　　　　

6,300,696

　　　　　　　

9,627,337

　　　　　

八3,326,641

　　　　

八34. 6　　　　八21.8

　　　　　　

特=

　　　　　　　

１

　　　　　　　

［K

　　　　　　　　　　　　　　

2,795,392

　　　　　　　　　　　　

2,653,503

　　　　　　　　　　　　　　

141,889

　　　　　　　　　　　

5.3

　　　　　　　　　　　

0.4

　　　　

一

　

部

　

事

　

務

　

組

　

合

　

等

　　　　　　　　

2,116,402

　　　　　　　

2, 306, 533　　　　　　△　190,131　　　　△　8.2　　　　△　3,7
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その２ 純計額の状況

第５表

　

決

　　

算 規

　　

模 の

　

状 況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　

較

　　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　

平成17年度

　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増

　

減

　

額

　　　

増減率

　　　

れ：

歳

　　　

入

　　　

総

　　　

額（A）

　　　　　　

99,173,124

　　　　　

99,645,528

　　　　　

△472,404

　　　

△0.5

　　　

△1．3

団

　

体

　

間

　

重

　

複

　

額（B）

　　　　　　　

6,236,655

　　　　　　　

6,203,292

　　　　　　　　　

33,363

　　　　　　

0.5

　　　　　　

1.4

　　

§｛727ｽﾞ岩市（市町村に対する

　　　　　　　　

2,729,892

　　　　　　　

2,611.051

　　　　　　　　

118,841

　　　　　　

4.6

　　　　

△

　

2.9

　　

同級他団体からの分担金，負担金等

　　　　　　　　　

157.402

　　　　　　　　

206,548

　　　　　　　

△

　

49,146

　　　　

△23.8

　　　　　　

4.0

　　

1;UJからの分担金，負担金，寄

　　　　　　　　　

550,285

　　　　　　

562.006

　　　　　

△11,721

　　　

△2.1

　　　

△10.3

　　

市町村たばこ税都道府県交付金

　　　　　　　　　　

1.873

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

1,873

　　　　　

皆増

　　　　　　

一

　　

特別区財政調整交付金

　　　　　　　

860,228

　　　　　　

808.091

　　　　　　　

52,137

　　　　　

6.5

　　　　

4.2

　　

利

　

子

　

割

　

交

　

付

　

金

　　　　　　　　

98,090

　　　　　　

138.681

　　　　　

△40,591

　　　

△29.3

　　　

△6.9

　　

配

　　

当

　　

割

　　

交

　　

付

　　

金

　　　　　　　　　　

47,339

　　　　　　　　　

28.010

　　　　　　　　　

19,329

　　　　　　

69.0

　　　　　　

皆増

　　

株式等譲渡所得割交付金

　　　　　　　　

68.982

　　　　　　　

28,865

　　　　　　　

40,117

　　　　

139.0

　　　　

皆増

　　

地

　

方

　

消

　

費

　

税

　

交

　

付

　

金

　　　　　　　　

1.249.432

　　　　　　　

1,349,047

　　　　　　

△

　

99,615

　　　　

△

　

7.4

　　　　　

11.2

　　

ゴルフ場利用税交付金

　　　　　　　　

43,576

　　　　　　　

45.422

　　　　　

△

　

1,846

　　　

△4.1

　　　

△6.2

　　

特別地方消費税交付金

　　　　　　　　　

29

　　　　　　　　

52

　　　　　

△

　　

23

　　　

△44.2

　　　

△32.5

　　

自動車取得税交付金

　　　　　　

316,687

　　　　　　

316,999

　　　　　

△

　

312

　　　

△0.1

　　　　

2.3

　　

軽

　

油

　

引

　

取

　

税

　

交

　

付

　

金

　　　　　　　　　

112.840

　　　　　　　　

108.521

　　　　　　　　　

4.319

　　　　　　

4.0

　　　　　　

0.2

歳

　

入

　

純

　

計

　

額（A）－（B）

　　　　　　

92,936,469

　　　　　　

93,442,236

　　　　　　

△505,767

　　　　

△

　

0.5

　　　

△

　

1．5

歳

　　　

出

　　　

総

　　　

額（c）

　　　　　

96,933,997

　　　　　

97.451.206

　　　　　

△517,209

　　　

△0.5

　　　

△1．3

団

　

体

　

間

　　

重

　

複

　

額（D）

　　　　　　　　

6.236,655

　　　　　　　

6,203,292

　　　　　　　　　

33,363

　　　　　　

0.5

　　　　　　

1.4

　　

11717gに対する事業費等の補助交

　　　　　　　　

2, 729, 892　　　　　　2, 611 , 051　　　　　　　　118,841　　　　　　4.6　　　　△2.9

　　

同級他団体に対する負担金等

　　　　　　　　

157, 402　　　　　　　206. 548　　　　　　△　49,146　　　　△23.8　　　　　4.0

　　

勁昌誤記:”（7）9

　　　　

550, 285　　　　　　562, 006　　　　　△11,721　　　△2.1　　　△10.3

　　

市町村たばこ税都道府県交付金

　　　　　　　　　　

1.873

　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

1.873

　　　　　

皆増

　　　　　　

－

　　

特別区財政調整交付金

　　　　　　　

860. 228　　　　　　808, 091　　　　　　　52, 137　　　　　6.5　　　　4.2

　　

利

　

子

　

割

　

交

　

付

　

金

　　　　　　　　

98, 090　　　　　　138. 681　　　　　△40.591　　　△29.3　　　△6.9

　　

配

　　

当

　　

割

　　

交

　　

付

　　

金

　　　　　　　　　　

47, 339　　　　　　　　　28, 010　　　　　　　　　19, 329　　　　　　69.0　　　　　　皆増

　　

株式等譲渡所得割交付金

　　　　　　　　

68･ 982　　　　　　　28, 865　　　　　　　40, 117　　　　139.0　　　　　皆増

　　

地

　

方

　

消

　

費

　

税

　

交

　

付

　

金

　　　　　　　　

1･249･432

　　　　　　　

1,349,047

　　　　　　

△

　

99,615

　　　　

△

　

7.4

　　　　　　　

11.2

　　

ゴルフ場利用税交付金

　　　　　　　　

43･ 576　　　　　　　45, 422　　　　　△　1.846　　　△　4.1　　　　△　6.2

　　

特別地方消費税交付金

　　　　　　　　　

29

　　　　　　　　　　　　

52

　　　　　

△

　　

23

　　　

△44.2

　　　

△32.5

　　

自動車取得税交付金

　　　　　　

316. 687　　　　　　316. 999　　　　　△　312　　　△　0.1　　　　　　　2.3

　　

軽

　

油

　

引

　

取

　

税

　

交

　

付

　

金

　　　　　　　　　

112･ 840　　　　　　　　108･ 521　　　　　　　　　4, 319　　　　　　4.0　　　　　　0.2

■

　　　

i

　　　

4屯

　　　

訓‾

　　　

額

　

（C）‾（D）

　　　　　　　　　　　　

90･ 697･ 342　　　　　　　　　　　91 ･ 247･ 91 4　　　　　　　　　　　△　550,572　　　　　　　△　0．6　　　　　　　乙　1．4

(注) 次表以下の各表における純計額とは、上記表中の｢歳入純計額(A)-(B)｣又は｢歳出純計額(Cト(D)｣をいう。
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第６表

　

純

　

計 決

　

算 額

　

の 推

　

移

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国

　　　　　

（一

　　　　

般

　　　　

会

　　　　

計）

区

　　　

分

　　　　　

歳

　　　　　　　　

入

　　　　　　　

歳

　　　　　　　

出

　　　　　　　

歳

　　　　　　　　

入

　　　　　　　

歳

　　　　　　　　

出

　　　　　　　　　　　

決算額謡tご斐指数決算額

m iri. m指数決算額jlご斐指数決算額4itご叢指数

旺ほ口36j羊度:

　　　

2, 511 , 550　　　24. 0　　100　　2, 391.080　　　24.2　　100　　2,515,932　　　28.3　　100　　2,063,468　　　　　18.4　　　　100

　　　

37

　　　　　　　　　　　

2･ 982, 850　　　　　18. 8　　　　119　　　　2, 887,366　　　　　20.8　　　　121　　　　2.947,623　　　　　17.2　　　　117　　　　2,556,617　　　　　23.9　　　　124

　　　

38

　　　　　　　　　　　

3･ 397, 659　　　　　13. 9　　　　135　　　　3, 308,833　　　　　14. 6　　　　138　　　　3, 231,214　　　　　　9.6　　　　128　　　　3,044,292　　　　　19.1　　　　148

　　　

39

　　　　　　　　　　　

3･910,921

　　　　　

15. 1　　　　156　　　　3,821,968　　　　　15.5　　　　160　　　　3,446,768　　　　　　6.7　　　　137　　　　3,310,969　　　　　　8.8　　　　160

　　　

40

　　　　　　　　　　　

4･ 478, 035　　　　　14. 5　　　　178　　　　4, 365,140　　　　　14.2　　　　183　　　　3,773,097　　　　　　9.5　　　　150　　　　3,723,017　　　　　12.4　　　　180

　　　

41

　　　　　　　　　　　

5･ 177, 746　　　　　15. 6　　　　206　　　　5, 026,177　　　　　15.1　　　　210　　　　4,552,146　　　　　20.6　　　　181　　　　4,459,196　　　　　19.8　　　　216

　　　

42

　　　　　　　　　　

5, 926, 311　　　　　14. 5　　　　236　　　　5, 725,497　　　　　13.9　　　　239　　　　5,299,446　　　　　16.4　　　　211　　　　5,113,035　　　　　14.7　　　　248

　　　

43

　　　　　　　　　　　

6, 958, 874　　　　　17. 4　　　　277　　　　6, 729,574　　　　　17.5　　　　281　　　　6.059,873　　　　　14.3　　　　241　　　　5,937,082　　　　　16.1　　　　288

　　　

44

　　　　　　　　　　　

8, 305, 229　　　　　19. 3　　　　331　　　　8, 033,912　　　　　19.4　　　　336　　　　7.109,267　　　　　17.3　　　　283　　　　6,917,838　　　　　16.5　　　　335

　　　

45

　　　　　　　　　　

10, 103. 998　　　　　21. 7　　　　402　　　　9, 814,878　　　　　22.2　　　　410　　　　8,459,181　　　　　19.0　　　　336　　　　8,187,697　　　　　18.4　　　　397

　　　

46

　　　　　　　　　　

12, 179, 449　　　　　20. 5　　　　485　　　11, 909,529　　　　　21.3　　　　498　　　　9,970.859　　　　　17.9　　　　396　　　　9.561,131　　　　　16.8　　　　463

　　　

47

　　　　　　　　　　

15, 090, 702　　　　　23. 9　　　　601　　　14, 618.283　　　　　22.7　　　　611　　　12,793,873　　　　　28.3　　　　509　　　11,932,172　　　　　24.8　　　　578

　　　

48

　　　　　　　　　　

18, 217, 086　　　　　20. 7　　　　725　　　17, 473,883　　　　　19.5　　　　731　　　16,761,978　　　　　31.0　　　　666　　　14.778,303　　　　　23.9　　　　716

　　　

49

　　　　　　　　　　

23, 486. 710　　　　　28. 9　　　　935　　　22, 887,888　　　　　31.0　　　　957　　　20,379,123　　　　　21.6　　　　810　　　19,099.793　　　　　29.2　　　　926

　　　

50

　　　　　

26, 044, 417　　　10. 9　1, 037　　25.654.468　　　12.1　1,073　　21,473,416　　　5.4　　853　　20.860,879　　　9.2　1,011

　　　

51

　　　　　　　　　　

29, 503, 523　　　　　13.3　　L175　　　28,907,036　　　　　12.7　　1,209　　　25,076,017　　　　　16.8　　　　997　　　24.467.612　　　　　17.3　　L186

　　　

52

　　　　　

34, 014, 343　　　15. 3　1 , 354　　33,362,119　　　15.4　1.395　　29,433,623　　　17.4　1,170　　29,059,842　　　18.8　1,408

　　　

53

　　　　　

39, 133, 798　　　15. 1　1, 558　38,346,995　　　14.9　1,604　34,907,265　　　18.6　1,387　34,096,030　　　17.3　1,652

　　　

54

　　　　　　　　　　

43, 132, 151　　　　　10.2　　1,717　　　42,077,946　　　　　　9.7　　1,760　　　39,779,228　　　　　14.0　　1.581　　　38,789,831　　　　　13.8　　1,880

　　　

55

　　　　　　　　　　

46.803,074

　　　　　　

8.5

　　

1.864

　　　

45,780,784

　　　　　　

8.8

　　

1,915

　　　

44,040,667

　　　　　

10.7

　　

1,750

　　　

43,405,026

　　　　　

11.9

　　

2,103

　　　

56

　　　　　

50.103,281

　　　

7.1

　

1.995

　

49,165,293

　　　

7.4

　

2,056

　

47,443,338

　　　

7.7

　

1.886

　

46.921,154

　　　

8.1

　

2,274

　　　

57

　　　　　　　　　　

52.167,701

　　　　　　

4.1

　　

2,077

　　　

51,133,257

　　　　　　

4.0

　　

2.139

　　　

48,001.281

　　　　　　

1.2

　　

1.908

　　　

47.245.064

　　　　　　

0.7

　　

2,290

　　　

58

　　　　　　　　　

53,461,945

　　　　　　

2.5

　　

2,129

　　　

52,306,947

　　　　　　

2.3

　　

2,188

　　　

51,652,905

　　　　　　

7.6

　　

2,053

　　　

50,635,307

　　　　　　

7.2

　　

2,454

　　　

59

　　　　　

54,973,200

　　　

2.8

　

2,189

　　

53,869.962

　　　

3.0

　

2,253

　　

52,183,385

　　　

1.0

　

2,074

　　

51,480,623

　　　

1.7

　

2,495

　　　

60

　　　　　

57,472,555

　　　

4.5

　

2,288

　

56,293,463

　　　

4.5

　

2,354

　

53.992,562

　　　

3.5

　

2.146

　

53,004,511

　　　

3.0

　

2,569

　　　

61

　　　　　

60,074,817

　　　

4.5

　

2,392

　

58.717,063

　　　

4.3

　

2.456

　

56,489,194

　　　

4.6

　

2.245

　

53,640.432

　　　

1.2

　

2,600

　　　

62

　　　　　　　　　　

64.661,859

　　　　　　

7.6

　　

2,575

　　　

63.220,132

　　　　　　

7.7

　　

2,644

　　　

61,388,769

　　　　　　

8.7

　　

2,440

　　　

57,731,141

　　　　　　

7.6

　　

2,798

　　　

63

　　　　　

68,009,464

　　　

5.2

　

2,708

　　

66,401,636

　　　

5.0

　

2,777

　　

64,607,381

　　　

5.2

　

2,568

　　

61,471,062

　　　

6.5

　

2.979

･平成元ご年度2

　　　

74,566,747

　　　

9.6

　

2,969

　

72,729,016

　　　

9.5

　

3,042

　

67,247,823

　　　

4. 1　2, 673　65,858,939　　　7. 1　3, 192

　　　

2

　　　　　　　　　　

80,410,014

　　　　　　

7.8

　　

3,202

　　　

78,473,217

　　　　　　

7.9

　　

3.282

　　　

71,703,468

　　　　　　

6.6

　　

2,850

　　　

69.268.676

　　　　　　

5.2

　　

3,357

　　　

3

　　　　　

85,709,945

　　　

6.6

　

3,413

　　

83,806,515

　　　

6.8

　

3,505

　　

72,990,559

　　　

1.8

　

2,901

　　

70,547.185

　　　

1.8

　

3,419

　　　

4

　　　　　

91,423,820

　　　

6.7

　

3,640

　

89,559,705

　　　

6.9

　

3.746

　　

71.465,997

　　

八2.1

　

2,841

　　

70,497,432

　　

八0.1

　

3,416

　　　

5

　　　　　

95,314,172

　　　

4.3

　

3,795

　

93,076,359

　　　

3.9

　

3,893

　　

75,169,012

　　　

5.2

　

2,988

　

72,540,326

　　　

2.9

　

3,515

　　　

6

　　　　　

95,994,493

　　　

0.7

　

3,822

　　

93,817,836

　　　

0.8

　

3.924

　　

74,074,943

　　

八1.5

　

2,944

　　

71,349,541

　　

乙1.6

　

3,458

　　　

7

　　　　　　　　　

101.315.603

　　　　　　

5.5

　　

4,034

　　　

98,944,511

　　　　　　

5.5

　　

4.138

　　　

80,557,216

　　　　　　

8.8

　　

3,202

　　　

75,938,516

　　　　　　

6.4

　　

3,680

　　　

8

　　　　　

101,350,538

　　　

0.0

　

4,035

　　

99,026,140

　　　

0.1

　

4,141

　　

81,809,039

　　　

1.6

　

3,252

　　

78,847,867

　　　

3.8

　

3,821

　　　

9

　　　　　　　　　　

99,887,786

　　　

△

　

1.4

　　

3,977

　　　

97,673,772

　　　

△

　

1.4

　　

4.085

　　　

80,170,473

　　　

△

　

2.0

　　

3.187

　　　

78,470,310

　　　

△

　

0.5

　　

3,803

　　　

10

　　　　

102,868,902

　　　

3.0

　

4,096

　

100,197,545

　　　

2.6

　

4.190

　

89,782,694

　　

12.0

　

3,569

　

84,391.798

　　　

7.5

　

4,090

　　　

11

　　　　　　　　　

104,006.504

　　　　　　

1.1

　　

4,141

　　

101,629,110

　　　　　　

1.4

　　

4,250

　　　

94,376,336

　　　　　　

5.1

　　

3,751

　　　

89,037,431

　　　　　　

5.5

　　

4,315

　　　

12

　　　　　　　　　

100,275,101

　　　

△

　

3. 6　　3, 993　　　97, 616, 360　　　△　3. 9　　4･ 083　　　93, 361 , 027　　　△　1. 1　　3･ 711　　　89,321,050　　　　　　0.3　　4.329

　　　

13

　　　　

100,004,082

　

八0. 3　3, 982　97, 431 , 688　八0. 2　4, 075　86, 903. 039　八6.9　3,454　84, 811, 129　八5. 0　4, 110

　　　

14

　　　　　

97,170,222

　

乙2. 8　3, 869　94, 839, 418　八2. 7　3･ 966　87, 289. 022　　　0. 4　3, 469　83, 674. 290　八1.3　4,055

　　　

15

　　　　　

94,887,025

　

八2. 3　3, 778　92,581,841　　八2.4　3,872　85,622,807　八1.9　3,403　82,415,971　　八1.5　3.994

　　　

16

　　　　　

93,442,236

　

八1.5

　

3,721

　

91.247,914

　

八1.4

　

3,816

　

88,897,515

　　　

3.8

　

3,533

　

84,896,776

　　　

3.0

　

4,114

　　　

17

　　　　　　　　　　

92,936,469

　　　

△

　

0. 5　　3, 700　　　90, 697, 342　　　△　0. 6　　3･ 793　　　89･ 000･ 271　　　　　　0. 1　　3･ 537　　　85ヽ519･ 592　　　　　　0. 7　　4･ 144

(注) 決算額からは、特定資金公共事業債償還時補助金、特定資金公共投資事業債償還時補助金及びこれら補助金と相殺された償還金を除いている。

資11



　　　　　　　　　　

第７表

　

決

その１

　

黒字、赤字の団体別の状況

算

　

収 支

　

の 状

　　

況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　

比

　　　

較

　

区

　　　　　　　　

分

　　

団体数

　

歳

　　

入

　

歳

　　

出

　

歳入歳出差引翌年度に繰

　

実質収支

　

団体数

　

実質収支

　

団体数

　

増

　　

減

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ｂト（Ｃ）り越すべき（Ｄ）－（Ｅ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ,･

　　　

（Ｂ）

　　　

（Ｃ）

　　　

（Ｄ）

　　

財源

　

（Ｅ）

　

（Ｆ）

　　　

（Ｇ）

　　　

（Ｈ･）

　

（Ａ）－（Ｇ）（Ｆ）－（Ｈ）

全

　　　　　

団

　　　　　

体

　

都

　

道

　

府

　

県（A）

　　　　

47

　

48.694.518

　

47,873.301

　　

821.217

　　

595,025

　　

226,193

　　　　　

47

　　

157, 604　　　　　－　　　68, 589

　

市町村（単純合計額) (B)　　　3,371　52,049,768　50,631,858　　1,417.910　　327,745　　1,090,165　　　4.342　　1, 063. 187　　　△971　　　26,978

　　

訂訟就諾が

　　　

1,844

　

49,833,535

　

48.515,456

　　

1,318,079

　　　

319.651

　　　

998,428

　　　　

2,544

　　　

979.220

　　　

八700

　　　

19.208

　　　

大

　　　　　　

剖s

　　　　　　

･市

　　　　　　　　　　

14

　　

10,269,230

　　

10,152,483

　　　　　

116,747

　　　　　　

89,231

　　　　　　

27,516

　　　　　　　　　

13

　　　　　　

25.203

　　　　　　　　　　

1

　　　　　　

2.313

　　　

特

　　　　　　

別」

　　　　　　

区

　　　　　　　　　　

23

　　　

2.906,862

　　　

2,795,392

　　　　　

111.470

　　　　　　

10,798

　　　　　

100.672

　　　　　　　　　

23

　　　　　　

88.602

　　　　　　　　　

－

　　　　　　

12,070

　　　

りｺ

　　　　

ｷ亥

　　　　

竹i

　　　　　　

37

　　

5.929,028

　　

5,765,547

　　　

163,481

　　　

48,964

　　　

114,517

　　　　　　

35

　　　

97.876

　　　　　　

2

　　　

16.641

　　　

特

　　　　　　

■

　　　　　　

j打

　　　　　　　　　　

39

　　　

3.461,120

　　　

3,380,851

　　　　　　

80,269

　　　　　　

18,295

　　　　　　

61,974

　　　　　　　　　

40

　　　　　　

65,332

　　　　　　

八

　　

１

　　

八

　　

3,358

　　　

1

　　　　　　　　　

i↑j‘

　　　　　

687

　

20,737,210

　

20,120.487

　　　

616.723

　　　

113.916

　　　

502,807

　　　　　

644

　　　

419,404

　　　　　

43

　　　

83.403

　　　　　

q=1

　　　　　

都s

　　　　　

一市‘

　　　　　　　　　

173

　　　

9,391,676

　　　

9.116,680

　　　　　

274.996

　　　　　　

52.943

　　　　　

222,053

　　　　　　　　

155

　　　　　

172,327

　　　　　　　　　

18

　　　　　

49.726

　　　　　

／jヽ

　　

酋s

　　　

叶j‘

　　　　　

514

　

11,345.535

　

11,003.807

　　　

341,728

　　　

60,974

　　　

280,754

　　　　　

489

　　　

247,077

　　　　　

25

　　　

33,677

　　　

μI］‘

　　　　　　　　　

半寸

　　　　　

1,044

　　

6,530.085

　　

6,300.696

　　　

229,389

　　　

38.446

　　　

190,943

　　　　

1,789

　　　

282,803

　　　

乙745

　

乙

　

91,860

　　

一部・jl艇L台ヽ1

　　　　

1,527

　　

2,216,233

　　

2,116,402

　　　

99,831

　　　　

8.094

　　　

91,737

　　　　

1,798

　　　

83.967

　　　

八271

　　　　

7,770

　

j

　　　　　

劃一（Ａト十（B）

　　　　

3,418

　

100,744,286

　

98,505,159

　　

2,239,127

　　　

922,769

　　

1,316,358

　　　　

4,389

　　

1,220,791

　　　　

乙971

　　　　

95,567

黒

　　

字

　　

の

　　

団

　

体

　

■

　　

■

　　

府

　　

ｉ（A）

　　　　　

45

　

43,427,397

　

42,607.804

　　　

819,593

　　　

572,800

　　　

246.793

　　　　　

46

　　　

181,268

　　　

八

　

1

　　　

65,525

　

T↑j‘■ｷす（月!糾1台･計‘ｌ）（B）

　　　

3,345

　

51.553,601

　

50,119,436

　　

1,434,165

　　

326,170

　　

1.107.995

　　　

4,266

　　

1,098,727

　　　

八921

　　　

9,268

　　

昌鄙就諾が

　　　

1.820

　

49,337,977

　

48,003,643

　　

1,334,334

　　　

318.077

　　

1,016,257

　　　　

2,473

　　

1,014,615

　　　

八653

　　　　

1.642

　　　

大

　　　　　　

■

　　　　　　

i↑j｀

　　　　　　　　　　

14

　　

10,269.230

　　

10.152,483

　　　　　

116,747

　　　　　

89.231

　　　　　　

27.516

　　　　　　　　　

12

　　　　　

26,550

　　　　　　　　　

2

　　　　　　　　

966

　　　

特

　　　　　　

１

　　　　　　

区

　　　　　　　　　　

23

　　　

2,906,862

　　　

2,795,392

　　　　　

111,470

　　　　　　

10.798

　　　　　

100,672

　　　　　　　　　

23

　　　　　　

88.602

　　　　　　　　　

－

　　　　　　

12.070

　　　

r=1=1

　　　　　　

ｷ亥

　　　　　　

1

　　　　　　　　　　

37

　　　

5,929.028

　　　

5,765,547

　　　　　

163,481

　　　　　　

48.964

　　　　　

114.517

　　　　　　　　　

34

　　　　　　

99.544

　　　　　　　　　　

3

　　　　　　

14.973

　　　

特

　　　　　　

f列

　　　　　　

丿打

　　　　　　　　　　

39

　　　

3.461,120

　　　

3,380,851

　　　　　　

80,269

　　　　　　

18,295

　　　　　　

61,974

　　　　　　　　　

40

　　　　　　

65.332

　　　　　　

乙

　　

１

　　

乙

　　

3,358

　　　

劃S

　　　　　　　　　

T↑i

　　　　　

669

　

20,275.220

　

19,643,152

　　　

632.068

　　　

112,541

　　　

519,527

　　　　　

624

　　　

441,677

　　　　　

45

　　　

77,850

　　　　　

吽1

　　　　　

都S

　　　　　

i↑i

　　　　　　　　　

169

　　　

9,194,570

　　　

8,914,420

　　　　

280.150

　　　　　

52,870

　　　　

227,280

　　　　　　　　

149

　　　　　

182,692

　　　　　　　　

20

　　　　　

44,588

　　　　　

月ヽ

　　　

都S

　　　

i打

　　　　　　

500

　

1 1 , 080, 649　10, 728. 731　　　351 , 918　　　　59, 671　　　292.247　　　　　475　　　258,985　　　　　　25　　　　33,262

　　　

町‾

　　　　　　　　　

十寸

　　　　　

1,038

　　

6,496.518

　　

6.266,218

　　　

230.300

　　　

38.248

　　　

192.052

　　　　

L740

　　　

292,9〔〕9

　　　

八702

　

△100.857

　　

一部■■組合 W　　　　1,525　　2.215,624　　2,115,793　　　99,831　　　　8.093　　　91,738　　　　1,793　　　84,112　　　八268　　　　7,626

　

合｀

　　　　　　　　　

剖‾

　

（Ａ）十（B）

　　　　　　　

3,390

　　

94,980,998

　　

92, 727, 240　　　2, 253, 758　　　　　898, 970　　　1 , 354, 788　　　　　　4, 312　　　1,279,995　　　　　　△922　　　　　　74,793

赤

　　

字

　　

の

　　

団

　　

体

　

割S

　

■

　

府二

　

県（A）

　　　　　

2

　

5･ 267･ 122　5, 265, 496　　　1 , 626　　　22, 226　八20.600　　　　　1　△23.664　　　　　1　　　3,064

　

市町村（単純合計額）（B）

　　　　

26

　　

496･ 167　　512･422　△16, 255　　　1 , 575　△17,830　　　　76　△35,540　　　△50　　　17.710

　　

昌匹就な屋台｀

　　　　

・1

　　

495･ 558　　　511･ 813　　八16･ 255　　　　1･ 574　　八17,829　　　　　　71　　八35.394　　　　△　47　　　　17,565

　　　

大

　　

都

　　

市

　　　　

‾

　　　

‾

　　　

‾

　　　

‾

　　　

－

　　　

－

　　　　

1

　

△□47

　　

△

　

1

　　

1.347

　　　

特

　　　

別

　　　

区

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

＿

　　　　

－

　　　

中

　　

核

　　

市

　　　　

‾

　　　　

‾

　　　

‾

　　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　　

1

　

△1.668

　　

△

　

1

　　

1.668

　　　

特

　　　

例

　　　

市

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

＿

　　　　

－

　　　

都S

　　　　　　　　　　　　　　

T↑i

　　　　　　　　　　

18

　　　　　

461･991

　　　　　

477･335

　　　

△

　

15･ 344　　　　　　　1･376　　　△　16, 720　　　　　　　　　20　　　△22.273　　　　　　八　　2　　　　　　5,553

　　　　　

中

　　　　　

都S

　　　　　

叶i‘

　　　　　　　　　　　

4

　　　　　

197･ 105　　　　　202･ 260　　　△　5･155　　　　　　　　　72　　　△　5.227　　　　　　　　　　6　　　△　10,365　　　　　　八　　2　　　　　　5,138

　　　　　

小

　　

都

　　

市

　　　　　

14

　　

264･ 886　　275･ 076　△10･ 190　　　1 , 304　△11,494　　　　14　△11.908　　　　－　　　　414

　　　

μ丁

　　　　　　　　　

ｷ4‘

　　　　　　

6

　　　

33･ 567　　　34･ 478　　乙　　911　　　　　198　　八　り09　　　　　49　　八10,106　　　乙　43　　　　8,997

　　

一部事務組合等

　　　　

2

　　　　

609 609　　△　　　1　　　　　　O　　△　　　1　　　　　　5　　△　　146　　　△　3　　　　　145

　

台｀

　　　　　　　　　

計

　

（Ａ）十（B）

　　　　　　　　　　

28

　　　

5’763, 288　　　5’ 777･ 91 9　　　△　14･ 631　　　　　　23･ 799　　　△　38･430　　　　　　　　　77　　　△59, 204　　　　　　△　49　　　　　　20,774

（注）

　

平成16年度の赤字の団体には、合併に伴う打切り決算により赤字となった47市町村及び４一部事務組合等が含まれている。
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その２

第７表

　

決

　　

算

都道府県別実質収支等の状況

収

　　

支 の

　　

状 況（つづき）

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　

歳

　　

入歳

　　

出歳入歳出翌年度に繰実質収支単年度収支積

　

立

　

金繰上償還額積

　

立

　

金実質単年度

　

区

　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　

為

丿

糾匹j‾驚

　　　　　　　　　　　　

取崩し額?1

）十（Ｆ）

］ｙ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）

　　

（Ｂ）

　　

（Ｃ）

　　

（Ｄ）

　

（Ｃト巾）

　

（Ｅ）

　　

（Ｆ）

　　

（Ｇ）

　　

（Ｈ）

　

（Ｇト仙

北

　　　　　　　

海

　　　　　　　

遣〔

　　　

2･ 637･ 806　　2, 632, 283　　　　　　5, 523　　　　　　5,850　　八　　　327　　　△　2,601　　　　　　1,137　　　　　　4.781　　　　　　　　　－　　　　　　3,317

W

　　　　　　

I

　　　　　　　

県

　　　　

748, 221　　　　738, 871　　　　　9, 350　　　　　7.941　　　　　　1,409　　　八　　334　　　　　14　　　4,453　　　　　　1,500　　　　　　2,633

1

　　　　　　　

l

　　　　　　　

!具

　　　　

719, 833　　　　704. 106　　　　　15, 727　　　　　13, 745　　　　　　1,982　　　△　1,434　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　1,791　　　△　3,225

宮’

　　　

t成

　　　　

!展

　　

804, 812　　788, 129　　　16, 683　　　14,914　　　1,769　　△1,663　　　4,708　　　　　－　　　6,111　　八3,065

4火

　　　　　　　

日ﾖ

　　　　　　　

県

　　　　

672, 163　　　　665, 767　　　　　　6, 396　　　　　4, 787　　　　　　1,609　　　八　　618　　　　　　1,110　　　　　　　　－　　　　　　1,400　　　八　　908

山

　　　　　　　

ﾓ形

　　　　　　　

県

　　　　

598. 320　　　　588, 925　　　　　9, 395　　　　　5,523　　　　　3.872　　　　　　　775　　　　　1,384　　　　　　　　－　　　　　　1,200　　　　　　　959

字冨

　　　　　　　

島

　　　　　　　

県

　　　　

874 , 815　　　　866 , 427　　　　　8, 388　　　　　　5, 602　　　　　　2.786　　　八　　389　　　　　　1,953　　　　　　　　－　　　　　　6,942　　　△　5.377

ぶﾐ

　　　　　　　

戈成

　　　　　　　

県

　　　　

999, 287　　　　985, 237　　　　　14,050　　　　　9,639　　　　　　4.411　　　八　　474　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　∠X　　474

m

　　　　

ぶ

　　　　

県

　　

806. 471　　786, 839　　19,632　　17,702　　　1,930　八　381　　　　33　　　　　－　　　1,000　△1,348

1

　　　　　　　

J刄

　　　　　　　

県

　　　　

745, 967　　　　733. 222　　　　　12, 745　　　　　11,344　　　　　　1.401　　　　　　　　83　　　　　　　669　　　　　　2,289　　　　　　1,100　　　　　　1,940

1奇

　　　　　　　

三E

　　　　　　　

県

　　　

1 , 517, 008　　1 , 504, 087　　　　　12, 921　　　　　　9,652　　　　　3,269　　　八　　103　　　　　　　　　3　　　　　17,300　　　　　　　500　　　　　16,699

.ﾆ:F

　　　　

■

　　　　

県

　

1,459,168

　

1,446,649

　　　

12,519

　　　

10,488

　　　

2,031

　　

乙

　

190

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

一

　　

八

　

190

T束

　　　　

京こ

　　　　

割S

　

6,433.387

　

6,220,216

　　

213,171

　　　

62,630

　　

150,541

　　　

80.889

　　

184,924

　　　　　

－

　　　　　

－

　　

265,813

掌申

　　　　

１

　　　　

川【

　　　　

!展

　　　

1,727,724

　　

1 , 71 1 , 262　　　　　16,462　　　　　13,374　　　　　　3.088　　　△　2,028　　　　　3,601　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　1,573

新･

　　　　　　　

｜

　　　　　　　

県

　　　

1.251,970

　　

1,227,495

　　　　　

24,475

　　　　　

20,640

　　　　　

3,835

　　　

乙

　　

876

　　　　　　　

574

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

一

　　　

乙

　　

302

1

　　　　

ﾛ」

　　　

県

　　

525.153

　　

510,556

　　

14.597

　　

12.749

　　　

1,848

　

乙2,500

　　　　　

2

　　　　　

－

　　　　

700

　

八3.198

:石

　　　　　　　

μ|

　　　　　　　

県

　　　　

527,850

　　　　

520,080

　　　　　　

7,770

　　　　　

7.017

　　　　　　　

753

　　　

八

　　　

33

　　　　　　　　　

6

　　　　　　　　

－

　　　　　　　

400

　　　

八

　　

427

相S

　　　　

三井

　　　　

県

　　

492,422

　　

484,890

　　　

7,532

　　　

5,115

　　　

2.417

　　

八

　

215

　　　　　

5

　　　　　

－

　　　　　

一

　　

八

　

210

山

　　　　　　　

梨

　　　　　　　

県

　　　　

474,654

　　　　

452,938

　　　　

21,716

　　　　　

19,583

　　　　　

2,133

　　　　　　　

145

　　　　　　　　　

4

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　

149

長

　　　　　　　

91

　　　　　　　

県

　　　　　

853,237

　　　　

835,175

　　　　　

18,062

　　　　　

13,718

　　　　　　

4,344

　　　　　　

1.285

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　

1.286

岐:

　　　　　　　

J単

　　　　　　　

県

　　　　　

786,666

　　　　

772.850

　　　　　

13,816

　　　　　　

9,605

　　　　　　

4,211

　　　

八

　　　

18

　　　　　　　　　

7

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

一

　　　

乙

　　　　

11

静一

　　　　

岡

　　　　

県

　

1,107,894

　

1,092,766

　　　

15,128

　　　

10,745

　　　

4,383

　

八

　

277

　　　　　

8

　　　　　

－

　　　

1,000

　

八1,268

1

　　　　　　　

失日

　　　　　　　

県

　　　

2,085.927

　　

2,073,650

　　　　　

12.277

　　　　　

11,551

　　　　　　　　

726

　　　

八

　　

624

　　　　　　　　　

0

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

一

　　　

乙

　　

624

こ

　　　　　　　

・

　　　　　　　

県

　　　　　

694,960

　　　　

670,969

　　　　　

23,991

　　　　　

18,502

　　　　　　

5,489

　　　

△

　

2,464

　　　　　　　　

45

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

708

　　　

△

　

3.127

1

　　　　　　　

で賀

　　　　　　　

県･

　　　　

498,219

　　　　

491,507

　　　　　

6,712

　　　　　　

6.601

　　　　　　　

111

　　　

八

　　

116

　　　　　　　

612

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

496

ﾐ京

　　　　

■

　　　　

府

　　

852,209

　　

843,175

　　　

9,034

　　　

8.559

　　　　

475

　　　　

125

　　　　　

0

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

125

大

　　　　　　　

ｌ

　　　　　　　

府ﾆ

　　　

2,629,316

　　

2,633,213

　　　

△

　

3,897

　　　　　

16,376

　　

△

　

20,273

　　　　　　

3,391

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　

3,391

j･

　　　　

琲£

　　　　

県

　

2,646,630

　

2,635,387

　　　

11,243

　　　

10,671

　　　　

572

　　

八

　

443

　　　　

383

　　　　　

－

　　　　　

一

　　

乙

　　

60

1

　　　　　　　

良。

　　　　　　

県，

　　　　

478,276

　　　　

471,557

　　　　　　

6.719

　　　　　

6,621

　　　　　　　　

98

　　　

八

　　　　

9

　　　　　　　

413

　　　　　　　　

－

　　　　　　

1.000

　　　

八

　　

596

利］

　　　

影こ

　　　　

ﾛ』

　　　　

県

　　　　

512,479

　　　　

503,153

　　　　　　

9,326

　　　　　　

7,434

　　　　　　

1,892

　　　

八

　　

422

　　　　　　　　

31

　　　　　　

1,776

　　　　　　　

429

　　　　　　　

956

鳥

　　　　

取

　　　　

県

　　

385,432

　　

375,040

　　　

10,392

　　　

6,233

　　　

4,159

　

△

　

425

　　　　　

2

　　　　　

－

　　　　　

－

　　

△

　

423

島

　　　　

ｍ

　　　　

県

　　

562,442

　　

549,776

　　　

12,666

　　　

10,355

　　　

2.311

　　　　

314

　　　　　

1

　　　

7,480

　　　　　

1

　　　

7,794

岡

　　　　　　　

ﾛ』

　　　　　　　

県

　　　　

780,668

　　　　

772,257

　　　　　

8, 41 1　　　　　　8, 327　　　　　　　　84　　　八　　　14　　　　　　　　95　　　　　　　　－　　　　　　　　95　　　八　　　14

1

　　　　　　　

炭，

　　　　　　

県

　　　　

983,355

　　　　

972,796

　　　　　

10, 559　　　　　　9, 429　　　　　　1, 130　　　八　　　40　　　　　　　503　　　　　　　　－　　　　　　　　510　　　八　　　48

山

　　　　　　　

に1

　　　　　　　

県

　　　　

738,612

　　　　

724,415

　　　　　

14,197

　　　　　

11,480

　　　　　　

2,717

　　　　　　　

594

　　　　　　

3,002

　　　　　　　　

－

　　　　　　

3,000

　　　　　　　

596

1

　　　　

島，

　　　

県

　　

547,695

　　

518,549

　　　

29, 146　　　28, 811　　　　335　八　170　　　4, 918　　　　　－　　　5, 000　八　252

1

　　　　

ill

　　　　

県

　　

458,373

　　

450,084

　　　

8, 289　　　5, 529　　　2, 760　八　　45　　　2, 933　　　　　－　　　　840　　　2,
048

1

　　　　

■

　　　　

県

　　

654,587

　　

639,725

　　　

14, 862　　　14, 466　　　　396　　八　119　　　2, 021　　　　　－　　　1 , 163　　　　740

高i

　　　　

知］

　　　

県

　　

465,747

　　

454,237

　　　

11 , 510　　　5, 664　　　5, 846　　　2, 465　　　　　6　　　　　1　　　　　－　　　2, 472

1

　　　　　　　

岡

　　　　　　　

県

　　　

1.481,059

　　

1,444,539

　　　　　

36, 520　　　　　34, 753　　　　　　1, 767　　　八　　　34　　　　　　　　21　　　　　　　　　－　　　　　　　　960　　　八　　972

ｲ左

　　　　　　　

で賀

　　　　　　　

県

　　　　

425.394

　　　　

418,532

　　　　　　

6, 862　　　　　　5, 051　　　　　　1, 811　　　乙　　　48　　　　　　1 , 479　　　　　　　　－　　　　　　1, 500　　　△　　　70

1:

　　　　　　　

隔f

　　　　　　　

県

　　　　

692.641

　　　　

675,949

　　　　　

16,692

　　　　　

16,000

　　　　　　　

692

　　　　　　　　

82

　　　　　　　

321

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

400

　　　　　　　　　

4

｜

　　　　　　　

冲こ

　　　　　　　

ﾘR

　　　　

735,927

　　　　

719,188

　　　　　

16, 739　　　　　13, 550　　　　　　3, 189　　　△　2,293　　　　　　　　　4　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　△　2, 289

大

　　　　　　　

う五｝ヽ

　　　　　　

県

　　　　

590,187

　　　　

572,275

　　　　　

17, 912　　　　　17, 198　　　　　　　714　　　　　　　179　　　　　　　610　　　　　　　226　　　　　　1 , 000　　　　　　　　15

宮’

　　　　　　

11奇

　　　　　　　

県･

　　　　

613,905

　　　　

603.881

　　　　　

10, 024　　　　　　9, 502　　　　　　　522　　　　　　　　　3　　　　　　2, 317　　　　　　　　－　　　　　　4,599　　　△　2,
279

1

　　

児。島

　　

県

　　

831,578

　　

814,200

　　　

17, 378　　　13, 733　　　3, 645　八　372　　　2, 948　　　　　－　　　2,
948　乙　372

舛1

　　　　

頴1

　　　　

県

　　

584,073

　　

576,480

　　　

7, 593　　　6, 263　　　1 ･ 330　　　　　33　　　　651　　　　542　　　　660　　　　565

　

台ヽ

　　　　　　　　　　　

剖-

　　　

48,694,518

　

47,873,301

　　　　

821 ，21 7　　　　595, 024　　　　226･ 1 93　　　　　68･ 589　　　　223, 460　　　　　38, 848　　　　　48, 456　　　　282, 443
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その３

第７表

　

決

　　

算 収

　　

支 の

　　

状 況（つづき）

大都市・中核市･特例市･都市(平成18年３月31日現在住民基本台帳登載人口30万人以上)の実質収支等の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　

歳

　　

入

　

歳

　　

出

　

歳入歳出

　

翌年度に

　

実質収支

　

単年度

　

積立金

　

繰

　　

上

　

積立金

　

実質単年度収支

　　

区

　　　　　

分

　　　　　　

（Ａ）

　

（Ｅ）

　

軋ﾉ九万

(C)う）

べ

Ｅ

ﾌﾟ

　

（F）

　　　

゛

（

7

）

゛ﾌﾌﾟ

京附

大

　　　

都

　　　

市

　

札

　　　

幌

　　　

市

　　　

806,611

　　

802,835

　　　

3,776

　　　

2.525

　　　

1,251

　　　　

677

　　　　　

0

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　　

678

　

仙

　　　

台

　　　

市

　　

403,421

　

395,464

　　

7,957

　　

7.554

　　　

403

　

△

　

149

　　　

280

　　　

－

　　

1.508

　　　

△1,377

　

さ

　

い

　

た

　

ま

　

市

　　

379,731

　

364.214

　　

15,517

　　

7,565

　　

7,952

　

△1,507

　　　　

2

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

△1.505

　

千

　　

葉

　　

市

　　

360.567

　

355,467

　　

5,100

　　

5,061

　　　

39

　

△

　

92

　　

1.295

　　　

－

　　

2,511

　　　

△1,308

　

横

　　　

浜

　　　

市

　　

1.363,001

　

1,342,892

　　

20,109

　　

13,751

　　　

6,358

　　　

1,602

　　　　

64

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　

1.667

　

川

　　　　

崎

　　　

市

　　　

513,109

　　

506.269

　　　

6,840

　　　

6.065

　　　　

775

　　　　

141

　　　　　

47

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　　

188

　

静

　　　　

岡

　　　　

市

　　　

249,281

　　

239,796

　　　

9.485

　　　

4,621

　　　

4,864

　　　　

335

　　　　

565

　　　　　

－

　　　　

566

　　　　　　　

334

　

名

　　

古

　　

屋

　　

市

　　

964.400

　

960,297

　　

4.103

　　

3.985

　　　

118

　

△1,125

　　　　

0

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

△1.125

　

京

　　　

都

　　　

市

　　　

681,058

　　

672,032

　　　

9,026

　　　

8,765

　　　　

261

　　　

1,508

　　　　　

1

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　

1.508

　

大

　　　

阪

　　　

市

　　

1,666,375

　

1,664,689

　　　

1.686

　　　

1 , 432　　　　254　　　　25　　　　－　　　　　O　　　　　－　　　　　　　25

　

神

　　　

戸

　　　

市

　　

1.129.083

　

1,118.156

　　

10.927

　　

10,900

　　　　

27

　　　　　

2

　　　　

341

　　　　　

－

　　　　

435

　　　　

△

　　

91

　

広

　　　

島

　　　

市

　　　

513,317

　　

507.799

　　　

5,518

　　　

5,172

　　　　

346

　

△

　

573

　　　　

843

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　　

269

　

北

　　　　

九

　　　　

州

　　　　

市

　　　　　

526,149

　　　

518.673

　　　　　

7,476

　　　　　

6.600

　　　　　　　

876

　　

△

　　　

206

　　　　　　　

639

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

654

　　　　　　　　

△

　　

221

　

福

　　　

岡

　　　

市

　　

713,126

　

703,901

　　

9.225

　　

5.234

　　

3,991

　

△2,905

　　

4,636

　　　

－

　　

2,500

　　　

△

　

770

中

　　　

核

　　　

市

　

函

　　　

館

　　　

市

　　　

130,540

　　

129.645

　　　　

895

　　　　

26

　　　　

869

　

△

　　

16

　　　　　

1

　　　　

－

　　　　

977

　　　　

△

　

993

　

旭

　　　

川

　　　　

市

　　　

150,401

　　

149,441

　　　　

960

　　　　

468

　　　　

492

　

△

　

958

　　　　　

7

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

△

　

951

　

秋

　　　　

田

　　　　

市

　　　

121,537

　　

119.635

　　　

1.902

　　　　

829

　　　

1.073

　

△

　

189

　　　　

886

　　　　　

－

　　　

1,500

　　　　

△

　

803

　

郡

　　　　

山

　　　　

市

　　　

105,810

　　

102.172

　　　

3.638

　　　　

666

　　　

2.972

　

△

　

120

　　　

3.200

　　　　　

－

　　　

3,900

　　　　

△

　

820

　

い

　　

わ

　　

き

　　

市

　　

123,916

　

120.395

　　

3.521

　　

1,348

　　

2,173

　

△

　

759

　　

2,951

　　　　

－

　　

2.827

　　　

△

　

635

　

宇

　

都

　

宮

　

市

　　

153,527

　

147,745

　　

5.782

　　

3,052

　　

2,730

　

△2,506

　　　　

9

　　　

－

　　　　

－

　　　

△2,497

　

川

　　　

越

　　　

市

　　

88,420

　　

85.032

　　

3.388

　　　

312

　　

3.076

　

△

　

507

　　　　

1

　　　

－

　　

1,131

　　　

△1.637

　

船

　　　

橋

　　　

市

　　

141,166

　

137.342

　　

3,824

　　　

816

　　

3.008

　

△

　

238

　　　　

1

　　　　

－

　　

3,000

　　　

△3,237

　

横

　

須

　

賀

　

市

　　

138.635

　

133,365

　　

5,270

　　

1.196

　　

4,074

　

△1.130

　　　　

0

　　　　

－

　　

6,760

　　　

△7,889

　

相

　　

模

　　

原

　　

市

　　　

184,409

　　

175,746

　　　

8.663

　　　

1,657

　　　

7,006

　　　

1.637

　　　　

856

　　　　　

－

　　　

2,774

　　　　

△

　

281

　

新

　　　

潟

　　　

市

　　　

285, 601　　280, 883　　　4, 718　　　1 , 625　　　3, 093　△　　43　　　　380　　　　－　　　1,113　　　　△　775

　

富

　　　

山

　　　

市

　　　

182. 298　　177, 385　　　4, 913　　　1 , 730　　　3, 183　　　3, 183　　　　　3　　　　－　　　　400　　　　　2,786

　

金

　　　

沢

　　　

市

　　　

1 62, 468　　159, 624　　　2 , 844　　　　903　　　1 , 94 1　　　　408　　　　　0　　　3, 018　　　　－　　　　　3.426

　

長

　　　　

野

　　　　

市

　　　

138,755

　　

135,217

　　　

3,538

　　　

2.665

　　　　

873

　

△

　

127

　　　　　

23

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

△

　

104

　

岐

　　　

阜

　　　

市

　　　

140,485

　　

131,532

　　　

8,953

　　　　

221

　　　

8,732

　　　　

882

　　　　　

6

　　　　

－

　　　　

410

　　　　　　

478

　

浜

　　　

松

　　　

市

　　　

252,383

　　

240.681

　　

11,702

　　　

2,502

　　　

9.200

　

△

　　

71

　　　　

92

　　　　

516

　　　　

250

　　　　　　

286

　

豊

　　　　

橋

　　　

市

　　　

109, 071　　104. 398　　　4, 673　　　　399　　　4, 274　　　　164　　　　　13　　　　　－　　　2.400　　　　△2,223

　

岡

　　

崎

　　

市

　　

102,884

　

99,512

　　

3.372

　　　

647

　　

2.725

　

△

　

283

　　　　

81

　　　

－

　　

2.152

　　　

△2,354

　

豊:

　　　

日三1

　　　

T↑i

　　　

165･ 849　　157･ 532　　　8･ 317　　　3･ 191　　　5, 126　　　1, 092　　　　97　　　　286　　　　－　　　　　　1, 475

　

j界

　　　　　　　　

ホ

　　　

270, 647　　268. 866　　　1 , 781　　　1 , 298　　　　483　　　　180　　　　－　　　　　－　　　　　－　　　　　　　180

　

i白i

　　　　　　

4規

　　　　　　

i↑i

　　　　　　

93, 155　　　　92, 352　　　　　　　803　　　　　　　244　　　　　　　559　　　　　　　232　　　　　　　635　　　　　　　　　0　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　866

　

瀕:

　　　

大

　　　

阪

　　　

了打

　　　　　

174,310

　　　

173,244

　　　　　

1.066

　　　　　　　

250

　　　　　　　

816

　　　　　　　

461

　　　　　　　

357

　　　　　　　　　

0

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　

818

　

■

　　　

路

　　　

■

　　　

199,775

　　

191.488

　　　

8.287

　　　

2,325

　　　

5.962

　　　　

204 592　　　　　97　　　　　2.443　　　　　　　　△　1.550

　

1

　　　　　　　

｡良

　　　　　　　

‾市

　　　　　　

111,638

　　　

111,225

　　　　　　　

413

　　　　　　　

335

　　　　　　　　

78

　　

八

　　　

252

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

一

　　　　　　　　

八

　　　

252

　

利］

　　　

ｌこ

　　　　

LI」

　　　

T↑i

　　　　　　

120,131

　　　　

119,527

　　　　　　　

604

　　　　　　　

308

　　　　　　　

296

　　　　　

1.964

　　　　　

3

　　　　　　　　　

－

　　　　

219

　　　　　　　　　　　

1,748

　

匿l

　　　　　　

山

　　　　　　

了打

　　　　　

239,493

　　　

233.460

　　　　　

6.033

　　　　　

1,166

　　　　　

4.867

　　

八

　　

629

　　　　　

12

　　　　　　　　　

4,700

　　　　　　　　

△

　

5,318

　

倉

　　　　　　

｜

　　　　　　

‾市

　　　　　

172･ 346　　　167･ 835　　　　　4･ 51 1　　　　　　917　　　　　3･ 594　　　　　1
･
818　　　　　5, 348　　　　　　　－　　　　　　　553　　　　　　　　　6,613

　

I

　　　　　　

Ill

　　　　　　

市‘159.228

　　　

155,081

　　　

4
’
147　　　　　1･ 269　　　　　2･ 878　　　　　　　　36　　　　　4, 523　　　　　　1

, 504　　　　　　　922　　　　　　　　　　　5,140

　

ヱ

　　　　　　

限1

　　　　　　

市‘

　　　　　

119.239

　　　

115,361

　　　　　

3.878

　　　　　　

407

　　　　　

3,471

　　

乙

　　

70

　　　　　

2

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

250

　　　　　　　　

八

　　

318

　

高

　　　　　　

4公

　　　　　　

T↑i

　　　　　

155･ 907　　　145･ 609　　　　10･ 298　　　　　1
･
025　　　　9･ 273　　　　4･ 547　　　　　5, 018　　　　　　　　2　　　　　7,

714　　　　　　　　　1,854

　

4公

　　　　

Ml

　　　　

1

　　　　　

167,613

　　　

158,660

　　　　　

8,953

　　　　　

6,326

　　　　　

2,627

　　　　　　　

787 200　　　　　　　　　－　　　1,200　　　　　　　　八　　　213

　

凍1

　　　　

こ知1

　　　　

T↑i

　　　

138･ 740　　136･ 257　　　2･ 483　　　2･ 134　　　　349　　　　183　　　　　0　　　　　－　　　　　－　　　　　　　183

　

j菟

　　　　　　

崎

　　　　　　

丿打

　　　　　

207.720

　　　

206,355

　　　　　

1,365

　　　　　　　

296

　　　　　

1,069

　　　　　　　

333 591　　　　　　　　　－　　　　270　　　　　　　654

　

■

　　　　

冲こ

　　　　　　

‾i打

　　　　　

213,654

　　　

208.804

　　　　　

4,850

　　　　　

1･421

　　　　　

3･429

　　　　　　

963

　　　　　

1･393

　　　　　　　

－

　　　　　　

500

　　　　　　　　　

1,855

　

大

　　　　　　　

ﾗﾐ;｀

　　　　　　　

j↑i

　　　　　　

151, 141　　　　145. 928　　　　　5･ 213　　　　　1･ 248　　　　　3･ 965　　　　　1
･
096　　　　　　　　　3　　　　　　　　139　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　1,

238

　

m

　　　　　　

ll奇 市’　　　　141,859　　　139･603　　　　　2･256　　　　　1･ 161　　　　　1･095　　乙　　580　　　　　2, 009　　　　　　678　　　　　　738　　　　　　　　　1

, 369

　

1

　　　

1

　　　

μろ

　　　

T↑f

　　　　　

214,278

　　　

208,610

　　　　　

5,668

　　　　　

2.581

　　　　　

3.087

　　

乙

　　

770

　　　　　

5

　　　　　　　

252

　　　　　　　　　

－ △　514

資14



その３

第７表

　

決

　　

算 収

　　

支 の

　　

状 況（つづき）

大都市・中核市・特例市･都市(平成18年３月31日現在住民基本台帳登載人口30万人以上)の実質収支等の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(単位

(つづき)

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

歳

　　

入

　

歳

　　

出

　

歳入歳出

　

翌年度に

　

実質収支

　

単年度

　

積立金

　

繰

　　

上

　

積立金

　

実質単年度収支

　　　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　

差

　　

引

　

繰り越す

　　　　　　

収

　　

支

　　　　　　

償還額

　

取崩し額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）－（Ｂ）べき財源

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ljン･十叩≒十

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）

　　　　　　

（Ｂ）

　　　　　　

（Ｃ）

　　　　　　

（Ｄ）

　　　

（Ｃ）－（Ｄ）

　　　　

（Ｅ）

　　　　　　

(F)

　　　　　　

（Ｇ）

　　　　　　

（Ｈ）

　　　　　　

口一面

特

　　　

例

　　　

市

　　

八

　　　

戸

　　　

‾市‘

　　　

84, 138　　82, 615　　　1.523　　　　535　　　　988　八　280　　　　784　　　　　－　　　　670　　　　八　166

　　

■

　　　　　　　

|岡

　　　　　　　

7↑i

　　　　　　

98, 892　　　　97, 494　　　　　　1, 398　　　　　　　237　　　　　1,161　　　　　11　　　2,034　　　　　　　　　－　　　　　　　　685　　　　　　　　　　　1,360

　　

山

　　　　　　

形

　　　　　　

叶j‘

　　　　　　

81, 264　　　　78, 945　　　　　2, 319　　　　　　　380　　　　　1,939　　乙　　　111　　　　　　　224　　　　　　　　－　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　113

　　

ぶ

　　　　　　

戸i

　　　　　　

m

　　　　　　

88, 147　　　　85, 967　　　　　2, 180　　　　　　　955　　　　　1,225　　　　　　　242　　　　　　　618　　　　　　　　－　　　　　1.553　　　　　　　八　　693

　　

前

　　　　　　

4喬

　　　　　　

‾市

　　　　　

1 13, 972　　　111 , 025　　　　　2,947　　　　　　　324　　　　　2,623　　　　　　　343　　　　　　　　0　　　　　　　39　　　　　　　239　　　　　　　　　　　143

　　

凍i

　　　　　　

同r

　　　　　　

j打

　　　　　

1 18, 263　　　116, 261　　　　　2, 002　　　　　　　335　　　　　1,667　　乙　　480　　　　　　　515　　　　　　　　－　　　　　5,275　　　　　　　△　5,240

　　

ill

　　　　　　

［コ

　　　　　　

市‘

　　　　　

136. 521　　　128, 555　　　　　7, 966　　　　　　　500　　　　　7,466　　乙　　833　　　　　　　　4　　　　　　　　－　　　　　　　866　　　　　　　△　1.696

　　

戸斤

　　　　　　

沢

　　　　　　

市’

　　　　　

80.870

　　　　

76,203

　　　　　

4,667

　　　　　

1,107

　　　　　

3.560

　　　　　　　

292

　　　　　

1,001

　　　　　　　　

－

　　　　　　　

146

　　　　　　　　　　

1,146

　　

草:

　　　

力口

　　　

‾市｀

　　　

57,089

　　

54.195

　　

2,894

　　　

488

　　

2.406

　

八

　

492

　　　

966

　　　　

－

　　　　

347

　　　　　　

128

　　

j越

　　　　　　

谷

　　　　　　

市’

　　　　　

77.469

　　　　

74,248

　　　　　

3.221

　　　　　　　

411

　　　　　

2.810

　　　　　　　

361

　　　　　　　

380

　　　　　　　　

－

　　　　　　　

380

　　　　　　　　　　　　

361

　　

I

　　　　　　

W

　　　　　　

j訂

　　　　　　

75,512

　　　　

73.188

　　　　　

2,324

　　　　　　　

227

　　　　　

2,097

　　

乙

　　

216

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

一

　　　　　　　　

一

　　　　　　　

八

　　

216

　　

/」ヽ

　　　

E日

　　　　

原

　　　

叶i

　　　　　　

60,859

　　　　

58,104

　　　　　

2,755

　　　　　　　

197

　　　　　

2,558

　　　　　　　　

18

　　　　　　　　　

0

　　　　　　　　

－

　　　　　　　

500

　　　　　　　

八

　　

482

　　

白茅

　　　　

ケ

　　　　

叫f

　　　

市‘

　　　　　　

56,396

　　　　

53,593

　　　　　

2.803

　　　　　　　

213

　　　　　

2.590

　　

八

　　

529

　　　　　　　

783

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　

255

　　

J享

　　　　　　　

ふ

　　　　　　　

市’

　　　　　　

78, 171　　　　　74, 124　　　　　4.047　　　　　　　857　　　　　3,190　　　　　　　117　　　　　1,172　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　1,289

　　

大

　　　　　　　

矛口

　　　　　　　

T↑j‘

　　　　　　

60,914

　　　　

58,141

　　　　　

2,773

　　　　　　　

127

　　　　　

2,646

　　　　　　　

613

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

770

　　　　　　　　

八

　　　

157

　　

■

　　　

ヰ

　　　

1

　　　

103,444

　　

102.603

　　　　

841

　　　　

469

　　　　

372

　

乙

　

306

　　　　　

8

　　　　

－

　　　

1,162

　　　　

八1.460

　　

甲

　　　　　　

丿脊

　　　　　　

市‘

　　　　　　

68.008

　　　　

66,310

　　　　　

1,698

　　　　　

1,586

　　　　　　　

112

　　

乙

　　

172

　　　　　　　　

98

　　　　　　　

65

　　　　　

1,206

　　　　　　　

△

　

1,215

　　

4公

　　　　　　

■

　　　　　　

m

　　　　　

88.714

　　　　

86,654

　　　　　

2,060

　　　　　　

620

　　　　　

1,440

　　　　　　

979

　　　　　　

305

　　　　　　　

59 ，　　　　331　　　　　　　　　1,012

　　

l

　　　　　　

i拿

　　　　　　

7↑i

　　　　　　

73,401

　　　　

69,083

　　　　　

4,318

　　　　　

2,539

　　　　　

1,779

　　

八

　　

387

　　　　　

1,356

　　　　　　　　

－

　　　　　

1,823

　　　　　　　

乙

　　

855

　　

富’

　　　　　　

士

　　　　　　　

m

　　　　　　　

71.891

　　　　　

68, 702　　　　　3,189　　　　　　　133　　　　　3.056　　　　　　　115　　　　　　　508　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　622

　　

一

　　　

■

　　　

T↑i

　　　

91,854

　　

88,835

　　　

3,019

　　　　

183

　　　

2.836

　

八

　

466

　　　　

600

　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　　

134

　　

1

　　　　

日

　　　　

丼二

　　　　

市‘

　　　　　　

76,128

　　　　

74,165

　　　　　

1.963

　　　　　　　　

62

　　　　　

1.901

　　　

八

　　　

105

　　　　　

1,200

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　

1,095

　　

四

　　　　

日

　　　　

T↑i

　　　

7↑i

　　　　　　

99,097

　　　　

96.861

　　　　　

2.236

　　　　　　　

779

　　　　　

1,457

　　　　　　　

272

　　　　　　　

850

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

1.123

　　

大

　　　

1拿

　　　

一市‘

　　　

93,848

　　

93.191

　　　　

657

　　　　

520

　　　　

137

　

八

　

186

　　　　　

2

　　　　

－

　　　　

526

　　　　

八

　

711

　　

岸=

　　　

禾］

　　　

E日

　　　

i打

　　　　　　

63.488

　　　　

63,324

　　　　　　　

164

　　　　　　　　

6

　　　　　　　

158

　　　　　　　　

18

　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

56

　　　　　

LOlO

　　　　　　　

八

　　

935

　　

:豊

　　　　　　　

r=|=l

　　　　　　　

に↑i

　　　　　　

113,043

　　　　

112.807

　　　　　　　

236

　　　　　　　

139

　　　　　　　　

97

　　

八

　　　　　

７

　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

一

　　　　　　　　

八

　　　　　

7

　　

l次

　　　　　　

ffl

　　　　　　

T↑j’

　　　　

100,623

　　　

100,126

　　　　　　　

497

　　　　　　　

255

　　　　　　　

242

　　

八

　　　

26

　　　　　　　

84

　　　　　　　　

－

　　　　　　　

300

　　　　　　　

乙

　　

242

　　

枚:

　　　　　　

万方

　　　　　　

7↑i

　　　　　

102,320

　　　

101.805

　　　　　　　

515

　　　　　　　

106

　　　　　　　

409

　　　　　　　

133

　　　　　　　

276

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　

409

　　

ぶﾐ

　　　　　　

ぶ

　　　　　　

j↑i

　　　　　　

73.997

　　　　

73.009

　　　　　　　

988

　　　　　　　

225

　　　　　　　

763

　　　　　　　

87

　　　　　　　

308

　　　　　　　　

0

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　

395

　　

八

　　　　　　　

l

　　　　　　　

j打

　　　　　　

81.191

　　　　

81,071

　　　　　　　　

120

　　　　　　　　

63

　　　　　　　　

57

　　

企

　　　　

16

　　　　　　　　

44

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　

28

　　

m

　　　

m

　　　

ill

　　　

市‘

　　　　　　

71,207

　　　　

71,138

　　　　　　　

69

　　　　　　　　

10

　　　　　　　

59

　　　　　　　

48

　　　　　　　　

6

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　

53

　　

l

　　　　　　　

崎

　　　　　　　

市

　　　　　　

189,396

　　　　

188,919

　　　　　　　

477

　　　　　　　

378

　　　　　　　　

99

　　　　　　　　

82

　　　　　　　

164

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　

246

　　

1ﾐμ≡j

　　　　　　　

j

　　　　　　　

市｀

　　　　　　

90,150

　　　　

88,774

　　　　　　

1,376

　　　　　　　

452

　　　　　　　

924

　　

八

　　　

113

　　　　　　　

361

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

500

　　　　　　　　

八

　　　

251

　　

力r］

　　

一占

　　　

J11

　　　

に↑i

　　　　　　

74,998

　　　　

74,510

　　　　　　　

488

　　　　　　　

232

　　　　　　　

256

　　

八

　　　

22

　　　　　　　

107

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　

85

　　

宝:

　　　　　　

j家

　　　　　　

1

　　　　　　

66,153

　　　　

65,091

　　　　　

1.062

　　　　　　　

557

　　　　　　　

505

　　

八

　　　

42

　　　　　　　

290

　　　　　　　　

－

　　　　　　　

900

　　　　　　　

乙

　　

652

　　

,妬

　　　　　　

JR

　　　　　　

T↑i

　　　　　

86,684

　　　　

85,711

　　　　　　

973

　　　　　　

168

　　　　　　

805

　　

八

　　

194

　　　　　　　　

0

　　　　　　　

－

　　　　　　

600

　　　　　　

乙

　　

794

　　

呉

　　　　　　　　

市‘

　　　

109.986

　　

108,343

　　　

1,643

　　　　

561

　　　

1,082

　

八2.234

　　　　

330

　　　　

－

　　　　

一

　　　　

乙1,904

　　

久

　　　

」留

　　　

こ米

　　　

m

　　　　　

101,950

　　　

100,596

　　　　　

1,354

　　　　　　

726

　　　　　　

628

　　

八

　　　

36

　　　　　　　　

5

　　　　　　　

20

　　　　　　

500

　　　　　　

乙

　　

511

　　

ｲ左

　　　

摺ご

　　　

ｲ呆

　　　

･市

　　　　　

101.072

　　　　

96,568

　　　　　

4,504

　　　　　　

632

　　　　　

3, 872　　　　　1 , 127　　　　　2, 824　　　　　　　　6　　　　　2, 895　　　　　　　　　1,062

都

　　　　　　　　

市

　

青

　

森

　

市（青森県）

　

115.243

　

114,094

　　

1,149

　　　

266

　　　

883

　　　

883

　　　　

1

　　　　

－

　　　

134

　　　　　　

749

　

市･

　

丿|l

　

i打（・■!展）

　　

113,896

　　

109,123

　　　

4,773

　　　　

963

　　　

3 , 810　　　　263　　　　533　　　　　－　　　　106　　　　　　　690

　

4公

　

戸

　

市‘（千-ｉ県）

　　

112,557

　　

107,312

　　　

5,245

　　　　

134

　　　

5, 111　　　1, 134　　　　808　　　　　－　　　　　－　　　　　　1, 942

　

柏

　　　

市（千葉県）

　　

95,550

　　

91,548

　　

4,002

　　　

687

　　

3,315

　　　

745

　　　　

0

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　　

74石

　

八三E子･ｍ（で東ﾐ１都S）

　　

152,861

　　

151,135

　　　

1,726

　　　　

234

　　　

1 , 492　　　　87　　　　193　　　　－　　　　182　　　　　　　97

　

町

　

田

　

市（東京都）

　

115,976

　

112,846

　　

3,130

　　　

546

　　

2, 584　　　617　　3, 336　　　　69　　4, 436　　　△　413

　

藤

　

沢

　

市（神奈川県）

　　

121.355

　　

114,305

　　　

7,050

　　　　

740

　　　

6, 310　　　1 , 704　　　1, 000　　　　－　　　　－　　　　　2, 704

　

西

　

宮

　

市（兵庫県）

　　

146,438

　　

145.617

　　　

821

　　　　

240

　　　

581

　　　　

34･3

　　　

304

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　　

647

　

刑S

　

I

　

■（i中絹1県）

　　

103,156

　　

101,585

　　　

1,571

　　　　

470

　　　

1, 101　八　364　　　1, 763　　　　　4　　　　803　　　　　　600
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その４

第７表

　

決

　　

算

赤字の団体及び赤字額の増減状況

収

　　

支 の

　　

状 況（つづき）

(単位

　

百万円)

　　　　　　　

聯頴侑ﾚﾐ

　　

（Ａ）のうち平成17年度も赤字である団体

　　　　　　　

袖A諮問川端

　　　　　　　

体（Ａ）

　　　

滅した団体

　　　　

赤字が増加した団体

　　　　　　

赤字が減少した団体

　　　　

た団体

　　　

赤字の団体

　

体

　

区

　　　　

分

　　　　　　　

回靴順ぼ誹?芦

剛一･

購足?回

剛－･

ぼ室

　

ﾖ撰I

　

U紐回1

都

　

道

　

府

　

県

　

1△23.664 -　　　　－－　　　　－　　　－　　　－　1△23.664△20,273　　3.391 -　　　　－　1　△　327　2△20,600

市

　　

町

　　

村76△35,540 51 △15,627 9　△5,074△6,074△1.000 10 △11.578△9,545　2,033 ゛6　△3,260 6　△2,211 26 △17,830

　

吉言ぶμごば??ﾝ焚

　

71

　

八35,394 48 八15,568　9　八5,074　乙6.074　乙1,000 10 八11.578八9.545　　2.033　4　乙3.174　5　乙2.210 24 八17,829

　　

大

　

都

　

市

　

1△1.347 -　　　一一　　　－　　　－　　　－－　　　－　　　－　　　－　1　△□47－　　　－－　　　－

　　

特

　

別

　

区

　

－

　　　

一一

　　　

一一

　　　

－

　　　

－

　　　

－－

　　　

－

　　　

－

　　　

－－

　　　

－－

　　　

一一

　　　

－

　　

中

　

核

　

市

　

1△1.668 -　　　－－　　　－　　　－　　　－－　　　－　　　－　　　－　1　△1.668 -　　　－ －　　　－

　　

特

　

例

　

市

　

－

　　　

一一

　　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－－

　　　

－

　　　

－

　　　

－－

　　　

－－

　　　

一一

　　　

－

　　

ｍ

　　　　

一市｀

　

20乙22,273

　

6八6,712

　

7

　

乙4,673

　

乙5,581

　

八

　

908

　

7八10,888八9,004

　　

1 , 884－　　　　－　4　八2,135 18 八16,720

　　

q=l

　　

j郎

　　

m

　　

6

　

△

　

10,365

　　

2

　

△

　

4,906

　　

1

　　

△

　

1,180

　　

△

　

1,409

　　

△

　　

229

　　

3

　

△

　

4,279

　

△

　

3,818

　　　　　　

461

　

－

　　　　　　　　

－

　

－

　　　　　　　　

－

　　

4

　

△

　

5,227

　　

小

　

都

　

市

　

14△11,908

　

4△1,805

　

6

　

△3,493△4,172△

　

679

　

4△6,609△5,186

　　

1.423 -　　　－　4　△2,135 14 △11,494

　　

町

　　　

村49△10,106 42 △8,857　2　△　401　△　493△　92　3△　690△　541　　149　2　△　158　1　△　75　6△1,109

　

一部事務組合等

　

5△

　

146

　

3△

　　

59－

　　　　

－

　　　

－

　　　

一一

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　

2

　

△

　

86

　

1

　　　　

0

　

2△

　　

1

合

　　　　　　　　　　　

計

　　

77

　

△

　

59,204

　

51

　　

△

　

15,627

　　

9

　　

△5,074

　　

△6,074

　　

△

　

1,000

　

11

　　

八

　

35,243

　

△

　

29,818

　　　　

5,425

　　

6

　　

△

　

3.260

　　

7

　　

△

　

2,537

　

28

　

△

　

38,430

(注) 平成16年度の赤字の団体には、合併に伴う打切り決算により赤字となった47市町村及び４一部事務組合等が含まれている。

その５ 実質収支の推移 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　

全

　　　　

団

　　　　　

体

　　　　　　　　　　

黒

　　

字

　　

の

　　

団

　　

体

　　　　　　　　　　　

赤

　　

字

　　

の

　　

団

　　

体

　　　　　

総

　

数

　　

都道府県

　　

市町村

　　　

総

　　

数

　　　

都道府県

　　

市町村

　　　

総

　

数

　　　

都道府県

　　

市町村

区

　

分

　　　　

団

　　　　

団

　　　　

団

　　　

【1（B）

　　　　

団

　　　　　　

団

　　　　　　

回（ｃ）

　　　　

団

　　　　　

団

　　　　

鍍

　

収支額

　

体

　

収支額

　

体

　

収支額

　

馥

　

／

　

収支額

　

体

　

収支額

　

体

　

収支額

　

鍍

　

／

　

収支額

　

体

　

収支額

　

体

　

収支額

　　　　

（Ａ）

　　　　　

数

　　　　　　

数

　　　　　

（Ｂ）（Ａ）

　　　　　

数

　　　　　　

数

　　　　　

（Ｃ小Ａ）

　　　　　　

数

　　　　　　

数

す

年It

　

5,582 1,052,270　47　104,375 5,535　947,894 5,569　99.8 1,067.592　47　104, 375 5,522　963. 217　13 0.2△15.322　－　　　　－　13△15,322

　

8

　　

5,586 1.053,377　47　102,140 5.539　951.237 5.572 99.7 1,064,921　47　102,140 5,525　962,781　14 0.3△11,544　－　　　　－　14△11,544

　

9

　　

5,578 1,082,886　47　　145.0495,531　937,837 5,565　99.8 1,091.981　47　　145,0495,518　946,932　13 0.2△　9,095　－　　　　－　13　△　9,095

　

10

　　

5,566

　

842.047

　

47△87,151 5.519　929,197 5,534　99.4 1,026.763　43　　84,639 5.491　942,124　32 0.6△184,717　4△171.789　28△12,927

　

11

　　

5,520 1.002,521　47△19,443 5,473 1.021.964 5,494 99.5 1,129,442　43　　95,329 5.451 1,034,113　26 0.5△126.921　4△114,772　22△12,149

　

12

　　

5,455 1.125,941　47　　　744 5,408 1,125,197 5,431　99.6 1.245.926　45　106,910 5,386 1,139,016　24 0.4△119.985　2△106.166　22△13.819

　

13

　　

5.429 1.131.937 47　　75,146 5,382 1,056.7915,399 99.4 1,189,746 46　112.441 5.353 1,077.305 30 0.6△57.809　1△37,295 29△20,514

　

14

　　

5,396 1,078.270　47　　134,3535,349　943,917 5,363　99.4 1,142.681　45　　178.4915.318　964.190　33 0.6△64.412　2△44,138　31　△20,274

　

15

　　

5.259 1,204,647　47　147,695 5,212 1,056,9535.217　99.2 1,261.723　45　180･960 5,172 1,080.763　42 0.8 △57,075　2△33,265　40△23,810

　

16

　　

4.389 1,220,791　47　157, 604 4,342 1,063.187 4,312 98.2 1･279･995　46　181･ 268 4･266 1,098,727　77 1.8 △59.204　1△23,664　76△35,540

　

17

　　

3.418 1,316,358　47　226, 193 3,371 1,090,165 3,390 99.2 1.354,788　45　246･ 793 3,345 1,107,995　28 0.8 △38.430　2△20,600　26△17.830

(注) 赤字の団体には、合併等に伴う打切り決算により赤字となった団体が含まれている。
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第７表

　

決

　　

算

　　

収

　　

支

　　

の

その６

　

実質収支の対前年度増減額の状況

状 況（つづき）

ぐ単位

　

百万円）

　　　　　　　

全

　　　　　

団

　　　　　

体

　　　　　　　　　　

黒

　　

字

　　

の

　　

団

　　

体

　　　　　　　　　　

赤

　　

字

　　

の

　　

団

　　

体

区

　

分

　　

総

　　

数

　　　

都道府県

　　　

市町村

　　　

総

　　

数

　　　

都道府県

　　　

市町村

　　　

総

　

数

　　　

都道府県

　　　

市町村

　　　

宍体

　

収支額

　

裂体

　

収支額

　

宍体

　

収支額

　

裂体

　

収支額

　

宍体

　

収支額

　

裂体

　

収支額

　

W体

　

収支額

　

宍体

　

収支額

　

宍体

　

収支額

万

年

斐

　　

－△

　　

399

　　

－△

　

8.904

　　

－

　　

8.503

　　

2

　　

3,992

　　

－△8.904

　　

2

　　

12,895△

　

2△

　

4,391

　　

－

　　　

－△

　

2△4,391

　

8

　　　

4

　　

1,107

　　

－△

　

2,235

　　

4

　　

3.343

　　

3△2,671

　　

－△2,235

　　

3△

　

436

　　

1

　　

3,778

　　

－

　　　

－

　　

1

　　

3,778

　

9

　　

△

　

8

　　

29,509　　－　　42, 909△　8△13,400△　7　　27.060　　－　　42,909△　7△15,849△　1　　2,449　　－　　　　－△　1　　2,449

　

10

　

△12△240.839

　　

－△232,200△12△

　

8,640△31△65,218△

　

4△60,410△27△

　

4,808

　　

19△175,622

　　

4△171,789

　　

15△3.832

　

11

　

△46

　

160,474

　

－

　

67,708△46

　

92.767△40

　

102,679

　

－

　

10,690△40

　

91,989△

　

6

　

57,796

　

－

　

57,017△

　

6

　　

778

　

12

　

△65

　

123,420

　　

－

　　

20,187△65

　

103,233△63

　

116,484

　　

2

　　

11,581△65

　

104,903△

　

2

　　

6,936△

　

2

　　

8,606

　　

－△1,670

　

13

　

△26

　　

5.996

　

－

　

74,402△26△68,406△32△56,180

　　

1

　　

5,531△33△61,711

　　

6

　

62,176△

　

1

　

68,871

　　

7△6,695

　

14

　

△33△53,667

　　

－

　　

59,207△33△112.874△36△47.065△

　

1

　　

66.050△35△113,115

　　

3△

　

6,603

　　

1△

　

6,843

　　

2

　　　

240

　

15

　

△137

　

126,377

　　

－

　　

13,342△137

　

113,036△146

　

119,042

　　

－

　　

2,469△146、116.573

　　

9

　　

7.337

　　

－

　　

10,873

　　

9△3,536

　

16

　　

△870

　　

16,144

　　

－

　　

9,909△870

　　

6,234△905

　　

18,272

　　

1

　　　

308△906

　　

17,964

　　

35△

　

2,129△

　

1

　　

9,601

　　

36△11,730

　

17

　

△971

　　

95.567

　　

－

　　

68,589△971

　　

26,978△922

　　

74.793△

　

1

　　

65,525△921

　　

9,268△49

　　

20,774

　　

1

　　

3,064△50

　　

17,710

（注）

　

赤字の団体には、合併等に伴う打切り決算により赤字となった団体が含まれている。

その７

　

単年度収支等の状況 (単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　

増

　　　

減

　　　

額

　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　

合

　

計

　　

都道府県

　　

市町村

　　

合

　

計

　　

都道府県

　　

市町村

　　

合

　

計

　　

都道府県

　　

市町村

　　

ｚ

　　　　　　　　　　

(1,644)

　　

(33) (1.6川　(2,288)　(23) (2,265) (△　644)　　（10）（△　654)
単．

　

弁Ξ

　　

ｉ

　　

収

　　

こ支

　

（A）

　　　　

236.979

　　　

68, 589　　　　　168,390　　　　　127,587　　　　　　9,108　　　　　118, 479　　　　　109,392　　　　　　59,481　　　　　　49,911

請丿整E額（Ｃ）-ﾄ（D）－（E）（B）

　　

192,214

　　

213,853

　

八21,640

　

八139.303

　　

128,189

　

八267,492

　　

331,517

　　　

85,664

　　

245,852

財‘iSこ調I■■■和t立額（C）

　　

687.077

　　

223,460

　　

463.616

　　

646.894

　　

232,282

　　

414,612

　　　

40.183

　

△

　

8,822

　　　

49.004

繰1

　

上

　

・

　

辺と

　

額（D）

　　　

94,698

　　　

38,848

　　　

55,849

　　　

95.507

　　　

53.152

　　　

42,355

　

八

　　

809

　

八14,304

　　　

13,494

財政調整基金取崩し額（E）

　　

589,561

　　　

48,456

　　

541,105

　　

881,704

　　

157, 245　　724, 459　△292.143　△108,789　△183,354

実万R

　

‘

　

／

　　　　　　

士‘

　　　　　　　　　

I

　　　　

(1.693)

　　　　　　　

(26)

　　　　

(1,667)

　　　　

(2,498)

　　　　　　

(22)

　　　　

(2,476)

　

（八

　　

805)

　　　　　　　

（4）

　

（八

　　

809)

　

質単･身三ｉ収又（Ａ）-ﾄ（B）

　　　

429,193

　　　

282,443

　　　　　

146,750

　　　

△

　

11,715

　　　

137,297

　

八149, 013　　　　　440,908　　　　　145,146　　　　　295,763

（注）

　

（

　

）内の数値は、単年度収支の赤字の団体数及び実質単年度収支の赤字の団体数である。
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その１

第８表経常収支

経常収支比率等の状況

比 率 等

　

の

　

状

　

況

(単位

　

％)

　　　

区

　　　　　　

分

　　　　　

ドレ
詣９年度

　　

10年度

　　

11年度

　　

12年度

　　

13年度

　　

14年度

　　

15年度

　　

16年度

　　

17年度

都道府県

　

経常収支比率

　　　

70.2

　　　

86.7

　　　

91.7

　　　

94.2

　　　

91.7

　　　

89.3

　　　

90.5

　　　

93.5

　　　

90.8

　　　

92.5

　　　

92.6

　　　　　　

実質収支比率

　　　

0.6

　　　

0.4

　　　

0.6

　

△0.3

　

△0.1

　　　

0.0

　　　

0.3

　　　

0.5

　　　

0.6

　　　

0.7

　　　

0.9

　　　　　　

実質公債費比率

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　

14.9

　　　　　　

公債費負担比率

　　　　

4.2

　　　

13.2

　　　

14.6

　　　

15.6

　　　

16.9

　　　

17. 6　　　18. 4　　　19. 8　　　19. 8　　　19. 9　　　19. 3

　　　　　　

起債制限比率

　　　　

…

　　　

10.0

　　　

10.3

　　　

10.6

　　　

11.2

　　　

1L8

　　　

12. 3　　　12. 4　　　12. 3　　　12. 4　　　12. 1

　　　　　　

財政力指数

　　

0.52

　　

0.48

　　

0.48

　　

0.48

　　

0.46

　　

0.43

　　

0.41

　　

0.41

　　

0.41

　　

0.41

　　

0.43

市

　

町

　

村

　

経常収支比率

　　　

73.1

　　　

83.0

　　

83.5

　　

85,3

　　

83.9

　　

83.6

　　

84. 6　　87. 4　　87. 4　　90. 5　　90. 2

　　　　　　

実質収支比率

　　　

4.2

　　　

3.0

　　　

2.9

　　　

2.8

　　　

3.1

　　　

3.4

　　　

3.1

　　　

2.9

　　　

3.5

　　　

3.5

　　　

3.5

　　　　　　

実質公債費比率

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　

14.8

　　　　　　

公債費負担比率

　　　　

6.6

　　　

14.2

　　　

15.1

　　　

15.8

　　　

16.3

　　　

16.3

　　　

16.7

　　　

17. 3　　　17. 5　　　17. 3　　　17. 4

　　　　　　

起債制限比率

　　　　

…

　　　

10.4

　　　

10.5

　　　

10.7

　　　

10.9

　　　

10.9

　　　

10.9

　　　

10.9

　　　

11.0

　　　

11.2

　　　

11.4

　　　　　　

財政力指数

　　

0.33

　　

0.42

　　

0.42

　　

0.42

　　

0.41

　　

0.40

　　

0.40

　　

0.41

　　

0.43

　　

0.47

　　

0.52
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大都市

　

経常収支比率

　　　

71.0

　　　

87.0

　　

88.2

　　　

91.4

　　　

90.7

　　

89.4

　　　

90.3

　　　

93. 1　　　93. 1　　　94. 7　　94. 3

　　　　　　

実質収支比率

　　　

0.1

　　　

0.2

　　　

0.3

　　　

0.2

　　　

0.2

　　　

0.3

　　　

0.2

　　　

0.2

　　　

0.5

　　　

0.5

　　　

0.6

　　　　　　

実質公債費比率

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　

19. 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(18.5)

　　　　　　

公債費負担比率

　　　　

7.2

　　　

15.1

　　　

15.9

　　　

17.1

　　　

18.1

　　　

18.2

　　　

19.4

　　　

21.0

　　　

21.4

　　　

20.8

　　　

20.9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(15.6) (16.2) (17.4) (18.2) (18.3) (19.6) (20.8) (21.0) (20.5) (20.5)

　　　　　　

起債制限比率

　　　　

…

　　　

12.8

　　　

13.0

　　　

13.3

　　　

13.8

　　　

14.2

　　　

14.6

　　　

14.9

　　　

15. 3　　　15. 4　　　15. 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(13.0)1 (13.2)1 (13.6)1 (14.0)1 (14.3)1 (14.6)1 (14.9) (15.1)1 (15.2) (14.9)

　　　　　　

財政力指数

　　

0.78

　　

0.86

　　

0.85

　　

0.84

　　

0.82

　　

0.80

　　

0.78

　　

0.79

　　

0.81

　　

0.82

　　

0.83

　　

中核市

　

経常収支比率

　　　　

－

　　　

81.0

　　　

82.2

　　　

82.8

　　　

79.9

　　　

79.5

　　　

80.5

　　　

82.8

　　　

82.9

　　　

86.6

　　　

87.0

　　　　　　

実質収支比率

　　　　

－

　　　

2.6

　　　

2.3

　　　

2.3

　　　

2.7

　　　

3.0

　　　

2.7

　　　

2.5

　　　

3.4

　　　

3.1

　　　

3.4

　　　　　　

実質公債費比率

　　　　

－

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　

14.2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(14.0)

　　　　　　

公債費負担比率

　　　　

－

　　　

14.3

　　　

15.5

　　　

16.4

　　　

16.7

　　　

16.3

　　　

16.9

　　　

17.0

　　　

16.7

　　　

16.6

　　　

16.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(14.2)1 (15.3)1 (16.3)1 (16.6) (16.2)　(16.9)　(16.9)　(16.4)　(16.5) (16.5)

　　　　　　

起債制限比率

　　　　

－

　　　

11.5

　　　

11.5

　　　

11.4

　　　

11.3

　　　

11.3

　　　

11.3

　　　

11.2

　　　

10.9

　　　

11.1

　　　

11.1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(11.4)1 (11.4)1 (11.3)1 (11.2)1 (11.2)1 (11.2)1 (11.1)1 (10.7)1 (10.9)1 (11.0)

　　　　　　

財政力指数

　　　

－

　　

0.90

　　

0.85

　　

0.86

　　

0.83

　　

0.78

　　

0.77

　　

0.78

　　

0.81

　　

0.81

　　

0.78

　　

特例市

　

経常収支比率

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

82.5

　　

86.2

　　

87.7

　　

87.5

　　

89.2

　　

89.2

　　　　　　

実質収支比率

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

3.1

　　　

2.3

　　　

2.3

　　　

2.7

　　　

3.3

　　　

3.1

　　　　　　

実質公債費比率

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　

14.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(14.8)

　　　　　　

公債費負担比率

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

15.9

　　　

14.9

　　　

15.4

　　　

15.7

　　　

15.1

　　　

15.2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(15.7) (15.1)　(15.5)　(15.7)　(15.1) (15.2)

　　　　　　

起債制限比率

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

11.6

　　　

11.0

　　　

10.8

　　　

10.8

　　　

10.8

　　　

10.8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（11.6）

　

(11.2)

　

（10.9）

　

（10.9）

　

（10.8）（10.8）

　　　　　　

財政力指数

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　

0.83

　　

0.84

　　

0.84

　　

0.85

　　

0.85

　　

0.86

　　

都

　

市

　

経常収支比率

　　　

74.9

　　　

85.0

　　

85.1

　　　

86.7

　　

84.7

　　

84.5

　　

85.0

　　

87.7

　　

87.5

　　

90.5

　　

90.2

　　　　　　

実質収支比率

　　　

4.1

　　　

3.1

　　　

3.0

　　　

2.8

　　　

3.3

　　　

3.6

　　　

3.4

　　　

3.0

　　　

3.8

　　　

4.2

　　　

4.4

　　　　　　

実質公債費比率

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　

15.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(15.4)

　　　　　　

公債費負担比率

　　　　

6.8

　　　

13.2

　　　

14.0

　　　

14.5

　　　

14.7

　　　

14.6

　　　

14.9

　　　

15.2

　　　

15.5

　　　

15.8

　　　

16.1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(14.0) (14. 7）（15.0）（15. 2) (15. 1）　(15.4)　(15.7)　（16.0）　（16.1）　(16.5)

　　　　　　

起債制限比率

　　　　

…

　　　

10.4

　　　

10.6

　　

10.7

　　　

10.8

　　　

10.6

　　　

10.5

　　　

10.4

　　　

10.4

　　　

10.6

　　

10.9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（10.8）（10. 9）（11.0）（10. 9）（10. 7）　（10.6）　（10.5）　（10.6）　（10.7）　（11.1）

　　　　　　

財政力指数

　　

0.57

　　

0.71

　　

0.71

　　

0.70

　　

0.68

　　

0.66

　　

0.64

　　

0.65

　　

0.65

　　

0.64

　　

0.62

　　

町

　

村

　

経常収支比率

　　　

71.1

　　　

77.7

　　　

78. 6　　　80. 1　　　79. 5　　　80. 1　　　81. 7　　　84.8　　　85.3　　　89.3　　　88.5

　　　　　　

実質収支比率

　　　

6.6

　　　

4.6

　　　

4. 5　　　4.4　　　4.8　　　5. 1　　　5.0　　　4.9　　　5.5　　　5.2　　　5.1

　　　　　　

実質公債費比率

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　

14.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(14.9)

　　　　　　

公債費負担比率

　　　　

6. 4　　　15. 0　　　15. 7　　　16. 2　　　16. 5　　　16. 6　　　16. 9　　　17.4　　　17.3　　　17.3　　　17.8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(15.8) (16. 5) (17.0)1 {17.3)1 (17. 5) (17. 9) (18.4) (18.4)
(18.3) (18.6)

　　　　　　

起債制限比率

　　　　

…

　　　

9.4

　　　　

9.3

　　　　

9.3

　　　　

9.2

　　　　

9.1

　　　　

9.0

　　　　

9.1

　　　　

9.2

　　　　

9.6

　　　

10.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(9.5)

　

(9.5)

　

(9.5)

　

(9.4)

　

(9.3)

　

（9.3）

　

(9.4)

　

（9.7）

　

（10.0）

　

（10.3）

　　　　　　

財政力指数

　　

0. 27　　0. 34　　0. 34　　0. 34　　0. 34　　0. 33　　0. 33　　0. 34　　0.36　　0.39　　0.42

合

　　

計

　

経常収支比率

　　　

71.4

　　　　

84.8

　　　

87.4

　　　　　　

89.4

　　　　　　

87.5

　　　　　　

86.4

　　　

87.5

　　　

90.3

　　　

89.0

　　　

91.5

　　　

91.4

　　　　　　

実質収支比率

　　　

2.2

　　　

1.8

　　　

1.8

　　　

1．3

　　　　

1.6

　　　　

1.8

　　　　

1.8

　　　　

1.8

　　　　

2.1

　　　　

2.2

　　　　

2．2

　　　　　　

実質公債費比率

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　

14.9

　　　　　　

公債費負担比率

　　　　

5.3

　　　

14.0

　　　

15.2

　　　

16.4

　　　

17.2

　　　

17.7

　　　

18.4

　　　

19.2

　　　

19.4

　　　

19.4

　　　

19.2

　　　　　　

起債制限比率

　　　　

…

　　　

10.2

　　　

10.4

　　　

10.7

　　　

11.0

　　　

11.3

　　　

11.6

　　　

11.6

　　　

11.6

　　　

11.7

　　　

11.7

(注) １

　

市町村及び合計の経常収支比率、実質収支比率及び財政力指数には特別区及び一一部事務組合等は含まず、公債費負担比率にはこれらを含み、

　

実質公債費比率及び起債制限比率には一部事務組合を含まない。その２、その３において同じ。

２

　

経常収支比率、実質収支比率、実質公債費比率、公債費負担比率及び起債制限比率は加重平均であり、財政力指数は単純平均である。ただし、

　

平成８年度以降の公債費負担比率及び起債制限比率並びに平成17年度の実質公債費比率の（

　

）書きは単純平均である。

資18



その２ 経常収支比率の内訳

第８表経常収支比 率 等

　

の

　

状

　

況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

16

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　

増

　

減

　

率

　

区

　　　　

分

　　　　　　　　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

総

　　　

額

　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

総

　　　

額

　　

If) 31　市町村総　額

■常'一般財m (A) 24･ 880, 300　　　　25, 929, 179　　　　50, 809,479　　　　23,263,342　　　　25,313,679　　　　48,577,021　　　　　　7.0　　2.4　　4.6

　

j也

　　

ﾌﾞi

　　

・

　

14, 073, 063　　　　15, 776, 342　　　　29,849,404　　　　13,248,946　　　　15,384,505　　　　28,633,451　　　　　　6.2　　　2.5　　　4.2

　

:地

　

方

　

譲

　

与

　

税

　　　　　

853, 575　　　　　　　　　　948,132　　　　　　　　1.801,707　　　　　　　　　　402,981　　　　　　　　　　728,489　　　　　　　　1,131,470　　　　　　　　　111.8　　　　30.2　　　　59.2

　

J也ﾌﾟy特丿列■ｲ寸・

　　

872, 575　　　　　577, 812　　　　1,450,387　　　　　464.113　　　　　573.108　　　　1.037,221　　　　　88.0　　0.8　　39.8

　

1

　

方

　

交

　

付

　

税

　　　

9, 079. 214　　　　　　　　6,865,457　　　　　　　15,944,671　　　　　　　　9,147,302　　　　　　　　6,789,464　　　　　　　　15,936,766　　　　　　　△　0.7　　　　　1.1　　　　　0.0

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

1.873

　　　　

1,761,436

　　　　

1,763.310

　　　　　　　

－

　　　　

1,838,113

　　　　

1,838,113

　　　　　

皆増△4.2

　

△4.1

減税補てん債(B)

　

213,676

　　　　　

230.123

　　　　　

443.798

　　　　　

463,190

　　　　　

292,189

　　　　　

755,379

　　　

△53.9△21.2△41.2

臨時財‘i改対'策債(C)

　

1,507,777

　　　　　

1,395,140

　　　　　

2,902,916

　　　　　

1,957,537

　　　　　

1.811.142

　　　　　

3,768.678

　　　　

八23.0八23.0

　

八23.0

認否・ｌ充当て万万

　

24,643,572

　　　　

24,862,429

　　　　

49.506,392

　　　　

23,760,493

　　　　

24,807,917

　　　　

48,568,672

　　　　　

3.7

　　

0.2

　　

1.9

　

人

　　

件

　　

費

　

11,798,426

　

44.4

　

7,953,886

　

28.9

　

19,754,820

　

36.5

　

11.530.620

　

44.9

　

8,089,501

　

29.5」9,622,111

　

37.0

　　

2.3

　

△1.7

　　

0.7

　

物

　　

件

　　

費

　　

1,053,568

　　

4.0

　

3,643,564

　

13.2

　

4,695,632

　　

8.7

　

1,064,785

　　

4j

　

3,604,331

　

13. 1　4, 667.953　　8.8　△　□　　　1.1　　　0,6

　

扶

　

助

　

費

　　

433,659

　

1.6

　

2,147,207

　

7.8

　

2,579,868

　

4.8

　

458,901

　

1.8

　

2,009. 126　7. 3　2, 467,310　4.6△5,5　　6.9　　4.6

　

補

　

助

　

費

　

等

　

4,886,579

　

18.4

　

2,800,020

　

10.2

　

7,687,928

　

14. 2　4, 225, 563　16. 5　2, 895, 405　10. 6　7.121, 729　13, 4　　15. 6 △3.3　　8.0

　

公

　　　　

債

　　　　

1

　　　

6,137,227

　　

23.1

　　　

5,491,253

　　

19.9

　　

11,628,989

　　

21.5

　　

6.150,328

　　

23.9

　　

5,502,723

　　

20.1

　　

11,653,552

　　

21.9

　

△

　

0,2

　

△

　

0,2

　

△

　

0.2

　

そｰ

　

(7)

　　

ｲ也

　　　

334,113

　　

1,1

　

2,826,499

　

10. 2　3, 159, 155　　5. 7　　330, 296　　1. 3　2, 706. 831　　9. 9　3, 036, 017　　5. 8　　　L 2　　　4. 4　　　4. 1

経常収支比率

　

(Ｄ)／{(Ａ)十(Ｂト

　　　　　　　

92.6

　　　　　　

90.2

　　　　　　

91.4

　　　　　　

92.5

　　　　　　

90.5

　　　　　　

91.5

　

(C)}×100
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その３

　

(１)

第８表

　

経常収支比率等

　

の

　

状況（つづき）

公債費負担比率の地方債等区分別内訳

都道府県 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　

区

　　　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　　

決算額

　

貧

担

債

Fﾋ

ｌ

　

決

　

算

　

額

　　　　

貧∴ｔ

　　

比

　　　　

較

一

　　　　

般

　　　　

財

　　　　

源(A)

　　　　　

28,087,026

　　　　　　　　　　　　　　　

26,482,113

公

　

債

　

費

　

充

　

当

　

一

　

般

　

財

　

源(B)

　　　　　　

5,422,747

　　　　　　　

19.31

　　　　　　

5,264,631

　　　　　　　

19.88

　　　　　　　

0．57

　

一

　　

般

　

公

　　

共

　　

事

　　

業

　　

債

　　　　　　

1,631,054

　　　　　　　

5.81

　　　　　

1,484,161

　　　　　　　

5.60

　　　　　　　

0.21

　

一

　

般

　

単

　

独

　

事

　

業

　

債

　　　　　

2,238,380

　　　　　　

7.97

　　　　

2,160,481

　　　　　　

8.16

　　　　

△0.19

　

公

　

営

　

住

　

宅

　

建

　

設

　

事

　

業

　

債

　　　　　　　　

16,650

　　　　　　　

0.06

　　　　　　　

14,476

　　　　　　　

0.05

　　　　　　　

0.01

　

義務教育施設整備事業債

　　　　　

10,074

　　　　　

0.04

　　　　　

9.811

　　　　　

0.04

　　　　　　

－

　

公共用地先行取得等事業債

　　　　　

151,201

　　　　　

0.54

　　　　　

135,387

　　　　　

0.51

　　　　　

0.03

　

災

　

害

　

復

　

旧

　

事

　

業

　

債

　　　　　　

98.858

　　　　　　

0.35

　　　　　

103.125

　　　　　　

0.39

　　　　　

△0.04

　

首

　

都

　

圏

　

等

　

建

　

設

　

事

　

業

　

債

　　　　　　

81,601

　　　　　　

0.29

　　　　　　

85.738

　　　　　　

0.32

　　　　　

△0.03

　

一

　

般

　

廃

　

棄

　

物

　

処

　

理

　

事

　

業

　

債

　　　　　　　　

41.897

　　　　　　　

0.15

　　　　　　　

40,151

　　　　　　　

0.15

　　　　　　　　

－

　

厚生福祉施設整備事業債

　　　　　

26.362

　　　　　

0.09

　　　　　

28.194

　　　　　

0.11

　　　　

△0.02

　

社会福祉施設整備事業債

　　　　　　

2.168

　　　　　

0.01

　　　　　

1,635

　　　　　

0.01

　　　　　　

－

　

地

　

域

　

財

　

政

　

特

　

例

　

対

　

策

　

債

　　　　　　　

3.557

　　　　　　

0.01

　　　　　　　

4,547

　　　　　　

0.02

　　　　　

△0.01

　

退

　　　

職

　　　

手

　　　

当

　　　

債

　　　　　　　

13,539

　　　　　　　

0.05

　　　　　　　

9,259

　　　　　　　

0.03

　　　　　　　

0.02

　

転

　　　　　　　　

貸

　　　　　　　　

債

　　　　　　　　　　

242

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　　　

49

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　　

－

　

国の予算貸付

　

政府関係機関貸付債

　　　　　　　　

9,078

　　　　　　

0.03

　　　　　　　

12.220

　　　　　　　

0.05

　　　　　

△0.02

　

地域改善対策特定事業債

　　　　　　　

153

　　　　　

0.00

　　　　　　

98

　　　　　

0.00

　　　　　　

－

　

減

　　

収

　　

補

　　

て

　　

ん

　　

債

　　　　　　　　

28.799

　　　　　　　

0.10

　　　　　　　　

9,719

　　　　　　　

0.04

　　　　　　　

0.06

　　　　　　　　　　　　　

(昭和50年度分)

　

財

　　　

政

　　　

対

　　　

策

　　　

債

　　　　　　　　　

1,159

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　　

1,134

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　　　

－

　

財

　　　

源

　　　

対

　　　

策

　　　

債

　　　　　　

111.307

　　　　　　

0.40

　　　　　

133,784

　　　　　　

0.51

　　　　　

△0.11

　

減

　　

収

　　

補

　　

て

　　

ん

　　

債

　　　　　　

227, 476　　　　　　0. 81　　　　　293, 746　　　　　　1.11　　　　　△0.30

　

(昭和57・61・平成5～7・9～13・15～17年度分)

　

臨

　

時

　

財

　

政

　

特

　

例

　

債

　　　　　　

281.294

　　　　　　

1.00

　　　　　

281.767

　　　　　　

1.06

　　　　

△0.06

　

公共事業等臨時特例債

　　　　　　　　

71

　　　　　　

0.00

　　　　　　

50,008

　　　　　　

0.19

　　　　

△0.19

　

減

　　

税

　　

補

　　

て

　　　

ん

　　　

債

　　　　　　　　

143.089

　　　　　　　

0.51

　　　　　　　　

159,633

　　　　　　

0.60

　　　　　

△0.09

　

臨

　

時

　

税

　

収

　

補

　

て

　　

ん

　　

債

　　　　　　　　

33.222

　　　　　　　　

0.12

　　　　　　　　

32,180

　　　　　　　　　

0.12

　　　　　　　　　　

－

　

臨

　　

時

　　

財

　　

政

　　

対

　　

策

　　

債

　　　　　　　　

102.505

　　　　　　　

0.36

　　　　　　　　

49,108

　　　　　　　　

0.19

　　　　　　　　

0.17

　

調

　　　　　　

整

　　　　　　

債

　　　　　　

57･ 263　　　　　　0. 20　　　　　　55, 947　　　　　　0.21　　　　　△0.01

　　　　　　　　

(昭和60・61・62･63年度分)

　

減

　　

収

　　

補

　　

て

　　　

ん

　　　

債

　　　　　　　　

3.786

　　　　　　　

0.01

　　　　　　　　　

2,889

　　　　　　　　

0.01

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　

(平成14年度分)

　

そ

　　　　　　　　

の

　　　　　　　　

他

　　　　　　　　

105.628

　　　　　　　

0.39

　　　　　　　　

103.037

　　　　　　　　

0.39

　　　　　　　　　　

－

　　　

小

　　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　　　　　　

5,420, 4 13　　　　　　　19. 30　　　　　　5, 262,284　　　　　　　19.87　　　　△0.57

　　　

う

　

ち

　

減

　

収

　

補

　

て

　　

ん

　

債

　　　　　　　　

354. 651　　　　　　　　1 ｡26　　　　　　　332. 241　　　　　　　　1.25　　　　　　　　0.01

　

特定資金公共投資事業債

　　　　　

38, 711　　　　　0. 14　　　　　81, 872　　　　　0.31　　　　△0.17

　　　

合

　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　　　　　　

5.459,124

　　　　　　　

19.44

　　　　　　

5,344, 156　　　　　　　20. 18　　　　　　△0.74

　

一

　　

時

　　

借

　　

入

　　

金

　　

利

　　

子

　　　　　　　　　

2.333

　　　　　　　

0.01

　　　　　　　　　

2,331

　　　　　　　　

0.01

　　　　　　　　　　　

－

公債費負担比率

　　　　　　

(B)/(A)×100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

19.3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

19.9

　　　　　　　

△

　

0.6

資20



その３

　

(２)

第８表

　

経

　

常

　

収

　

支

公債費負担比率の地方債等区分別内訳（つづき）

市町村

レ
し

よ

率

　

等

　

の

　

状

　

況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　

区

　　　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　　

決算額

　

貧

担

当

ビ

フ

　

決

　

算

　

額

　　　　

貧∴ｌ

　　

比

　　　　

較

一

　　　　　　　　

｜:

　　　　　　　　

財‘

　　　　　　　　

1原

　

（A）

　　　　　　　　　　

28,981,918

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

28,361,304

公

　

債

　

費

　

充

　

当

　

一

　

般

　

財

　

源（B）

　　　　　　

5,040,800

　　　　　　　

17.39

　　　　　　

4,920,159

　　　　　　　

17.35

　　　　　　　　

0.04

　

一

　　

般

　　

公

　　

共

　　

事

　　

業

　　

債

　　　　　　　　

395,742

　　　　　　　　

1.37

　　　　　　　

372,556

　　　　　　　　

1.31

　　　　　　　　

0.06

　

一

　

般

　

単

　

独

　

事

　

業

　

債

　　　　　

1,963.178

　　　　　　

6.77

　　　　

1,935,855

　　　　　　

6.83

　　　　

△0.06

　

公

　

営

　

住

　

宅

　

建

　

設

　

事

　

業

　

債

　　　　　　　　

65.057

　　　　　　　

0.22

　　　　　　　

61,818

　　　　　　　

0.22

　　　　　　　　　

－

　

義務教育施設整備事業債

　　　　　

472,890

　　　　　

1.63

　　　　　

483,605

　　　　　

1.71

　　　　

△0.08

　

辺

　

地

　

対

　

策

　

事

　

業

　

債

　　　　　　

64.927

　　　　　　

0.22

　　　　　　

65,429

　　　　　　

0.23

　　　　

△0.01

　

公共用地先行取得等事業債

　　　　　

123.919

　　　　　

0.43

　　　　　

104.217

　　　　　

0.37

　　　　　

0.06

　

災

　

害

　

復

　

旧

　

事

　

業

　

債

　　　　　　

68,582

　　　　　　

0.24

　　　　　　

71,835

　　　　　　

0.25

　　　　

△0.01

　

一

　

般

　

廃

　

棄

　

物

　

処

　

理

　

事

　

業

　

債

　　　　　　　

449.179

　　　　　　　

1.55

　　　　　　

418,357

　　　　　　　

1.48

　　　　　　　

0.07

　

厚生福祉施設整備事業債

　　　　　

146.542

　　　　　

0.51

　　　　　

151,822

　　　　　

0.54

　　　　

△0.03

　

社会福祉施設整備事業債

　　　　　　

3,255

　　　　　

0.01

　　　　　

1,367

　　　　　

0.00

　　　　　

0.01

　

地

　

域

　

財

　

政

　

特

　

例

　

対

　

策

　

債

　　　　　　　　　　

309

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　　　

360

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　　　

－

　

退

　　　

職

　　　

手

　　　

当

　　　

債

　　　　　　　　　　

652

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　　　

578

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　　　

－

　

転

　　　　　　　　

貸

　　　　　　　　

債

　　　　　　　　　　

420

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　　　

311

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　　　

－

　

過

　

疎

　

対

　

策

　

事

　

業

　

債

　　　　　　

273.358

　　　　　　

0.94

　　　　　

269,010

　　　　　　

0.95

　　　　

△0.01

　

国の予算貸付

　

政府関係機関貸付債

　　　　　　　

26,044

　　　　　　

0.09

　　　　　　

29.802

　　　　　　

0.11

　　　　　

△0.02

　

地域改善対策特定事業債

　　　　　　

23,907

　　　　　

0.08

　　　　　

27,019

　　　　　

0.10

　　　　

△0.02

　

減

　　

収

　　

補

　　

て

　　　

ん

　　

債

　　　　　　　　　

3,034

　　　　　　　

0.01

　　　　　　　　　

381

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　

0.01

　　　　　　　　　　　　　

（昭和50年度分）

　

財

　　　

政

　　　

対

　　　

策

　　　

債

　　　　　　　　　　

224

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　　　

160

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　　　

－

　

財

　　

源

　　

対

　　

策

　　　

債

　　　　　　

124,915

　　　　　　

0.43

　　　　　

128,292

　　　　　　

0.45

　　　　

△0.02

　

減

　　

収

　　

補

　　

て

　　

ん

　　

債

　　　　　　

44,951

　　　　　　

0.16

　　　　　　

52,535

　　　　　　

0.19

　　　　

△0.03

　

（昭和57・61・平成5～7

　

9～13 ・ 15～17年度分）

　

臨

　

時

　

財

　

政

　

特

　

例

　

債

　　　　　　　

64,205

　　　　　　

0.22

　　　　　　

65,044

　　　　　　

0.23

　　　　　

△0.01

　

公共事業等臨時特例債

　　　　　　　

4,001

　　　　　　

0.01

　　　　　　

13,536

　　　　　　

0.05

　　　　

△0.04

　

減

　　

税

　　

補

　　

て

　　

ん

　　

債

　　　　　　　

284.597

　　　　　　　

0.98

　　　　　　

305.201

　　　　　　　

1.08

　　　　　

△0.10

　

臨

　

時

　

税

　

収

　

補

　

て

　

ん

　

債

　　　　　　　　

45,211

　　　　　　　　

0.16

　　　　　　　

42,716

　　　　　　　

0.15

　　　　　　　

0.01

　

臨

　　

時

　　

財

　　

政

　　

対

　　

策

　　

債

　　　　　　　　

113,476

　　　　　　　

0.39

　　　　　　　

53,552

　　　　　　　

0.19

　　　　　　　

0.20

　

調

　　　　　　　　

整

　　　　　　　　

債

　　　　　　　　

20,362

　　　　　　　

0.07

　　　　　　　　

19,773

　　　　　　　

0.07

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

（昭和60・61 ･62 ･63年度分）

　

減

　　

収

　　

補

　　　

て

　　　

ん

　　

債

　　　　　　　　　

2,030

　　　　　　　

0.01

　　　　　　　　

1,178

　　　　　　　

0.00

　　　　　　　

0.01

　　　　　　　　　　　　　

（平成14年度分）

　

都

　

道

　

府

　

県

　

貸

　

付

　

金

　　　　　　

117,139

　　　　　　

0.40

　　　　　

116,184

　　　　　　

0.41

　　　　

△0.01

　

そ

　　　　　　　　

の

　　　　　　　　

他

　　　　　　　　

136.212

　　　　　　　

0.48

　　　　　　　

124,391

　　　　　　　　

0.42

　　　　　　　

0.06

　　　

小

　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　　　　　　

5,038,318

　　　　　　　

17.38

　　　　　　

4.916,884

　　　　　　　

17. 34　　　　　　　0. 04

　　　

う

　

ち

　

減

　

収

　

補

　

て

　

ん

　

債

　　　　　　

53.045

　　　　　　

0.18

　　　　　　

57,075

　　　　　　

0.20

　　　　

△0.02

　

特定資金公共投資事業債

　　　　　

12,833

　　　　　

0. 04　　　　　4 1 , 009　　　　　0. 14　　　　△0.10

　　　

台ヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

計-

　　　　　　　　　　　　　　

5.051 , 152　　　　　　　　　　　　17. 43　　　　　　　　　　4, 957, 893　　　　　　　　　　　　17. 48　　　　　　　　　　△　0.05

　

一

　　

時

　　

借

　　

入

　　

金

　　

利

　　

子

　　　　　　　　　

2,481

　　　　　　　

0. 01　　　　　　　　3, 272　　　　　　　0. 01　　　　　　　　　－

公債費負担比率

　　　　　　　

(B)/(A)×100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17. 4　　　　　　　　　　　　　　　　　　17. 3　　　　　　　　0, 1
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その１

　

総

　　

括

第９表

　

繰

　　

越

　　

額

　　

等

　　

の

　　

状

　　

況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　

継続費

　

繰

　

越

　

事故繰越

　

事

　

業

　

支

　

払

　　　　　　

未収入

　　　　

未収入特定財源内訳

　　　　　

翌年度に

区

　　　　

分

　　

逓

　　

次

　

明許費

　　　　　　　　　　　　　　　　　

合

　　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

繰り越す

　　　　　　　

繰越額

　

繰越額

　

繰越額

　

繰越額

　

繰延額

　　　　　　

特定財源

　

Ｗ

出

：

　

地方債

　

その他

　

べき財源

人

　　

件

　　

費

　　　　　

0

　　　　

16

　　　　

－

　　　　

21

　　　

1,993

　　　

2,030

　　　　

3

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　

3

　　　

2,027

普通建設事業費

　　

120,266

　

2,184,020

　　

64,507

　　

39,324

　　　　　

－

　

2,408,118

　

1,719,406

　　

778,443

　　

864,808

　　

76,155

　　

688,712

　

補助事業費

　　

64.274

　

1,408.560

　　

46.936

　　

9.472

　　　　

－

　

1,529,242

　

1,320,030

　　

778.180

　

498,410

　　

43,440

　

209.211

　

単独事業費

　　

55,993

　　

775.460

　　

17,571

　　

29.852

　　　　

－

　　

878,877

　

399,376

　　　

262

　　

366,398

　　

32,716

　　

479,501

災害復旧事業費

　　　　　

－

　　

234.900

　　

86,269

　　　　　

1

　　　　　

－

　　

321,170

　　

302,133

　　

214,014

　　

57.962

　　

30,157

　　

19,037

そ

　　

の

　　

他

　　　　

326

　　

40,563

　　　

6.353

　　

190.431

　　　

4,041

　　

241,713

　　

28,719

　　　

3.889

　　

22,993

　　　

1.837

　　

212,994

合

　　　

計

　　

120,592

　

2.459,499

　　

157,129

　　

229,777

　　　

6,034

　

2,973,031

　

2,050,261

　　

996,346

　　

945,763

　　

108,152

　　

922,770

（注）

　

県営事業負担金は、「単独事業費」に含めた。その３において同じ。

その２

　

都道府県 (単位

　

百万円)

　　　　　　　

継続費

　

繰

　

越

　

事故繰越

　

事

　

業

　

支

　

払

　　　　　　

未収入

　　　　

未収入特定財源内訳

　　　　　

翌年度に
区

　　　　

分

　　

逓

　　

次

　

明許費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合

　　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

繰り越す

　　　　　　　

繰越額

　

繰越額

　

繰越額

　

繰越額

　

繰延額

　　　　　　

特定財源

　

Ｗ

出

：

　

地方債

　

その他

　

べき財源

人

　　

件

　　

費

　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

1.967

　　　

1.967

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

1,967

普通建設事業費

　　　

37,998

　

1,311,499

　　

46.200

　　

36.577

　　　　

－

　

1,432,275

　

1,044,752

　　

540,213

　　

484,251

　　

20,288

　　

387,523

　

補助事業費

　　

15.923

　　

922.085

　　

37,770

　　

9,254

　　　　

－

　　

985,033

　　

853.210

　　

540.213

　　

303,986

　　　

9,011

　　

13L822

　

単独事業費

　　

22.074

　　

389,415

　　　

8,430

　　

27,323

　　　　

－

　　

447.242

　　

191.542

　　　　

－

　　

180.265

　　

11,277

　　

255.701

災害復旧事業費

　　　　　

－

　　

143,602

　　

60.358

　　　　　

－

　　　　　

－

　　

203,960

　　

193,472

　　

150,733

　　

42,517

　　　　

222

　　

10,488

そ

　　

の

　　

他

　　　　　

5

　　

17.184

　　　　

50

　　

185,020

　　　

2.845

　　

205,104

　　

10,057

　　　

1.017

　　　

8.777

　　　　

263

　　

195,047

　

合

　　

計

　　　

38,003

　

1,472,285

　　

106,608

　　

221,597

　　　

4,812

　

1,843,306

　

1,248,281

　　

691,963

　　

535,545

　　

20,773

　　

595,025

資22



その３

　

市町村

第９表

　

繰

　　

越

　　

額

　　

等

　　

の

　　

状

　　

況（つづき）

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　

継続費

　

繰

　

越

　

事故繰越

　

事

　

業

　

支

　

払

　　　　　　

未収入

　　　　

未収入特定財源内訳

　　　　　

翌年度に

区

　　　

分

　

逓

　　

次

　

明許費

　　　　　　　　　　　　　　　　　

合

　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

繰り越す

　　　　　　　　

繰越額

　

繰越額

　

繰越額

　

繰越額

　

繰延額

　　　　　　

特定財源

　

ツ

出

：

　

地方債

　

その他

　

べき財源

人

　　

件

　　

費

　　　　　　

0

　　　　　

16

　　　　　

－

　　　　　

21

　　　　　

26

　　　　

63

　　　　　

3

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

3

　　　　　

60

普通建設事業費

　　　

82,268

　　

872,521

　　

18,307

　　　

2,747

　　　　　

－

　　

975.843

　　

674,654

　　

238.230

　　

380,557

　　

55,867

　　

301.189

　

補助事業費

　　

48,350

　　

486,475

　　　

9,166

　　　　

218

　　　　

－

　　

544,209

　　

466,820

　　

237.967

　　

194,424

　　

34.429

　　

77.389

　

単独事業費

　　

33,918

　　

386.046

　　　

9,141

　　　

2.529

　　　　

－

　　

431,634

　　

207,834

　　　

262

　　

186.133

　　

21,439

　　

223,800

災害復旧事業費

　　　　　

－

　　

91,298

　　

25.912

　　　　　

1

　　　　　

－

　　

117.210

　　

108,661

　　

63,281

　　

15.445

　　

29,935

　　　

8,549

そ

　　

の

　　

他

　　　　

321

　　

23,378

　　　

6,302

　　　

5,411

　　　

1.196

　　

36,609

　　

18,662

　　　

2,872

　　

14,216

　　　

1,574

　　

17,947

合

　　　　

計

　　　

82,589

　　

987,213

　　

50,521

　　　

8,180

　　　

1,222

　

1,129,725

　　

801,980

　　

304,383

　　

410,218

　　

87,379

　　

327,745

第10表

　

財

　　

政

　　

再

　　

建

　　

の

　　

状

　　

況

　　　　　　　　　　　

昭和30年度末

　　

当初（昭和31

　　　

平成17年度末までの増減

　　

平成18年４月

　　　

平成18年度中の増減

　　　

茫茫詣

　　

区

　　　　

分

　　　

実質収支赤字

　　　

年度末まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

１日現在団体

　　　　　　　　　

－

　　　

＾

　

体薮

　　　　　　　　　　　

団体数

　　　　　　

承認団体数

　　　

承認団体数

　

完了等団体数

　

数

　　　　　　　

承認団体数

　　

ぶマ姦

（見込み）

　

全部適用団体

　　　　　　　

…

　　　　

（

　

5

ﾑ1）

　　　　　　

－

　　　

（

　

5

jU）

　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

‾部適用団体

　　　　　　　

…

　　　　

（

　

3

A）

　　　　　　

－

　　　

（

　

3

A）

　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　

準

　

用

　

団

　

体

　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　

8

　　　　　

（

　

28

j）

　　　

（

　

29

j）

　　　　　　

－

　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

1

　　　　

｡、

　　　　　　　　　　　　　　　　　

（

　　　

36）

　　　　　　　　

（

　　　

18）

　　　　　　

（

　　　　

2）

　　　　　　

（

　　　

20）

　　　　

1汁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1,558

　　　　　　　　　　　　

596

　　　　　　　　　　

288

　　　　　　　　　　

884

　　　　　　　　　　　　

‾

　　　　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　　　　

‾

　　　　　　　　　　　　

1

（注）

　

（

　

）書きは、府県の数であって、内書きである。
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その１ 総

　　

括

―第 1表

　

歳 入

　

決 算

　

額 の

　

状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　　

17

　　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　

増

　

減

　

率

　　　　

前年度増減率

　　　　　　　　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　

純

　

計

　

額

　　　

純計額

　　

増減額

　　

｀首

　　　　　　

都｀首

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1置

　

市町村純計額

　

府

霞

　

市町村純計額

地

　　　

方

　　　

税

　

17,137,360

　

35.2

　

17,667.049

　

35.0

　

34.804.409

　

37.4

　

33,538.805

　

35.9

　　

1.265.604

　　

5. 1　　2. 5　　3.8　　5. 7 △0.0　　2.7

地

　

方

　

譲

　

与

　

税

　　　

853,575

　　

1.8

　　

995,387

　　

2.0

　

1.848,962

　　

2.0

　

1.164.074

　　

1.2

　　　

684.888

　

111.8

　　

30.8

　　

58.8

　

131.4

　　

46.4

　　

67.7

地方特例交付金

　　

872,575

　

1.8

　　

645,431

　

1.3

　

1.518,006

　

1.6

　

1,104.834

　

1.2

　　

413,172

　

88. 0　0. 7　37. 4　32. 1 △2,2　9.8

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　

9.221,643

　

18.9

　

7,737,076

　

15.3

　

16,958,719

　

18.2

　

17,020,109

　

18.2△

　

61,390△0.9

　

0.3△0.4△6.7△4.7△5.8

市町村たばこ税都道府県交付金

　　　　

1,873

　　

0.0

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　　

－

　　　

－

　　　　　　

－

　　　

－

　　　　　　

一

　　

皆増

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

利子割交付金

　　　　

－

　

－

　　

98,090

　

0.2

　　　

－

　

－

　　　

－

　

－

　　　　

－

　　

－△29.3

　　

－

　　

－△6.9

　　

－

配当割交付金

　　　　

－

　　

－

　　

47,339

　

0.1

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　

69.0

　　

－

　　

一

　

皆増

　　

－

株式等譲渡所得割交付金

　　　　　

－

　　

－

　　　

68,982

　

0.1

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　　

－

　　　

－

　

139.0

　　　

－

　　　

一

　　

皆増

　　　

一

地方消費税交付金

　　　　

－

　　

－

　

1,249,432

　

2.5

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－△7,4

　　

－

　　

－

　

11.2

　　

－

ゴルフ場利用税交付金

　　　　

－

　　

－

　　

43,576

　

0.1

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－△4.1

　　

－

　　

－△6.2

　　

－

特別地方消費税交付金

　　　　　

－

　　

－

　　　　

29

　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－△44.2

　　

－

　　

－△32.5

　　

－

自動車取得税交付金

　　　　

－

　　

－

　　

316,687

　

0.6

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－△0.1

　　

－

　　

－

　　

2.3

　　

－

軽油引取税交付金

　　　　

－

　　

－

　　

112.840

　

0.2

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　

4.0

　　

－

　　

－

　　

0,2

　　

－

　

小計（一般財源）

　　

28,087,026

　

57.7

　

28,981,918

　

57.4

　

55,130,096

　

59.3

　

52,827,821

　

56.5

　　

2.302,275

　　

6．1

　　

2.2

　　

4.4

　　

2．1

　　

0.1

　　

0.7

分担金，負担金

　　

451.380

　

0.9

　　

573.650

　

0

　　

532,629

　

0,6

　　

532,906

　

0.6△

　　

277△1.9△5.8△0.1△12.8

　

0.6△5.6

使用料，手数料

　　

978,161

　

2.0

　

1,496,407

　

3.0

　

2,474,568

　

2.7

　

2,491,719

　

2.7△

　

17,151△3.6

　

1.3△0.7△0.9

　

0.6△0,0

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

6,583,581

　

13.5

　

5.226,045

　

10.4

　

11,809,626

　

12.7

　

12,380,868

　

13.2△

　

571,242△8.2

　　

0.4△4.6△8.5△0.2△5.2

交通安全対策特別交付金

　　　

47.316

　

0.1

　　

31.916

　

0.1

　　

79,232

　

0.1

　　

78,961

　

0.1

　　　　

271△0.3

　　

1.2

　　

0.3△3.3△3.2△3.2

都道府県支出金

　　　　

－

　　

－

　

2,230.353

　

4.4

　　　

－

　

－

　　　　

－

　

－

　　　　

－

　　

－

　

5,9

　　

－

　　

－△6.6

　　

－

財

　　　　

産

　　　　

収

　　　　

入

　　　　　

257,890

　　　

0,5

　　　　

426.523

　　　

0.8

　　　　

684.413

　　　

0.7

　　　　

632,558

　　　

0.7

　　　　　　

51,855

　　　

22.8

　　　　

1.0

　　　　

8,2

　

△

　

5,6

　　　

11.9

　　　　

5,4

寄

　　　

附

　　　

金

　　　

12,556

　

0.0

　　

66.611

　

0.1

　　

78.766

　

0.1

　　

95,137

　

0j△

　

16,371

　

25.9△22.2△17.2

　　

1.5

　　

7.3

　　

6.7

繰

　　　

入

　　　

金

　　

751,890

　

1.5

　

1,667,384

　

3.3

　

2,419,274

　

2.6

　

3,208,015

　

3.4△

　

788.741△21.7△25.8△24.6△9.3

　

19.5

　　

9.1

繰

　　　

越

　　　

金

　　

794,318

　

1,6

　

1,299,494

　

2.6

　

2,093,812

　

2.3

　

2.181,720

　

2.3△

　

87,908△10.3

　

0.3△4.0△7.8

　

2,5△2.0

諸

　　　

収

　　　

入

　　

5, 020, 926　10. 3　2, 899, 104　5. 7　7, 257. 707　7. 8　6, 637, 281　7j　　　620, 426　　9.3　　6.8　　9,3　　1.3　　0,6　　0,4

地

　　　

方

　　　

債

　

5,709,473

　

11.7

　

4,718.975

　

9･3

　

10,376,345

　

11.2

　

12.375,250

　

13.2△1,998,905△20.3△10.7△16.2△6.4△14.9△10.3

特別区財政調整交付金

　　　　　

－

　　

－

　　

860.228

　

1.7

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

～

　　　

－

　　

6.5

　　

－

　　　

－

　　

4.2

　　

－

　

歳

　

入

　

合

　

計

　　

48･ 694･ 518 100. 0 50･ 478･ 606 100. 0　92･ 936･ 469 100. 0　93･ 442･ 236 1 00. 0 △　505,767△0.6△0．3△0．5△1．6△1.1△1．5

(注) １

２

　

「国庫支出金」には、国有提供施設等所在市町村助成交付金を含めた。

地方債の歳入額は「第27表

　

地方債発行状況」から交付公債発行額を控除した額である。その２において同じ。
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その２ 推

　　

移

１第 1表

　

歳 人

　

決 算

　

額 の 状

　

況（つづき）

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

歳

　　　　

入

　　　　

決

　　　　

算

　　　　

額

　　　　　　　　　　　　　　　

指

　　　　　　　　

数

　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　

平成12年度

　　　

13年度

　　　　

14年度

　　　　

15年度

　　　　

16年度

　　　　

17年度

　　　

12

　　

13

　　

14

　　

15

　　

16

　　

17

地

　　　

方

　　　

税

　　

35,546,434

　　

35,548,783

　

33,378,518

　

32,665.727

　

33,538,805

　

34,804,409

　

100

　

100

　　

94

　　

92

　　

94

　　

98

地

　

方

　

譲

　

与

　

税

　　　

620,177

　　　

623,971

　　　

634,222

　　　

694.045

　　

1,164.074

　　

1.848.962

　　

100

　　

101

　　

102

　　

112

　　

188

　

298

地方特例交付金

　　　

914.014

　　　

901,818

　　　

903.588

　　

1,006,168

　　

1,104,834

　　

1,518,006

　

100

　　

99

　　

99

　

110

　

121

　

166

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　　

21,776,420

　　

20,349.760

　　

19,544,863

　　

18,069.295

　　

17,020,109

　　

16.958,719

　　

100

　　

93

　　

90

　　

83

　　

78

　　

78

　

小計（一般財源）

　　

58,857,045

　　

57,424, 333　　54,461,192　　52,435,236　　52,827,821　　55,130,096　100　　98　　93　　89　　90　　94

分担金，負担金

　　　

593,665

　　　

588,488

　　　

593,041

　　　

564,705

　　　

532.906

　　　

532,629

　

100

　　

99

　

100

　　

95

　　

90

　　

90

使用料，手数料

　　

2,477,045

　　

2,498,125

　　

2.485.265

　　

2,492,113

　　

2,491,719

　　

2.474,568

　

100

　

101

　

100

　

101

　

101

　

100

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　

14,454,291

　　

14,550,146

　

13,174,845

　

13,142,117

　

12,459,829

　

11,888,858

　

100

　

101

　　

91

　　

91

　　

86

　　

82

繰

　　　

入

　　　

金

　　

2,136,094

　　

2,277,231

　　

3,050.909

　　

2.939.715

　　

3,208,015

　　

2,419.274

　　

100

　　

107

　　

143

　　

138

　　

150

　　

113

繰

　　　

越

　　　

金

　　

2,253,102

　　

2,534,961

　　

2.457,978

　　

2.225.740

　　

2,181,720

　　

2.093,812

　　

100

　　

113

　　

109

　　

99

　　

97

　　

93

地

　　　

方

　　　

債

　　

11,116,145

　　

11,815.624

　　

13,318,571

　　

13,789,433

　　

12,375,250

　　

10.376,345

　　

100

　　

106

　　

120

　　

124

　　

111

　　

93

そ

　　　

の

　　　

他

　　

8,387.713

　　

8,315.175

　　

7,628,422

　　

7,297,966

　　

7,364,977

　　

8.020,887

　

100

　　

99

　　

91

　　

87

　　

88

　　

96

　

歳

　

入

　

合

　

計

　　

100,275,101

　

100,004,082

　　

97,170,222

　　

94,887,025

　　

93,442,236

　　

92,936,469

　

100

　

100

　　

97

　　

95

　　

93

　　

93

(注) 「国庫支出金」には、交通安全対策特別交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金を含めた。

(単位

　

％)

　　　　　　　　　　　　　

決

　　

算

　　

額

　　

構

　　

成

　　

比

　　　　　　　　　　　　　　　

増

　　　　　　　

減

　　　　　　　

率

　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　

12

　　　　

13

　　　　

14

　　　　

15

　　　　

16

　　　　

17

　　　　

12

　　　　

13

　　　　

14

　　　　

15

　　　　

16

　　　　

17

地

　　

方

　　

税

　　

35.4

　　

35.5

　　

34.4

　　

34.4

　　

35.9

　　

37.4

　　　

1.5

　　

0.0

　

△6.1

　

△2.1

　　　

2.7

　　

3.8

地

　

方

　

譲

　

与

　

税

　　　

0.6

　　　

0.6

　　　

0.7

　　　

0.7

　　　

1.2

　　　

2.0

　　　

1.9

　　　

0.6

　　　

1.6

　　　

9.4

　　　

67.7

　　　

58.8

地方特例交付金

　　　

0.9

　　　

0.9

　　　

0.9

　　　

1.1

　　　

1.2

　　　

1.6

　　

42.8

　

△1.3

　　　

0.2

　　

11.4

　　　

9.8

　　

37.4

地方交付税

　　

21.7

　　

20.3

　　

20.1

　　

19.0

　　

18.2

　　

18.2

　　

4.4

　

△6.6

　

△4.0

　

△7.5

　

△5.8

　

△0.4

　

小計（一般財源）

　　　

58.7

　　

57.4

　　　

56.0

　　

55.3　　56. 5　　59.3　　　3.0　　△2.4　　△5.2　　△3.7　　　0.7　　　4.4

分担金、負担金

　　　

0.6

　　　

0.6

　　　

0.6

　　　

0.6

　　　

0.6

　　　

0.6

　

△28.9

　

△0.9

　　　

0.8

　

△4.8

　

△5.6

　

△0.1

使用料、手数料

　　　

2.5

　　　

2.5

　　　

2.6

　　　

2.6

　　　

2.7

　　　

2.7

　　　

1.1

　　　

0.9

　

△0.5

　　　

0.3

　

△0.0

　

△0.7

国庫支

　

出

　

金

　　

14.4

　　

14.5

　　

13.6

　　

13.9

　　

13.3

　　

12.8

　

△12.9

　　

0.7

　

△9.5

　

△0.2

　

△5.2

　

△4.6

繰

　　

入

　　

金

　　　

2.1

　　　

2.3

　　　

3.1

　　　

3.1

　　　

3.4

　　　

2.6

　

△20.7

　　　

6.6

　　

34.0

　

△3.6

　　　

9.1

　

△24.6

繰

　　

越

　　

金

　　　

2.2

　　　

2.5

　　

2.5

　　

2.3

　　　

2.3

　　　

2.3

　

△13.0

　　

12.5

　

△3.0

　

△9.4

　

△2.0

　

△4.0

地

　　

方

　　

債

　　

11.1

　　

11.8

　　

13.7

　　

14.5

　　

13.2

　　

11.2

　

△15.0

　　

6.3

　　

12.7

　　

3.5

　

△10.3

　

△16.2

そ

　　

の

　　

他

　　　

8.4

　　　

8.4

　　　

7.9

　　　

7.7

　　　

8.0

　　　

8.5

　

△2.8

　

△0.9

　

△8.3

　

△4.3

　　　

0.9

　　　

8.9

　

歳入

　

合計

　　　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

　　

100.0　　100. 0　　100. 0　△3.6　△0.3　△2.8　△2.3　△1.5　△0.5

資25



第12表団体種類
リ口

力 歳

　

入

　

の

　

状

　

況

　　　　　　　　　　　　　　　

地方税地方譲与税各種交付金袈ﾌﾞ回?¥雪地方交付税国庫支出金焚ち?f萱地方債4fJ事なlその他歳入合計

　　　　　

大

　　　　

都s

　　　　

市‘

　　　　

40,420

　　　　

1.527

　　　　

4,393

　　　　　

1,436

　　　　

6,621

　　　　

13, 221　　　　　1 , 795　　　　10, 368　　　　　　185　　　22･ 91 1　　　102, 692

　　　　　

吽1

　　　　

ｷ亥

　　　　

i↑i

　　　　

25,258

　　　　

1,218

　　　　

2,283

　　　　　　

874

　　　　

7.002

　　　　

7, 361　　　　　1 , 874　　　　　5, 443　　　　　　562　　　　　7･ 977　　　59, 290

　　

1

　

4寺

　　　　

f列

　　　　

一市

　　　

15,902

　　　　　　

743

　　　　

1,461

　　　　　　

574

　　　　

2.890

　　　　

3,884

　　　　

1 , 530　　　　3, 060　　　　　　198　　　　4･ 567　　　34, 611

　　

成:

　　

劃s

　　　　　　　　　　

T↑i

　　　　

71.339

　　　　

4,496

　　　　

7,517

　　　　

2,421

　　　　

39,923

　　　　

19,680

　　　　

11,327

　　　　

19,762

　　　　

3,001

　　　　

30･907

　　　

207,372

　　　　　　

中

　　　

矧s

　　　

j↑i

　　　　

38,144

　　　　

2,021

　　　　

3.714

　　　　　

1,372

　　　　

12,153

　　　　

9,626

　　　　

4, 779　　　　8, 123　　　　　　976　　　　13･ 985　　　93, 917

1央

　　

17

　　

ﾉ」ヽ

　

都S

　　

T↑i

　　

33.195

　　

2,474

　　

3,803

　　

1,049

　　

27,771

　　

10,053

　　

6,548

　　

11,639 2,025　　16,923　　　113.455

　　

年‘

　　

|町

　　　　　　　　　　

杢す

　　　　

15.464

　　　　

1,497

　　　　

1,960

　　　　　　

473

　　　

20,935

　　　　

4,236

　　　　

4,195

　　　　

6, 566　　　　　　579　　　　9, 975　　　65, 301

　　

度:

　

『町手1にﾌj‘JこJ、ヱ』

　

12,582

　　　

1,086

　　　

1,548

　　　　

401

　　

12,829

　　

2,909

　　

2, 755　　4, 626　　　　522　　　6, 904　　45.640

　　　　　　

1ｷ1（1で7了う未1荷〉

　　

2,882

　　　

411

　　　

412

　　　　

72

　　

8.105

　　

1,327

　　

1,440

　　

1 , 940　　　　57　　3, 072　　19, 661

菊:

　　　　　

合

　　　　　　　　　　　

劃一

　　　

168.383

　　　　　

9,481

　　　　

17,614

　　　　　

5,778

　　　　

77.371

　　　　

48.381

　　　　

20,722

　　　　

45, 199　　　　　4, 525　　　　76, 338　　　469. 267

　　　　　

大

　　

割S

　　

･市

　　

38,165

　　

1,103

　　

4.338

　　

1.356

　　

6.647

　　

13,333

　　

1,346

　　

11,598

　　　

155

　　

20, 421　　98, 307

　　　　　

中

　　

核

　　

市

　　

23,536

　　　

826

　　

2,254

　　　

841

　　

5,740

　　

6,861

　　

1,331

　　

5,388

　　　　

86

　　

8,104

　　

54,881

■

　

■

　

特=

　　

■

　　

市‘

　　

15,780

　　　

555

　　

1,539

　　　

571

　　

3.045

　　

4,075

　　

1,442

　　

3.574

　　　　

81

　　

5, 001　　35, 582

藤

　

丿戈

　

丿郎

　　　　　　　　　　

i↑i

　　　

65,045

　　　　

2.971

　　　　

7,155

　　　　

2.284

　　　

31,061

　　　

17,794

　　　　

9,263

　　　

18.662

　　　　

1 , 004　　　29, 189　　　183, 424

巴

　　　　

吽l

　　

都s

　　

･市

　　

34,416

　　

1,273

　　

3,488

　　

1,282

　　

8,614

　　

8.617

　　

3,991

　　

7.731

　　　

271

　　

12, 596　　82, 008

　　

16

　　

/」ヽ

　　

■

　　　

i↑i

　　　　

30,629

　　　　　

1,697

　　　　

3,667

　　　　　

1,002

　　　　

22.447

　　　　　

9.177

　　　　　

5,272

　　　　

10,931

　　　　　　　

733

　　　　

16,594

　　　

101,416

　　

j年

　

■

　　　　　　

ｷす

　　

21.919

　　

1,831

　　

3.096

　　　

680

　　

30,626

　　

6.045

　　

6,152

　　

11.540

　　　

199

　　

17,843

　　

99,732

　　

度こ

　　

町冲すらﾌj’JこJ、」二）

　

16.816

　　

1.195

　　

2,248

　　　　

544

　　

15.908

　　

3.754

　　

3,499

　　

6,794

　　　　

151

　　

10.733

　　

61,491

　　　　　　

町’4寸にﾌj･うkl薗）

　　

5.103

　　　

635

　　　

849

　　　

135

　　

14.718

　　

2,291

　　

2,653

　　

4,746

　　　　

48

　　

7,111

　　

38,241

　　　　　

合･

　　　　　　

劃一

　

164,445

　　　

7,285

　　

18.381

　　　

5,731

　　

77,119

　　

48,108

　　

19,535

　　

50.762

　　　

1.525

　　

80,560

　

471,926

　　　　　

大

　　

都

　　

市

　　　

24.0

　　　

16.1

　　　

24.9

　　　

24.9

　　　　

8.6

　　　

27.3

　　　

8.7

　　　

22.9

　　　　

4. 1　　　30. 0　　　21.9

　　　　　

中

　　

核

　　

市

　　　

15.0

　　　

12.8

　　　

13.0

　　　

15.1

　　　　

9.1

　　　

15.2

　　　　

9.0

　　　

12.0

　　　

12.4

　　　

10.4

　　　

12.6

　　

平

　

特

　　

例

　　

市

　　　　

9.4

　　　　

7.8

　　　

8.3

　　　　

9.9

　　　

3.7

　　　

8.0

　　　　

7.4

　　　　

6.8

　　　　

4.4

　　　　

6.0

　　　

7.4

　　

成

　

都

　　　　　　

市

　　　

42.4

　　　

47.4

　　　

42.7

　　　

41.9

　　　

51.6

　　　

40.7

　　　

54.7

　　　

43.7

　　　

66.3

　　　

40.5

　　　

44.2

　　　　　　

中

　　

都

　　

市

　　　

22.7

　　　

21.3

　　　

21.1

　　　

23.7

　　　

15.7

　　　

19.9

　　　

23.1

　　　

18.0

　　　

21.6

　　　

18.3

　　　

20.0

構

　

17

　　

小

　　

都

　　

市

　　　

19.7

　　　

26.1

　　　

21.6

　　　

18.2

　　　

35.9

　　　

20.8

　　　

31.6

　　　

25.8

　　　

44.7

　　　

22.2

　　　

24.2

　　

年

　

町

　　　　　　

村

　　　　

9.2

　　　

15.8

　　　

11.1

　　　　

8.2

　　　

27.1

　　　　

8.8

　　　

20.2

　　　

14.5

　　　

12.8

　　　

13.1

　　　

13.9

　　

度

　　

町村（１万以上）

　　　

7.5

　　　

11.5

　　　　

8.8

　　　　

6.9

　　　

16.6

　　　　

6.0

　　　

13.3

　　　

10.2

　　　

11.5

　　　　

9.0

　　　　

9.7

　　　　　　

町村（１万未満）

　　　

1.7

　　　　

4.3

　　　　

2.3

　　　　

1.3

　　　

10.5

　　　　

2.7

　　　　

7.0

　　　　

4.3

　　　　

1.3

　　　　

4.0

　　　

4.2

成

　　　

合

　　　　　　

計

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　　　

大

　　

都

　　

市

　　　

23.2

　　　

15.1

　　　

23.6

　　　

23.7

　　　

8.6

　　　

27.7

　　　

6.9

　　　

22.8

　　　

10.2

　　　

25.3

　　　

20.8

　　　　　

中

　　

核

　　

市

　　　

14.3

　　　

11.3

　　　

12.3

　　　

14.7

　　　

7.4

　　　

14.3

　　　　

6.8

　　　

10.6

　　　　

5.6

　　　

10.1

　　　

11.6

比

　

平

　

特

　　

例

　　

市

　　　　

9.6

　　　　

7.6

　　　

8.4

　　　

10.0

　　　

3.9

　　　　

8.5

　　　　

7.4

　　　　

7.0

　　　　

5.3

　　　　

6.2

　　　

7.5

砿

　

成

　

都

　　　　　　

市

　　　

39.6

　　　

40.8

　　　

38.9

　　　

39.9

　　　

40.3

　　　

37.0

　　　

47.4

　　　

36.8

　　　

65.8

　　　

36.2

　　　

38.9

ご

　　　　

中

　　

都

　　

市

　　　

20.9

　　　

17.5

　　　

19.0

　　　

22.4

　　　

11.2

　　　

17.9

　　　

20.4

　　　

15.2

　　　

17.8

　　　

15.6

　　　

17.4

　　

16

　　

小

　　

都

　　

市

　　　

18.6

　　　

23.3

　　　

19.9

　　　

17.5

　　　

29.1

　　　

19.1

　　　

27.0

　　　

21.5

　　　

48.1

　　　

20.6

　　　

21.5

　　

年

　

町

　　　　　　

村

　　　

13.3

　　　

25.1

　　　

16.8

　　　

11.9

　　　

39.7

　　　

12.6

　　　

31.5

　　　

22.7

　　　

13.0

　　　

22.1

　　　

21.1

　　

度

　　

町村（１万以上）

　　　

10.2

　　　

16.4

　　　

12.2

　　　　

9.5

　　　

20.6

　　　　

7.8

　　　

17.9

　　　

13.4

　　　　

9.9

　　　

13.3

　　　

13.0

　　　　　　

町村（１万未満）

　　　

3.1

　　　　

8.7

　　　　

4.6

　　　　

2.4

　　　

19.1

　　　　

4.8

　　　

13.6

　　　　

9.4

　　　　

3.1

　　　　

8.8

　　　　

8.1

　　　　　

合

　　　　　　

計

　　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

　　　　　

大

　　　　

都S

　　　　

T↑i

　　　　　

2.255

　　　　　　

423 55　　　　81　△　26　八　112　　　448　八1,230　　　　30　　2,490　　4,386

　　　　　

吽l

　　

ｷ亥

　　

市‘

　　　

1 , 722　　　393　　　　30　　　　33　　1 , 262　　　500　　　543　　　　55　　　476　八　128　　4,409

　

坤?

　　　

特

　　　　

f列

　　　　

了打

　　　　　　

122

　　　　　　

189

　　　

八

　　

78

　　　　　　　　

3

　　　

八

　　

156

　　　

乙

　　

191

　　　　　　　

88

　　　

八

　

514

　　　　　　

117

　　　

△

　

435

　　　

△

　

971

　

淵と

　　　

都S

　　　　　　　　　　

‾市

　　　　

6, 294　　　　1, 525　　　　　　362　　　　　　137　　　　8, 862　　　　　1 , 885　　　　2, 064　　　　　1 , 100　　　　　1,997　　　　　1,719　　　　23,949

　　　　　　

吽l

　　

都S

　　

j↑i

　　

3.728

　　　

748

　　　

226

　　　　

89

　　

3.538

　　

1.009

　　　

788

　　　　

391

　　　　　　　

705

　　　　　

1,391

　　　　

11,909

　

額

　　　　　

ふ

　　　

都s

　　　

7↑i

　　　　

2･ 566　　　　　　777　　　　　　136　　　　　　　47　　　　5, 324　　　　　　876　　　　　1 , 276　　　　　　709　　　　　1,292　　　　　　328　　　　12,039

　

僑

　　　

田T

　　　　　　　　　　　

ｷ1

　　　

八6･455

　　　

△

　

333

　　　

八1･ 137　　　乙　207　　　八9･ 691　　　八1,809　　　乙1,957　　　乙4,974　　　　　　380　　　乙7,869　　乙34,431

　

巴

　　　

町村（１万以上）

　

△4･234

　

△

　

109

　

△

　

700

　

△

　

144

　

△3･078

　

△

　

845

　

△

　

744

　

△2.168

　　　　

371

　　

△3,829

　

△15,851

　　　　　　

WTttdﾌ了う靫i薗）

　

乙2,221

　

△

　　

224

　　　

△

　　

437

　　　

△

　　　

63

　　

八6.613

　

八

　

964

　

八1,212

　

八2,807

　　　　

9

　

八4,040

　

乙18,580

　　　　　

台｀

　　　　　　　　　　　

計

　　　　　

3･ 938　　　　　2, 196　　　△　　767　　　　　　　47　　　　　　251　　　　　　273　　　　　1, 187　　　乙5.563　　　　　3,000　　　八4.222　　△　2.659

　　　　　

大

　　

都

　　

市

　　　

5.9

　　

38･4

　　　

1.3

　　　

6.0

　

△0.4

　

△0.8

　　

33.3

　

△10.6

　　

19.4

　　

12.2

　　　

4.5

　　　　　

中

　　

核

　　

市

　　　　

7.3

　　　

47.6

　　　　

1.3

　　　　

4.0

　　　

22.0

　　　　

7.3

　　　

40.8

　　　　

1.0

　　　

554.3

　

△

　

1.6

　　　　

8.0

　

増

　　

特

　　

例

　　

市

　　　

0.8

　　　　

34.1

　　

△

　

5.1

　　　　

0.6

　　

△

　

5.1

　　

△

　

4.7

　　　

6.1

　

△14.4

　　

144.2

　

△8.7

　

△

　

2.7

　　　　　

都

　　　　　　　

市

　　　　

9.7

　　　

51.3

　　　　

5.1

　　　　

6.0

　　　

28.5

　　　

10.6

　　　

22.3

　　　　

5.9

　　　

199.0

　　　　

5.9

　　　

13.1

　

減

　　　

中

　　

都

　　

市

　　　

10.8

　　　　

58.7

　　　　

6.5

　　　　

7.0

　　　　

41.1

　　　　

11.7

　　　

19.8

　　　　

5.1

　　　

260.1

　　　　

11.0

　　　　

14.5

　

率

　　　

小

　　

都

　　

市

　　　　

8.4

　　　　　　

45.8

　　　　　　　

3.7

　　　　　　　

4.7

　　　　　　

23.7

　　　　

9.5

　　　　

24.2

　　　　

6.5

　　　

176.4

　　　　　

2.0

　　　　

11.9

　

。｡

　

町

　　　　　

村

　

△29.4

　

△18.2

　

△36.7

　

△30.4

　

△31.6

　

△29.9

　

△31.8

　

△43.1

　　

191.2

　

△44.1

　

△

　

34.5

　

芒

　　　

町村（１万以上）

　

ム25.2

　

△9.1

　

△31.1

　

△26.4

　

△19.4

　

△22.5

　

△21.3

　

△31.9

　　

245.4

　

△35.7

　

△25.8

　　　　　　

町村（１万未満）

　

△43･5

　

△35.3

　

△51.5

　

△46.7

　

△44.9

　

△42. 1　△45.7　△59. 1　　18. 9　△56.8　△48.6

　　　　　

合

　　　　　　

計

　　　　

2.4

　　　

30.2

　

△

　

4.2

　　　　

0.8

　　　　

0.3

　　　　

0.6

　　　

6.1

　

△11.0

　　

196.8

　

△5.2

　

△

　

0.6

資26



　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

16

　

年

　　

度

　　　　　　　　　

比

　　　　　

較

　　

ｇ

　　

゛門

)

゛≒

)

゛

天子

よ回調が≒

)

額
‰ﾀﾞ品諮yﾂﾞﾂﾞﾌﾞﾋﾞ1昌

１

　

普

　　　

通

　　　

税

　

14, 125, 372　13, 679, 504　　　96. 1　　　89. 8　13, 397,637　12,929,303　　　95.7　　　89.2　　　750,201　　　5.8　　　6.5

　

巾

　

法

　

定

　

普

　

通

　

税

　　

14, 080, 090　　13, 634,242　　　96.1　　　89.5　　13,352.538　　12,884,202　　　95.6　　　88.9　　　　750,040　　　　5.8　　　　6.4

　　

ア道府県民税

　

3, 807. 124　3, 585. 419　　94. 2　　23. 5　3, 629,671　3,398,623　　93.6　　23.5　　186,796　　5.5　　3.8

　　　

(ア)個

　　

人

　　

分

　　

2, 651.427　　2.441, 953　　　92. 1　　　16.0　　2,480,766　　2,261,886　　　91.2　　　15.6　　　180,067　　　8.0　　　　1.4

　　　

(イ)法

　　

人

　　

分

　　　

978,342

　　　

966,110

　　　

98.7

　　　　

6,3

　　　

875,353

　　　

863,185

　　　

98.6

　　　　

6.0

　　　　

102,925

　　　

11.9

　　　

10.8

　　　

(ウ)利

　　

子

　　

割

　　　　

177,355

　　　

177.356

　　　

100.0

　　　　

1.2

　　　

273.552

　　　

273,552

　　　

100.0

　　　　

1.9

　　

△

　

96,196

　　

△35.2

　　　　

3.9

　　

イ

　

事

　　

業

　　

税

　　

4,983,161

　　

4.914,186

　　　

98.6

　　　

32.3

　　

4,410,060

　　

4,338,874

　　　

98.4

　　　

30.0

　　　

575,312

　　　

13.3

　　　

12.8

　　　

(ア)個

　

人

　

分

　　

237,531

　　

215.817

　　

90.9

　　

1.4

　　

239,227

　　

215,565

　　

90.1

　　

1.5

　　　　

252

　　

0.1

　

△0.4

　　　

(イ)法

　　

人

　　

分

　　

4,745,630

　　

4.698,368

　　　

99,0

　　　

30.9

　　

4,170,833

　　

4.123,309

　　　

98.9

　　　

28.5

　　　　

575,059

　　　

13.9

　　　

13.6

　　

ウ地方消費税

　

2,551,190

　

2.551.190

　　　

－

　　

16.8

　

2,613,934

　

2.613,934

　　　

－

　　

18.0

　

△62,744

　

△2.4

　　

9.2

　　　

(ア)譲

　　

渡

　　

割

　　

2,046,635

　　

2.046.635

　　　　

－

　　　

汪4

　　

2,153,452

　　

2,153,452

　　　　

－

　　　

14.9

　　

△106,817

　

△

　

5.0

　　　

8.0

　　　

(イ)

　

貨

　　　

物

　　　

割

　　　　　　

504,555

　　　　　

504,555

　　　　　　　

－

　　　　　　

3.3

　　　　　

460,483

　　　　　

460,483

　　　　　　　

－

　　　　　　

3.2

　　　　　　　

44,072

　　　　　　

9.6

　　　　　

15.0

　　

エ不動産取得税

　　

544,145

　　

476.669

　　

87.6

　　

3.1

　　

529,954

　　

456,402

　　

86.1

　　　

3.2

　　　

20.267

　　

4.4

　

△5.0

　　

オ

　

道府県たばこ税

　　　

275,294

　　

275,163

　　

100.0

　　　

1.8

　　

282,687

　　

282,555

　　

｡100.0

　　　

2.0

　　

△

　

7,392

　

△2.6

　　　

1.7

　　

カ

　

ゴルフ場利用税

　　　

63,924

　　　

62,032

　　

97.0

　　　

0.4

　　　

66,076

　　　

63.837

　　

96.6

　　　

0.4

　

△

　

1,805

　

△2.8

　

△7.6

　　

キ

　

自

　

動

　

車

　

税

　　

1,838,357

　　

1.752,750

　　　

95. 3　　　1 1. 5　　1, 803,186　　1,713,074　　　95.0　　　11.8　　　　39,676　　　　2.3　　△　1.9

　　

ク

　

鉱

　　

区

　　

税

　　　　

450

　　　　

407

　　

90.4

　　　

0.0

　　　　

454

　　　　

409

　　

90.1

　　　

0.0

　　

△

　　　

2

　

△0,5

　

△2.2

　　

ケ

　

狩猟者登録税

　　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　　

－

　　　

一

　　

皆減

　　

コ

　

固定資産税

　　　

16,445

　　　

16.426

　　

99. 9　　　0. 1　　　16, 515　　　16, 494　　99.9　　　0.1　△　　68　△0.4　　　6.5

　

(2)法定外普通税

　　　

45,281

　　　

45,262

　　

100. 0　　　0. 3　　　45, 099　　　45, 101　　100. 0　　　0. 3　　　　　161　　　0.4　　　28.6

2

　

日

　　　

的

　　　

税

　　

1.592,430

　　

1,547,332

　　

97. 2　　　10. 2　　1 ,615, 259　　1 ,557, 563　　96. 4　　　10. 8　　△　10,231　△0.7　　　0.2

　

巾

　

法定

　

目

　

的

　

税

　　

1,586,388

　　

1,541,295

　　

97.2

　　

10.1

　　

1.611.061

　　

1,553,377

　　

96.4

　　

10.7

　　

△12,082

　

△0.8

　　　

0,2

　　

7

　

自動車取得税

　　

452,948

　　

452,839

　　

100.0

　　

3.0

　　

451, 016　　450, 883　　100. 0　　3. 1　　　1, 956　　0.4　　　0.8

　　

イ軽油引取税

　

1,130,911

　

1,085,926

　　

96. 0　　7. 1　い57,456　1.099,912　　95.0　　7.6　△13,986　△1.3　△0.2

　　

ウ

　

入

　　

猟

　　

税

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　

一

　　　

皆減

　　

工

　

狩

　　

猟

　　

税

　　　

2.529

　　　

2,529

　　

100. 0　　　0, 0　　　2, 590　　　2, 583　　99. 7　　　0. 0　　△　　54　△2.1　　皆増

　

(2)法定外目的税

　　　

6.042

　　　

6.037

　　

99. 9　　　0. 0　　　4, 198　　　4, 185　　99. 7　　　0. 0　　　1 , 852　　44.3　　44.8

3

　

旧法

　

に

　

よ

　

る

　

税

　　　

1,476

　　　　　

90

　　　

6｡ 1　　　0. 0　　　2, 606　　　　141　　　5. 4　　　0. 0　　△　　51　△36.2　△48.5

　

合

　　　　　　　

計

　　　　

15,719,278

　

15,226,925

　　　

96. 3　　　100. 0　15, 01 5･ 501　　14･ 487･ 006　　　95. 7　　　1 00. 0　　　739, 91 9 5.1　　　　5.8

(単位

　

百万円・％)

１

　

収入額は、「第11表

　

歳入決算額の状況」の地方税の決算額から、東京都が徴収した市町村税相当額（平成17年度1.910.435百万円、平成16年

　

度1,819,845百万円）を控除した額である。その３において同じ。

２

　

徴収率は、地方消費税を除いて計算した。

資27

(注)

その１ 総

　　

括

第13表

　

地 方

　　

税 の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

16

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

区

　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増

　　

減

　

率

　　　　

前年度増減率

　　　　　　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　　

合計

　

額

　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　　

合計

　

額

　　　　　　　　　　

，.．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

mm

　

市町村合計額

　

mi

　

市町村合計額

道府県税15.226.925 88.9　　　－　-15,226,925 43.7 14,487,006 88.8　　　－　-14,487.006 43.2　5.1　　－　5.1　5.8　　－　5.8

市町村税

　

1,910,435

　

11.1 17,667,049100.0 19,577,484 56.3　1,819,845　11.217.231,954100.0 19,051,799 56.8　5.0　2.5　2.8　　5.0△0.0　0.4

　　

計

　　　

17,137,360 100.0 17,667,049100.0 34,804,409100．016,306,851100.0 17,231,954100.0 33,538,805 100.0　　5.1　　2.5　　3.8　　5.7△0.0　　2.7

(注) 都道府県欄の市町村税額は、東京都が徴収した市町村税相当分である。

その２ 道府県税の収入状況（総括）
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第13表

　

地

道府県税の収入状況（個別団体）

方

　　

税 の 状

　　

況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　　　　　　

（参考）

　

区

　

分

　

都道府県

　　

ハハ

　

計獣l昌

　

道府県税

　　

計獣器l

　

道府県税

　　

計皿琳恣

　　　　　　　　　

≒

）
額皿丿七≒

）

゛構むﾋ≒

）

額構むﾋ％

）

゛４白十門?
）自９（

?門

）
ｏ率

溜17

財政ｶ

ｻけ

o

賢乗:

　

京

　

都

　　

2,692.283

　　　

17.7

　

1,485,137

　　　

26.2

　

2,417.113

　　　

16.7

　

1,281,651

　　　

25. 7　　　275, 170　　　11.4　　　203･ 486　　　15. 9　　　　　71.5

の団体

（1［1体］（/jヽ計）

　

2,692,283

　　

17.7

　

1,485,137

　

26.2

　

2,417,1 13　　16. 7　1 , 281,651　　25． 7　　275, 1 70　　1 1 。4　　203, 486　　15． 9　　71． 5

　　　　

1

　

知

　

県

　　

1,088.655

　　　　

7.1

　　　

472.977

　　　　

8.3

　　

1,031,803

　　　　

7.1

　　　

419,569

　　　　

8.4

　　　　

56.852

　　　　

5. 5　　　　53,408　　　12. 7　　　　　52.2

0.7以上

1.0未満

　

神奈川県

　　

999,747

　　

6.6

　

342,155

　　

6.0

　

974.989

　　

6.7

　

324.636

　　

6.5

　　

24.758

　　

2. 5　　17, 519　　5. 4　　57. 9

の団体

　　　　

大

　

阪

　

府

　　

1,113,377

　　　　

7.3

　　　

483.668

　　　　

8.5

　

1,055,896

　　　　

7.3

　　　

436,407

　　　　

8.8

　　　　

57,481

　　　　

5.4

　　　　

47,261

　　　

10.8

　　　　

42.3

（3巨1ｲ本）「ﾉ」ヽ言十）

　

3,201,780

　

21.0

　

1,298,800

　　

22.9

　

3,062,688

　　

21.1

　

1,180,612

　　

23.7

　　

139,092

　　

4. 5　　1 18, 1 88　　1 0.0　　49. 7

　　　　

埼玉県

　　

681.715

　　

4.5

　

190,558

　　

3.4

　

664.997

　　

4.6

　

176,145

　　

3.5

　　

16,718

　　

2.5

　　

14,413

　　

8.2

　　

44.9

　　　　

静岡県

　　

487,120

　　

3.2

　

181,767

　　

3.2

　

469,119

　　

3.2

　

162.016

　　

3.2

　　

18,001

　　

3.8

　　

19,751

　

12.2

　　

44.0

　　　　

千葉県

　　

635.887

　　

4.2

　

192,392

　　

3.4

　

584,610

　　

4.0

　

145,196

　　

2.9

　　

51,277

　　

8.8

　　

47,196

　

32.5

　　

43.6

0.5以上

0.7未満茨城県

　　

353.884

　　

2.3

　

118,484

　　

2.1

　

336,659

　　

2.3

　

101,994

　　

2.0

　　

17,225

　　

5.1

　　

16.490

　

16.2

　　

35.4
の団体

　　　　

福岡県

　　

510,136

　　

3.4

　

171.129

　　

3.0

　

500,172

　　

3.5

　

158,082

　　

3.2

　　

9,964

　　

2.0

　　

13.047

　　

8.3

　　

34.4

　　　　

栃木県

　　

250,076

　　

1.6

　　

83,882

　　

1.5

　

248.821

　　

1.7

　　

82.875

　　

1.7

　　

1,255

　　

0.5

　　

1.007

　　

1.2

　　

31.0

　　　　

群馬県

　　

228.086

　　

1.5

　　

69,340

　　

1.2

　

222.802

　　

1.5

　　

63.821

　　

1.3

　　

5.284

　　

2.4

　　

5,519

　　

8.6

　　

30.6

(7ia#:］（／jヽ訓-）

　

3,146,904

　

20.7

　

1,007,551

　　

17.8

　

3,027,179

　

20.9

　　

890,128

　

17.9

　　

119,725

　　

4.0

　　

117,423

　　

13.2

　　

38.8

　　　　

三重県

　　

227,884

　　

1.5

　　

80,944

　　

1.4

　

220.331

　　

1.5

　　

71.207

　　

1.4

　　

7,553

　　

3.4

　　

9,737

　

13.7

　　

32.8

　　　　

j･

　

庫

　

県

　　　　

573,397

　　　　

3.8

　　　

180,739

　　　　

3.2

　　　

538.937

　　　　

3.7

　　　

150.613

　　　　

3.0

　　　　

34,460

　　　　

6.4

　　　　

30,126

　　　

20.0

　　　　　

21.7

　　　　

広島県

　　

320,811

　　

2.1

　

115,208

　　

2.0

　

296,510

　

2.0

　　

93,080

　　

1.9

　　

24.301

　　

8.2

　　

22,128

　

23.8

　　

32.6

0.4以上

　

宮城県

　　

251.975

　　

1.7

　　

80.398

　　

1.4

　

249,129

　　

1.7

　　

78.386

　　

1.6

　　

2.846

　　

1.1

　　

2,012

　　

2.6

　　

31.3
0.5未満

の団体京都府

　　

299,895

　　

2.0

　

117, 139　2. 1　255.468　　1.8　　74, 997　　1. 5　　44.427　17.4　　42,142　56.2　　35.2

　　　　

滋賀県

　　

156,004

　　

1.0

　　

55,946

　　

1.0

　

150.398

　　

1.0

　　

51,425

　　

1.0

　　

5,606

　　

3.7

　　

4.521

　　

8.8

　　

31.3

　　　　

岐阜県

　　

223, 025　　1. 5　　62･ 624　　1. 1　217,407　　1. 5　　56,091　　1. 1　　5, 618　2.6　　6,533　11.6　　28.4

　　　　

岡山県

　　

225,030

　　

1.5

　　

84,906

　　

1.5

　

196,488

　　

1.4

　　

55,058

　　

1.1

　　　

28, 542　　14. 5　　29, 848　54.2　　28.8

(8 mm　（/jヽ計j　　2,278,020　　15.0　　777，901　　13.7　2,124,669　　14.7　　630,856　　12.7　　153,
351　　　　　7.2　　　147, 045　　　23.3　　　　　28.3

　　　　

長野県

　　

235.752

　　

1.5

　　

70･129

　　

1.2

　　

233･510

　　

1.6

　　

63･464

　　

1.3

　　　

2,242

　　

1.0

　　　

6,665

　　

10.5

　　　

27.6

　　　　

石川県

　　

132･ 179　　0. 9　　40･ 203　　0. 7　129･ 181　　0. 9　　37, 847　　0. 8　　2, 998　　2. 3　　2,356　　6.2　　25.0

　　　　

福島県

　　

222･720

　　

1.5

　　

70･087

　　

1.2

　

218･184

　　

1.5

　　

64.636

　　

1.3

　　

4,536

　

2.1

　　

5,451

　　

8.4

　　

25.5

資28
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第13表

　

地

道府県税の収入状況（個別団体）（つづき）

方

　　

税 の 状

　　

況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　　　　　　

ぐ参考）

　

区

　

分

　

都道府県

　　

道府県税

　　

昌趾:呂鸚

　

道府県税

　　

昌江と昌

　

道府県税

　　

九回郷士

　　　　　　　　

ｻ］げ白奥付
）
｜皿」=ﾋ≒）゛皿J=ﾋｻｻﾞ皿丿牛椚回ノ宍率昔幄］４率

V畳7

　　　　

香川県

　　

111. 692　0. 7　　37, 280　0.7　107,821　　0.7　　32.914　0.7　　3.871　　3.6　　4,366　13.3　　24.4

　　　　

新潟県

　

260,230

　　

1.7

　　

78, 940　　1 ｡4　　252, 257　　1.7　　73,648　　1.5　　　7,973　　3.2　　　5,292　　7.2　　　20.8

　　　　

富山県

　　

126, 824　0. 8　　40, 063　0.7　119,638　0.8　　33,553　0.7　　7,186　6.0　　6,510　19.4　　24.1

　　　　

山口県

　　

165, 523　　1. 1　　59, 719　　1.1　　154,794　　1.1　　47,913　　1.0　　10,729　　6.9　　11,806　24.6　　22.4

　　　　

北海道

　　

550, 879　　3. 6　　126, 427　　2.2　554,100　　3.8　　119,929　　2.4　△3,221△0.6　　6,498　　5.4　　20.9

0.3以上

0.4未満

　

奈良県

　　

118. 165　　0. 8　　27, 860　　0.5　117,436　　0.8　　26,440　　0.5　　　729　　0.6　　1,420　　5.4　　24.7

の団体

　　　　

山梨県

　　

104, 762　　0. 7　　38, 305　　0. 7　103, 043　　0.7　　35,497　　0.7　　1,719　　1.7　　2,808　　7.9　　22.1

　　　　

福井県

　　

102.624

　　

0.7

　　

33,875

　　

0.6

　

102,542

　　

0.7

　　

33.666

　　

0.7

　　　　

82

　　

0.1

　　　

209

　　

0.6

　　

20.8

　　　　

愛媛県

　　

137,211

　　

0.9

　　

43,156

　　

0.8

　

132,227

　

0.9

　　

38,203

　

0.8

　　

4,984

　

3.8

　　

4,953

　

13.0

　　

21.0

　　　　

熊本県

　　

160,825

　　

1.1

　　

43,472

　

0.8

　

162,896

　　

1.1

　　

43,513

　

0.9

　

△2.071△1.3

　

△

　

41△0.1

　　

21.9

　　　　

徳島県

　　

85,162

　　

0.6

　　

29,977

　　

0.5

　　

84,816

　　

0.6

　　

28,892

　　

0.6

　　　

346

　　

0.4

　　

1,085

　　

3.8

　　

15.5

（14団体）（小計）

　

2,514,548

　　

16.5

　　

739,494

　　

13.1

　

2,472,444

　　

17.1

　　

680,115

　　

13.6

　　

42,104

　　

1.7

　　

59,379

　　

8.7

　　　

22.3

　　　　

山形県

　　

110,871

　　

0.7

　　

28,828

　

0.5

　

110,940

　

0.8

　　

26,533

　

0.5

　

△

　

69△0.1

　　

2.295

　

8.6

　　

18.5

　　　　

大分県

　　

114,018

　

0.7

　　

35,579

　

0.6

　

109,704

　

0.8

　　

30.752

　

0.6

　　

4,314

　

3.9

　　

4,827

　

15.7

　　

19.3

　　　　

佐賀県

　　

84,636

　　

0.6

　　

22,981

　　

0.4

　　

84,984

　　

0.6

　　

21,915

　　

0.4

　

△

　

348△0.4

　　

1,066

　　

4.9

　　

19.9

　　　　

和歌山県

　　

88,356

　　

0.6

　　

23.836

　　

0.4

　　

90,035

　　

0.6

　　

25.156

　　

0.5

　

△1,679△1.9

　

△1.320△5.2

　　

17.2

　　　　

青森県

　　

137.153

　

0.9

　　

26.240

　

0.5

　

133,757

　

0.9

　　

22,153

　

0.4

　　

3,396

　

2.5

　　

4,087

　

18.4

　　

18.3

　　　　

岩手県

　　

124,105

　　

0.8

　　

29.995

　　

0.5

　

125.769

　　

0. 9　　28, 565　　0.6　△1,664△1.3　　1,430　　5.0　　17.2

0.3未満

　

鹿児島県

　　

145,444

　　

1.0

　　

38.635

　　

0.7

　　

142,692

　　

1.0

　　

33.601

　　

0.7

　　　

2,752

　　

1.9

　　　

5,034

　　

15.0

　　　

17.5

の団体沖縄県

　　

95.825

　

0.6

　　

24.316

　　

0.4

　　

95.638

　

0. 7　　23, 324　　0. 5　　　187　0. 2　　　992　4. 3　　16.4

　　　　

宮崎県

　　

96,661

　　

0.6

　　

24,279

　

0.4

　　

94.779

　

0.7

　　

21,593

　　

0.4

　　

1,882

　　

2.0

　　

2,686

　

12.4

　　

15.7

　　　　

長崎県

　　

109,425

　

0.7

　　

26,093

　

0. 5　109, 869　　0. 8　　23, 348　0.5　△　444△0. 4　　2, 745　11.8　　15.8

　　　　

秋田県

　　

99,872

　　

0.7

　　

25.346

　

0.4　　99, 058　0. 7　　22, 052　　0. 4　　　814　0. 8　　3, 294　14. 9　　14 ｡9

　　　　

鳥取県

　　

55,872

　

0.4

　　

15.069

　

0.3　　56, 480　0. 4　　14, 262　0. 3　△　608△1. 1　　　807　5. 7　　14. 5

　　　　

高知県

　　

63,877

　　

0,4

　　

14,868

　　

0.3　　63, 565　　0. 4　　12, 674　　0. 3　　　312　　0. 5　　2, 194　17. 3　　13, 7

　　　　

島根県

　　

67,275

　

0.4

　　

19.530

　

0.3

　　

65.643

　

0.5

　　

17,202

　

0.3

　　

1,632

　　

2.5

　　

2,328

　

13.5

　　

12.0

（14団体）（小計）

　

1,393,389

　　

9.2

　　

355,596

　　

6. 3　1, 382, 913　　9. 5　　323, 1 31　　6. 5　　1 0, 476　　0．8　　32, 465　　1 0.0　　　1 6.6

　

全

　

国

　

計

　

15,226,925

　

100.0 5,664,478　100． 0 14, 487,006　1 00. 0 4,986, 494　1 00.0　739, 91 9　5, 1　677. 984　1 3.6　　31 。3

(注) 道府県税の収入額に含まれる地方消費税については、都道府県間の清算を行った後の額を計上している。
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その４ 市町村税

第13表

　

地 方

　　

税 の 状

　　

況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

16

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　

比

　　　　　　

較

　　

ｓ:

　　

９

　

門

)

゛≒

)

額

乙子

J謡幣

)

゛≒゛
乙子扁11

)

(

ﾂﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞ数：

１

　

普

　　　　

通

　　　　

税

　　

19.452.196

　　

18.021,575

　　　

92.6

　　　

92.1

　　

19.005,803

　　

17,498,425

　　　

92. 1　　　91. 8　　　523, 150　　　　3.0　　　0.5

　

巾

　

法

　

定

　

普

　

通

　

税

　　

19.450,752

　

18,020,216

　　　

92.6

　　　

92.0

　

19,004,732

　

17.497,441

　　　

92.1

　　　

91.8

　　　

522.775

　　　

3.0

　　　

0.5

　　

7

　

市町村民税

　　

8,705.501

　

8,155.530

　　

93.7

　　

41.7

　

8,247.080

　

7.668.558

　　

93.0

　　

40.3

　　

486.972

　　

6.4

　　

0.4

　　

(ア)個人均等割

　　

166,685

　　

152,561

　　

91.5

　　　

0.8

　　

151,032

　　

137.468

　　

91.0

　　　

0.7

　　　

15.093

　　

11.0

　　

17.9

　　

(イ)所

　

得

　

割

　　

6,031,574

　　

5.545.961

　　　

91.9

　　　

28.3

　　

5,841.408

　　

5.328,853

　　　

91.2

　　　

28.0

　　　

217,108

　　　

4.1

　

△3.4

　　

(ウ)法人均等割

　　

416,423

　　

403,024

　　

96.8

　　

2.1

　　

411,703

　　

397,030

　　

96.4

　　

2.1

　　　

5.994

　　　

1.5

　　

1.6

　　

(エ)法人税割

　　

2.090,819

　

2.053.984

　　

98.2

　　

10.5

　

1,842,938

　

1.805.207

　　

98.0

　　　

9.5

　　

248,777

　　

13.8

　　

12.1

　　

イ

　

固定資産税

　

9.685,432

　

8,862,096

　　

91.5

　　

45.3

　

9.671,252

　

8.806.106

　　

90

　　

46.2

　　

55,990

　　

0.6

　　

0.4

　　

(ア)純固定資産税

　　

9.578.062

　　

8,754.726

　　

91.4

　　

44.7

　　

9.572,951

　　

8,707.805

　　

91.0

　　

45.7

　　　

46.921

　　　

0.5

　　　

0.3

　　　　

土

　　　　

地

　　

3,737,136

　

3.405,760

　　

91.1

　　

17.4

　

3,844,633

　

3,484,481

　　

90.6

　　

18.3

　　

△78.721

　

△2.3

　

△2.0

　　　　

家

　　　　　　

屋

　　

4,146,946

　　

3,765.085

　　　

90.8

　　　

19.2

　　

4,014.623

　　

3,623,049

　　　

90.2

　　　

19.0

　　　　

142,036

　　　　

3.9

　　　　

4.2

　　　　

償

　

却

　

資

　

産

　　

1.693,980

　　

1,583,881

　　

93.5

　　　

8.1

　　

1,713,695

　　

1,600.274

　　

93.4

　　　

8.4

　　

△16,393

　

△1.0

　

△3.0

　　

(イ)

　

交

　

納

　

付

　

金

　　　　　　

107,370

　　　　　

107,370

　　　　　

100.0

　　　　　　

0,5

　　　　　　

98,301

　　　　　　

98.301

　　　　　

100.0

　　　　　　

0.5

　　　　　　　　

9,069

　　　　　　

9.2

　　　　　

11.4

　　

ウ軽自動車税

　　

169.965

　　

151.460

　　

89.1

　　

0.8

　　

163.315

　　

145,857

　　

89.3

　　

0.8

　　　

5,603

　　

3.8

　　

3.8

　　

エ

　

市町村たばこ税

　　　

845,615

　　

845.291

　　

100.0

　　　

4.3

　　

868.497

　　

868.038

　　

99.9

　　　

4.6

　　

△22.747

　

△2.6

　　　

1,7

　　

オ

　

鉱

　　　

産

　　　

税

　　　　

1.566

　　　　

1,566

　　

100.0

　　　

0.0

　　　　

1,431

　　　　

1.420

　　　

99.2

　　　

0.0

　　　　　

146

　　　

10.3

　

△

　

0.7

　　

カ

　

特別土地保有税

　　　

42,673

　　　

4,274

　　

10.0

　　　

0.0

　　　

53,158

　　　

7.462

　　

14.0

　　　

0.0

　　

△3.188

　

△42.7

　

△18.2

　

(2)法定外普通税

　　　

1,444

　　　

1,359

　　

94.1

　　

0.0

　　　

1.071

　　　

983

　　

91.8

　　

0.0

　　　　

376

　　

38.3

　　

6□

2

　

日

　　　　

的

　　　

税

　　

1 ,670, 493　　1 , 555, 909　　　93. 1　　　7. 9　　1, 677. 879　　1 , 553, 374　　　92.6　　　8.2　　　　2,535　　　0.2　△0,7

　

(1)法定目

　

的税

　　

1, 669,058　1,554,474　　93. 1　　7.9　1,676,525　1,552,020　　92.6　　8.1　　　2.454　　0.2　△0.7

　　

7

　

入

　　

湯

　　

税

　　　

25, 746　　24, 366　　94. 6　　0. 1　　25, 711　　24.195　　94.1　　0.1　　　　171　　0.7　△4.0

　　

イ

　

事

　

業

　

所

　

税

　　　

300, 51 1　　　297, 020　　　98. 8　　　1 ｡5　　　296, 006　　　291 , 603　　　98. 5　　　1.5　　　　5,417　　　1.9　△2.3

　　

ウ都市計画税

　

1,342.745

　

1,233.035

　　

91.8

　　

6.3

　

1,354.712

　

1,236.129

　　

91.2

　　　　

6.5

　　　

△

　

3.094

　　

△

　

0.3

　　

△

　

0.2

　　

J-水利地益税

　　　　

56

　　　

53

　　

94. 6　　0. 0　　　97　　　94｡　　96. 9　　0.0　△　41　△43.6　△1.1

　

(2)法定外目的税

　　　　

1,435

　　　　

1,435

　　

100.0

　　　

0.0

　　　　

1,354

　　　　

1,354

　　

100.0

　　　

0.0

　　　　　　

81

　　　

6.0

　　

145.7

3

　

旧

　

法

　

に

　

よ

　

る

　

税

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　

＿

　　　　

－

　

台｀

　　　　　　　　　　　　

計

　　　　　　　

21･122･689

　　　

19･577，483

　　　　　

92.7

　　　　　

100．0

　　　

20,683･683

　　　

19･051･799

　　　　　

92.1

　　　　　

100.0

　　　　　　

525,684

　　　　　　

2．8

　　　　　　

0.4

(注)

　

収入額は，｢第11表

　

歳入決算額の状況｣の地方税の決算額に束京都が徴収した市町村税相当額(平成17年度1,910,435百万円，平成16年度1,819.845

百万円)を加算した額である。
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その１ 道府県税

第14表

　

法 定 外 普

　

通

　

税

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　

団

　

体

　

数

　　　

収

　

入

　

額

　　　

団

　

体

　

数

　　　

収

　

入

　

額

　　　

団

　

体

　

数

　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）

　　　　　　

（Ｂ）

　　　　　　

（Ｃ）

　　　　　　

（Ｄ）

　　　

（ＡＪ

　

－

　

ｃＣ）

　

（Ｂり

　

－

　

tD）

石

　

油

　

価

　

格

　

調

　

整

　

税

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　

973

　　　　　　　　

1

　　　　　　　

960

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

13

市亥

　　　　　　　

燃

　　　　　　　

乍ﾄ

　　　　　　　

4兌

　　　　　　　　　　　　　　　　　

10

　　　　　　　　　　　

17,855

　　　　　　　　　　　　　　　

11

　　　　　　　　　　　

13.921

　　　　　　　　　　　　　

△

　

1

　　　　　　　　　　　　

3.934

核燃料物質等取扱税

　　　　　　

1

　　　　

14,496

　　　　　　

1

　　　　

13.131

　　　　　　

－

　　　　

1,365

核

　

燃

　

料

　

等

　

取

　

扱

　

税

　　　　　　　　　

1

　　　　　　

1,963

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　

1,498

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

465

臨

　

時

　

特

　

例

　

企

　

業

　

税

　　　　　　　

1

　　　　　

9,976

　　　　　　　

1

　　　　　

15,591

　　　　　　

－

　　　　

△5,615

　　

合’

　　　　　　　　　　　　　　　

計‾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14

　　　　　　　　　　

45,262

　　　　　　　　　　　　　　

15

　　　　　　　　　　

45,101

　　　　　　　　　　　　

△

　

1

　　　　　　　　　　　　　

161

(注) 「団体数」には、収入のあった団体数を計上している。

その２

　

市町村税 (単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　

団

　

体

　

数

　　　

収

　

入

　

額

　　　

団

　

体

　

数

　　　

収

　

入

　

額

　　　

団ヽ体

　

数

　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）

　　　　　　

（Ｂ）

　　　　　　

（Ｃ）

　　　　　　

（Ｄ）

　　　

（Ａ）－（Ｃ）

　

（Ｂ）－（Ｄ）

狭小住戸集合住宅税

　　　　　　

1

　　　　　

458

　　　　　　

1

　　　　　

105

　　　　　　

－

　　　　　

353

砂

　　

利

　　

採

　　

取

　　

税

　　　　　　　

2

　　　　　　

26

　　　　　　　

2

　　　　　　

29

　　　　　　

－

　　　　　

△3

別

　

荘

　

等

　

所

　

有

　

税

　　　　　　　

1

　　　　　　

555

　　　　　　

1

　　　　　　

561

　　　　　　

－

　　　　　

△6
山

　

砂

　

利

　

採

　

取

　

税

　　　　　　　

1

　　　　　　

19

　　　　　　　

1

　　　　　　

21

　　　　　　

－

　　　　　

△2

歴史と文化の環境税

　　　　　　

1

　　　　　　

52

　　　　　　

1

　　　　　

33

　　　　　　

－

　　　　　　

19

使

　

用

　

済

　

核

　

燃

　

料

　

税

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　

249

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　

236

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

13

　　

合

　　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　　

7

　　　　　　

1,359

　　　　　　　　

7

　　　　　　　

983

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

376

(注)

その１

「団体数」には、収入のあった団体数を計上している。

道府県税

第15表

　

法 定 外

　

目 的

　

税

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　　

団

　

体

　

数

　　　

収

　

人

　

額

　　　

団

　

体

　

数

　　　

収

　

人

　

額

　　　

団

　

体

　

数

　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）

　　　　　

（Ｂ）

　　　　　　

心

　　　　　　

（Ｄ）

　　　

(A) - (C)　　㈲　- (D)

産

　　

業

　　

廃

　　

棄

　　

物

　　

税

　　　　　　　　　

17

　　　　　　

2,880

　　　　　　　　

8

　　　　　　

1,219

　　　　　　　　

9

　　　　　　

1,661

宿

　　　　　　

泊

　　　　　　

税

　　　　　　　　　

1

　　　　　　

1,193

　　　　　　　　　

1

　　　　　　

1,163

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

30

産

　

業

　

廃

　

棄

　

物

　

処

　

理

　

税

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

903

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　

893

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

10

産

　

業

　

廃

　

棄

　

物

　

埋

　

立

　

税

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

935

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　

876

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

59

産業廃棄物処分場税

　　　　　　　

１

　　　　　　

８

　　　　　　

１

　　　　　　

１２

　　　　　　

－

　　　　　

△４

乗

　

鞍

　

環

　

境

　

保

　

全

　

税

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

22

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

21

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

1

産

　

業

　

廃

　

棄

　

物

　

減

　

量

　

税

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

95

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

95

　　

合

　　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　　

23

　　　　　　

6,037

　　　　　　　　

13

　　　　　　

4,185

　　　　　　　　

10

　　　　　　

1,852

(注) 「団体数」には、収入のあった団体数を計上している。

その２

　

市町村税 (単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　　

団

　

体

　

数

　　　

収

　

入

　

額

　　　

団

　

体

　

数

　　　

収

　

入

　

額

　　　

団

　

体

　

数

　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）

　　　　　

（Ｂ）

　　　　　

（Ｃ）

　　　　　

（Ｄ）

　　　

(A) -　に）　（B）－（D）

使

　

用

　

済

　

核

　

燃

　

料

　

税

　　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

483

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

464

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

19

遊

　　　　　

漁

　　　　　

税

　　　　　　　

1

　　　　　　

20

　　　　　　

1

　　　　　　

34

　　　　　　

－

　　　　　

△14

一

　

般

　

廃

　

棄

　

物

　

埋

　

立

　

税

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

41

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

48

　　　　　　　　

－

　　　　　　　

△

　

7

環

　　

境

　　

未

　　

来

　　

税

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

887

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　

809

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

78

環

　　

境

　　

協

　　

力

　　

税

　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　

４

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　

４

　　

合

　　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　　

5

　　　　　　

1,435

　　　　　　　　

4

　　　　　　

1,354

　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

81

(注) 「団体数」には、収入のあった団体数を計上している。
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（注）

　

地方消費税を控除して算出した。

　　

区

　　　　　　　　　　　

分

　　　　　　

現

　　

年

　　

課

　　

税

　　

分

　　　　　　

滞

　　

納

　　

繰

　　

越

　　

分

　　　　　　　

合

　　　　　　　　

計

平

　　　

成

　　　

12

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

98.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

22.5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

95.5

　　　　　　　　　

13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

98.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

21.8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

95.6

　　　　　　　　　

14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

98.4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

21.4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

95.0

　　　　　　　　　

15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

98.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

22.3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

95.3

　　　　　　　　　

16

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

98.7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

22.5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

95.7

　　　　　　　　　

17

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

98.9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

23.9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

96.3

(単位

　　

％)

その２

　

市町村税

資32

　　

区

　　　　　　　　　　　

分

　　　　　　

現

　　

年

　　

課

　　

税

　　

分

　　　　　　

滞

　　

納

　　

繰

　　

越

　　

分

　　　　　　　

合

　　　　　　　　

計

平

　　　

成

　　　

12

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

97.9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17.2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

92.0

　　　　　　　　　　

13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

97.9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

16.9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

92.0

　　　　　　　　　　

14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

97.8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

16.5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

91.8

　　　　　　　　　　

15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

98.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17.5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

91.8

　　　　　　　　　　

16

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

98. 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17. 6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92． 1

　　　　　　　　　　

17

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

98. 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18. 8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92. 7

(単位

　

％)

その１

　

道府県税

第16表

　

超 過

　　

課 税 の

　　

状 況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　　

団

　

体

　

数

　　　

収

　

入

　

額

　　　

団

　

体

　

数

　　　

収

　

入

　

額

　　　

団

　

体

　

数

　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）

　　　　　

（Ｂ）

　　　　　

（Ｃ）

　　　　　

（Ｄ）

　　　

（Ａ）－（Ｃ）

　

（Ｂ）－（Ｄ）

道府県民税個人均等割

　　　　　　　

8

　　　　　

1,895

　　　　　　

2 459　　　　　　　　　6　　　　　　　1.436

道府県民税法人均等割

　　　　　　　

9

　　　　　

5,679

　　　　　　

3

　　　　　

5,327　　　　　　6　　　　　352

道府県民税法人税割

　　　　　　

46

　　　　

110,186

　　　　　　

46

　　　　　　

95,251

　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　

14.935

事

　　

業

　　

税

　　

法

　　

人

　　

分

　　　　　　　　　

7

　　　　　

114,497

　　　　　　　　

7

　　　　　　

98, 216　　　　　　　　－　　　　　　16･ 281

自

　　　

動

　　　

車

　　　

税

　　　　　　　

1

　　　　　　

27

　　　　　　　

1

　　　　　　

53

　　　　　　

－

　　　　　

△26

　　

合

　　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　　

－

　　　　　

232,286

　　　　　　　　

－

　　　　　

199, 306　　　　　　　　－　　　　　　32･ 980

その２

　

市町村税 (単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　　　　　　　

分

　　　　

団

　

体

　

数

　　　

収

　

入

　

額

　　　

団

　

体

　

数

　　　

収

　

入

　

額

　　　

団

　

体

　

数

　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）

　　　　　

（Ｂ）

　　　　　

（Ｃ）

　　　　　

（Ｄ）

　　　

（Ａ）－（Ｃ）

　

（Ｂ）－（Ｄ）

市

　　

町

　　

村

　　

民

　　

税

　　　　　

1,024

　　　　

279.059

　　　　　

1,226

　　　　

243.101

　　　　

△202

　　　　

35,958

　　

個

　　

人

　　

均

　　

等

　　

割

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

一

　　

所

　　　　　

得

　　　　　

割

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

一

　　

法

　　

人

　　

均

　　

等

　　

割

　　　　　　　　　

410

　　　　　　

14,455

　　　　　　　　

491

　　　　　　

14.151

　　　　　　

△

　

81

　　　　　　　　

304

　　

法

　　

人

　　

税

　　

割

　　　　　

1,019

　　　　

264.604

　　　　　

1.214

　　　　

228,950

　　　　

△195

　　　　

35,654

固

　　

定

　　

資

　　

産

　　

税

　　　　　　　

168

　　　　　

37.381

　　　　　　　

207

　　　　　

38,425

　　　　　

△

　

39

　　　　

△1.044

　　

土

　　　　　　　　　　　　

地

　　　　　　　　　

167

　　　　　　

11.730

　　　　　　　　

207

　　　　　　

12.331

　　　　　　

△

　

40

　　　　　

△

　

601

　　

家

　　　　　　　　　　　　

屋

　　　　　　　　　

167

　　　　　　

16.259

　　　　　　　　

207

　　　　　　

16,473

　　　　　　

△

　

40

　　　　　

△

　

214

　　

償

　　　

却

　　　

資

　　　

産

　　　　　　　　　

168

　　　　　　　

9.392

　　　　　　　　

207

　　　　　　　

9,621

　　　　　　

△

　

39

　　　　　

△

　

229

軽

　　　

自

　　　

動

　　

車

　　

税

　　　　　　　　　

22

　　　　　　　　

528

　　　　　　　　

24

　　　　　　　　

501

　　　　　　

△

　

2

　　　　　　　　

27

鉱

　　　　　　

産

　　　　　　

税

　　　　　　　　　

11

　　　　　　　　　

9

　　　　　　　　

12

　　　　　　　　　

9

　　　　　　

△

　

1

　　　　　　　　

一

入

　　　　　　

湯

　　　　　　

税

　　　　　　　　　　

2

　　　　　　　　

24

　　　　　　　　　

2

　　　　　　　　

21

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

3

旧

　　

法

　　

に

　　

よ

　　

る

　　

税

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

一

　　

合

　　　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

317,001

　　　　　　　　　

－

　　　　　　

282,056

　　　　　　　　

－

　　　　　　

34,945

(注) 「市町村民税法人税割」には、東京都が徴収した市町村税相当額(87,035百万円）を含む。

その１

　

道府県税

第17表

　

地

　

方

　

税

　

徴

　

収

　

率

　

の

　

推

　

移



第18表国税と地方税の収入状況

(単位

　

億円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

租

　　

税

　　

総

　　

額

　　　　　　　　　　　

国

　　　　　　　　

税

　　　　　　　　　　　

地

　　　

方

　　　

税

区

　　　　

分

　　　　　　　　　　

合

　　

計

　

直

　

接

　

税

　

間接税等

　　　

計

　　　

直

　

接

　

税

　

間接税等

　　　

計

　　　

直

　

接

　

税

　

間接税等

　

昭和10年度

　　　　

18 100.0　　　10　55.0　　　8　45.0　　　12 100.0　　　4　35.0　　　8　65.0　　　6 100.0　　　6　92.9　　　0　7.1

　　　

15

　　　　　　　　　　

50 100.0　　　　34　68.3　　　　　16　31.7　　　　42 100.0　　　　27　63.9　　　　　15　36.1　　　　　8 100.0　　　　　7　92.0　　　　　1　　8.0

　

平成元年度

　　

889,312 100.0 708,060　79.6 181,252　20.4 571,361 100.0 423,926　74.2 147,435　25.8 317,951 100.0 284,134　89.4　33,817　10.6

　　　

2

　　　　

962, 302 100. 0 763, 578　79. 3 198. 724　20.7 627,798 100.0 462.971　73.7 164,827　26.3 334,504 100.0 300.607　89.9　33,897　10.1

　　　

3

　　　　　　　

982, 837 100. 0　779, 385　79.3　203,452　20.7　632,110 100.0 463.073　73.3　169,037　26.7　350,727 100.0　316,312　90.2　34,415　　9.8

　　　

4

　　　　　　　

91 91 647　100. 0　716, 420　77. 9　203, 227　22.1　573,964　100.0　405,520　70.7　168,444　29.3　345,683　100.0　310.900　89.9　34.783　　10.1

　　　

5

　　　　　　　

907, 055　100. 0　697, 936　76.9　209,119　23.1　571,142 100.0　396,582　69.4　174,560　30.6　335,913 100.0　301,354　89.7　34,559　10.3

　　　

6

　　　　　　　　

865,398

　

100. 0　646, 375　74.7　219.023　25.3　540,007　100.0　359,567　66.6　180,440　33.4　325,391　100.0　286,808　88.1　　38,583　　11.9

　　　

7

　　　　

886,380 100.0 659, 746　74.4 226,634　25.6 549,630 100.0 363,519　66.1 186,111　33.9 336,750 100.0 296.227　88.0　40,523　12.0

　　　

8

　　　　　　　　

903,198

　

100.0

　

669.958

　

74.2

　

233,240

　

25.8

　

552,261

　

100.0

　

360,476

　

65.3

　

191,785

　

34.7

　

350,937

　

100.0

　

309,482

　

88.2

　　

41,455

　

11.8

　　　

9

　　　　　　　

917,562

　

100.0

　

666,444

　

72.6

　

251.118

　

27.4

　

556,007 100.0　352,325　63.4　203.682　36.6　361,555　100.0　314,119　86.9　47,436　13.1

　　　

10

　　　　　　

871,199 100.0 600,022　68.9 271,177　31.1　511,977 100.0 303.397　59.3　208,580　40.7　359,222 100.0 296,625　82.6　62,597　17.4

　　　

11

　　　　

842,400 100.0 569,906　67.7 272,494　32.3 492,139 100.0 281.293　57.2 210,846 42.8 350,261 100.0 288,613　82.4　61,648　17.6

　　　

12

　　　　

882,673 100.0 618,121　70.0 264.552　30.0 527,209 100.0 323.193　61.3 204,016　38.7 355,464 100.0 294,928　83.0　60,536　17.0

　　　

13

　　　　

855,172 100.0 593,753　69.4 261,419　30.6 499,684 100.0 297,393　59.5 202,291　40.5 355,488 100.0 296.360　83.4　59,128　16.6

　　　

14

　　　　　　　

792,227

　

100.0

　

534,216

　

67.4

　

258,011

　

32.6

　

458,442

　

100.0

　

257,891

　

56.3

　

200,551

　

43.7

　

333,785

　

100.0

　

276,325

　

82.8

　　

57,460

　

17.2

　　　

15

　　　　

780,351 100. 0 524, 493　67. 2 255. 858　32 ｡8 453, 694 100. 0 254 , 727　56. 1 198, 967　43. 9 326, 657 100. 0 269･ 766　82. 6　56･ 89 1　1 7. 4

　　　

16

　　　　　　　

816,417

　

100.0

　

556,131

　　

68. 1　260.286　31･9　481,029 100.0　279･858　58.2　201･171　41.8　335,388　100.0　276･273　82,4　　59･ 115　17.6

　　　

17

　　　　

870,949 100.0 605,181　69.5 265,769　30.5 522,905 100.0 315,413　60.3 207,492　39.7 348,044 100.0 289.768　83.3　58,277　16.7

（注）

　

１

　

国税は、租税（一般会計分、交付税及び譲与税配付金特別会計分、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計分、電源開発促進対策特

　　　　

別会計分、道路整備特別会計分及び国債整理基金特別会計分）及び印紙収入のほか日本専売公社納付金を含む、

　　　

２

　

国税における直接税、間接税等の区分は次のとおりである。

　　　　　

直接税……所得税、法人税、法人特別税、相続税、地価税、法人臨時特別税、会社臨時特別税、地租、営業収益税、営業税、資本利子税、法

　　　　　　　　　　

人資本税、鉱区税、鉱業税、外貨債特別税、取引所営業税、臨時利得税、利益配当税、公債及び社債利子税、配当利子特別税、増

　　　　　　　　　　

加所得税、非戦災者特別税、戦時利得税、北支事件特別税、富裕税、再評価税、旧税、還付税及び琉球政府諸税

　　　　　

間接税等…直接税以外のもの

　　　

３

　

地方税における直接税、間接税等の区分は次のとおりである。

　　　　　

直接税……遣［府県民税、事業税、特別所得税、自動車税、鉱区税、狩猟者税、狩猟免許税、狩猟者登録税、市町村民税、固定資産税、自転車

　　　　　　　　　　

荷車税、軽自動車税、鉱産税、特別土地保有税、目的税（自動車取得税、軽油引取税、入湯税、法定外目的税を除く。）、国税附加

　　　　　　　　　　

税、特別地税、地租、家屋税、営業税、段別税、電柱税、漁業権税、軌道税、船舶税、電話加入権税、電話税、雑種税（一部）、

　　　　　　　　　　

段別割、戸数割、戸別割、家屋割、扇風機税、と畜税、犬税、使用人税、舟税、自転車税、荷車税及び金庫税

　　　　　

間接税等…直接税以外の諸税

資33



第19表

　

国民所得に対する租税負担率

(単位

　

億円・％)

　　　　　　　　　　

国民所得

　　　　　　　　　

租

　　　

税

　　　

負

　　　

担

　　　

額

　　　　　　　　　　

租

　

税

　

負

　

担

　

率

　　　　

Ｚﾆ!，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地方税の内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地方税の内訳

　

区

　　

刀

　　

名目額

　

指

　

数

　

国

(Ａ

戸

　

指

　

数

　

地

(B)

　

指

　

数

　

道府

　　

市町(Ａ)

摩

(Ｂ)

指

　

数

　

国税

　

地方税

　

道府

　

市町

　　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県税

　　

村税

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県税

　

村税

ｏ９詔

　　

144

　　　　　

－

　　　　　

12

　　　　　

－

　　　　　

6

　　　　　

－

　　　　　

2

　　　　　

4

　　　　　

18

　　　　　

- 8.5　　4.4　　1.8　　2.6　　12.9

　　

16

　　　　　　　　　　　　　

358

　　　　　　　

－

　　　　　　　

49

　　　　　　　

－

　　　　　　　　

9

　　　　　　　

－

　　　　　　　　

2

　　　　　　　

7

　　　　　　

58

　　　　　　　

－

　　　　

13.8

　　　　

2.5

　　　　

0.6

　　　　

2.0

　　　

16.2

　　

36

　　　　

160,819

　　　

100

　

22,269

　　　

100

　

9,065

　　　

100

　

4,442

　

4,623

　

31.334

　　　

100

　

13.8

　　

5.6

　　

2.8

　　

2.9

　

19.5

平成７年度

　

3.742,775

　　

2.327

　

549.630

　　

2,468

　

336,750

　　

3.715

　

139,090

　

197.660

　

886,380

　　

2.829

　　

14.7

　　

9.0

　　

3.7

　　

5.3

　

23.7

　　

8

　　　　　　　

3,806,211

　　　

2.367

　　

552,261

　　　

2,480

　

350.937

　　　

3.871

　　

145.915

　

205.022

　

903,198

　　　

2,882

　　　

14.5

　　　　

9.2

　　　　

3.8

　　　　

5.4

　　　

23.7

　　

9

　　　　　　　

3.819.989

　　　

2,375

　

‘556,007

　　　

2,497

　

361,555

　　　

3,988

　　

149.478

　

212,077

　

917,562

　　　

2,928

　　　

14.6

　　　　

9.5

　　　　

3.9

　　　　

5.6

　　　

24.0

　　

10

　　　　

3.689,215

　　

2,294

　

511.977

　　

2,299

　

359,222

　　

3,963

　

153.195

　

206,027

　

871,199

　　

2.780

　　

13.9

　　

9.7

　　

4.2

　　

5.6

　　

23.6

　　

11

　　　

3,643,409

　　

2.266

　

492.139

　　

2.210 350,261　　3.864　145,863　204,399　842,400　　2.688　　13.5　　9.6　　4.0　　5.6　23.1

　　

12

　　　　　　　

3.718,039

　　　

2.312

　　

527.209

　　　

2.367

　

355,464

　　　

3,921

　　

155,850

　

199.614

　

882,673

　　　

2.817

　　　

14.2

　　　　

9.6

　　　　

4.2

　　　　

5.4

　　　

23.7

　　

13

　　　　　　　

3.613.335

　　　

2,247

　　

499,684

　　　

2,244

　

355,488

　　　

3.922

　　

155,303

　

200,185

　

855,172

　　　

2,729

　　　

13.8

　　　　

9.8

　　　　

4.3

　　　　

5.5

　　　

23.7

　　

14

　　　

3,557,610

　　

2, 212　458. 442　　2, 059　333. 785　　3, 682　138. 035　195. 750　792.228　　2,528　　12.9　　9.4　　3.9　　5.5　22.3

　　

15

　　　

3.580. 792　　2, 227　453, 694　　2, 037 326. 657　　3, 603　136, 931　189. 726　780,351　　2.490　12.7　　9.1　　3.8　　5.3　21.8

　　

16

　　　

3, 629. 009　　2, 257　481 , 029　　2, 160 335, 388　　3, 700　144, 870　190, 518 816,417　2,606　13.3　　9.2　　4.0　　5.2　22.5

　　

17

　　　

3, 676. 303　　2, 286　522. 905　　2, 348　348. 044　　3, 839　152, 269　195. 775　870, 949　　2,780　　14.2　　9.5　　4.1　　5.3　23.7

(注) １

　

国民所得は、内閣府経済社会総合研究所の推計により、平成７年度以降は「国民経済計算(93SNA、平成７年基準）」、昭和36年度は「国民

　

経済計算（新ＳＮＡ、平成２年基準）」、昭和16年度以前は「国民所得統計（旧ＳＮＡ）」による数値である。

２

　

国税は、租税（一般会計分、交付税及び譲与税配付金特別会計分、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計分、電源開発促進対策特

　

別会計分、道路整備特別会計分及び国債整理基金特別会計分）及び印紙収入のほか日本専売公社納付金を含む。
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第20表

　

国民所得に対する租税負担率の外国との比較

(単位

　

％)

　　　　　　　　　　　　　　

日

　　　　

本

　　　　　　　

ア

　

メ

　

リ

　

カ

　　　　　　　

イ

　

ギ

　

リ

　

ス

　　　　　　　

ド

　

イ

　　

ッ

　　　　　　　

フ

　

ラ

　

ン

　

ス

　

区

　　

分

　　　　　　　　　　

国

　

税

　

地方税

　

合

　

計

　

連邦税

　

州

　

税

　

合

　

計

　

国

　

税

　

地方税

　

合

　

計

　

連邦税

　

州

　

税

　

合

　

計

　

国

　

税

　

地方税

　

合

　

計

昭和9-11

　　　

8.5

　　　　　

4.4

　　　　

12.9

　　　　　

6.0

　　　　　　　　　　　　

17.3

　　　　

18.1

　　　　　

4.5

　　　　

22.6

　　　　　　　

15.8

　　　　　　　　　　

22.1

　　　　

18.5

　　　　　　

…

　　　　　　

…

　　　

16

　　　　　　　　　

13.8

　　　　　

2.5

　　　　

16.2

　　　　

12.0

　　　　　　　　　　　　

20.1

　　　　

28.5

　　　　　

3.3

　　　　

31.8

　　　　　　　

33.1

　　　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　

…

　　　　　　

…

　　　　　　

…

　　　

19

　　　　　　　　　

22.3

　　　　　

1.5

　　　　

23.8

　　　　

19.2

　　　　　　　　　　　　

24.0

　　　　

38.6

　　　　　

2.9

　　　　

41.5

　　　　　　　

42.2

　　　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　

…

　　　　　　

…

　　　　　　

…

　　　

25

　　　　　　

16.9

　　　

5.6

　　

22.4

　　

18.0

　　　　　　　　

24.8

　　

34.3

　　　

3.1

　　　

37.4

　　　　

22.2

　　　　　　

25.4

　　

22.4

　　　

3.6

　　

26.0

　　　

30

　　　　　　　　　

13.4

　　　　　

5.5

　　　　

18.9

　　　　

18.3

　　　　　　　　　　　　

25.5

　　　　

30.0

　　　　　

3.1

　　　　

33.0

　　　　　　　

25.8

　　　　　　　　　

29.8

　　　　

21.4

　　　　　

3.6

　　　　

25.0

　　　

35

　　　　　　

13.3

　　　

5.5

　　

18.9

　　　

18.1

　　　

4.3

　　

26.7

　　

26.4

　　　

3.7

　　

30.0

　　　　

24.5

　　　　　　

28.5

　　

24.9

　　　

3.8

　　

28.7

　　　

40

　　　　　　　　　

12.2

　　　　　

5.8

　　　　

18.0

　　　　

15.8

　　　　　　　　　　　　

24.6

　　　　

27.6

　　　　　

4.2

　　　　

31.8

　　　　　　　

25.8

　　　　　　　　　

29.4

　　　　

25.4

　　　　　

4.1

　　　　

29.5

　　　

45

　　　　　　　　　

12.7

　　　　　

6.1

　　　　

18.9

　　　　

17.2

　　　　　　　　　　　　

27.5

　　　　

35.9

　　　　　

4.5

　　　　

40.4

　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　

25.7

　　　　　　

…

　　　　　　

…

　　　　

27.6

　　　

50

　　　　　　　　　

11.7

　　　　　

6.6

　　　　

18.3

　　　　

14.3

　　　　　

6.1

　　　　

25.1

　　　　

31.2

　　　　　

4.8

　　　　

36.1

　　　　

14.1

　　　　　

9.1

　　　　

26.8

　　　　

24.0

　　　　　

3.5

　　　　

27.5

　　　

55

　　　　　　　　　

14.0

　　　　　

7.8

　　　　

21.8

　　　　

15.4

　　　　　

6.1

　　　　

25.4

　　　　

34.7

　　　　　

5.0

　　　　

39.7

　　　　

14.8

　　　　　

9.8

　　　　

28.6

　　　　

26.6

　　　　　

3.8

　　　　

30.4

　　　

60

　　　　　　

15.0

　　　

8.9

　　

23.9

　　

13.1

　　　

6.3

　　

23.3

　　

36.8

　　　

5.2

　　

42.0

　　

14.2

　　　

9.5

　　

27.5

　　

27.1

　　　

4.9

　　

32.0

平成２年度

　　　

18.0

　　　

9.6

　　

27.6

　　

14.0

　　　

6.6

　　

25.1

　　

37.5

　　

3.4

　　

40.9

　　

13.5

　　

8.9

　　

25.9

　　

26.1

　　　

5.2

　　

31.3

　　　

7

　　　　　　

14.7

　　　

9.0

　　

23.7

　　

14.5

　　　

6.9

　　

25.9

　　

37.0

　　　

1.7

　　

38.7

　　

15.9

　　

10.7

　　

30.3

　　

26.8

　　　

6.4

　　

33.2

　　　

12

　　　　　　　　　

14.2

　　　　　

9.6

　　　　

23.7

　　　　

16.5

　　　　　

6.7

　　　　

27.6

　　　　

38.7

　　　　　

1.9

　　　　

40.7

　　　　

15.7

　　　　

11.3

　　　　

30.8

　　　　

31.9

　　　　　

6.0

　　　　

37.9

　　　

13

　　　　　　　　　

13.8

　　　　　

9.8

　　　　

23.7

　　　　

15.4

　　　　　

6.7

　　　　

26.5

　　　　

37.8

　　　　　

2.0

　　　　

39.8

　　　　

15.2

　　　　

10.8

　　　　

29.6

　　　　

31.7

　　　　　

5.8

　　　　

37.5

　　　

14

　　　　　　　　　

12.9

　　　　　

9.4

　　　　

22.3

　　　　

12.9

　　　　　

6.4

　　　　

24.0

　　　　

35.5

　　　　　

2.0

　　　　

37.5

　　　　

14.9

　　　　

10.5

　　　　

28.7

　　　　

31.0

　　　　　

5.9

　　　　

36.8

　　　

15

　　　　　　　　　

12.7

　　　　　

9.1

　　　　

21.8

　　　　

12.1

　　　　　

6.4

　　　　

23.1

　　　　

34.5

　　　　　

2.1

　　　　

36.7

　　　　

15.0

　　　　

10.4

　　　　

28.6

　　　　

30.0

　　　　　

5.9

　　　　

36.0

　　　

16

　　　　　

13.3

　　　

9.2

　　

22.5

　　

12.1

　　　

6.5

　　

23.2

　　

34.9

　　

2.2

　　

37.1

　　

14.0

　　

10.0

　　

27.5

　　

30.4

　　　

6.5

　　

36.8

　　　

17

　　　　　　

14.2

　　　

9.5

　　

23.7

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

(注) １

　

日本の国税は、租税（一般会計分、交付税及び譲与税配付金特別会計分、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計分、電源開発促進

　

対策特別会計分、道路整備特別会計分及び国債整理基金特別会計分）及び印紙収入のほか日本専売公社納付金を含む。

２

　

財務省調べによる。

３

　

日本以外は、暦年計数である。

第21表

　

地 方

　

譲 与

　

税 の

　

状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　

分

　　　　

都道府県

　　

市町村

　　

計（Ａ）

　　

都道府県

　　

市町村

　　

計（B）（Aﾔ1し1）でc）（c?（茫〉<100

　

1 JS11

所

　

得

　

譲

　

与

　

税

　　　

669,540

　　　

446,360

　　

1,115,900

　　　

212.450

　　　

212,449

　　　

424.899

　　　

691.001

　　　　

162.6

　　　　

皆増

地方道路譲与税

　　　

167,796

　　

145,369

　　

313,166

　　

173.479

　　

147,059

　　

320.537

　　

△7,371

　　　

△2.3

　　　　

9.0

石油ガス譲与税

　　　

12,639

　　　

1,627

　　　

14,266

　　　

13,249

　　　

1,579

　　　

14.828

　　

△

　

562

　　　

△3.8

　　　　

7.8

特別とん譲与税

　　　　　

390

　　　

11,012

　　　

11,402

　　　　

341

　　　

10.890

　　　

11,232

　　　　

170

　　　　

1.5

　　　　

2.4

自動車重量譲与税

　　　　　　

－

　　　

378,157

　　　

378.157

　　　　　

－

　　　

375.290

　　　

375,290

　　　　

2.867

　　　　　

0.8

　　　　　

4.3

航空機燃料譲与税

　　　　

3.210

　　　

12,862

　　　

16,072

　　　

3.462

　　　

13.826

　　　

17,288

　　

△1,216

　　　

△7.0

　　　　

12.8

　

合

　　　　

計

　　　　　

853,575

　　　

995,387

　　

1,848,962

　　　

402,981

　　　

761,093

　　

1,164,074

　　　

684,888

　　　　　

58.8

　　　　　

67.7
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その１

　

収入状況

第22表

　

地 方

　

交 付

　

税 の

　

状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　

区

　　

分

　　

普通交付税

　　

特別交付税

　　　　　

計

　　　　　

地方交付税

　　

増減額

　　

増減率

　

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）－（Ｂ）

　

（Ｃ）／（Ｂ）

　

剛年度

　　　　　　　　　

交

　

付

　

額

　

構成比

　

交

　

付

　

額

　

構成比

　

交付額（Ａ）構成比

　

交付額（Ｂ）構成比

　　　　

（○

　　　　　　

×100

　　　

増減率

都

　

道

　

府

　

県

　　

9,079,214

　　

56.9

　　　

142,430

　　

14.0

　

9.221,643

　　

54.4

　　

9,308,168

　　

54.7

　

△

　　

86,525

　　

△

　

0.9

　　

△

　

6.7

市

　　

町

　　

村

　　

6,865,457

　　

43.1

　　　

871,619

　　

86.0

　　

7,737,076

　　

45.6

　　

7,711.941

　　

45.3

　　　　　

25,135

　　　　

0.3

　　

△

　

4.7

　

大

　　

者

　　　　　　

(639,690)

　　

（4.0）

　　　　　　　　　　　　　　　

(663,273〉

　　

(3.9)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（八

　　　

1,435)

　　

（△

　

0.2）

　　　　

［S

　

市

　　　

638,248

　　

4.0

　　　

23,583

　　

2.3

　　　

661,831

　　

3.9

　　　

664,708

　　

3.9

　

△

　　　

2,877

　　

△

　

0.4

　　

△

　

8.2

　

中

　

核

　　　　

(647,854) (4.1)　　　　　　　　　　　(699,060) (4.1)　　　　　　　　　　　　　(183,741)　　(35.7)

　　　　

戈

　

市

　　　

544,668

　　　

3.4

　　　　

51.206

　　　

5.0

　　　

595,874

　　　

3.5

　　　

515,319

　　　

3.0

　　　　　　　

80,555

　　　　　

15.6

　　　

△10.2

　

特

　　

■

　　　　　

(258,165)

　　

(1.6)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

{288,950)

　　

(1.7)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(19,499)

　　　　　

(7.2)

　　　　　　　

市

　　　

278, 900　　1. 7　　　30, 784　　3.0　　309,684　　1.8　　269,451　　1.6　　　　　40,233　　　　14.9　　△　2.2

　

善S

　　　　　　　

j=昨

　

(3,456,477〉

　

(21.7)

　　　　　　　　　　　　　

(3,992,323)

　

(23.5)

　　　　　　　　　　　　　　　

(1,469,541)

　

(58.3)

　　　　　　　　　　

2, 842, 303　　17. 8　　　535, 845　　52. 8　　3,378,149　　19.9　　2,522,782　　14.8　　　　855,367　　　　33.9　　　　4.8

　

1町

　　　　　　　　

十寸

　　

(1,863,270)

　

(11.7)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（2,093,470）

　

(12.3〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（△

　

1,646,212)

　　

（△

　

44.0)

　　　　　　　　　　

2, 561, 338　　　　16.1　　　　　230,200　　　　22.7　　　2,791,538　　　　16.5　　　3,739,682　　　　22.0　　　八　　　　948.144　　　　乙　　25.4　　　　　八　　9.0

合｀

　　　　　　　　　

計

　　　

15, 944, 671　　　100. 0　　　1,01 4, 048　　　100. 0　　1 6, 958,719　　　100.0　　17,020,109　　　100．0　　八　　　　61,390　　　八　　0.4　　　　八　5.8

（注）

　　

１

　　　　　

２

市町村分の区分は、平成17年４月１日現在である。なお、特別交付税については、平成18年３月31日現在のものである。

市町村分の区分中（

　

）書きの数値は、平成17年４月２日から平成18年３月31日までにおける市町村合併等による異動後の数値である。

その２

　

普通交付税算定状況（平成17年度） (単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　

基準財政需要額

　　　　　　

基準財政収入額

　　　　　

３、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

財

　　　

源

　　

財

　　　

源

　　

普

　　　

通

　

区

　　　

分

　　　

財

　

源

　

不

　　

財

　

源

　

超

　　　　

計

　　　　

財

　

源

　

不

　　

財

　

源

　

超

　　　　

計

　　　　

超

　

過

　

額

　

不

　

足

　

額

　

交付税額

　　　　　　　　

足

　

団

　

体

　　

過

　

団

　

体

　　　　

”

　　　　

足

　

団

　

体

　　

過

　

団

　

体

　　　　

”

都

　

道

　

府

　

県

　　

18,344,428

　　

1,577,058

　

19,921,487

　　

9,265.215

　　

1,872.313

　

11,137,527

　　　

295.254

　　

9,079,214

　　

9,079,214

市

　　

町

　　

村

　　

18,838,510

　　

3.248.523

　

22,087,032

　　

11,973,053

　　

4,269.870

　

16,242,923

　　

1,021.347

　　

6,865,457

　　

6,865,457

　

大

　

都

　

市

　　　

3,734,769

　　

1,595.388

　　

5,330,156

　　

3.096,521

　　

2,322,794

　　

5,419,315

　　　

727,406

　　　

638,248

　　　

638,248

　

中

　

核

　

市

　　

2,249,351

　　　

179,677

　　

2,429,028

　　

1.704,683

　　　

190,965

　　

1,895,648

　　　　

11,288

　　　

544.668

　　　

544,668

　

特

　

例

　

市

　　

1,272,597

　　　

280,827

　　

1,553,424

　　　

993.697

　　　

312.663

　　

1,306.360

　　　

31,836

　　　

278.900

　　　

278,900

　

都

　　　　

市

　　

7,289.364

　　　

979,904

　　

8.269,268

　　

4,447,060

　　

1,163.445

　　

5,610,506

　　　

183.541

　　

2,842,303

　　

2,842,303

　

町

　　　　

村

　　

4,292,429

　　　

212,727

　　

4,505,156

　　

1,731,091

　　　

280,002

　　

2,011,094

　　　

67,276

　　

2,561,338

　　

2,561,338
合

　　　　　

計

　　

37,182,938

　　

4,825,581

　　

42,008,519

　

21,238,267

　　

6,142,182

　

27,380,450

　　

1,316,601

　　

15,944,671

　　

15,944,671

（注）１

　　　

２

市町村分は、一般算定分と合併算定替分とを単純に合算したものである。

特別区は、財源超過団体として大都市に含めた。その３において同じ。

その３

　

基準財政需要額及び基準財政収入額の状況
(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基準財政需要額

　　　　　

基準財政収入額

　

区

　　

分

　　

基準財政

　

基準財政

　

比

　

率

　

基準財政

　

基準財政

　

比

　

率

　　　　　　　　

需要額

　

収入額(B)/(A)需要額

　

収入額（Ｄ）／（Ｃ）増減額

　

増減率

　

増減額

　

増減率

　　　　　　　　　

（Ａ）

　　　　

（Ｂ）

　　　　

×１００

　　　

（Ｃ）

　　　　

（Ｄ）

　　　　

×１００

　　

（Ａ）－（Ｃ）

　

（Ｅ）／（Ｃ）

　

（Ｂ）－（Ｄ）

　

（Ｆ）／（Ｄ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ｅ）

　　　　　

×１００

　　　　　

（Ｆ）

　　　　　

×１００

都

　

道

　

府

　

県

　　

19,921,487

　

11,137,527

　　　

55.9

　

18,723,228

　　

9,725,386

　　　

51.9

　　

1,198,259

　　　　

6.4

　　

1,412.141

　　　　

14.5
市

　　

町

　　

村

　　

22,087,032

　

16,242,923

　　　

73.5

　

21,797,218

　

15,954,173

　　　

73.2

　　　

289,814

　　　　

1.3

　　　

288,750

　　　　

1.8

　

大

　

都

　

市

　　

5,330,156

　　

5,419,315

　　　

101.7

　　

5,127,727

　　

5,127,853

　　　

100．0

　　　

202,429

　　　　

3.9

　　　

291,462

　　　　

5.7

　

中

　

核

　

市

　　

2,429,028

　　

1,895,648

　　　

78.0

　　

2,338,849

　　

1.906,391

　　　

81.5

　　　

90,179

　　　　

3.9

　

△

　

10,743

　　

△

　

0.6

　

特

　

例

　

市

　　

1,553,424

　　

1,306,360

　　　

84.1

　　

1,480,041

　　

1,267,330

　　　

85.6

　　　

73.383

　　　　

5.0

　　　

39,030

　　　　

3．1

　

都

　　　　

市

　　

8,269,268

　　

5,610,506

　　　

67.8

　　

7,060,036

　　

5,156.199

　　　

73.0

　　

1,209.232

　　　

17.1

　　　

454,307

　　　　

8.8

　

町

　　　

村

　　

4,505,156

　

2,011,094

　　　

44.6

　

5,790,566

　

2.496,400

　　

43.1△1,285,410

　

△22.2

　

△485,306

　

△19.4
合

　　　　　

計

　　

42,008,519

　

27,380,450

　　　

65.2

　

40,520,447

　

25,679, 559　　　63． 4　　1 ,488,072　　　　3．7　　1,700,891　　　　6．6
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第22表

　

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　

の

　

状

　

況（つづき）

その４

　

普通交付税交付・不交付団体数の状況 (単位

　

％)

　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

16

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

交

　　　

付

　　　　

不

　

交

　

付

　　　　　　　　

交

　　　

付

　　

不

　

交

　

付

　　　　

計

　　　　

交

　　　

付

　　

不

　

交

　

付

　　　　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増減数

　

増減率

　

増減数

　

増減率

都

　

道

　

府

　

県

　　　

46

　

97.9

　　　

1

　　

2.1

　　

47

　

100.0

　　

46

　

97.9

　　　

1

　　

2.1

　　

47

　

100.0

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

一

市

　

町

　

村

　

2.249

　

93.9

　

146

　

6.1

　

2,395

　

100.0

　

2.967

　

95.7

　

133

　

4.3

　

3.100

　

100.0

　

△718△24.2

　　　

13

　　

9.8

　　　　　　　　　　

13

　

92.9

　　　

1

　　

7.1

　　　

14

　

100.0

　　

12

　

92.3

　　　

1

　　

7.7

　　

13

　

100.0

　　　　

1

　　　

8.3

　　　

－

　　　

一

　

大

　

都

　

市

　　　　　　　　　　　　

（1）

　　　　　　

（1）

　　　　　　　　　　　　　　

（1）

　　　　　　

（1）

　

中

　

核

　

市

　　　

31

　

88.6

　　　

4

　

11.4

　　

35

　

100.0

　　

31

　

88.6

　　　

4

　

11.4

　　

35

　

100.0

　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　

特

　

例

　

市

　　　

30

　

75.0

　　　

10

　

25.0

　　

40

　

100.0

　　

31

　

77.5

　　　

9

　

22.5

　　

40

　

100.0

　

△

　

1

　

△

　

3.2

　　　　

1

　　

11.1

　

都

　　　　

市

　　

585

　

90.0

　　

65

　

10.0

　　

650

　

100.0

　　

550

　

90.6

　　

57

　　

9.4

　　

607

　

100.0

　　　

35

　　　

6.4

　　　　

8

　　

14.0

　

町

　　　

村

　

1.590

　

96.0

　　

66

　

4.0

　

1,656

　

100.0

　

2,343

　

97.4

　　

62

　

2.6

　

2,405

　

100.0

　

△753△32.1

　　　

4

　　

6.5

合

　　　　

計

　

2,295

　

94.0

　

147

　

6.0

　

2,442

　

100.0

　

3,013

　

95.7

　

134

　

4．3

　

3,147

　

100.0

　

△718△23.8

　　　

13

　　

9.7

（注）

　

１

　

平成16年度及び平成17年度の都道府県の不交付団体は、東京都である。

　　　

２

　

特別区は、地方交付税法第21条（都等の特例）の規定のため、大都市の下段に（

　

）外書きとしている。

その１

　

総

　　

括

第23表

　

一

　　

般

　　

財

　　

源

　　

の

　　

状

　　

況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　　

増

　　　　

滅

　　　　

額

　　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　

都道府県

　

市

　

町

　

村

　

純計

　

額

　

都道府県

　

市

　

町

　

村

　

純計

　

額

　

都道府県

　

市

　

町

　

村

　

純

　

計

　

額

地

　　　　

方

　　　　

税

　　

17,137,360

　

17.667.049

　

34,804,409

　

16.306.851

　

17,231,954

　

33.538,805

　　　

830,509

　　　

435,095

　　

1,265,604

地

　

方

　

譲

　

与

　

税

　　　

853,575

　　　

995.387

　　

1,848,962

　　　

402,981

　　　

761,093

　　

1,164,074

　　　

450,594

　　　

234,294

　　　

684,888

地方特例交付金

　　　

872,575

　　

645,431

　

1,518,006

　　

464,113

　　

640,721

　

1,104,834

　　

408,462

　　　

4,710

　　

413,172

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　　

9,221,643

　

7.737.076

　

16,958,719

　

9,308,168

　

7,711,941

　

17,020,109△

　

86,525

　　

25,135△

　

61,390

市町村たばこ税都道府県交付金

　　　　　　

1,873

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　

1,873

　　　　　　　

－

　　　　　　　

一

利

　

子

　

割

　

交

　

付

　

金

　　　　　　

－

　　　

98,090

　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　

138.681

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　

△

　

40,591

　　　　　　

－

配

　

当

　

割

　

交

　

付

　

金

　　　　　　

－

　　　

47.339

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　

28,010

　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　

19.329

　　　　　　

－

株式等譲渡所得割交付金

　　　　　　

－

　　　

68,982

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　

28.865

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　

40,117

　　　　　　

－

地方消費税交付金

　　　　　

－

　

1,249,432

　　　　

－

　　　　　

－

　

1,349,047

　　　　

－

　　　　　

－

　

△99,615

　　　　

－

ゴルフ場利用税交付金

　　　　　　

－

　　　

43,576

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　

45.422

　　　　　

－

　　　　　

－

　

△

　

1,846

　　　　　

－

特別地方消費税交付金

　　　　　　

－

　　　　　

29

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

52

　　　　　

－

　　　　　

－

　

△

　　　

23

　　　　　

一

自動車取得税交付金

　　　　　

－

　　

316,687

　　　　　

－

　　　　　

－

　　

316,999

　　　　　

－

　　　　　

－

　

△

　　

312

　　　　　

－

軽油引取税交付金

　　　　　

－

　　

112.840

　　　　

－

　　　　　

－

　　

108,521

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　

4,319

　　　　

－

　

小

　

計（一般財源）

　　　

28,087,026

　

28,981,918

　

55,130,096

　

26, 482, 1 13　28, 361 ，304　52, 827,821　　1 ，604, 91 3　　　620, 614　　2,302,275

そ

　

の

　

他

　

の

　

財

　

源

　

20.607,492

　

21.496.688

　

37,806,373

　

22,513,378

　

22,288,733

　

40,614,415△1,905,886

　

△792,045△2.808,042

　

歳

　

人

　

合

　

計

　　

48,694,518

　

50,478,606

　

92,936,469

　

48,995, 491　50, 650, 037　93, 442, 236 △　300.973　△171,431△　505,767
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その２ 市町村

第23表
一

般

　　　

財 源 の 状

　　

況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　

大

　　

都

　　

市

　　　　

中

　　

核

　　

市

　　　　

特

　　

例

　　

市

　　　　

都

　　　　　

市

　　　　

町

　　　　　

村

　　　　

特

　　

別

　　

区

　

区

　

分

　　　　　

決算額

　

構成比増減率

　

決算額

　

構成比増減率

　

決算額

　

構成比増減率

　

決算額

　

構成比増減率

　

決算額

　

構成比増減率

　

決算額

　

構成比増減率

地

　

方

　

税

　

4,041,966

　

39.4

　　

5.9 2,525,818　42.6　　7.3　1,590,242　45.9　　0,8　7,133,888　34.4　　9.7　1,546,410　23.7△29.4　828,724　28.5　　5,2

地方譲与税

　　

152,664

　　

1.5

　

38.4

　　

121,812

　　

2.1

　　

47.6

　　

74,342

　　

2.1

　　

34.1

　　

449,573

　　

2.2

　　

50

　　

149.741

　　

2.3△18.2

　　

47.255

　　

1.6

　

44.9

tlj降:

　

143,631

　

1.4

　

6.0

　

87,395

　

1.5

　

4.0

　

57,437

　

1.7

　

0.6

　

242,070

　

1.2

　

6.0

　

47,280

　

0.7△30.4

　

67,619

　

2.3

　

0.0

地方交付税

　　

662,123

　　

6.4

　

△0.4

　　

700,210

　　

11.8

　　

22.0

　　

288.950

　　

8,3

　

△5.1

　

3,992,323

　　

19.3

　　

28.5

　

2,093,470

　　

32.1△31.6

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

1

　

7SI

　

:

　　

17,377

　　

0.2

　

△27.2

　　

13,074

　　

0.2

　

△29.6

　　

8,836

　　

0.3

　

△31.2

　　

37,905

　　

0.2

　

△26.9

　　　

7,596

　　

0.1△56.0

　　

13.301

　　

0,5

　

△6,5

7

　

宍

　

:

　　　

9,323

　　

0.1

　　

75.1

　　　

5,957

　　

0.1

　　

77.5

　　　

4,617

　　

0.1

　　

70.2

　　

17,845

　　

0.1

　　

77.9

　　　

3,292

　　

0,1

　　

14.8

　　　

6,304

　　

0.2

　　

69.4

;j果11:

　　　

13,412

　　

0.1

　

144.8

　　　

8,584

　　

0.1

　

148.8

　　　

6,498

　　

0.2

　

141.8

　　

26.403

　　

0.1

　

153.8

　　　

4.793

　　

0.1

　　

62.4

　　　

9,292

　　

0.3

　

138.6

t方4t7費1

　　

225,734

　　

2.2

　

△3.2

　

164,717

　　

2.8

　

△1.7

　

101.097

　　

2.9△8.7

　

508.801

　　

2.5

　　

1.0

　

122.459

　　

1.9△37.8

　

126,624

　　

4.4△7,4

j;jj;:

　　　

1,768

　　

0.0

　

△2.1

　　

3.499

　　

0.1

　　

31.7

　　

1,916

　　

0.1

　　

0.8

　　

25.488

　　

0.1

　　

21.7

　　

10,842

　　

0.2△39.9

　　　　

64

　　

0.0△12.3

;at宍2

　　　　　

18

　　

0.0

　

△21.7

　　　　　

7

　　

0.0

　

△22.2

　　　　　

2

　　

0.0

　

△33.3

　　　　　

2

　　

0.0

　

△85.7

　　　　　

0

　　

0.0△100.0

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

atly:
58,866 0 6 6 1 32,491 05 9.0 23.108 0.7 0.7 135,278 0.7 14.4 46,991 07△34.4 19.954 0.7 6.2

賢円

　

112,840

　　

1｡1　　4.0　　　　－　　　－　　　－　　　　　－　　　－　　　－　　　　　－　　　－　　　－　　　　　－　　　－　　　－　　　　　－　　　－　　　－

よ

般財

It
5 439,721　　531 0　　5' 4　3'663,564 61.8　　10.4　2,157,046　6Z3　　0.4 12,569,576　60.6　15.8 4,032,875　61. 8△30.6 1,119,137　38.5　　5.1

ｙ)≒4,829,509

　

47.0

　　

3,4 2,265,464　38.2　　4.5　1,304,074　37.7△7. 5 8,167,634　39. 4　　9. 0 2,497,210　38.2△39.9　1,787.725　61.5　　5.6
、

　　　　　

／卜

歳入合計

　

10,269,230　100．0　　4. 5 5,929,028　1 00. 0　　8. 0 3,461,120　1 00. 0　△2．7 20,737,210　100． 0　1 3.1　6, 530,085　100.0△34.5 2,906,862　100．0　　5.4

その１ 純

　　

計

第24表
- ． ●

般

　　

財 源

　　

の 推

　　

移

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　

地

　

方

　

税

　　　　　

地方譲与税

　　　　　

地方特例交付金

　　　　　

地方交付税

　　　　　

合

　　　　

計

　

区

　　

分

　　

決算額

　

指数4警斐決算額

　

指数4蟹lil決算額

　

指数武器ﾐ決算額

　

指数笥警訃ロ=ｌｎ笛な：

昭和36年度

　　　

906.475

　　

100

　　　

21.8

　　

45,449

　　

100

　　　

25.7

　　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

401,704

　　

100

　　　

29.2

　

1,353.628

　　

100

　　　

24.0

平成11年度

　

35,026,119

　

3.864

　　

△2.5

　　

608.905

　

1,340

　　　

2.3　　639, 860　　100　　　皆増　20,864,236　5,194　　　15.6　57,139,120　4,221　　　4．7

　　

12

　　　　

35,546,434

　

3.921

　　　　

1.5

　　

620.177

　

1,365

　　　　

1,9

　　

914,014

　　

143

　　　

42.8

　

21,776,420

　

5.421

　　　　

4.4

　

58,857,045

　

4,348

　　　　

3.0

　　

13

　　　

35,548,783

　

3.922

　　　

0.0

　　

623,971

　

1.373

　　　

0.6

　　

901.818

　　

141

　　

△1.3

　

20,349,760

　

5,066

　　

△6.6

　

57,424,333

　

4,242

　　

△2．4

　　

14

　　　

33,378,518

　

3,682

　　

△6,1

　　

634.222

　

1,395

　　　

1,6

　　

903.588

　

14叶

　　

0.2

　

19,544,863

　

4.865

　　

△4.0 54,461,192　4,023　　△5.2

　　

15

　　　

32,665,727

　

3.604

　　

△2.1

　　

694.045

　

1.527

　　　

9.4

　

1,006,168

　　

157

　　　

11.4

　

18,069,295

　

4,498

　　

△7.5

　

52,435,236

　

3,874

　　

△3．7

　　

16

　　　

33,538,805

　

3.700

　　　

2,7

　

1,164,074 2,561　　　67.7　1,104,834　　173　　　9.8　17,020,109　4,237　　△5.8　52,827,821　3,903　　　0,7

　　

17

　　　

34,804,409

　

3,840

　　　

3.8

　

1,848,962

　

4.068

　　　

58.8

　

1,518,006

　　

237

　　　

37.4

　

16,958,719

　

4.222

　　

△0.4

　

55,130,096

　

4,073

　　　

4．4

(注) 地方特例交付金については、平成11年度を100として指数を算出している。その２、その３において同じ。
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その２ 都道府県

第24表 一

般

　　

財 源

　　

の 推

　　

移（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　

地

　　

方

　　

税

　　　　　　

地方譲与税

　　　　　

地方特例交付金

　　　　　　

地方交付税

　　　　　

ja;Wj呂jyt

　　　　　

合

　　　　

計

区分

　　　　　　　

対前

　　　　　

対前

　　　　　

対前

　　　　　

対前

　　　　　

対前

　　　　　

対前

　　　　

決算額

　

指数年度

　

決算額

　

指数年度

　

決算額

　

指数年度

　

決算額

　

指数年度

　

決算額

　

指数年度

　

決算額

　

指数年度

　　　　　　　　　　　　

増減率

　　　　　　　　　　

増減率

　　　　　　　　　　

増減率

　　　　　　　　　　

増減率

　　　　　　　　　　

増減率

　　　　　　　　　　

増減率

1

年

;

　　　

497,725

　　

100

　　

26.1　　　43, 939　　100　　25.7　　　　　－　　　－　　　－　　267.744　　100　　26.8　　　　　－　　　－　　　－　　809,408　　100　　26.3

?:

年

:

　

16,432.987

　

3,302

　

△

　

4.7

　　

130,661

　　

297

　　　

1.6

　　

142,188

　　

100

　　

皆増

　

1い32,308

　

4.158

　　

20.1

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　

27,838,145

　

3,439

　　　

4.5

　

12

　　

17.456.122

　

3,507

　　　

6.2

　　

132,292

　　

301

　　　

1.2

　　

251.731

　　　

177

　　

77.0

　

11.782,870

　

4,401

　　　

5.8

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　

29.623.015

　

3,660

　　　

6.4

　

13

　　

17,406,306

　

3,497△0.3

　　

133.002

　　

303

　　

0.5

　　

235.019

　　

165

　

△6.6

　

11,075,261

　

4,137

　

△6.0

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　

28,849,588　3, 564　△2.6

　

14

　　

15,556.230

　

3.125△10.6

　　

138.498

　　

315

　　

4.1

　　

237,633

　　

167

　　

1.1

　

10,817,819

　

4,040

　

△2.3

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　

26,750,181　3, 305　△7,3

　

15

　　

15,425,989

　

3,099

　

△

　

0.8

　　

174,153

　　

396

　　

25.7

　　

351,289

　　

247

　　

47.8

　

9,978.502

　

3.727

　

△7.8

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　

25,929,932

　

3,204

　

△3.1

　

16

　　

16,306,851

　

3,276

　　　

5.7

　　

402,981

　　　

917

　　

131.4

　　

4a 113　　326　　32.1　9,308,168　3,477　△6.7　　　　　－　　　－　　　－　26, 482.113　3,272　　　2.1

　

17

　　

17.137,360

　

3,443

　　　

5j

　　

853.575

　　

1,943

　　

111.8

　　

872,575

　　　

614

　　

88.0

　

9,221.643

　

3,444

　

△0.9

　　　　

1.873

　　　

100

　　

皆増

　

28,087,026

　

3,470

　　　

6.1

(注) 地方特例交付金については、平成11年度、市町村たばこ税都道府県交付金については平成17年度を100として指数を算出している。

その３

　

市町村 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　

地

　

方

　

税

　　　　　

地方譲与税

　　　　　

地方特例交付金

　　　　　

地方交付税

　　　　　

そ

　

の

　

他

　　　　　

合

　　　　

計

区

　

分

　　　　　　　　　　　

対

　

前

　　　　　　　　　　　

対

　

前

　　　　　　　　　　　

対

　

前

　　　　　　　　　　　

対

　

前

　　　　　　　　　　　

対

　

前

　　　　　　　　　　　

対

　

前

　　　　

決算額

　

指数年度

　

決算額

　

指数年度

　

決算額

　

指数

　

年度

　

決算額

　

指数

　

年度

　

決算額

　

指数

　

年度

　

決算額

　

指数

　

年度

　　　　　　　　　　　　

増減率

　　　　　　　　　　

増減率

　　　　　　　　　　

増減率

　　　　　　　　　　

増減率

　　　　　　　　　　

増減率

　　　　　　　　　　

増減率

1

年

;

　　

408.750

　　

100

　　

16.9

　　　

1.510

　　

100

　　

23.8

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　

133,960

　　

100

　　

34.2

　　　

1,501

　　

100

　　

58.0

　　

545,721

　　

100

　　

20.8

7;

年

:

　

18,593,132

　

4.549

　

△0.5

　　

478,244

　

31,672

　　

2.5

　　

497.672

　　

100

　　

皆増

　

9,731,928

　

7,265

　　

10.9

　

1,933,642 128.824　△　5.4　31,234,617　5,724　　4,2

　

12

　　

18,090.312

　

4.426

　

△2.7

　　

487.884

　

32.310

　　

2.0

　　

662,283

　　

133

　　

33.1

　

9,993.551

　

7,460

　　

2.7

　

2,419,814 161.213　　25.1　31,653,845　5.800　　1．3

　

13

　　

18,142,477

　

4,439

　　　

0.3

　　

490,969

　

32,515

　　　

0.6

　　

666.799

　　　

134

　　　

0.7

　

9,274,500

　

6,923

　

△7.2

　

2,408.431

　

160,455

　

△

　

0.5

　

30,983,176

　

5,677

　

△2.1

　

14

　　

17,822,288

　

4,360

　

△1,8

　　

495.724

　

32,829

　　

1.0

　　

665.955

　　

134

　

△0,1

　

8,727,044

　

6,515

　

△5.9

　

1,739,742 115,906△27.8　29,450,753　5,397　△4.9

　

15

　　

17,239,738

　

4.218

　

△3.3

　　

519.893

　

34,430

　　

4,9

　　

654,879

　　

132

　

△1.7

　

8,090,793

　

6,040

　

△7.3

　

1,828,474 121,817　　5.1　28, 333,778　5, 192　△3.8

　

16

　　

17,231.954

　

4,216

　

△0.0

　　

761,093

　

50,404

　　

46.4

　　

640.721

　　

129

　

△2.2

　

7,711,941

　

5,757

　

△4.7

　

2,015,5% 134,284　　10.2　28,361 ,304　5, 197　　0,1

　

17

　　

17,667.049

　

4,322

　　

2,5

　　

995,387

　

65,920

　　

30.8

　　

645,431

　　

130

　　

0.7

　

7,737.076

　

5,776

　　

0.3

　

1,936,975 129.(M6△3.9　28,981,918　5,311　　　2.2

（注）

　

１

　

「その他」は、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、

自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金である。

２

　

地方特例交付金については、平成11年度を100として指数を算出している。
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その１ 都道府県

第25表

　

一般財源の人口１人当たり額の状況

(単位

　

円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地

　　　　

方

　　　　

税

　　　　　　　　

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　　　　　　　　

‾

　　

般

　　

財

　　

源

グループ

　　　

区

　　　　　

分

　　　　

翼べ

　

歳入構成比

　　

翼べ

　

歳入構成比

　　

翼に

　

歳入構成比

　　　　　　

愛

　　　　

知

　　　　

県

　　　　　　　

134,217

　　　　　　　　

48.9

　　　　　　　　　　　

12.340

　　　　　　　　　　　　　　

4 . 5　　　　　　　　　　158･ 173　　　　　　　　　　　　　57.6

　　

Bi

　　　

|

神・川

　　

県

　　　　　　

99.182

　　　　　　

54. 2　　　　　　14, 136　　　　　　　7. 7　　　　　124,
201　　　　　　　67゛ 9

　　　　　　

大

　　　

阪

　　　

府

　　　　　　

111.372

　　　　　　　

38. 9　　　　　　32, 204　　　　　　　1 1 . 2　　　　　154･
980　　　　　　　54. 1

　　　　　　　

（平

　　　　　　

均）

　　　　　　　

113.677

　　　　　　　　

46.2

　　　　　　　

20,013

　　　　　　　　

8. 1　　　　　　144, 970　　　　　　　　58.9

　　　　　　

埼

　　　　

玉

　　　　

県

　　　　　　　

83.577

　　　　　　　　

41. 3　　　　　　　34, 034　　　　　　　　16. 8　　　　　　129･ 135　　　　　　　　63. 7

　　　　　　

静

　　　　

岡

　　　　

県

　　　　　　　

112.264

　　　　　　　　

40. 6　　　　　　　44, 796　　　　　　　　16. 2　　　　　　169･ 082　　　　　　　　61. 1

　　　　　　

千

　　　　

葉

　　　　

県

　　　　　　　

91,001

　　　　　　　　

40. 0　　　　　　　36, 197　　　　　　　　15. 9　　　　　　138･ 797　　　　　　　　61. 0

　　

B2

　　　

茨

　　　　

城

　　　　

県

　　　　　　　

104,688

　　　　　　　　

32. 6　　　　　　　62, 091　　　　　　　　19. 4　　　　　　179･ 551　　　　　　　　56. 0

　　　　　　　

福

　　　　

岡

　　　　

県

　　　　　　　

85.499

　　　　　　　　

30.7

　　　　　　

55.754

　　　　　　　

20. 0　　　　　　153･ 090　　　　　　　54. 9

　　　　　　　

栃

　　　

木

　　　

県

　　　　　　

109.335

　　　　　　　

28. 3　　　　　　68, 428　　　　　　　17. 7　　　　　190･ 846　　　　　　　49. 4

　　　　　　　

群

　　　　

馬

　　　　

県

　　　　　　　　

98.469

　　　　　　　　

27.8

　　　　　　　

72,836

　　　　　　　　

20.5

　　　　　　

184,327

　　　　　　　　　　　　　

51.9

　　　　　　　

（平

　　　　　　

均）

　　　　　　　

94,233

　　　　　　　

35. 4　　　　　　47, 686　　　　　　　17. 9　　　　　　153･ 921　　　　　　　57゛ 8

　　　　　　　

三

　　　　

重

　　　

県

　　　　　　

107.868

　　　　　　　

30. 0　　　　　　81 ，169 22.6　　　　　　202.442　　　　　　　56.3

　　　　　　　

兵

　　　　

庫

　　　　

県

　　　　　　　

87.424

　　　　　　　　

19. 0　　　　　　68, 618　　　　　　　　14 . 9　　　　　　168･ 075　　　　　　　　36. 6

　　　　　　　

広

　　　　

島

　　　

県

　　　　　　　

95.910

　　　　　　　

29.4

　　　　　　

72.746

　　　　　　　　

22.3

　　　　　　

181.597

　　　　　　　　

55.6

　　　　　　　

宮

　　　

城

　　　

県

　　　　　　　

91.218

　　　　　　　

27. 9　　　　　　78, 682　　　　　　　24. 1　　　　　182・ 509　　　　　　　55. 8

　　

C

　　　

京

　　　　

都

　　　

府

　　　　　　　

99,862

　　　　　　　

31 . 7 75,187　　　　　　　　　　　　　23. 9　　　　　　　　　　187･ 299　　　　　　　　　　　　　59.4

　　　　　　　

滋

　　　

賀

　　　　

県

　　　　　　

101,135

　　　　　　　

28.8

　　　　　　

86,757

　　　　　　　

24.7

　　　　　

201･493

　　　　　　　

57.3

　　　　　　　

岐

　　　

阜

　　　

県

　　　　　　　

91.687

　　　　　　　

25.5

　　　　　　

90.966

　　　　　　　　

25.3

　　　　　　

196,149

　　　　　　　

54.6

　　　　　　　

岡

　　　　

山

　　　　

県

　　　　　　

101.781

　　　　　　　

26.4

　　　　　　

92,430

　　　　　　　　

23.9

　　　　　　

207,860

　　　　　　　　　　　　　

53.8

　　　　　　　

（平

　　　　　　

均）

　　　　　　　

95.123

　　　　　　　

25. 4　　　　　　78, 016　　　　　　　20. 8　　　　　　185･ 919　　　　　　　49. 6

　　　　　　　

長

　　　

野

　　　

県

　　　　　　　

92,536

　　　　　　　

24.7

　　　　　　

108,694

　　　　　　　　

29.0

　　　　　　

215,026

　　　　　　　　

57.4

　　　　　　　

石

　　　　

川

　　　　

県

　　　　　　　

98.447

　　　　　　　

22.6

　　　　　　

120,818

　　　　　　　　

27.7

　　　　　　

233.037

　　　　　　　　

53.4

　　　　　　　

福

　　　

島

　　　

県

　　　　　　　

93,097

　　　　　　　

23. 1　　　　　1 13, 129　　　　　　　28. 0　　　　　220･ 166　　　　　　　54. 6

　　　　　　　

香

　　　

川

　　　　

県

　　　　　　　

94,568

　　　　　　　

21.9

　　　　　

113.570

　　　　　　　

26.3

　　　　　

221.565

　　　　　　　

51.2

　　　　　　　

新

　　　

潟

　　　

県

　　　　　　　

93.394

　　　　　　　

18.7

　　　　　　

122.106

　　　　　　　　　　　　　

24.4

　　　　　　　　　　

229.706

　　　　　　　　

45.9

　　　　　　　

富

　　　

山

　　　

県

　　　　　　　

99.689

　　　　　　　

21.8

　　　　　

125,887

　　　　　　　

27. 5　　　　　239 , 473　　　　　　　52. 4

　　　　　　　

山

　　　　

口

　　　

県

　　　　　　　

97.104

　　　　　　　

20. 3　　　　　121 ，129　　　　　　　25. 3　　　　　232. 363　　　　　　　48. 5

　　

D

　　　

北

　　　　

海

　　　　

道

　　　　　　　

82.539

　　　　　　　

18. 2 126.133　　　　　　　27.8　　　　　223,184　　　　　　　49.2

　　　　　　　

奈

　　　　

良

　　　　

県

　　　　　　　

70.170

　　　　　　　

21.8

　　　　　　

102,395

　　　　　　　

31.8

　　　　　　

185.570

　　　　　　　

57.6

　　　　　　　

山

　　　　

梨

　　　　

県

　　　　　　

104,287

　　　　　　　

19.9

　　　　　　

142,400

　　　　　　　

27.1

　　　　　　

260.370

　　　　　　　

49.6

　　　　　　　

福

　　　　

井

　　　

県

　　　　　　

110,485

　　　　　　　

18. 9　　　　　154, 531　　　　　　　26. 4　　　　　279. 344　　　　　　　47. 7

　　　　　　　

愛

　　　

媛

　　　

県

　　　　　　　

80.053

　　　　　　　

18.7

　　　　　

120,026

　　　　　　　

28.0

　　　　　

213.977

　　　　　　　

50.0

　　　　　　　

熊

　　　

本

　　　

県

　　　　　　　

74.372

　　　　　　　

19. 4　　　　　1 18, 324　　　　　　　30. 8　　　　　206. 222　　　　　　　53. 7

　　　　　　　

徳

　　　　

島

　　　

県

　　　　　　　

91,035

　　　　　　　

13.8

　　　　　

173.367

　　　　　　　

26. 4　　　　　278. 930　　　　　　　42･ 4

　　　　　　　　

（平

　　　　　　

均）

　　　　　　　

88,871

　　　　　　　

19. 9　　　　　　122, 716　　　　　　　27. 5　　　　　225. 587　　　　　　　50. 6

　　　　　　　

山

　　　

形

　　　

県

　　　　　　　

78,537

　　　　　　　

16. 3　　　　　155, 649　　　　　　　32. 4　　　　　249, 212　　　　　　　51.8

　　　　　　　

大

　　　

分

　　　

県

　　　　　　

80,857

　　　　　　　

17.2

　　　　　

149,150

　　　　　　　

31.7

　　　　　

244.392

　　　　　　　

51.9

　　　　　　　

佐

　　　

賀

　　　

県

　　　　　　

84,105

　　　　　　

丿.7

　　　　　

159. 337　　　　　　33. 6　　　　　256. 798　　　　　　54. 1

　　　　　　　

和

　　

歌

　　

山

　　

県

　　　　　　　

70,739

　　　　　　　

15. 0　　　　　　154, 183　　　　　　　32. 8　　　　　239. 296　　　　　　　50.9

　　　　　　　

青

　　　

森

　　　

県

　　　　　　

82.153

　　　　　　　

16. 4　　　　　161, 642　　　　　　　32, 3　　　　　257. 944　　　　　　　51.5

　　　　　　　

岩

　　　

手

　　　

県

　　　　　　

77,041

　　　　　　　

15. 2　　　　　172. 949　　　　　　34. 2　　　　　265. 437　　　　　　52.4

　　　　　　　

鹿

　　

児

　　

島

　　

県

　　　　　　　

70.823

　　　　　　　　

15. 4　　　　　　161 ，122　　　　　　　　35. 0　　　　　　246. 552　　　　　　　　53.5

　　

E

　　　

沖

　　　　

縄

　　　　

県

　　　　　　　

59,940

　　　　　　　

14. 5 137.263　　　　　　　　　　　　　33.2　　　　　　　　　　208.908　　　　　　　　　　　　　50.5

　　　　　　　

宮

　　　　

崎

　　　　

県

　　　　　　　

70.633

　　　　　　　　

13. 8　　　　　　162, 569　　　　　　　　31.8　　　　　　247.465　　　　　　　　48.4

　　　　　　　

長

　　　　

崎

　　　　

県

　　　　　　　

61.465

　　　　　　　　

13. 6　　　　　　156. 927　　　　　　　　34.7　　　　　　231,897　　　　　　　　51.3

　　　　　　　

秋

　　　　

田

　　　　

県

　　　　　　　

74.295

　　　　　　　　

13, 1　　　　　　180. 129　　　　　　　　31.6　　　　　　269,055　　　　　　　　47.3

　　　　　　　

鳥

　　　　

取

　　　　

県

　　　　　　　

78.281

　　　　　　　　

12.7

　　　　　　

211,530

　　　　　　　　

34.2

　　　　　　

305.350

　　　　　　　　

49.4

　　　　　　　

高

　　　　

知

　　　　

県

　　　　　　　

67,231

　　　　　　　　

11.8

　　　　　　

215.912

　　　　　　　　

37.9

　　　　　　

299.337

　　　　　　　　

52.5

　　　　　　　

島

　　　　

根

　　　　

県

　　　　　　　

77.387

　　　　　　　　

10. 4　　　　　　247, 871　　　　　　　　33.4　　　　　　342,170　　　　　　　　46.1

　　　　　　　　

（平

　　　　　　

均）

　　　　　　　

73, 248　　　　　　　14.6　　　　　　167,892　　　　　　　33.4　　　　　　255,558　　　　　　　50.9

　　

F

　　　

東

　　　

京

　　　

都

　　　　　　

285.485

　　　　　　　

65.7

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　

306.966

　　　　　　　

70.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(199,917)

　　　　　

(57.3)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(221.398)

　　　　　

(63.4)

　　

俗

　　　　

|東

　　

京

　　

を

　　

含

　　

む

　　　　　　　　　　

112.866

　　　　　　　　　　　

31.2

　　　　　　　　　　

72. 580　　　　　　　　　　　20.1　　　　　　　　　199,046　　　　　　　　　　　55.1

　　

ぶ

　　　

東

　

京

　

を

　

含

　

ま

　

ず

　　　　　　　

94.408

　　　　　　　

26.7

　　　　　　

80,341

　　　　　　　

22.7

　　　　　

187.507

　　　　　　　

53.1

(注)
１

グループの分類は次による。

　

グループ

　　　　　

Bi

　　　　　　　

Ｂ２

　　　　　　　　

Ｃ

　　　　　　　　

Ｄ

　　　　　　　　

Ｅ

財政力指数

　

0.7～1.0の団体

　

0.5～0.7の団体

　

0.4～0.5の団体

　

0.3～0.4の団体

　

0.3未満の団体

2 (1)地方税の額は、東京都以外の団体については利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用

　　　

税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金、軽油引取税交付金（以下「８交付金」）という。）として市町村に交付する額を除

　　　

いたものである。

　

（２）東京都の地方税については、上記８交付金のほかに特別区財政調整交付金を除いたものである。

　　　　

なお、（

　

）内の数値は、東京都の地方税に都が徴収した市町村税相当額が含まれていることを考慮し、上記８交付金のほかに当該市町

　　　

村税相当額を除いたものを計上している。

３

　

人口１人当たり額は、平成18年３月31日現在住民基本台帳登載人口で除して得た額である。その２において同じ。
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その２

　

市町村

　

（１）

　

類型区分

　　

ア

　

都

　　

市

第25表

　

一般財源の人口１人当たり額の状況（つづき）

　　　　　　　　　　　　　　　

産

　

業

　

構

　

造

　　　　　　　　　　　　

ｎ次，ｍ次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｈ次，Ⅲ次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

95％以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

95％未満

　　　　　　　　　　　

類

　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅲ

　　

次

　　　　　　　　

Ⅲ

　　

次

　　　　　　　　

ｍ

　　

次

　　　　　　　　

ｍ

　　

次

　　　　　　　　　　　　　　　　

型

　　　　　　　　　　

65％以上

　　　　　　　　

65％未満

　　　　　　　　

55％以上

　　　　　　　　

55％未満

人

　　

□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3

　　　　　　　　　　　　

2

　　　　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　　　　

0

50,000人未満

　　　　　　　　　　　　　　　

Ｉ

　　　　　　　

Ｉ－３

　　　　　　　　　　

１－２

　　　　　　　　　　

１－１

　　　　　　　　　　

１－０

　　　　

人以上

　　　　　　　　

人未満

　

50,000

　　　　

～

　　　　

100,000

　　　　　　　

n

　　　　　　　

n－3

　　　　　　　　　　　

H－2

　　　　　　　　　　　

n- 1　　　　　　　　　　　H－0

100,000

　　　

～

　　　

150,000

　　　　　　　

m

　　　　　　

m－3

　　　　　　　　　　

m－2

　　　　　　　　　　

m－1

　　　　　　　　　　

Ⅲ－0

150,000人以上

　　　　　　　　　　　　　　

Ⅳ

　　　　　　

I＼''-3　　　　　　　　　IV- 2　　　　　　　　　IV- 1　　　　　　　　　Ⅳ－0

（注）

　

１

　

人口及び産業構造は、平成12年国勢調査による。

　　　

２

　

大都市、特別区、中核市及び特例市についてはそれぞれ１類型とし本表に含まない。

イ

　

町

　　

村

　　　　　　　　　　　　　　　

産

　

業

　

構

　

造

　　　　　　　　　　　　　

ｎ次，ｍ次

　

80％以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｎ次，Ⅲ次

　　　　　　　　　　　

類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｍ

　　

次

　　　　　　　　　　　　　

Ⅲ

　　

次

　　　　　　　　　　　　　　

○/

　　

こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　

型

　　　　　　　　　　　　　

55％以上

　　　　　　　　　　　　

55％未満

　　　　　　　　　　　　

80 yｏ未満

人

　　

□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2

　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　　　　　　　　

0

　

5,000人未満

　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｉ

　　　　　　　　　　

Ｉ－２

　　　　　　　　　　　　　　　

１－１

　　　　　　　　　　　　　　　

１－０

　　　　

人以上

　　　　　　　　

人未満

　

5,000

　　　

～

　　　　

10,000

　　　　　　　

n

　　　　　　　　　

n－2

　　　　　　　　　　　　　　　

n－1

　　　　　　　　　　　　　　　

n－0

10,000

　　　　

～

　　　　

15,000

　　　　　　　　

Ⅲ

　　　　　　　　　　

Ⅲ－2

　　　　　　　　　　　　　　　　

m－1

　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅲ－0

15,000

　　　　

～

　　　　

20,000

　　　　　　　　

1V

　　　　　　　　　　

I＼－̂ 2　　　　　　　　　　　　　　　　　1V －I　　　　　　　　　　　　　　　　　N- 0

20,000人以上

　　　　　　　　　　　　　　

Ｖ

　　　　　　　　

Ｖ－２

　　　　　　　　　　　　　

Ｖ－１

　　　　　　　　　　　　　

Ｖ－０
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その２

　

(２)

第25表

　

一般財源の人口１人当たり額の状況（つづき）

市町村（つづき）

一般財源の人口１人当たり額 (単位

　

円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

地

　　　　

方

　　　　

税

　　　　　　　　

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　　　　　　　　

一

　　

般

　　

財

　　　

源

　

類

　　　　　

型

　　　　

人口１人

　　　

歳

　　　

入

　　　

人口１人

　　　

歳

　　　

入

　　　

人口１人

　　　

歳

　　　

入

　　　　　　　　　　　　　

当たり額

　　　

構

　

成

　

比

　　　

当たり額

　　　

構

　

成

　

比

　　　

当たり額

　　　

構

　

成

　

比

大

　

都

　

市

　　　　　　　　　　　

187.783

　　　　　　　　

39.4

　　　　　　　

30,761

　　　　　　　　　

6.4

　　　　　　　

252,721

　　　　　　　　

53.0

特

　

別

　

区

　　　　　　　　　　　

100.161

　　　　　　　　

28.5

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

239,230

　　　　　　　　

68.1

中

　

核

　

市

　　　　　　　　　　　

147.386

　　　　　　　　

42.6

　　　　　　　

40.859

　　　　　　　　

11.8

　　　　　　　

213,776

　　　　　　　　

61.8

特

　

例

　

市

　　　　　　　　　　

144,902

　　　　　　　　

45.9

　　　　　　　

26,329

　　　　　　　　

8.3

　　　　　　

196,549

　　　　　　　　

62.3

都

　　　

市

　　　

I－0

　　　　　　　　　　　　

101.737

　　　　　　　　　

20.6

　　　　　　　

167,057

　　　　　　　　　

33.9

　　　　　　　

296,404

　　　　　　　　　

60.1

　　　

1－1

　　　　　　　　　　　　

95.883

　　　　　　　　　

19.8

　　　　　　　

160.526

　　　　　　　　　

33.2

　　　　　　　

282,447

　　　　　　　　　

58.4

　　　

I － 2　　　　　　　　　　136.368　　　　　　　　34.2　　　　　　　79.406　　　　　　　　19.9　　　　　　242,976　　　　　　　　61.0

　　　

1 － 3　　　　　　　　　　　　157.354　　　　　　　　　31.4　　　　　　　　128.821　　　　　　　　　25.7　　　　　　　311,170　　　　　　　　　62.2

　　　

n － 0　　　　　　　　　　　　　　118,338　　　　　　　　　　　27.8　　　　　　　　　109,701　　　　　　　　　　　25.8　　　　　　　　　256,077　　　　　　　　　　　60.2

　　　

n － 1　　　　　　　　　　　114.428　　　　　　　　28.3　　　　　　　98,432　　　　　　　　24.3　　　　　　　238.292　　　　　　　　58.9

　　　

n － 2　　　　　　　　　　　　　　140, 993　　　　　　　　　　　42. 4　　　　　　　　　41,364　　　　　　　　　　　12.4　　　　　　　　　208.369　　　　　　　　　　　62.7

　　　

n － 3　　　　　　　　　　　　138, 871　　　　　　　　　43. 7　　　　　　　　33, 699　　　　　　　　　10.6　　　　　　　196,910　　　　　　　　　61.9

　　　

Ⅲ－0

　　　　　　　　　　　

122,438

　　　　　　　　　

31. 3　　　　　　　　87, 110　　　　　　　　　22. 3　　　　　　　237,654　　　　　　　　　60.7

　　　

Ⅲ－1

　　　　　　　　　　

117, 801　　　　　　　　29. 2　　　　　　　88, 044　　　　　　　　21.8　　　　　　231,262　　　　　　　　57.4

　　　

Ⅲ－2

　　　　　　　　　　

142, 542　　　　　　　　43. 4　　　　　　　34, 519　　　　　　　　10. 5　　　　　　202,913　　　　　　　　61.8

　　　

Ⅲ‾3

　　　　　　　　　　　　

143, 143　　　　　　　　　44. 8　　　　　　　　29, 098　　　　　　　　　9. 1　　　　　　　196, 812　　　　　　　　　61.6

　　　

Ⅳ‾0

　　　　　　　　　　　　

146, 560　　　　　　　　　42. 4　　　　　　　　39, 954　　　　　　　　　　1 1
｡ 5　　　　　　　　214, 738　　　　　　　　　62.1

　　　

IV- 1　　　　　　　　　　131. 141　　　　　　　34. 3　　　　　　67, 900　　　　　　　17. 8　　　　　　225, 255　　　　　　　58.9

　　　

IV-2

　　　　　　　　　　　　　

145･ 655　　　　　　　　　　45. 9　　　　　　　　　28, 961　　　　　　　　　　　9. 1　　　　　　　　201
, 410　　　　　　　　　　63.4

　　　

IV-3

　　　　　　　　　　　

149･ 902　　　　　　　　50. 2　　　　　　　15, 077　　　　　　　　　5. 0　　　　　　　190, 219　　　　　　　　　63.7

町

　　　

村

　　　

I‾0

　　　　　　　　　　　

87･ 622　　　　　　　　　8. 3　　　　　　504. 337　　　　　　　　47. 6　　　　　　635, 097　　　　　　　　59.9

　　　

I

　

‾

　

1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

119･ 087　　　　　　　　　　　　　　　12.6　　　　　　　　　　　　411,961　　　　　　　　　　　　　　　43.6　　　　　　　　　　　　566.958　　　　　　　　　　　　　　　60.0

　　　

1 － 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140,491　　　　　　　　　　　　　　　12.0　　　　　　　　　　　　455.618　　　　　　　　　38.8　　　　　　　634,342　　　　　　　　54.0

　　　

H－0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

88,319

　　　　　　　　　　　　　　　

12. 1　　　　　　　　　　　　323,258　　　　　　　　　44.2　　　　　　　446,246　　　　　　　　　　　　　　　61.0

　　　

n－1

　　　　　　　　　　

120,764

　　　　　　　　

21.0

　　　　　　　

210.710

　　　　　　　　

36.7

　　　　　　　

361,354

　　　　　　　　

62.9

　　　

n － 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　146.271　　　　　　　　　24.3　　　　　　　178,739　　　　　　　　　29.7　　　　　　　355,046　　　　　　　　59.0

　　　

Ⅲ－0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

79.696

　　　　　　　　　　　　　　　

13. 0　　　　　　　　　　　　265,067　　　　　　　　　43.1　　　　　　　375,247　　　　　　　　　　　　　　　61.0

　　　

Ⅲ‾1

　　　　　　　　　　

n9

'
292　　　　　　　　25. 8　　　　　　151

･
344　　　　　　　　32. 7　　　　　　299, 328　　　　　　　　64.7

　　　

m － 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　123.492　　　　　　　　　　　　　　　25.7　　　　　　　　　　　　131,322　　　　　　　　　27.4　　　　　　　283,093　　　　　　　　　　　　　　　59.0

　　　

IV － 0　　　　　　　　　　　90, 121　　　　　　　　17. 8　　　　　　189, 343　　　　　　　　37.4　　　　　　　308,203　　　　　　　　　　　　　　　60.9

　　　

1V － 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101,863　　　　　　　　　　　　　　　23.4　　　　　　　　　　　　146,778　　　　　　　　　33.7　　　　　　　276,687　　　　　　　　　　　　　　　63.5

　　　

IV － 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　127.753　　　　　　　　　　　　　　　32.1　　　　　　　　　　　　　92,696　　　　　　　　　23.3　　　　　　　247,366　　　　　　　　　　　　　　　62.2

　　　

V － 0　　　　　　　　　　　　　　78, 144　　　　　　　　　　　14. 9　　　　　　　　　207,277　　　　　　　　　39.6　　　　　　　312.181　　　　　　　　　59.7

　　　

X/ － 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　125,479　　　　　　　　　　　　　　32. 6　　　　　　　　　　　　86.419　　　　　　　　　22.5　　　　　　　240,931　　　　　　　　　　　　　　　62.6

　　　

W‾2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

113. 591　　　　　　　　　　　　　　　35.2　　　　　　　　　　　　　66'460　　　　　　　　　　　　　　　20.6　　　　　　　　　　　　204,
417　　　　　　　　　　　　　　　63.4

資42



その１ 国庫支出金の状況

第26表

　

国 県

　

支

　

出

　

金

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　

増減額

　

増減率

　

万万１

義

　

務

　

教

　

育

　

費

　

2,063,775

　

31.1

　　　　

－

　　

－

　

2,063,775

　

17.4

　

2,545,577

　

20.4

　

△481,802

　

△18.9

　

△7.0

生

　

活

　

保

　

護

　

費

　　　

163.846　　2. 5　1 ,810,180　34.4　　1,974,026　　16.6　　1,933,111　　15.5　　　40.915　　　　2.1　　　　7.2

児

　

童

　

保

　

護

　

費

　　　

131.377

　　

2.0

　　

411,543

　　

7.8

　　

542.920

　　

4.6

　　

549,676

　　

4.4

　

△

　

6.756

　

△

　

1.2

　

△21.6

結

　

核

　

医

　

療

　

費

　　　

2,484

　　

0.0

　　　

3 308　　0.1　　　5.791　　0.0　　　6,830　　0.1　△　1,039　△15.2　△　8.2

精

　

神

　

保

　

健

　

費

　　　

54.229

　　

0.8

　　　　　

－

　　　

－

　　　

54.229

　　

0.5

　　　

48.865

　　

0.4

　　　　

5.364

　　　

11.0

　　　

2.2

老

　

人

　

保

　

護

　

費

　　　

1,489

　

0.0

　　　

6,660

　

0.1

　　　

8,150

　

0.1

　　

61,239

　

0.5

　

△53,089

　

△86.7

　

△13.1

普通建設事業費

　

2,324,334

　

35.1

　

1,016.335

　

19.3

　

3,340.668

　

28.1

　

3,576,118

　

28.7

　

△235,450

　

△6.6

　

△14.7

災害復旧事業費

　　

370,640

　

5.6

　　

124,837

　

2.4

　　

495,476

　

4.2

　　

265,771

　

2.1

　　

229.705

　　

86.4

　　

44.4

失業対策事業費

　　　　

－

　　

－

　　　

5,520

　

0.1

　　　

5,520

　

0.0

　　　

5,794

　

0.0

　

△

　　

274

　

△4.7

　

△6.2

委

　　　　

託

　　　　

金

　　　

192.383

　　

2.9

　　　

112,019

　　

2.1

　　　

304,402

　　

2.6

　　　

250,709

　　

2.0

　　　

53,693

　　　

21.4

　

△

　

9.3

　

普通建設事業

　　　

8,121

　

0.1

　　

7,383

　

0.1

　　

15,504

　

0.1

　　

16,266

　

｡0.1

　

△

　

762

　

△4.7

　

△13.1

　

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

184.262

　　

2.8

　　　

104.636

　　

2.0

　　　

288,898

　　

2.5

　　　

234,443

　　

1.9

　　　　

54,455

　　　

23.2

　　

△

　

9.0

財

　

政

　

補

　

給

　

金

　　　　

6,898

　　

0.1

　　　　

7,338

　　

0.1

　　　

14,236

　　

0.1

　　　

14,439

　　

0.1

　

△

　　

203

　　

△

　

1.4

　　

△

　

2.4

そ

　　　

の

　　　

他

　

1,319,443

　

19.9

　

1,760,220

　

33.6

　

3,079.665

　

25.8

　

3,201,700

　

25.8

　

△122,035

　

△3.8

　　　

3.3

　

合

　　　　　　

計

　　

6,630,898

　

100.0

　

5,257,960

　

100．0

　

11,888,858

　

100.0

　

12,459,829

　

100.0

　

△570,971

　

△4.6

　

△5.2

(注) 交通安全対策特別交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金を含む。

その２ 都道府県支出金の状況 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決

　　　　　　　

算

　　　　　　　

額

　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　　　

平

　

成17年度

　　　　

平成16年度

　　　

増減額

　　

増減率

　　　

ｔシ?l

国庫財源を伴うもの

　　　　

1,174,693

　　　

52.7

　　　

1,141.449

　　　

54.2

　　　　　

33,244

　　　　　　

2.9

　　　　

△10.2

　

児童保護費負担金

　　　　

111,364

　　　

5.0

　　　　

122.761

　　　

5.8

　　　

△11,397

　　　　

△9.3

　　　　

△33.8

　

老人保護費負担金

　　　　　

4.770

　　　

0.2

　　　　

16.975

　　　

0.8

　　　

△12,205

　　　　

△71.9

　　　　

△7.2

　

普通建設事業費支出金

　　　　　

224,627

　　　

10.1

　　　　

263.345

　　　

12.5

　　　

△38,718

　　　　

△14.7

　　　　

△24.0

　

災害復旧事業費支出金

　　　　　

96,039

　　　

4.3

　　　　　

39,182

　　　　

1.9

　　　　　

56,857

　　　　　

145.1

　　　　　　

33.2

　

委

　　　　

託

　　　　　

金

　　　　　　

125,996

　　　　

5.6

　　　　　

80,060

　　　　

3.8

　　　　　　

45,936

　　　　　　　

57.4

　　　　　

△

　

6.3

　　

普通建設事業

　　　　　

18,482

　　　

0.8

　　　　

16,170

　　　

0.8

　　　　　

2,312

　　　　　

14.3

　　　　

△15.4

　　

災

　

害

　

復

　

旧

　

事

　

業

　　　　　　　　

401

　　　　

0.0

　　　　　　　

315

　　　　

0.0

　　　　　　　　

86

　　　　　　　

27.3

　　　　　　　

27.0

　　

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　　　　

107,113

　　　　

4.8

　　　　　

63,575

　　　　

3.0

　　　　　　

43,538

　　　　　　　

68.5

　　　　　

△

　

3.8

　

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

　　　　　　

611.897

　　　　

27.5

　　　　　

619,126

　　　　

29.4

　　　　

△

　

7,229

　　　　　

△

　

1.2

　　　　　　　

2.2

都道府県費のみのもの

　　　　

1,055,660

　　　

47.3

　　　　

965,173

　　　

45.8

　　　　　

90,487

　　　　　　

9.4

　　　　

△2.0

　

普通建設事業費支出金

　　　　　

197.904

　　　　

8.9

　　　　

205.832

　　　　

9.8

　　　　

△

　

7.928

　　　　　

△

　

3.9

　　　　　

△10.0

　

災害復旧事業費支出金

　　　　　　

2,082

　　　　

0.1

　　　　　

1.159

　　　　

0.1

　　　　　　

923

　　　　　　

79.6

　　　　　

△88.4

　

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

　　　　　　

855.674

　　　　

38.3

　　　　　

758,182

　　　　

35.9

　　　　　　

97,492

　　　　　　　

12.9

　　　　　　　　

1.7

　　

合

　　　　　　　

計

　　　　　　　

2,230,353

　　　

100.0

　　　　

2,106,622

　　　

100. 0　　　　　123, 731　　　　　　　　5. 9　　　　　△　6.6

(注)

　　

「国庫財源を伴うもの」は、国庫支出金として都道府県の予算に計上されたうえ交付され、又は国庫支出金に加えて国の法令の規定に基づく都道

府県の補助負担分として交付されたものである。
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第27表

　

地

　

｀方 債

　　

発 行

　

状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　

区

　　　　　　　　　　　

分

　　　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　　

純

　

計

　

額

　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　　

増減率

　

昌：

　

（発行

　

目

　

的別）

一

　

般

　

公

　

共

　

事

　

業

　

債

　

1,799,565

　

31.5

　　

333.329

　　

7.1

　

2,132,894

　

20.6

　

2,292,273

　

18. 5　△　159.379　△　7.0　△　3.8

　

う

　

ち

　

財

　

源

　

対

　

策

　

債

　

1,131,042

　

19.8

　　

190.906

　

4.0

　

1,321,948

　

12.7

　

1,417.590

　

11. 5　△　95.642　△　6.7　△　3.6

一

　

般

　

単

　

独

　

事

　

業

　

債

　

1,719,712

　

30.1

　

1,471,897

　

31.2

　

3,191,609

　

30.8

　

3,677,166

　

29. 7 △485,557△13.2　　10.1

公営住宅建設事業債

　　

68.462

　

1.2

　　

103,366

　

2.2

　　

171,828

　

1.7

　　

177.744

　

1.4△

　

5,916

　

△3.3

　

△18.8

義務教育施設整備事業債

　　

13.901

　

0.2

　　

211,376

　

4.5

　　

225,277

　

2.2

　　

240,116

　

1.9△

　

14.839△6.2△7.7

辺

　

地

　

対

　

策

　

事

　

業

　

債

　　　　

－

　　

－

　　

44,297

　

0.9

　　

44.297

　

0.4

　　

51,179

　

0.4△

　

6.882

　

△13.4

　

△10. 5

公共用地先行取得等事業債

　　

41,439

　

0.7

　　

77,420

　

1.6

　　

118,859

　

1.1

　　

142,554

　

1.2△

　

23,695

　

△16.6

　

△11.9

災

　

害

　

復

　

旧

　

事

　

業

　

債

　　

114,564

　　

2.0

　　　

46,050

　　

1.0

　　

160.614

　　

1.5

　　

136,583

　　

1. 1　　　24, 031　　17.6　　88.0

首都圏等整備事業債

　　

14,451

　

0.3

　　　　

－

　　

－

　　

14,451

　

0.1

　　

18.704

　

0.2△

　

4.253

　

△22.7△31.8

一般廃棄物処理事業債

　　　

193

　

0.0

　　

163,552

　

3.5

　　

163,745

　

1.6

　　

183,545

　

1.5△

　

19.800△10.8△11.7

社会福祉施設整備事業債

　　

25,148

　

0.4

　　

30,763

　

0.7

　　

55,911

　

0.5

　　

51,212

　

0.4

　　　

4.699

　　

9.2△25.7

退

　　

職

　　

手

　　

当

　　

債

　　　

3,000

　

0.1

　　

3.785

　

0.1

　　

6,785

　

0.1

　　

18,140

　

0.1△

　

11,355

　

△62.6△13.6

転

　　　　　

貸

　　　　　

債

　　

11,665

　

0.2

　　

12,551

　

0.3

　　

24,217

　

0.2

　　

35,617

　

0.3△

　

11,400

　

△32.0△8.3

過

　

疎

　

対

　

策

　

事

　

業

　

債

　　　　

－

　　

－

　　

210.427

　

4.5

　

210,427

　

2.0

　

250,816

　

2.0△

　

40,389△16. 1　△7.1

国の予算貸付・政府関係機関貸付債

　　　

13,117

　　

0.2

　　　

7.033

　　

0.1

　　　

20,150

　　

0.2

　　　

20,167

　　

0.2

　

△

　　　

17

　

△

　

0.1

　

△31.5

地域改善対策特定事業債

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

一

財

　　

源

　　

対

　　

策

　　

債

　　

47,344

　

0.8

　　

110,686

　

2.3

　　

158,030

　

1.5

　　

189,635

　

1.5△

　

31,605

　

△16.7

　

△16.9

減収補てん債（平成14年度）

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

9

　

0.0

　　　　

皆減

　　

皆減

　

△100.0

減

　

税

　

補

　

て

　

ん

　

債

　　

213,676

　

3.7

　　

247.880

　

5.3

　　

461.556

　

4.4

　　

775.495

　

6.3△313.939

　

△40.5

　　

12.1

臨

　

時

　

財

　

政

　

対

　

策

　

債

　

1,507,777

　

26.4

　

1,395,140

　

29.6

　

2.902.916

　

28.0

　

3,768.678

　

30.5△865,762

　

△23.0△28.4

減収補てん債（平成16

　

17年度）

　　　

8,245

　

0.1

　　　

13.360

　

0.3

　　

21.605

　

0.2

　　

38,337

　

0.3

　

△

　

16,732

　

△43.6

　

△30.4

都

　

道

　

府

　

県

　

貸

　

付

　

金

　　　　

－

　　

－

　　

92,881

　

2.0

　　

40,778

　

0.4

　　

45,788

　

0.4△

　

5,010△10.9△10.8

そ

　　　　　　　

の

　　　　　　　

他

　　

107,214

　　

2.1

　　

143.182

　　

2.8

　　

250,396

　　

2.5

　　

262,292

　　

2.1

　

△

　

11.905

　

△

　

4.5

　

△

　

7.9

　　

小

　　　　　　　

計

　　　　

5,709,473 100.0　4,718,975 100.0 10,376,345 100.0 12,376,050 100.0△1,999,705　△16.2　△10.1

　　　　

うち財源対策債

　

1.178,386

　

20.6

　

301,592

　

6.4

　

1,479,978

　

14.3

　

1,607.225

　

13.0△127,247△7.9△5.4

　　　　

うち減収補てん債

　　　

8,245

　

0.1

　　

13,380

　

0.3

　　

21,625

　

0.2

　　

38,346

　

0.3△

　

16,721

　

△43.6

　

△54.1

特定資金公共投資事業債

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　

一

　　

皆減

　　

合

　　　　　　　

計

　　　　

5,709,473 100.0　4,718,975 100.0 10,376,345 100.0 12,376,050 100.0△1,999,705　△16.2　△10.2

　

（借

　

入

　

先

　

別）

政

　　　

府

　　　

資

　　　

金

　

1,249,255

　

21.9

　

2,190.180

　

46.4

　

3.439,435

　

33.1

　

4,108,667

　

33.2△669.232

　

△16.3

　

△31.8

　

財

　

政

　

融

　

資

　

資

　

金

　

1,135,122

　

19.9

　

1.392.047

　

29.5

　

2.527.168

　

24.4

　

2,560,082

　

20.7△

　

32.914

　

△

　

1.3

　

△33.8

　

郵

　

政

　

公

　

社

　

資

　

金

　　

114,134

　

2.0

　　

798,133

　

16.9

　　

912.267

　

8.8

　

1,548,585

　

12.5△636.318

　

△41.1

　

△28.3

　　

郵

　

便

　

貯

　

金

　

資

　

金

　　

28,606

　

0.5

　　

398,091

　

8.4

　　

426,697

　

4.1

　　

662.254

　

5.4△235.557

　

△35.6

　

△28.3

　　

簡易生命保険資金

　　

85,528

　

1.5

　

400,042

　

8.5

　

485,570

　

4.7

　

886.331

　

7.2△400,761

　

△45.2△28.4

公

　

営

　

企

　

業

　

金

　

融

　

公

　

庫

　　

25,283

　

0.4

　　

267,508

　

5.7

　　

292,791

　

2.8

　　

387,566

　

3.1△

　

94.775

　

△24.5△16.2

市

　　　　

中

　　　　

銀

　　　　

行

　

1,700,498

　

29.8

　　

800,061

　

17.0

　

2,500,559

　

24.1

　

3,634,302

　

29.4

　

△1.133,743

　

△31.2

　　　

5.3

そ

　

の

　

他

　

の

　

金

　

融

　

機

　

関

　　

403, 258　　7. 1　　578. 548　12. 3　　981 ,806　　9. 5　　837, 333　　6.8　　　144,473　　17.3　△　4.2

保

　　

険

　　

会

　　

社

　　

等

　　　

2.721

　

0.0

　　

18,343

　

0.4

　　

21.064

　

0.2

　　

29,038

　

0.2△

　

7,974

　

△27.5△14.9

交

　　　　

付

　　　　

公

　　　　

債

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　

800

　　

0.0

　

△

　　　

800

　　

皆減

　　

皆増

共

　　　　　　　

済

　　　　　　　

等

　　　　

7,924

　　

0.1

　　

134,593

　　

2.9

　　

142.517

　　

1.4

　　　

143.914

　　

1.2

　

△

　　

1.397

　

△

　

1.0

　

△

　

7.2

門跡鸚昌穴借叩o

　

13, 117　0. 2　　　7, 033　0. 1　　20, 150　0. 2　　19, 799　0.2　　　　351　　1.8　△31.5

市

　　　

場

　　　

公

　　　

募

　　　

債

　

2･295･ 196　40.2　　629,835　13.3　2.925.031　28.2　3, 155,894　25.5　△　230,863　△　7.3　　18.5

　

個

　

別

　

発行債

　

10年

　

債

　　

641 ･ 827　1 1 ｡2　　151 ,843　3. 2　　793, 670　7. 6　　966, 102　7.8△　172,432　△17.8　　2.9

　

個

　

別

　

発

　

行

　

債

　

５

　

年

　

債

　　

602･ 724　10. 6　　　96, 331　　2. 0　　699. 055　　6. 7　　755, 328　　6.1　△　56.273　△　7.5　　11.0

　

個

　

別

　

発

　

行

　

債

　

20

　

年

　

債

　　

130. 000　　2. 3　　　10, 153　　0. 2　　140, 153　　1.4　　　86,000　　0.7　　　　54,153　　63.0　　505.6

　

個

　

別

　

発

　

行

　

債

　

30

　

年

　

債

　　　

37,000

　　

0.6

　　　

22,460

　　

0.5

　　　

59.460

　　

0.6

　　　

30,000

　　

0.2

　　　　

29.460

　　　

98.2

　　　

50.0

　

個

　

別

　

発

　

行

　

債

　

15

　

年

　

債

　　　　　

－

　　

－

　　　

20, 000　　0. 4　　　20, 000　　0.2　　　15.000　　0.1　　　　5,000　　33.3　　皆増

　

共

　

同

　

発行債10年債

　　

586･ 574　10. 3　　262･ 395　5. 6　　848, 969　8. 2　　965, 752　7.8△　116.783　△12.1　　28.0

住

　　　

民

　　　

公

　　　

募

　　　

債

　　

276･ 304　　4. 8　　　66, 653　　1.4　　342.957　　3.3　　321.005　　2.6　　　21,952　　　6.8　　25.9

　

外

　　　　　　

国

　　　　　　

債

　　　

20･ 768　　0. 4　　　　　－　　　－　　　20, 768　　0. 2　　　16, 707　　0. 1　　　　4, 061　　　24.3　　皆増

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

　　

12･ 221　0. 3　　92･ 874　1 ｡9　　52, 992　0, 5　　58, 737　0. 4 △　5,745△9.8△12.1

　　

ホ

　　　　　　　　　　　　　　

訓‾

　　　　　　　　

5･ 709･ 473　100． 0　　4･ 718, 975　100・ 0　10･ 376･ 345　100. 0　1 2, 376, 050　100. 0　乙1,999,705　　△　16.2　　△　10.1

特

　　　　

定

　　　　

資

　　　　

金

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　　

－

　　　　

一

　　　

皆減

　　

合

　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　　　　　　

5ﾀﾌ09･ 473　100. 0　　4･ 718･ 975　100. 0　10･ 376, 345　100. 0　12, 376, 050　1 00．0　八1,999,705　　△　16.2　　乙　10． 2

('注) 1

2

3

4

5

「小計

　

うち財源対策債」は、「一般公共事業債

　

うち財源対策債」及び「財源対策債」の合計である。

「市中銀行」とは、都市銀行、地方銀行及び長期信用銀行をいう。

「その他の金融機関」とは、信託銀行、信用金庫、各榎協同組合、その他金銭の貸付けを業とするもので市中銀行以外のものをいう。

「保険会社等」には、損害保険協会及び生命保険協会を含む。

「共済等」には、全国自治協会、市町村振興協会その他都道府県及び市町村が関係している各種機関を含む。
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第28表平成17年度地方債許可状況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　

計

　　　

画

　　　

額

　　　　　

許

　　　

可

　　　

額

　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　　　

大

　　　

都

　　　

市

　　　　

中核市・特例市・都市・町村

　

区

　　　

分

　　

政府資金

　

貨間でE

　　

計

　　

政府資金

　

7:

　

計

　　

政府資金

　

7t

　

ぉ

　

政府資金

　

卵t

　

計

　　

政府資金

　

71

　

ぉ

一一般会計債

　

１

　

一般公共事業

　

1,275,100　873,900 2,149,000　1,050,135　864,464　1,914,600　786,601　785,439　1,572,039　　46,720　　69,031　　115,751　　216,815　　9,995　226,810

　

2
4 1 1E IE　102･ 600　80, 600　183 ,200　75,

157　82, 585　157,742　13,158　48,631　61,789　　8,648　24,231　32,879　53,351　　9,723　63,074

　

3

　

災害復旧事業

　　

53,600　　85,500　　139,100　　107,615　　　　－　　107,615　　66,941　　　　－　　66,941　　6,465　　　　－　　6,465　　34,209　　　　－　　34,209

　

4§務ryl

　

136･400

　

171,500 307,900 122,309 124,316 246,624　3,637　7,654　11,291　15,778　33,526　49,304　102,894　83,136　186,029

　

5装当4畠ﾏ娶

　

33,500　39, 800　73, 300　38, 625　26, 870　65,495　9,032　17,713　26,745 ’ 3,565　5,722　9,287　26,028　3,435　29,463

　

6

　

気%♂%r京

　　

231,600

　　

15,300

　　

246,900

　　

167,600

　　

18,691

　　

186,291

　　　　

－

　　　　

193

　　　　

193

　　　

7,217

　　

16,369

　　

23,586

　　

160,383

　　　

2,129

　　

162,512

　

7

　

一般二単独1業

　　

107,600 4,154,200 4,261,800　　82,648　3,130,4073,213,056　　1,899　1,674,156　1,676,055　　　　－　　329,444　329,444　　80,749　1,126,807　1,207,557

　

8
1jttﾑ叉　345,600　　－ 345,600 309,771　　－ 309,771　　－　　－　　－　362　　－　362 309,409　　－ 309,409

　

9

　　

1

　

S

　

1

　

1

　　　　

23,300

　　　　　　

－

　　　

23,300

　　　

14,144

　　　　

1,675

　　　

15,819

　　　

14,144

　　　　　　

167

　　　

14,311

　　　　　　

－

　　　　　　

183

　　　　　　

183

　　　　　　

－

　　　　

1,325

　　　　

1,325

　

10翁芝琢等ぺ茫簒

　

－97000 97000　－ 11919 11919　－ 42483 424心　－16∞3 16003　－ 6141 61403

　

11

　

退

　

職

　

手

　

当

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　

7,257

　　　　

7,257

　　　　　　

－

　　　　

3,000

　　　　

3,000

　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　

4,257

　　　　

4,257

　

12

　

滅収補てん

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　

21,720

　　

21,720

　　　

－

　　

7,946

　　

7,946

　　　

－

　　

6,132

　　

6,132

　　　

－

　　

7,642

　　

7,642

　

13財政健全化

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　

374,296

　

374,296

　　　

－

　

342,633

　

342,633

　　　

－

　　

24,821

　　

24,821

　　　

－

　　

6,842

　　

6,842

　　　

計

　　　　　　　　

2,309,300

　

5,517,800

　

7,827,100

　

1,968,004

　

4,772,171

　

6,740,175

　　　

895,412

　

2,930,015

　

3,825,426

　　　

88,755

　　　

525,462

　　　

614,217

　　　

983,837

　

1,316,695

　

2,300,532

二公営企業債

　

１

　

水道事業

　

272,400

　

275,200

　

547,600

　

218,613

　

221,641

　

440,254

　

48,109

　

59,339

　

107,448

　

28,112

　

40,664

　

68,776

　

142,392

　

121,638

　

264,030

　

2

　

工業用水道事業

　　　

5,400

　　

20,900

　　

26,300

　　　

4,492

　　

12,864

　　

17,357

　　　

3,424

　　

11,003

　　

14,427

　　　　

552

　　　　

944

　　　

1.496

　　　　

516

　　　　

917

　　　

1,434

　

3

　

§1 11 1　　54,800　298,600　353,400　50,976　299,336　350,312　　3,402　60,611　64,013　47,574　236,761　284,335　　　－　　1,964　　1,964

　

4

　

一般交逗l事=業

　　　

8,800

　　

13,600

　　

22,400

　　

6,722

　　

13,331

　　

20,053

　　　

173

　　

3,214

　　

3,387

　　

5,469

　　

8,106

　　

13,575

　　

1,080

　　

2,011

　　

3,091

　

51ぺ事J業

　

3,700

　

4,000

　

7,700

　

2,981

　

3,299

　

6,280

　

942

　

997

　

1,939

　

810

　

1,066

　

1,876

　

1,229

　

1,236

　

2,妬5

　

6

　

港湾整備事業

　　

29,400

　　

12,400

　　

41,800

　　

24,950

　　

8,983

　　

33,933

　　

21,741

　　

7,138

　　

28,879

　　

1,542

　　

1,454

　　

2,996

　　

1,667

　　　

391

　　

2,058

　

7

　　

病

　

院

　

事

　

業

　　　

121,000

　　　

191,500

　　　

312,500

　　　

119,357

　　　

178,707

　　　

298,064

　　　

34,296

　　　

81,566　　　115,862　　　11,737　　　30,389　　　42,126　　　73,324　　　66,752　　　140,076

　

8

　

迄誘芸拓ぶじj嘉

　　　

7,300

　　

5,900

　　

13,200

　　

5,531

　　

4,638

　　

10,169

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

134

　　　

503

　　　

637

　　

5,397

　　

4,135

　　

9,532

　

9

　

で雷毒柔
業

　　

10,800

　　

21,500

　　

32,300

　　

8,524

　　

16,919

　　

25,m

　　

ぃ24

　　

10,904

　　

12,328

　　

5,514

　　

4,750

　　

10,264

　　

1,586

　　

1,265

　　

2,851

　

10

　

地域開発事業

　　　　

－

　　

244,400

　

244,400

　　　　

－

　　

208,631

　

208,631

　　　　

－

　　

139,680

　

139,680

　　　　

－

　　

40,804

　　

40,8C4

　　　　

－

　　

28j47

　　

28,147

　

11

　

1水道事業

　　

707,400

　

898,400 1,605,800　608,156　722,934い31,091　　43,644　　97,911　141,555　　73,562　145,775　219,337　490,950　479,248　970,199
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第28表平成17年度地方債許可状況（つづき）

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　

計

　　　

画

　　　

額

　　　　　

許

　　　

可

　　　

額

　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　　　

大

　　　

都

　　　

市

　　　　

中核市･特例市･都市･町村

　

区

　　　

分

　　

政府資金

　

2間:

　　

計

　　

政府資金

　

７:

　

計

　

政府資金

　

７:

　

計

　　

政府資金

　

７:

　

計

　　

政府資金

　

７:

　

お

三

　

公営企業借換債

　　　　

－

　　

200,000

　

200,000

　　　　

－

　　

200,000

　

200,000

　　　　

－

　　

36,780

　　

36,780

　　　　

－

　　

51.655

　　

51.655

　　　　

－

　　

111,565

　

111.565

四特別転貸債

　　

27,400

　　　

－

　

27.400

　

26,475

　　　

－

　

26.475

　

13,470

　　　

－

　

13,470

　

13,005

　　　

－

　　

13,005

　　　

－

　　　

－

　　　

－

五

　

減税補てん債

　　

195,400

　

362.900

　

558,300

　

190,875

　

349,361

　

540,235

　　　

－

　

292,329

　

292,329

　　　

－

　　

57,029

　　

57,029

　

190,875

　　　　

3

　

190,877

六

　

臨時財政対策債

　　

966,900 2,256.200　3,223,100　1,132,020　1.770,866　2,902,886　215.331　1,292,646　1.507,977　　　　－　　267,086　267,086　　916,689　211,134　1.127,823

　　　

計

　　　　　　　　　　

(21,300)

　

（21,300）

　　　　　　　　　

(13,639)

　

(13,639)

　　　　　　　　　　

(5,864)

　　

(5,864)

　　　　　　　　　　　

(141)

　　　

(141)

　　　　　　　　　　

(7,634)

　　

(7,634)

　　　

゜

　　　　　　

4,720,000 10,343,900 15,063,900　4,367,675　8,812,101 13,179,776　1,281,367　5,035,297　6,316,663　　276,766　1,418,536　1,695,302　2,809,542　2,358,268　5,167,810

　

国の予算貸付・政
七

　

府関係機関貸付債

　

１

　

書店1

　　

小規鮭封●順

　　　

＿

　　　

＿

　　　

．_

　　　

＿

　　　

＿

　　　

＿

　　　

＿

　　　

＿

　　　

＿

　　　

＿

　　　

＿

　　　

＿

　　　

＿

　　　

＿

　　　

＿

　

２

　

肪入資金鮒金

　

3

　

4t41

　

4

　

§IJtMJ?t

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　

4.893

　　　

4,893

　　　　　

－

　　　

2,183

　　　

2,183

　　　　　

－

　　　

1,543

　　　

1,543

　　　　　

－

　　　

1,166

　　　

1,166

　

5贈ljU舌弩望

　

－

　

－

　

－

　

－

　

３

　

３

　

－

　

３

　

３

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

６百害おlfxi資jt

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　

618

　

618

　　

－

　

279

　

279

　　

－

　

339

　

339

　　

－

　　

－

　　

－

　　

住宅金融公庫

　　　　

＿

　　　　

＿

　　　　

＿

　　　　

＿

　　　　

＿

　　　　

＿

　　　　

＿

　　　　

＿

　　　　

＿

　　　　

＿

　　　　

＿

　　　　

＿

　　　　

＿

　　　　

＿

　　　　

＿

　

７

　

資金貸付金

　

８ﾌﾟtW市腎資］霊ヨ

　　

ー

　　

－

　　

－

　　

－

　

4,279

　

4.279

　　

－

　

878

　

878

　　

－

　

3,098

　

3.098

　　

－

　　

303

　

303

　

9

　

昌l雪響番蒋ly

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

678

　　　

678

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

80

　　　　

80

　　　　

－

　　　

598

　　　

598

　

O

　

有料道路整備

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　

１

　

資金貸付金

　

11言言整Eぶ弓弩IM

　

－

　

－

　

－

　

1,390 1.390　－　971　971　－　420　420　－　－　－

　

12P幣雙

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　

124

　　　　　　

124

　　　　　　

－

　　　　　　

124

　　　　　　

124

　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　

－

　

13特欝l

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

14心学晋一一1.329 1.329 － 1.329 1329－－－－－－

　

15
P響彗

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　

16

　

m

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　

122

　　　　　　

122

　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　

122

　　　　　

122

　

17貧業幣１言

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　

218

　

218

　　

－

　

218

　

218

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　

18

　

詰問荷

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

91

　　　　

91

　　　　　　

－

　　　　　　

91

　　　　　　

91

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　

－

　

19貧農背資j§F

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　

1,795

　

1,795

　　

－

　

1,795

　

1,795

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

一

　　　

計

　　　　　　　　

‾

　　　　

‾

　　　　

‾

　　　　

‾

　　

24･ 247　　24･ 247　　　　－　　16･ 069　　16, 069　　　　－　　5, 530　　5, 530　　　　－　　2,649　　2.649

　

総

　　　　　　　　

計

　　　　　　　

(21,300)

　

(21,300)

　　　　　　　　　

(13,639)

　

(13,639)

　　　　　　　　　　

(5,864)

　　

(5,864)

　　　　　　　　　　　

（141）

　　　

（141）

　　　　　　　

(7,634)

　　

(7,634)

　

’゛｀

　　　　　

“

　　　

4ﾀ720, 000 1 01 343, 900 1 5.063, 900　41 367, 675　8ﾀ836, 348 139 204, 023　1
ﾀ281ﾀ367　59

051
y
365　69 332, 732　　276, 766　1 . 424ﾀ066　1,700,832　2,809,542　2,360.917　5,170,459

（注）

　

１

　

特別区については中核市・特例市・都市・町村分として、一部事務組合又は地方開発事業団については、都道府県が加入するものにあっては

　　　　

都道府県分として、大都市が加入するもの（都道府県が加入するものを除く。）にあっては大都市分として、その他のものにあっては中核市・

　　　　

特例市・都市・町村分として区分した。

　　　　

２

　

公庫資金は、民間等資金に含めている。

　　　　

３

　

交付公債は、民間等資金に含めている。

　　　　

４

　

公有林整備、草地開発事業の（

　

）書きは、公営企業金融公庫が農林漁業金融公庫の委託を受けて融資するものであって、外書きである。

　　　　

５

　

地方債計画額は、最終計画額である。
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第29表使用料及び手数料の状況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　

増減額

　

増減率

　

1謡万

使

　　　

用

　　　

料

　　

751,066

　

76.8

　

1,122.212

　

75.0

　

1,873,278

　

75.7

　

1,891.528

　

75.9

　

△18.250

　

△1.0

　　

△0.8

　

授

　　　

業

　　　

料

　　　

278.083

　

28.4

　　　

66,083

　　

4.4

　　

344,166

　

13.9

　　

367.466

　

14.7

　　

△23,300

　

△

　

6.3

　　

△1.4

　　

高

　

等

　

学

　

校

　　

242.450　24 ｡8　　15, 853　　1.1　　258,303　10.4　　266,194　10.7　△7.891　△3.0　△2.7

　　

幼

　　

稚

　　

園

　　　　

－

　　

－

　　

26,418

　　

1.8

　　

26.418

　　

1.1

　　

26,570

　　

1.1

　

△

　

152

　

△0.6

　　

△0.1

　　

そ

　　

の

　　

他

　　　

35,633

　　

3.6

　　

23,812

　　

1.5

　　

59,445

　

2.4

　　

74,702

　　

2.9

　

△15,257

　

△20.4

　　　

3.1

　

保育所使用料

　　　　

－

　　

－

　　

234,768

　

15.7

　　

234,768

　

9.5

　　

223,693

　

9.0

　　

11.075

　　

5.0

　　

0.2

　

公営住宅使用料

　　

246,204

　

25.2

　　

303,399

　

20.3

　　

549,603

　

22.2

　　

548,837

　

22.0

　　　　

766

　　　

0.1

　　

△1.7

　

発電水利使用料

　　　

32,563

　

3.3

　　　　

－

　　

－

　　

32,563

　　

1.3

　　

32.769

　　

1.3

　

△

　

206

　

△0.6

　　

△0.2

　

そ

　　　

の

　　　

他

　　

194.216

　

19.9

　　

517.962

　

34.6

　　

712.178

　

28.8

　　

718,763

　

28.9

　

△6,585

　

△0.9

　

△0.1

手

　　　　

数

　　　　

料

　　　

227,095

　

23.2

　　　

374.195

　

25.0

　　　

601.290

　

24.3

　　　

600.191

　　

24.1

　　　　

1,099

　　　　

0.2

　　　　

2.5

　

法定受託事務に係るもの

　　　　

54,008

　　

5.5

　　　

30.799

　　

2.1

　　　

84.807

　　

3.4

　　　

87.139

　　

3.5

　　

△

　

2,332

　　

△

　

2.7

　　　　

4.9

　

自治事務に係るもの

　　　

173,087

　

17.7

　　

343,395

　

22.9

　　

516.483

　

20.9

　　

513,052

　

20.6

　　　　

3,431

　　　

0.7

　　　

2.1

　

合

　　　　　　

計

　　　

978,161

　

100.0

　

1,496,407

　

100.0

　

2,474,568

　

100.0

　

2,491,719

　

100.0

　

△17,151

　

△0.7

　　

△0.0

第30表

　

繰

　　

人 金

　　

の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　

区

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

合

　　

計

　　

額

　　　　

合

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

ｔχ１

他会計からの繰入金

　　　

42,125

　　

5.6

　　

143,498

　　

8.6

　　

185,623

　　

7.7

　　

186.189

　　

5.8

　

△

　　

566

　

△

　

0.3

　　　

3.8

　

法適用の公営企業会計

　　　

28,178

　　

3.7

　　　

24,924

　　

1.5

　　　

53.102

　　

2.2

　　　

41.570

　　

1.3

　　　　

11.532

　　　

27.7

　

△42.4

　

法非適用の公営企業会計

　　　　

11,186

　　

1.5

　　　

28,689

　　

1.7

　　　

39,874

　　

1.6

　　　

52,785

　　

1.6

　

△

　

12,911

　　

△24.5

　　　

14.1

　

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　　

2,761

　　

0.4

　　　

89.885

　　

5.4

　　　

92,647

　　

3.9

　　　

91,834

　　

2.9

　　　　　

813

　　　　

0.9

　　　

50.6

基金からの繰入金

　　

709.765　94.4　1,519,193　91.1　2,228,959　92.1　3.015,032　94.0　△786,073　△26.1　　　9.5

　

積立金取崩し額

　　

49L372

　

65.4

　

1,393,073

　

83.5

　

1.884.445

　

77.9

　

2,637,089

　

82.2

　

△752,644

　

△28.5

　　　

10.9

　

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

218,393

　

29.0

　　　

126,120

　　

7.6

　　　

344,514

　　

14.2

　　　

377.943

　　

11.8

　

△

　

33,429

　　

△

　

8.8

　　　　

0.5

財産区からの繰入金

　　　　　

－

　　

－

　　　

4,693

　　

0.3

　　　

4.693

　　

0.2

　　　

6,794

　　

0.2

　

△

　

2,101

　

△30.9

　

△

　

1.8

　

合．

　　　　　

計

　　　

751,890

　

100.0

　

1,667,384

　

100.0　2, 419,274　100．0　3, 208,015　100．0　△788,741　△24.6　　　9.1
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第31表

　

そ

　

の

　

他

　

の

　

収

　

入

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　　

！，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　

うj

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

l昌

財

　　

産

　　

収

　　

入

　　　

257.890

　　

4.9

　　　

426,523

　　

12.6

　　　

684,413

　　

8.5

　　　

632,558

　　

8.6

　　　　

51,855

　　　　

8.2

　　　　

5.4

　

財産運用収入

　　　

69.878

　　

1.3

　　

128,074

　

3.8

　　

197,952

　

2.5

　　

185,311

　　

2.5

　　　

12,641

　　　

6.8

　

△2.1

　

財産売払収入

　　　

188,012

　　

3.6

　　

298,449

　　

8.8

　　

486,461

　　

6.1

　　

447,247

　　

6.1

　　　

39,214

　　　

8.8

　　　

8.8

寄

　　　

附

　　　

金

　　

12,556

　

0.2

　　

66.611

　

2.0

　　

78.766

　

1.0

　　

95,137

　

1.3

　

△16,371

　

△17.2

　　　

6.7

諸

　　　　

収

　　　　

入

　　

5.020,926

　　

94.9

　　

2,899,104

　　

85.5

　　

7,257,707

　　

90.5

　　

6,637,281

　　

90.1

　　　

620,426

　　　　

9.3

　　　　

0.4

　

延滞金，加算金及び過料

　　　

38.766

　　

0.7

　　　

25,185

　　

0.7

　　　

63,951

　　

0.8

　　　

59,514

　　

0.8

　　　　

4,437

　　　　

7.5

　　

△0.9

　

預

　　

金

　　

利

　　

子

　　　　

1,206

　　

0.0

　　　　　

7d2

　　

0.0

　　　　

1,949

　　

0.0

　　　　

1.554

　　

0.0

　　　　　

395

　　　

25.4

　　　　

7.8

　

貸付金元利収入

　

4,259.901

　

80.5

　

2,008,179

　

59.2

　

6,166,805

　

76.9

　

5,575,577

　

75.7

　　

591,228

　　

10.6

　　　

1.2

　

受託事業収入

　　

67,677

　

1.3

　　

48.727

　

1.4

　　

59,666

　

0.7

　　

71,305

　

1.0

　

△11,639

　

△16.3

　

△6.1

　

収益事業収入

　　

365,124

　　

6.9

　　

103,108

　　

3.0

　　

468.233

　　

5.8

　　

464,790

　　

6.3

　　　

3,443

　　　

0.7

　　

△1.7

　

利子割精算金収入

　　　

2,362

　　

0.0

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

一

　

雑

　　　　　　　　

入

　　　

285,890

　　

5.4

　　

713.162

　

21.0

　　

497.104

　　

6.2

　　

464,541

　　

6.3

　　　

32,563

　　　　

7.0

　　

△5.2

　

合

　　　　　　　

計

　　　

5,291,372

　

100.0

　　

3,392,237

　

100.0

　　

8,020,887

　

100．0

　　

7,364,977

　

100.0

　　　

655,910

　　　　

8.9

　　　　

0.9

（注）

　

本表は、「第11表

　

歳入決算額の状況

　

その２

　

推移」の歳入区分「その他」の内訳である。

第32表

　

地方財政と国の財政との累年比較

(単位

　

億円・％)

　　　　　　　　　　　

///Tv

　　　　　　　　　　　　　　　　　

る，

　　　　

国から地地方から

　　　　　

歳

　　

出

　　

純

　　

計

　　

額

　　　　　

純

　　

計

　

国内総支出に

区

　　　

分

　　

国内総支出

　　　

歳出総額

　　

方に対す国に対す

　　　

国

　　　　　

地

　

方

　　　

合

　

計

　　

構成比

　

対する割合

　　　　　　　　

実

　

額

　　

６，

　　

国

　　　

地

　

方

　

る支出る支出（Ｂト（Ｄ）指数

　

（Ｃ）－（Ｅ）

　

指数

　

（Ｆ）十（Ｇ）

　

指数

　

迂よ

　

誤よ

　

迂よ

　

辺よ

　

弛．

　　　　　　　　　

（Ａ）

　　

指数

　　

（Ｂ）

　

（Ｃ）

　

（Ｄ）

　

（Ｅ）

　

（Ｆ）

　　

日

　　　　

（Ｇ）

　　

日

　　　　

（Ｈ）

　　

日

　　

（Ｈ）（Ｈ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

昭和10年度

　　　　

167

　　

－

　　　　

22

　　　　

21

　　　　

3

　　　　

0

　　　　

19

　　

－

　　　　

21

　　

－

　　　　

40

　　

－

　

47.5

　

52.5

　

11.4

　

12.6

　

24.0

　　

16

　　　　　　　

449

　　

－

　　　　　

81

　　　　

31

　　　　　

11

　　　　　

0

　　　　

70

　　　

－

　　　　　

31

　　　

－

　　　　

101

　　　

－

　

69.3

　

30.7

　

15.6

　

6.9

　

22.5

　　

36

　　　　　

201,708

　　

100

　　

21.645

　　

23,911

　　

10,279

　　　　

381

　　

11,366

　　

100

　　

23,530

　　

100

　　

34.896

　　

100

　

32.6

　

67.4

　

5,6

　

11.7

　

17.3

平成８年度

　

5,084,328

　

2,521

　　

873.154

　

990.261

　　

336,669

　　

12,694

　

536,485

　

4,720

　

977,567

　

4,155

　

1,514,052

　

4,339

　

35.4

　

64.6

　

10.6

　

19.2

　

29.8

　　

9

　　　　

5.133,064

　

2,545

　　

849,085

　　

976.738

　　

325,805

　　

12.543

　　

523,280

　

4,604

　　

964.195

　

4.098

　

1,487,475

　

4.263

　

35.2

　

64.8

　

10.2

　

18.8

　

29.0

　　

10

　　　　

5,033,044

　

2.495

　　

923,131

　

1,001,975

　　

343,891

　　

17,384

　　

579,240

　

5,096

　　

984,591

　

4,184

　

1.563.831

　

4,481

　

37.0

　

63.0

　

11.5

　

19.6

　

31.1

　　

11

　　　　

4.995.442

　

2.477

　

1,019,345

　

1,016,291

　　

387,120

　　

16,106

　　

632.225

　

5,562

　

1.000.185

　

4,251

　

1.632.410

　

4.678

　

38.7

　

61.3

　

12.7

　

20.0

　

32.7

　　

12

　　　　

5,041.188

　

2.499

　

1.007.263

　　

976,164

　　

377,649

　　

15,467

　　

629.614

　

5,539

　　

960.697

　

4,083

　

1,590,311

　

4,557

　

39.6

　

60.4

　

12.5

　

19.1

　

31.5

　　

13

　　　　

4,936,447

　

2,447

　　

939,081

　　

974,317

　　

365,011

　　

15,347

　　

574.070

　

5,051

　　

958,970

　

4,076

　

1,533,040

　

4.393

　

37.4

　

62.6

　

11.6

　

19.4

　

31.1

　　

14

　　　　

4.898,752

　

2,429

　　

924,941

　　

948,394

　　

350,045

　　

14,770

　　

574,896

　

5,058

　　

933,624

　

3,968

　

1,508,520

　

4.323

　

38.1

　

61.9

　

11.7

　

19.1

　

30.8

　　

15

　　　　

4.937.475

　

2,448

　　

887,920

　　

yzo,oio

　　

329.382

　　

12.812

　　

558,538

　

4,914

　　

913,006

　

3,880

　

1,471,544

　

4,217

　

38.0

　

62.0

　

11.3

　

18.5

　

29.8

　　

16

　　　　

4,982,804

　

2,470

　　

916,446

　　

912,479

　　

317,488

　　

12,987

　　

598,958

　

5,270

　　

899.492

　

3.823

　

1,498,450

　

4,294

　

40.0

　

60.0

　

12.0

　

18.1

　

30.1

　　

17

　　　　

5,033,668

　

2,496

　　

934,347

　　

906,973

　　

322.145

　　

12.731

　　

612,202

　

5,386

　　

894,242

　

3,800

　

1,506,444

　

4,317

　

40.6

　

59.4

　

12.2

　

17.8

　

29.9

（注）

　

１

　

国内総支出は、内閣府経済社会総合研究所の推計により、平成８年度以降は「国民経済計算(93SNA、平成７年基準）」、昭和36年度は「国

　　　　

民経済計算（新ＳＮＡ、平成２年基準）」、昭和10年度及び16年度は「国民所得統計（旧ＳＮＡ）」によっており、いずれも名目値である。ただし、

　　　　

昭和10年度及び16年度は国民総支出の数値である。

　　　　

２

　

国の歳出額は、平成８年度以降については、一般会計と交付税及び譲与税配付金、国有林野事業（治山勘定のみ）、国営土地改良事業、港湾

　　　　

整備、道路整備、空港整備、治水、石油及びエネルギー需給構造高度化対策、厚生保険（児童手当勘定のみ）及び電源開発促進対策（電源立地

　　　　

勘定のみ）の10特別会計との純計決算額であり、昭和36年度以前においても、一般会計とこれらの特別会計に相当する特別会計がある場合には、

　　　　

それらの特別会計との純計決算額である。

　　　　

３

　

「国から地方に対する支出」は、地方交付税（地方分与税、地方財政平衡交付金、臨時地方特例交付金及び特別事業債償還交付金等を含む。）、

　　　　

地方譲与税及び国庫支出金（交通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び地方債のうち特定資金公共事業債及び特定資

　　　　

金公共投資事業債を含む、）の合計額であり、地方の歳入決算額によっている。

　　　　

４

　

「地方から国に対する支出」は、地方財政法第17条の２の規定による地方公共団体の負担金（地方の歳出決算額中、国直轄事業負担金に係る

　　　　　

国への現金納付額及び国に対する交付公債の元利償還額の合計額）である。

　　　　

５

　

決算額からは、特定資金公共投資事業債償還時補助金及び同補助金と相殺された償還金を除いている。

資48



第33表

　

平成17年度国・地方の目的別歳出の状況

(単位

　

億円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

歳

　　　

出

　　　

合

　　　

計

　　　　　　　　

国から

　

地方か

　　　　　

国・地方を通じる歳出純計額

　　　　

総額中地国の純計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地方に

　

ら国に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

方の占めに占める

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国

　　　　　　　　　　

地

　

方

　

対する

　

対する

　　　　

国

　　　　　

地

　　

方

　　　

総

　　

額

　　

る割合

　

地方に対

　

区

　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

支出

　　

支出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

する支出

　　　　　　　　

‾

　

般

　

特

　

別

　

ふ

　

計

　　

うち

　　

売

　

jl

　　　　　　　　　　　　　　　

（A）－（C）構成（Ｂ）－（Ｄ）構成（Ｅ）十（Ｆ）構成

　　　　

の割合

　　　　　　　　

会

　

計

　

会

　

計

　

゜‘ﾆ’

　

重複額

　

ｻ

Ａ）

計

　

（Ｂ）

　

（Ｃ）

　

（Ｄ）

　

（Ｅ）

　　

比

　　

（Ｆ）

　　

比

　　　

（Ｇ）

　　

比（Ｆ）／（Ｇ）（Ｃ）／（Ａ）

機

　　

関

　　

費

　　

44, 602　　　　－　　44, 602　　　　－　　44 ,602　146,608　　3.112　　　　－　　41,490　6.8　　146,608　　16.4　　　　188,098　　12.5　　　　　　77.9　　　　　　7.0

　

一般行政費

　　

14,087

　　　

－

　　

14,087

　　　

－

　　

14,087

　　

85,394

　　

2.243

　　　

－

　　

1μ44

　

1.9

　　

85,394

　

9.5

　　

97.238

　

6.5

　　　

87.8

　　　

15.9

　

司法警察消防費

　　　

14,112

　　　　　

－

　　　

14,112

　　　　　

－

　　　

14,112

　　

51,328

　　　

858

　　　　　　

13,254

　

2,2

　　

51,328

　

5,7

　　

64,582

　

4.3

　　　

79.5

　　　

6.1

　

外

　

交

　

費

　　

8,366

　　　　

－

　　

8.366

　　　　

－

　　

8.366

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

8.366

　

1,4

　　　　

－

　　

－

　　　

8,366

　

0.6

　　　　

－

　　　　

－

　

徴

　

税

　

費

　　

7,852

　　　　

－

　　

7,852

　　　　

－

　　

7,852

　　

9,886

　　　　

11

　　　　

－

　　　

7,841

　

0

　　　

9,886

　

0

　　

17,727

　

1.2

　　　

55.8

　　　　

0.1

　

貨幣製造費

　　　

186

　　　

－

　　　

186

　　　

－

　　　

186

　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

186

　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

186

　

0.0

　　　　

－

　　　　

一

地方財政費

　

175.041

　

707.600

　

882.641

　

675,840

　

206.801

　　　

－

　

203,399

　　　

－

　　

3,402

　

0.6

　　　　

－

　　

－

　　

3,402

　

0.2

　　　　

－

　　　

98.4

防

　　

衛

　　

費

　　

49,010

　　　　

－

　　

49,010

　　　　

－

　　

49.010

　　　　

－

　　　

315

　　　　

－

　　

48.695

　

8.0

　　　　

－

　　

－

　　

48,695

　

3.2

　　　　

－

　　　　

0.6

趾保全及び開発費

　　　

79.422

　　　

73,854

　　

153.276

　　　

46,125

　　

107,151

　　

165,820

　　　

38,045

　　　

12.731

　　　　

69,106

　　

10

　　　

153,089

　　

17.1

　　　

222.195

　　

14.7

　　　　　

68.9

　　　　　

35.5

　

国土保全費

　　

13.723

　　

16,168

　　

29,890

　　

12.422

　　

17,468

　　

22.234

　　

6,264

　　

2,803

　　

11,204

　

1.8

　　

19,431

　

2.2

　　

30,635

　

2,0

　　　

63.4

　　　

35.9

　

国土開発費

　　

56,543

　　

57,686

　

114,230

　　

33,704

　　

80,526

　

136,505

　　

26,822

　　

9,839

　　

53,704

　

H

　　

126,666

　

14.2

　　

180.370

　

12.0

　　　

70.2

　　　

33.3

　

災害復旧費

　　

7.137

　　　

－

　　

7,137

　　　

－

　　

7,137

　　

7,081

　　

4,960

　　　

89

　　　

2,177

　

0.4

　　　

6,992

　

0,8

　　　

9,169

　

0.6

　　　

76.3

　　　

69.5

　

そ

　

の

　

他

　　

2.019

　　　　

－

　　

2.020

　　　　

－

　　

2,020

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

2,020

　

0.3

　　　　

－

　　

－

　　　

2,020

　

0.1

　　　　

－

　　　　

一

産業経済費

　　

29,982

　

22,320

　

52.303

　　

3.943

　

48,360

　

59,301

　　

2,764

　　　

－

　　

45,596

　

7.4

　　

59,301

　

6.6

　　

104,897

　

7.0

　　　

56.5

　　　

5j

　

農林水産業費

　　

17.745

　　　　

－

　　

17,745

　　　　

－

　　

17,745

　　

13,132

　　

2,376

　　　　

－

　　　

15,369

　　

2.5

　　　

13,132

　　

1.5

　　　

28,501

　　

1,9

　　　　

46.1

　　　　

13.4

　

商

　

工

　

費

　　

12.237

　　

22.320

　　

34.558

　　

3.943

　　

30,615

　　

46,168

　　　

388

　　　　

－

　　

30,227

　

4.9

　　

46,168

　

5.2

　　

76,395

　

5.1

　　　

60.4

　　　　

鵬

教

　　

育

　　

費

　　

57.832

　　　　

－

　　

57.832

　　　　

－

　　

57,832

　

165,459

　　

25,216

　　　　

－

　　

32.616

　

5.3

　　

165.459

　

18.5

　　

198,075

　

13.1

　　　

83.5

　　　

43.6

　

学校教育費

　　

47,350

　　　

－

　　

47,350

　　　

－

　　

47,350

　

132,632

　　

24,629

　　　

－

　　

22,721

　

3.7

　　

132.632

　

14.8

　　

155,353

　

10.3

　　　

85.4

　　　

52.0

　

社会教育費

　　

□84

　　　

－

　　

1.384

　　　

－

　　

1,384

　　

12,986

　　　

382

　　　

－

　　　

1,002

　

0.2

　　

12,986

　

1.5

　　

13,988

　

0.9

　　　

92.8

　　　

27.6

　

そ

　

の

　

他

　　

9.098

　　　　

－

　　

9,098

　　　　

－

　　

9.098

　　

19,Ml　　　205　　　　－　　　8,893　1.4　　19,841　2,2　　28.734　1.9　　　69.1　　　　2.3

社会保障関係費

　　

219,960

　　

4.460

　

224.420

　　

3,174

　

221,246

　

229,340

　　

49, 293　　　　－　　171. 953　28. 1　　229. 340　25. 6　　401,293　26.6　　　57.2　　　22.3

　

民

　

生

　

費

　　

198,688

　　

4,460

　

203.148

　　

3,174

　

199,974

　

159,871

　　

41,767

　　　　

－

　　

158,207

　

25.8

　　

159.871

　

17.9

　　

318,078

　

20

　　　

50.3

　　　

20.9

　

衛

　

生

　

費

　　

8,065

　　　　

－

　　

8,065

　　　　

－

　　

8.065

　　

57,067

　　

4,296

　　　　

－

　　　

3,769

　

0.6

　　

57,067

　

6.4

　　

60,836

　

4 ｡ 0　　　93. 8　　　53. 3

　

住

　

宅

　

費

　　

8,274

　　　　

－

　　

8,274

　　　　

－

　　

8, 274　　12, 176　　3, 174　　　　－　　　5, 100　0.8　　12, 176　1.4　　17, 276　0　　　70.5　　　38.4

　

そ

　

の

　

他

　　

4.933

　　　　

－

　　

4,933

　　　　

－

　　

4,933

　　　

226

　　　

56

　　　　

－

　　　

4,877

　

0.9

　　　　

226

　

0.0

　　　

5,103

　

0.4

　　　　

4.4

　　　　

□

恩

　　

給

　　

費

　　

10,644

　　　　

－

　　

10,644

　　　　

－

　　

10, 644　　　538　　　　－　　　　－　　10, 644　1 ｡ 7　　　　538　0. 1　　1 い82　0.7　　　　4.8　　　　－

公

　　

債

　　

費

　　

187,360

　　　　

－

　

187,360

　　　　

－

　

187.360

　

139,635

　　　　

－

　　　　

－

　　

187.360

　

30.6

　　

139,635

　

15.6

　　

326,995

　

21.7

　　　

42.7

　　　　

－

前年度繰上充用金

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

272

　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

272

　　

0.0

　　　　

272

　　

0.0

　　　

100.0

　　　　　

－

そ

　　

の

　　

他

　　

1.341

　　　　

－

　　

ロ41

　　　　

－

　　

ロ41

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

ロ41

　

0.2

　　　　

－

　　

－

　　　

ロ41

　

0.3

　　　　

－

　　　　

－

　

合

　　　　　

計

　　　　　

855,196

　　

808,235

　

1,663,431

　　　

729,084

　　

934,347

　　

906,973

　　

322,145

　　　

12･731

　　　　

612･202

　

100.0

　　　

894･242

　

100.0

　　

1･506,444

　

100.0 59.4　　　34.5

（注）

　

１

　

国の歳出総額は、一般会計と交付税及び譲与税配付金、国有林野事業（治山勘定のみ）、国営土地改良事業、港湾整備、道路整備、空港整備、

　　　　

治水、石油及びエネルギー需給構造高度化対策、厚生保険（児童手当勘定のみ）及び電源開発促進対策（電源立地勘定のみ）の10特別会計との

　　　　

純計決算額である。

　　　　

２

　

「国から地方に対する支出」は、地方交付税ヽ地方特例交付金ヽ地方譲与税及び国庫支出金（交通安全対策特別交付金及び国有提供施設等所

　　　　

在市町村助成交付金を含む。）の合計額であり、地方の歳入決算額によっている。

　　　

３

　

「地方から国に対する支出」は、地方財政法第17粂の２の規定による地方公共団体の負担金（地方の歳出決算額中、国直轄事業負担金に係る

　　　　

国への現金納付額）で、地方の歳出決算額によっている。
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その１ 総

　　

括

第34表

　

国民経済計算における公的支出の推移

(単位

　

億円・％)

　　　　　　　　

平

　

成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対

　

前

　

年

　

度

　

増

　

減

　

率

　　　　

構

　　　　　　

成

　　　　　　

比

　

区

　　　　

分

　　

12年度

　

13年度

　

14年度

　

15年度

　

16年度

　

17年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12

　　

13

　　

14

　　

15

　　

16

　　

17

　

12

　　

13

　　

14

　　

15

　　

16

　

17

公

　

的

　

支

　

出

　

1,203,143 1,198,732い77,595 1,158,112 1,140,742 1.149,252△0.0△0.4△1.8△1.7△1.5　0.7　23.9　24.3　24.0　23.5　22.9　22.8

　

中

　　　　

央

　

230.162

　

226.874

　

220.175

　

220.866

　

205,581

　

212,415△0,3△1.4△3,0

　

0.3△6.9

　

3.3

　

4.6

　

4.6

　

4.5

　

4.5

　

4,1

　

4,2

　　

最終消費支出

　　

136,392

　

138,903

　

134.276

　

139.113

　

138,431

　

141,708

　

3.9

　　

1.8△3.3

　

3.6△0.5

　

2.4

　

2.7

　

2.8

　

2.7

　

2.8

　

2.8

　

2.8

　　

総資本形成

　　

93.770

　

87.971

　

85,899

　

81.753

　

67.150

　

70.707△5.8△6.2△2.4△4.8△17.9

　

5,3

　

1.9

　

1.8

　

1.8

　

1.7

　

1.3

　

1.4

　

地

　　　　

方

　

680.293

　

666.760

　

649,901

　

624,788

　

612.607

　

607,979△4.5△2.0△2.5△3.9△1.9△0.8

　

13.5

　

13.5

　

13.3

　

12.7

　

12.3

　

12.1

　　

最終消費支出

　　

429,462

　

433.932

　

436,047

　

435.409

　

437,432

　

436,579△1.7

　　

1.0

　

0.5△0.1

　　

0.5△0.2

　

8.5

　

8.8

　

8.9

　

8.8

　

8.8

　

8.7

　　

総資本形成

　

250,831

　

232,828

　

213,854

　

189,379

　

175,175

　

171,400△9.0△7.2△8.1△11.4△7,5△2.2

　

5.0

　

4.7

　

4.4

　

3.8

　

3.5

　

3.4

　

社会保障基金

　

292,686

　

305.098

　

307,518

　

312,456

　

322,553

　

328.859

　

12.5

　

4.2

　

0.8

　

1.6

　

3.2

　

2.0

　

5.8

　

6.2

　

6.3

　

6.3

　

6.5

　

6,5

　　

最終消費支出

　　

291.535

　

303,803

　

306.485

　

311,610

　

322,035

　

328,494

　

12.6

　　

4.2

　　

0.9

　　

1.7

　　

3.3

　　

2.0

　　

5,8

　　

6.2

　　

6.3

　　

6.3

　　

6.5

　　

6,5

　　

総資本形成

　　

1,151

　　

1,295

　　

1,033

　　　

846 518　　　365△3.7　12.5△20.2ム18.1△38.8△29.5　　0.0　0.0　　0.0　0.0　0.0　0.0

国内総支出5,041,188 4,936,447 4,898,752 4,937,475 4,982,804 5,033,668　0.9△2.1△O｡8　0.8　0.9　1．0 100．0100.0 100．0100.0 100.0 100.0

(注)

その２

「国民経済計算（内閣府経済社会総合研究所調べ）」による数値及びそれを基に総務省において算出した数値である。その２において同じ。

地方財政分 (単位

　

億円・％)

　　　　　　　

平

　

成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対

　

前

　

年

　

度

　

増

　

減

　

率

　　　　

構

　　　　　　

成

　　　　　　

比
区

　　　　

分

　

12年度

　

13年度

　

14年度

　

15年度

　

16年度

　

17年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12

　　

13

　　

14

　　

15

　　

16

　　

17

　　

12

　　

13

　　

14

　　

15

　

16

　

17

普

　

通

　

会

　

計

　

579,680

　

573,597

　

563,175

　

542,362

　

530,434

　

517,663△4.2△1.0△1.8△3.7△2.2△2.4

　

85.2

　

86.0

　

86.7 86.8　86.6　85.1

　

（歳

　　

出）

　　

976.164

　

974,317

　

948.394

　

925,818

　

912,479

　

906,973△3.9△0.2△2.7△2.4△1.4△0.6

　

143.5

　

146.1

　

145.9

　

148.2

　

149.0 149.2

　

（控

　　

除）

　　

396.484

　

400,720

　

385,219

　

383.456

　

382.045

　

389,310△3.6

　　

1.1△3.9△0.5△0.4

　　

1.9

　

58.3

　

60.1

　

59.3

　

61.4

　

62.4

　

64.0

　

最終消費支出

　

405,465

　

409,658

　

411,694

　

410,768

　

410,326

　

409,493△1.9

　

1.0

　

0.5△0.2△0.1△0.2

　

59.6

　

61.4

　

63.3

　

65.7

　

67.0

　

67.4

　

総資本形成

　

174.215

　

163,939

　

151.481

　

131,594

　

120,108

　

108,170△9.1△5.9△7.6△13.1△8,7△9.9

　

25.6

　

24.6

　

23.3

　

20

　

19.6

　

17.8

非企業会計

　

63,475

　

59,916

　

56,640

　

53,933

　

52,971

　

60,997△6.7△5.6△5.5△4.8△1.8

　

15.2

　

9.3

　

9.0

　

8.7

　

8.6

　

8,6

　

10.0

　

最終消費支出

　　

23,998

　

24,274

　　

24,353

　　

24,641

　　

27,106

　　

27,086

　

2.1

　

1.2

　

0.3

　

1.2

　

10.0△0.1

　

3.5

　

3.6

　

3.7

　

3.9

　

4.4

　

4,5

　

総資本形成

　　

39,477

　

35,642

　

32,287

　

29.292

　

25,865

　

33.911△1!.4△9.7△9.4△9.3△11.7

　

31.1

　

5.8

　

5,3

　

5.0

　

4.7

　

4.2

　

5,6

公

　

的

　

企

　

業

　　

37,139

　

33.247

　

30.086

　

28.494

　

29.203

　

29,320△5.9△10.5△9.5△5.3

　

2.5

　

0.4

　

5,5

　

5.0

　

4.6

　

4.6

　

4.8

　

4.8

　

総資本形成

　　

37.139

　

33.247

　

30.086

　

28.494

　

29.203

　

29,320△5.9△10.5△9.5△5.3

　

2.5

　

0.4

　

5.5

　

5.0

　

4.6

　

4.6

　

4.8

　

4,8

地方の公的支出

　

680,293

　

666,760

　

649,901

　

624,788

　

612,607

　

607,979△4.5△2,0△2.5△3,9△1.9△0.8 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0

　

最終消費支出

　

429.462

　

433.932

　

436.047

　

435,409

　

437,432

　

436.579△1.7

　

1.0

　

0.5△0.1

　

0.5△0,2

　

63.1

　

65.1

　

67.1

　

69.7

　

71.4

　

71.8

　

総資本形成

　

250.831

　

232,828

　

213,854

　

189.379

　

175,175

　

171.400△9,0△7.2△8,1△11.4△7.5△2.2

　

36.9

　

34.9

　

32.9

　

30 3　28.6　28.2
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括

第35表

　

目的別歳出決算額の状況

ぐ単位

　

百万円

　

％）

　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　

増

　

減

　

率

　　　　

前年度増減率

　　　　　　　　　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　　

純計

　

額

　　

純計

　

額

　　

増減額

　　

，.

　　　　　　　

，－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7回aj

　

市町村純計額

　

gj

　

市町村純計額

議

　　　　　　

会

　　　　　　

費

　　　　　　　

83.180

　　　

0.2

　　　　

405,250

　　　

0.8

　　　　

488,413

　　　

0.5

　　　　

530,136

　　　

0.6

　　　

△

　

41,723△

　

1.2

　

△

　

9.1

　

△

　

7.9△

　

0.8△

　

2.3△

　

2.1

総

　　　

務

　　　　

費

　　　

2, 972. 947　　6. 2　6.377,067　13.0　8,737,150　　9.6　8,941.402　　9.8　　△204,252△　6.7　　0.3△　2.3△　0.9△　1.2△　1.1

民

　　　

生

　　　

費

　　

4,410,039

　

9.2

　

12.813.515

　

26.1

　

15,692,705

　

17.3

　

15,132,254

　

16.6

　　　

560.451

　　

9.9

　　

2.7

　　

3.7

　　

0

　　

4.6

　　

4.1

衛

　　

生

　　

費

　　

1,484,798

　

3.1

　

4,355,185

　

8.9

　

5,706,683

　

6.3

　

5,784,579

　

6.3

　

△77,896△1.8△1.6△1.3△2.4△1.7△1.9

労

　　

働

　　

費

　　　

170,062

　

0.4

　　

151,993

　

0.3

　　

316,952

　

0.3

　　

359,393

　

0.4

　

△42,441△30.2△14.6△11.8△4.9△2.0△3.8

農林水産業費

　　

3.030.616

　

6.3

　

1,485.115

　

3.0

　

3.978,316

　

4.4

　

4,321,818

　

4.7

　

△343,502△8.4△8.3△7.9△7.6△10.9△7.9

商

　　

工

　　

費

　　

3,055,462

　

6.4

　

1,612,229

　

3.3

　

4.625,954

　

5.1

　

4,906,608

　

5.4

　

△280,654△6.4△4.4△5.7

　

2.6△1.2

　

1.4

土

　　

木

　　

費

　　

7,172,313

　

15.0

　

7,491,880

　

15.3

　

14,417,368

　

15.9

　

15,234,826

　

16.7

　

△817.458△6.1△4.7△5.4△7.8△6.9△7.3

消

　　

防

　　

費

　　

215,933

　

0.5

　

1,678,117

　

3.4

　

1,824,304

　

2.0

　

1,835,839

　

2.0

　

△11,535△0.4△0.8△0.6

　

0.3

　

0.8

　

0.9

警

　　

察

　　

費

　　

3.317,750

　

6.9

　　　　

－

　　

－

　

3,317,578

　

3.7

　

3,337,689

　

3.7

　

△20,111△0.6

　　

－△0.6△0.7

　　

－△0.7

教

　　

育

　　

費

　

11,337,756

　

23.7

　

5,306,661

　

10.8

　

16,577,835

　

18.3

　

16.910,156

　

18.5

　

△332,321△1.5△3.0△2.0△□△2.9△1.7

災

　　

害

　　

復

　　

旧

　　

費

　　　　　　

500,051

　　　

1.0

　　　　

309,850

　　　

0.6

　　　　

708,067

　　　

0.8

　　　　

493,821

　　　

0.5

　　　　　

214,246

　　　

63.1

　　　

31.9

　　　

43.4

　　　

50.8

　　　

79.9

　　　

63.0

公

　　

債

　　

費

　　

7,249,656

　

15.1

　

6,805,020

　

13.9

　

13,963,540

　

15.4

　

13,115,379

　

14. 4　　848. 161　　8.7　4.1　　6.5△0.3△1.0△0.6

諸

　

支

　

出

　

金

　　　

72,827

　

0.2

　　

244,325

　

0.5

　　

315,278

　

0.3

　　

323,535

　

0.4

　

△

　

8.257

　　

4.2△3.7△2.6

　

10.7

　　

1.9

　　

3.7

前年度繰上充用金

　　　

2.708

　

0.0

　　

24,490

　

0.0

　　

27,198

　

0.0

　　

20,480

　

0.0

　　　

6,718

　

83.5

　

28.9

　

32.8△84.7

　

10.9△23.5

利子割交付金

　　　

98.090

　

0.2

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－△29.3

　　

－

　　

－△6.9

　　

－

　　

一

配当割交付金

　　　

47,339

　

0.1

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　

69.0

　　

－

　　

一

　

皆増

　　

－

　　

一

株式譲渡所得割交付金

　　　　

68,982

　

0,1

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　　

－

　

139.0

　　　

－

　　　

一

　　

皆増

　　　

－

　　　

一

地方消費税交付金

　　

1,249,432

　

2.6

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－△7.4

　　

－

　　

－

　

11.2

　　

－

　　

－

ゴルフ場利用税交付金

　　　

43,576

　

0.1

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－△4.1

　　

－

　　

－△6.2

　　

－

　　

一

特別地方消費税交付金

　　　　　

29

　

0.0

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－△耗2

　　

－

　　　

－△32.5

　　

－

　　　

一

自動車取得税交付金

　　　

316.687

　

0.7

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－△0.1

　　

－

　　

－

　　

2.3

　　

－

　　

一

軽油引取税交付金

　　　

112,840

　

0.2

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

4.0

　　

－

　　

－

　　

0.2

　　

－

　　

一

特別区財政調整交付金

　　　

860.228

　　

1 . 8　　　　　－　　－　　　　　－　　－　　　　　－　　－　　　　　　－　　6.5　　　－　　　－　　4.2　　　－　　　－

　

歳

　

出

　

合計

　　

47,873,301 100.0 49,060, 696 1 00. 0 90, 697, 342 1 00. 0 91 , 247･ 91 4 1 00. 0　△550･572△0.7△0.4△0.6△1．5△1.1△1.4
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その２ 推

　　

移

第35表

　

目的別歳出決算額の状況（つづき）

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　

決

　　　　　　　　　　　　　

算

　　　　　　　　　　　　　

額

　　　　　　　　　　　　　　　

指

　　　　　　　　　

数

　

区

　　　　

分

　　　　　　　　　

平成12年度

　　　

13年度

　　　　

14年度

　　　　

15年度

　　　　

16年度

　　　　

17年度

　　　

12

　　

13

　　

14

　　

15

　　

16

　　

17

議

　　

会

　　

費

　　　

575,997

　　　

573,473

　　　

562,517

　　　

541,384

　　　

530,136

　　　

488,413

　　

100

　　

100

　　

98

　　

94

　　

92

　　

85

総

　　

務

　　

費

　　

9.156.455

　　

8,938,593

　　

8,555,941

　　

9.039.332

　　

8,941,402

　　

8,737,150

　　

100

　　

98

　　

93

　　

99

　　

98

　　

95

民

　　

生

　　

費

　　

13,392,030

　

14,054,411

　　

14,303,211

　　

14.540,192

　　

15,132,254

　　

15,692,705

　　

100

　　

105

　　

107

　　

109

　　

113

　　

117

衛

　　

生

　　

費

　　

6.519,660

　　

6,675,965

　　

6,454,941

　　

5.896,341

　　

5,784,579

　　

5,706.683

　

100

　

102

　　

99

　　

90

　　

89

　　

88

労

　　

働

　　

費

　　　

475.780

　　　

798.218

　　　

487,473

　　　

373.770

　　　

359,393

　　　

316.952

　　

100

　　

168

　　

102

　　

79

　　

76

　　

67

農林水産業費

　　

5.869.961

　　

5,535.215

　　

5,155.220

　

4.693.939

　

4,321,818

　

3,978,316

　

100

　　

94

　　

88

　　

80

　　

74

　　

68

商

　　

工

　　

費

　　

5.427.712

　　

5.368,931

　　

4,983,219

　　

4.841.148

　　

4,906,608

　　

4.625,954

　　

100

　　

99

　　

92

　　

89

　　

90

　　

85

土

　　

木

　　

費

　　

19,560,287

　

18,572,313

　

17,671,998

　

16.439.127

　

15,234.826

　

14,417,368

　　

100

　　

95

　　

90

　　

84

　　

78

　　

74

消

　　

防

　　

費

　　

1,875,829

　　

1,862,478

　　

1,859,289

　　

1,820.044

　　

1,835.839

　　

1,824,304

　　

100

　　

99

　　

99

　　

97

　　

98

　　

97

警

　　

察

　　

費

　　

3,428,812

　　

3,393,702

　　

3,407.340

　　

3,361,971

　　

3.337.689

　　

3.317.578

　　

100

　　

99

　　

99

　　

98

　　

97

　　

97

教

　　

育

　　

費

　　

18,078,717

　

18,001,012

　

17,654.384

　

17.201.373

　

16.910,156

　

16.577,835

　　

100

　　

100

　　

98

　　

95

　　

94

　　

92

そ

　　

の

　　

他

　　

13,255,120

　

13,657.377

　

13,743,885

　

13.833,220

　

13,953,214

　

15,014,084

　　

100

　　

103

　　

104

　　

104

　　

105

　　

113

　

歳出合計

　　　

97,616,360

　

97,431,688

　

94,839,418

　

92,581,841

　

91,247,914

　

90,697,342

　

100

　

100

　　

97

　　

95

　　

93

　　

93

(単位

　

％)

　　　　　　　　　　　

決

　　　　

算

　　　　

額

　　　　

構

　　　　

成

　　　　

比

　　　　　　　　

増

　　　　　　　　　　　　

減

　　　　　　　　　　　　

率

　

区

　　　　

分

　　　　　　　　　

12

　　　　

13

　　　　

14

　　　　

15

　　　　

16

　　　　

17

　　　　

12

　　　　

13

　　　　

14

　　　　

15

　　　　

16

　　　　

17

議

　　

会

　　

費

　　　

0.6

　　　

0.6

　　　

0.6

　　　

0.6

　　　

0.6

　　　

0.5

　

△0.9

　

△0.4

　

△1.9

　

△3.8

　

△2.1

　

△7.9

総

　　

務

　　

費

　　　

9.4

　　　

9.2

　　　

9.0

　　

9.8

　　

9.8

　　

9.6

　

△0.2

　

△2.4

　

△4.3

　　　

5.6

　

△1.1

　

△2.3

民

　　

生

　　

費

　　

13.7　　14. 4　　15. 1　　15. 7　　16. 6　　17. 3　△11. 1　　　4.9　　　1.8　　　1.7　　4.1　　　3.7

衛

　　

生

　　

費

　　　　

6.7

　　　　

6.9

　　　　

6.8

　　

6.4

　　

6.3

　　

6.3

　

△1.0

　　

2.4

　

△3.3

　

△8.7

　

△1.9

　

△1.3

労

　　

働

　　

費

　　　

0.5

　　　

0.8

　　　

0.5

　　　

0.4

　　　

0.4

　　　

0.3

　

△27.4

　　

67.8

　

△38.9

　

△23.3

　

△3.8

　

△11.8

農林水産業費

　　　

6.0

　　　

5.7　　　5･4　　　5. 1　　　4. 7　　　4,4　△5.5　△5.7　△6.9　△8.9　△7.9　△7.9

商

　　

工

　　

費

　　　　

5.6

　　　

5.5

　　　　

5.3

　　　　

5.2

　　　

5.4

　　　

5.1

　

△9.6

　

△1.1

　

△7.2

　

△2.9

　　　

1.4

　

△5.7

土

　　

木

　　

費

　　　

20.0

　　　

19.1

　　　

18.6

　　　

17.8

　　　

16.7

　　　

15.9

　

△6.8

　

△5. 1　△4.8　△7.0　△7.3　△5.4

消

　　

防

　　

費

　　　

1.9

　　　

1.9

　　　

2.0

　　　

2.0

　　　

2.0

　　　

2.0

　　　

0.1

　

△0.7

　

△0.2

　

△2.1

　　　

0.9

　

△0.6

警

　　

察

　　

費

　　　　

3.5

　　　　

3.5

　　　　

3.6

　　　　

3.6

　　　　

3.7

　　

3.7

　　　

0.3

　

△1.0

　　　

0.4

　

△1.3

　

△0.7

　

△0.6

教

　　

育

　　

費

　　

18. 5　　18. 5　　18. 6　　18. 6　　18. 5　　18. 3　△0.6　△0.4　△1.9　△2.6　△1.7　△2.0

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

13.6

　　　　

13.9

　　　　

14.5

　　　

14.8

　　　

15.3

　　　

16.6

　　　　

2.8

　　　　

3.0

　　　　

0.6

　　　　

0.6

　　　　

0.9

　　　　

7.6

　

歳出合計

　　　　

100．0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100. 0　△3．9　△0．2　△2．7　△2．4　△1.4　△0．6
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第36表

　

団体種類別目的別歳出の状況

　　　　　　　　　　　　　　　

議

　

会

　

費総務

　

費民

　

生

　

費衛生

　

費農林水産業費土

　

木

　

費教育

　

費公債

　

費そ

　

の

　

他歳出合計

　　　　　

大

　　　　　

祖S

　　　　　

に↑i

　　　　　

271

　　　

7, 562　　　　　26, 834　　　　　　8, 114　　　　　　　　498　　　　　19,734　　　　　　9.293　　　　　17,929　　　　　11.290　　　　101,525

　　　　　

中

　　　　

ｷ亥

　　　　

‾市

　　　　　　　

336

　　　　　

6, 13 1　　　　　16, 767　　　　　5.364　　　　　1,209　　　　　9.911　　　　　6,335　　　　　7,287　　　　　4,315　　　　57,655

　　

こ平

　

特

　　　　

ｲ列

　　　　

‾市‘

　　　　　　　

236

　　　　　

3,832

　　　　　

9,860

　　　　　

3.101

　　　　　　　

511

　　　　　

6.111

　　　　　

3.753

　　　　　

3,917

　　　　　

2,488

　　　　

33,809

　　

成;

　

都S

　　　　　　　　　

‾市

　　　　　

2,070

　　　　

29,387

　　　　

50,915

　　　　

18,462

　　　　　

7,580

　　　　

28.339

　　　　

23.106

　　　　

25,154

　　　　

16,192

　　　

201,205

　　　　　　

中

　　　

都S

　　　

HT

　　　　　　　

777

　　　　　

12,673

　　　　　

25.088

　　　　　

8.316

　　　　　

2,202

　　　　　

13,835

　　　　　

10.552

　　　　　

10,728

　　　　　

6,996

　　　　

91,167

決:

　　

17

　　

ふ

　　　　

都S

　　　　

‾市

　　　　　　

1.293

　　　　　

16,714

　　　　　

25,827

　　　　　

10,145

　　　　　　

5.378

　　　　　

14.504

　　　　　

12,554

　　　　　

14,426

　　　　　　

9.197

　　　　

110,038

　　

年‘

　　

urr

　　　　　　　　　　　

ﾎす

　　　　　　　

953

　　　　　

10,219

　　　　　

11.929

　　　　　

5,898

　　　　　

5,014

　　　　　

7,425

　　　　　

7,197

　　　　　

9,114

　　　　　

5.258

　　　　

63.007

　　

度:

　　

町゛村‾にﾌjJこJヽヱ）

　　　　

636

　　　

7,084

　　　

8.982

　　　

4,206

　　　

2,983

　　　

5.386

　　　

5,308

　　　

5,900

　　　

3,486

　　

43.971

＿

　　　　

■村゛（１:万｀5411薗）

　　　　

317

　　　

3, 136　　　2, 947　　　1 , 693　　　2, 031　　　2, 039　　　1.888　　　3,214　　　1,771　　　19,036
濁:

　　　

名｀

　　　　　　

計

　　　

3.866

　　

57.130

　　

116,304

　　

40.939

　　

14,813

　　

71.520

　　

49,683

　　

63,401

　　

39,545

　　

457.201

　　　　　

大

　　　　

剖S

　　　　

j↑i

　　　　　　　

259

　　　　　

7,339

　　　　

25,498

　　　　　

8,108

　　　　　　　

512

　　　　

20.262

　　　　　

9,345

　　　　

14,580

　　　　

11,456

　　　　

97,359

　　　　　

吽l

　　　　

杉ﾐ

　　　　

m

　　　　　　　

319

　　　　　

5.702

　　　　

14,940

　　　　　

4.828

　　　　　　　

948

　　　　　

9,833

　　　　　

5.985

　　　　　

6,816

　　　　　

4,084

　　　　

53,455

1

　

1

　

特

　　

f列

　　

‾市

　　　　

239

　　　

3.853

　　　

9,822

　　　

3,224

　　　　

505

　　　

6,345

　　　

4,060

　　　

3.975

　　　

2.723

　　

34,746

著

　

成

　　

都

　　　　　　　　　　　

‾市

　　　　　　

1,885

　　　　　

24,576

　　　　　

45,257

　　　　　

16,817

　　　　　　

6.247

　　　　　

27,231

　　　　　

20,557

　　　　　

21,801

　　　　　

13,770

　　　　

178,141

巴

　　　　　　　

吽1

　　　　

都s

　　　

j打

　　　　　　　　

686

　　　　　

10,087

　　　　　

22.190

　　　　　　

7,567

　　　　　　

1,612

　　　　　

12,966

　　　　　　

9.461

　　　　　　

9.316

　　　　　　

5.959

　　　　　

79.844

　　

16

　　

／」ヽ

　　

劃S

　　　

T↑j‘

　　　　　

1,199

　　　　

14,488

　　　　

23,067

　　　　　

9,250

　　　　　

4,636

　　　　

14.265

　　　　

11,096

　　　　

12,484

　　　　　

7,812

　　　　

98,297

　　

j年

　

・

　　　　　　

村-

　　　

1,564

　　

15.845

　　

17,796

　　　

8,646

　　　

7.929

　　

11,711

　　

11.555

　　

13,378

　　　

7,849

　　

96.273

　　

度:

　　

μ汀十ｊ‾「１ｊ」じJヽヱ）

　　　　

903

　　　

9.507

　　　

12,003

　　　

5,630

　　　

3.960

　　　

7,635

　　　

7,526

　　　

7.473

　　　

4,574

　　　

59.211

　　　　　　

■ｷ寸口ﾌこj‘s末満D

　　　　

661

　　　

6.338

　　　

5,792

　　　

3.016

　　　

3,969

　　　

4.076

　　　

4,028

　　　

5.905

　　　

3,278

　　

37.063

　　　　　

合

　　　　　　　　　　

劃一

　　　　　

4.266

　　　　

57.315

　　　　

113,312

　　　　

41,623

　　　　

16,142

　　　　

75.381

　　　　

51.501

　　　　

60.550

　　　　

39,884

　　　

459,974

　　　　　

大

　　

都

　　

市

　　　　

7.0

　　　　

13.2

　　　　

23.1

　　　　

19.8

　　　　

3.4

　　　　

27.6

　　　　

18.7

　　　　

28.3

　　　　

28.5

　　　　

22.2

　　　　　

中

　　

核

　　

市

　　　　

8.7

　　　　

10.7

　　　　

14.4

　　　　

13.1

　　　　

8.2

　　　　

13.9

　　　　

12.8

　　　　

11.5

　　　　

10.9

　　　　

12.6

　　

平

　

特

　　

例

　　

市

　　　　

6.1

　　　　

6.7

　　　　

8.5

　　　　

7.6

　　　　

3.5

　　　　

8.5

　　　　

7.6

　　　　

6.2

　　　　

6.3

　　　　

7.4

　　

成

　

都

　　　　　　

市

　　　　

53.6

　　　　

51.4

　　　　

43.8

　　　

45.1

　　　　

51.2

　　　　

39.6

　　　　

46.5

　　　　

39.7

　　　

40.9

　　　　

44.0

　　　　　　

中

　　

都

　　

市

　　　　

20.1

　　　　

22.2

　　　　

21.6

　　　　

20.3

　　　　

14.9

　　　　

19.3

　　　　

21.2

　　　　

16.9

　　　　

17.7

　　　　

19.9

構

　

17

　　

小

　　

都

　　

市

　　　　

33.5

　　　　

29.3

　　　　

22.2

　　　　

24.8

　　　　

36.3

　　　　

20.3

　　　　

25.3

　　　　

22.8

　　　　

23.3

　　　　

24.1

　　

年

　

町

　　　　　　

村

　　　　

24.6

　　　　

17.9

　　　　

10.3

　　　　

14.4

　　　　

33.8

　　　　

10.4

　　　　

14.5

　　　　

14.4

　　　　

13.3

　　　　

13.8

　　

度

　　

町村（１万以上）

　　　

16.4

　　　　

12.4

　　　　

7.7

　　　　

10.3

　　　

20.1

　　　　

7.5

　　　　

10.7

　　　　

9.3

　　　　

8.8

　　　　

9.6

　　　　　　

町村（１万未満）

　　　　

8.2

　　　　

5.5

　　　　

2.5

　　　　

4.1

　　　　

13.7

　　　　

2.9

　　　　

3.8

　　　　

5.1

　　　　

4.5

　　　　

4.2

成

　　　

合

　　　　　　

計

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　　　

大

　　

都

　　

市

　　　　

6.1

　　　　

12.8

　　　　

22.5

　　　　

19.5

　　　　

3.2

　　　　

26.9

　　　　

18.1

　　　　

24.1

　　　　

28.7

　　　　

21.2

　　　　　

中

　　

核

　　

市

　　　　

7.5

　　　　

9.9

　　　　

13.2

　　　　

11.6

　　　　

5.9

　　　　

13.0

　　　　

11.6

　　　　

11.3

　　　　

10.2

　　　　

11.6

比

　

平

　

特

　　

例

　　

市

　　　　

5.6

　　　　

6.7

　　　　

8.7 7.7　　　　　3.1　　　　　8.4　　　　　7.9　　　　　6.6　　　　　6.8　　　　　7.6

砿

　

成

　

都

　　　　　　

市

　　　　

44.2

　　　　

42.9

　　　　

39.9

　　　　

40.4

　　　　

38.7

　　　

36.1

　　　　

39.9

　　　　

36.0

　　　　

34.5

　　　　

38.7

ご

　　　　

中

　　

都

　　

市

　　　　

16.1

　　　　

17.6

　　　　

19.6

　　　　

18. 2　　　　10. 0　　　　17. 2　　　　18. 4　　　　15. 4　　　　14.9　　　　17.4

　　

16

　　

小

　　

都

　　

市

　　　　

28.1

　　　　

25.3

　　　　

20.4

　　　　

22.2

　　　　

28.7

　　　　

18.9

　　　　

21.5

　　　　

20.6

　　　　

19.6

　　　　

21.4

　　

年

　

町

　　　　　　

村

　　　　

36.7

　　　　

27.6

　　　　

15.7

　　　　

20.8

　　　　

49.1

　　　　

15.5

　　　　

22.4

　　　　

22.1

　　　　

19.7

　　　　

20.9

　　

度

　　

町村（１万以上）

　　　

21.2

　　　　

16.6

　　　　

10.6

　　　　

13.5

　　　

24.5

　　　　

10.1

　　　　

14.6

　　　　

12.3

　　　　

11.5

　　　　

12.9

　　　　　　

町村（１万未満）

　　　

15.5

　　　　

11.1

　　　　

5.1

　　　　

7.2

　　　　

24.6

　　　　

5.4

　　　　

7.8

　　　　

9.8

　　　　

8.2

　　　　

8.1

　　　　　

合

　　　　　　

計

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100. 0　　　100. 0　　　100. 0　　　100. 0　　　100. 0　　　100. 0　　　100. 0　　　100. 0

　　　　　

大

　　　　

祖S

　　　　

T↑=f

　　　　　　　　

13

　　　　　　　

222

　　　　　　

1,336

　　　　　　　　　

6

　　　　

八

　　

14

　　　　

△

　

528

　　　　

乙

　　

52

　　　　　

3,350

　　　　

乙

　　

167

　　　　　

4,166

　　　　　

吽1

　　　　

十亥

　　　　

一市

　　　　　　　　

17

　　　　　　　

429

　　　　　

L827

　　　　　　　

536

　　　　　　　

261

　　　　　　　　

78

　　　　　　　

350

　　　　　　　

471

　　　　　　　

233

　　　　　

4,200

　

:噌

　　　

特

　　　

■

　　　　

j訂

　　　　

八

　　　

４

　　　　

乙

　　

22

　　　　　

38

　　

八

　　

122

　　　　　　　　　　

6

　　　　

八

　　

234

　　　　

乙

　　

308

　　　　

八

　　　

58

　　　　

八

　　

235

　　　

乙

　　　

938

　

淵と

　　

劃S

　　　　　　

j打

　　　　

185

　　　

4,811

　　　

5,659

　　　

1.645

　　　

1.333

　　　

1, 108　　　2, 549　　　3.353　　　2.422　　23,064

　　　　　　

吽j

　　　

m

　　　

一市

　　　　　　　　

91

　　　　　

2.586

　　　　　

2,899

　　　　　　　

749

　　　　　　　

590

　　　　　　　

869

　　　　　

1, 091　　　　　　1, 411　　　　　　1 , 037　　　　　11, 323

　

額

　　　　　

/」ヽ

　　　

m

　　　

j訂

　　　　　　　　

95

　　　　　

2,225

　　　　　

2,760

　　　　　　　

895

　　　　　　　

742

　　　　　　　

239

　　　　　

1.458

　　　　　

1,942

　　　　　

1,385

　　　　　

11,741

　

著

　　　

μIT

　　　　　　　　　　　

ｷ寸

　　　　

乙

　

611

　　　　

八5.625

　　　　

乙5,867

　　　　

八2, 748　　　　乙2, 916　　　　乙4,286　　　　乙4,358　　　　八4.264　　　　八2, 591　　　乙33.266

　

F9

　　　

・村一（１こ7jJこJ、ヱ）

　

乙

　

267

　　

八2.424

　　

乙3,022

　　

乙1,424

　　

八

　

977

　　

八2.249

　　

乙2,218

　　

乙1,572

　　

乙1,086

　

乙15,240

　　　　　　

町‾ｷt（1:万未１）

　

△

　

344

　　

乙3,202

　　

八2.845

　　

乙1,324

　　

乙1.938

　　

八2.037

　　

八2, 140　　八2,691　　八1.505　八18.027

　　　　　

合

　　　　　　　　　　　

計-

　　　　

△

　

400

　　　　

△

　　

185

　　　　　　

2,992

　　　　

△

　　

683

　　　　

八1,330

　　　　

八3,861

　　　　

八1.818

　　　　　　

2,852

　　　　

△

　　

339

　　　

△

　

2, 774

　　　　　

大

　　

都

　　

市

　　　　

4.9

　　　　

3.0

　　　　

5.2

　　　　

0.1

　　

△

　

2.8

　　

△

　

2,6

　　

△

　

0.6

　　　　

23.0

　　

△

　

1.5

　　　　

4.3

　　　　　

中

　　

核

　　

市

　　　　

5.3

　　　　

7.5

　　　　

12.2

　　　　

11.1

　　　　

27.5

　　　　

0.8

　　　　

5.8

　　　　

6.9

　　　　

5.7

　　　　

7.9

　

増

　　

特

　　

例

　　

市

　　

△

　

1.5

　　

△

　

0.6

　　　　

0.4

　　

△

　

3.8

　　　　

1.2

　　

△

　

3.7

　　

△

　

7.6

　　

△

　

1.5

　　

△

　

8.6

　

△

　

2.7

　　　　　

都

　　　　　　

市

　　　　

9.8

　　　　

19.6

　　　　

12.5

　　　　

9.8

　　　　

21.3

　　　　

4.1

　　　　

12.4

　　　　

15.4

　　　　

17.6

　　　　

12.9

　

減

　　　

中

　　

都

　　

市

　　　　

13.2

　　　　

25.6

　　　　

13.1

　　　　

9.9

　　　　

36.6

　　　　

6.7

　　　　

11.5

　　　　

15.1

　　　　

17.4

　　　　

14.2

　

之

　　　

小

　　

都

　　

市

　　　　

7.9

　　　　

15.4

　　　　

12.0

　　　　

9.7

　　　　

16.0

　　　　

1.7

　　　　

13. 1　　　　15.6　　　　17.7　　　　11.9

　

工

　

町

　　　　　

村

　

△39.1

　

△35.5

　

△33.0

　

△31.8

　

△36.8

　

△36.6

　

△37.7

　

△31.9

　

△33.0

　

△34.6

　

き

　　

町村（１万以上）

　

△29.6

　　

△25.5

　　

△25.2

　　

△25.3

　　

△24. 7　　△29.5　　△29.5　　△21.0　　△23.8　△25.7

　　　　　　

町村（１万未満）

　

△52.0

　　

△50.5

　　

△49. 1　　△43.9　　△48.8　　△50.0　　△53. 1　　△45.6　　△45.9　△48.6

　　　　　

合

　　　　　　

計

　　

△

　

9.4

　　

△

　

0.3

　　　　

2.6

　　

△

　

1.6

　　

△

　

8.2

　　

△

　

5.1

　　

△

　

3.5

　　　　

4.7

　　

△

　

0.9

　

△

　

0.6

資53



その１ 目的別内訳

第37表

　

民

　　

生 費 の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　

区

　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

昌：

社

　

会

　

福

　

祉

　

費

　　

1.387.620

　

31.5

　

3.363.613

　

26.3

　

4,192.816

　

26.7

　

3,834,642

　

25.3

　　　

358,174

　　　

9.3

　　　

1.5

老

　

人

　

福

　

祉

　

費

　　

1,841,007

　

41.7

　

2,681,784

　

20.9

　

3,956,023

　

25.2

　

3.937,967

　

26.0

　　　

18,056

　　　

0.5

　　　

4.2

児

　

童

　

福

　

祉

　

費

　　　

873.771

　　

19.8

　

4,177,219

　

32.6

　

4,696,370

　

29.9

　

4,582,097

　

30.3

　　　

114.273

　　　　

2.5

　　　

4.9

生

　

活

　

保

　

護

　

費

　　　

295.262

　　

6.7

　

2.573.394

　

20.1

　

2,826,411

　　

18.0

　

2,729,042

　

18.0

　　　

97.369

　　　

3.6

　　　

4.8

災

　

害

　

救

　

助

　

費

　　　

12.379

　　

0.3

　　　

17.504

　　

0.1

　　　

21,085

　　

0.1

　　　

48,506

　　

0.3

　　

△27,421

　

△56.5

　　

545.0

　

合

　　　　　　　

計

　　　

4,410,039

　

100.0

　

12,813,515

　

100.0

　

15,692,705

　

100．0

　

15,132,254

　

100.0

　　　

560.451

　　　　

3.7

　　　　

4．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一

その２ 性質別内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

昌：

人

　　　

件

　　　

費

　　

261.092

　

5.9

　

1.720.654

　

13.4

　

1,981.745

　

12.6

　

2,003,897

　

13.2

　

△22,152

　

△1.1

　

△0.6

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

97.104

　　

2.2

　　

728,782

　　

5.7

　　

825.886

　　

5.3

　　

832.269

　　

5.5

　　

△

　

6.383

　

△

　

0.8

　　　

0.7

扶

　　　　

助

　　　　

費

　　　

673.091

　　

15.3

　

6.440,259

　

50.3

　

7,113,349

　

45.3

　

6,933,495

　

45.8

　　　

179,854

　　　　

2.6

　　　

6.6

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　

3.112,772

　　

70.6

　　　

534,468

　　

4.2

　

2,136.450

　　

13.6

　　

1,747,575

　　

11.5

　　　

388,875

　　　

22.3

　　　　

8.7

普通建設事業費

　　

170.608

　

3.9

　　

333,736

　

2.6

　　

487,093

　

3.1

　　

560.754

　

3.7

　

△73,661

　

△13.1

　

△22.3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｀ここ

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　

100,563

　

2.3

　　

94.808

　

0.7

　　

185.167

　　

1.2

　　

258,156

　

1.7

　

△72,989

　

△28.3

　

△31.0

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

70.044

　　

1.6

　　

238,877

　　

1.9

　　

301,926

　　

1.9

　　

302,598

　

2.0

　

△

　

672

　

△0.2

　

△12.9

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　

51

　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

一

貸

　　　　

付

　　　　

金

　　　

58,860

　　

1.3

　　　

38.927

　　

0.3

　　　

94,979

　　

0.6

　　　

98,093

　　

0.6

　　

△

　

3,114

　　

△

　

3.2

　　　　

4.8

繰

　　　　

出

　　　　

金

　　　　

1,916

　　

0.0

　

2,977,988

　

23.2

　

2,979.904

　　

19.0

　

2,861,304

　　

18.9

　　　

118,600

　　　　

4.1

　　　　

6.3

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

34,596　　0.8　　38, 701　　0.3　　　73,299　　0.5　　94, 867　　0.8　　△21,568　△22.7　　22.8

　

合

　　　　　　　

計

　　　

4,410.039

　

100:0　12,813,515　100．0　15,692,705　100.0　15,132,254　100．0　　　560,451　　　　3.7　　　　4．1

その３ 財源内訳
(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

昌：

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　

506.472

　

11.5

　

3,518,075

　

27.5

　

4,024,547

　

25.6

　

4,220.674

　

27.9

　

△196,127

　

△4.6

　　　

1.6

都道府県支出金

　　　　

－

　　

－

　

1,038,150

　

8.1

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

一

使用料，手数料

　　

50,821

　

1.2

　　

267,411

　

2.1

　　

318.232

　

2.0

　　

315.618

　

2.1

　　　

2.614

　　　

0.8

　

△2.9

分担金，負担金，寄附金

　　　

40,612

　　

0.9

　　

325,790

　　

2.5

　　

318.272

　　

2.0

　　

298,169

　　

2.0

　　　

20,103

　　　

6.7

　　

△0.3

地

　　　

方

　　　

債

　　　

42,504

　　

1.0

　　

93,666

　

0.7

　　

132,176

　

0.8

　　

156.083

　　

1.0

　

△23,907

　

△15.3

　

△2.1

その他特定財源

　　

134.888

　

3.0

　　

216,129

　

1.7

　　

347,111

　

2.4

　　

333.053

　

2.2

　　　

14.058

　　　

4.2

　

△7.9

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　　

3,634,742

　

82.4

　　

7,354,294

　　

57.4

　

10,552,367

　

67.2

　

9.808,657

　

64.8

　　　

743.710

　　　　

7.6

　　　　

6.2

　

合

　　　　　　　

計

　　　

4,410,039

　

100．0

　

12,813,515

　

100.0

　

15,692,705

　

100．0

　

15,132,254

　

100．0

　　　

560,451

　　　　

3．7

　　　　

4．1

資54



第38表

　

社
八
二 福 祉

　

費 の

　

状 況

(単位

　

百万円

　

％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

ｔ１１

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

no, 845　　8. 0　　369, 562　　11.0　　480,407　11.5　　483,944　　12.6　　△　3,537　△　0.7　△　0.5

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

45, 140　　3. 3　　　171 , 474　　5.1　　　216.614　　5.2　　　215,051　　5.6　　　　1,563　　　　0,7　　△　1.6

扶

　　　　

助

　　　　

費

　　　

102. 145　　7. 4　　1 ,313,179　39.0　1,415,324　33.8　1,402,257　36.6　　　13,067　　　0.9　　　　7.0

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　

1,042,662

　　

75.1

　　　

234,281

　　

7.0

　　　

726.214

　　

17.3

　　　

362,606

　　

9.5

　　　

363.608

　　　

100.3

　　　　

0.3

普通建設事業費

　　　

54,041

　

3.9

　　

65.740

　

2.0

　　

112,652

　

2.7

　　

125.551

　

3.3

　

△12,899

　

△10.3

　

△29.5

　

，補助事業費

　　

16,560

　

1.2

　　

13,071

　

0.4

　　

26,145

　

0.6

　　

28.297

　

0.7

　

△2.152

　

△7.6

　

△50.1

　

斑

独事業費

　　

37,481

　

2.7

　　

52,664

　

1.6

　　

86,507

　　

2.1

　　

97,253

　

2.5

　

△10.746

　

△11.0

　

△19.9

　

ち

　

県営事業負担金

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

5

　　

0.0

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

一

貸

　　　

付

　　　

金

　　　

23,376

　　

1.7

　　　

15,771

　　

0.5

　　　

38,588

　　

0.9

　　　

41,631

　　

1.1

　　

△3,043

　

△

　

7.3

　

△14.5

繰

　　　　

出

　　　　

金

　　　　　　

3

　　

0.0

　　

1,172,598

　

34.9

　　

1,172,601

　　

28.0

　　

1.163,444

　

30.3

　　　　

9,157

　　　　

0.8

　　　　

1.8

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

9,408

　　

0.6

　　　

21.008

　　

0.5

　　　

30.416

　　

0.6

　　　

40,158

　　

1.0

　　

△

　

9.742

　

△24.3

　　　

24.5

　

合

　　　　　　　

計

　　　

1,387,620

　

100．0

　　

3,363,613

　

100.0

　　

4,192,816

　

100.0

　　

3,834,642

　

100.0

　　　

358,174

　　　　

9.3

　　　　

1.5

第39表

　

老

　

人 福

　

祉 費

　

の 状

　

況
溥りﾔｅヽ

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　

３、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

ｔＵ

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

21,700

　　

1.2

　　　

120,874

　　

4.5

　　　

142,57

　　　

3.6

　　　

150.140

　　

3.8

　　

△

　

7,566

　　

△

　

5.0

　　

△

　

4.4

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

14.811

　　

0.8

　　

219,523

　　

8.2

　　　

234.334

　　

5.9

　　

242,373

　　

6.2

　　

△

　

8,039

　

△

　

3.3

　

△

　

4.6

扶

　　　

助

　　　

費

　　　

27,173

　　

1.5

　　

267,348

　

10.0

　　

294,521

　　

7.4

　　

318.794

　

8.1

　

△24,273

　

△7.6

　

△5.5

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　

1,651,245

　　

89.7

　　　

120,588

　　

4.5

　　

1.211,864

　

30.6

　　

1.203.744

　

30.6

　　　　

8.120

　　　　

0.7

　　　

10.8

普通建設事業費

　　　

79.747

　

4.3

　　

132,130

　

4.9

　　

206,875

　　

5.2

　　

264.292

　　

6.7

　

△57,417

　

△21.7

　

△23.3

　

，補助事業費

　　

62,314

　

3.4

　　

33,772

　

1.3

　　

92,991

　

2.4

　　

156,935

　

4.0

　

△63,944

　

△40.7

　

△29.0

　

9ｲ
独事業費

　　

17,434

　

0.9

　　

98,312

　

3.7

　　

113,885

　

2.9

　　

107,357

　

2.7

　　　

6.528

　　

6.1

　

△12.9

　

ち

　

県営事業負担金

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

46

　　

0.0

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

一

貸

　　　　

付

　　　　

金

　　　　

21,019

　　

1.1

　　　

10,351

　　

0.4

　　　

29,572

　　

0.7

　　　

29.535

　　

0.7

　　　　　　

37

　　　　

0.1

　　　

58.3

繰

　　　　

出

　　　　

金

　　　　

1,912

　　

0.1

　　

1,805,385

　　

67.3

　　

1,807,29

　　

45.7

　　

1.697,860

　　

43.1

　　　

109,438

　　　　

6.4

　　　　

9.6

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

23,400

　　

1.3

　　　　

5,585

　　

0.2

　　　

28,985

　　

0.9

　　　

31,229

　　

0.8

　　

△

　

2.244

　　

△

　

7.2

　　

△

　

3.5

　

合

　　　　　　　

計

　　　

1,841,007

　

100.0

　　

2,681,784

　

100.0

　　

3,956,023

　

100.0

　　

3,937,967

　

100．0

　　　　

18,056

　　　　

0.5

　　　　

4.2

第40表

　

児

　

童 福 祉

　

費 の

　

状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　

区

　　　　　　　　

｀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　

ヵ

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

１謔

人

　　　

件

　　　

費

　　

106,107

　

12.1

　

1,105,481

　

26.5

　

1,211,588

　

25.8

　

1.223,135

　

26.7

　　

△11,547

　　

△0.9

　

△0.6

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

31,169

　　

3.6

　　

319,577

　　

7,7

　　

350,746

　　

7.5

　　

343,364

　　

7.5

　　　　

7,382

　　　　

2.1

　　　　

2.9

扶

　　　　

助

　　　　

費

　　　

321,602

　

36.8

　

2,440,958

　

58.4

　

2,762,560

　

58.8

　

2,653,932

　

57.9

　　　

108.628

　　　　

4.1

　　　　

9.6

普通建設事業費

　　

35,167

　

4.0

　　

132,745

　

3.2

　　

162,853

　

3. 5　　163, 632　3.6　△　779　△0.5　△16.4

　

，補助事業費

　　

20.197

　

2.3

　　

45,686

　

1.1

　　

62.259

　

1.3

　　

68,876

　

1.5

　

△6.617

　

△9.6

　

△27.3

　

斑

独事業費

　　

14,971

　

1.7

　　

87,059

　

2. 1　　100, 593　2, 1　　94, 756　2.1　　　5,837　　6.2　△6.2

　

ち

　

県営事業負担金

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

一

貸

　　　

付

　　　

金

　　　

14.044

　　

1.6

　　

10.595

　　

0.3

　　

24,585

　　

0.5

　　

24,735

　　

0.5

　

△

　

150

　　

△0.6

　

△1.6

そ

　　　　　　　　

の

　　　　　　　　

他

　　　　　　

365,682

　　　

41.9

　　　　　

167,863

　　　　

3,9

　　　　　

184,038

　　　　

3.9

　　　　　

173,299

　　　　

3.8

　　　　　　　

10, 739　　　　　　　6.2　　　　　　　5.4

　

合

　　　　　　　

計

　　　　

873,771

　

100.0

　　

4,177,219

　

100．0

　

4; 696, 370　100.0　　4,582,097　100.0　　　114,273　　　　2.5　　　　4.9

資55



第41表

　

生 活

　

保 護

　

費 の

　

状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　

区

　　　　　　　　

｀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　

うﾋj

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減額

　

増減率

　

鸚：

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

22.372

　　

7.6

　　　

124.106

　　

4.8

　　　

146.478

　　

5.2

　　　

144,259

　　

5.3

　　　　

2,219

　　　　

1.5

　　　　

2.2

扶

　　　　

助

　　　　

費

　　　

221.939

　　

75.2

　　

2.414,434

　　

93.8

　　

2,636,373

　　

93.3

　　

2,552,837

　　

93.5

　　　　

83,536

　　　　

3.3

　　　　

4.9

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

50,951

　　

17.2

　　　

34.854

　　

1.4

　　　

43,560

　　

1.5

　　　

31,946

　　

1.2

　　　　

11,614

　　　

36.4

　　　

11.8

　

合

　　　　　　　

計

　　　　

295,262

　

100.0

　　

2,573,394

　

100．0

　　

2,826,411

　

100．0

　　

2,729,042

　

100．0

　　　　

97,369

　　　　

3．6

　　　　

4．8

第42表

　

被

　

保 護

　

者 数

　

の 推

　

移

（１か月平均

　

単位

　

千人）

　　　　　　　　　

被保護者実人貝

　　　　

生活扶助

　　

住宅扶助

　　

教育扶助

　　

介護扶助

　　

医療扶助

ｇ

　

゛

　

実

　

ｔｍ

　

ｕ簿に人

　　

員

　

指

　　

数

　

人

　　

員

　

指

　

数

　

人

　　

員

　

指

　

数

　

人

　　

員

　

指

　

数

　

人

　　

員

　

指

　

数

昭和36年度

　　　　

1.643

　　　　

100

　　　

17.4

　　　

1,471

　　　　

100

　　　　

677

　　

100

　　　　

513

　　

100

　　　　

－

　　　

－

　　　　

477

　　

100

平成11年度

　　　　

1.004

　　　　　

61

　　　　

7.9

　　　　

877

　　　　　

60

　　　　

763

　　

113

　　　　　

91

　　　

18

　　　　　

－

　　　

－

　　　　

804

　　

169

　　

12

　　　　　　　　　　　

1,072

　　　　　　　　

65

　　　　　　　

8.4

　　　　　　　

943

　　　　　　　　

64

　　　　　　　

824

　　　　

122

　　　　　　　　

97

　　　　　

19

　　　　　　　　

67

　　　　

100

　　　　　　　

864

　　　　

181

　　

13

　　　　　　

1.148

　　　　　

70

　　　　

9.0

　　　

1,015

　　　　　

69

　　　　

891

　　

132

　　　　

105

　　　

20

　　　　　

84

　　

125

　　　　

929

　　

195

　　

14

　　　　　　　　

1.243

　　　　　　

76

　　　　　

9.8

　　　　

1,105

　　　　　　

75

　　　　　

975

　　　

144

　　　　　

n4

　　　

22

　　　　　

106

　　　

158

　　　　

1,003

　　　

210

　　

15

　　　　　　　　　　　

1.344

　　　　　　　　

82

　　　　　　

10.5

　　　　　

1.202

　　　　　　　　

82

　　　　　

1,069

　　　　

158

　　　　　　　

124

　　　　　

24

　　　　　　　

127

　　　　

190

　　　　　

1.083

　　　　

227

　　

16

　　　　　　

1,423

　　　　　

87

　　　　

11.1

　　　

1,274

　　　　　

87

　　　

1,143

　　

169

　　　　

132

　　　

26

　　　　

147

　　

2 19　　　1 , 155　　242

　　

17

　　　　　　　　　　　

1.476

　　　　　　　　

90

　　　　　　

11. 6　　　　　1, 320　　　　　　　　90　　　　　1, 194　　　　176　　　　　　　136　　　　　27　　　　　　　164　　　　245　　　　　1, 208　　　　253

(注) １

２

３

厚生労働省調べによる。

昭和36年度の数値には、沖縄県分に係るものは含まれていない。

介護扶助については、平成12年度を100として指数を算出している。

第43表

　

災

　

害 救

　

助 費

　

の 状

　

況

(単位

　

百万円・％)

ト

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

ｎ：

物

　　　

件

　　　

費

　　　

1,316

　

10.6

　　　

1,780

　

10.2

　　　

3.096

　

14.7

　　　

10.792

　

22.2

　　

△

　

7,696

　

△71.3

　　

643.3

扶

　　　

助

　　　

費

　　　　

232

　

1.9

　　　

4,339

　

24.8

　　　

4,572

　

21.7

　　　

5,673

　

11.7

　

△1,101

　

△19.4

　　

227.5

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　　

9,214

　

74.4

　　　

7,743

　

44.2

　　　

8.557

　

40.6

　　

12,924

　

26.6

　

△4.367

　

△33.8

　

4,418.9

普通建設事業費

　　　　

－

　　

－

　　　

835

　

4.8

　　　

835

　

4.0

　　　

2.554

　

5.3

　

△1,719

　

△67.3

　

2,160.2

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　　　

－

　　

－

　　　　

476

　　

2.7

　　　　

476

　　

2.3

　　　　

795

　　

1.6

　　

△

　

319

　

△40.1

　

2,844.4

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　　

－

　　

－

　　　　

359

　

2.1

　　　　

359

　　

1.7

　　　

1,760

　

3.6

　

△1,401

　

△79.6

　

1.946.5

積

　　　

立

　　　

金

　　　

1.128

　

9.1

　　　　

12

　

0.1

　　　

1.140

　

5.4

　　　

1.492

　

3.1

　

△

　

352

　

△23.6

　

△36.8

貸

　　　　

付

　　　　

金

　　　　　

422

　　

3.4

　　　　

2,034

　　

11.6

　　　　

2,057

　　

9.8

　　　　

2,016

　　

4.2

　　　　　　

41

　　　　

2.0

　　　

111.1

そ

　　　

の

　　　

他

　　　　

67

　　

0.6

　　　　

761

　　

4.3

　　　　

828

　　

3.8

　　　

13,055

　

26.9

　　

△12,227

　

△93.7

　

2.005.6

　

合

　　　　　　

計

　　　　

12,379

　

100．0

　　

17,504

　

100．0　　21 ,085　100．0　　48,506　100．0　△27,421　△56.5　　545.0

資56



その１ 目的別内訳

第44表

　

衛

　　

生 費 の 状

　　

況

C単位

　

百万円・％）

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　

ｚ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　

増減率

　

ｔバ

公

　

衆

　

衛

　

生

　

費

　

1,290,385

　

86.9

　

1,966,937

　

45.2

　

3,153,528

　

55.3

　

3,200.924

　

55.3

　

△47.396

　

△1.5

　

△1.8

結

　

核

　

対

　

策

　

費

　　　

6,323

　　

0.4

　　

19,210

　

0.4

　　

25,351

　　

0.4

　　

31,789

　　

0.5

　

△6.438

　

△20.3

　　

△3.7

保

　

健

　

所

　　

費

　　

136,192

　

9.2

　　

108,870

　

2.5

　　

243.309

　

4.3

　　

251,464

　

4.3

　

△8,155

　

△3.2

　

△1.3

清

　　　

掃

　　　

費

　　　

51,898

　　

3.5

　

2,260.168

　

51.9

　

2.284.495

　

40.0

　

2,300,402

　

39.8

　

△15.907

　

△0.7

　　

△2.0

　

合

　　　　　　

計

　　

1,484,798

　

100.0

　

4,355,185

　

100.0

　

5,706,683

　

100．0

　

5,784,579

　

100.0

　

｡･△77,896

　

△1.3

　　

△1.9

その２ 性質別内訳

込紅鮭9

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　

乙，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

刀

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

ｔバ

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

304,296

　

20.5

　

1,028,938

　

23.6

　

1,333,234

　

23.4

　

1,363,594

　

23.6

　　

△30,360

　

△

　

2.2

　

△

　

1.5

物

　　　

件

　　　

費

　　

111,787

　

7.5

　

1.594,073

　

36.6

　

1.705.860

　

29.9

　

1,716,183

　

29.7

　

△10.323

　

△0.6

　　　

0.4

扶

　　　　

助

　　　　

費

　　　

270,201

　　

18.2

　　　

166.962

　　

3.8

　　

437,163

　　

7.7

　　

432,346

　　

7.5

　　　　

4.817

　　　　

1.1

　　　　

2.4

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　　

494,602

　　

33.3

　　　

594.332

　　

13.6

　　　

983,348

　　

17.2

　　　

990,094

　　

17.1

　　

△

　

6,746

　　

△

　

0.7

　　

△

　

3.1

普通建設事業費

　　

118,752

　

8.0

　　

603,346

　

13.9

　　

695,233

　

12.2

　　

725.938

　

12.5

　

△30,705

　

△4.2

　

△8.4

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　

48,498

　

3.3

　　

261.349

　

6.0

　　

305.536

　

5.4

　　

313,351

　　

5.4

　

△7,815

　

△2.5

　

△10.5

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

70,254

　

4.7

　　

341,984

　　

7.9

　　

389,697

　

6.8

　　

412,587

　

7.1

　

△22,890

　

△5.5

　

△6.7

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　

12

　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

一

繰

　　　

出

　　　

金

　　　

22,250

　

1.5

　　

94,576

　

2.2

　　

116,826

　

2.0

　　

129,828

　

2.2

　

△13,002

　

△10.0

　

△1.6

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

162,910

　　

11.0

　　　

272.958

　　

6.3

　　　

435,019

　　

7.6

　　　

426,596

　　

7.4

　　　　

8,423

　　　　

2.0

　　

△

　

1.9

　

合

　　　　　　

計

　　

1,484,798

　

100.0

　

4,355,185

　

100.0

　

5,706,683

　

100.0

　

5,784,579

　

100.0

　　

△77,896

　

△1.3

　

△1．9

その３ 財源内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　

区

　　　　　　　

ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　

刀

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

瑠言

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　

224.434

　

15.1

　　

192.677

　

4.4

　　

417.111

　　

7.3

　　

423,072

　　

7.3

　

△5.961

　

△1.4

　　

△6.7

都道府県支出金

　　　　

－

　　

－

　　

88.840

　

2.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

一

使用料，手数料

　　

33,068

　

2.2

　　

342,161

　

7.9

　　

375,229

　

6.6

　　

367,330

　

6.4

　　　

7,899

　　　

2.2

　　　

1.6

分担金，負担金，寄附金

　　　　

4,633

　　

0.3

　　　

55,913

　　

1.3

　　　

23.830

　　

0.4

　　　

26.673

　　

0.5

　　

△

　

2.843

　

△10.7

　　　

9.0

地

　　　

方

　　　

債

　　　

49,064

　

3.3

　　

285,660

　

6.6

　　

329.987

　

5.8

　　

362,267

　

6.3

　

△32,280

　

△8.9

　

△2.8

その他特定財源

　　

123,537

　

8.4

　　

188.321

　

4.3

　　

309.763

　

5.4

　　

318,665

　

5.4

　

△8.902

　

△2.8

　

△1.3

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　

1,050,062

　

70.7

　

3,201,613

　

73.5

　

4.250.763

　

74,.5　4.286,572　74.1　△35.809　△0.8　△1.7

　

合

　　　　　　

計

　　

1,484,798

　

100.0

　

4,355,185

　

100.0

　

5,706,683

　

100.0

　

5,784,579

　

100.0

　

△77,896

　

△1.3

　　

△1.9

資57



第45表

　

公

　

衆 衛

　

生 費

　

の 状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　

゛’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

t討

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

169.926

　　

13.2

　　　

344,168

　　

17.5

　　　

514,093

　　

16.3

　　　

522,746

　　

16.3

　　

△

　

8,653

　　

△

　

1.7

　　

△

　

0.2

物

　　　

件

　　　

費

　　　

98.807

　　

7.7

　　

560.302

　

28.5

　　

659.109

　

20.9

　　

675,048

　

21.1

　　

△15,939

　

△2.4

　

△0.6

扶

　　　　

助

　　　　

費

　　　

267,441

　

20.7

　　

163,212

　　

8.3

　　

430,654

　

13.7

　　

423.732

　

13.2

　　　　

6,922

　　　

1.6

　　　

2.7

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　　

489.713

　　

38.0

　　　

522,886

　

26.6

　　　

928.079

　　

29.4

　　　

932,044

　　

29.1

　　

△

　

3,965

　　

△

　

0.4

　　

△

　

3.1

普通建設事業費

　　　

90,837

　

7.0

　　

133,274

　

6.8

　　

205,545

　

6.5

　　

218,534

　

6.8

　

△12,989

　

△5.9

　

△11.2

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　

38.677

　

3.0

　　

21,611

　　

1.1

　　

55.977

　　

1.8

　　

53.776

　　

1.7

　　　

2,201

　　　

4.1

　

△27.3

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

52,160

　　

4.0

　　　

111,651

　　

5.7

　　　

149,568

　　

4.7

　　　

164,758

　　

5.1

　　

△15.190

　

△

　

9.2

　

△

　

4.2

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　

12

　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

一

貸

　　　　

付

　　　　

金

　　　

89,808

　　

7.0

　　　

28,514

　　

1.4

　　　

117.615

　　

3.7

　　　

122,955

　　

3.8

　　

△

　

5,340

　　

△

　

4.3

　　

△

　

1.0

繰

　　　

出

　　　

金

　　

22,250

　

1.7

　　

94,576

　

4.8

　　

116.826

　

3.7

　　

129,828

　

4.1

　

△13,002

　

△10.0

　

△1.6

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

61.603

　　

4.7

　　　

120.005

　　

6.1

　　　

181.607

　　

5.8

　　　

176.037

　　

5.6

　　　　

5.570

　　　　

3.2

　　

△

　

2.7

　

合

　　　　　　

計

　　

1,290, 385　1 00．0　1 ,966,937　100．0　3,153,528　100．0　3,200,924　100．0　△47,396　△1．5　△1．8

第46表

　

結

　

核 対

　

策 費

　

の 状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　

メ

　　　　　　　　　　　　

ｚ３｀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　

区

　　　　　　　

刀

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減額

　

増減率

　

t討

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　　

2.169

　

34.3

　　　

5,454

　

28.4

　　　

7,623

　

30.1

　　　

7.875

　

24.8

　　

△

　

252

　

△

　

3.2

　　　

0.4

物

　　　

件

　　　

費

　　　　

589

　

9.3

　　　

8,555

　

44.5

　　　

9,144

　

36.1

　　

12,727

　

40.0

　　

△3,583

　

△28.2

　　　

0.7

扶

　　　

助

　　　

費

　　　

2,760

　

43.6

　　　

3.750

　

19.5

　　　

6,510

　

25.7

　　　

8,566

　

26.9

　　

△2,056

　

△24.0

　

△11.7

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　　　

737

　

11.7

　　　

1.261

　　

6.6

　　　

1,824

　　

7.2

　　　

2,367

　　

7.4

　　

△

　

543

　

△22.9

　

△

　

8.4

そ

　　　　　　　　

の

　　　　　　　　

他

　　　　　　　　　　　

68

　　　　

1.1

　　　　　　　　　

190

　　　　

1.0

　　　　　　　　　

250

　　　　

0.9

　　　　　　　　　

254

　　　　

0.9

　　　　　

△

　　　　　

4

　　　

△

　　

1.6

　　　　　　　

5.8

　

合

　　　　　　

計

　　　　

6,323

　

100.0

　　

19,210

　

100.0

　　

25,351

　

100．0

　　

31,789

　

100.0

　　

△6.438

　

△20.3

　

△3．7

第47表

　

保

　　

健 所

　　

費 の

　

状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　　

乙．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

刀

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

ｌｌｌ

人

　　　

件

　　　

費

　　

124,909

　

91.7

　　

92,305

　

84.8

　　

217.214

　

89.3

　　

222,415

　

88.4

　　

△5.201

　

△2.3

　

△

　

1.0

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　　

6.258

　　

4.6

　　　

10,324

　　

9.5

　　　

16,582

　　

6.8

　　　

17,123

　　

6.8

　　

△

　

541

　

△

　

3.2

　

△

　

2､6

普通建設事業費

　　　

3.096

　

2.3

　　　

4.433

　

4.1

　　　

7,481

　

3.1

　　　

9,765

　

3.9

　　

△2.284

　

△23.4

　

△2.7

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

1,929

　

1.4

　　　

1,808

　

1.6

　　　

2.032

　

0.8

　　　

2,161

　

0.9

　　

△

　

129

　

△6.0

　

△13.7

　

合

　　　　　　

計

　　　

136,192

　

100．0

　　

108,870

　

100．0

　　

243,309

　

100．0

　　

251,464

　

100．0

　　

△8,155

　

△3．2

　

△1．3

資58



第48表

　

清

　　

掃 費 の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　

増減額

　

増減率

　

tl斐

人

　　　

件

　　　

費

　　　

7,293

　

14.1

　　

587,011

　

26.0

　　

594,304

　

26.0

　　

610,559

　

26.5

　

△16.255

　

△2.7

　

△2.7

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　　

6,132

　

11.8

　

1,014.893

　

44.9

　

1,021.026

　

44.7

　

1,011,285

　

44.0

　　　　

9.741

　　　

1.0

　　　

1.1

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　　

2.648

　　

5.1

　　　

68,615

　　

3.0

　　　

51.976

　　

2.3

　　　

54,162

　　

2.4

　　

△2.186

　　

△4.0

　　

△2.3

普通建設事業費

　　

24,754

　

47.7

　　

465.450

　

20.6

　　

481.963

　

21.1

　　

497,388

　

21.6

　

△15.425

　

△3.1

　

△7.2

　

う

　

補助事業費

　　　

9･605　18. 5　　239, 389　10. 6　　248. 994　10. 9　　256, 417　1 1.1　△7･423　△2.9　△6.1

　

ち

|

単独事業費

　　　

15.149

　

29.2

　　　

226,061

　　

10.0

　　　

232.968

　　

10.2

　　　

240,971

　　

10.5

　　

△

　

8,003

　　

△3.3

　　

△8.4

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

11,071

　

21.3

　　

124,199

　

5.5

　　

135.226

　

5.9

　　

127.008

　

5.5

　　　

8,218

　　　

6.5

　

△1.4

　

合

　　　　　

計

　　　

51,898

　

100.0

　

2,260,168

　

100.0

　

2,284,495

　

100.0

　

2,300,402　100.0　△15,907　　△0.7　　△2．0

その１ 目的別内訳

第49表

　

労

　　

働 費 の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

Ｕ：

失

　

業

　

対

　

策

　

費

　　　

8,095

　

4.8

　　

14,657

　　

9.6

　　

22.574

　　

7.1

　　

3L744

　　

8.8

　

△9.170

　

△28.9

　　　

2.7

そ

　　　

の

　　　

他

　　

161,967

　

95.2

　　

137.336

　

90.4

　　

294.378

　

92.9

　　

327,649

　

91.2

　

△33,271

　

△10.2

　　

△4.4

　

合

　　　　　　

計

　　　

170,062

　

100.0

　　

151,993

　

100.0

　　

316,952

　

100．0

　　

359,393

　

100.0

　

△42,441

　

△11.8

　　

△3.8

その２ 性質別内訳

jy､４
丿

(単位

　

百万円

　

％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　

゜ヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　

刀

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

ｔ対

人

　　　

件

　　　

費

　　　

68,133

　

40.1

　　　

11.615

　　

7.6

　　　

79,748

　

25.2

　　　

84,776

　

23.6

　　

△

　

5,028

　

△5.9

　　

△3.6

物

　　　

件

　　　

費

　　　

27,342

　

16.1

　　

26,515

　

17.4

　　

53,856

　

17.0

　　

82,170

　

22.9

　

△28,314

　

△34.5

　　

△3.2

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　　

35.241

　

20.7

　　

26,344

　

17.3

　　

56,724

　

17.9

　　

48,550

　

13.5

　　　

8.174

　　

16.8

　　

△5.8

普通建設事業費

　　　

12,107

　

7.1

　　　

4,817

　

3.2

　　

16,681

　

5.3

　　

18.154

　

5.1

　

△1,473

　

△8.1

　

△2.2

失業対策事業費

　　　

2,363

　　

1.4

　　

14,178

　

9.3

　　

16,542

　

5.2

　　

18,078

　

5.0

　

△1,536

　

△8.5

　　　

3.2

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　

2.115

　　

1.2

　　

12,332

　

8.1　　14, 447　4.6　　16,122　4.5　△1,675　△10.4　　　4.7

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　　

249

　　

0.1

　　　

1,846

　　

1.2

　　　

2,095

　　

0.7

　　　

1.957

　　

0.5

　　　　

138

　　　

7.1

　　

△7.7

積

　　　

立

　　　

金

　　　

1,461

　　

0.9

　　　　

501

　　

0.3

　　　

1,963

　

0.6

　　　

7,144

　

2.0

　

△5,181

　

△72.5

　　

95.6

貸

　　　

付

　　　

金

　　　

22.384

　

13.2

　　

67,296

　

44.3

　　

89,680

　

28.3

　　

98.565

　

27.4

　

△8,885

　

△9.0

　　

△8.3

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

1,031

　　

0.5

　　　　

727

　

0.6

　　　

1,758

　

0.5

　　　

1.956

　

0.5

　

△

　

198

　

△10.1

　　

△7.3

　

合

　　　　　　

計

　　　

170.062

　

100.0

　　

151,993

　

100.0

　　

316,952

　

100.0　　359, 393　100.0　△42,441　△11.8　　△3.8

資59



その３ 財源内訳

第49表

　

労

　　

働 費 の 状

　　

況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　

メ

　　　　　　　　　　　　　

ふヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

t昌

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　　

29,383

　

17.3

　　　

6.709

　

4.4

　　

36.092

　

11.4

　　

36,907

　

10.3

　

△

　

815

　

△2.2

　　

△2.5

都道府県支出金

　　　　

－

　　

－

　　　

3.014

　

2.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

その他特定財源

　　

38,202

　

22.4

　　

76.144

　

50.1

　　

113,495

　

35.8

　　

198,202

　

55.1

　

△84.707

　

△42.7

　

△4.2

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　　

102,477

　

60.3

　　

66,126

　

43.5

　　

167.365

　

52.8

　　

124,284

　

34.6

　　　

43,081

　　

34.7

　　

△3.6

　

合

　　　　　　

計

　　　

170,062

　

100.0

　　

151,993

　

100.0

　　

316.952

　

100．0

　　

359,393

　

100.0

　

△42,441

　

△11.8

　　

△3.8

第50表

　

失

　

業 対

　

策 費

　

の 状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　

。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

うj

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

Ｕ：

人

　　　

件

　　　

費

　　　

1.030

　

12.7

　　　

204

　　

1.4

　　　

1.234

　

5.5

　　　

2,601

　　

8.2

　　

△1,367

　

△52.6

　

△5.9

失業対策事業費

　　　

2.363

　

29.2

　　

14,178

　

96.7

　　

16.542

　

73.3

　　

18,078

　

56.9

　　

△1,536

　

△8.5

　　　

3.2

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　

2,115

　

26.1

　　　

12,332

　

84.1

　　　

14,447

　

64.0

　　　

16.122

　

50.8

　　

△1,675

　

△10.4

　　　

4.7

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　　

249

　　

3.1

　　　

1,846

　

12.6

　　　

2,095

　　

9.3

　　　

1,957

　　

6.2

　　　　　

138

　　　

7.1

　　

△7.7

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

4,702

　

58.1

　　　　

275

　　

1.9

　　　

4.798

　

21.2

　　

11,065

　

34.9

　　

△6,267

　

△56.6

　　　

4.1

　

合

　　　　　　

計

　　　　

8,095

　

100.0

　　

14,657

　

100.0

　　

22,574

　

100.0

　　

31,744

　

100.0

　　

△9,170

　

△28.9

　　　

2．7

その１ 目的別内訳

第51表

　

農

　

林

　

水

　

産

　

業

　

費

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

t昌

農

　　　

業

　　　

費

　　

585,879

　

19.3

　　

518.423

　

34.9

　　

974,447

　

24.5

　

1,068,623

　

24.7

　

△94,176

　　

△8.8

　

△9.2

畜

　　

産

　　

業

　　

費

　　

123.305

　

4.1

　　

58.708

　

4.0

　　

168,583

　

4.2

　　

181,389

　

4.2

　

△12,806

　　

△7.1

　

△3.9

農

　　　

地

　　　

費

　

1,260,859

　

41.6

　　

578.763

　

39.0

　

1,577.993

　

39.7

　

1,690,135

　

39.1

　

△112.142

　

△6.6

　

△10.6

林

　　　

業

　　　

費

　　

709,527　23.4　　181.384　12.2　　819,442　20.6　　903.369　20.9　△83,927　　△9.3　△0.0

水

　　

産

　　

業

　　

費

　　

351,046

　

11.6

　　

147,837

　

10.0

　　

437,852

　

11.0

　　

478,302

　

11.1

　

△40,450

　　

△8.5

　

△10.7

　

合

　　　　　　

計

　　

3,030,616

　

100.0

　

1,485,115

　

100.0

　

3,978,316

　

100．0

　

4,321,818

　

100．0

　

△343,502

　　

△7．9

　

△7.9

資60



その２ 性質別内訳

第51表

　

農

　

林

　

水

　

産

　

業

　

費

　

の

　

状

　

況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

メ

　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　

増減率

　

ＵＩ

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

465,032

　　

15.3

　　　

289,135

　　

19.5

　　　

754,166

　　

19.0

　　　

772,560

　　

17.9

　

△

　

18,394

　　

△

　

2.4

　　

△

　

2.1

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

95,054

　　

3.1

　　　

101,814

　　

6.9

　　　

196,867

　　

4.9

　　　

217.086

　　

5.0

　

△

　

20.219

　

△

　

9.3

　　

△

　

7.0

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　

244.826

　

8.1

　　

238,139

　

16.0

　　

339,083

　

8.5

　　

394,465

　

9.1

　

△55.382

　

△14.0

　

△8.5

普通建設事業費

　

1,923.543

　

63.5

　　

675.550

　

45.5

　

2.205.846

　

55.4

　

2,409,711

　

55.8

　

△203,865

　

△8.5

　

△13.6

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　

1,424.622

　

47.0

　　

282,240

　

19.0

　

1,490,694

　

37.5

　

1,660,323

　

38.4

　

△169,629

　

△10.2

　

△13.7

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　

253,446

　

8.4

　　

258,393

　

17.4

　　

442,754

　

11.1

　　

511,279

　

11.8

　

△68,525

　

△13.4

　

△12.7

　

国直轄事業負担金

　　

245,475

　　

8.1

　　　

26,923

　　

1.8

　　

272,398

　　

6.8

　　

238,108

　　

5.5

　　　

34,290

　　　

14.4

　

△14.9

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　

107,994

　

7.3

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

302.161

　　

10.0

　　　

180,477

　

12.1

　　　

482.354

　　

12.2

　　　

527.996

　　

12.2

　

△

　

45,642

　

△

　

8.6

　　　

17.2

　

合

　　　　　　

計

　　

3,030,616

　

100．0

　

1,485,115

　

100.0

　

3,978,316

　

100．0

　

4,321,818

　

100.0

　

△343,502

　

△7．9

　

△7.9

その３ 財源内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

メ

　　　　　　　　　　　　

ｚ３ヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

7J

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

Ｕに

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

1.015,451

　

33.5

　　

24.661

　　

1.7

　

1,040,113

　

26.1

　

1,159,932

　

26.8

　

△119.819

　

△10.3

　

△13.8

都道府県支出金

　　　　

－

　　

－

　　

315,908

　

21｡3　　　　－　　－　　　　－　　－　　　　－　　　－　　　一

分担金，負担金，寄附金

　　　

197.587

　　

6.5

　　　

22.712

　　

1.5

　　　

74,194

　　

1.9

　　　

82.288

　　

1.9

　

△

　

8.094

　

△

　

9.8

　

△31.1

地

　　　　

方

　　　　

債

　　　

486,073

　　

16.0

　　　

184.135

　

12.4

　　

667.407

　

16.8

　　

723,003

　　

16.7

　

△

　

55,596

　

△

　

7.7

　

△10.6

その他特定財源

　　

398,692

　

13.2

　　

117,750

　

7.9

　　

508,736

　

12.8

　　

582,224

　

13.5

　

△73,488

　

△12.6

　　　

9.1

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　　　

932,813

　　

30.8

　　　

819,949

　　

55.2

　　

1.687,866

　　

42.4

　　

1,774,371

　　

41.1

　

△

　

86,505

　　

△

　

4.9

　　

△

　

5.9

　

合

　　　　　　

計

　　

3,030,616

　

100.0

　

1,485,115

　

100.0

　

3,978,316

　

100.0

　

4,321,818

　

100．0

　

△343,502

　

△7.9

　

△7.9

第52表

　

農

　　

業 費 の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　

区

　　　　　　　　

｀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　

句

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

１れ

人

　　　

件

　　　

費

　　

240.999

　

41.1

　　

217,189

　

41｡9　　458. 188　47. 0　　474, 432　44.4　△16,244　△3.4　△2.0

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

37,939

　　

6.5

　　　

45,033

　　

8.7　　　82,971　　8.5　　　91,998　　8.6　　△　9,027　△　9.8　△　9.9

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　

126.843

　

21.7

　　

108.825

　

21.0

　　

162.234

　

16.6

　　

193,803

　

18.1

　　

△31.569

　

△16.3

　

△12.0

普通建設事業費

　　

97.078

　

16.6

　　

114.885

　

22.2　　155. 632　16. 0　　181 ,759　17.0　△26.127　△14.4　△17.6

　　　

補助事業費

　　

53,307

　

9.1

　　

62.377

　

12.0

　　

80,559

　

8.3

　　

86,038

　

8.1

　

△5,479

　

△6.4

　

△25.0

　

ﾐ
1

単独事業費

　　　

43.771

　　

7.5

　　

48,942

　　

9.4

　　

75,072

　　

7.7　　95, 720　　9.0　△20,648　△21.6　△9.5

　　

県営事業負担金

　　　　　

－

　　　

－

　　　

3.565

　　

0.7

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

83,020

　

14.1

　　

32.491

　　

6.2

　　

115,422

　

11.9

　　

126.631

　

11.9

　

△11,209

　

△8.9

　

△15.4

　

合

　　　　　　

計

　　　

585.879

　

100.0

　　

518,423

　

100．0　　974, 447　100.0　1 ,068,623　100．0　△94,176　△8.8　△9.2
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第53表

　

畜

　　

産 業

　　

費 の

　　

状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　

メ

　　　　　　　　　　　

ｚﾆ!｀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　

区

　　　　　　

7J

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

に：

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

49,989

　

40.5

　　　　

7,130

　

12.1

　　　

57.119

　

33.9

　　　

58,054

　

32.0

　　

△

　　

935

　

△

　

1.6

　

△

　

1.4

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

17.392

　　

14.1

　　　　

9.244

　　

15.7

　　　

26,636

　　

15.8

　　　

25,334

　　

14.0

　　　　

1,302

　　　　

5.1

　　　　

0.5

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　　　

10,901

　　

8.8

　　　

11,189

　　

19.1

　　　

18.375

　　

10.9

　　　

19,522

　　

10.8

　　

△

　

1,147

　　

△

　

5.9

　

△

　

5.1

普通建設事業費

　　

34,785

　

28.2

　　

25.993

　

44.3

　　

51,062

　

30.3

　　

62,044

　

34.2

　

△10,982

　

△17.7

　

△12.3

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　

18,452

　

15.0

　　

14.879

　

25.3

　　

26.740

　

15.9

　　

32,349

　

17.8

　

△5,609

　

△17.3

　

△13.7

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

15.904

　

12.9

　　　

9,950

　

16.9

　　

23,707

　

14.1

　　

28,638

　

15.8

　

△4.931

　

△17.2

　

△6.2

　

国直轄事業負担金

　　　　

429

　　

0.3

　　　　

186

　　

0.3

　　　　

615

　　

0.4

　　　

1.057

　　

0.6

　　

△

　

442

　

△41.8

　

△61.8

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　

978

　　

1.7

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

10,238

　　

8.4

　　　　

5.152

　　

8.8

　　　

15,391

　　

9.1

　　　

16,435

　　

9.0

　　

△

　

1,044

　

△

　

6.4

　　　

23.4

　

合

　　　　　

計

　　　

123.305　100.0　　58, 708　100．0　　168,583　100.0　　181,389　100．0　△12,806　△7．1　△3.9

第54表

　

農

　　

地 費 の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　

メ

　　　　　　　　　　　

ｚ３ヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

刀

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

l謔

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

50,668

　　

4.0

　　　

33.735

　　

5.8

　　　

84.403

　　

5.3

　　　

84,001

　　

5.0

　　　　　

402

　　　

0.5

　

△

　

1.6

普通建設事業費

　

1,127,773

　

89.4

　　

327.912

　

56.7

　

1,237.833

　

78.4

　

1,327,310

　

78.5

　

△89.477

　

△6.7

　

△12.6

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　

805.479

　

63.9

　　

72,193

　

12.5

　　

775.389

　

49.1

　　

880,986

　

52.1

　

△105,597

　

△12.0

　

△11.7

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

86.952

　

6.9

　　

137,959

　

23.8

　　

200.365

　

12.7

　　

219,274

　

13.0

　

△18,909

　

△8.6

　

△13.4

　

国直轄事業負担金

　　

235.342

　

18.7

　　　

26,737

　　

4.6

　　

262,079

　

16.6

　　

227.050

　

13.4

　　　

35,029

　　　

15.4

　

△15.1

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　

91,022

　

15.7

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

82,418

　　

6.6

　　　

217.116

　

37.5

　　　

255.757

　　

16.3

　　　

278,824

　　

16.5

　

△

　

23.067

　　

△

　

8.3

　　

△

　

2.5

　

合

　　　　　

計

　　

1,260,859

　

100.0

　　

578,763

　

100．0

　

1,577.993

　

100.0

　

1,690.135

　

100.0

　

△112,142

　

△6.6

　

△10.6

第55表

　

林

　　

業 費 の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　

ｘ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

Ｕ：

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

72,701

　　

10.2

　　　

19,013

　　

10.5

　　　

91,713

　　

11.2

　　　

93,212

　　

10.3

　　

△

　

1,499

　　

△

　

1.6

　　

△

　

2.7

普通建設事業費

　　

425,643

　

60.0

　　

108,456

　

59.8

　　

481.847

　

58.8

　　

520,210

　

57.6

　

△38.363

　

△7.4

　

△15.4

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　

340,873

　

48.0

　　

55,842

　

30.8

　　

361.988

　

44.2

　　

381,649

　

42.2

　　

△19,661

　

△5.2

　

△16.2

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

79.185

　

11.2

　　

48,599

　

26.8

　　

114.274

　

13.9

　　

133,196

　

14.7

　

△18,922

　

△14.2

　

△13.7

　

国直轄事業負担金

　　　

5,585

　　

0.8

　　　　　

－

　　

－

　　　

5.585

　　

0.7

　　　

5,365

　　

0.6

　　　　

220

　　　

4.1

　　　

2.3

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　

4,015

　

2.2

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　

の

　　　

他

　　

211.183

　

29.8

　　

53,915

　

29.7

　　

245,882

　

30.0

　　

289,947

　

32.1

　

△44,065

　

△15.2

　　

50.6

　

合

　　　　　　

計

　　　

709,527

　

100．0　　1 81，384　100．0　　819, 442　100．0　　903,369　100．0　△83,927　△9．3　△0．0
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第56表

　

水

　　

産 業

　　

費 の

　

状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　

！，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

うj

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　

増減率

　

趾に

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

50,675

　　

14.4

　　　

12,068

　　

8.2

　　　

62,743

　　

14.3

　　　

62.862

　　

13.1

　　

△

　　

119

　　

△

　

0.2

　

△

　

2.8

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　　

18,059

　　

5.1

　　　　

6,230

　　

4.2

　　　

24,289

　　

5.5

　　　

25.228

　　

5.3

　　

△

　　

939

　

△

　

3.7

　

△

　

5.0

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　　

12.999

　　

3.7

　　　

10,694

　　

7.2

　　　

19.762

　　

4.5

　　　

20.305

　　

4.2

　　

△

　　

543

　

△

　

2.7

　

△10.5

普通建設事業費

　　

238,264

　

67.9

　　

98,305

　

66.5

　　

279,473

　

63.8

　　

318,388

　

66.6

　

△38.915

　

△12.2

　

△12.9

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　

206,510

　

58.8

　　

76,949

　

52.0

　　

246,017

　

56.2

　　

279,300

　

58.4

　

△33,283

　

△11.9

　

△12.6

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

27,635

　

7.9

　　

12,943

　

8.8

　　

29,337

　

6.7

　　

34,451

　　

7.2

　

△5,114

　

△14.8

　

△17.1

　

国直轄事業負担金

　　　

4,119

　　

1.2

　　　　　

－

　　

－

　　　

4.119

　　

0.9

　　　

4,637

　　

1.0

　　

△

　

518

　

△11.2

　　　

8.3

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　

8.413

　

5.7

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

31,049

　　

8.9

　　　

20,540

　　

13.9

　　　

51,585

　　

11.9

　　　

51,519

　　

10.8

　　　　　　

66

　　　　

0.1

　　

△

　

8.1

　

合

　　　　　

計

　　　

351,046

　

100.0

　　

147,837

　

100.0

　　

437,852

　

100.0

　　

478,302

　

100.0

　

△40,450

　

△8.5

　

△10.7

その１ 性質別内訳

第57表

　

商

　　

工 費 の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　

メ

　　　　　　　　　　　

ニ5｀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減額

　

増減率

　

ｔ謔

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

110.650

　　

3.6

　　　

132,868

　　

8.2

　　　

243.518

　　

5.3

　　　

240,495

　　

4.9

　　　　

3.023

　　　　

1.3

　　

△

　

0.2

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

64,325

　　

2.1

　　　

130.990

　　

8.1

　　　

195.315

　　

4.2

　　

203.810

　　

4.2

　

△

　

8.495

　

△

　

4.2

　　　

2.2

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　　

282.191

　　

9.2

　　　

196,956

　　

12.2

　　　

452.529

　　

9.8

　　　

455,012

　　

9.3

　

△

　

2.483

　　

△

　

0.5

　　

△

　

6.3

普通建設事業費

　　

71.900

　

2.4

　　

126,251

　

7.8

　　

185.752

　

4.0

　　

213,930

　

4.4

　

△28,178

　

△13.2

　

△3.8

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　

15,648

　　

0.5

　　

21,172

　　

1.3

　　

33.791

　　

0.7

　　

41.633

　　

0.8

　

△

　

7,842

　

△18.8

　

△11.8

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

56,251

　　

1.8

　　

104,973

　

6.5

　　

151,961

　

3.3

　　

172,297

　

3.5

　

△20,336

　

△11.8

　

△1.6

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　

105

　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

一

貸

　　　

付

　　　

金

　

2.489,753

　

81.5

　　

956,539

　

59.3

　

3.443,572

　

74.4

　

3,573,488

　

72.8

　

△129,916

　

△3.6

　　　

0.0

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

36,643

　　

1.2

　　　

68.625

　　

4.4

　　

105,268

　　

2.3

　　

219,873

　　

4.4

　

△114,605

　

△52.1

　　　

84.3

　

合

　　　　　

計

　　

3,055,462

　

100.0

　

1,612,229

　

100.0

　

4,625,954

　

100.0

　

4,906,608

　

100.0

　

△280,654

　

△5.7

　　　

1.4

その２ 財源内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　

メ

　　　　　　　　　　　　

ｘ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　

区

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

１ｽﾞ斐

使用料，手数料

　　

15,665

　

0.5

　　

35,990

　

2.2

　　

51,656

　

1.1

　　

52.929

　

1.1

　

△

　

1,273

　

△2.4

　　　

0.3

分担金，負担金，寄附金

　　　　　

424

　　

0.0

　　　　

1,759

　　

0.1

　　　　　

240

　　

0.0

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

240

　　　

皆増

　　　

皆減

地

　　　

方

　　　

債

　　　

17,113

　　

0.6

　　

32,652

　　

2.0

　　

47,104

　　

1.0

　　

138,850

　　

2.8

　

△91,746

　

△66.1

　　

62.0

諸

　　　

収

　　　　

入

　　

2,444,032

　

80.0

　　

971,177

　

60.2

　

3,411,643

　

73.8

　

3,543,012

　

72.2

　

△131,369

　

△

　

3.7

　　　

0.5

その他特定財源

　　

83,727

　

2.7

　　

63,488

　

4.0

　　

129,262

　

2.8

　　

145,056

　

3.0

　

△15, 794　△10.9　△20.4

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　　　

494.501

　　

16.2

　　　

507.163

　　

31.5

　　　

986.049

　　

21.3

　　

1,026.761

　　

20.9

　

△

　

40.712　　△　4.0　　　　3.4

　

合

　　　　　　

計

　　

3,055,462

　

100.0

　

1,612,229

　

100.0

　

4,625,954

　

100.0

　

4,906,608

　

100．0

　

△280,654

　

△5.7

　　　

1.4

資63



その１ 目的別内訳

第58表

　

土

　　

木 費

　　

の 状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　

゜ヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　

7J

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減額

　

増減率

　

4封

土

　

木

　

管

　

理

　

費

　　

365,251

　　

5.1

　　

472,874

　

6.3

　　

827,659

　

5.7

　　

921,794

　

6.1

　

△94,135

　

△10.2

　

△10.0

道路橋りょ

　

う費

　

2,902,318

　

40.5

　

1,821,017

　

24.3

　

4,676,016

　

32.4

　

4,987,223

　

32.7

　

△311,207

　

△6.2

　

△7.6

河

　

川

　

海

　

岸

　

費

　　

1,466,940

　

20.5

　　　

207.362

　　

2.8

　　

1,650,443

　　

11.4

　　

1,698,121

　　

11.1

　

△

　

47,678

　　

△

　

2.8

　

△

　

9.0

港

　　　

湾

　　　

費

　　

316,770

　　

4.4

　　

186,640

　　

2.5

　　

471,842

　　

3.3

　　

536,271

　　

3.5

　

△

　

64,429

　

△12.0

　

△3.9

都

　

市

　

計

　

画

　

費

　

1,476,348

　

20.6

　

4,099,475

　

54.7

　

5,473,072

　

38.0

　

5,653,036

　

37.1

　

△179,964

　

△3.2

　

△6.5

住

　　　　

宅

　　　　

費

　　　

565,052

　　

7.9

　　　

680,603

　　

9.1

　　

1.217,622

　　

8.4

　　

1,314,831

　　

8.6

　

△

　

97,209

　　

△

　

7.4

　　

△

　

7.2

空

　　　

港

　　　

費

　　　

79,635

　

1.1

　　

23.910

　

0.3

　　

100,713

　

0.7

　　

123,551

　　

0.8

　

△22,838

　

△18.5

　

△3.7

　

合

　　　　　　

計

　　

7,172,313　100.0　7, 491,880　100.0　14,417,368　100．0　15,234,826　100．0　△817,458　△5．4　△7．3

その２ 性質別内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　

ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　

刀

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減額

　

増減率

　

l討

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

328.446

　　

4.6

　　　

705,404

　　

9.4

　　

1,033,850

　　

7.2

　　

1,039,464

　　

6.8

　

△

　

5,614

　　

△

　

0.5

　

△

　

1.3

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

120,439

　　

1.7

　　

440,411

　　

5.9

　　

560,849

　　

3.9

　　

567.473

　　

3.7

　

△

　

6,624

　

△

　

1.2

　　　　

1.7

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　　

322,409

　　

4.5

　　　

383,424

　　

5.1

　　　

705,834

　　

4.9

　　　

699,566

　　

4.6

　　　　

6.268

　　　　

0.9

　　　　

0.9

普通建設事業費

　

5,404.841

　

75.4

　

3,659,464

　

48.8

　

8,880,905

　

61.6

　

9,521,523

　

62.5

　

△640,618

　

△6.7

　

△9.9

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　

2,335,301

　

32.6

　

1,181,722

　

15.8

　

3,509,877

　

24.3

　

3,717,359

　

24.4

　

△207,482

　

△5.6

　

△14.5

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　

2,175.855

　

30.3

　

2,266,523

　

30.3

　

4,379,179

　

30.4

　

4.779,889

　

31.4

　

△400,710

　

△8.4

　

△8.7

　

国直轄事業負担金

　　

893,685

　

12.5

　　　

98,164

　　

1.3

　　

991.850

　　

6.9

　

1,024,274

　　

6.7

　

△32,424

　

△3.2

　　　

3.5

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　

113,055

　

1.5

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

一

貸

　　　

付

　　　

金

　　

388,519

　

5.4

　　

418,718

　

5.6

　　

803,537

　

5.6

　　

906,923

　

6.0

　

△103.386

　

△11.4

　

△7.1

繰

　　　　

出

　　　　

金

　　　

161,158

　　

2.2

　　

1,110.847

　

14.8

　

1,272,005

　　

8.8

　

1,360.044

　　

8.9

　

△

　

88.039

　

△

　

6.5

　

△

　

4.9

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

446. 501　　6. 2　　　773, 612　　10, 4　　1 ,160, 388　　8. 0　　1 , 139,833　　7.5　　　　20,555　　　　1.8　△　1,5

　

合

　　　　　　

計

　　

7,172,313

　

100．0

　

7,491,880

　

100.0

　

14,417,368

　

100.0

　

15,234,826

　

100．0

　

△817,458

　

△5．4

　

△7.3

その３ 財源内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　

区

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減額

　

増減率

　

1昌

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

1,260.926

　

17.6

　　

647,255

　

8.6

　

1,908,181

　

13.2

　

2,015,471

　

13.2

　

△107,290

　

△5.3

　

△13.0

都道府県支出金

　　　　

－

　　

－

　　

136,968

　

1.8

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

一

使用料，手数料

　　

104,080

　

1.5

　　

182,989

　

2.4

　　

287,069

　

2.0

　　

265,128

　

1.7

　　

21,941

　　　

8.3

　

△0.7

分担金，負担金，寄附金

　　　

115,982

　　

1.6

　　　

27,149

　　

0.4

　　　

26,862

　　

0.2

　　　

34,262

　　

0.2

　

△

　

7,400

　

△21.6

　

△31.8

地

　　　

方

　　　

債

　

2,763.700

　

38.5

　

1,380,679

　

18.4

　

4,121,872

　

28.6

　

4,523,276

　

29.7

　

△401.404

　

△8.9

　

△6.3

その他特定財源

　　

737,889

　

10.3

　　

782,388

　

10.5

　

1,480.248

　

10.3

　

1,653,745

　

10.9

　

△173,497

　

△10.5

　

△7.6

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　

2,189,736

　

30.5

　

4.334,452

　

57.9

　

6,593.136

　

45.7

　

6,742.944

　

44.3

　

△149,808

　

△2.2

　

△6.2

　

合

　　　　　　

計

　　

7,172,313

　

100．0

　

7,491,880

　

100．0

　

14,417,368

　

100.0

　

15,234,826

　

100．0

　

△817,458

　

△5.4

　

△7．3

資64



第59表

　

道

　

路

　

橋
り

よ
う

費

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　

ｘ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減額

　

増減率

　

ｔ討

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

61,840

　　

2.1

　　　

150,396

　　

8.3

　　

212.236

　　

4.5

　　

210,731

　　

4.2

　　　　

1,505

　　　

0.7

　

△

　

1.8

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　　

180,403

　　

6.2

　　　

255,137

　　

14.0

　　　

435,540

　　

9.3

　　　

423,513

　　

8.5

　　　　

12,027

　　　　

2.8

　　　　

4.9

普通建設事業費

　

2,567,977

　

OO.O　1.266.258　69.5　3,793.515　81.1　4,130,303　82.8　△336.788　△8.2　△9.4

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　

820.756

　

28.3

　　

181,802

　

10.0

　

1,002,537

　

21.4

　

1.066,500

　

21.4

　

△63.963

　

△6.0

　

△15.9

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　

1,180,003

　

40.7

　　

992,710

　

54.5

　

2,159.741

　

46.2

　

2.405,876

　

48.2

　

△246.135

　

△10.2

　

△9.7

　

国直轄事業負担金

　　

567.218

　

19.5

　　　

64,019

　　

3.5

　　

631.237

　

13.5

　　

657,927

　

13.2

　

△26,690

　

△4.1

　　　

4.9

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　

27,727

　　

1｡5　　　　－　　－　　　　－　　－　　　　　－　　　－　　　－

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

92 098　　3.2　　　149,226　　8.2　　234,725　　5.1　　222,676　　4.5　　　12,049　　　5.4　　　　1.4

　

合

　　　　　　

計

　　

2,902,318

　

100．0

　

1,821,017

　

100.0

　

4,676,016

　

100.0

　

4,987,223

　

100.0

　

△311,207

　

△6.2

　

△7.6

第60表

　

河

　

川 海

　

岸 費

　

の 状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

乱討

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

35,434

　　

2.4

　　　

19,757

　　

9.5

　　　

55,191

　　

3.3

　　　

55,145

　　

3.2

　　　　　　

46

　　　　

0.1

　　　　

1.5

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　　

36,825

　　

2.5

　　　

12.783

　　

6.2

　　　

49.608

　　

3.0

　　　

49,335

　　

2.9

　　　　　

273

　　　　

0.6

　　

△

　

3.2

普通建設事業費

　

1,362,487

　

92.9

　　

157,663

　

76.0

　

1,497,689

　

90.7

　

1,549,836

　

91.3

　

△52,147

　

△3.4

　

△10.0

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　

882,417

　

60.2

　　

56,757

　

27.4

　　

933,969

　

56.6

　　

967,565

　

57.0

　

△33,596

　　

△3.5

　

△13.5

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　

209.727

　

14.3

　　

93,780

　

45.2

　　

293.226

　

17.8

　　

308.570

　

18.2

　

△15,344

　　

△5.0

　

△11.2

　

国直轄事業負担金

　　

270.344

　

18.4

　　　　

151

　　

0.1

　　

270,495

　

16.4

　　

273,701

　

16.1

　　

△3,206

　　

△1.2

　　　

7.5

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　

6.975

　

3.4

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

32.194

　　

2.2

　　　

17,159

　　

8.3

　　　

47,955

　　

3.0

　　　

43,805

　　

2.6

　　　　

4,150

　　　　

9.5

　　　　

8.5

　

合

　　　　　　

計

　　

1,466,940

　

100.0

　　

207,362

　

100.0

　

1,650,443

　

100.0

　

1,698,121

　

100.0

　　

△47,678

　　

△2.8

　

△9.0

第61表

　

港 湾

　　

費 の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　

゛ヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　

刀

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

ｔＵ

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

13.971

　　

4.4

　　　

20,512

　

11.0

　　　

34.482

　　

7.3

　　　

35.064

　　

6.5

　　

△

　　

582

　

△

　

1.7

　　　

0.2

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　　　

7.402

　　

2.3

　　　　

4,446

　　

2.4

　　　

11,848

　　

2.5

　　　

11,944

　　

2.2

　　

△

　　

96

　　

△

　

0.8

　　　　

1.6

普通建設事業費

　　

233,598

　

73.7

　　

128,757

　

69.0

　　

340,279

　

72.1

　　

391.519

　

73.0

　

△51.240

　

△13.1

　

△6.9

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　

164,922

　

52.1

　　

42,043

　

22.5

　　

206,966

　

43.9

　　

253,101

　

47.2

　

△46,135

　

△18.2

　　

△7.1

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

30,717

　　

9.7

　　

38,107

　

20.4

　　

62,947

　

13.3

　　

66,517

　

12.4

　

△3,570

　

△5.4

　　

△4.5

　

国直轄事業負担金

　　　

37,958

　

12.0

　　　

32.408

　

17.4

　　　

70.366

　

14.9

　　　

71,901

　

13.4

　　

△

　

1,535

　

△2.1

　　

△8.1

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　

16,199

　

8.7

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

61,799

　

19.6

　　

32,925

　

17.6

　　

85,233

　

18.1

　　

97,744

　

18.3

　

△12,511

　

△12.8

　　　

7.7

　

合

　　　　　　

計

　　　

316,770

　

100．0

　　

186,640

　

100.0

　　

471,842

　

100.0

　　

536,271

　

100.0

　

△64,429

　

△12.0

　　

△3.9

資65



その１ 目的別内訳

第62表

　

都

　

市 計

　

画 費

　

の 状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　

メ

　　　　　　　　　　　　

３ヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　

区

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減額

　

増減率

　

昌：

街

　　　

路

　　　

費

　　

683.086

　

46.3

　　

717,992

　

17.5

　

1,352,971

　

24.7

　

1.402,139

　

24.8

　

△49,168

　　

△3.5

　

△11.3

公

　　　

園

　　　

費

　　

182.660

　

12.4

　　

633,624

　

15.5

　　

811.307

　

14.8

　　

857,408

　

15.2

　

△46.101

　　

△5.4

　

△6.7

下

　　

水

　　

道

　　

費

　　

363.151

　

24.6

　

1.623.139

　

39.6

　

1.974.051

　

36.1

　

2.030.647

　

35.9

　

△

　

56,596

　　

△2.8

　

△2.7

区

　

画

　

整

　

理

　

費

　

等

　　

247,451

　

16.8

　

1,124.720

　

27.4

　

1,334,743

　

24.4

　

1,362,841

　

24.1

　

△28.098

　　

△2.1

　

△6.6

　

合

　　　　　

計

　　

1,476,348

　

100.0

　

4,099,475

　

100．0

　

5,473.072

　

100.0

　

5,653.036

　

100.0

　

△179,964

　　

△3．2

　

△6．5

その２ 性質別内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　　

2､，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

ﾀﾞj

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

4討

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

23.271

　　

1.6

　　

231.991

　　

5.7

　　

255.261

　　

4.7

　　　

259.803

　　

4.6

　

△

　

4.542

　　

△

　

1.7

　

△

　

1.9

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　　

32,296

　　

2.2

　　　

52,422

　　

1.3

　　　

84,718

　　

1.5

　　　

87,497

　　

1.5

　

△

　

2,779

　

△

　

3.2

　

△

　

2.3

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　　

208.561

　

14.1

　　

565,541

　　

13.8

　　

757,467

　

13.8

　　

714,627

　

12.6

　　　

42.840

　　　

6.0

　

△

　

1.2

普通建設事業費

　　

943.354

　

63.9

　

1.752,944

　

42.8

　

2,613.438

　

47.8

　

2,701,169

　

47.8

　

△87,731

　

△3.2

　

△10.3

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　

285,724

　

19.4

　　

652,349

　

15.9

　　

937,272

　

17.1

　　

991,817

　

17.5

　

△

　

54,545

　

△

　

5.5

　

△15.1

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

647.788

　

43.9

　　

1.040,765

　

25.4

　　

1,665,702

　

30.4

　　

1,697,141

　　

30.0

　

△

　

31,439

　

△

　

1.9

　

△

　

6.9

　

国直轄事業負担金

　　　

9,843

　　

0.7

　　　　

621

　　

0.0

　　　

10,463

　　

0.2

　　　

12,211

　　

0.2

　

△

　

1.748

　

△14.3

　

△40.4

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　

59,209

　　

1.4

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

一

繰

　　　　

出

　　　　

金

　　　

111,595

　　

7.6

　

1.076.557

　

26.3

　

1,188,151

　

21.7

　

1,278,519

　

22.6

　

△

　

90,368

　

△

　

7.1

　

△

　

4.7

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

157.271

　　

10.6

　　

420,020

　　

10.1

　　　

574,037

　

10.5

　　　

611.421

　　

10.9

　

△

　

37,384

　

△

　

6.1

　　

△

　

0.7

　

合

　　　　　　

計

　　

1,476,348

　

100．0

　

4,099,475

　

100.0

　

5,473,072

　

100.0

　

5,653,036

　

100.0

　

△179,964

　

△3.2

　

△6.5

第63表

　

住

　　

宅 費

　　

の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　

３、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

t討

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　　

16.998

　　

3.0

　　　

64.420

　　

9.5

　　　

81,419

　　

6.7

　　　

81,576

　　

6.2

　　

△

　　

157

　　

△

　

0.2

　　

△

　

1.0

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　　

62,509　　11.1　　　56.740　　8.3　　　119,249　　9.8　　　122,076　　9.3　　△　2.827　　△　2.3　　△　7.8

普通建設事業費

　　

200,551

　

35.5

　　

307.864

　

45.2

　　

500.393

　

41.1

　　

532.866

　

40.5

　

△32,473

　

△6.1

　

△14.0

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　

168,339

　

29.8

　　

234。532

　

34.5

　　

402,037

　

33.0

　　

411,158

　

31.3

　

△9.121

　

△2.2

　

△15.0

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

32.212

　

5.7

　　

73,241

　

10.8

　　

98.356

　

8.1

　　

121,708

　

9.3

　

△23,352

　

△19.2

　

△10.6

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　

90

　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

一

貸

　　　

付

　　　

金

　　

182,908

　

32.4

　　

137,332

　

20.2

　　

320.197

　

26.3

　　

368,178

　

28.0

　

△47.981

　

△13.0

　　　

1.6

そ

　　　

の

　　　

他

　　

102.086

　

18.0

　　

114,247

　

16.8

　　

196,364

　

16.1

　　

210.135

　

16.0

　　

△13,771

　

△6.6

　

△4.7

　

合

　　　　　　

計

　　　

565,052

　

100.0

　　

680,603

　

100．0

　

1,217,622

　

100.0

　

1,314,831

　

100.0

　

△97,209

　

△7．4

　

△7．2

資66



その１ 性質別内訳

第64表

　

消 防

　　　

費 の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　

３、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　

旬

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　

増減率

　

万謔

人

　　　

件

　　　

費

　　　

182.531

　

84.5

　

1,203.078

　

71.7

　

1.385,609

　

76.0

　

1,389,101

　

75.7

　　

△3,492

　　

△0.3

　　　

0.5

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　　

14.066

　　

6.5

　　　

154.034

　　

9.2

　　　

168,100

　　

9.2

　　　

165.904

　　

9.0

　　　　

2.196

　　　　

1.3

　　　　

3.0

普通建設事業費

　　　

13,708

　

6.3

　　

178.130

　

10.6

　　

191,394

　

10.5

　　

199,802

　

10.9

　

△8,408

　

△4.2

　

△0.6

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　　

303

　　

0.1

　　

44,484

　　

2.7

　　

44,787

　　

2.5

　　

49,086

　　

2.7

　

△4.299

　　

△8.8

　

△17.9

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

13.405

　

6.2

　　

133,431

　　

8.0

　　

146.607

　

8.0

　　

150,716

　

8.2

　

△4,109

　　

△2.7

　　　

6.8

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　

215

　　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

5.628

　　

2.7

　　

142,875

　　

8.5

　　

79,201

　　

4.3

　　

81.032

　　

4.4

　

△1,831

　　

△2.3

　　　

6.0

　

合

　　　　　　

計

　　　

215,933

　

100.0

　

1,678,117

　

100.0

　

1,824,304

　

100.0

　

1,835,839

　

100.0

　

△11,535

　　

△O。6

　　　

0.9

その２ 財源内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　　

ｘ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　

旬

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減額

　

増減率

　

黙携

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　　　

671

　　

0.3

　　

21.761

　　

1.3

　　

22,432

　　

1.2

　　

20,835

　　

1.1

　　　

1.597

　　　

7.7

　

△9.9

地

　　　　

方

　　　　

債

　　　　

7.489

　　

3.5

　　　

90,866

　　

5.4

　　　

96,988

　　

5.3

　　　

88,410

　　

4.8

　　　　

8,578

　　　　

9.7

　　　　

0.1

その他特定財源

　　

45,007

　

20.8

　　

78,278

　

4.7

　　

32,318

　

1.8

　　

45,493

　

2.5

　

△13,175

　

△29.0

　　　

0.1

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　　　

162.766

　　

75.4

　　

1,487,212

　　

88.6

　　

1,672,566

　　

91.7

　　

1,681.101

　　

91.6

　　

△

　

8,535

　　

△

　

0.5

　　　　

1.1

　

合

　　　　　

計

　　　

215,933

　

100.0

　

1,678,117

　

100.0

　

1,824,304

　

100.0

　

1,835,839

　

100.0

　

△11,535

　

△0.6

　　　

0.9

その１ 性質別内訳

第65表

　

警

　　

察 費

　　

の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　

較

　

メ

　　　　　　　　　　　　　　　

ｚ！ヽ

　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　

区

　　　　　　　　　

刀

　　　　　

純

　　　　

計

　　　

額

　　　　　

純

　　　

計

　　　

額

　　　　

増

　　

減

　　

額

　　　

増

　

減

　

率

　　　

瑠ズ１

人

　　　

件

　　　

費

　　　　

2,761,253

　　　

83.2

　　　

2,773,977

　　　

83.1

　　　　

△12.724

　　　　

△0.5

　　　　　

0.1

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　　　

320,542

　　　　

9.7

　　　　　

325,852

　　　　

9.8

　　　　

△

　

5,310

　　　　

△1.6

　　　　　

0.7

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　　　　

21,653

　　　　

0.7

　　　　　

21,726

　　　　

0.7

　　　　

△

　　

73

　　　　

△0.3

　　　

△3.3

普通建設事業費

　　　　　

192,465

　　　

5.8

　　　　

194,631

　　　

5.8

　　　　

△2,166

　　　

△1.1

　　　

△12.3

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

　　　　　　　

21.665

　　　　　

0.6

　　　　　　

21,503

　　　　　

0.6

　　　　　　　　

162

　　　　　　

0.8

　　　　

△

　

6.2

　

合

　　　　　　

計

　　　　　

3,317,578

　　　

100．0

　　　　

3,337,689

　　　

100．0

　　　　

△20,111

　　　　

△0.6

　　　

△0.7

その２ 財源内訳 (単位

　

百万円

　

％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　　　　

｀

　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　

ﾗj

　　　　　

純

　　　　

計

　　　

額

　　　　　

純

　　　

計

　　　

額

　　　　

増

　　

減

　　

額

　　　

増

　

減

　

率

　　　

１シ１

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　　　　

60,914

　　　　

1.8

　　　　　

61,775

　　　　

1.9

　　　　

△

　

861

　　　　

△1.4

　　　

△4.6

使用料，手数料

　　　　　

150,659

　　　　

4.5

　　　　　

158,416

　　　　

4.7

　　　　

△7,757

　　　　

△4.9

　　　　　

8.7

諸

　　　　

収

　　　　

入

　　　　　　　

14,847

　　　　

0.4

　　　　　　

6.865

　　　　

0.2

　　　　　　　

7.982

　　　　　

116.3

　　　　　

88.1

その他特定財源

　　　　　

74,050

　　　

2.4

　　　　　

67,874

　　　　

2.0

　　　　　

6.176

　　　　　

9.1

　　　

△10.9

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　　　　

3,017,108

　　　

90.9

　　　　

3,042,759

　　　

91.2

　　　　

△25.651

　　　　

△0.8

　　　

△0.9

　

合

　　　　　　　

計

　　　　　

3,317,578

　　　

100.0

　　　　

3,337,689

　　　

100.0

　　　　

△20,111

　　　　

△0.6

　　　

△0.7
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第66表

　

警

　

察

　

職

　

員

　

数

　

の

　

推

　

移

(単位

　

人)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地

　　　　

方

　　　　

警

　　　　

察

　　　　

職

　　　　

員

　

区

　　　　　　　

分

　　　　　　

地

　

方

　

警

　

務

　

官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

警

　　　

察

　　　

官

　　　　

事

　

務

　

職

　

員

　　　　　　　　　

計

昭

　　　

和

　　　

36

　　　

年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

280

　　　　　　　　　　　　　　

129,482

　　　　　　　　　　　　　　　

19,833

　　　　　　　　　　　　　　

149,315

平

　　　

成

　　　

9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

570

　　　　　　　　　　　　

228,806

　　　　　　　　　　　　　

29,362

　　　　　　　　　　　　

258,168

　　　　　　　　　

10

　　　　　　　　　　　　　　　　　

570

　　　　　　　　　　

229,848

　　　　　　　　　　　

29.302

　　　　　　　　　　

259,150

　　　　　　　　　

11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

570

　　　　　　　　　　

230,236

　　　　　　　　　　　

29,165

　　　　　　　　　　

259,401

　　　　　　　　　

12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

570

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

230.602

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

29,013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

259,615

　　　　　　　　　

13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

582

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

229,871

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

28.939

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

258,810

　

1

　　　　　　　　　

14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

590

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

233,583

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

28.870

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

262,453

　　　　　　　　　

15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

599

　　　　　　　　　　

237.963

　　　　　　　　　　　

28.766

　　　　　　　　　　

266.729

　　　　　　　　　

16

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

604

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

241. 913　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,857　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270,770

　　　　　　　　　

17

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

607

　　　　　　　　　　

245. 374　　　　　　　　　　　28, 799　　　　　　　　　　274,173

　　　　　　　　　

18

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

610

　　　　　　　　　　　

248,834

　　　　　　　　　　　　

28, 709　　　　　　　　　　　277, 543

（注）

　

１

　

地方警務官は警察法施行令第６条の規定に基づく定員、その他は総務省調べによる。

　　　　

２

　

昭和36年は５月31日現在、平成9～18年は４月１日現在の職員数である。

　　　　　　

ただし、地方警務官数については、各年４月１日現在の定員である。
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第67表

　

教

　　

育 費 の 状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減額

　

増減率

　

昌丿

小

　　

学

　　

校

　　

費

　

3,878,686

　

34.2

　

1,224,452

　

23.1

　

5,099,226

　

30.8

　

5.091.419

　

30.1

　　　

7,807

　　　

0.2

　　

△0.6

中

　

学

　　

校

　　

費

　

2,189,455

　

19.3

　　

691.836

　

13.0

　

2,878,230

　

17.4

　

2,871.996

　

17.0

　　　

6.234

　　　

0.2

　

△1.5

高

　

等

　

学

　

校

　

費

　

2,312,858

　

20.4

　　

186,384

　

3.5

　

2,498,825

　

15.1

　

2,549,501

　

15.1

　

△50,676

　

△2.0

　

△1.6

社

　

会

　

教

　

育

　

費

　　

217,450

　　

1.9

　

1,098,778

　

20.7

　

1,298,610

　

7.8

　

1,402.017

　

8.3

　

△103,407

　

△7.4

　　

△5.5

保

　

健

　

体

　

育

　

費

　　　

119.205

　　

1.1

　

1.108.840

　

20.9

　

1.212,852

　　

7.3

　

1,253,549

　　

7.4

　

△40.697

　　

△3.2

　　

△3.5

大

　　　

学

　　　

費

　　

187,254

　　

1.7

　　

88.941

　　

1.7

　　

274,912

　　

1.7

　　

303,809

　　

1.8

　

△28,897

　

△9.5

　　　

2.6

特

　

殊

　

学

　

校

　

費

　　

745,257

　

6.6

　　

17.815

　

0.3

　　

762.790

　

4.6

　　

746,775

　

4.4

　　　

16.015

　　　

2.1

　　

△0.0

幼

　

稚

　　

園

　　

費

　　　

2,651

　　

0.0

　　

242,083

　

4.6

　　

242.330

　　

1.5

　　

245,015

　　

1.4

　

△

　

2,685

　

△1.1

　　

△2.0

教

　

育

　

総

　

務

　

費

　

1.684,940

　

14.9

　　

647,533

　

12.2

　

2,310,059

　

13.9

　

2.446.076

　

14.5

　

△136.017

　　

△5.6

　　

△1.9

　

合

　　　　　

計

　　

11,337,756

　

100.0

　

5,306,661

　

100.0

　

16,577,835

　

100.0

　

16,910,156

　

100.0

　

△332,321

　　

△2.0

　　

△1.7

その２ 性質別内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　

゜ヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　

刀

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

ｔ謔

人

　　　

件

　　　

費

　　

9,611,972

　

84.8

　

1.759.806

　

33.2

　

11.371,778

　

68.6

　

11,581,544

　

68.5

　

△209.766

　

△

　

1.8

　

△

　

1.1

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

392,557

　　

3.5

　　

1.690.868

　

31.9

　

2,083,425

　　

12.6

　　

2,098,344

　　

12.4

　

△

　

14,919

　　

△

　

0.7

　

△

　

1.1

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　　

27,171

　　

0.2

　　　

92.355

　　

1.7

　　　

119,526

　　

0.7

　　　

125,904

　　

0.7

　

△

　

6,378

　　

△

　

5.1

　　

△

　

0.1

扶助費，補助費等

　　

851,794

　　

7.5

　　

429.324

　　

8.1

　

1.225.979

　　

7.4

　

1,196,258

　　

7.1

　　　

29.721

　　　

2.5

　

△0.2

普通建設事業費

　　

369,721

　

3.3

　

1.211,933

　

22.8

　

1,571,208

　

9.5

　

1,708,829

　

10.1

　

△137.621

　

△8.1

　

△8.5

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　

52,066

　

0.5

　　

421.927

　

8.0

　　

473,953

　

2.9

　　

479,160

　

2.8

　

△

　

5,207

　

△1.1

　

△20.0

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　

317,655

　

2.8

　　

789,927

　

14.9

　

1.097,255

　

6.6

　

1,229.669

　

7.3

　

△132,414

　

△10.8

　

△3.1

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　

79

　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

84,541　　0. 7　　122,375　　2.3　　205,919　　1.2　　199,277　　1.2　　　　6.642　　　3.3　　　9.4

　

合

　　　　　　

計

　　

11,337,756

　

100.0

　

5,306,661

　

100.0

　

16,577,835

　

100.0

　

16,910,156

　

100．0

　

△332,321

　

△2.0

　

△1.7

その３ 財源内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減額

　

増減率

　

１昌

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

2,234,991

　

19.7

　　

213.276

　

4.0

　

2,448.267

　

14.8

　

2.912,977

　

17.2

　

△464.710

　

△16.0

　

△8.0

都道府県支出金

　　　　

－

　　

－

　　

49,282

　

0.9

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

一

使用料，手数料･

　

294,230

　

2.6

　　

137,506

　

2.6

　　

431.736

　

2.6

　　

457,156

　

2.7

　

△25.420

　

△5.6

　

△1.5

分担金，負担金，寄附金

　　　　

5,511

　　

0.0

　　　

24,779

　　

0.5

　　　

21,500

　　

0.1

　　　

18.451

　　

0.1

　　　　

3.049

　　　

16.5

　　

△0.2

地

　　　

方

　　　

債

　　

190,635

　　

1.7

　　

469,905

　

8.9

　　

653,134

　

3.9　　744, 091　　4.4　△90,957　△12.2　　△4.7

その他特定財源

　　

142.384

　　

1.3

　　

317.434

　

5.9

　　

446,889

　

2.7

　　

478,907

　

2.9

　

△32,018

　

△6.7

　

△1.2

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　　

8,470,005

　　

74.7

　

4,094,479

　　

77.2

　

12,576,309

　　

75.9

　

12,298,574

　　

72.7

　　　

277,735

　　　　

2.3

　　　　

0.1

　

合

　　　　　　

計

　　

11,337,756

　

100.0

　

5,306,661

　

100.0

　

16,577,835

　

100.0　16,910,156　100.0　△332,321　△2.0　　△1.7
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第68表

　

小

　　

学 校

　　

費 の

　　

状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　

メ

　　　　　　　　　　　　　

ニsヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　

区

　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減額

　

増減率

　

l討

人

　　　　

件

　　　　

費

　　

3,859.017

　

99.5

　　　

174.169

　　

14.2

　

4,033,187

　　

79.1

　　

4,021,731

　　

79.0

　　　　

11,456

　　　　

0.3

　　

△

　

0.2

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

17,911

　　

0.5

　　

430.521

　

35.2

　　

448,432

　　

8.8

　　

435.084

　　

8.5

　　　

13,348

　　　　

3.1

　　

△

　

0.3

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　　　

－

　　

－

　　

40,739

　

3.3

　　

40, 739　0.8　　43,725　0.9　△2,986　　△6.8　　　2.8

普通建設事業費

　　　　

305

　

0.0

　　

499.755

　

40.8

　　

499.752

　

9.8

　　

516.238

　

10.1

　

△16,486

　

△3.2

　

△6.3

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　　

－

　　

－

　　

216.238

　

17.7

　　

216.238

　

4.2

　　

218,241

　　

4.3

　

△2,003

　　

△0.9

　

△20.7

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　　

305

　　

0.0

　　

283,515

　

23.2

　　

283.515

　　

5.6

　　

297.997

　　

5.9

　　

△14,482

　　

△4.9

　　　

8.0

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　　

3

　　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　　

1.453

　　

0.0

　　　

79,268

　　

6.5

　　　

77,116

　　

1.5

　　　

74.641

　　

1.5

　　　　

2.475

　　　

3.3

　　　

17.8

　

合

　　　　　　　

計

　　　

3,878,686

　

100．0

　　

1.224,452

　

100．0

　

5,099,226

　

100．0

　　

5,091,419

　

100．0

　　　　

7,807

　　　　

0.2

　　

△

　

0．6

第69表

　

中

　　

学 校

　　

費 の

　　

状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　

増

　

減額

　

増減率

　

S;:

人

　　　

件

　　　

費

　

2,170.922

　

99 2　　93,427　13.5　2.264.350　78.7　2,271,041　79.1　　△6.691　　△0.3　△0.9

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

15,186

　　

0.7

　　

231.581

　

33.5

　　

246,767

　　

8.6

　　

254,094

　　

8.8

　　

△7,327

　　

△2.9

　

△

　

2.6

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　　　　

3

　　

0.0

　　

22,294

　

3.2

　　

22.297

　

0.8

　　

22.982

　　

0.8

　　

△

　

685

　　

△3.0

　

△1.8

普通建設事業費

　　　

2,319

　

0.1

　　

289,192

　

41.8

　　

291.404

　

10.1

　　

270.076

　

9.4

　　

21,328

　　　

7.9

　

△6.2

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　　

1.156

　　

0.1

　　

128.084

　

18.5

　　

129,240

　　

4.5

　　

120.002

　　

4.2

　　　　

9,238

　　　

7.7

　

△20.1

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　　

1,164

　　

0.1

　　

161.107

　

23.3

　　

162.164

　　

5.6

　　

150,074

　　

5.2

　　　

12.090

　　　

8.1

　　　

9.1

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　　

1

　　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

1,025

　　

0.0

　　　

55.342

　　

8.0

　　　

53,412

　　

1.8

　　　

53.803

　　

1.9

　　

△

　

391

　　

△0.7

　　　

1.5

　

合

　　　　　　　

計

　　　

2,189,455

　

100．0

　　　

691,836

　

100．0

　　

2,878,230

　

100.0

　　

2,871,996

　

100．0

　　　　

6,234

　　　　

0.2

　　

△

　

1．5

第70表

　

高

　

等 学

　

校 費

　

の 状

　

況

(単位

　

百万円

　

％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　　

ｚ:s、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　

刀

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　

増減率

　

昌：

人

　　　

件

　　　

費

　

1,926,582

　

83.3

　　

131,293

　

70.4

　

2,057,875

　

82.4

　

2,078,615

　

81.5

　

△20,740

　

△1.0

　

△1.1

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

147,901

　　

6.4

　　　

16,787

　　

9.0

　　　

164,688

　　

6.6

　　　

167.792

　　

6.6

　　

△

　

3,104

　　

△

　

1.8

　　

△

　

2.5

維

　　　

持

　　　

補

　　　

修

　　　

費

　　　　　　　

17,630

　　　　

0.8

　　　　　　　

1,516

　　　　

0.8

　　　　　　

19.146

　　　　

0.8

　　　　　　

19.290

　　　　

0.8

　　　　

△

　　　　

144

　　　

△

　　

0.7

　　　

△

　　

7.5

普通建設事業費

　　

210,014

　　

9.1

　　　

24,352

　

13.1

　　

234,293

　　

9.4

　　

254.362

　

10.0

　　

△20,069

　

△

　

7.9

　

△4.9

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　

26.874

　　

1.2

　　　　

256

　

0.1

　　

27.130

　　

1.1

　　

36,709

　　

1.4

　

△9.579

　

△26.1

　

△15.6

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　

183,140

　

7.9

　　

24.096

　

12.9

　　

207,163

　

8.3

　　

217,653

　

8.5

　

△10,490

　

△4.8

　

△2.8

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

10,731

　　

0.4

　　

12.436

　

6.7

　　

22,823

　

0.8

　　

29,442

　　

1.1

　

△6,619

　

△22.5

　　　

0.5

　

合

　　　　　　

計

　　

2,312,858

　

100．0

　　

186,384

　

100.0

　

2,498,825

　

100．0

　

2,549,501

　

100．0

　

△50,676

　

△2．0

　

△1．6
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第71表

　

社 ふ
二 教

　

育 費

　

の 状

　

況

(単位

　

百万円．(馴

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　

増減額

　

増減率

　

ｔ１７

人

　　　　

件

　　　　

費

　　　

60,260　27. 7　　420, 128　38.2　　480,387　37.0　　486,989　34.7　△　6,602　△　1.4　△　2.1

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

67,217

　

30.9　　378, 462　34.4　　445.680　34.3　　456,961　32.6　△　11.281　△　2.5　△　2.2

普通建設事業費

　　

58,533

　

26.9

　　

201.188

　

18.3

　　

253,569

　

19.5

　　

329,998

　

23.5

　

△76,429

　

△23.2

　

△14.5

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　　

4.802

　　

2.2

　　　

41.997

　　

3.8

　　　

46,765

　　

3.6

　　　

48,987

　　

3.5

　

△

　

2.222

　　

△

　

4.5

　

△

　

2.6

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

53,731

　

24.7

　　

159,191

　

14.5

　　

206,804

　

15.9

　　

281.011

　

20.0

　

△74,207

　

△26.4

　

△16.2

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　

0

　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

31,440

　

14.5

　　　

99,000

　　

9.1

　　　

118,974

　　

9.2

　　

128.069

　　

9.2

　

△

　

9.095

　

△

　

7.1

　

△

　

4.3

　

合

　　　　　　

計

　　　

217,450

　

100．0

　

1,098,778

　

100.0

　

1,298,610

　

100.0

　

1,402,017

　

100．0

　

△103,407

　

△7．4

　

△5．5

第72表

　

保

　

健 体

　

育 費

　

の 状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　

増減額

　

増減率

　

１１斐

人

　　　

件

　　　

費

　　　

33.701

　

28.3

　　

373,520

　

33.7

　　

407.220

　

33.6

　　

423.344

　

33.8

　

△16,124

　

△3.8

　

△4.0

物

　　　　

件

　　　　

費

　　　

29.236

　

24.5

　　

481,083

　

43.4

　　　

510.319

　

42.1

　　　

500.772

　

39.9

　　　　

9.547

　　　　

1.9

　　　　

0.1

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　　　

1,615

　　

1.4

　　　

12,964

　　

1.2

　　　

14,579

　　

1.2

　　　

15,251

　　

1.2

　　

△

　　

672

　

△

　

4.4

　　　　

1.3

普通建設事業費

　　

15,566

　

13.1

　　

147.945

　

13.3

　　

160,054

　

13.2

　　

187.787

　

15.0

　

△27.733

　

△14.8

　

△11.4

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　　

471

　　

0.4

　　

26.144

　　

2.4

　　

26,615

　　

2.2

　　

27.784

　　

2.2

　

△1.169

　

△4.2

　

△25.3

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

15,095

　

12.7

　　

121,800

　

11.0　　133, 439　11.0　　160.003　12.8　△26,564　△16.6　△8.4

　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　

0

　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

－

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

39,087

　

32.7

　　　

93,328

　　

8.4

　　　

120.680

　　

9.9

　　　

126,395

　　

10.1

　　

△

　

5,715

　

△

　

4.5

　

△

　

2.9

　

合

　　　　　　

計

　　　

119,205

　

100．0

　

1,108,840

　

100.0

　

1,212,852

　

100．0　1 ,253,549　100.0　△40,697　△3.2　△3.5

　　　

体育施設費等

　　　

96.547

　

81.0

　　

429,069

　

38.7

　　

511.664

　

42.2　　538, 046　42.9　　△26,382　△　4.9　△　5.2

上記の
劉

　　　

学校給食費

　　　

22,658

　

19.0

　　

679,771

　

61.3

　　

701,188

　

57.8　　715. 502　57.1　　△14,314　△2.0　△2.1
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その１ 総

　　

括

第73表性質別歳出決算額の状況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　

増

　　

減

　　

率

　　　

前年度増減率

　

区

　　　

分

　　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　　　

純

　

計

　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　

増減額

　　　　　　　　　　　　　

｀首

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｇｊ市附心額ｇ震市四回額

人

　　

件

　　

費

　

15,008.561

　

31.4

　

10.255.691

　

20.9

　

25,264.252

　

27.9

　

25.613,293

　

28.1

　

△

　

349,041

　

△

　

1.4

　

△

　

1.3

　

△

　

1.4

　

△

　

0.8

　

△

　

1.8

　

△

　

1.2

物

　　

件

　　

費

　　

1,596.897

　　

3.3

　

6.176.431

　

12.6

　

7,773.327

　　

8.6

　

7,926,420

　　

8.7

　

△

　

153.093

　

△

　

4.3

　

△

　

1.3

　

△

　

1.9

　

△

　

1.9

　　　

1.0

　　　

0,4

維持補修費

　　

407,078

　

0.9

　　

651,560

　

1.3

　

1,058,639

　

1.2

　

1,062,485

　

1.2△

　　

3.846△1.3

　　

0.2△0.4

　　

0.3

　　

0.7

　　

0.6

扶

　　

助

　　

費

　　　

952,901

　　

2.0

　

6,714,881

　

13.7

　

7,667,782

　　

8.5

　

7,479,496

　　

8,2

　　　

188,286

　

△

　

7.1

　　　

4.0

　　　

2.5

　

△

　

1.3

　　　

7.6

　　　

6.3

補

　

助

　

費

　

等

　　

9.207.686

　

19.2

　

3,290.043

　　

6.7

　

7,234,778

　　

8.0

　

6,833,998

　　

7.5

　　　

400,780

　　　

7.2

　

△

　

2.8

　　　

5,9

　　　

0.6

　

△

　

1,9

　

△

　

3.1

普通建設事業費

　

8,559.253

　

17.9

　

7.270.119

　

14.8 15,104,285　16.7 16,336,661　17.9△1,232,376　△7.9　△7.9　△7.5　△10.6　△10.7　△10.5

　

う

　

補助事業費

　　

4･040･703

　　

8.4

　

2,380,742

　　

4.9

　

6,176,186

　　

6.8

　

6,646,639

　　

7.3

　

△

　

470,453

　

△9.2△4.4△7.1

　

△16.0△15.8△15.6

　

べ

独事業費

　　

3,379.390

　　

7.1

　

4,542,187

　　

9.3

　

7,663,852

　　

8.4

　

8,427,639

　　

9.2

　

△

　

763,787

　

△

　

8.7

　

△

　

9.8

　

△

　

9.1

　

△

　

7.0

　

△

　

7.7

　

△

　

7.5

災害復旧事業費

　　　

500.047

　　

1.0

　　

309,835

　　

0.6

　　

708,051

　　

0.8

　　

493,774

　　

0.5

　　　

214,277

　　

63.1

　　

31.9

　　

43.4

　　

50.8

　　

79.9

　　

63.0

失業対策事業費

　　　

2,363

　　

0.0

　　

14.178

　

0.0

　　

16.542

　　

0.0

　　

18.078

　　

0.0△

　　

1.536

　

△13.9

　

△

　

7.5

　

△

　

8.5

　　

23.8

　　

0.2

　　

3,2

公

　　

債

　　

費

　　

7.222.192

　

15.1

　

6,792.075

　

13.8

　

13.923.276

　

15.4

　

13,078.625

　

14.3

　　　

844.651

　　　

8.7

　　　

4.0

　　　

6.5

　

△

　

0.2

　

△

　

1.0

　

△

　

0.6

積

　　

立

　　

金

　　　

554.320

　　

1.2

　

1.302.320

　　

2.7

　

1,856.639

　　

2.0

　

1,537,643

　　

1.7

　　　

318,996

　　

19.2

　　

21.4

　　

20.7

　

△12.4

　　　

3.8

　

△

　

1.7

投資及び出資金

　　

194.902

　

0.4

　　

242,135

　

0.5

　　

437.037

　

0.5

　　

646,439

　　

0.7△

　

209,402

　

△48.1

　

△10.6

　

△32.4

　　

64.5

　　

7.9

　　

34.9

貸

　　

付

　　

金

　

3,453,146

　

7.2

　

1,645,859

　

3.4

　

5,043.210

　

5.6

　

5,611.061

　　

6.1

　

△

　

567,851

　

△12.1

　

△

　

6.2

　

△10.1

　　

8,6

　

△2.8

　　

4.8

繰

　　

出

　　

金

　　

211,247

　

0.4

　

4,371,079

　

8,9

　

4.582.326

　　

5.1

　

4,589,461

　　

5.0△

　　

7.135

　

△19.7

　　　

1.0

　

△

　

0.2

　　

11.9

　　

2.3

　　

2.8

前年度繰上充用金

　　　

2,708　　0.0　　　24,490　　0.0　　　27,198　　0.0　　　20,480　　0.0　　　　6.718　　83.5　　28.9　　32.8　△84.7　　10.9　△23.5

　

歳出合計

　

47,873,301　100．0 49,060,696 100.0 90,697,342 100．0 91,247,914　100.0 △　550,572△0．7△0.4△0．6△1．5△1．1　△1．4

　

う

　

義務的経費

　

23･183.654

　

48.4

　

23,762,647

　

48.4

　

46,855,309　51. 7　46,171,414　50.6　　　683.895　　　1.3　　　1,6　　　1,5　△　0.7　　　0.9　　　0,1

　

ち

|

投資的経費

　　

9,061,664　18. 9　7, 594.132　15. 5　15,828.878　17.5　16.848,513　18.5　△1,019,635　△　5.6　△　6.7　△　6.1　△　9.4　△　9.4　△　9,3

(注)

　

普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独

事業費を含む。
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その２ 推

　　

移

第73表性質別歳出決算額の状況（つづき）

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決

　　　　　　　　　　　

算

　　　　　　　　　　　

額

　　　　　　　　　　　　

指

　　　　　　　　　　

数

　　

区

　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　

平成12年度

　　

13年度

　　　

14年度

　　　

15年度

　　　

16年度

　　　

17年度

　　　

12

　　

13

　　

14

　　

15

　　

16

　　

17

人

　　　　

件

　　　　

費

　

26, 877, 474　26, 838,319　26,394,220　25.932.276　25,613,293　25,264,252　100　100　　98　　96　　95　　94

物

　　　　

件

　　　　

費

　　

7,702.171

　　

7,888,370

　

7,951,029

　

7,893,696

　

7,926,420

　

7,773,327

　

100

　

102

　

103

　　

102

　

103

　

101

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　

1,106,532

　　

1,079,516

　　

1,059,327

　　

1.056,352

　　

1,062,485

　　

1,058,639

　　

100

　　

98

　　

96

　　

95

　　

96

　　

96

扶

　　　　

助

　　　　

費

　　

6,096,361

　　

6,474,615

　　

6,742,408

　　

7.034.889

　　

7.479.496

　　

7,667,782

　　

100

　　

106

　　

111

　　

115

　　

123

　　

126

普通建設事業費

　

23.901,749

　

22,531,237

　

20,824.161

　

18.250.343

　

16.336.661

　

15,104,285

　

100

　

94

　

87

　

76

　

68

　

63

災害復旧事業費

　　

503.547

　　

403.156

　　

345.536

　　

302.929

　　

493,774

　　

708,051

　

100

　

80

　

69

　

60

　

98

　

141

失業対策事業費

　　　

28,233

　　

38.400

　　

18,284

　　

17.519

　　

18.078

　　

16,542

　

100

　

136

　

65

　

62

　

64

　

59

公

　　　　

債

　　　　

費

　　

12,346,153

　

12.820,741

　

13,036.495

　

13,154,898

　

13,078,625

　

13.923.276

　　

100

　　

104

　　

106

　　

107

　　

106

　　

113

積

　　　　　　　

立

　　　　　　　　

金

　　　　

1,947,400

　　　

2,024,156

　　　

1,364,078

　　　

1,564,243

　　　

1,537,643

　　　

1,856,639

　　　

100

　　　

104

　　　　

70

　　　　

80

　　　　

79

　　　　

95

そ

　　　　

の

　　　　

他

　

17,106,740

　

17.333,178

　

17.103.880

　

17.374.696

　

17.701.439

　

17,324,549

　　

100

　　

101

　　

100

　　

102

　　

103

　　

101

　

歳

　　

出

　　

合

　　

計

　　　

97,616,360

　

97.431,688

　

94,839,418

　

92,581,841

　

91,247,914

　

90,697,342

　　

100

　　

100

　　

97

　　

95

　　

93

　　

93

　

う

　　

義

　

務

　

的

　

経

　

費

　　

45･ 319･ 988　　46･ 133･ 675　　46･ 173･ 123　　46･ 122･ 062 46,171,414　46.855.309　　　100 102　　　102　　　102　　　102　　　103

　

ち

ﾚ

投:

　

１

　

自勺

　

船E

　

1

　　

24,433,530

　

22.972.793

　

21,187,981

　

18,570,791

　

16,848,513

　　

15,828,878

　　

100

　　　　

94

　　　　

87

　　　　

76

　　　　

69

　　　　

65

(単位

　

％)

　　　　　　　　　　　　　

決

　　

算

　　

額

　　

構

　　

成

　　

比

　　　　　　　　　　

増

　　　　　　　　

減

　　　　　　　　

率

　　

区

　　　　　　

分

　　　　　　　　　　

12

　　　

13

　　　

14

　　　

15

　　　

16

　　　

17

　　　

12

　　　

13

　　　

14

　　　

15

　　　

16

　　　

17

　

人

　　　

件

　　　

費

　　

27.5

　　

27.5

　　

27.8

　　

28.0

　　

28.1

　　

27.9

　

△0.6

　

△0.1

　

△1.7

　

△1.8

　

△1.2

　

△1.4

　

物

　　　

件

　　　

費

　　　

7.9

　　

8.1

　　

8.4

　　

8.5

　　

8.7

　　

8.6

　

△3.6

　　

2.4

　　

0.8

　

△0.7

　　

0.4

　

△1.9

　

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　　

1.1

　　　

1.1

　　

1.1

　　

1.1

　　

1.2

　　

1.2

　　

1.2

　

△2.4

　

△1.9

　

△0.3

　　

0.6

　

△0.4

　

扶

　　　

助

　　　

費

　　　

6.2

　　

6.6

　　

7.1

　　

7.6

　　

8.2

　　

8.5

　

△11.8

　　

6.2

　　

4.1

　　

4.3

　　

6.3

　　

2.5

　

普通建設事業費

　　

24.5

　　

23.1

　　

22.0

　　

19.7

　　

17.9

　　

16.7

　

△8.5

　

△5.7

　

△7.6

　

△12.4

　

△10.5

　

△7.5

　

災害復旧事業費

　　

0.5

　　

0.4

　　

0.4

　　

0.3

　　

0.5

　　

0.8

　

△25.2

　

△19.9

　

△14.3

　

△12.3

　　

63.0

　　

43.4

　

失業対策事業費

　　

0.0

　　

0.0

　　

0.0

　　

0.0

　　

0.0

　　

0.0

　

△4.9

　　

36.0

　

△52.4

　

△4.2

　　

3.2

　

△8.5

　

公

　　　　

債

　　　　

費

　　　

12.6

　　　

13.2

　　　

13. 7　　　14. 2　　　14. 3　　　15.4　　　5.0　　　3.8　　　1.7　　　0.9　△　0.6　　　6.5

　

積

　　　

立

　　　

金

　　　

2.0

　　

2.1

　　

1.4

　　

1.7

　　

1.7

　　

2.0

　

△22.5

　　

3.9

　

△32.6

　　

14.7

　

△1.7

　　

20.7

　

そ

　　　

の

　　　

他

　　

17.7

　　

17.9

　　

18.1

　　

18.9

　　

19.4

　　

18.9

　

△2.3

　　

1.3

　

△1.3

　　

1.6

　　

1.9

　

△2.1

　

歳

　

出

　

合

　

計

　　　

100.0

　　

100．0

　　

100.0

　　

100.0

　　

100．0

　　

100．0　△3．9　△0.2　△2.7　△2．4　△1．4　△0．6

　

う義務的経費

　　

46.4

　　　　　

47.3

　　　　　

48.7

　　　　　

49.8

　　　　　

50.6

　　　　　

51.7

　　

△

　　

0.9

　　　　　　

1.8

　　　　　　

0.1

　　

△

　　

0.1

　　　　　　

0.1

　　　　

1.5

　

ち

|

投資的経費

　　

25.0

　　

23.6

　　

22.3

　　

20.1

　　

18.5

　　

17.5

　

△8.9

　

△6.0

　

△7.8

　

△12.4

　

△9.3

　

△6.1

資73



第74表

　

団体種類別性質別歳出の状況

　　　　　　　　　　　　　　　

義務的経費人件費扶助費公債費掌ﾍﾞﾐｵt蓉補助事業費単独事業費物件費貸付金その他歳出合計

　　　　　

大

　　

祖s

　　

市‘

　　

51,180

　　

16.643

　　

16,693

　　

17,844

　　

13.418

　　

4,346

　　

8,252

　　

9, 435　　8, 081　　19, 41 1　101, 525

　　　　　

q=］

　　　　

ｷ亥

　　　　

了打

　　　　

28,740

　　　　

11,435

　　　　

10,019

　　　　

7,286

　　　　

8,616

　　　　

2,500

　　　　

5,656

　　　　

6, 939　　　　　1 , 946　　　　1 1 , 414　　　　57, 655

　　

耳z

　

特

　　　　

|列

　　　　

7↑i

　　　　

16,729

　　　　

7.305

　　　　

5.506

　　　　

3.917

　　　　

4.624

　　　　　

1,406

　　　　

3, 081　　　　　4, 160　　　　　1 , 069　　　　7･ 227　　　33, 809

　　

成;

　

都s

　　　　　　

i打

　　

92.434

　　

41,874

　　

25.426

　　

25,134

　　

29,621

　　　

9,544

　　

18,790

　　

25,788

　　

4,467

　　

48,895

　

201,205

　　　　　　

吽l

　　　

m

　　　

T↑i

　　　

43,254

　　　

19.219

　　　

13,308

　　　

10,727

　　　

12,669

　　　　

3,821

　　　　

8,389

　　　

12, 079　　　　2, 554　　　20, 611　　　91, 167

決z

　　

17

/」ヽ　　　都S　　　　i↑i　　　　49.180　　　　22,655　　　　12.118　　　　14.407　　　　16,952　　　　　5,723　　　　10.401　　　　13,710　　　　　1.914　　28,282　　　110.038

　　

j竿

　　

μ汀

　　　　　　　　　　　

ｷt

　　　　

25.757

　　　　

12.745

　　　　　

3,908

　　　　　

9,104

　　　　

10,469

　　　　　

3,877

　　　　　

5,939

　　　　　

8,237

　　　　　　

457

　　　　

18,087

　　　　

63.007

　　

度こ

　　

田Tｷ1にでjJこJ、ヱ）

　

18,116

　　

9,101

　　

3.116

　　

5,899

　　

7,158

　　

2,496

　　

4,231

　　　

5,866

　　　　

312

　　

12,519

　　

43,971

　　　　　　

111丁十す（１ｊ７末済D

　　　

7,641

　　

3.644

　　　

792

　　

3,205

　　

3,310

　　

1,382

　　

1,709

　　

2,372

　　　

145

　　

5,568

　　

19,036

勇:

　　　

合

　　　　　　

劃一

　

214.839

　　

90,002

　　

61,552

　　

63,285

　　

66,749

　　

21,673

　　

41,719

　　

54,560

　　

16,021

　

105. 032　457, 201

　　　　　

大

　　

|邦

　　

i打

　　

46,781

　　

16,392

　　

15,888

　　

14,501

　　

13,888

　　

4,733

　　

8,290

　　

9,233

　　

8, 641　　18, 816　　97, 359

　　　　　

吽1

　　　　

ｷ亥

　　　　

一市

　　　　

26,307

　　　　

10.696

　　　　

8,795

　　　　

6,815

　　　　

8,604

　　　　

2,309

　　　　

5,966

　　　　

6,437

　　　　　

1,941

　　　　

10,166

　　　

53,455

額

　

耳z

　

特=

　　

4列

　　

了訂

　　

17,133

　　

7.549

　　

5,609

　　

3,975

　　

5,071

　　　

1.340

　　

3,555

　　

4,211

　　　

1 , 134　　7, 197　　34, 746

籐

　

成;

　

都s

　　　　　　

市’

　

82,056

　　

37,236

　　

23,020

　　

21.799

　　

27,342

　　

8,317

　　

17.879

　　

22,963

　　

4,649

　　

41, 131　178. 141

巴

　　　　

中

　　

都s

　　

i打

　　

38,265

　　

16,972

　　

11,977

　　　

9.316

　　

11,213

　　　

3.227

　　　

7,604

　　

10,610

　　　

2,481

　　

17, 275　　79, 844

　　

16

　　

/jヽ

　　

都S

　　

一市

　　

43,791

　　

20.264

　　

11,044

　　

12,484

　　

16,129

　　

5,090

　　

10,275

　　

12,353

　　

2,169

　　

23.855

　　

98 297

　　

:年

　　

F町

　　　　　　　　　　　

半寸

　　　　

38,502

　　　　

19,325

　　　　　

5,800

　　　　

13,377

　　　　

18,394

　　　　　

5,933

　　　　

11,449

　　　　

12,275

　　　　　　

705

　　　　

26,397

　　　　

96,273

　　

度:

　　

1111r村一心万万‘JこJ､ヱ）

　

23,834

　　

12,160

　　

4,202

　　

7.472

　　

10,714

　　

3,095

　　

7.045

　　

7,841

　　　

467

　　

16,355

　　

59,211

　　　　　　

町rttdﾌj’7末１）

　

14.668

　　

7.166

　　

1,598

　　

5.905

　　

7.680

　　

2,838

　　

4,403

　　

4,434

　　　

238

　　

10,043

　　

37.063

　　　　　

合

　　　　　　　　　　　

計

　　　

210.779

　　　　

91.198

　　　　

59,113

　　　　

60.468

　　　　

73.299

　　　　

22.631

　　　　

47,139

　　　　

55,120

　　　　

17,071

　　　

103,705

　　　

459,974

　　　　　

大

　　

都

　　

市

　　　

23.8

　　　

18.5

　　　

27.1

　　　

28.2

　　　

20.1

　　　

20.1

　　　

19.8

　　　

17.3

　　　

50.4

　　　

18.5

　　　

22.2

　　　　　

中

　　

核

　　

市

　　　

13.4

　　　

12.7

　　　

16.3

　　　

11.5

　　　

12.9

　　　

11.5

　　　

13.6

　　　

12.7

　　　

12.1

　　　

10. 9　　　12. 6

　　

平

　

特

　　

例

　　

市

　　　　

7.8

　　　

8.1

　　　　

8.9

　　　　

6.2

　　　

6.9

　　　

6.5

　　　　

7.4

　　　　

7.6

　　　　

6.7

　　　　

6.9

　　　

7.4

　　

成

　

都

　　　　　　

市

　　　

43.0

　　　

46.5

　　　

41.3

　　　

39.7

　　　

44.4

　　　

44.0

　　　

45.0

　　　

47.3

　　　

27.9

　　　

46.6

　　　

44.0

　　　　　　

中

　　

都

　　

市

　　　

20.1

　　　

21.4

　　　

21.6

　　　

16.9

　　　

19.0

　　　

17.6

　　　

20.1

　　　

22.1

　　　

15.9

　　　

19.6

　　　

19.9

構

　

17

　　

小

　　

都

　　

市

　　　

22.9

　　　

25.2

　　　

19.7

　　　

22.8

　　　

25.4

　　　

26.4

　　　

24.9

　　　

25.1

　　　

11.9

　　　

26.9

　　　

24.1

　　

年

　

町

　　　　　　

村

　　　

12.0

　　　

14.2

　　　　

6.3

　　　

14.4

　　　

15.7

　　　

17.9

　　　

14.2

　　　

15.1

　　　　

2.9

　　　

17.2

　　　

13.8

　　

度

　　

町村（１万以上）

　　　

8.4

　　　

10.1

　　　　

5.1

　　　　

9.3

　　　

10.7

　　　

11.5

　　　

10.1

　　　

10.8

　　　　

1.9

　　　

11.9

　　　

9.6

　　　　　　

町村（１万未満）

　　　

3.6

　　　

4.0

　　　

1.3

　　　

5.1

　　　

5.0

　　　

6.4

　　　

4.1

　　　　

4.3

　　　

0.9

　　　

5.3

　　　

4.2

成

　　　

合

　　　　　　

計

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　　　

大

　　　

都

　　　

市

　　　

22.2

　　　

18.0

　　　

26.9

　　　

24.0

　　　

18.9

　　　

20.9

　　　

17.6

　　　

16.8

　　　

50.6

　　　

18.1

　　　

21.2

　　　　　

中

　　　

核

　　　

市

　　　

12.5

　　　

11.7

　　　

14.9

　　　

11.3

　　　

11.7

　　　

10.2

　　　

12.7

　　　

11.7

　　　

11.4

　　　　

9.8

　　　

11.6

比

　

平

　

特

　　

例

　　

市

　　　　

8.1

　　　　

8.3

　　　　

9.5

　　　

6.6

　　　

6.9

　　　　

5.9

　　　　

7.5

　　　　

7.6

　　　　

6.6

　　　　

6.9

　　　

7.6

兄

　

成

　

都

　　　　　　

市

　　　

38.9

　　　

40.8

　　　

38.9

　　　

36.1

　　　

37.3

　　　

36.7

　　　

37.9

　　　

41.7

　　　

27.2

　　　

39.7

　　　

38.7

ご

　　　　

中

　　

都

　　

市

　　　

18.2

　　　

18.6

　　　

20.3

　　　

15.4

　　　

15.3

　　　

14.3

　　　

16.1

　　　

19.2

　　　

14.5

　　　

16.7

　　　

17.4

　　

16

　　

小

　　

都

　　

市

　　　

20.8

　　　

22.2

　　　

18.7

　　　

20.6

　　　

22.0

　　　

22.5

　　　

21.8

　　　

22.4

　　　

12.7

　　　

23.0

　　　

21.4

　　

年

　

町

　　　　　　

村

　　　

18.3

　　　

21.2

　　　　

9.8

　　　

22.1

　　　

25.1

　　　

26.2

　　　

24.3

　　　

22.3

　　　　

4.1

　　　

25.5

　　　

20.9

　　

度

　　

町村（１万以上）

　　　

11.3

　　　

13.3

　　　　

7.1

　　　

12.4

　　　

14.6

　　　

13.7

　　　

14.9

　　　

14.2

　　　　

2.7

　　　

15.8

　　　

12.9

　　　　　　

町村（１万未満）

　　　

7.0

　　　　

7.9

　　　　

2.7

　　　　

9.8

　　　

10.5

　　　

12.5

　　　　

9.3

　　　　

8.0

　　　　

1.4

　　　　

9.7

　　　　

8.1

　　　　　

合

　　　　　　

計

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　

100.0

　　　　　

大

　　　　

都S

　　　　

市｀

　　　　　

4 , 399　　　　　　251　　　　　　805　　　　3, 343　　　△　471　　　△　387　　　八　　38　　　　　　202　　　△　　500　　　　　　596　　　　　4,166

　　　　　

中

　　　　

ｷ亥

　　　　

丿打

　　　　　

2,433

　　　　　　

738

　　　　　

1.224

　　　　　　

471

　　　　　　　

13

　　　　　　

191

　　　

△

　

310

　　　　　　

502

　　　　　　　　

5

　　　　　

1.247

　　　　

4,200

　

坤?

　　

特=

　　　

■

　　　　

j打

　　

八

　　

404

　　　

△

　

244

　　　

八

　　

103

　　　

八

　　

58

　　　

△

　

446

　　　　　　　

66

　　　

△

　

475

　　　

八

　

51

　　　

八

　　　

66

　　　　　　　　

29

　　

乙

　　　

938

　

i咸

　　

m

　　　　　　　　　　

T↑i

　　　　

10, 378　　　　4, 638　　　　2, 405　　　　3, 334　　　　2, 280　　　　1 , 227　　　　　　912　　　　2, 826　　　八　182　　　　7.763　　　23,064

　　　　　　

昨1

　　　

都i

　　　

‾市

　　　　　

4.989

　　　　

2,247

　　　　　

1.331

　　　　　

1,411

　　　　　

1.456

　　　　　　

593

　　　　　　

785

　　　　　

1,468

　　　　　　　

73

　　　　

3,336

　　　　

11,323

　

額

　　　　　

/jヽ

　　　

・

　　　

j↑i

　　　　　

5,389

　　　　

2.392

　　　　　

1.074

　　　　　

1,923

　　　　　　

823 634　　　　126　　　　　1.357　　　乙　　255　　　　　4,427　　　　11,741

　

篠

　　　　

町r

　　　　　　　　　　　

ﾎす

　　

八12･ 745　　　乙6･ 581　　　八1 ･ 892　　　乙4･273　　　八7,926　　　乙2,056　　　八5.509　　　八4.038　　　△　248　　　八8,309　　八33,266

　

巴

　　　

町‘村‘（１ｊ£Ｊヽヱ）乙5･ 718　乙3･ 059　八1･086　乙1･573　乙3, 556　乙　600　八2.815　乙1.976　乙　155　八3.835　乙15.240

　　　　　　

1HT村‾にｊ乙宋1薗）乙7･027

　

八3･522

　

乙

　

806

　

八2,700

　

八4･370

　

八1.456

　

八2,695

　

乙2.062

　

八

　

93

　

八4.474

　

八18,027

　　　　　

合

　　　　　　　　　　　

計

　　　　　

4･060

　　　

八1
･
197　　　　2･ 440　　　　　2･ 817　　　乙6･550　　　△　958　　　八5.420　　　乙　　560　　　八1,050　　　　　1,326　　△　2,774

　　　　　

大

　　

都

　　

市

　　　

9.4

　　　

1. 5　　　5. 1　　23. 1　△3.4　△8.2　△0.5　　　2.2　△6.5　　　3.2　　　4.3

　　　　　

中

　　

核

　　

市

　　　　

9.2

　　　　

6.9

　　　

13.9

　　　　

6. 9　　　0. 1　　　　8.3　△　5.2　　　　7.8　　　　0.3　　　12.3　　　　7.9

　

増

　

特

　　

例

　　

市

　

△2.4

　

△3.2

　

△1.8

　

△1.5

　

△8.8

　　　

4.9

　

△13.3

　

△1.2

　

△5.8

　　　

0.4

　

△

　

2.7

　

。

　

都

　　　　　　

市

　　　

12.6

　　　

12.5

　　

10.4

　　

15.3

　　　

8.3

　　

14.8

　　　

5.1

　　

12.3

　

△3.9

　　

18.9

　　

12.9

　

減

　　　

中

　　

都

　　

市

　　　

13.0

　　　　

13.2

　　　　

11.1

　　　　

15.1

　　　　

13.0

　　　　

18.4

　　　

10.3

　　　　

13.8

　　　　

2.9

　　　　

19.3

　　　　

14.2

　

率

　　　

小

　　

都

　　

市

　　　

12.3

　　　

11.8

　　　

9. 7　　　15.4　　　5. 1　　　12. 5　　　1.2　　　11.0　　△11.8　　　18.6　　　11.9

　

－

　

町

　　　　　

村

　

△33. 1　△34. 1　△32, 6　△31.9　△43. 1　△34.6　△48.1　△32.9　△35.1　△31.5　△34.6

　

芒

　　

町村（１万以上）

　

△24.0

　

△25.2

　

△25.9

　

△21.1

　

△33.2

　

△19.4

　

△40.0

　

△25.2

　　

△33.2

　

△23.4

　

△25.7

　　　　　　

町村（１万未満）

　

△47.9

　

△49.2

　

△50.4

　

△45.7

　

△56. 9　△51.3　△61.2　△46.5　　△38.9　△44.6　△48.6

　　　　　

合

　　　　　

計

　　　

1.9

　

△1.3

　　　

4.1

　

△4.7

　

△8.9

　

△4.2

　

△11.5

　

△1.0

　

△6.2

　　　

1.3

　

△

　

0.6
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括

第75表 一

般

　

財

　

源

　

の

　

充

　

当

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　　

比

　　　　

較

　

区

　　　

分

　　　　　　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

純

　

計

　

額

　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

純

　

計

　

額

　　

増減額

　

増減率tｽﾞ１

一

　

般

　

財

　

源28, 087,026 100.0 28,981,918 100.0 55,130,096 100.0 26,482,113 100.0 28,361,304 100.0 52,827,821 100.0　2,302,275　4.4　0.7

義務的経費

　

16.549.723

　

58.9 14.827,416　51.2 32,539,776　59.0 15,800,193　59 7 14,436,634　50.9 31,236,972　59.1　1,302,804　　4.2　　2.0

　

人

　　

件

　　

費

　

10,746,788

　

38.3

　

7.809.706

　

26.9

　

19,014,818

　

34.5

　

10.146,217

　

38.3

　

7,716,018

　

27.2

　

18,244,942

　

34.5

　　

769,876

　　

4.2

　　

1.9

　

扶

　　

助

　　

費

　　

380,187

　

1.4

　

1,976.910

　

6,8

　

2,957,293

　

5,4

　　

389,345

　

1.5

　

1.800,457

　

6.3

　

2,737,856

　

5.2

　　

219,437

　　

8.0

　　

6.5

　

公

　　

債

　　

費

　　

5.422.747

　

19.3

　

5,040.800

　

17.4

　

10,567,665

　

19.2

　

5,264,631

　

19.9

　

4,920,159

　

17.3

　

10,254,174

　

19.4

　　

313,491

　　

3.1

　　

1.0

投資的経費

　

1,683,839

　

6.0

　

2,129,078

　

7.3

　

3,794,885

　

6.9

　

1.770.315

　

6.7

　

2,276,141

　

8.0

　

3.972,533

　

7.5△177,648△4.5△9.2

　

普通建設事業費

　

1,673,667

　

6.0

　

2,096.146

　

7.2

　

3,758,312

　

6.8

　

1,754,415

　

6.6

　

2.218.477

　

7.8

　

3,902.708

　

7,4

　

△144.396△3.7△10.1

　

災害復旧事業費

　　　

9,906

　

0.0

　　

30,289

　

0.1

　　

32,363

　

0.1

　　

15.525

　

0.1

　　

55,146

　

0.2

　　

65,544

　

0.1

　

△33,181△50.6

　

121.5

　

失業対策事業費

　　　　

267

　

0.0

　　　

2,643

　

0.0

　　　

4,211

　

0.0

　　　

374

　

0.0

　　　

2,518

　

0.0

　　　

4,281

　

0.0

　

△

　　

70△

　

1.6

　　

6.8

その他の経費

　

9.360.870

　

33.3 10.878,954　37.5 17,078,676　31.0　8,454,149　31.9 10,554,322　37.2 15,991,614　30.3　1,087,062　6,8　1.6

　

歳出合計

　

27,594,432

　

98.2 27,835,448　96.0 53,413,337　96.9 26,024,657　98.3 27,267,097　96.1 51,201,119　96.9　2,212,218　4.3　0.9

翌年度への繰越額

　　

492,595

　

1.8

　

1,146,470

　

4.0

　

1.716,759

　

3.1

　　

457.456

　

1.7

　

1,094.208

　

3.9

　

1,626,702

　

3.1

　　

90,057

　　

5.5△3.7

(注)

その２

「翌年度への繰越額」には、翌年度へ繰り越された事業費に充当すべき財源を含んでいる。

推

　　

移 (単位

　

百万円・％)

　

区

　　　

分

　　　

平成12年度充当額

　　

平成13年度充当額

　　

平成14年度充当額

　　

平成15年度充当額

　　

平成16年度充当額

　　

平成17年度充当額

一

　

般

　

財

　

源

　　　　　

58,857,045

　　　　　

57,424,333

　　　　　

54,461,192

　　　　　

52,435,236

　　　　　

52,827,821

　　　　　

55,130,096

義務的経費

　　　　

33,503,992

　　　

33,109,707

　　　

31,963,555

　　　

30,632,025

　　　

31,236,972

　　　

32.539.776

　

人

　　

件

　　

費

　　　　　

20,548,960

　　　　　

19,957,675

　　　　　

18,878,095

　　　　　

17,909,015

　　　　　

18,244.942

　　　　　

19.014,818

　

扶

　　

助

　　

費

　　　　　　

2.526.205

　　　　　

2,598,089

　　　　　

2.605.535

　　　　　

2,570,440

　　　　　

2,737,856

　　　　　

2,957,293

　

公

　　

債

　　

費

　　　　　

10,428,827

　　　　　

10.553,944

　　　　　

10.479.926

　　　　　

10,152,569

　　　　　

10,254,174

　　　　　

10,567,665

投資的経費

　　　　　

6,187,618

　　　　　

5.634.493

　　　　　

4,764,577

　　　　　

4,373.437

　　　　　

3,972,533

　　　　　

3,794,885

　

普通建設事業費

　　　　　

6,142,109

　　　　　

5,586,052

　　　　　

4,724,573

　　　　　

4,339,837

　　　　　

3,902,708

　　　　　

3.758,312

　

災害復旧事業費

　　　　　　　

37,492

　　　　　　　

36,799

　　　　　　　

35.417

　　　　　　　

29,592

　　　　　　　

65.544

　　　　　　　

32,363

　

失業対策事業費

　　　　　　　

8.018

　　　　　　　

11,642

　　　　　　　

4.588

　　　　　　　

4,008

　　　　　　　

4,281

　　　　　　　

4,211

その他の経費

　　　　

17,010,205

　　　　

16,661,990

　　　　

15.964.810

　　　　

15,740,265

　　　　

15,991,614

　　　　

17,078,676

　

歳出合計

　　　　

56,701,815

　　　

55,406,190　　　52, 692,942　　　50,745,727　　　51,201,119　　　53,413,337

翌年度への繰越額

　　　　　

2,155,231

　　　　　

2,018,143

　　　　　

1,768,249

　　　　　

1,689,509

　　　　　

1,626,702

　　　　　

1.716,759

　　　　　　　　　　　　　　

指

　　　　　　　　　　　　　　　

数

　　　　　　　　　　　　　　　

構

　　　　　　　

成

　　　　　　　

比

　　

区

　　　

分

　　　　　　　　　　

12

　　　　

13

　　　　

14

　　　　

15

　　　　

16

　　　　

17

　　　　

12

　　　　

13

　　　　

14

　　　　

15

　　　　

16

　　　　

17

一

　

般

　

財

　

源

　　　　

100

　　　　

98

　　　　

93

　　　　

89

　　　　

90

　　　　

94

　　

100.0

　　

100．0

　　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

義

　

務

　

的

　

経

　

費

　　　　

100

　　　　

99

　　　　

95

　　　　

91

　　　　

93

　　　　

97

　　　

56.9

　　　

57.7

　　　

58.7

　　　

58.4

　　　

59.1

　　　

59.0

　

人

　　

件

　　

費

　　　

100

　　　　

97

　　　　

92

　　　　

87

　　　　

89

　　　　

93

　　　

34.9

　　　

34.8

　　　

34.7

　　　

34.2

　　　

34.5

　　　

34.5

　

扶

　　

助

　　

費

　　　　

100

　　　

103

　　　

103

　　　

102

　　　

108

　　　

117

　　　

4.3

　　　

4.5

　　　

4.8

　　　

4.9

　　　

5.2

　　　

5.4

　

公

　　

債

　　

費

　　　　

100

　　　

101

　　　

100

　　　　

97

　　　　

98

　　　

101

　　　

17.7

　　　

18.4

　　　

19.2

　　　

19.4

　　　

19.4

　　　

19.2

投資的経費

　　

100

　　　

91

　　　

77

　　　

71

　　　

64

　　　

61

　　

10.5　　9. 8　　8.7　　8.3　　7.5　　6.9

　

普通建設事業費

　　　

100

　　　　

91

　　　　

77

　　　　

71

　　　　

64

　　　　

61

　　　

10.4　　　9. 7　　　8.7　　　8.3　　　7.4　　　6.8

　

災害復旧事業費

　　　

100

　　　　

98

　　　　

94

　　　　

79

　　　

175

　　　　

86

　　　

0.1　　　0. 1　　　0.1　　　0.1　　　0.1　　　0.1

　

失業対策事業費

　　　

100

　　　

145

　　　　

57

　　　　

50

　　　　

53

　　　　

53

　　　

0.0　　　0. 0　　　0.0　　　0.0　　　0.0　　　0.0

その他の経費

　　　

100

　　　

98

　　　

94

　　　

93

　　　

94

　　　

100

　　

28.9　　29. 0　　29.4　　30.1　　30.3　　31.0

　

歳出合計

　　　

100

　　　

98

　　　

93

　　　

89

　　　

90

　　　

94

　　

96．3　　96. 5　　96. 8　　96.8　　96.9　　96.9

翌年度への繰越額

　　　

100

　　　　

94

　　　　

82

　　　　

78

　　　　

75

　　　　

80

　　　

3.7

　　　

3.5

　　　

3.2

　　　

3.2

　　　

3.1

　　　

3.1

資75
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第76表

　

人

　　

件 費

　　

の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　

メ

　　　　　　　　　　　

/Js.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　

区

　　　　　　　

刀

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減額

　

増減率

　

万口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

¢議

　

員

　

報

　

酬

　

手

　

当

　　　

41,403

　　

0.3

　　

260,269

　　

2.5

　　

301,672

　　

1.2

　　

327,019

　　

1.3

　

△

　

25.347

　

△

　

7.8

　

△

　

1.7

委

　

員

　

等

　

報

　

酬

　　　

198,418

　　

1.3

　　　

430,667

　　

4.2

　　　

629,084

　　

2.5

　　　

597.707

　　

2.3

　　　　

31,377

　　　　

5.2

　　　　

2.1

特

　

別

　

職

　

給

　

与

　　　

4.224

　

0.0

　　

89.637

　

0.9

　　

93.861

　　

0.4

　　

125,344

　

0.5

　

△31,483

　

△25.1

　

△9.1

職

　　　

員

　　　

給

　

11,378,282

　

75.8

　

7,214,933

　

70.4

　

18.593,215

　

73.6

　

18,756,226

　

73.2

　

△163,011

　

△0.9

　

△0.8

　

基

　　　

本

　　　

給

　　

7,404,903

　　

49.3

　　

4,710,391

　　

45.9

　

12,115,294

　　

48.0

　

12,208,388

　　

47.7

　

△

　

93,094

　　

△

　

0.8

　　

△

　

1.3

　

そ

　

の他の

　

手

　

当

　　

3,972.398

　

26.5

　

2,492,559

　

24.3

　

6,464,957

　

25.6

　

6,531,315

　

25.5

　

△

　

66.358

　

△

　

1.0

　　　

0.1

　

臨時職員給与

　　　　

981

　

0.0

　　

11,983

　

0.1

　　

12,964

　

0.1

　　

16,523

　

0.1

　

△

　

3,559

　

△21.5

　

△8.3

地方公務員共済組合等負担金

　　

2,144.387

　　

14.3

　　

1,238,752

　　

12.1

　　

3,383,140

　　

13.4

　　

3.427,390

　　

13.4

　　

△

　

44.250

　　

△

　

1.3

　　

△

　

0.4

退

　　　

職

　　　

金

　

1.099.273

　

7.3

　　

933,104

　

9.1

　

2.032.377

　

8.0

　

2.135.270

　

8.3

　

△102,893

　

△4.8

　

△6.3

恩給及び退職年金

　　　

47,984

　　

0.3

　　　

5.865

　　

0.1

　　

53.849

　　

0.2

　　

60.488

　　

0.2

　

△

　

6.639

　

△11.0

　

△10.4

災

　

害

　

補

　

償

　

費

　　　

14.442

　　

0.1

　　　

11,746

　　

0.1

　　　

26.188

　　

0.1

　　　

25,411

　　

0.1

　　　　　

777

　　　　

3.1

　　

△

　

4.3

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

80,148

　　

0.6

　　　

70.718

　　

0.6

　　　

150.866

　　

0.6

　　　

158,438

　　

0.7

　

△

　

7,572

　　

△

　

4.8

　　　　

1.4

　

合

　　　　　　

計

　　

15,008,561

　

100.0

　

10,255,691

　

100．0

　

25,264,252

　

100.0

　

25,613,293

　

100.0

　

△349,041

　

△1．4

　

△1．2

その２ 財源内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

昌：

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

2.177,426

　

14.5

　　

67.292

　

0.7

　

2,280.199

　

9.0

　

2,753,466

　

10.8

　

△473,267

　

△17.2

　

△10.8

使用料，手数料

　　

357.500

　　

2.4

　　

340,609

　　

3.3

　　

703,176

　　

2.8

　　

734.583

　　

2.9

　

△31.407

　

△4.3

　

｡△1.5

地

　　　

方

　　　

債

　　　

3.000

　

0.0

　　　

3,785

　

0.0

　　　

6,785

　

0.0

　　

18,140

　

0.1

　

△11,355

　

△62.6

　

△13.6

その他特定財源

　　

89.788

　

0.6

　　

379,844

　

3.7

　　

180.699

　

0.8

　　

196,442

　

0.7

　

△15,743

　

△8.0

　

△6.8

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　

12,380.847

　

82.5

　

9,464.161

　

92.3

　

22,093,393

　

87.4

　

21,910,662

　

85.5

　　　

182,731

　　　　

0.8

　　　

0.2

　

合

　　　　　　

計

　　

15,008,561

　

100.0

　

10,255,691

　

100.0

　

25,264,252

　

100.0

　

25,613,293

　

100.0

　

△349,041

　

△1.4

　

△1.2

その３ 団体区分別内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

。，。。

　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増減額

　

増減率

　

削年度

　　　　　　　　　　　　　

決

　　

算

　　

額

　　　　

構

　

成

　

比

　　　　

決

　　

算

　　

額

　　　　

構

　

成

　

比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増減率

都

　　

道

　　

府

　　

県

　　　　　

15.008.561

　　　　　　

31.4

　　　　　

15,217.601

　　　　　　

31.6

　　

△209,040

　　

△

　

1.4

　　

△0.8

市

　　　

町

　　　

村

　　　　　

10,255.691

　　　　　

20.9

　　　　

10,395,692

　　　　　

21.1

　

△140,001

　

△1.3

　

△1.8

　

大

　　　　

都

　　　　

市

　　　　　　　　

1.664,256

　　　　　　　　

16.4

　　　　　　　

1,639,177

　　　　　　　　

16.8

　　　　　

25,079

　　　　　

1.5

　　

△

　

2.2

　

中

　　　　

核

　　　　

市

　　　　　　　　

1,143.461

　　　　　　　　

19.8

　　　　　　　

1,069,638

　　　　　　　　

20.0

　　　　　

73,823

　　　　　

6.9

　　　　

18.7

　

特

　　　

例

　　　

市

　　　　　　　　

730.540

　　　　　　　

21.6

　　　　　　　

754,895

　　　　　　　

21.7

　　

△

　

24,355

　　

△

　

3.2

　　　

11.7

　

中

　　　　

都

　　　　

市

　　　　　　　　

1.921,918

　　　　　　　　

21.1

　　　　　　　

1.697.231

　　　　　　　　

21.3

　　　　

224,687

　　　　

13.2

　　

△

　

0.7

　

小

　　　　

都

　　　　

市

　　　　　　　　

2.265.514

　　　　　　　　

20.6

　　　　　　　

2,026,352

　　　　　　　　

20.6

　　　　

239,162

　　　　

11.8

　　　　

12.0

　

町

　　　　　　　

村

　　　　　

1,274.488

　　　　　　

20.2

　　　　　

1,932,548

　　　　　　

20.1

　

△658.060

　

△34.1

　

△20.1

　

一部事務組合等

　　　　　　

946,872

　　　　　

44.7

　　　　　　

952,668

　　　　　

41.3

　

△

　

5,796

　

△0.6

　

△6.3

　

特

　　　　

別

　　　　

区

　　　　　　　　　

673,505

　　　　　　　　

24.1

　　　　　　　　　

693.425

　　　　　　　　

26.1

　　

△

　

19,920

　　

△

　

2.9

　　

△

　

3.1

　　

合

　　　　　

計

　　　　　　

25,264,252

　　　　　

27.9

　　　　　

25,613,293

　　　　　

28.1

　　

△349,041

　　

△1．4

　

△1．2

(注) 平成16年度及び平成17年度の構成比は、団体区分別の歳出総額に対するものである。
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その１ 目的別内訳

第77表人件費中の職員給の状況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　　

17

　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　　

16

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　　

較

区

　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増

　

減

　　

率

　　　

前年度増減率

　　　　　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　　

純

　

計

　

額

　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　　

純

　

計

　

額

　

増減額

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

gj

　

市町村純計額

　

gl

　

市町村純計額

議会関係

　　　

14.480

　

0.1

　　

71.681

　

1.0

　　

86.161

　

0.5

　　

14.631

　

0.1

　　

79,497

　

0

　　

94,128

　

0.5

　

△

　

7,967

　

△1.0

　

△9.8

　

△8.5

　

△L4

　

△2.8

　

△2.5

総務関係

　　

463,803

　

4.1

　

1,666,655

　

23.1

　

2,130,458

　

11.5

　　

464,178

　

4.1

　

1,675,750

　

22.9

　

2.139.928

　

11.4

　

△

　

9,470

　

△0.1

　

△0.5

　

△0.4

　

△□

　

△0.8

　

△0.8

民生関係

　　

211,082

　

1.9

　

1,393,781

　

19.3

　

1,604,863

　

8.6

　　

217,460

　

1.9

　

1.408,069

　

19.2

　

1.625.529

　

8.7

　

△..20.666△2.9　△1.0△1.3　△1.3　△□　△1.2

衛生関係

　　

252.199

　

2.2

　　

858.513

　

11.9

　

1.110,713

　

6.0

　　

257,485

　

2.3

　　

877,519

　

12.0

　

1.135,003

　

6.1

　

△24,290△2.1

　

△2.2△2.1

　

△0.1

　

△2.3△1.8

労働関係

　　　

50,956

　

0.4

　　　

8.824

　

0.1

　　

59,780

　

0.3

　　

52,177

　

0.5

　　　

9.130

　

0.1

　　

61,308

　

0.3

　

△

　

1,528

　

△2.3

　

△3.4

　

△2.5

　

△3.9

　

△2.5

　

△3.7

呂ii林水1

　　

390.055

　

3.4

　　

230,995

　

3.2

　　

621.051

　

3.3

　　

395.091

　

3.5

　　

241,515

　

3.3

　　

636,606

　

3.4

　

△15,555△1.3

　

△4.4

　

△2.4△1.2△3.4

　

△2.0

商工関係

　　　

91,607

　

0,8

　　

110,312

　

1,5

　　

201,919

　

0

　　

92,503

　

0.8

　　

107,367

　

1.5

　　

199,870

　

0

　　　

2,049△1.0

　

2.7

　　

1.0△1.2

　

0.2△0.4

土木関係

　　

272,473

　

2.4

　　

594,314

　

8.2

　　

866,787

　

41

　　

270,109

　

2.4

　　

601,177

　

8.2

　　

871,286

　

4.6

　

△

　

4,499

　　

0.9

　

△□

　

△0.5

　　

0.0

　

△2.0

　

△1.4

警察関係

　

2,161,636

　

19.0

　　　　　

－

　　

－

　

2,161,636

　

11.6

　

2,158,787

　

18.9

　　　　　

－

　　

－

　

2,158,787

　

11.5

　　　

2,849

　　

0.1

　　

－

　　

0.1

　　

0.2

　　

－

　　

0.2

消防関係

　　

157.167

　

1.4

　　

979,414

　

13.6

　

1,136,581

　

6.1

　　

158.169

　

1.4

　　

981,755

　

13.4

　

1,139,924

　

6.1

　

△

　

3,343△0.6

　

△0.2

　

△0.3

　

△0.4

　　

0.6

　　

0.5

教育関係

　

7,312,824

　

64.3

　

1,300.443

　

18.0

　

8,613,266

　

46.3

　

7,353.387

　

64.3

　

1,340,470

　

18.3

　

8,693,857

　

46.4

　

△80.591

　

△0.6△3.0△0.9△0.5△2.7△0.8

合

　

計

　

11,378,282 100.0　7,214,933 100.0 18,593,215 100. 0 11,433, 978 100. 0　7, 322,248 100. 0 18, 756,226 100.0　△163, 011　△0.5　△1．5　△0.9　△0.4　△1.4　△0.8

その２ 平均給料月額の状況（普通会計分） (単位

　

円

　

％)

　　　　　　　　　

平成18年４月１日現在

　　　　　

平成17年４月１日現在

　　　　

増

　　

減

　　

率

　　　　

前年度増減率

　

区

　　

分

　

全団体都道府県大都市

　

都

　

市町

　

村全団体都道府県大都市都

　

市町

　

村箭器び都市

　

町村

　

箭器ぴ都市

　

町村

一般行政職

　

353.656 357,311　363,408 352,909 332,693 353,983 359,073 363.027 354,954 333.250△0.1△0.5　0.1△0.6△0.2　0.6　0.7　0.3△0.5　□

高等学校教育職

　

404,900

　

404,811

　

414.389

　

401.674

　

319,751

　

406,225

　

406.191

　

414,748

　

401,396

　

338,200△0.3△0.3△0.1

　

0j△5.5

　

0.7

　

0.7

　

0.9

　

0.6

　

0,1

小･中学校教育職

　

392,720

　

394,247

　

371,219

　

346,201

　

324.098

　

396,057

　

397,698

　

376,033

　

349,997

　

325,531△0.8△0.9△1.3△□△0.4

　

0.3

　

0.2

　

1.0△1.5

　

0.9

消

　　

防

　　

職

　

339,782

　

363,700 351,565　338,273　321,501　341.237366,400　352,288　340,526　324,711△0.4△0.7△0.2△0.7△1.0　0.1△0.3　0.1△0.6　0.8

警

　　

察

　　

職

　

352,192

　

352,192

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　

357,546

　

357,546

　　　

－

　　　

－

　　　

－△1.5△1,5

　　

－

　　

－

　　

－△0.8△0.8

　　

－

　　

－

　　

－

(注) １

２

「都市」には、中核市、特例市を含む。

「高等学校教育職」には、専修学校、各種学校及び特殊学校の教育職を含み、「小・中学校教育職」には、幼稚園教育職を含む。
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「学校給食職員数」は、給食センターの職員数であり、他の学校給食職員数は

　

教育関係職員のうち、

の他」に含まれる。

(単位

　

千人

　

％)

　　　　　　　　　　

昭和36年５月31日

　　

平成16年４月１日

　　

平成17年４月１日

　　

平成18年４月１日

　　　　　　

指

　　　　　　　　

数

　

区

　　　　

分

　　　　　　　　　　

職員数

　

構成比

　

職員数

　

構成比

　

職員数

　

構成比

　

職員数

　

構成比

　

36. 5.31　16. 4 . 1　17. 4 . 1　18. 4 . 1

一般行政関係職員

　　　　

676

　　

39.6

　　　

1,066

　　

40.2

　　　

1.046

　　

39.9

　　　

1.026

　　

39.6

　　　

100

　　　

158

　　　

155

　　　

152

　

民

　　　　　　　　　　

生

　　　　　　　　　

85

　　　　　　

5.0

　　　　　　　　

258

　　　　　　

9.7

　　　　　　　　

254

　　　　　　

9.7

　　　　　　　　

250

　　　　　　

9.7

　　　　　　　

100

　　　　　　

304

　　　　　　

299

　　　　　　

294

　

衛

　　　　　

生

　　　　　

74

　　　

4.3

　　　　

165

　　　

6.2

　　　　

160

　　　

6.1

　　　　

156

　　　

6.0

　　　

100

　　　

223

　　　

216

　　　

211

　

労

　　　　　

働

　　　　　

18

　　　

1.1

　　　　　

7

　　　

0.3

　　　　　

7

　　　

0.3

　　　　　

7

　　　

0.3

　　　

100

　　　　

39

　　　　

39

　　　　

39

　

土

　　　　　　　　　　

木

　　　　　　　　

107

　　　　　　

6.3

　　　　　　　　

169

　　　　　　

6.4

　　　　　　　　

165

　　　　　　

6.3

　　　　　　　　

162

　　　　　　

6.3

　　　　　　　

100

　　　　　　　

158

　　　　　　　

154

　　　　　　　

151

　

そ

　　

の

　　

他

　　　　

392

　　

22.9

　　　　

467

　　

17.6

　　　　

460

　　

17.5

　　　　

451

　　　

17.3

　　　

100

　　　

119

　　　

117

　　　

n5

教育関係職員

　　　　

842

　　

49.4

　　　

1.159

　　

43.7

　　　

1,144

　　

43.7

　　　

1,129

　　

43.6

　　　

100

　　　

138

　　　

136

　　　

134

　

義務教育職員

　　　　

572

　　

33.5

　　　

600

　　

22.6

　　　

599

　　

22.9

　　　

599

　　

23.1

　　　

100

　　　

105

　　　

105

　　　

105

　

高等学校職員

　　　　

104

　　　

6.1

　　　　

194

　　　

7.3

　　　　

191

　　　

7.3

　　　　

188

　　　

7.3

　　　

100

　　　

187

　　　

184

　　　

181

　

学校給食職員

　　　　

29

　　　

1.7

　　　　

17

　　　

0.6

　　　　

16

　　　

0.6

　　　　

15

　　　

0.6

　　　

100

　　　

59

　　　

55

　　　

52

　

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　　　　　　

137

　　　　　　

8.1

　　　　　　　　

348

　　　　　

13.2

　　　　　　　　

338

　　　　　

12.9

　　　　　　　　

327

　　　　　

12.6

　　　　　　　

100

　　　　　　

254

　　　　　　

247

　　　　　　

239

警察関係職員

　　　　

149

　　

8.7

　　　

271

　　

10.2

　　　

274

　　

10.5

　　　

278

　　

10.7

　　　

100

　　　

182

　　　

184

　　　

187

　

警

　　

察

　　

官

　　　　　

129

　　　

7.6

　　　　

242

　　　

9. 1　　　　245　　　9. 4　　　　249　　　9.6　　　100　　　188　　　190　　　193

　

そ

　　

の

　　

他

　　　　　

20

　　　

1.1

　　　　　

29

　　　

1.1

　　　　　

29

　　　

1.1

　　　　　

29

　　　

1.1

　　　

100

　　　

145

　　　

145

　　　

145

消防関係職員

　　　　

39

　　

2.3

　　　

155

　　

5.8

　　　

156

　　

6.0

　　　

156

　　

6.0

　　　

100

　　　

397

　　　

400

　　　

400

　

合

　　　　

計

　　　　

1,706

　　

100.0

　　　

2.652

　　

1 00. 0　　　2, 620　　100． 0　　　2, 589　　100．0　　　100　　　155　　　154　　　152

｢そ
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平成16年、17年及び18年４月１日現在の(注)

その１

　

総

　　

括

第78表

　

地

　

方

　

公

　

務

　

員

　

数

　

の

　

状

　

況

(単位

　

人・％)

　　　　　　　　　　　

平成18年４月１日現在

　　　　　　　　

平成17年４月１日現在

　　　　　　　

比

　　　

較

　

区

　　　　

分

　　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　　

総

　　

計

　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

総

　　　

計

　　

増

　

減

　

増減率鸚：

一般行政関係職貝

　　

269,539

　

17.9

　　

756,214

　

69.7

　

1.025.753

　

39.6

　　

274.257

　

18.2

　　

772,168

　

69.6

　

1,046,425

　

39.9

　

△20,672

　

△2.0

　

△1.9

　

議会・総務

　　

49,219

　

3.3

　　

199,448

　

18.4

　　

248.667

　

9.6

　　

48.364

　

3.2

　　

204,601

　

18.4

　　

252,965

　

9.7

　

△4.298

　

△1.7

　

△0.8

　

税

　　　　

務

　　　

19,074

　

1.3

　　

55,477

　

5.1

　　

74,551

　

2.9

　　

19.190

　

1.3

　　

56,323

　

5.1

　　

75,513

　

2.9

　

△

　

962

　

△1.3

　

△1,9

　

民

　　　　　

生

　　　

29.187

　

1.9

　　

220.879

　

20.4

　　

250,066

　

9.7

　　

30,229

　

2.0

　　

223.741

　

20.2

　　

253,970

　

9.7

　

△3,904

　

△1.5

　

△1.6

　

衛

　　　　

生

　　　

34.458

　

2.3

　　

121,662

　

11.2

　　

156.120

　

6.0

　　

35,471

　

2.3

　　

125,017

　

11.3

　　

160,488

　

6.1

　

△4,368

　

△2.7

　

△2.5

　

労

　　　　　

働

　　　

5.456

　

0.4

　　　

1.389

　

0.1

　　　

6.845

　

0.3

　　　

5,550

　

0.4

　　　

1,457

　

0.1

　　　

7,007

　

0.3

　

△

　

162

　

△2.3

　

△3.9

　

農

　

林

　

水

　

産

　　　

61.275

　

4.1

　　

36,899

　

3.4

　　

98,174

　

3.8

　　

63.001

　

4.2

　　

38,865

　

3.5

　　

101.866

　

3,9

　

△3,692

　

△3.6

　

△4.1

　

商

　　　　　

工

　　　

12,369

　

0.8

　　

17,108

　

1.6

　　

29,477

　

0

　　

12.756

　

0.8

　　

16,773

　

1.5

　　

29,529

　

1.1

　

△

　　

52

　

△0.2

　　

1,5

　

土

　　　　

木

　　　

58.501

　

3.9

　　

103.352

　

9.5

　　

161.853

　

6.3

　　

59,696

　

4.0

　　

105.391

　

9.5

　　

165,087

　

6.3

　

△3,234

　

△2.0

　

△2.2

教育関係職員

　　

937,569

　

62.4

　　

191.243

　

17.6

　

1,128.812

　

43.6

　　

944,133

　

62.5

　　

199.543

　

18.0

　

1,143,676

　

43.7

　

△14,864

　

△1.3

　

△1.4

　

教

　　　　　

員

　　　

845,139

　

56.2

　　

40.447

　

3.7

　　

885.586

　

34.2

　　

848,934

　

56.2

　　

42,341

　

3.8

　　

891,275

　

34.0

　

△5.689

　

△0,6

　

△0,8

　　

高等学校

　　

175.703 11.7　　11.807　1.1　187.510　7.2　178,559 11.8　　11.951　口　190,510　7.3　△3,000△1.6△1,7

　　

義務教育

　　

599.133 39.9　　　140　0.0　599.273 23.2　598,863 39.6　　　133　0.0　598.996 22.9　　　277　　0.0△0.2

　　

そ

　

の

　

他

　　　

70.303

　

4.6

　　

28.500

　

2.6

　　

98.803

　

3.8

　　

71.512

　

4.8

　　

30.257

　

2.7

　　

101.769

　

3.8

　

△2,966

　

△2.9

　

△2.4

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

92.430

　

6.2

　　

150,796

　

13.9

　　

243.226

　

9.4

　　

95,199

　

6,3

　　

157,202

　

14.2

　　

252.401

　

9.7

　

△

　

9.175

　

△3.6

　

△3.3

警察関係職員

　　

277.543

　

18.5

　　　　

－

　　

－

　　

277,543

　

10.7

　　

274,173

　

18.1

　　　　

－

　　

－

　　

274.173

　

10.5

　　

3,370

　　

1.2

　　

1.3

　

警

　　

察

　　

官

　　　

248,834

　

16.6

　　　　

－

　　

－

　　

248,834

　

9.6

　　

245,374

　

16.2

　　　　

－

　　

－

　　

245,374

　

9.4

　　　

3,460

　　

1,4

　　

1.4

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

28,709

　

1.9

　　　　

－

　　

－

　　

28.709

　

1.1

　　

28,799

　

1.9

　　　　

－

　　

－

　　

28,799

　

1.1

　

△

　　

90

　

△0.3

　

△0,2

消防関係職員

　　　

18,491

　

1.2

　　

137.918

　

12.7

　　

156,409

　

6.0

　　

18,425

　

1.2

　　

137.367

　

12.4

　　

155,792

　

5.9

　　　

617

　　

0.4

　　

0.3

　

合

　　　　

計

　　　

1,503,142 100.0　1,085,375 100.0　2,588,517 100．0　1,510,988100.0　1,109,078 100.0　2,620,066 100．0　△31.549　△1.2　△1.2

(注) 特殊学校の小・中学部に係る教員は、「教員」の「その他」に計上している。

その２ 推

　　

移



第79表

　

物

　　

件 費 の 状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　

>Civ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　

7J

　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

純

　

計

　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　

増減率

　　

瑠昌

賃

　　　　　　

金

　　　　

40,327

　　

2.5

　　　

399,433

　　

6.5

　　　

439,759

　　

5.7

　　　

443.310

　　

5.6

　　

△

　

3,551

　　

△

　

0.8

　　　　

0､0

旅

　　　　　

費

　　　

110,798

　　

6.9

　　　

64.689

　　

1.0

　　

175,487

　　

2.3

　　

195.659

　　

2.5

　

△20,172

　

△10.3

　

△7.2

交

　　

際

　　

費

　　　　

361

　　

0.0

　　　

5,069

　　

0.1

　　　

5,431

　　

0.1

　　　

7,480

　　

0.1

　

△

　

2,049

　

△27.4

　

△7.1

備品購入費

　　　

31.215

　　

2.0

　　

144.898

　　

2.3

　　

176.113

　　

2.3

　　

182.329

　　

2.3

　

△

　

6.216

　

△3.4

　

△8.6

需

　　

用

　　

費

　　

386,339

　

24.2

　

1,378,808

　

22.3

　

1.765.147

　

22.7

　

1,771,667

　

22.4

　

△

　

6,520

　

△0.4

　

△1.1

役

　　

務

　　

費

　　　

150,512

　　

9.4

　　

296,371

　　

4.8

　　

446.883

　　

5.7

　　

450.664

　　

5.7

　

△

　

3,781

　

△0.8

　　

△1.7

委

　　

託

　　

料

　　　

676,713

　　

42.4

　　

3,263,647

　　

52.8

　　

3,940,359

　　

50.7

　　

4,027,383

　　

50.8

　　

△

　

87,024

　

△

　

2.2

　　　　

2.3

そ

　　

の

　　

他

　　　

200,632

　　

12.6

　　　

623,516

　　

10.2

　　　

824,148

　　

10.5

　　　

847,928

　　

10.6

　　

△

　

23,780

　

△

　

2.8

　　　

0.3

　

合

　　　

計

　　

1,596,897

　

100．0

　

6,176,431

　

100.0

　

7，773,327

　

100.0

　

7,926,420

　

100.0

　

△153,093

　

△1.9

　　　

0.4

第80表

　

維

　

持 補

　

修 費

　

の 状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

純

　

計

　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　

増減率

　

1昌

総

　　

務

　　

費

　　　　

16,511

　　　

4.1

　　　

23,556

　　

3.6

　　　

40,067

　　

3.8

　　　

39,998

　　

3.8

　　　　　　

69

　　　　

0.2

　

△

　

2.8

衛

　　

生

　　

費

　　　　　

1.739

　　

0.4

　　　

113.081

　　

17.4

　　　

114,819

　　

10.8

　　　

114,727

　　

10.8

　　　　　　

92

　　　　

0.1

　　　　

1.1

　

保

　

健

　

所

　

費

　　　　　

327

　　

0.1

　　　　　

238

　　

0.0

　　　　　

564

　　

0.1

　　　　　

592

　　

0.1

　　　

△

　　

28

　

△

　

4.7

　

△29.5

　

清

　　

掃

　　

費

　　　　　　

121

　　　

0.0

　　　

106,988

　　

16.4

　　　

107,109

　　

10.1

　　　

106.783

　　

10.1

　　　　　　

326

　　　　

0.3

　　　　

1.1

　

そ

　　

の

　　

他

　　　　

1.291

　　　

0.3

　　　　

5.855

　　　

1.0

　　　　

7,146

　　

0.6

　　　　

7,352

　　

0.6

　　　

△

　

206

　

△

　

2.8

　　　　

4.8

農林水産業費

　　　

7,972

　　

2.0

　　　

12.586

　　

1.9

　　　

20,558

　　

1.9

　　　

22,309

　　

2.1

　　

△1,751

　

△7.8

　

△0.1

　

農

　　

業

　　

費

　　　　　

1,059

　　

0.3

　　　　

1,549

　　

0.2

　　　　

2.608

　　

0.2

　　　　

2.775

　　

0.3

　　　

△

　

167

　

△

　

6.0

　　　　

4.8

　

畜

　

産

　

業

　

費

　　　　　　

289

　　

0.1

　　　　　

312

　　

0.0

　　　　　

600

　　

0.1

　　　　　

651

　　　

0.1

　　　

△

　　

51

　　

△

　

7.8

　

△

　

0.2

　

農

　　

地

　　

費

　　　　　

1.660

　　

0.4

　　　　

7,280

　　

1.1

　　　　

8,939

　　

0.8

　　　　

9,762

　　

0.9

　　　

△

　

823

　

△

　

8.4

　

△

　

0.9

　

林

　

業

　

費

　　　　

1,170

　　

0.3

　　　

2,876

　　

0.4

　　　

4,046

　　

0.4

　　　

4,560

　　

0.4

　　

△

　

514

　

△11.3

　

△

　

2.4

　

水

　

産

　

業

　

費

　　　　

3,795

　　

0.9

　　　　　

570

　　

0.1　　　　4,365　　0.4　　　　4.562　　0.4　　　△　197　△　4.3　　　　1.4

土

　　

木

　　

費

　　　

322,409

　　

79.2

　　　

383,424

　　

58.8　　　705,834　　66.7　　　699,566　　65.8　　　　6,268　　　　0.9　　　　0.9

　

道路橋りょう費

　　　

180.403

　　

44.3

　　　

255,137

　　

39.2　　　435.540　　41.1　　　423,513　　39.9　　　　12,027　　　2.8　　　4.9

　

河川海岸費

　　　

36,825

　　

9.0

　　　

12,783

　　

2.0

　　　

49,608

　　

4.7

　　　

49,335

　　

4.6

　　　　

273

　　　

0.6

　

△3.2

　

都市計画費

　　　

32,296

　　

7.9

　　　

52,422

　　

8.0

　　　

84,718

　　

8.0

　　　

87,497

　　

8.2

　　

△2,779

　

△3.2

　

△2.3

　

住

　

宅

　

費

　　　

62.509

　

15.4

　　　

56,740

　　

8.7　　119, 249　11. 3　　122. 076　11.5　　△2,827　△2.3　△7.8

　

そ

　　

の

　　

他

　　　　

10,376

　　

2.6

　　　　

6,342

　　

0.9

　　　

16,719

　　　

1.6

　　　　

17,145

　　　

1.6

　　　

△

　

426

　

△

　

2.5

　　　　

2.0

警

　　

察

　　

費

　　　　

21,644

　　　

5.3

　　　　　　

－

　　　

－

　　　　

21,644

　　

2.0

　　　

21,483

　　

2.0

　　　　　　

161

　　　　

0.7

　

△

　

0.8

消

　　

防

　　

費

　　　　

4,375

　　　

1.1

　　　　

7,042

　　　

1.1　　　　11,417　　　1.1　　　　11,916　　　1.1　　　△　499　△　4.2　△　1.2

教

　　

育

　　

費

　　　

27,171

　　

6.7

　　　

92.355

　

14.2

　　

119,526

　

11.3

　　

125,904

　

11.8

　　

△6.378

　

△5.1

　

△0.1

　

小学校

　

費

　　　　　

－

　　　

－

　　　

40,739

　　

6.3　　　40, 739　　3. 8　　　43, 725　　4. 1　　△2,986　△6.8　　　2.8

　

中

　

学

　

校

　

費

　　　　　　　

3

　　

0.0

　　　

22.294

　　

3.4　　　22, 297　　2. 1　　　22, 982　　2. 2　　　△　685　△　3.0　△　1.8

　

高等学校費

　　　

17,630

　　

4.3

　　　

1,516

　　

0.2　　　19, 146　　1.8　　　19, 290　　1.8　　△　144　△0.7　△7.5

　

そ

　

の

　

他

　　　

9,538

　　

2.4

　　　

27,806

　　

4.3

　　　

37,344

　　

3.6

　　　

39,907

　　

3.7

　　

△2.563

　

△6.4

　　　

1.6

そ

　　

の

　　

他

　　　

5,257

　　

1.2

　　　

19.516

　　

3.0

　　　

24,774

　　

2.4　　　26, 582　　2. 6　　△1,808　△6.8　　　1.3

　

合

　　　

計

　　　

407,078

　

100.0　　651 ,560　1 00.0　1 ,058,639　1 00.0　1 ,062,485　1 00.0　　△3,846　△0.4　　　0.6
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第81表

　

扶 助

　　

費 の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

メ

　　　　　　　　　

Ｘ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　

うﾋj

　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

純

　

計

　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　

増減率｀

　

t;:

民

　　

生

　　

費

　　　

673,091

　　

70.6

　　

6,440,259

　　

95.9

　　

7,113,349

　　

92.8

　　

6,933.495

　　

92.7

　　　

179,854

　　　

2.6

　　　

6.6

　

社会福祉費

　　　

102,145

　

10.7

　

1.313.179

　

19.6

　

1,415,324

　

18.5

　

1,402,257

　

18.7

　　　

13,067

　　　

0.9

　　　

7.0

　

老人福祉費

　　　

27.173

　　

2.9

　　

267,348

　　

4.0

　　

294.521

　　

3.8

　　

318,794

　　

4.3

　　

△24,273

　

△7.6

　

△5.5

　

児童福祉費

　　

321,602

　

33.7

　

2,440,958

　

36.4

　

2,762.560

　

36.0

　

2.653,932

　

35.5

　　　

108,628

　　　

4.1

　　　

9.6

　

生活保護費

　　　

221,939

　

23.3

　

2.414.434

　

36.0

　

2.636.373

　

34.4

　

2,552,837

　

34.1

　　　

83,536

　　　

3.3

　　　

4.9

　

災害救助費

　　　　

232

　　

0.0

　　　

4.339

　　

0.1

　　　

4,572

　　

0.1

　　　

5,673

　　

0.1

　　

△1,101

　

△19.4

　　

227.5

衛

　　

生

　　

費

　　　

270.201

　　

28.4

　　　

166,962

　　　

2.5

　　　

437,163

　　　

5.7

　　　

432.346

　　　

5.8

　　　　

4,817

　　　　

1.1

　　　　

2.4

　

結核対策費

　　　

2,760

　　

0.3

　　　

3,750

　　

0.1

　　　

6.510

　　

0.1

　　　

8,566

　　

0.1

　　

△2,056

　

△24.0

　

△11.7

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

267,441

　　

28.1

　　　

163.212

　　　

2.4

　　　

430,653

　　　

5.6

　　　

423,780

　　　

5.7

　　　　　

6.873

　　　　

1.6

　　　　

2,7

教

　　

育

　　

費

　　　　

9,607

　　　

1.0

　　　

107.660

　　　

1.6

　　　

117.266

　　　

1.5

　　　

113,652

　　　

1.5

　　　　　

3,614

　　　　

3.2

　　　　

5.2

　

小

　

学

　

校

　

費

　　　　　　

－

　　　

－

　　　

30.845

　　

0.5

　　　

30,845

　　

0.4

　　　

28.126

　　

0.4

　　　　

2.719

　　　

9.7

　　　

8.6

　

中

　

学

　

校

　

費

　　　　　　　

1

　　　

0.0

　　　

28.036

　　　

0.4

　　　

28.037

　　　

0.4

　　　

26,055

　　

0.3

　　　　　

1,982

　　　　

7.6

　　　　

6.2

　

保健体育費

　　　　

160

　　

0.0

　　　

30,691

　　

0.5

　　　

30.850

　　

0.4

　　　

31.898

　　

0.4

　　

△1,048

　

△3.3

　　　

4.3

　

そ

　　

の

　　

他

　　　　

9,446

　　　

1.0

　　　　

18.088

　　　

0.2

　　　

27,534

　　　

0.3

　　　　

27,573

　　　

0.4

　　

△

　　

39

　

△

　

0.1

　　　　

2.2

そ

　　

の

　　

他

　　　　　　　

2

　　　

0.0

　　　　　　

－

　　　

－

　　　　　　

4

　　　

0.0

　　　　　　

3

　　　

0.0

　　　　　　　

1

　　　

33.3

　　　

50.0

　

合

　　　　

計

　　　　

952, 901　　100. 0　　6, 714,881　　100．0　　7, 667, 782　100. 0　　7, 479,496　100．0　　　188,286　　　　2．5　　　　6．3

第82表

　

補

　　

助 費

　　

等 の

　　

状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

_，｡。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増

　

減

　

額

　　

増減率

　　

篇1斐

　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合

　　　　　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合

　　　　　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‾

　

１

　

‾‘

　　　　　　　　　

都道府県

　

市町村

　　　　　　　　　　　

都道府県

　

市町村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

単

　

純

　　

純

　

計

　　　　　　　　　　　　

単

　

純

　　

純

　

計

　　

単

　

純

　　

純

　

計

　

単純

　

純計

　

単純

　

純計

負担金，寄附金

　

1.123.201

　　

443,780

　

1,566.980

　　　　

…

　　

963,410

　　

445,536

　

1,408,946

　　　　

…

　　

158.034

　　　　

…

　

11.2

　　

･‥

　　

6.4

　　

…

補

　

助

　

交

　

付

　

金

　

6.983.883

　

1,264,413

　

8,248.296

　　　　

…

　

6,689.626

　

1,276,798

　

7.966.423

　　　　

…

　　

281,873

　　　　

…

　　

3.5

　　

…

　　

0.8

　　

…

そ

　　

の

　　

他

　

1,100,602

　

1,581,850 2,682.453　　　…　939,608　1,661,956　2,601,565　　　…　　80.888　　　　…　　3,1　　･‥△5.8　　…

　

合

　　　　

計

　　

9,207,686

　

3,290,043 12,497,729　7,234,778　8,592,644　3,384,290 11,976,934　6,833,998　520,795　400,780　　4．3　　5.9△O。1△3．1

うち公営企業

　

（法適用）に

　　

563.557 1,094,356　　1.657.913　　　538,191　1,078.913　　　1,617,103　　　　　40.810　　　　　2.5　　　　△2.8

対するもの

資80
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第83表

　

普

　

通

　

建

　

設

　

事

　

業

　

費

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

純

　

計

　

額

　　　　　

純

　

計

　

額

　　　　

増

　

減

　

額

　　

増減率

　　

1談

補助事業費

　　

4,040,703　47. 2　2, 380,742　32.7　6.176,186　40.9　6,646,639　40.7△　470,453　△7.1　△15.6

単独事業費

　　

3,379,390

　

39.5

　

4.542,187

　

62.5

　

7,663.852

　

50.7

　

8,427,639

　

51.6△

　

763,787

　

△9.1

　

△7.5

国直轄事業負担金

　　

1,139,161

　　

13.3

　　　

125,087

　　

1.7

　　

1,264,248

　　

8.4

　　

1.262,383

　　

7.7

　　　　

1,865

　　　

0.1

　

△

　

0.5

県営事業負担金

　　　　　　

－

　　　

－

　　　

222,104

　　

3.1

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　

合

　　　

計

　　

8,559,253

　

100.0

　

7,270,119

　

100.0

　

15,104,285

　

100.0

　

16,336,661

　

100.0△1,232,376

　

△7.5

　

△10.5

その２ 財源内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　

ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　

刀

　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

純

　

計

　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　　

増減率

　　

t昌

国庫支出金

　

2,201,121　25. 7　　981, 861　13. 5　3, 183,004　21. 1　3, 403,857　20.8△　220,853　△6.5　△15.6

分担金，負担金，寄附金

　　　

308,486

　　

3.6

　　　

45.917

　　

0.6

　　　

173,328

　　

1.1

　　　

171,281

　　　

1.0

　　　　

2,047

　　　　

1.2

　

△26.0

財

　

産

　

収

　

入

　　　　

24,069

　　

0.3

　　　

49,026

　　

0.7

　　　

73,096

　　

0.5

　　　

56,645

　　

0.3

　　　　

16,451

　　　

29.0

　　　

7.4

地

　　

方

　　

債

　　

3,564,141

　　

41.6

　　

2,570,195

　　

35.4

　　

6.117,265

　　

40.5

　　

6,609,327

　　

40.5

　

△

　

492.062

　

△

　

7.4

　

△

　

5.7

その他特定財源

　　　

533,287

　　

6.3

　　

1,082,914

　　

14.9　　1,190.794　　7. 9　　1,408.723　　8.7　△　217,929　△15.5　△13.3

一般財源等

　　

1,928.149

　

22.5

　

2,540,206

　

34.9

　

4,366,798　28. 9　4, 686,828　28. 7△　320.030　△6.8　△11.6

　

合

　　　

計

　　　

8,559,253

　

100.0

　

7,270,119　100. 0　15, 104,285　100. 0　16, 336,661　1 00．0 △1,232,376　△7.5　△10.5

資81
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第83表

　

普通建設事業費

　

の

　

状況（９づき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　　　

較

　　　　　

３、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　　

増

　

減

　

率

　　　　　

前年度増減率

　

区

　　　　　

うj

　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

純

　

計

　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　　　　　　　　　　　　

｀首

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

gl

　

市町村純計額

　

g震

　

市町村純計額

総

　　

務

　　

費

　　

273,790

　

3.2

　

444,943

　

6.1

　

638,026

　

4.2

　

740,833

　

4.5

　

△

　

102,807△13.4△12.9△13.9△5.4△9.3△7.5

民

　　

生

　　

費

　　

170,608

　

2.0

　　

333,736

　

4.6

　　

487.093

　

3.2

　　

560,754

　

3.4

　

△

　

73.661△23.6△7.3△13. 1 △27.5△20.3△22.3

　

社会福祉費

　　

54,041

　

0.6

　　

65,740

　

0.9

　　

112,652

　

0.7

　

125.551

　

0.8

　

△

　

12,899

　　

8.5△21.4△10.3△32.7△25.2△29.5

　

老人福祉費

　　

79,747

　

0.9

　　

132.130

　

1.8

　　

206.875

　

1.4

　　

264,292

　

1.6

　

△

　

57.417△38.4△6.3△21.7△27.3△24.0△23.3

　

児童福祉費

　　

35.167

　

0.4

　

132,745

　

1.8

　

162.853

　

0

　　

163.632

　

1,0

　

△

　　

779△15.9

　　

2.2△0.5△23.9△14.3△16.4

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

1,653

　

0.1

　　　

3,121

　

0.1

　　　

4,713

　

0.0

　　　

7.279

　

0.0

　

△

　　

2,566△25.5△43.9△35.3

　

172.4

　

117.2

　

115.4

衛

　　

生

　　

費

　　

118,752

　

1.4

　

603.346

　

8.3

　

695,233

　

4.6

　

725938　4.4　△　30,705△2.4△6.3△4.2△16.0△6.2△8.4

　

清

　

掃

　

費

　　

24,754

　

0.3

　

465.450

　

6.4

　

481,963

　

3.2

　

497,388

　

3.0

　

△

　

15,425△8.6△3.8△3.1△0.1△7.1△7.2

　

そ

　

の

　

他

　　

93 998　0　　137,896　1.9　213.270　1.4　228.550　1.4　△　15,280△0.7△14.1△6,7△19.6△3.2△10.8

労

　　

働

　　

費

　　

12.107

　

0.1

　　

4.817

　

0.1

　　

16.681

　

0.1

　　

18,154

　

0.1

　

△

　

1,473

　　

3.4△33.7△8.1△3.6△4.4△2.2

農林水産業費

　

1,923,543

　

22.5

　

675,550

　

9.3

　

2.205.846

　

14.6

　

2,409,711

　

14.8

　

△

　

203.865△8.4△12.9△8.5△13.1△16.5△13.6

　

農

　　

業

　　

費

　　　

97,078

　

0

　　

114.885

　

1,6

　　

155,632

　

1.0

　　

181.759

　

□

　

△

　

26.127△14.3△14.9△14.4△16.9△21.5△17.6

　

畜

　

産

　

業

　

費

　　

34,785

　

0.4

　　

25.993

　

0.4

　　

51,062

　

0.3

　　

62,044

　

0.4

　

△

　

10,982△16.2△29.6△17.7△19.1△4.7△12.3

　

農

　

地

　

費

　

1,127.773

　

13.2

　　

327,912

　

4.5

　

1,237,833

　

8,2

　

1.327,310

　

8.1

　

△

　

89,477△7.8△6.8△6.7△11.8△14.7△12.6

　

林

　

業

　

費

　　

425,643

　

5.0

　　

108.456

　

1.5

　

481,847

　

3.2

　　

520.210

　

3.2

　

△

　

38.363△5.8△19.1△7.4△14.6△21.0△15.4

　

水

　

産

　

業

　

費

　　

238.264

　

2.8

　　

98,305

　

1.4

　　

279,473

　

1.9

　　

318,388

　

1.9

　

△

　

38,915△11.6△16.3△12.2△13.9△13.3△12.9

商

　　

工

　　

費

　　

71.900

　

0,8

　

126,251

　

1.7

　

185,752

　

1.2

　

213,930

　

□

　

△

　

28.178△2□△7.4△13.2△4.8△3.9△3.8

土

　　

木

　　

費

　

5.404.841

　

63.1

　

3.659.464

　

50.3

　

8,880,905

　

58.8

　

9,521,523

　

58.3

　

△

　

640.618△6.8△6.9△6.7△9.2△11.0△9.9

　

道路橋りょう費

　

2.567.977

　

30.0

　

1,266,258

　

17.4

　

3,793,515

　

25.1

　

4.130,303

　

25.3

　

△

　

336.788△7.1△10.4△8.2△9.6△9.3△9,4

　

河川海岸費

　

1,362,487

　

15.9

　

157.663

　

2.2

　

1.497.689

　

9.9

　

1.549,836

　

9.5

　

△

　

52,147△2.8△9.4△3.4△9.3△13.6△10.0

　

港

　　

湾

　　

費

　　

233,598

　

2.7

　　

128,757

　

1.8

　　

340.279

　

2.3

　　

391,519

　

2.4

　

△

　

51.240△13.1△12.3△13.1△4.0△11.7△6.9

　

都市計画費

　　

943,354

　

11.0

　

1.752,944

　

24.1

　

2.613,438

　

17.3

　

2,701,169

　

16.5

　

△

　

87,731△2,7△3.9△3.2△9.6△10.4△10.3

　　

街

　

路

　

費

　　

613.799

　

7.2

　

665,522

　

9.2

　

1,238,267

　

8.2

　

1,282,477

　

7.9

　

△

　

44,210△1.8△5.2△3.4△12.0△12.3△12.4

　　

公

　

園

　

費

　　

109,937

　

1.3

　

339,524

　

4.7

　

446.794

　

3.0

　

486.133

　

3.0

　

△

　

39,339△8.3△8.4△8.1△9.0△11.8△11.2

　　

下水道費

　　

16,473

　

0.2

　　

19,406

　

0.3

　　

29,211

　

0,2

　　

26.926

　

0.2

　　　

2,285

　

52.0△19.8

　

8.5△4.8△11.5△8.5

　　

区画整理費等

　　

203,145

　

2.4

　

728.492

　

10.0

　

899,167

　

6.0

　

905,634

　

5.5

　

△

　

6.467△5.1

　　

0.0△0.7△2.3△7.7△6.8

　

住

　　

宅

　　

費

　　

200,551

　

2.3

　

/307.864

　

4.2

　　

500,393

　

3.3

　　

532.866

　

3.3

　

△

　

32,473△5.8△6.6△6.1△8.8△17.5△14.0

　

そ

　　

の

　　

他

　　

96,874

　

1.2

　　

45,978

　

0.6

　　

135,591

　

0.9

　　

215,830

　

1.3

　

△

　

80,239△47.1

　

11.0△37.2△6.5△19.4△8.8

消

　　

防

　　

費

　　

13,708

　

0.2

　

178,130

　

2.5

　

191,394

　

1.3

　

199.802

　

1.2

　

△

　

8.408

　

4,6△4.9△4.2

　

2.0△0.7△0.6

教

　　

育

　　

費

　　

369.721

　

4.3

　

1,211,933

　

16.7

　

1,571,208

　

10.4

　

1,708,829

　

10.5

　

△

　

137,621△11.8△6,7△8,1△9.8△8.1△8.5

　

小学校費

　　　

305

　

0.0

　

499,755

　

6.9

　

499.752

　

3.3

　

516,238

　

3.2

　

△

　

16,486△71.4△3.2△3.2

　

133.5△6.3△6,3

　

中

　

学

　

校

　

費

　　　

2.319

　

0.0

　

289.192

　

4.0

　

291,404

　

1,9

　

270.076

　

1.7

　　　

21.328△20.5

　　

8.1

　　

7.9△45.8△5.4△6.2

　

高等学校費

　　

210,014

　

2,5

　　

24.352

　

0.3

　　

234,293

　

1.6

　　

254.362

　

1.6

　

△

　

20.069△11.6

　

44.9△7.9△7.6

　

59.6△4.9

　

社会教育費

　　

58,533　0.7　201. 188　2.8　253, 569　1 ｡7　329, 998　2.0　△　76,429△23.6△22.5△23.2△2,5△17.2△14.5

　

保健体育費

　　

15.566

　

0.2

　

147,945

　

2,0

　

160,054

　

1.1

　　

187,787

　

□

　

△

　

27,733

　

13.0△15.9△14.8△54.3△4.4△11.4

　

大

　　

学

　　

費

　　　

19,442　0.2　　　6,879　0.1　　26,321　0.2　　38,263　0.2　△　」1,942△28.4△38.0△31.2　　54.8　28.8　48.5

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

63,542　0.7　　42, 622　0.6　　105.815　0,6　　112,105　0.7　△　　6.290　　5.5△18.2△5,6△20.4△16.8△18.5

そ

　　

の

　　

他

　　

200,283　2.4　　31 ,949　0.4　　232,147　1 ,6　　237,187　1.5　△　　5,040　　2.6△24.3△2.1△12.2△2.5△10.7

　

合

　　　

計

　　

8,559,253100.0　7，270.119100.0 15,104,285100.0 16,336,661　100.0　△1,232,376△7.9△7．9△7．5△10.6△10.7△10.5
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第84表

　

普通建設事業費中の補助事業費の状況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　　

増

　

減

　

率

　　　　　

前年度増減率

　　　　　　　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　　

純

　

計

　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Wj

　

市町村純計額

　

gl

　

市町村純計額

総

　　

務

　　

費

　　　

12,606　0. 3　　72, 989　3. 1　　81, 319　1.3　　71,801　0　　　　9,518△11.7　16.1　　13j△45.8△3＆9△36.9

民

　　

生

　　

費

　　　

100,563　2. 5　　94, 808　4. 0　　185. 167　3.0　　258,156　3.9　　△72,989△38.3△11.5△28.3△32.5△33.4△31.0

　

社会福祉費

　　

16,560　0. 4　　13, 071　0. 5　　26.145　0.4　　28,297　0.4　　△　2.152△16.8　19.6△7.6△45.8△52.4△50.1

　

老人福祉費

　　

62.314

　

1.5

　　

33,772

　

1.4

　　

92.991

　

1.5

　

156,935

　

2.4

　　

△63.944△43.4△33.5△40.7△30.5△36.1△29.0

　

児童福祉費

　　

20,197

　

0.5

　　　

45,686　1. 9　　62, 259　1.0　　68,876　1.0　　△　6.617△36.7　　7.5△9.6△30.7△26.2△27.3

　

そ

　　

の

　　

他

　　　　

1,492　0. 1　　　2, 279　0,2　　　3,772　0.1　　　4,048　0.1　　△　　276　　31.7△21.8△　6.8　　70.1　221.6　157.7

衛

　　

生

　　

費

　　　

48,498

　

1.2

　　

261,349

　

11.0

　　

305,536

　

4.9

　　

313,351

　

4.7

　　

△

　

7,815△0,0△3.7△2.5△27.0△6.7△10.5

　

清

　

掃

　

費

　　　

9,605　0. 2　239, 389　10.1　248,994　4j）　256,417　3.9　　△　7,423△4.0△2.9△2.9　　0.6△6.3△6.1

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

38.893

　

1.0

　　

21,960

　

0.9

　　

56,542

　

0.9

　　

56.934

　

0.8

　　

△

　　

392

　　

1.0△12.0△0.7△31.8△10.6△26.3

労

　　

働

　　

費

　　　

4.958

　

0.1

　　　　

19

　

0.0

　　

4.893

　

0.1

　　　

6.766

　

0.1

　　

△

　

1,873△23.5△97.6△27.7

　　

8.5

　

17-4

　

17.0

農林水産業費

　

1.424,622

　

35.3

　

282,240

　

11.9

　

1.490.694

　

24.1

　

1.660.323

　

25.0

　　

△169,629△10.3△14.9△10.2△13.3△19.5△13.7

　

農

　　

業

　　

費

　　　

53.307

　

0

　　

62,377

　

2.6

　　

80.559

　

1.3

　　

86,038

　

1.3

　　

△

　

5.479△13.5△6.2△6.4△25.1△26.0△25.0

　

畜

　

産

　

業

　

費

　　　

18,452

　

0.5

　　

14.879

　

0.6

　　

26,740

　

0.4

　　

32,349

　

0.5

　　

△

　

5,609△20,0△24.6△17.3△21.0△6.3△13.7

　

農

　　

地

　　

費

　　

805,479

　

19.9

　　

72,193

　

3.0

　　

775,389

　

12.6

　　

880,986

　

13.3

　　

△105,597△11.8△14.4△12.0△11.3△16.2△11.7

　

林

　　

業

　　

費

　　

340,873

　

8.4

　　

55,842

　

2,3

　　

361,988

　

5.9

　　

381,649

　

5.7

　　

△19,661△4,2△19.9△5.2△15.1△25.8△16.2

　

水

　

産

　

業

　

費

　　

206,510

　

5.1

　　

76,949

　

3.2

　　

246,017

　

4.0

　　

279.300

　

4.2

　　

△33.283△11.8△15.9△11.9△13.3△14.2△12.6

商

　　

工

　　

費

　　　

15,648

　

0.4

　　

21,172

　

0.9

　　

33,791

　

0.5

　　

41.633

　

0.6

　　

△

　

7.842△17.7△14.3△18.8△23.1

　　

3.6△11.8

土

　　

木

　　

費

　

2.335.301

　

57.8

　

1.181.722

　

49.6

　

3.509,877

　

56.8

　

3,717,359

　

55.9

　　

△207,482△6.5△3.6△5.6△15.9△11.6△14.5

　

道路橋りょう費

　　

820.756

　

20.3

　　

181.802

　

7.6

　

1,002,537

　

16.2

　

1.066,500

　

16.0

　　

△63,963△6.8△2.5△6.0△16.9△11.2△15.9

　

河川海岸費

　　

882,417

　

21.8

　　

56,757

　

2.4

　　

933,969

　

15.1

　　

967,565

　

14.6

　　

△33,596△3.0△9.7△3.5△13.4△15.5△13.5

　

港

　　

湾

　　

費

　　　

164,922

　

4.1

　　

42,043

　　

1.8

　　

206.966

　

3.4

　　

253.101

　

3.8

　　

△46,135△17.2△22.1△18.2△

　

8.8△0.4△

　

7.1

　

都市計画費

　　

285,724

　

7.1

　　

652,349

　

27.4

　　

937.272

　

15.2

　　

991,817

　

14.9

　　

△54,545△12.3△2.2△5.5△25.0△9.3△15.1

　　

街

　

路

　

費

　　

176,087

　

4.4

　　

199,234

　

8.4

　　

374.660

　

6.1

　　

442,112

　

6.7

　　

△67,452△18.2△12.3△15.3△29.0△14.5△22.3

　　

公

　

園

　

費

　　　

50,540

　

L 3　　151, 921　6.4　　202,461　3.3　　218.509　3.3　　△　16,048△13.6△5.1△7.3△15.0△9.3△10.9

　　

下水道費

　　

9,724

　

0.2

　　

6,483

　

0,3

　　

16,076

　

0,3

　　

11,289

　

0.2

　　　

4.787

　

290.4△26.3

　

42.4

　

15.1△6.1△0.4

　　

区画整理費等

　　　

49,373

　

1.2

　　

294,712

　

12.4

　　

344,076

　

5,6

　　

319,907

　

4.8

　　　　

24.169

　　

0.1

　　

8.9

　　

7.6△17.8△4.5△6.8

　

住

　　

宅

　　

費

　　　

168.339

　　

4.2

　　

234,532

　　

9.9

　　

402,037

　

6.5

　　

411,158

　　

6.2

　　

△

　

9,121△

　

0.4△

　

3.5△

　

2.2△

　

7.6△19.3△15.0

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

13,143

　

0.3

　　

14,239

　

0.5

　　

27.096

　

0.4

　　

27.218

　

0.4

　　

△

　　

122△12.0

　

15.9△0.4△37.4

　　

5.7△23.2

消

　　

防

　　

費

　　　　

303

　

0.0

　　

44,484

　

1.9　　44, 787　0. 7　　49, 086　0. 7　　△　4.299△71.4△7.4△8.8　194.4△19.2△17.9

教

　　

育

　　

費

　　　

52,066

　

1.3

　　

421,927

　

17.7　　473. 953　7, 7　　479, 160　7. 2　　△　5,207△13.9　　0.8△□△22.2△19.7△20.0

　

小

　

学

　

校

　

費

　　　　

－

　　

－

　　

216.238

　

9.1

　　

216,238

　

3.5

　　

218,241

　

3.3

　　

△

　

2,003

　　

－△0.9△0.9

　　

－△20.7△20.7

　

中

　

学

　

校

　

費

　　　

1,156

　

0.0

　　

128,084

　

5.4　　129, 240　2. 1　　120. 002　1 ｡8　　　　9, 238 △44.7　　8,6　　7.7△16.9△20.2△20.1

　

高等学校費

　　

26.874

　

0.7

　　　

256

　

0.0　　27, 130　0. 4　　36, 709　0. 6　　△　9,579△24.7△74.5△26. 1 △15.6△13.3△15.6

　

社会教育費

　　　

4,802

　

0.1

　　

41,997

　

1.8

　　

46.765

　

0,8　　48, 987　0. 7　　△　2,222△7.8△4.2△4.5△15.8△0.9△2.6

　

保健体育費

　　　

471

　

0.0

　　

26.144

　

0

　　

26,615　0, 4　　27, 784　0. 4　　△　い69　130.9△5.2△4.2△94.3△18.8△25.3

　

大

　　

学

　　

費

　　　　

84

　

0.0

　　　　

57

　

0.0

　　　

141

　

0.0

　　　　

84

　

0.0

　　　　　

57

　

223.1 △　1.7　67.9△%.o△86.0△92, 1

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

18,679

　

0.5

　　　

9,151

　

0.3

　　

27,824

　

0.5

　　

27,353

　

0.4

　　　　　

471

　　

8,4△9.6

　　

1.7△23.4△45.7△33.5

そ

　　

の

　　

他

　　　

46,138

　

0

　　　　

32

　

0.0

　　

46.169

　

0.9

　　

49,004

　

0.8

　　

△

　

2,835△5.8△15.8△5.8△4.8

　

皆増△4.7

　

合

　　　　

計

　　

4,040,703

　

100.0

　

2,380,742 100.0　6, 176,186 100.0　6, 646,639 100.0　　△470,453△9．2△4.4△7.1△16. 0 △15.8△15.6

資83



その２ 財源内訳

第84表 普通建設事業費中の補助事業費の状況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　　

成

　　　　

17

　　　

年

　　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　

メ

　　　　　　　

ｚ３ヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　

刀

　　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

純

　

計

　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　　

増減率

　　

昌：

国庫支出金

　　

2,200,915

　

54.5

　　

981,056

　

41.2

　

3,183,004

　

51.5

　

3,403,807

　

51.2

　

△220,803

　

△6.5

　

△15.6

分担金，負担金，寄附金

　　　

136,018

　　

3.4

　　　　

6,052

　　

0.3

　　　

39,188

　　

0.6

　　　

47,437

　　

0.7

　　

△

　

8,249

　

△17.4

　

△

　

7.4

財

　

産

　

収

　

入

　　　　

1,179

　　

0.0

　　　　　

727

　　　

0.0

　　　　

1.907

　　　

0.0

　　　　

1,357

　　　

0.0

　　　　　　

550

　　　

40.5

　　　　

7.7

地

　　

方

　　

債

　　

1.316.941

　

32.6

　　

800,034

　

33.6

　

2,203,798

　

35.7

　

2,346,180

　

35.3

　

△142,382

　

△6.1

　

△14.4

その他特定財源

　　　

152,878

　　

3.7

　　

353.704

　　

14.9

　　

255.525

　　

4.2

　　

296,633

　　

4.5

　

△41,108

　

△13.9

　

△17.1

一般財源等

　　

232，772

　　

5.8

　　

239,169

　

10.0

　　

492.764

　　

8.0

　　

551.225

　　

8.3

　

△58,461

　

△10.6

　

△20.0

　

合

　　　

計

　　

4,040,703

　

100．0

　

2,380,742

　

100．0

　

6,176,186

　

100.0

　

6,646,639

　

100.0

　

△470,453

　

△7．1

　

△15.6

その１ 目的別内訳

第85表

　

普通建設事業費中の国直轄事業負担金の状況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　

分

　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

純

　

計

　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　　

増減率

　　

S芸

農林水産業費

　　　

245.475

　

21.5

　　　

26.923

　

21.5

　　

272,398

　

21.5

　　

238,108

　　

18.9

　　　

34,290

　　

14.4

　

△14.9

　

畜産業

　

費

　　　　

429

　　

0.0

　　　　

186

　　

0.1

　　　　

615

　　

0.0

　　　

1,057

　　

0.1

　　

△

　

442

　

△41.8

　

△61.8

　

農

　

地

　

費

　　

235.342

　

20.7

　　　

26,737

　

21.4

　　

262,079

　

20.7

　　

227,050

　

18.0

　　　

35.029

　　

15.4

　

△15.1

　

林

　　

業

　　

費

　　　　

5.585

　　

0.5

　　　　　　

－

　　　

－

　　　　

5,585

　　

0,4

　　　　

5.365

　　

0.4

　　　　　　

220

　　　　

4.1

　　　　

2.3

　

水産業費

　　　

4.119

　　

0.4

　　　　

－

　　

－

　　　

4.119

　　

0.3

　　　

4.637

　　

0.4

　　

△

　

518

　

△11.2

　　　

8.3

土

　　

木

　　

費

　　

893.685

　

78.5

　　　

98,164

　

78.5

　　

991.850

　

78.5

　

1.024.274

　

81.1

　　

△32.424

　

△3.2

　　　

3.5

　

道路橋りょう費

　　　

567,218

　　

49.8

　　　

64,019

　　

51.2

　　　

631.237

　　

49.9

　　　

657,927

　　

52.1

　　

△26,690

　

△

　

4.1

　　　

4.9

　

河川海岸費

　　　

270.344

　

23.7

　　　　

151

　　

0.1

　　

270.495

　

21.4

　　

273,701

　　

21.7

　　

△3.206

　

△

　

1.2

　　　

7.5

　

港

　　

湾

　　

費

　　　　

37.958

　　

3.3

　　　

32,408

　　

25.9

　　　

70,366

　　

5.6

　　　

71.901

　　　

5.7

　　

△

　

1,535

　

△

　

2.1

　

△

　

8.1

　

都市計画費

　　　

9,843

　　

0.9

　　　　

621

　　

0.5

　　　

10.463

　　

0.8

　　　

12,211

　　

1.0

　　

△1,748

　

△14.3

　

△40.4

　　

街

　

路

　

費

　　　　　　

－

　　　

－

　　　　　　

５

　　

０．０

　　　　　　

５

　　

０．０

　　　　　　

－

　　　

－

　　　　　　　

５

　　　

皆増

　　　　

一

　　

公

　

園

　

費

　　　　

9,841

　　

0.9

　　　　

613

　　

0.5

　　　

10.454

　　

0.8

　　　

12.190

　　

1.0

　　

△

　

1,736

　

△14.2

　

△38.5

　　

下水道費

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　

一

　　

区画整理費等

　　　　　　

2

　　

0.0

　　　　　　

2

　　

0.0

　　　　　　

4

　　

0.0

　　　　　

21

　　

0.0

　　

△

　　

17

　

△81.0

　

△96.8

　

空

　　

港

　　

費

　　　　

7,788

　　

0.7

　　　　　

966

　　

0.8

　　　　

8.753

　　

0.7

　　　　

8.534

　　

0.7

　　　　　

219

　　　　

2.6

　

△

　

5.1

　

そ

　　

の

　　

他

　　　　　

535

　　

0.0

　　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

535

　　

0.0

　　　　　　

－

　　　

－

　　　　　　

535

　　　

皆増

　　　　

一

　

合

　　　　

計

　　　

1,139,161

　　

100.0

　　　

125,087

　

100．0

　　

1,264,248

　

100.0

　　

1,262,383

　

100．0

　　　　

1,865

　　　　

0．1

　　

△

　

0．5

その２ 財源内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　　

成

　　　　

17

　　　

年

　　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　　　　　　

£

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　

分

　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

純

　

計

　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　　

増

　

減

　

額

　　

増減率

　　

昌：

分担金,負担金，寄附金

　　　　

86,143

　　

7.6

　　　　　

381

　　　

0.3

　　　

86.524

　　

6.8

　　　

64,658

　　

5.1

　　　　

21.866

　　　

33.8

　

△35.5

地

　　

方

　　

債

　　　

781,362

　　

68.6

　　　

83,213

　　

66.5

　　　

864.575

　　

68.4

　　　

884.294

　　

70.0

　　

△19,719

　　

△2.2

　　　

9.7

その他特定財源

　　　

10,809

　　

0.9

　　　

3.784

　　

3.1

　　　

12.747

　　

1.0

　　　

4,628

　　

0.4

　　　　

8.119

　　

175.4

　

△62.8

一般財源等

　　

260,847

　

22.9

　　

37,709

　

30.1

　　

300,402

　

23.8

　　

308,803

　

24.5

　　

△8.401

　

△2.7

　

△11.8

　

合

　　　　

計

　　　

1,139,161

　　

100.0

　　　

125,087

　

100.0

　　

1,264,248

　

100．0

　　

1,262,383

　

100．0

　　　　

1,865

　　　　

0．1

　　

△

　

0．5

資84



その１ 目的別内訳

第86表

　

普通建設事業費中の単独事業費の状況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　　

増

　

減

　

率

　　　　　

前年度増減率

　　　　　　　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　　

純

　

計

　

額

　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　　　　　　　　　　　

。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

mm

　

市町村純計額

　

gj

　

市町村純計額

総

　　

務

　　

費

　　

261,184

　

7･7　　371 ,362　8. 2　　556, 708　7.3　　669,032　7.9　　△112.324△13.5△17.0△16.8△L9△2.5△2.7

民

　　

生

　　

費

　　　

70,044　2. 1　　238, 877　5. 3　　301 ,926　3.9　　302,598　3.6　　△　　672　16.0△5.6△0.2△9.0△且O△12.9

　

社会福祉費

　　

37,481

　

0

　　

52,664　1. 2　　86, 507　0　　97,253　1.2　　△10,746　25.3△27.6△11.0△19.8△18.2△19.9

　

老人福祉費

　　

17,434

　

0.5

　　

98,312

　

2.2

　

113.885

　

1.5

　

107,357

　

1.3

　　　

6,528△10.2

　　

9.0

　　

6.1△2.3△15.1△12.9

　

児童福祉費

　　　

14,971

　

0.4

　　

87.059

　

1.9

　　

100,593

　

1.3

　　

94,756

　

1.1

　　　　

5.837

　　

50.8△0.4

　　

6.2

　

10.6△7.1△6.2

　

そ

　　

の

　　

他

　　　　　

158

　　

0.1

　　　　

842

　　

0.0

　　　　

941

　　

0.0

　　　

3,232

　　

0,0

　　　

△

　

2,291△85.5△68.3△70.9

　

629.5

　　

60.0

　　

79.0

衛

　　

生

　　

費

　　

70,254

　

2.1

　

341,984

　

7.5

　

389,697

　

5.1　412, 587　4.9　△22,890△4.0△8.2△5.5△6.7△5.8△6.7

　

清

　

掃

　

費

　　

15,149　0.4　226,061　5.0　232,968　3.0　240.971　2.9　　△　8,003△11.2△4.7△3.3△0.5△7,9△8.4

　

そ

　

の

　

他

　　

55,105　1, 7　115, 923　2, 5　156, 729　2.1　171.616　2.0　　△14,887△1.8△14.2△8.7△8.4△1.9△4.2

労

　　

働

　　

費

　　　

7,149　0. 2　　4, 798　0.1　　11,789　0.2　　11,388　0.1　　　　　401　36.7△26.0　　3.5△15.3△6.5△11.0

農林水産業費

　　

253.446

　

7.5

　　

258,393

　　

5.7

　　

442.754

　　

5.8

　　

511,279

　

6.1

　　

△68,525△12.3△16.3△13.4△13.0△13.3△12.7

　

農

　　

業

　　

費

　　　

43．77＼

　

0

　　

48,942

　

0

　　

75.072

　

1.0

　　

95.720

　

□

　　

△20,648△15.4△24.8△21.6△4.4△16.2△9.5

　

畜

　

産

　

業

　

費

　　　

15,904　0. 5　　9, 950　0.2　　23.707　0.3　　28,638　0.3　　△　4,931△11.0△35.5△17.2△13.1　　7.3△6.2

　

農

　　

地

　　

費

　　　

86,952

　

2.6

　　

137,959

　

3.0

　　

200,365

　

2.6

　　

219,274

　

2.6

　　

△18,909△11.2△8.8△8,6△14.6△13.2△13.4

　

林

　　

業

　　

費

　　　

79,185

　

2.3

　　

48.599

　

0

　　

114,274

　

1.5

　　

133,196

　

1.6

　　

△18,922△12.7△18.6△14.2△13.3△14.8△13.7

　

水

　

産

　

業

　

費

　　　

27.635

　

0.8

　　

12,943

　

0.3

　　

29,337

　

0.4

　　

34,451

　

0.4

　　

△

　

5,114△10.4△25.6△14.8△19.9△11.8△17.1

商

　　

工

　　　

費

　　　

56,251

　　

1.7

　　

104.973

　　

2.3

　　

151,961

　　

2.0

　　

172.297

　　

2.0

　　

△

　

20,336△21.9△

　

5.9△11.8

　　

1.6△

　

5.4△

　

1.6

土

　　

木

　　

費

　

2,175,855

　

64.4

　

2,266.523

　

49.9

　

4,379,179

　

57.1

　

4,779,889

　

56.7

　　

△400,710△8.6△8.4△8.4△6.4△10.6△8.7

　

道路橋りょう費

　　

1,180,003

　

34.9

　　

992,710

　

21.9

　

2.159,741

　

28.2

　

2.405,876

　

90 c　　△246,135△8.9△11.7△10.2△10.3△9.1△9.7

　

河川海岸費

　　

209,727

　

6.2

　　

93,780

　

2.1

　

293,226

　

3.8

　

308,570

　

3.7

　　

△15,344△4.0△8.6△5.0△9.2△12.6△11.2

　

港

　　

湾

　　

費

　　　

30,717

　

0.9

　　

38,107

　

0.8

　　

62,947

　

0.8

　　

66,517

　

0.8

　　

△

　

3,570

　　

1.4△10.1△5.4

　

12.2△1□△4.5

　

都市計画費

　　

647,788

　

19.2

　

1,040,765

　

22.9

　

1,665,702

　

21.7

　

1,697,141

　

20.1

　　

△31,439

　　

2.4△4.8△1.9

　　

2.3△11.3△6.9

　　

街

　

路

　

費

　　　

437,712

　

13.0

　　

428,262

　

9.4

　　

863,602

　

11.3

　　

840,365

　

10.0

　　　　

23.237

　　

6.8△

　

□

　　

2.8

　　

0.6△11.6△6.1

　　

公

　

園

　

費

　　　

49.557

　

1.5

　　

185,079

　

4.1

　　

233,879

　

3,1

　　

255,434

　

3.0

　　

△21,555△0.9△10.4△8.4

　

14.1△13.8△9.5

　　

下水道費

　　　

6,749

　

0.2

　　

12,745

　

0.3

　　

13,134

　

0.2

　　

15,636

　

0.2

　　

△

　

2,502△19. 1 △15.7△16.0△9.5△15.2△13.5

　　

区画整理費等

　　　

153,770

　

4.6

　　

414,679

　

9.1

　　

555,086

　

7.2

　　

585,706

　

6.9

　　

△30.620△6.6△5.2△5.2

　　

3.9△9.6△6.7

　

住

　　

宅

　　

費

　　　

32.212

　

1.0

　　

73,241

　

1.6

　　

98.356

　

1.3

　　

121,708

　

1.4

　　

△23,352△26.5△15.3△19. 2 △12.8△11.6△10.6

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

75,408

　

2.2

　　

27.920

　

0.6

　　

99,207

　

0

　　

180,077

　

2.2

　　

△80,870△53.2

　　

13.6△純9△2.4△26.3△6.3

消

　　

防

　　

費

　　

13,405

　

0.4

　

133.431

　

2.9　146. 607　1. 9　150, 716　1. 8　　△　4, 109　11. 3 △4. 1 △2.7△3.5　7.8　6.8

教

　　

育

　　

費

　　

317,655

　

9.4

　　

789,927

　

17.4

　

1,097,255

　

14.3　1 ,229,669　14. 6　　△132,414△11.5△10.3△10.8△7.3△1.3△3.1

　

小

　

学

　

校

　

費

　　　　　

305

　　

0.0

　　

283,515

　　

6.2

　　

2a 515　　3.7　　297, 997　　3.5　　　△　14,482△71.4△　4,9△　4.9　　133.5　　　7,9　　8.0

　

中

　

学

　

校

　

費

　　　

1,164

　

0.0

　　

161,107

　

3.5　　162, 164　2. 1　　150, 074　1. 8　　　　12, 090　40　　7.7　　8.1△71.2　　10.8　　9. 1

　

高等学校費

　　

183.140

　

5.4

　　

24,096

　

0.5

　

207.163

　

2.7

　

217,653

　

2.6

　　

△10.490△9.3

　

52.5△4.8△6.0

　

68.5△2.8

　

社会教育費

　　

53,731

　

1.6

　　

159.191

　

3.5

　

206,804

　

2.7　281. 011　3. 3　　△74.207△24.7△26.2△26.4△1.3△19.9△16. 2

　

保健体育費

　　

15.095

　

0.4

　　

121.800

　

2.7

　　

133,439

　

1.7

　

160.003

　

1.9

　　

△26,564

　

11.2△17.9△16.6△48.9△1.1△8.4

　

大

　　

学

　　

費

　　　

19,358

　

0,6

　　　

6,822

　

0.2

　　

26,180

　

0.3　　38, 179　0. 5　　△　11,999△28.7△38.2△31.4　60.6　34.6　54.5

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

44,862

　

1.4

　　

33.396

　

0.8

　　

77,990

　

1.1

　　

84.752

　

1.0

　　

△

　

6,762

　　

4.4△20.2△8.0△19.1△4.6△12.0

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

154,147

　　

4.5

　　　

31,919

　　

0.7

　　

185,976

　　

2.4　　188, 184　　2.3　　△　2,208　　5.4△24.3△　1.2△14. 5 △　2.6△12.2

　

合

　　　　

計

　　

3,379,390

　

100.0

　

4,542,187

　

100.0　7, 663,852 100.0　8, 427,639 100.0　　△763,787△8.7△9.8△9. 1 △7.0△7.7△7.5
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第86表

　

普通建設事業費中の単独事業費の状況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　　

成

　　　　

17

　　　

年

　　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　

分

　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

純

　

計

　

額

　　　

勁計:

　

増

　

減

　

額

　　

増減率

　　

1談

分担金，負担金,寄附金

　　　

86,325

　　

2.6

　　　

32,429

　　

0.7

　　　

47,616

　　

0.6

　　　

59,186

　　

0.7

　　

△

　

11,570

　

△19.5

　

△26.1

財

　

産

　

収

　

入

　　　　

22.890

　　

0.7

　　　

48.298

　　　

1.1

　　　　

71,190

　　

0.9

　　　　

55,288

　　　

0.7

　　　　

15,902

　　　

28.8

　　　　

7.3

地

　　

方

　　

債

　　

1,465,838

　　

43.4

　　

1,550,497

　　

34.1

　　

3,048,892

　　

39.8

　　

3.378,852

　　

40.1

　　

△329,960

　

△

　

9.8

　

△2.4

その他特定財源

　　　

369,807

　　

10.9

　　

714,507

　　

15.7

　　

922,523

　　

12.1

　　

1,107,512

　　

13.1

　　

△184,989

　

△16.7

　

△11.7

一般財源等

　

1,434,530

　

42.4

　

2.196,456

　

48.4

　

3,573,631

　

46.6

　

3,826,801

　

45.4

　

△253,170

　

△6.6

　

△10.2

　

合

　　　

計

　　

3.379,390

　

100．0

　

4.542,187

　

100．0

　

7,663.852

　

100．0

　

8,427,639

　

100．0

　

△763,787

　

△9．1

　

△7．5

第87表

　

普通建設事業費の目的別の状況（構成比）

(単位

　

％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　

都

　　

道

　　

府

　　

県

　　　　　　　　　　

市

　　　　　　

町

　　　　　　

村

　　　　　　　　　　

純

　　　

計

　　　

額

　　

区

　　　　　　

分

　　　　

補

　　

助

　

国直轄事

　

単

　　

独

　

補

　　

助

　

国直轄事

　

県営事業

　

単

　　

独

　

補

　　

助

　

国直轄事

　

単

　　

独

　　　　　　　　　　　　　　

事業費

　

業負担金

　

事業費

　

事業費

　

業負担金

　

負担金

　

事業費

　

事業費

　

業負担金

　

事業費

総

　　　　

務

　　　　

費

　　　　　

4.6

　　　　　

－

　　　　

95.4

　　　

16.4

　　　　　

－

　　　　

0.1

　　　

83.5

　　　　

12.7

　　　　　

－

　　　　

87.3

民

　　　　

生

　　　　

費

　　　　

58.9

　　　　　

－

　　　　

41.1

　　　　

28.4

　　　　　

－

　　　　

0.0

　　　

71.6

　　　

38.0

　　　　　

－

　　　

62.0

　

社

　

会

　

福

　

祉

　

費

　　　　

30.6

　　　　　

－

　　　　

69.4

　　　　

19.9

　　　　　

－

　　　　

0.0

　　　

80.1

　　　　

23.2

　　　　　

－

　　　　

76.8

　

老

　

人

　

福

　

祉

　

費

　　　　

78.1

　　　　　

－

　　　　

21.9

　　　

25.6

　　　　　

－

　　　　

0.0

　　　

74.4

　　　

45.0

　　　　　

－

　　　　

55.0

　

児

　

童

　

福

　

祉

　

費

　　　　

57.4

　　　　　

－

　　　　

42.6

　　　

34.4

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

65.6

　　　

38.2

　　　　　

－

　　　

61.8

　

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　　

90.4

　　　　　

－

　　　　

9.6

　　　

73.0

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

27.0

　　　

80.0

　　　　　

－

　　　　

20.0

衛

　　　　

生

　　　　　

費

　　　　

40.8

　　　　　

－

　　　　

59.2

　　　

43.3

　　　　　

－

　　　　

0.0

　　　

56.7

　　　

43.9

　　　　　

－

　　　　

56.1

　

清

　　　　

掃

　　　　

費

　　　　

38.8

　　　　　

－

　　　　

61.2

　　　

51.4

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

48.6

　　　

51.7

　　　　　

－

　　　

48.3

　

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　　

4L4

　　　　

－

　　　

58.6

　　　

15.9

　　　　

－

　　　　

0.0

　　　

84.1

　　　

26.5

　　　　

－

　　　

73.5

労

　　　　

働

　　　　　

費

　　　　

41.0

　　　　　

－

　　　　

59.0

　　　　

0.4

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

99.6

　　　

29.3

　　　　　

－

　　　　

70.7

農

　

林

　

水

　

産

　

業

　

費

　　　　

74.1

　　　　

12.8

　　　

13.2

　　　

41.8

　　　　

4.0

　　　

16.0

　　　

38.2

　　　

67.6

　　　　

12.3

　　　

20.1

　

農

　　　　

業

　　　　

費

　　　　

54.9

　　　　

－

　　　

45.1

　　　

54.3

　　　　

－

　　　　

3.1

　　　

42.6

　　　

51.8

　　　　

－

　　　

48.2

　

畜

　　

産

　　

業

　　

費

　　　　

53.0

　　　　

1.2

　　　

45.7

　　　

57.2

　　　　

0.7

　　　　

3.8

　　　

38.3

　　　

52.4

　　　　

1.2

　　　

46.4

　

農

　　　　

地

　　　　

費

　　　　

71.4

　　　

20.9

　　　　

7.7

　　　

22.0

　　　　

8.2

　　　

27.8

　　　

42.1

　　　　

62.6

　　　

21.2

　　　

16.2

　

林

　　　　

業

　　　　

費

　　　　

80.1

　　　　

1.3

　　　

18.6

　　　

51.5

　　　　　

－

　　　　

3.7

　　　

44.8

　　　

75.1

　　　　

1.2

　　　

23.7

　

水

　　

産

　　

業

　　

費

　　　　

86.7

　　　　

1.7

　　　

11.6

　　　

78.3

　　　　　

－

　　　　

8.6

　　　　

13.2

　　　

88.0

　　　　

1.5

　　　

10.5

商

　　　　

工

　　　　　

費

　　　　

21.8

　　　　　

－

　　　　

78.2

　　　　

16.8

　　　　　

－

　　　　

0.1

　　　　

83.1

　　　　

18.2

　　　　　

－

　　　　

81.8

土

　　　　　

木

　　　　

費

　　　　

43.2

　　　

16.5

　　　

40.3

　　　

32.3

　　　　

2.7

　　　　

3.1

　　　

61.9

　　　

39.5

　　　　

11.2

　　　

49.3

　

道路橋りょう費

　　　

32.0

　　

22.1

　　

46.0

　　

14.4

　　　

5.1

　　　

2.2

　　

78.4

　　

26.4

　　　

16.6

　　

56.9

　

河

　

川

　

海

　

岸

　

費

　　　　

64.8

　　　

19.8

　　　

15.4

　　　

36.0

　　　　

0.1

　　　　

4.4

　　　

59.5

　　　

62.4

　　　

18.1

　　　

19.6

　

港

　　　　

湾

　　　　

費

　　　　

70.6

　　　

16.2

　　　　

13.1

　　　

32.7

　　　

25.2

　　　　

12.6

　　　

29.6

　　　

60.8

　　　

20.7

　　　

18.5

　

都

　

市

　

計

　

画

　

費

　　　　

30.3

　　　　

1.0

　　　

68.7

　　　

37.2

　　　　

0.0

　　　　

3.4

　　　

59.4

　　　

35.9

　　　　

0.4

　　　

63.7

　　

街

　　　

路

　　　

費

　　　　

28.7

　　　　

－

　　　

71.3

　　　

29.9

　　　　

0.0

　　　　

5.7

　　　

64.3

　　　

30.3

　　　　

0.0

　　　

69.7

　　

公

　　　

園

　　　

費

　　　　

46.0

　　　　

9.0

　　　

45.1

　　　

44.7

　　　　

0.2

　　　　

0.6

　　　

54.5

　　　

45.3

　　　　

2.3

　　　

52.3

　　

下

　　

水

　　

道

　　

費

　　　　

59.0

　　　　　

－

　　　　

41.0

　　　

33.4

　　　　　

－

　　　　

0.9

　　　

65.7

　　　

55.0

　　　　　

－

　　　　

45.0

　　

区画整理費等

　　　

24.3

　　　

0.0

　　

75.7

　　

40.5

　　　

0.0

　　　

2.6

　　

56.9

　　

38.3

　　　

0.0

　　

61.7

　

住

　　　　

宅

　　　　

費

　　　　

83.9

　　　　　

－

　　　　

16.1

　　　　

76.2

　　　　　

－

　　　　

0.0

　　　

23.8

　　　

80.3

　　　　　

－

　　　　

19.7

　

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　　

13. 6　　　　8. 6　　　77.8　　　31. 0　　　　2. 1　　　　6. 2　　　60.7　　　20.0　　　　6.9　　　73.2

消

　　　　　

防

　　　　　

費

　　　　　

2.2

　　　　　

－

　　　　

97.8

　　　

25.0

　　　　　

－

　　　　

0.1

　　　　

74.9

　　　

23.4

　　　　　

－

　　　　

76.6

教

　　　　

育

　　　　

費

　　　　

14.1

　　　　

－

　　　

85.9

　　　

34.8

　　　　

－

　　　　

0.0

　　　

65.2

　　　

30.2

　　　　

－

　　　

69.8

　

小

　　

学

　　

校

　　

費

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　

100.0

　　　

43.3

　　　　　

－

　　　　

0.0

　　　

56.7

　　　

43.3

　　　　　

－

　　　　

56.7

　

中

　　

学

　　

校

　　

費

　　　　

49.8

　　　　

－

　　　

50.2

　　　

44.3

　　　　

－

　　　　

0.0

　　　

55.7

　　　

44.4

　　　　

－

　　　

55.6

　

高

　

等

　

学

　

校

　

費

　　　　

12.8

　　　　　

－

　　　　

87.2

　　　　

1.1

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

98.9

　　　　

11.6

　　　　　

－

　　　　

88.4

　

社

　

会

　

教

　

育

　

費

　　　　　

8.2

　　　　　

－

　　　　

91.8

　　　

20.9

　　　　　

－

　　　　

0.0

　　　

79.1

　　　　

18.4

　　　　　

－

　　　　

81.6

　

保

　

健

　

体

　

育

　

費

　　　　　

3.0

　　　　　

－

　　　　

97.0

　　　

17.7

　　　　　

－

　　　　

0.0

　　　

82.3

　　　　

16.6

　　　　　

－

　　　　

83.4

　

大

　　　　

学

　　　　

費

　　　　　

0.4

　　　　　

－

　　　　

99.6

　　　　

0.8

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

99.2

　　　　

0.5

　　　　　

－

　　　　

99.5

　

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　　

29.4

　　　　　

－

　　　　

70.6

　　　

21.5

　　　　　

－

　　　　

0.2

　　　

78.4

　　　

26.3

　　　　　

－

　　　　

73.7

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

　　　　

23.0

　　　　　

－

　　　　

77.0

　　　　

0.1

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

99.9

　　　　

19.9

　　　　　

－

　　　　

80.1

　

合

　　　　　　　　

計

　　　　　

47.2

　　　

13.3

　　　

39.5

　　　

32.7

　　　　

1．7

　　　　

3．1

　　　　

62.5

　　　

40.9

　　　　

8．4

　　　

50．7
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その１ 目的別内訳

第88表

　

普通建設事業費中の用地取得費の状況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　

増

　　

減

　　

率

　　　　　　

前年度増減率

　　　　　　　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　　

合計

　

額

　　

合

　

計

　

額

　　

増減額

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

urn

　　

市町村

　

合計額

　　

mi.

　　

市町村

　

合計額

総

　

務

　

関

　

係

　　

17･942　1 ｡9　　72, 159　5, 9　　90, 100　4.2　　97,070　4.1△　6.970　△51.7　　20.4　△7.2　　26.9　△30.0　△15.5

　

う

　

ち

　

庁

　

舎

　　　　

－

　　

－

　　

10,720　0. 9　　10, 720　0.5　　9,942　0.4　　　778　　皆減　　　9.4　　　7.8　△93.9　△34j　△42.3

民

　

生

　

関

　

係

　　　

1,452　0. 2　　65, 228　5. 3　　66, 679　3.1　　38,460　1.6　　28,219　　56.1　　73.8　　73.4　△90.3　△18.5　△30.8

　

うち社会福祉施設

　　　　　

337

　

0.0

　　

30,608

　

2.5

　　

30,946

　

1.4

　　

24,722

　

1.0

　　

6,224

　

△54.6

　　

27.6

　　

25.2

　　

168.8

　

△28.2

　

△26.6

衛

　

生

　

関

　

係

　　　

3,710　0. 4　　27, 976　2,3　　31,686　1.5　　43,359　1.8△11,673　　31.7　△31.0　△26.9　△29.9　△8.8　△10.5

　

うち清掃施設

　　　　

－

　　

－

　　

10.528

　

0.9

　　

10,528

　

0.5

　　

19,258

　

0.8△

　

8,730

　　　

－

　

△45.3

　

△45.3

　　　

－

　

△9.7

　

△9.7

農林水産業関係

　　

30,337　3. 2　　16, 701　1. 4　　47, 039　2.2　　60,060　2.5△13,021　△20.3　△24.1　△21.7　△4.5　△27.6　△14.5

　

農

　

業

　

関

　

係

　　

28,645　3. 1　　12, 558　1,0　　41,203　1.9　　53,922　2.3△12,719　△22.2　△26.7　△23.6　　　5.4　△25.2　△6.7

　

林業‘水産業関係

　　　

1,692

　

0.2

　　

4,144

　

0.3

　　

5.836

　

0.3

　　

6,138

　

0,3△

　　

302

　　

35.6

　

△15.3

　

△4.9

　

△74.6

　

△34.7

　

△50.5

　　

うち漁港

　　　

605

　

0.1

　　　

717

　

0.1

　　

1,322

　

0.1

　　

1.787

　

0.1△

　

465

　

△20.1

　

△30.5

　

△26.0

　

△5.8

　　

1,6

　

△1.8

土

　

木

　

関

　

係

　　

857,369

　

91.5

　

843,074

　

69.0

　

1,700,444

　

78.8

　

1,884,484

　

79.7△184,040

　

△13.5

　

△5.6

　

△9.8

　

△16.1

　

△14.0

　

△15j

　

道路橋りょう

　　

440.007 47.0　222,871　18.2　662,877 30.7　710,112 30.0△47,235　△5.3　△9.2　△6.7　△16.1　△14.9　△15.7

　

河

　　　　　

川

　　

115.800

　

12.4

　　

15.812

　

1.3

　

131,612

　

6.1

　　

124.605

　

5.3

　　

7.007

　　　

6.4

　　　

0.5

　　　

5.6

　

△16.3

　

△訟7

　

△18.1

　

港

　　　　　

湾

　　　

5.210

　

0.6

　　

7,146

　

0.6

　　

12.355

　

0.6

　　

14,828

　

0.6△

　

2.473

　　　

3.5

　

△27.0

　

△16.7

　　　

3.3

　　

237.6

　　

90.8

　

都市計

　

画

　　

268.749 28.7　555.993 45.5　824,742 38.2　896,737 37.9△71,995　△13.1　△5.4　△8.0　△17.2　△13.3　△14.7

　　　

街

　　

路

　　

199,617 21.3　281,914　23.1　481.531　22.3　538,605 22.8△57,074　△13.7　△8.2　△10.6　△24.0　△15.2　△19.2

　

う

　

都市下水路

　　　

6,267

　

0.7

　　

1,022

　

0.1

　　

7,290

　

0.3

　　　

567

　

0.0

　　

6,723

　　

皆増

　　

80.2

　

1,185.7

　　

皆減

　

△30.4

　

△31.9

　

ち

　

区画整理

　　

28,447

　

3.0

　

112.822

　

9.2

　

141,269

　

6.5

　

158.044

　

6.7△16,775

　

△32.5

　

△2.6

　

△10.6

　　

32.7

　

△3.6

　　

4.0

　　

公

　　

園

　　

34,418

　

3.7

　

146.037

　

12.0

　

180.455

　

8.4

　

188,493

　

8.0△

　

8,038

　

△3.6

　

△4.4

　

△4.3

　

△4.6

　

△14.1

　

△12.4

　

公営

　

住

　

宅

　　　

6,013

　

0.6

　　

18.950

　

1.6

　　

24,963

　

1.2

　　

28,756

　

1.2△

　

3,793

　　

19.8

　

△20.2

　

△13.2

　

△0.4

　

△16.6

　

△14.1

　

空

　　　　　

港

　　　

1,422

　

0.2

　　

11,060

　

0.9

　　

12,482

　

0.6　　19, 635　0. 8 △　7,153　△92.4　1,192. 1　△36.4　　254.7　△71.2　　137.6

　

そ

　　

の

　　

他

　　

20,168

　

2,0

　　

11,242

　

0.9

　　

31,413

　

1.4

　　

89.811

　

3.9△58,398

　

△74.7

　　

12.8

　

△65.0

　

△27.3

　

△38.2

　

△28.7

教

　

育

　

関

　

係

　　　

8,243

　

0.9

　

122,669

　

10.0　130, 912　6. 1　　153,648　6. 5 △22.736　△24.7　△14.0　△14.8　△66.6　　15.2　△1.9

　

高

　

等

　

学

　

校

　　　

4,272

　

0.5

　　

11,381

　

0,9

　　

15,652

　

0.7

　　

13,322

　

0.6

　　

2,330

　

△40. 1　　83. 7　　17. 5　△55.2　　286.3　△24.0

　

大

　　　　　

学

　　　　

－

　　

－

　　　

140

　

0,0　　　140　0. 0　　3, 090　0. 1 △　2,950　　皆滅　△95.5　△95. 5　2, 930.5　　　4. 1　　　4. 5

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

3,971

　

0.4

　

111,148

　

9.1　1 15,120　5. 4　137, 236　5. 8 △22, 116　　4. 1　△16. 7　△16. 1　△77.3　　11.8　　0.8

そ

　　

の

　　

他

　　

17.507

　

1.9

　　

73,786

　

6.1

　　

91,293

　

4,1

　　

88.370

　

3.8

　　

2.923

　　

77.5

　

△6.0

　　

3.3

　

△54.6

　

△1.9

　

△13.2

　

合

　　　

計

　　　

936,560 100.0　1,221,593 100．0　2,158,153 100.0　2,365.451 100.0 △207･298　△14. 2　△4.1　△8.8　△17. 3　△12. 1　△14.6
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その２

　

財源内訳等

第88表

　

普通建設事業費中の用地取得費の状況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　　

17

　　　

年

　　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　

分

　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

合

　

計

　

額

　　　

合

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　　

増減率

　　

昌：

国庫支出金

　　

217,031

　

23.2

　　

147.699

　

12.1

　　

364,730

　

16.9

　　

374,232

　

15.8△

　　

9,502

　

△2.5

　

△14.8

都道府県支出金

　　　　　

－

　　　

－

　　　

21,021

　　

1.7

　　　

21,021

　　

1.0

　　　

23,902

　　

1.0△

　　

2,881

　

△12.1

　

△12.7

分担金,負担金，寄附金

　　　　　

23,989

　　　

2.6

　　　　　

3,791

　　　

0.3

　　　　

27,780

　　　

1.3

　　　　

30,155

　　　

1.3

　

△

　　　

2,375

　　

△

　

7.9

　　

△

　

9.4

地

　　

方

　　

債

　　

426.824

　

45.6

　　

470,994

　

38.6

　　

897,819

　

41.6

　　

977,122

　

41.3△

　

79.303

　

△8.1

　

△13.4

その他特定財源

　　　

61,673

　　

6.5

　　　

141,136

　　

11.5

　　　

202,808

　　

9.4

　　　

223,230

　　

9.5

　

△

　　

20,422

　

△

　

9.1

　

△26.0

一般財源等

　　

207.043

　

22.1

　　

436.952

　

35.8

　　

643,995

　

29.8

　　

736,810

　

31.1△

　

92,815

　

△12.6

　

△12.1

　

合

　

計（A）

　　　

936,560

　

100.0

　

1,221,593

　

100．0

　

2,158.153

　

100.0

　

2.365,451

　

100．0△

　

207,298

　

△8.8

　

△14.6

　

うち補償費

　　　

417,249

　

44.6

　　

218,655

　　

17.9

　　

635.904

　

29.5

　　

710.665

　

30.0△

　

74,761

　

△10.5

　

△15.5

取得用地面積（㎡）

　　　　　

43,517,442

　　　　　

85,004.480

　　　　　

128.521.922

　　　　　

146.383,514

　

△17,861,592

　

△12.2

　

△16.7

Jずふﾂﾞﾂ

　　　　

44, 777, 008　　　　　　　　　　　82,202,786　　　　　　　　　　126.979,794　　　　　　　　　　142.902.994　　△15.923,200　　　△　ｎ.1　　　△　17.9

（注）

　

取得用地面積には、債務負担行為等による取得面積を含む。

その３

　

団体区分別内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　

平成17年度

　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

_，。。

　

区

　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増

　

減

　

額

　　　

増減率

　　　

剛年度

　　　　　　　　　　　

決

　

算

　

額

　　　

構成比

　　　

決

　

算

　

額

　　　

構成比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増減率

都

　　

道

　　

府

　　

県

　　　　　　

936,560

　　　

10.9

　　　　　

1,091.133

　　　

11.7

　　　　

△154,573

　　　　

△14.2

　　　　

△17.3

市

　　　

町

　　　

村

　　　　　

1,221,593

　　　

16.8

　　　　

1,274,317

　　　

16.1

　　　　

△52,724

　　　

△4.1

　　　

△12.1

　

大

　　　

都

　　　

市

　　　　　　　

304.851

　　　

22.7

　　　　　　

316.066

　　　

22.8

　　　　　

△

　

11,215

　　　　

△

　

3.5

　　　　

△17.6

　

特

　　

別

　　

区

　　　　　　

99,086

　　　

30.6

　　　　　

58.723

　　　

22.5

　　　　　

40.363

　　　　

68.7

　　　

△10.2

　

中

　　

核

　　

市

　　　　　　

139.331

　　　

16.2

　　　　　

146,479

　　　

17.0

　　　　

△

　

7,148

　　　

△4.9

　　　

△20.3

　

特

　　

例

　　

市

　　　　　

105,691

　　　

22.9

　　　　　

129,327

　　

25.5

　　　　

△23,636

　　　

△18.3

　　　　

27.0

　

都

　　　　　　　　

市

　　　　　　　

476. 625　　　　16. 1　　　　　　　455, 174　　　　16.6　　　　　　　21,451　　　　　　　4.7　　　　△　2.4

　

町

　　　　　　

村

　　　　　　

91, 674　　　8. 8　　　　　161. 330　　　8.8　　　　△69,656　　　△43.2　　　△30.6

　

一部事務組合等

　　　　　　　

4.335

　　　

1.6

　　　　　　

7,219

　　　

2.4

　　　　

△

　

2,884

　　　

△40.0

　　　

△53.3

（注）

　

平成17年度及び平成16年度の構成比は、団体区分別の普通建設事業費に対するものである。
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その４ 推

　　

移

第88表

　

普通建設事業費中の用地取得費の状況（つづき）

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決

　　　　　　　　　　

算

　　　　　　　　　　

額

　　　　　　　　　　　　　　

指

　　　　　　

数

　　　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成12年度

　　　

13

　　　　　　

14

　　　　　　

15

　　　　　　

16

　　　　　　

17

　　　　

12

　　

13

　　

14

　　

15

　　

16

　　

17

総

　　　

務

　　　

関

　　　

係

　　　　

1 12, 389　　　114. 369　　　105, 941　　　114,894　　　　97,070　　　　90,100　100　102　　94　102　　86　　80

　　

う

　　　　　

ち

　　　　

だF

　　　　

1

　　　　　　　

24, 189　　　　　　20, 972　　　　　　34,510　　　　　　17.243　　　　　　　9,942　　　　　　10.720　　100　　　87　　143　　　71　　　41　　　44

J民

　　　　

jEﾋ

　　　　

「関

　　　　　

ｲ系

　　　　　　　

73, 298　　　　　　70, 262　　　　　　45, 933　　　　　　55,609　　　　　　38,460　　　　　　66,679　　100　　　96　　　63　　　76　　　52　　　91

　　

うち社:会ｍ祉二施ij没

　　　

51,960

　　　

47,896

　　　

31,186

　　　

33.688

　　　

24,722

　　　

30,946

　

100

　　

92

　　

60

　　

65

　　　

48

　　　

60

偉i

　　

ごｉ

　　　

関

　　　

ｲ系

　　　　

73,050

　　　

73,756

　　　

67,547

　　　

48,461

　　　

43,359

　　　

31.686

　

100

　

101

　　

92

　

66

　

59

　

43

　　

う

　　

ち

　　

1青

　　

楠｝

　

舶i

　　

設

　　　　　　　

44,271

　　　　　　

26,392

　　　　　　

24,079

　　　　　　

21,317

　　　　　　

19,258

　　　　　　

10.528

　　

100

　　　

60

　　　

54

　　　

48 44　　24

農

　

林

　

水

　

産

　

業

　

関

　

係

　　　　　　

107.889

　　　　　

115.060

　　　　　　

72,378

　　　　　　

70.227

　　　　　　

60,060

　　　　　　

47,039

　　

100

　　

107

　　　

67

　　　

65

　　　

56

　　　

44

　

農=

　　　　

業

　　　　

「周

　　　　

係

　　　　　　　　

91.254

　　　　　　　

81.539

　　　　　　　

62.439

　　　　　　　

57,823

　　　　　　　

53,922

　　　　　　　

41,203

　　

100

　　　

89

　　　

68

　　　

63

　　　

59

　　　

45

　

5休凛E

　

:水ｉﾌ業限lf系

　　　

16,635

　　　

33,521

　　　

9,939

　　　

12,404

　　　

6,138

　　　

5.836

　

100

　

202

　

60

　

75

　

37

　

35

　　　

う

　　

ち

　　

漁

　　

i巷

　　　　

2.590

　　　　

2,783

　　　　

2,045

　　　　

1,819

　　　　

1,787

　　　　

1,322

　

100

　

107

　

79

　

70

　

69

　

51

■

　　

ホ

　　

「周

　　

W

　　

2,944,842

　　

2,647,084

　　

2,411,566

　　

2.220,790

　　

1,884,484

　　

ﾕ, 700,444　100　90　82　75　64　58

　

1

　

路

　

4喬

　

り

　

ょ

　

う

　　

1,076,056

　　

1,034,722

　　　

906,104

　　　

841,984

　　　

710,112

　　　

662,877

　

100

　

96

　

84

　

78

　

66

　

62

　

i可

　　　　　　　　　　　　　　　　

川1

　　　　　　

253,126

　　　　　

222,670

　　　　　

185.232

　　　　　

152,145

　　　　　

124,605

　　　　　

131,612

　　

100

　　　

88

　　　

73

　　　

60

　　　

49

　　　

52

　

1

　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

9.249

　　　　　　

10.082

　　　　　　

15,248

　　　　　　　

7,773

　　　　　　

14,828

　　　　　　

12,355

　　

100

　　

109

　　

165

　　　

84

　　

160

　　

134

　

者5

　　　　

j打

　　　　

劃一

　　　　

■

　　　　

1,449,664

　　　

1.249,420

　　　

1.203,025

　　　

1.051.123

　　　　　

896.737

　　　　　

824,742

　　

100

　　　

86

　　　

83

　　　

73

　　　

62

　　　

57

　　　　　

W

　　　　　　　　　　　

路

　　　　　　

859,599

　　　　　

802.589

　　　　　

776,922

　　　　　

666,436

　　　　　

538.605

　　　　　

481,531

　　

100

　　　

93

　　　

90

　　　

78

　　　

63

　　　

56

　　　

う

　

j都市‘下ぶ路

　　　　

2,098

　　　　

1,186

　　　　　

849

　　　　　

832

　　　　　

567

　　　　

7,290

　

100

　

57

　

40

　

40

　

27

　

347

　　　

ち

　

［Ｘ

　　

画

　　

整E

　　

J里

　　　　　　

200,365

　　　　　

174,004

　　　　　　

145.559

　　　　　

151,935

　　　　　

158,044

　　　　　

141,269

　　

100

　　　

87

　　　

73

　　　

76

　　　

79

　　　

71

　　　　　

公

　　　　　　

匝1

　　　

359,010

　　　

259,517

　　　

265,135

　　　

215,241

　　　

188.493

　　　

180,455

　

100

　

72

　

74

　

60

　

53

　

50

　

公

　　

１

　　

■

　　

宅Ξ

　　　　

76.917

　　　

70.541

　　　

46,121

　　　

33.487

　　　

28, 756　　　24.963　100　92　60　44　37　32

　

1

　　　　　　　　　　　　　　　　

i巷

　　　　　　　

12.323

　　　　　　　

7.289

　　　　　　

13, 397　　　　　　　8, 265　　　　　　19, 635　　　　　　12, 482　　100　　　59　　109　　　67　　159　　101

　

そ･

　　　　　　　

び）

　　　　　　　

4也

　　　　　　　

67,507

　　　　　　

52.360

　　　　　　

42.439

　　　　　

126.013

　　　　　　

89,811

　　　　　　

31,413

　　

100

　　　

78

　　　

63

　　

187

　　

133

　　　

47

1欧

　　

Ｗ

　　

「関

　　

W

　　　　

25.383

　　　

198.815

　　　

188, 492　　　156, 647　　　153, 648　　　130. 912　100　88　84　70　68　58

　

高i

　　

W

　　

学二

　　

校:

　　　　

26,152

　　　　

8,841

　　　　

7,327

　　　

17.519

　　　

13,322

　　　

15.652

　

100

　

34

　

28

　

67

　

51

　

60

　

大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学

　　　　　　　　　

1.192

　　　　　　　　

2.036

　　　　　　　　　　

974

　　　　　　　　

2,956

　　　　　　　　

3,090

　　　　　　　　　　

140

　　

100

　　

171

　　　

82

　　

248

　　

259

　　　

12

　

そｰ

　　　　　　　

ｸﾞ）

　　　　　　　

|也

　　　　　　

198,039

　　　　　

187,938

　　　　　

180, 191　　　　　　136. 172　　　　　　137, 236　　　　　1 15, 120　　100　　　95　　　91　　　69　　　69　　　58

そｰ

　　　　

びこ）

　　　　

■

　　　

176,010

　　　

128.475

　　　

1 19, 840　　　101, 758　　　88, 370　　　91 , 293　100　　73　68　58　50　52

　　

1

　　　　　　　　　　　

計

　　　　　　　　

3,712,861

　　　　

3, 347, 821　　　　3, 01 1 ，697　　　2･ 768･ 386　　　　2･ 365･ 451　　　　2･ 1 58･ 1 53　　1 00　　　90　　　81　　　75　　　64　　　58
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第89表

　

普通建設事業費中の用地取得費（補助事業費）の状況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

びに:

　　　　　　

増

　　　　

減

　　　　

率

　　　　　　　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

合計

　

額

　　　

口

　　　

口

　　　　　　

増減額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都道府県

　　

市町村

　　

合計額

総

　

務

　　

関

　

係

　　　　　

－

　　

－

　　　

5.962

　　

2.0

　　　

5,962

　　

0.8

　　　

3,692

　　

0.5

　　　　

2,270

　　　　　

－

　　　　

61.5

　　　　

61.5

　

う

　

ち

　

庁

　

舎

　　　　　

－

　　

－

　　　　

507

　　

0.2

　　　　

507

　　

0.1

　　　　

360

　　

0.0

　　　　　

147

　　　　　

－

　　　　

40.8

　　　　

40.8

民

　

生

　　

関

　　

係

　　　　　

－

　　　

－

　　　

4,171

　　

1.4

　　　

4.171

　　

0.6

　　　　

616

　　

0.1

　　　　

3,555

　　　　　

－

　　　　

577.1

　　　　

577.1

　

うち社会福祉施設

　　　　　

－

　　

－

　　　

2,201

　　

0.7

　　

2,201

　　

0.3

　　　　

106

　　

0.0

　　　

2,095

　　　　　

－

　　　

1,976.4

　　

1,976.4

衛

　

生

　

関

　

係

　　　　　

－

　　

－

　　　

3,798

　　

1.3

　　　

3.798

　　

0.5

　　　

1,027

　　

0.1

　　　　

2.771

　　　　　　

－

　　　　

269.8

　　　　

269.8

　

うち清掃施設

　　　　

－

　　

－

　　

1.316

　

0.4

　　

1,316

　

0.2

　　　

722

　

0.1

　　　　

594

　　　　

－

　　　

82.3

　　　

82.3

農林水産業関係

　　

25.857

　

6.1

　　

5.107

　

1.7

　

30.965

　

4.3

　　

37.799

　

5.1

　

△6,834

　　

△18.9

　　

△13.4

　　

△18.1

　

農

　

業

　

関

　

係

　　

25,064

　

6.0

　　

3,402

　

1.1

　

28.466

　

3.9

　

34.897

　

4.7

　

△6,431

　　

△19.3

　　

△10.9

　　

△18.4

　

林業・水産業関係

　　　　

793

　

0.2

　　

1.706

　

0.6

　　

2,499

　

0.3

　　

2,902

　

0.4

　

△

　　

403

　　

△

　

3.8

　　

△17.9

　　

△13.9

　　

う

　

ち

　

漁

　

港

　　　　

604

　

0.1

　　　

548

　

0.2

　　

1.151

　

0.2

　　

1.614

　

0.2

　

△

　

463

　　

△19.0

　　

△36.9

　　

△28.7

土

　

木

　

関

　

係

　

394.521

　

93.7

　

265.341

　

87.7

　

659.862

　

91.2

　

683,268

　

91.8

　

△23.406

　　

△1.8

　　

△5.8

　　

△3.4

　

道路橋りょう

　　

202.333

　

48.1

　　

45,710

　

15.1

　

248,043

　

34.3

　

262,983

　

35.3

　

△14,940

　　

△7.3

　　　　

2.4

　　

△5.7

　

河

　　　　　　

川

　　　

98,940

　

23.5

　　　

8,958

　　

3.0

　　

107,898

　

14.9

　　

99,868

　

13.4

　　　　

8,030

　　　　

10.0

　　　

△

　

9.8

　　　　　

8,0

　

港

　　　　　

湾

　　

3,913

　

0.9

　　

1,504

　

0.5

　　

5.417

　

0.7

　　

8,468

　

1.1

　

△3.051

　　

△19.2

　　

△58.6

　　

△36.0

　

都

　

市

　

計

　

画

　　

69.726

　

16.6

　

191.373

　

63.2

　

261,099

　

36.1

　

283.425

　

38.1

　

△22,326

　　

△1.0

　　

△10.1

　　

△7.9

　　　

街

　　　

路

　　

43.979

　

10.5

　

87,461

　

28.9

　

131,440

　

18.2

　

150.897

　

20.3

　

△19,457

　　

△14.5

　　

△12.1

　　

△12.9

　

う

　

都市下水路

　　　

6,259

　

1.5

　　　　

70

　

0.0

　　

6,329

　

0.9

　　　　

36

　

0.0

　　　

6,293

　　　　

皆増

　　　　

94.4

　　

17,480.6

　

ち区画整理

　　

6.173

　

1.5

　

36,406

　

12.0

　

42.578

　

5.9

　

45.090

　

6.1

　

△2.512

　　　

35.1

　　

△10.2

　　

△5.6

　　　

公

　　　　

園

　　

13,315

　

3.2

　　

62,895

　

20.8

　　

76,211

　

10.5

　　

84,162

　

11.3

　

△

　

7.951

　　

△

　

7.9'

　

△

　

9.8

　　

△

　

9.4

　

公

　

営

　

住

　

宅

　　　

3.441

　　

0.8

　　　

9,906

　　

3.3

　　

13.347

　　

1.8

　　

10,105

　　

1.4

　　　　

3,242

　　　　

134.9

　　　　

14.7

　　　　

32.1

　

空

　　　　　　

港

　　　　

408

　　

0.1　　　6, 200　　2. 0　　6, 608　　0. 9　　　　　2　　0. 0　　　6, 606　　20, 300.0　　　　皆増　330,300.0

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

15,760

　　

3.7

　　　

7.890

　　

2.6

　　

17,450

　　

2.5

　　

18,417

　　

2.5

　

△

　　

967

　　　

△

　

4.5

　　　　

314.0

　　　

△

　

5.3

教

　

育

　

関

　

係

　　　

358

　

0.1

　

14.763

　

4.9

　

15.121

　

2.1

　

14,980

　

2.0

　　　

141

　　

△15.6

　　　

1.4

　　　

0.9

　

高

　

等

　

学

　

校

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　

一

　

大

　　　　　　

学

　　　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

358

　

0.1　14, 763　4. 9　15, 121　2. 1　14, 980　2. 0　　　141　　△15.6　　　　1.4　　　0.9

そ

　　　

の

　　　

他

　　　　

100

　　

0.1　　　3, 458　　1. 0　　　3, 557　　0. 5　　　2, 720　　0. 4　　　　　837　　　　17. 6　　　　3L3　　　　30.8

　

合

　　　　

計

　　

420･ 836 100. 0　302, 600 100. 0　723, 436 100. 0　744, 102 1 00. 0　△20,666　　△3.0　　△2.4　　△2．8

(注) 上記の決算額には、受託事業費のうちの補助事業費を含む。
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第90表

　

普通建設事業費中の用地取得費（単独事業費）の状況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

雲削節ｉ

　　　　　　　　　　　

増

　　　　

減

　　　　

率

　　　　　　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　　

合

　

計

　

額

　　　　

゜

　　

計

　

額

　　　

増減額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都道府県

　　

市町村

　　

合計額

総

　

務

　　

関

　　

係

　　　

17,942

　　

3.5

　　

66,197　7. 2　　84,138　5.9　　93,379　5.8　△　9.241　　△51.7　　　17.7　　△9.9

　

う

　

ち

　

庁

　

舎

　　　　　

－

　　

－

　　

10,213　　1.1　　10,213　　0.7　　9,581　　0.6　　　　632　　　　皆減 8.2　　　　　　6.6

民

　

生

　

関

　

係

　　　

1,452　　0.3　　61,057　　6.6　　62,509　　4.4　　37,845　　2.3　　　24,664　　　　56.1　　　　65.4　　　　65.2

　

うち社会福祉施設

　　　　

337

　　

0.1　　28,407　　3.1　　28.744　　2.0　　24,616　　1.5　　　4,128　　△54.6　　　　19.0　　　　16.8

衛

　

生

　

関

　

係

　　

3,710　0. 7　24, 178　2.6　27,887　1.9　42.332　2.6　△14,445　　　31.7　　△38.8　　△34.1

　

うち清掃施設

　　　　

－

　　

－

　　

9,212

　

1.0

　　

9,212

　

0,6

　　

18,536

　

1,1

　

△

　

9,324

　　　　

－

　　

△50.3

　　

△50.3

農林水産業関係

　　

4,480

　

0.9

　　

11,594

　

1.3

　　

16,074

　

1.1

　　

22,261

　

1.4

　

△

　

6.187

　　

△27.1

　　

△28.0

　　

△27.8

　

農

　

業

　

関

　

係

　　

3,581

　

0.7

　　

9,156

　

1.0

　　

12,737

　

0.9

　　

19.025

　

1.2

　

△

　

6,288

　　

△37.4

　　

△31.2

　　

△33.1

　

林業・水産業関係

　　　　

899

　　

0.2

　　

2,438

　　

0.3

　　

3.337

　　

0.2

　　

3.236

　　

0.2

　　　　

101

　　　　

112.0

　　

△13.3

　　　　

3.1

　　

う

　

ち

　

漁港

　　　　

1

　

0.0

　　　

169

　

0.0

　　　

170

　

0.0

　　　

173

　

0.0

　

△

　　　

3

　　

△90.9

　　　　

4.3

　　

△1.7

土

　

木

　

関

　

係

　　

462,848

　

89.7

　

577,733

　

62.9 1.040,581　72.5 1,201,216　74.1　△160,635　　△21.5　　△5.5　　△13.4

　

道路橋りょう

　　

237,674

　

46.1

　

177,161

　

19.3

　

414,835

　

28.9

　

447.129

　

27.6

　

△32.294

　　

△3.5

　　

△11.8

　　

△7.2

　

河

　　　　　

川

　　

16,860

　

3.3

　　

6,854

　

0.7

　

23,714

　

1.7

　

24,737

　

1.5

　

△

　

1.023

　　

△11.0

　　　

18.2

　　

△4.1

　

港

　　　　　　

湾

　　　

1,297

　　

0.3

　　

5.642

　　

0.6

　　

6.939

　　

0.5

　　

6,360

　　

0.4

　　　　

579

　　　

565.1

　　

△

　

8.5

　　　　

9.1

　

都

　

市

　

計

　

画

　　

199.023

　

38.6

　

364,620

　

39,7

　

563,643

　

39.3

　

613,312

　

37.8

　

△49,669

　　

△16.6

　　

△2.7

　　

△8.1

　　

街

　　　

路

　　

155.638

　

30.2

　

194.453

　

21.2

　

350,091

　

24.4

　

387,708

　

23.9

　

△37,617

　　

△13.5

　　

△6.4

　　

△9.7

　

う

　

都市下水路

　　　　　

8

　

0.0

　　　

952

　

0.1

　　　

961

　

0.1

　　　

531

　　

0.0

　　　　

430

　　　　

皆増

　　　　

79.3

　　　　

81.0

　

ち

　

区画整理

　　

22,274

　

4.3

　

76,416

　

8.3

　

98,690

　

6.9

　

112,955

　

7.0

　

△14,265

　　

△40.8

　　　

1.4

　　

△12.6

　　

公

　　　　

園

　　　

21,103

　　

4.1

　　

83.141

　　

9.0

　　

104,244

　　

7.3

　　

104,331

　　

6.4

　

△

　　　

87

　　

△

　

0.6

　　　　　

0.1

　　　

△

　

0.1

　

公

　

営

　

住

　

宅

　　

2.572

　

0.5

　　

9,044

　

1.0

　　

11,616

　

0.8

　　

18.651

　

1.2

　

△

　

7,035　　△27.7　　△40. 1　　△37.7

　

空

　　　　　

港

　　

1,014

　

0.2

　　

4,860

　

0.5　　5, 874　0.4　　19.633　1.2　△13, 759　　△94.6　　　467.8　　△70. 1

　

そ

　　

の

　　

他

　　

4,408

　

0.7

　　

9,552

　

1.1　　13,960　0. 9　　71,394　4.4　△57.434　　△93.0　　　18.5　　△80.4

教

　

育

　

関

　

係

　　

7,885

　

1.5

　

107,906

　

11.7　1 15,791　8. 1　138, 668　8. 6　△22.877　　△25. 1　　△15.8　　△16. 5

　

高

　

等

　

学

　

校

　　

4,272

　

0.8

　　

11,381

　

1.2　　15,652　1. 1　　13,322　0. 8　　　2, 330　　△40.1　　　83. 7　　　17. 5

　

大

　　　　　

学

　　　　

－

　　

－

　　　

140

　

0.0

　　　

140

　

0.0

　　

3,090

　

0.2

　

△

　

2,950

　　　

皆減

　　

△95.5

　　

△95.5

　

そ

　　

の

　　

他

　　

3,613

　

0.7

　

96,385

　

10.5　99, 999　7. 0　122, 256　7. 6　△22,257　　　6.6　　△18. 9　　△18.2

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

17,408

　　

3.4

　　

70,328

　　

7.7

　　

87,737

　　

6.1

　　

85.647

　　

5.2

　　　　

2,090

　　　　

78.0

　　　

△

　

7.3

　　　　　

2.4

　

合

　　　　

計

　　

515,725 100.0　918, 993 100.0 1,434･717 100.0 1･ 621･348 100.0　△1 86･631　　△21.5　　△4.7　　△11.5

(注) 上記の決算額には、受託事業費のうちの単独事業費を含む。
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その１ 性質別内訳

表9
1

第 災 害復旧事業費の状況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　　　　　　　

ｘ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　

うう

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　

市

　　

町

　　

村

　　

純

　　

計

　　

額

　　

純

　　

計

　　

額

　　

増

　

減

　

額

　　

増

　

減

　

率

　　

fL31斐

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　

478.079

　

95.6

　　

262.371

　

84.7

　　

638.840

　

90.2

　　

364,476

　

73.8

　　　

274,364

　　　　　

75.3

　　　　

44.7

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　

13,108

　

2.6

　　

47,422

　

15.3

　　

60.351

　

8.5

　　

93,022

　

18.8

　　

△32,671

　　

△35.1

　　　

138.4

国直轄事業負担金

　　　

8,860

　　

1.8

　　　　

－

　　

－

　　　

8,860

　　

1.3

　　

36,276

　　

7.3

　　

△27,416

　　　

△75.6

　　　　

200.8

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　　　

41

　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

一

　

合

　　　　

計

　　　　　

500,047

　

100．0

　　

309,835

　

100.0

　　

708,051

　

100.0

　　

493,774

　

100．0

　　　　

214,277

　　　　　

43.4

　　　　　

63.0

その２ 目的別内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　

市

　　

町

　　

村

　　

純

　　

計

　　

額

　　

純

　　

計

　　

額

　　

増

　

減

　

額

　　

増

　

減

　

率

　　

ｔ；叢

公共土木施設

　　

362,189

　

72.4

　

158.255

　

51.1

　

520.419

　

73.5

　

347,006

　

70.3

　　

173,413

　　　

50.0

　　　

55.9

農林水産施設

　　

134,607

　

26.9

　　

130,012

　

42.0

　　

162,930

　

23.0

　　

102,816

　

20.8

　　　　

60,114

　　　　

58.5

　　　　

56.5

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

3,255

　

0.7

　　

21,583

　

6.9

　　

24,718

　

3.5

　　

43,952

　

8.9

　　

△19,234

　　

△43.8

　　　

201.1

　

合

　　　　

計

　　　　　

500,051

　

100．0

　　

309,850

　

100.0

　　

708,067

　

100．0

　　

493,774

　

100.0

　　　　

214,293

　　　　　

43.4

　　　　　

63.0

その３ 財源内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　

ｚ］ヽ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　

7］

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　

市

　　

町

　　

村

　　

純

　　

計

　　

額

　　

純

　　

計

　　

額

　　

増

　

減

　

額

　　

増

　

減

　

率

　　

L31叢

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　　

362,399

　

72.5

　　

121,106

　

39.1

　　

483,506

　

68.3

　　

260,832

　

52.8

　　　　

222,674

　　　　　

85.4

　　　　　

47.1

地

　　　

方

　　　

債

　　

120,501

　

24.1

　　

46.502

　

15.0

　　

167,003

　

23.6

　　

139,985

　

28.3

　　　　

27,018

　　　　　

19.3

　　　　

74.2

その他特定財源

　　　

5.735

　

1.1

　　

105,522

　

34.1

　　

19.940

　

2.8

　　

14,244

　

3.0

　　　

5,696

　　　　

40.0

　　　　

57.0

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　　

11,412

　

2.3

　　

36,705

　

11.8

　　

37,602

　

5.3

　　

78.713

　

15.9

　　

△41,111

　　

△52.2

　　　

117.8

　

合

　　　　

計

　　　　　

500,047

　

100.0

　　

309,835

　

100．0

　　

708,051

　

100.0

　　

493,774

　

100.0

　　　　

214,277

　　　　　

43.4

　　　　　

63.0

その１ 性質別内訳

第92表

　

失

　

業

　

対

　

策

　

事

　

業

　

費

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　

区

　　　　　

分

　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　

市

　　

町

　　

村

　　

純

　　

計

　　

額

　　

純

　　

計

　　

額

　　

増

　

減

　

額

　　

増

　

減

　

率

　　

１１斐

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　

2,115

　

89.5

　　

12,332

　

87.0

　　

14,447

　

87.3

　　

16,122

　

89.2

　　

△1.675

　　

△10.4

　　　　

4.7

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　　

249

　

10.5

　　　

1,846

　

13.0

　　　

2,095

　

12.7

　　　

1,957

　

10.8

　　　　　

138

　　　　　

7.1

　　　

△7.7

　

合

　　　

計

　　　　

2,363

　

100.0

　　

14,178

　

100.0　　16, 542 100.0　　18,078　100．0　　△1,536　　△8．5　　　　3．2
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その２ 財源内訳

第92表

　

失

　

業
寸占

λ 策

　

事 業

　

費

　

の

　

状

　

況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　

市

　　

町

　　

村

　　

純

　　

計

　　

額

　　

純

　　

計

　　

額

　　

増

　

減

　

額

　　

増

　

減

　

率

　　

１

　

ズ

　

ツ1

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　　　

－

　　

－

　　

5,292

　

37.3

　　

5,292

　

32.0

　　

5,782

　

32.0

　　

△

　

490

　　

△8.5

　　　

△6.0

その他特定財源

　　　

2,056

　

87.0

　　

5.683

　

40.1

　　

6,357

　

38.4

　　

7,155

　

39.6

　　

△

　

798

　　

△11.2

　　　　

10.6

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　　　　　

307

　

13.0

　　　

3.203

　

22.6

　　　

4,893

　

29.6

　　　

5,141

　

28.4

　　　

△

　

248

　　　

△

　

4.8

　　　　　

5,0

　

合

　　　

計

　　　　

2,363　100.0　　14, 178　100．0　　16,542　100．0　　18,078　100.0　　△1,536　　△8.5　　　　3.2

その１ 繰出先別内訳

第93表

　

繰

　　

出 金

　　

の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　

市

　　

町

　　

村

　　

合

　　

計

　　

額

　　

合

　　

計

　　

額

　　

増

　

減

　

額

　　

増

　

減

　

率

　　

ｔ

　

ズ

　

奏

法非適用の公営企業会計

　　　

170.647　80. 8　1 ,367,505　31.3　1,538.152　33.6　1,624,746　35.4　　　△86, 594　　　△　5.3　　　△　3.9

国民健康保険事業会計

　　　　　

－

　　　

－

　

1,180,237

　

27.0

　

1.180,237

　

25.8

　

1,162,034

　

25.3

　　　　

18,203

　　　　　

1.6

　　　　　

1.0

老人保健医療事業会計

　　　　　

－

　　　

－

　　

801.386

　

18.3

　　

801,386

　

17.5

　　

728,702

　

15.9

　　　　

72,684

　　　　　

10.0

　　　　　

10.1

介護保険事業会計

　　　　

－

　　

－

　　

985.077

　

22.5

　　

985.077

　

21.5

　　

945,557

　

20.6

　　　

39,520

　　　　

4.2

　　　　

9.8

農業共済事業会計

　　　　　

－

　　

－

　　　　

164

　　

0.0

　　　　

164

　　

0.0

　　　　

219

　　

0.0

　　

△

　　

55

　　　

△25.1

　　　

△13.1

収益事業会計

　　

2.454

　

1.2

　　

2.508

　

0.1

　　

4.961

　

0.1

　　

11,483

　

0.3

　　

△6.522

　　

△56.8

　　　

112.3

交通災害共済事業会計

　　　　　

－

　　

－

　　　　

550

　　

0.0

　　　　

550

　　

0.0

　　　　

642

　　

0.0

　　

△

　　

92

　　　

△14.3

　　　

△13.6

公立大学附属病院事業会計

　　　

17,414

　　

8.2

　　　

9.588

　　

0.2

　　　

27,003

　　

0.6

　　　

39.389

　　

0.9

　　

△12,386

　　　

△31.4

　　　

△12.3

基

　　　　　　

金

　　

20.732

　

9.8

　　

23,379

　

0.5

　　

44,111

　

1.0

　　

75,569

　

1.6

　　

△31.458

　　

△41.6

　　　　

59.5

財

　　　

産

　　　

区

　　　　

－

　　

－

　　　

607

　

0.0

　　　

607

　

0.0

　　

1,120

　

0.0

　　

△

　

513

　　

△45.8

　　　　

19.9

　

合

　　　　

計

　　　　　

211,247

　

100.0

　

4,371,001

　

100.0　4, 582,248　100.0　4, 589,461　100.0　　　△　7,213　　　△　0.2　　　　　2.8

その２ 目的別内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　

｀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　

市

　　

町

　　

村

　　

合

　　

計

　　

額

　　

合

　　

計

　　

額

　　

増

　

減

　

額

　　

増

　

減

　

率

　　

１

　

１

　

ｔ

運

　　

転

　　

資

　　

金

　　　　

6,783

　　

3.2

　　　

51,926

　　

1.2

　　　

58.710

　　

1.3

　　　

61.002

　　

1.3

　　　

△

　

2.292

　　　

△

　

3.8

　　　

△

　

4.3

事

　

務

　

費

　

財

　

源

　　　

8,513

　　

4.0

　

1,877,688

　

43.0

　

1.886.201

　

41.2

　

1.804,401

　

39.3

　　　　

81,800

　　　　　

4.5

　　　　　

7.7

建

　

設

　

費

　

財

　

源

　　　

7,798

　

3.7

　　

183,485

　

4.2

　　

191.283

　

4.2

　　

245.432

　

5.3

　　

△54.149

　　

△22.1

　　　

△10.6

公

　

債

　

費

　

財

　

源

　　

144,177

　

68.3

　　

957,205

　

21.9

　

1,101,382

　

24.0

　

1,136,909

　

24.8

　　

△35,527

　　

△3.1

　　

△2.9

赤

　

字

　

補

　

て

　

ん

　　　

13,233

　　

6.3

　　

193,580

　　

4.4

　　

206,813

　　

4.5

　　

214,198

　　

4.7

　　　

△

　

7,385

　　　

△

　

3.4

　　　

△

　

1.6

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

30.743

　

14.5

　

1,107,117

　

25.3

　

1,137,859

　

24.8

　

1,127,519

　

24.6

　　　　

10,340

　　　　　

0.9

　　　　　

6.1

　

合

　　　　

計

　　　　　

211,247

　

100.0

　

4,371,001

　

100.0　4, 582,248　100.0　4, 589,461　100.0　　　△　7,213　　　△　0.2　　　　　2.8
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第93表

　

繰

　　

出

　　

金

　　

の

　　

状

　　

況（つづき）

その３

　

繰出先別、繰出目的別内訳 (単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　

法非適用

　

国民健康

　

老人保健

　

ムΞ

　　　　

，

　　　　　　　　　　

交通災害

　

公立大学

　　

区

　　　

分

　　　

総

　　

額

　

の公営企

　

保険事業

　

医療事業

　

９怒”怒‰詣共済事業

　

附属病院

　

基

　　

金

　

財産区

　　　　　　　　　　　　　　　　　

業会計

　　

会

　　

計

　

会

　　

計

　

事業゛計

　

事業Ｊﾆ゛計

　　　

｀゛“

　　

会

　　

計

　

事業会計

運

　

転

　

資

　

金

　　　

58.710

　　

15,295

　　

15,714

　　

19.665

　　　

4,572

　　　　　

－

　　　　

750

　　　　　

1

　　　

2,704

　　　　　

－

　　　　　

9

事

　

務

　

費

　

財

　

源

　

1,886,201

　　

151,012

　　

260,020

　　

599,050

　　

866.507

　　　　

160

　　　　

20

　　　　

371

　　　

9,005

　　　　　

－

　　　　

55

建

　

設

　

費

　

財

　

源

　　

191.283

　　

188,392

　　　　

419

　　　　

254

　　　

1.728

　　　　　

－

　　　　

141

　　　　　

－

　　　　

245

　　　　　

－

　　　　

104

公

　

債

　

費

　

財

　

源

　

1.101.382

　

1,073,672

　　　

2,189

　　　　　

2

　　

14,438

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　

11,082

　　　　　

－

　　　　　

－

赤

　

字

　

補

　

て

　

ん

　　

206.813

　　

56.608

　　

143,179

　　　

1.599

　　　

1.354

　　　　

－

　　　　

25

　　　　

39

　　　

3,967

　　　　

－

　　　　

43

そ

　　　

の

　　　

他

　

1,137,859

　　

53,173

　

758,716

　　

180.816

　　

96.478

　　　　

4

　　

4,025

　　　

139

　　　　

－

　　

44.111

　　　

396

　

合

　　　　　

計

　　

4.582,248

　

1,538,152

　

1,180,237

　　

801,386

　　

985,077

　　　　

164

　　　

4,961

　　　　

550

　　

27,003

　　

44.111

　　　　

607

第94表

　

積

　　

立

　　

金

　　

の

　　

状

　　

況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　　

成

　　　　

17

　　　　

年

　　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

16

　

年

　

度

　

区

　　　　

分

　　　　

積

　　　

立

　　　

金

　　　　　

積立金取崩し額

　　　

差

　　　

引

　

積立金

　

雲乱:差

　　　

引

　　　　　　　　　　

都道府県

　

市町村

　

合計額（Ａ）都道府県

　

市町村

　

合計額（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）

　

（Ｃ）

　　

（Ｄ）

　

（Ｃ）－（Ｄ）

歳出決算積立金

　　

554,320

　

1,302,320

　

1,856,639

　　

491,372

　

1,393,073

　

1,884,445

　

△

　

27,806

　

1.537.643

　

2,637,089△1,099,446

歳計剰余金処分積立金

　　　

10,417

　　

132,006

　　

142,424

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　

142.424

　　

146,996

　　　　　

－

　　　

146,996

　

合

　　　　

計

　　

564,737 1,434,326 1,999,063　491,372　1,393,073　1,884,445　　114,618　1,684,639 2.637.089△　952,450

　　

財政調整基金積立金

　　

232.368

　　

583.078

　　

815.446

　　

48,456

　　

541,105

　　

589,561

　　　

225,885

　　

779,468

　　

881,704△

　

102,236

内

　　

減債基金積立金

　　

108.878

　　

193,272

　　

302,150

　　

211,535

　　

239,268

　　

450.802

　

△148,652

　　

259,373

　　

592,398△

　

333,025

訳

　　

I維げl白9゛

　　

223,492　　657.976　　881,467　　231,382　　612,700　　844.082　　　37, 385　　645,798　1,162,987八　517,189
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第95表

　

投

　

資

　

及

　

び

　

出

　

資

　

金

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　

区

　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　

市

　　

町

　　

村

　　

合

　　

計

　　

額

　　

合

　　

計

　　

額

　　

増

　

減

　

額

　　

増

　

減

　

率

　　

斐

　

χ

　

斐

総

　　　

務

　　　

費

　　　

3,315

　

1,7

　　

5.182

　

2.1

　　

8.497

　

1.9

　　

44.663

　

6.9

　

△36,166

　　　

△81.0

　　　

198.3

衛

　　　　

生

　　　　

費

　　　

59, 547　30. 6　　95, 450　39.4　　154.996　35.5　　155,357　24.0　　△　　361　　　　△　0.2　　　△　1.1

　

公

　

衆

　

衛

　

生

　

費

　　　

59, 132　30. 3　　95, 306　39.4　　154.437　35.3　　154,405　23.9　　　　　　32　　　　　　0.0　　　△　1.0

　

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

415

　

0.3

　　　

144

　

0.0

　　　

559

　

0.2

　　　

952

　

0.1

　

△

　　

393

　　

△41.3

　　

△21.1

農

　

林

　

水

　

産

　

業

　

費

　　　

1.938

　　

1.0

　　　

1,326

　　

0.5

　　　

3,263

　　

0.7

　　　

2.616

　　

0.4

　　　　　

647

　　　　　

24.7

　　　

△

　

5.2

　

農

　　

業

　　　

費

　　　

298

　

0.2

　　　

590

　

0.2

　　　

888

　

0.2

　　　

932

　

0.1

　

△

　　

44

　　

△4.7

　　

△13.7

　

畜

　

産

　

業

　

費

　　　　　

3

　

0.0

　　　　

66

　

0.0

　　　　

69

　

0.0

　　　

406

　

0.1

　

△

　　

337

　　　

△83.0

　　　　

59.2

　

農

　　　

地

　　　

費

　　　　　

－

　　　

－

　　　　

246

　　

0.1

　　　　

246

　　

0.1

　　　　

169

　　

0.0

　　　　　　

77

　　　　　

45.6

　　　　　

18.2

　

林

　　

業

　　

費

　　　

409

　

0.2

　　　

320

　

0.1

　　　

729

　

0.2

　　　

460

　

0.1

　　　　

269

　　　　

58.5

　　

△17.6

　

水

　

産

　

業

　

費

　　　

1,228

　

0.6

　　　

103

　

0.0

　　

1,331

　

0.3

　　　

649

　

0.1

　　　　　

682

　　　　

105.1

　　　

△10.4

商

　　　

工

　　　

費

　　　

8,555

　

4.4

　　

6,520

　

2.7

　　

15.075

　

3.4

　

136.107

　

21.1

　

△121,032

　　　

△88.9

　　　

315.9

土

　　　

木

　　　

費

　　

108,286

　

55.6

　　

77.845

　

32.1

　　

186.131

　

42.6

　

225.461

　

34.9

　

△39.330

　　　

△17.4

　　　　　

4.7

　

土

　

木

　

管

　

理

　

費

　　　

4,067

　

2.1

　　　

694

　

0.3

　　

4.761

　

1.1

　　

11,026

　

1.7

　

△

　

6.265

　　

△56.8

　　

△51.2

　

都

　

市

　

計

　

画

　

費

　　

67,702

　

34.7

　　

67,312

　

27.8

　

135.014

　

30.9

　

156.877

　

24.3

　

△21.863

　　

△13.9

　　　　

13.6

　

住

　　　

宅

　　　

費

　　　　

30

　

0.0

　　　

186

　

0. 1　　　216　0, 0　　　430　0. 1　△　　214　　　△49.8　　　　78.4

　

そ

　　　

の

　　　

他

　　

36,487

　

18.8

　　

9.653

　

3.9

　　

46,140

　

10.6

　　

57,128

　

8.8

　

△10,988

　　

△19.2

　　　　

5.2

教

　　　　

育

　　　　

費

　　　　　

563

　　

0.3

　　　　

970

　　

0.4

　　　

1.533

　　

0.4

　　　

1.661

　　

0.3

　　

△

　　

128

　　　

△

　

7.7

　　　　　　

5.3

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

12,698

　　

6.4

　　

54,842

　

22.8

　　

67,542

　

15.5

　　

80,574

　

12.4

　

△

　

13.032

　　　

△16.2

　　　　

47.2

　

合

　　　　　　

計

　　　

194,902 100．0　242, 1 35 1 00. 0　437, 037 100．0　646, 439 1 00．0　△209,402　　　△32. 4　　　　34. 9

謡皆皆（゛゛gj）

　　

115,803

　　　

59.4

　　　　

187,622

　　　

77.5

　　

303.425

　

69.4

　　　　

309,478

　　　

47.9

　　　　

八

　　　

6.053

　　　　　　　

八

　　

2.0

　　　　　　　　　　

9.7

そ

　　　

の

　　　

他

　　

79,099

　

40.6

　　

54,513

　

22.5

　　

133,612

　

30. 6　336. 961　52. 1　△203.349　　　△60.3　　　　70.9

資95
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第96表

　

貸

　　

付 金

　　

の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　

３、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　

区

　　　　　　

分

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　

市

　　

町

　　

村

　　

純

　　

計

　　

額

　　

純

　　

計

　　

額

　　

増

　

減

　

額

　　

増

　

減

　

率

　　

ｔｌ：

民

　　　　

生

　　　　

費

　　　

58.860

　　

1.7

　　

38,927

　　

2.4

　　

94,979

　　

1.9

　　

98,093

　　

1.7

　　

△

　

3,114

　　　

△

　

3.2

　　　　　

4.8

　

児

　

童

　

福

　

祉

　

費

　　　

14,044

　　

0.4

　　

10.595

　　

0.6

　　

24.585

　　

0.5

　　

24.735

　　

0.4

　　

△

　　

150

　　　

△

　

0.6

　　　

△

　

1.6

　

社

　

会

　

福

　

祉

　

費

　　

23,376

　

0.7

　　

15,771

　

1.0

　　

38,588

　

0.8

　　

41,631

　

0.7

　

△

　

3,043

　　

△7.3

　　

△14. 5

　

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

21,440

　　

0.6

　　

12,561

　　

0.8

　　

31,806

　　

0.6

　　

31,727

　　

0.6

　　　　　　

79

　　　　　

0.2

　　　　　

60.5

衛

　　　　

生

　　　　

費

　　　

97.615

　　

2.8

　　

33.025

　　

2.0

　　

129,792

　　

2.6

　　

130,720

　　

2.3

　　

△

　　

928

　　　

△

　

0.7

　　　

△

　

1.4

労

　　　　

働

　　　　

費

　　　

22,384

　　

0.6

　　

67,296

　　

4.1

　　

89,680

　　

1.8

　　

98.565

　　

1.8

　　

△

　

8,885

　　　

△

　

9.0

　　　

△

　

8.3

農

　

林

　

水

　

産

　

業

　

費

　　

258.654

　　

7.5

　　

35,320

　　

2.1

　　

293,689

　　

5.8

　　

306.455

　　

5.5

　　

△

　

12,766

　　　

△

　

4.2

　　　　　

18.4

　

農

　　

業

　　

費

　　

59,902

　

1.7

　　

16,317

　

1.0

　　

76,128

　

1.5

　　

87.086

　

1.6

　

△10.958

　　

△12.6

　　

△18.0

　

畜

　　　　

産

　　　　

業

　　　　

費

　　　　　　　

9,946

　　　　

0.3

　　　　　　

4.061

　　　　

0.2

　　　　　

14,008

　　　　

0.3

　　　　　

14,592

　　　　

0.3

　　　　

△

　　　　　

584

　　　　　　　

△

　　

4.0

　　　　　　　　　

27.7

　

農

　　　

地

　　　

費

　　

17.138

　

0.5

　　　

311

　

0.0

　　

17,392

　

0.3

　　

17,091

　

0.3

　　　　

301

　　　　

1.8

　　

△12.2

　

林

　　　

業

　　　

費

　　

147,353

　　

4.3

　　　

2.266

　　

0.1

　　

149.486

　　

3.0

　　

148,671

　　

2.6

　　　　　

815

　　　　　

0.5

　　　　　

87.3

　

水

　　

産

　　

業

　　

費

　　　

24.314

　　

0.7

　　

12.365

　　

0.8

　　

36.675

　　

0.7

　　

39.016

　　

0.7

　　

△

　

2,341

　　　

△

　

6.0

　　　

△

　

8.0

商

　　　

工

　　　

費

　

2,489,753

　

72.1

　

956,539

　

58.1 3,443,572　68.3 3,573,488　63.7　△129.916　　△3.6　　　　0.0

土

　　　

木

　　　

費

　　

388,519

　

11.3

　

418,718

　

25.4

　

803,537

　

15.9

　

906,923

　

16.2

　

△103,386

　　

△11.4

　　

△7.1

　

土

　

木

　

管

　

理

　

費

　　

92,697

　

2.7

　

158.026

　

9.6

　

250,723

　

5.0

　

269.717

　

4.8

　

△18,994

　　

△7.0

　　

△15.2

　

港

　　　

湾

　　　

費

　　　

7,721

　

0.2

　　

4.259

　

0.3

　　

11.980

　

0.2

　　

20,851

　

0.4

　

△

　

8,871

　　　

△42.5

　　　　

8.8

　

都

　

市

　

計

　

画

　

費

　　　

57,140

　　

1.7

　　

111,204

　　

6.8

　　

165,089

　　

3.3

　　

184,234

　　

3.3

　

△

　

19.145

　　　

△10.4

　　　

△11.0

　

住

　　　

宅

　　

費

　　

182,908

　

5.3

　

137,332

　

8.3

　

320,197

　

6.3

　

368,178

　

6.6

　

△47,981

　　

△13.0

　　　　

1.6

　

そ

　　　

の

　　　

他

　　

48,053

　

1.4

　　

7,897

　

0.4

　　

55,548

　

1.1

　　

63.943

　　

1.1

　

△

　

8.395

　　　

△13.1

　　　

△8.6

教

　　　　

育

　　　　

費

　　　

78,844

　　

2.3

　　

51.890

　　

3.2

　　

129,737

　　

2.6

　　

130.227

　　

2.3

　　

△

　　

490

　　　

△

　

0.4

　　　

△

　

0.0

　

教

　

育

　

総

　

務

　

費

　　　

74,595

　　

2.2

　　

13.224

　　

0.8

　　

87,800

　　

1.7

　　

79.448

　　

1.4

　　　　

8.352

　　　　　

10.5

　　　　　

6.9

　

高

　

等

　

学

　

校

　

費

　　　

2,866

　

0.1

　　

10,109

　

0.6

　　

12,975

　

0.3

　　

20,020

　

0.4

　

△

　

7.045

　　　

△35.2

　　　　

5.1

　

保

　

健

　

体

　

育

　

費

　　　

151

　

0.0

　　

2.467

　

0.1

　　

2.607

　

0.1

　　

2,919

　

0.1

　

△

　　

312

　　　

△10.7

　　

△42.8

　

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

1 , 232　0. 0　　26, 090　1. 7　　26, 355　0.5　　27,840　0.4　△　1.485　　　△　5.3　　　△12.3

そ

　　　

の

　　　

他

　　

58, 517　1 ｡ 7　　44･, 144　2. 7　　58, 224　1. 1　366, 590　6.5　△308,366　　　△84.1　　　358.1

　

合

　　　　　　

計

　　

3, 453, 1 46 1 00． 0　1 ，645, 859 1 00. 0 5, 043, 21 0 1 00. 0　5, 61 1 , 061　1 00． 0　△567,851　　　△10.1　　　　4．8

謡携昆（法朗）

　

97, 927　　2. 8　　　45, 470　　2. 8　　143, 396　　2. 8　　146. 776　　2.6　　△　3,380　　　　△　2.3　　　　△　0.7

そ

　　　　

の

　　　　

他

　

3, 355, 219　97. 2　1 , 600, 389　97. 2　4, 899. 814　97. 2　5, 464, 285　97.4　　△564,471　　　△10.3　　　　　5.0

資96



その２

　

現在高の状況

区

　　

分

に
の

債
も

貸
る

転
係

そ

　

の

　

他

商工関係

誹水鋪絲

民生･労働関係

住宅関係

観光咬通関係

開発関係

教育関係

そ

　

の

　

他

合

　　

計

うち

預託

金に

係る

もの

決算額

当該金

融機関

の貸付

額

基金の運用に

よるもの

総

　　

計

平成16年度末現在高

　　　　

(A)

道
県

都
府

345湘3

6,497,172

1.805.107

547.495

244.727

443.827

1,159.065

189.290

152.415

1.955.246

6,843,015

710，110

10.188.436

543,020

7,386,035

その１

　

推

市町村

392.303

1,810,273

123,615

20,215

181.013

186､590

説881

323.707

87,118

653.134

2,202,576

34,931

4,765,434

98,404

2,300,980

移

第96表

　

貸

　　

付

　　

金

　　

の

　　

状

　　

況（つづき）

平成17年度貸付額

　　　

(Ｂ)

合計額

738,146

8,307,445

1.928,722

567.710

425,739

630.417

1.393.946

512.998

239,533

2,凧380

9,045,591

745,701

14,953.869

641.423

9,687,015

8.2

91.8

2□

6,3

４

７
１
１ ０

15.4

「
a，

2Ｈ

100,0

-

道
県

都
府

16.016

3,437,130

2.476,309

258,545

79,903

182.865

82.608

78,820

78,492

199.588

3,453,146

2,157,779

5.126,956

47.706

3,500,852

市町村

22,430

1.623,429

945.984

32,143

104,51

136,207

47.961

127.769

50,999

177ぶ9

1,645,859

968,128

2,肌385

41,728

1,687,588

合計額

38.447

5,060,559

3,422.293

290,688

184.420

319.071

130,569

206,588

129,492

377､438

5,099,006

3,125.907

7,218,341

89.434

5,188,440

0.8

99.2

67.1

5,7

3,6

6.3

2.6

4,1

2.5

7,3

100,0

平成17年度回収額

　　　

(Ｃ)

道
県

都
府

19.465

4.201.432

2,634,143

245,918

69.707

184,736

87.897

7
4
3

斜

69,754

824,534

4,220,897

2,195,839

5.223,670

58.301

4,279,198

市町村

24.862

1,賊剣

954､829

31.944

107.830

152ぷ1

41.607

144.073

49,731

485.795

1,993,312

967.079

2,187,673

40､314

2,033.625

合計額

44.326

6,169,882

3,588,972

277.861

177.537

337.377

129.501

228.817

119.485

1.310.329

6.214.208

3.162,918

7,411,342

98頑

6,312,823

0.7

99.3

57.8

4.5

2.9

5,4

2.1

3.7

1.9

21.0

100,0

調整額

　

(D)

△

　　

227

△47,451

△

　

1,830

△2.865

1.819

△

　

664

△27,624

85

△6,081

△10,291

△47,678

△212,152

17.655

4.276

△43,403

(単位

　

百万円・％)

　

平成17年度末現在高

(Ａ)十(Ｂト(Ｃ)十叱川

　

汪,|

道
県

都
府

M2.395

市町村

こ
Ｊ

716,240

1,646,S17

557.555

阻帽

441.956

1.152,101

183,367

156,057

□25.613

6,058,635

458,607

10.111,714

532.967

6,591,602

第97表

　

地方公営企業等に対する繰出しの状況

389,645

1.434.431

113,666

20,117

181.397

169,491

215.286

307.488

87､403

圧頌

1,824,076

37.931

4.666,809

103.550

1,927,627

合計額

732, (MO

15fJ.671

9.3

90

1,760,213

７
１

577.672

22.3

434,441

7.3

611.447

5.5

1.367.387

7,8

490.8S1

17.3

凪459

6,2

1.665.198

3.1

7,882,711

21.2

100.0

4%. 538

14.778,523

636.518

8,519,229
-

比

　　

較

増減額

(E)-(か

増減

宰

△

　

6.106 △0.8

△1.156.774 △13.9

△

　

168,509 △8,7

9.962 1.8

8.702 卵

△

　

18,970 △3.0

△

　

26.559 △1.9

△

　

22.144 △4,3

3,926 1.6

△

　

mi82 △36.2

△1,162,880 △12.9

△249.163 △33.4

△

　

175.m △1.2

△

　　

4.905 △0.8

△1,167,785 △12.1

(単位

　

億円)

　　

区

　　　　　　

分

　　　

昭和36年度

　　

平成11年度

　　　　

12

　　　　　　

13

　　　　　　

14

　　　　　　

15

　　　　　　

16

　　　　　　

17

決

　　　　

算

　　　　

額

　　　　　　

415

　　　　　

53,948

　　　　　

60, 194　　　　　61,745　　　　　62,937　　　　　65,113　　　　　65.880　　　　　66.443

指

　　　　　　　　　　

数

　　　　　　　

100

　　　　　

13,000

　　　　　

14,505

　　　　　

14,878　　　　　15,166　　　　　15,690　　　　　15,875　　　　　16,010
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その２ 事業別内訳

第97表

　

地方公営企業等に対する繰出しの状況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　

較

　　　　　　　

ｚ３、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　

区

　　　　　　　

刀

　　　　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　　

合

　

計

　

額

　　　

合

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

l昌

　　

上

　

水

　

道

　

事

　

業

　　

59.463

　

6.1

　　

128,172

　

2.3

　　

187,635

　

2.8

　　

203,402

　

3, 1　△15, 767　　△7.8　　△0.1

　　

工業用水道事業

　　

39.279

　

4.1

　　　

3,140

　

0.1

　　

42,419

　

0.6

　　

28,633

　

0.4

　　

13,786

　　　

48. 1　　△10.9

　　

交

　　

通

　　

事

　　

業

　　　

59.898

　　

6.2

　　

204.524

　　

3.6

　　

264,422

　　

4.0

　　

266,034

　　

4.0

　

△

　

1.612

　　

△

　

0.6

　　　　

2.1

　　

電

　　

気

　　

事

　　

業

　　　　

1,553

　　

0.2

　　　　　　

0

　　

0.0

　　　

1,553

　　

0.0

　　　　

527

　　

0.0

　　　　

1,026

　　　

194. 7　　　763. 9

　　

ガ

　

ス

　

事

　

業

　　　　

－

　　

－

　　　　

251

　

0.0

　　　

251

　

0.0

　　　

358

　

0.0

　

△

　

107

　　

△29.9

　　　

37.7

　　

簡易水道事業

　　　　

2

　

0.0

　　

3.372

　

0.1

　　

3,375

　

0.1

　　

3.241

　

0.0

　　　

134

　　　

4. 1　　　33. 2
法

適

　

港湾整備事業

　　　　

－

　　

－

　　　

105

　

0.0

　　　

105

　

0.0

　　　

164

　

0.0

　

△

　　

59

　　

△36.0

　　

△29.9

用

　

病

　　

院

　　

事

　　

業

　　　

348.005

　

35.9

　　

385,472

　　

6.8

　　

733.476

　

11.0

　　

735,759

　

11.2

　

△

　

2.283

　　

△

　

0.3

　　

△

　

3.9
の

公

　

市

　　

場

　　

事

　　

業

　　　　

2.636

　　

0.3

　　　

6,363

　　

0.1

　　　

8,999

　　

0.1

　　　

9.217

　　

0.1

　

△

　　

218

　　

△

　

2.4

　　　　

1.4

営

　

と

　

畜

　

場

　

事

　

業

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

－

　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

一

　　　　

皆減

企

　　

観光施設事業

　　　

3,463

　

0.4

　　

2,819

　

0.0

　　

6.283

　

0.1

　　

6,645

　

0.1

　

△

　

362

　　

△5.4

　　

△16.0業

会宅地造成事業

　　

35,670

　

3.7

　　

1.513

　

0.0

　　

37,183

　

0.6

　　

41,141

　

0.6

　

△3.958

　　

△9.6

　　　

6.8

計

　　

下

　

水

　

道

　

事

　

業

　　　

226.681

　

23.4

　　

583,944

　

10.3

　　

810.625

　

12.2

　　

771,288

　

11.7

　　　

39,337

　　　　

5.1

　　　　

0.6

　　

有料道路事業

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

…

　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　

駐車場整備事業

　　　　　

－

　　

－

　　　　

116

　

0.0

　　　　

116

　

0.0

　　　　

270

　

0.0

　

△

　

154

　　

△57.0

　　　

21.1

　　

介護サービス事業

　　　　　

－

　　

－

　　　　

875

　　

0.0

　　　　

875

　　

0.0

　　　　

･‥

　　

…

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　

…

　　

その他の企業会計

　　　　

637

　　

0.0

　　　

6.782

　　

0.1

　　　

7.417

　　

0.2

　　　

6,679

　　

0.2

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　

14.5

　　　

小

　　　　　　

計

　　　　

777.287

　

80.2

　

1,327.448

　

23.4

　

2,104,734

　

31.7

　

2.073.358

　

31.5

　　　

31.376

　　　　　

1.5

　　

△

　

0.9

　　

交

　　

通

　　

事

　　

業

　　　　　

－

　　　

－

　　　

2,530

　　

0.0

　　　

2.530

　　

0.0

　　　

2,397

　　

0.0

　　　　

133

　　　　

5.5

　　　　

1.6

　　

簡易水道事業

　　　　

－

　　

－

　　

58.234

　

1.0

　　

58,234

　

0.9

　　

57.327

　

0.9

　　　

907

　　　

1.6

　　　

2.8

　　

港湾整備事業

　　

35,581

　

3.7

　　

2,994

　

0.1

　　

38.575

　

0.6

　　

37.800

　

0.6

　　　

775

　　　

2.1

　　

△1.5

法

　

市

　

場

　

事

　

業

　　　　

1,376

　　

0.1

　　　

24.612

　　

0.4

　　　

25.988

　　

0.4

　　　

27,835

　　

0.4

　

△

　

1,847

　　

△

　

6.6

　　

△

　

1.7
非

適

　

と畜場事業

　　

4.802

　

0.5

　　

9.930

　

0.2

　　

14.732

　

0.2

　　

15,435

　

0.2

　

△

　

703

　

△4.6

　　　

3.3

1

　

観光施設事業

　　　

373

　

0.0

　　

18,880

　

0.3

　　

19,254

　

0.3

　　

18,736

　

0.3

　　　

518

　　　

2.8

　　　

6.2

公

　

宅地造成事業

　　

16,126

　

1.7

　　

51.004

　

0.9

　　

67.130

　

1.0

　　

55,271

　

0.8

　　

11.859

　　　

21.5

　　

△14.5
j

　

下

　

水

　

道

　

事

　

業

　　

108, 573　11 ｡2　1, 149, 008　20. 2　1 ,257, 580　18. 9　1 ,349,098　20.5　△91,518　　△6.8　　△4.2

業

　

有料道路事業

　　　　

－

　　

－

　　

1,244

　

0.0

　　

1,244

　

0.0

　　　　　　

●●●

　　　

…

　　　　　　

…

　　　　　　

…

　　　　　　

…
会

計

　

駐車場整備事業

　　　　

756

　

0.1

　　

19,874

　

0.4

　　

20,631

　

0.3

　　

17,591

　

0.3

　　　

3,040

　　　

17.3

　　

△11.3

　　

介護サービス事業

　　　

1,912

　　

0.2

　　　

20,070

　　

0.4

　　　

21,983

　　

0､3

　　　　　

‥･

　　

…

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　　

…

　　

その他の企業会計

　　　

1, 148　　0. 1　　　9, 125　　0.2　　　10,271　　0.2　　　43,256　　0.7　　　　　…　　　　　…　　　　3.7

　　　

小

　　　　　

計

　　　

170. 647　17･ 6　1, 367, 505　24. 1　1, 538. 152　23. 1　1 ,624, 746　24.7　△86,594　　△　5.3　　△　3.9

国民健康保険事業会計

　　　　　

－

　　

－

　

1, 180, 237　20. 8　1, 180, 237　17. 8　1 ,162,034　17.6　　　18.203　　　　1.6　　　　1.0

その他の事業会計

　　

21,364

　

2.2

　

1,799,802

　

31.7

　

1,821, 166　27.4　1, 727,899　26.2　　93,267　　　5.4　　　9.6

　

合’

　　　　　　　　　

まﾄ

　　　　　　　　

969,298

　　

100．0　　5, 674, 992　　100. 0　　6, 644, 289　　100．0　　6, 588, 037　　100．0　　　　　56,252　　　　　　　　0.9　　　　　　　　1．2

(注) 平成16年度における「有料道路事業」及び「介護サービス事業」に対する繰出しは、「その他の企業会計」に含まれている。
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その１ 性質別内訳

第98表

　

公 債

　　

費 の 状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　　

純

　　

計

　　

額

　　

増減額

　

増減率

　

万謡7

地方債元利償還金

　　

7,219,505　100.0　6, 789.068　100.0　13,917,582　100.0　13.071,774　99.9　　845,808　　　　6.5　　△　0.6

　

元

　　　　　　　　

金

　　

5,653,584

　

78.3　5, 461.528　80.4　11.031,900　79.2　9,921,058　75.9　1,110.842　　　　11.2　　　　　1.8

　

利

　　　　　　　

子

　　

1,565,920

　

21.7

　

1,327,540

　

19.5

　

2.885.682

　

20.7

　

3,150,716

　

24.1

　

△265.034

　　

△

　

8.4

　　

△

　

7.3

一時借入金利子

　　　

2.688

　

0.0

　　　

3.007

　

0.0

　　　

5,694

　

0.0

　　　

6,851

　

0.1

　

△

　

1,157

　　

△16.9

　　

△33.6

　

合

　　　　　　　

計

　　　

7,222,192

　

100.0

　

6,792,075

　

100.0

　

13,923,276

　

100.0

　

13,078,625

　

100.0

　　

844,651

　　　　　

6．5

　　

△

　

0．6

その２ 財源内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　

区

　　　　　　　　

｀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　

うj

　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　

市

　　

町

　　

村

　　　

純

　　

計

　　

額

　　

純

　　

計

　　

額

　　

増減額

　

増減率

　

万言

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　　

8,337

　

0.1

　　

11,975

　

0.2

　　

22,380

　

0.2

　　

27,733

　

0.2

　

△5,353

　　

△19.3

　　　　

3.2

使用料，手数料

　　

176,800

　

2.4

　　

220.901

　

3.3

　　

398.538

　

2.9

　　

401.037

　

3.1

　

△2,499

　　

△0.6

　　

△2.2

その他特定財源

　　

789,774

　

11.0

　　

450,526

　

6.6

　

1.223,746

　

8.7

　　

335,443

　

2.5

　　

888,303

　　

264.8

　　　

4.5

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　

6,247,281

　

86.5

　

6,108,673

　

89.9

　

12,278,612

　

OO.Z　12,314,412　94.2　△35.800　　△0.3　　△0.7

　

合

　　　　　　

計

　　

7,222,192 100．0　6,792,075 100.0　13,923,276 100.0　13,078,625 100.0　　844, 651　　　　6．5　　△0.6

資99



第99表地方債元金償還額の状況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　

区

　　　　　　

分

　　　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　　

純

　

計

　

額

　　　　

純

　

計

　

額

　　　

増減額

　　

増減率

　　

昌：

'一

　

般

　

公

　

共

　

事

　

業

　

債

　　

1,450,824

　　

24.9

　　　

380,712

　　

6.9

　　

1,831.536

　　

16.3

　　

1,678,533

　　

15. 9　　　　153, 003　　　　　　9. 1　　　　　　8. 5

　　

うち財源対策債等

　　

863,692

　

14.8

　　

173,444

　　

3.1

　

1,037,136

　　

9.2

　　

883.638

　　

8.4

　　　

153,498

　　　　

17. 4　　　　18. 9

･一

　

般

　

単

　

独

　

事

　

業

　

債

　　

2,597,133

　　

44.6

　

2.254,056

　

40.9

　

4,851.189

　　

43.1

　　

3,852,518

　　

36.5

　　　　

998,671

　　　　　

25.9

　　　　

△

　

0.1

公営住宅建設事業債

　　

119.238

　

2.0

　

200.181

　

3.6

　　

319,418

　

2.8

　　

310.896

　

2.9

　　　

8,522

　　　　

2. 7　　△1.5

儀務教育施設整備事業債

　　　

8.393

　

0.1

　　

424,539

　

7.7

　　

432,932

　

3.8

　　

441.922

　

4.2

　　

△

　

8.990

　　　

△2.0

　　　

△2.7

辺地対

　

策

　

事業債

　　　　

－

　　

－

　　

73,421

　

1.3

　　

73,421

　

0.7

　　

75.072

　

0.7

　

△

　

1.651

　　　

△2.2

　　

△1.6

公共用地先行取得等事業債

　　

170,130

　　

2.9

　　

146,635

　　

2.7

　　

316.765

　　

2.8

　　

269,303

　　

2.6

　　　

47,462

　　　　

17.6

　　　

△12.6

災害復

　

旧

　

事業

　

債

　　

104,338

　

1.8

　　

76.335

　

1,4

　　

180.672

　

1.6

　　

194.115

　

1.8

　

△13,443

　　　

△6.9

　　

△1.6

首都圏等整備事業債

　　

85,250

　

1.5

　　　

－

　　

－

　　

85,250

　

0.8

　　

89,988

　

0.9

　

△

　

4.738

　　

△5.3

　　

△3.1

一般廃棄物処理事業債

　　

41,497

　

0.7

　　

467,486

　

8.5

　　

508.983

　

4.5

　　

470,583

　

4.5

　　　

38.400

　　　　

8.2

　　　　

8,4

厚生福祉施設整備事業債

　　　

22.933

　

0.4

　　

139,474

　　

2.5

　　

162,407

　　

1.4

　　

169.930

　　

1.6

　　

△

　

7.523

　　　

△4.4

　　　

△1.9

社会福祉施設整備事業債

　　　

1.096

　　

0.0

　　　

2,105

　　

0.0

　　　

3,201

　　

0.0

　　　

076

　　

0.0

　　　　

2.025

　　　　

172.2

　　　　

33.9

地域財政特例対策債

　　　

3.658

　

0.1

　　　

347

　

0.0

　　　

4.005

　

0,0

　　　

4,949

　

0.0

　　

△

　　

944

　　　

△19.1

　　　

△15.9

退

　　

職

　　

手

　　

当

　　

債

　　　

11,584

　　

0.2

　　　　

596

　　

0.0

　　　

12,179

　　

0.1

　　　

7.602

　　

0.1

　　　　

4,577

　　　　　

60.2

　　　　　

13.2

転

　　　　　

貸

　　　　　

債

　　　

18.306

　　

0,3

　　

20,377

　　

0.4

　　

38,683

　　

0.3

　　

47.691

　　

0.5

　　

△

　

9.008

　　　

△18.9

　　　　

6.0

過

　

疎

　

対

　

策

　

事

　

業

　

債

　　　　　

－

　　　

－

　　

295,997

　　

5.4

　　

295,997

　　

2.6

　　

294,308

　　

2.8

　　　　

1,689

　　　　　

0.6

　　　　　

1.1

国の予算貸付･政府関係機関貸付債

　　　

98,582

　　

1.7

　　　

34.903

　　

0.6

　　

133,485

　　

1.2

　　　

149,107

　　

1.4

　　

△

　

15,622

　　　　

△10.5

　　　　

△

　

□

地域改善対策特定事業債

　　　　

158

　　

0.0

　　

25,792

　　

0,5

　　

25.950

　　

0.2

　　

29.215

　　

0.3

　　

△

　

3,265

　　　

△11.2

　　　

△9.5

減

　

収

　

補

　

‰

,

‰尹

　

31,853

　　

0.5

　　　　

3.492

　　

0j

　　　

35,345

　　

0,3

　　　　

9,919

　　

0.1

　　　　

25,426

　　　　　

256.3

　　　　　

239.1

財

　

政

　

対

　

策

　

債

　　　

937

　

0.0

　　　

212

　

0.0

　　

1,150

　

0.0

　　

1,063

　

0.0

　　　　

87

　　　　

8.2

　　　

△7,7

財

　

源

　

対

　　

策

　　

債

　　

103.624

　

1.8

　　

120.323

　

2.2

　　

223,947

　

2.0

　　

255,658

　

2.4

　　

△31,711

　　　

△12.4

　　　　

1.0

ｦ

昭和57-61平

諮

~7 9Ty13 15

大度ご　　195,
024　3‘ 3　　43' 978　0゛ 8　239. 002 2.1　　　319,856　　3.0　　　△　80,854　　　△25.3　　　△11.0

臨

　　

時

　　

財

　　

政

　　

特

　　

例

　　

債

　　　　　

254,712

　　　　

4.4

　　　　　

60.199

　　　　

0

　　　　　

314,911

　　　　

2.8

　　　　

312,980

　　　　

3.0

　　　　　　　　

1,931

　　　　　　　　　　

0.6

　　　　　　　

△

　

□

公共事業等臨時特例債

　　　　

64

　

0.0

　　

4,023

　

0,1

　　　

4,087

　

0.0

　　

72,636

　

0.7

　　

△68.549

　　　

△94.4

　　　

△32.6

減

　

税

　

補

　

て

　

ん

　

債

　　

117.569

　　

2.0

　　

282,186

　　

5.1

　　

399.755

　　

3,6

　　

418,257

　　

4.0

　　

△18,502

　　　

△4.4

　　　　

25.7

臨時税収補てん債

　　

28.535

　

0.5

　　

42.260

　

0.8

　　

70,794

　

0.6

　　

67.933

　

0.6

　　　

2.861

　　　　

4.2

　　　

2,3

臨

　　

時

　　

財

　　

政

　　

対

　　

策

　　

債

　　　　　　

39, 596　　　　0. 7　　　　　60, 877　　　　1 ｡ 1　　　　　100.473　　　　0. 9　　　　　17, 301　　　　0,2　　　　　　　　83,172　　　　　　　　480.7　　　　　　　　195.7

調

　

(昭和60 ･ 61･62 ・ 63年度才　　　57,700　　1゛0　　　21.292　　0.4　　　78･992　　0.7　　　76･134　　0.7　　　　　2･858　　　　　　3.8　　　　　0.8

減

　

収

　

補

　

臨臨オ

　　

874

　　

0.0

　　　

1.800

　　

0.0

　　　

2,674

　　

0.0

　　　　

809

　　

0.0

　　　　

1,865

　　　　

230.5

　　　

△76.8

都

　

道

　

府

　

県

　

貸

　

付

　

金

　　　　　

－

　　

－

　　

140, 04 1　　2. 5　　56, 827　　0.5　　57,574　　0.5　　△　　747　　　△　1.3　　　　　1,0

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

　　　

89･ 975　　1 ｡ 7　　137, 878　　2. 6　　227, 857　　2. 4　　224 ,008　　2.1　　　　3,849　　　　　1.7　　　　　28.0

　

／jヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　　　　

5,653,583

　　

97.1

　　

59 461 9517　　　99. 2　　1 11 031
ﾀ887　　　98.

1　　　99921 , 036　　　94. 0　　　　　1, 110,851　　　　　　　　　　11.2　　　　　　　　　　1.8

　　

う

　　

ち

　

財

　

源

　

対

　

策

　

債

　

等

　　　　　

967,315

　　　

16.6

　　　　

293.767

　　　　

5,3

　　　

1,261.083

　　　

11.2

　　　

1,139.296

　　　

10.8

　　　　　　　

121。787

　　　　　　　　　

10.7

　　　　　　　　　

14.3

　　

うち減収補てん債

　　

326. 424　5. 6　　52, 321　0. 9　　378. 745　3.4　　351,673　3.3　　　　27,072　　　　　7.7　　　△41.0

特定資金公共投資事業債

　　

168･516

　　

2.9

　　

46･207

　

0･8

　　

214.724

　　

1.9

　　

636,204

　　

6.0

　　

△421,480

　　　

△66.2

　　

775,758.5

　

合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　　　　

5･ 822･ 099　　1 00．0　　　5,507･ 724　　1 00. 0　　1 1 , 246･ 61 0　　100. 0　　10, 557, 240　　100. 0　　　　　　　689,370　　　　　　　　　　6．5　　　　　　　　　　8．3

(注) １

　

「交付公債」及び「枠外債」は、各項目に含まれている。

２

　

「地域改善対策特定事業債」には、昭和56年度まで許可された同和対策事業債及び昭和61年度まで許可された地域改善対策事業債を含む。

３

　

「小計

　

うち財源対策債等」は、「一般公共事業債

　

うち財源対策債等」及び「財源対策債」の合計であり、平成６年度から10年度に許可さ

　

れた臨時公共事業債及び平成11、12年度に許可された財源対策債等を含む。

資100



その１ 目的別内訳

第100表

　

地

　

方

　

債

　

現

　

在

　

高

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　

区

　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　　　　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

合

　

計

　

額

　　　　

合

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

t昌

-‾

　

般

　

公

　

共

　

事

　　

1

　　

4責

　　　

23, 721 ,861　　30. 0　　　5,010.352　　　8.2　　28,732,213　　20.5　　28,430,855　　20.2　　　　　301,358　　　　　1.1　　　　　2.3

　　

うち財源対策債等

　　

13, 822. 778　17. 5　2, 584. 097　4.2　16,406,875　11.7　16.122,063　11.4　　284,812　　　1.8　　　3.5

一

　

ｌ:

　

単．

　

狗逗

　

■

　

1

　

4資

　　

29, 345, 640　37. 1　20, 757.983　34.1　50,103,622　35.8　51,763,467　36.8　八1,659,845　八　3.2　八　0.4

公営住宅建設事業債

　　

1 ,905, 607　2. 4　2, 812,597　4.6　4,718,204　3.4　4.865.794　3.5△147.590△3.0△2.7

義務教育施設整備事業債

　　　

115, 034　0. 1　4, 128,995　6.8　4.244,028　3.0　4,451,419　3.2△　207.391　△　4.7　△　4.4

辺

　

地

　

対

　

策

　

事

　

業

　

債

　　　　　　

－

　　

－

　　　

405,628

　　

0.7

　　　

405.628

　　

0.3

　　　

434.753

　　

0.3

　

△

　

29,125

　

△

　

6.7

　

△

　

5.3

公共用地先行取得等事業債

　　　

741, 298　0. 9　　766, 338　1.3　1.507,636　　1.1　　1,705,542　　1.2△　197,906　△11.6　△　6.9

災害復旧事業債

　　

656, 007　0. 8　　334, 899　0.6　　990.906　0.7　1,010,964　0.7△　20.058△2.0△5.4

首都圏等整備事業債

　　　

915,281

　

1.2

　　　　

－

　　

－

　　

915,281

　

0.7

　　

986,080

　

0.7△

　

70. 799△7.2△6.7

一般廃棄物処理事業債

　　　

217, 886　0. 3　3, 707,457　6.1　3.925,343　2.8　4,270,581　3.0△345,238　△8.1　△6.4

厚生福祉施設整備事業債

　　　

240. 979　0. 3　1, 071,258　1.8　1.312.236　0.9　1,474,610　1.0△　162.374　△11.0　△　9.9

社会福祉施設整備事業債

　　　

114,612

　

0. 1　　170, 593　0.3　　285.204　0.2　　232,494　0.2　　　52. 710　　22.7　　27.4

地域財政特例対策債

　　　

15.516

　

0.0

　　　　

844

　

0.0

　　

16,359

　

0.0

　　

20,365

　

0.0△

　

4.006

　

△19.7△19.6

退

　　

職

　　

手

　　

当

　　

債

　　　

202,305

　　

0.3

　　　

17,801

　　

0.0

　　　

220.107

　　

0.2

　　　

225.501

　　

0.2

　

△

　　

5.394

　

△

　

2.4

　　　

4.9

転

　　　　　

貸

　　　　　

債

　　　

289,317

　　

0.4

　　　

312,840

　　

0.5

　　　

602,156

　　

0.4

　　　

616,623

　　

0.4

　

△

　

14,467

　

△

　

2.3

　

△

　

1.4

過

　

疎

　

対

　

策

　

事

　

業

　

債

　　　　　　

－

　　

－

　　

2,272,305

　　

3.7

　　

2.272,305

　　

1.6

　　

2,357,874

　　

1.7

　

△

　

85,569

　

△

　

3.6

　

△

　

1.9

国の予算貸付･政府関係機関貸付債

　　　　

580,709

　　

0.7

　　　

121,410

　　

0.2

　　　

702,120

　　

0.5

　　　

815,455

　　

0.6

　

△

　

113,335

　

△13.9

　

△13.9

地域改善対策特定事業債

　　　　　

291

　

0.0

　　　

89.231

　

0.1

　　　

89.522

　

0.1

　　

115,472

　

0.1△

　

25,950

　

△22.5

　

△20.1

減

　

収

　

補

　

X

和5

よ

度

尹

　　　

8.771

　　

0.0

　　　　　

434

　　

0.0

　　　　

9,206

　　

0.0

　　　

44.551

　　

0.0

　

△

　

35,345

　

△79.3

　

△46.9

財

　　

政

　　

対

　　

策

　　

債

　　　　　

9,824

　　

0.0

　　　　

1,653

　　

0.0

　　　

11.476

　　

0.0

　　　

12,626

　　

0.0

　

△

　　

1.150

　

△

　

9.1

　

△

　

3.1

財

　　

源

　　

対

　　

策

　　

債

　　

1.366,072

　　

1.7

　　

1.652,286

　

2.7

　

3.018,358

　

2.2

　

3.084.275

　

2.2△

　

65,917

　

△

　

2.1

　

△

　

1.9

‰‰乳工^ m　3,651,272　　4.6　　　461,535　　0.8　　4.112,807　　2.9　　4,330,204　　3.1　△　217,397　△　5.0　△　6.1

臨時財政特例債

　　

1,130,887

　

1.4

　　

294,268

　

0.5

　

1,425,155

　

1.0　1, 739, 606　1.2△314,451.△18. 1　△15.3

公共事業等臨時特例債

　　　　　

549

　

0.0

　　　

44,422

　

0. 1　　　44, 971　0.0　　　49,058　0.0△　4,087　△8.3　△59. 7

減

　

税

　

補

　

て

　

ん

　

債

　　

2,812,179

　　

3.6

　　

4,373,760

　　

7.2　　7, 185. 940　　5. 1　　7, 124, 139　　5. 1　　　61, 801　　　0. 9　　　5. 3

臨時税収補てん債

　　

433,573

　

0.5

　　

561,353

　

0. 9　　994, 926　0. 7　1, 065, 720　0. 8 △　70, 794 △6.6△6.0

臨

　

時

　

財

　

政

　

対

　

策

　

債

　　

8,057,816

　

10. 2　　7, 599,732　12. 5　15, 657, 549　11. 2　12, 855, 105　　9. 1　　2, 802. 444　　21 .8　　41. 2

調

（昭和60 ■61 ･ 62 ･ 63年度尹　　185,317　0.2　　　57.728　0.1　　243,045　0.2　　322,009　0.2△　78.964　△24.5　△19.1

減

　

収

　

補

　

X

成14

今

度

尹

　　

556,045

　　

0.7

　　　　

82,240

　　

0.1

　　　

638,285

　　

0.5

　　　

640,959

　　

0.5

　

△

　　

2,674

　

△

　

0.4

　

△

　

0.1

都

　

道

　

府

　

県

　

貸

　

付

　

金

　　　　　　

－

　　

－

　　

1,027,275

　　

1.7

　　

1,027,275

　　

0.7

　　

1.074.435

　　

0,8

　

△

　

47, 160　△　4.4　△　2.7

そｰ

　　　　　　　　　

び）

　　　　　　　　　

|也

　　　　

1,779,574

　　　

2.5

　　　

2,737,756

　　　

4.4

　　　

4,517,331

　　　

3.3

　　　

4,495, 310　　　3. 0　　　　　　22,021　　　　　0.5　　　　　3.3

　

／jヽ

　　　　　　　　　　　　　　　

劃一

　　　　　

79,054,222

　

100．0　　60, 874, 973　1 00．0　1 39･ 929･ 1 94　1 00. 0　140･ 61 5･846　　99. 8　八　686,652　　△　0.5　　　　　1.8

　　

う

　

ち

　

財

　

源

　

対

　

策

　

債

　

等

　　　　

15,188,851

　　　

19.2

　　　

4,236,383

　　　

7. 0　　19, 425, 233　　13. 9　　　19,206, 339　　　13.6　　　　　218.894　　　　　　1.1　　　　　　2.6

　　

うち減収補てん債

　　

4,719,492

　

6. 0　　585. 426　1 .0　5, 304･ 918　3. 8　5･ 662, 038　4. 0 △357, 120　△6.3　△4.7

特定資金公共投資事業債

　　　　　

－

　　

－

　　　　

427

　

0.0 427　　0.0　　215,151　0.2△214.724　△99.8△74.7

　

1

　　　　　　　　　　　　　　　　

劃一

　　　　　

79,054,222

　

100. 0　　60, 875, 400　1 00. 0　1 39･ 929･ 621　　100．0　1 40･ 830･ 997　1 00．0　乙　　901 ･ 376　　△　0．6　　　1.4

(注)

　　

「小計

　

うち財源対策債等」は、「一般公共事業債

　

うち財源対策債等」及び「財源対策債」の合計であり、平成６年度から10年度に許可された

臨時公共事業債及び平成11、12年度に許可された財源対策債等を含む。

資101



その２

　

借入先別内訳

第100表

　

地

　

方

　

債

　

現

　

在

　

高

　

の

　

状

　

況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　

較

　　　　　　　　　

３、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　

区

　　　　　　　

うj

　　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

合

　

計

　

額

　　　

合

　

計

　

額

　　　

増減額

　　

増減率

　

昌：

政

　　　

府

　　　

資

　　　

金

　　

27,225,133

　

34.4

　

33,412.458

　

54.9

　

60,637,591

　

43.3

　

62.125,399

　

44.1

　

△1,487,808

　

△

　

2.4

　

△

　

1.0

　　

財

　

政

　

融

　

資

　

資

　

金

　　

20.719.474

　

26.2

　

24,040,186

　

39.5

　

44,759,661

　

32.0

　

46,126,018

　

32.8△1,366,357

　

△

　

3.0

　

△

　

2.6

　　　

うち旧資金運用部資金

　　

12.264.172

　

15.5

　

11,790,327

　

19.4

　

24,054,498

　

17.2

　

27,334,295

　

19.4

　

△3,279,797

　

△12.0

　

△11.7

内

　　　

うち旧還元融資資金

　　　

352,983

　

0.4

　

2,323,457

　

3.8

　

2,676,440

　

1.9

　

3,099,487

　

2.2△

　

423,047

　

△13.6

　

△

　

8.4

．

　

郵

　

政

　

公

　

社

　

資

　

金

　　

6, 505. 659　　8.2　　9,372,272　15.4　15,877,931　11. 3　15, 999, 381　11. 4　△　121.450　△　0.8　　　3.8
訳

　

郵便貯金資金

　　

1.805.269

　

2.3

　

1,872,838

　

3.1

　

3,678,107

　

2.6

　

3,311,706

　

2.4

　　

366,401

　　

11.1

　　

24.6

　　　

簡易生命保険資金

　　

4,700,390

　

5.9

　

7,499,434

　

12.3

　

12.199.823

　

8.7

　

12,687,675

　

9.0△487,852

　

△3.8

　

△0.6

公営企業金融公庫

　　

2,892,021

　

3.7

　

5,215,291

　

8.6

　

8,107,312

　

5.8

　

8.326.216

　

5.9△218,904△2.6△1,3

胃なｵぴななaﾂﾝ:1□

市

　　　

中

　　　

銀

　　　

行

　　

26.466,933

　

33.5

　

9,710,342

　

16.0

　

36,177,275

　

25.9

　

37,486,609

　

26.6

　

△1,309,334

　

△

　

3.5

　

△

　

1.7

その他の金融機関

　　

3,144,875

　

4.0

　

3,779.026

　

6.2

　

6.923,901

　

4.9

　

6,572,510

　

4.7

　　

351.391

　　

5.3

　　

5.6

保

　　

険

　　

会

　　

社

　　

等

　　　　

85,088

　　

0.1

　　　

233,621

　　

0.4

　　　

318.709

　　

0.2

　　　

352,008

　　

0.2

　

△

　

33.299

　

△

　

9.5

　

△

　

7.8

交

　　

付

　　

公

　　

債

　　　

1.714

　

0.0

　　　　

－

　　

－

　　　

1,714

　

0.0

　　　

1,966

　

0.0△

　　

252△12.8

　　

43.8

市

　　

場

　　

公

　　

募

　　

債

　　

18,355.907

　

23.2

　　

6,225.104

　

10.2

　

24,581,011

　

17.6

　

22,319,700

　

15.8

　

2.261,311

　　

10.1

　　

20.6

　　

貫目W名に債

　　　　

12.286.214

　

15.5

　　

3,490,116

　　

5.7

　

15,776,330

　

11.3

　

15,610,547

　

11.1

　　　

165.783

　　　

1.1

　　　

6.7

　　

rぷ‰ji債

　　　　

2,962,092

　　　

3.7

　　　

1,124,973

　　　

1.8

　　　

4,087,065

　　　

2.9

　　　

3.451,503

　　　

2.5

　　　　　

635,562

　　　　　

18.4

　　　　

39.6

内

　

昆IW名に債

　　　　　

234,280

　　

0.3

　　　

158,000

　　

0.3

　　　

392.280

　　

0.3

　　　

188,127

　　

0.1

　　　

204,153

　　

108.5

　　

175.5

　　

詣IWｒ3

　　　　　

77,000

　　

0. 1　　　39, 670　　0. 1　　　116. 670　　0.1　　　57.540　　0.0　　　59,130　　102.8　　187.7

訳

　

琵梨Ｐ４

　　　　　　　

－

　　

－35,000

　　

0. 1　　　35, 000　　0.0　　　15.000　　0.0　　　20,000　　133.3　　皆増

　　　

琵旱名に債

　　　　

1,890. 650　　2. 4　　1, 179. 681　　1. 9　　3, 070,332　　2.2　　2,212,029　　1.6　　　858,303　　38.8　　143.6

　　　

住民公募債

　　　　　

828. 242　1. 0　　197. 664　0.3　1,025,906　0.7　　728,292　0.5　　297,614　　40.9　　75.1

　　　

外

　　

国

　　

債

　　　　　　　

77, 429　　0. 1　　　　　　－　　－　　　77, 429　　0. 1　　　56, 662　　0.0　　　20,767　　36.7　　皆増

共

　　　　　

済

　　　　　

等

　　　

210,489

　

0.3

　　

1.130,635

　　

1.9

　　

1,341,124

　　

1.0

　　

1,396,416

　　

1.0△

　

55.292

　

△

　

4.0

　

△

　

3.8

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

　　　　

92,319

　　

0. 1　　1,047,086　　1. 6　　1, 139.403　　0.7　　1.220.533　　0.9　△　81,130　△　6.6　△　3.3

　

ふ

　　　　　　　　　

剖‾

　　　

79, 054, 222　100. 0　60, 874. 973　100. 0　139, 929. 194　100. 0　140. 615,846　99.8八　686,652　八　0.5　　　1.8

特

　　

定

　　

資

　　

金

　　　　　

－

　　

－

　　　　

427

　

0. 0　　　　427　0. 0　　215, 151　0.2△214,724　△99.8△74.7

　

合゛

　　　　　　　　　　　　　　　　

|汁

　　　　　

79, 054, 222　1 00．0　　60, 875, 400　1 00．0　1 39, 929. 621　　100．0　1 40, 830, 997　100． 0　△　　901,376　　八　　0．6　　　　　1．4

（注）

　

郵政公社資金には、平成15年度以前の郵便貯金資金及び簡易生命保険資金残高を含む。

その３

　

利率別内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　

区

　　　　　　

分

　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　　　　　　　

市

　　　

町

　　　

村

　　　　　　　　　

合

　　　

計

　　　

額

１．

　

５％

　　　　　

以

　　　　　

下

　　　　　　　　　

33, 717, 976　　　　　　　　42. 7　　　　　　　　24,356. 222　　　　　　　　40. 0　　　　　　　　58,074,199　　　　　　　　41.5

2.

　

0％

　　　

以

　　　

下

　　　　　　

27, 339, 227　　　　　34. 6　　　　　　18, 334. 522　　　　　30. 1　　　　　　45, 673,748　　　　　32.6

2.

　

5％

　　　

以

　　　

下

　　　　　　　

7, 367, 567　　　　　　9. 3　　　　　　5, 274, 577　　　　　　8. 7　　　　　　12, 642,143　　　　　　9.0

3.

　

0％

　　　　　

以

　　　　　

下

　　　　　　　　　　

3.208,820

　　　　　　　　　

4. 1　　　　　　　　　3,224. 968　　　　　　　　　5.3　　　　　　　　　6,433,788　　　　　　　　　4.6

3.

　

5％

　　　　　

以

　　　　　

下

　　　　　　　　　　

2, 679. 589　　　　　　　　　3.4　　　　　　　　　2,470. 654　　　　　　　　　4.1　　　　　　　　　5,150.243　　　　　　　　　3.7

4.

　

0％

　　　

以

　　　

下

　　　　　　　　

904, 557　　　　　　1. 1　　　　　　1, 313, 208　　　　　　2. 2　　　　　　2, 217,765　　　　　　1.6

4・5％

　　　

以

　　　

下

　　　　　　　

1 ,226. 561　　　　　　1. 6　　　　　　2, 134, 814　　　　　　3. 5　　　　　　3, 361,375　　　　　　2.4

5.

　

0％

　　　　　

以

　　　　　

下

　　　　　　　　　　

1, 056. 226　　　　　　　　　1.3　　　　　　　　　1,292, 632　　　　　　　　　2.1　　　　　　　　　2,348.858　　　　　　　　　1.7

5.

　

5％

　　　　　

以

　　　　　

下

　　　　　　　　　　　　

550, 816　　　　　　　　　0.7　　　　　　　　　　729, 943　　　　　　　　　1.2　　　　　　　　　1,280.759　　　　　　　　　0.9

6.

　

0％

　　　　　

以

　　　　　

下

　　　　　　　　　　　　

68, 229　　　　　　　　　0.1　　　　　　　　　　112, 289　　　　　　　　　0.2　　　　　　　　　　180, 518　　　　　　　　　0.1

6.

　

5％

　　　　　

以

　　　　　

下

　　　　　　　　　　　

214,052

　　　　　　　　　

0. 3　　　　　　　　　　510, 239　　　　　　　　　0.8　　　　　　　　　　724, 291　　　　　　　　　0.5

7

　　

0％

　　　　　

以

　　　　　

下

　　　　　　　　　　　

565･ 924　　　　　　　　　0.7　　　　　　　　　　611, 183　　　　　　　　　1.0　　　　　　　　　1,177,108　　　　　　　　　0.8

7.

　

0％

　　　　　　

超

　　　　　　　　　　

154. 677　　　　　　0. 2　　　　　　　510. 149　　　　　　0. 8　　　　　　　664. 825　　　　　　0.5

　　　

台ヽ

　　　　　　　　　　

計‘

　　　　　　　　　　　　　　　

79,054,222

　　　　　　　　　

100．0

　　　　　　　　　

60,875,400

　　　　　　

100．0

　　　　　　

139,929,621

　　　　　　　　　　

100．0
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その４ 推

　　

移

第100表

　

地

　

方

　

債

　

現

　

在

　

高

　

の

　

状

　

況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

都

　　

道

　　

府

　　

県

　　　　　　　

市

　　　　

町

　　　　

村

　　　　　　　

合

　　　　

計

　　　　

額

　

区

　　　　　　

分

　　　

現

　

在

　

高

　　

指

　　

数

　　

笛讐ll

　

現

　

在

　

高

　　

指

　　

数

　　

丿昌回

　

現

　

在

　

高

　　

指

　　

数

　　

語呂ﾐ

昭

　

和

　

49

　

年

　

度

　　　

3,688,067

　　　　　

100

　　　　

23.3

　　

4.851,720

　　　　　

100

　　　　

26.4

　　

8,539,787

　　　　　

100

　　　　

25.0

平

　

成

　

10

　

年

　

度

　　　

63,141,507

　　　　

1,712

　　　　

10.0

　　

56,921,904

　　　　

1,173

　　　　　

5.2

　

120,063,411

　　　　

1.406

　　　　　

7.7

　　　　　

11

　　　　　　　　

67,330, 090　　　　1 ,826　　　　　6.6　　58,268,475　　　　1.201　　　　　2.4　125,598,565　　　　1.471　　　　　4.6

　　　　　

12

　　　　　　　

69, 544, 758　　　1, 886　　　　3.3　　58,540,214　　　1.207　　　　0.5　128,084,971　　　1.500　　　　2.0

　　　　　

13

　　　　　　　　

71, 578, 559　　　　1, 941　　　　　2.9　　59,282,912　　　　1,222　　　　　1.3　130,861,470　　　　1,532　　　　　2.2

　　　　　

14

　　　　　　　

73,993,973

　　　

2,006

　　　　

3.4

　　

60.106.764

　　　　

1.239

　　　　　

1.4

　

134,100.737

　　　

1.570

　　　　

2.5

　　　　　

15

　　　　　　　　

76,789.923

　　　　

2,082

　　　　　

3.8

　　

61,310,955

　　　　

1.264

　　　　　

2.0

　

138,100,877

　　　　

1,617

　　　　　

3.0

　　　　　

16

　　　　　　　

78,998,332

　　　

2,142

　　　　

2.9

　　

61.617.515

　　　

1,270

　　　　

0.5

　

140,615,846

　　　

1,647

　　　　

1.8

　　　　　

17

　　　　　　

79,054,222

　　　

2,144

　　　　

0.1

　

60,874.973

　　　

1.255

　　

△1.2

　

139.929,194

　　　

1,639

　　

△0.5

(注) 平成13年度以降については、特定資金公共投資事業債を除いている。

その１

表11
0

第 債務負担行為額（翌年度以降支出予定額）の状況

目的別内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　

区

　　　　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　

平

　　　　　　

成

　　　　　　

17

　　　　　　

年

　　　　　　

度

　　　　　　　　　

です1増

　

減

　

率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　　　　

市

　　

町

　　

村

　　　　　　

合

　　

計

　　

額

　　　　

ロ

　　

ロ

　　　　

．

１

　

物件の購入等に係るもの

　　

3,069,308

　　　

56.1

　　

3,804,623

　　　

56.5

　　

6,873,931

　　　

56.3

　　

7.040.249

　　　

△2.4

　　　

土地の購入に係るもの

　　　

616,552

　　　

n.3

　　

1,705,451

　　　

25.3

　　

2,322,003

　　　

19.0

　　

2,582,971

　　

△10.1

　　　

建造物の購入に係るもの

　　　

674,146

　　　

12.3

　　　

639,484

　　　　

9.5

　　

1,313,630

　　　

10.8

　　

1,300,960

　　　　　

1.0

　　　

その他の物件の購入に係るもの

　　　　

108.004

　　　　　

2.0

　　　

134,586

　　　　　

2.0

　　　

242,590

　　　　　

2.0

　　　

244,686

　　　

△

　

0.9

　　　

製造・工事の請負に係るもの

　　　

1,670,607

　　　　

30.6

　　

1,325,102

　　　　

19.7

　　

2.995,709

　　　　

24.5

　　

2,911,632

　　　　　

2.9

2

　

債務保証又は損失補償に係るもの

　　　　

16,245

　　　　

0.3

　　　　

21,910

　　　　

0.3

　　　　

38,155

　　　　

0.3

　　　　

47.032

　　　

△18.9

　　　

地方三公社に係るもの(A)

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

1.632

　　　　

0.0

　　　　

1,632

　　　　

0.0

　　　　

5,800

　　　

△71.9

　　　

でで?ﾐﾌjyﾔﾐJt74

)

ﾌﾞﾉ≒

　　　

地方公共団体が出資・出えん

　　　

している法人のうち(Ａ)(Ｂ)以

　　　　　　　

6

　　　　

0.0

　　　　

7,431

　　　　

0.1

　　　　

7,437

　　　　

0.1

　　　　

5,964

　　　　　

24.7

　　　

外に係るもの

　　　

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　　　

－

　　　　

－

　　　

12, 808　　　0. 2　　　12, 808　　　0.1　　　18.405　　△30.4

3

　

そ

　　　　　　

の

　　　　　　

他

　　　

2.382,494

　　　　

43. 6　　2, 910. 962　　　　43. 2　　5, 293,456　　　　43.4　　4,531,749　　　　　16.8

　　　

利子補給等に係るもの

　　　

654,694

　　　

12. 0　　　523, 909　　　　7.8　　1,178,603　　　　9.7　　1.289.354　　　△　8.6

　　　

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

　　　

1,727,800

　　　　

31.6

　　

2,387,053

　　　　

35.4

　　

4,114,853

　　　　

33.7

　　

3,242.395

　　　　　

26.9

　　

合

　　　　　　　　　　　

計

　　　　　

5,468,047

　　　

100．0

　　

6,737,495

　　　

100.0

　　

12,205,542

　　　

100.0

　　

11,619,030

　　　　　

5.0

(注) １

２

「２債務保証又は損失補償に係るもの」には、履行すべき額の確定したものを計上している。

「３その他」には、実質的な債務負担に係るものを含む。
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その２ 推

　　

移

表0
1

1第 債務負担行為額（翌年度以降支出予定額）の状況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　

合

　　　　　　　　

計

　　　　

１

　

物件の購入等に係るもの

　　

２

　

笥?7弐又は損失補償に

　　　　

３

　

そ

　　

の

　　

他

　

区

　　　

分

　　　　　　　

支

　　

出

　　　　　　

対前年度

　

支

　　

出

　　

1、

　　

対前年度

　

支

　　

出

　　

，。

　　

対前年度

　

支

　　

出

　　

t。

　　

対前年度

　　　　　　　

予定額

　

指数増減率

　

予定額

　

指数増減率

　

予定額

　

指

　

数

　

増減率

　

予定額

　

指数増減率

平成12年度

　

14.717.240

　　

100

　

△4.1

　

9.632.167

　　

100

　

△6.0

　　

69,933

　　

100

　　

15.9

　

5,015,140

　　

100

　

△0.6

　　

13

　　　

13,909.298

　　　

95

　

△5.5

　

8,861,241

　　　

92

　

△8.0

　　

46.761

　　　

67

　

△33.1

　

5,001,296

　　

100

　

△0.3

　　

14

　　　

12,916,165

　　　

88

　

△7.1

　

8.077.033

　　　

84

　

△8.8

　　

51,202

　　　

73

　　

9.5

　

4.787,930

　　　

95

　

△4.3

　　

15

　　　

12.694.878

　　　

86

　

△1.7

　

7.671.410

　　　

80

　

△5.0

　　

59,013

　　　

84

　　

15.3

　

4,964,455

　　　

99

　　

3.7

　　

16

　　　

12,030.056

　　　

82

　

△5.2

　

7.040.249

　　　

73

　

△8.2

　　

47,032

　　　

67△20.3

　

4,942,775

　　　

99

　

△0.4

　　

17

　　　　

12,205,542

　　　

83

　　　

1.5

　

6,873,931

　　　

71

　

△2.4

　　　

38.155

　　　

55

　

△18.9

　

5,293,456

　　　

106

　　　

7.1

その１ 目的別内訳

第102表

　

積

　

立

　

金

　

現

　

在

　

高

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　

平

　　　　

成

　　　　

17

　　　　

年

　　　　

度

　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

区

　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

_，．.

　　　　　　　　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　　

合

　

計

　

額

　　　

合

　

計

　

額

　　　

増減額

　

増減率

　

昌之：

財政調整基金

　　

693,219

　

18.0

　

3,208,560

　

34.5

　

3.901.779

　

29.7

　　

3,675,894

　

28.2

　　　

225.885

　　　

6.1

　

△2.4

減

　

債

　

基

　

金

　

1.222.225

　

31.7

　

1,055,497

　

11.4

　

2,277,723

　

17.3

　　

2,426,375

　　

18.6

　　

△148,652

　

△6.1

　

△12.1

その他特定目的基金

　　

1,937,407

　

50.3

　　

5,029,631

　　

54.1

　　

6.967,039

　

53.0

　　

6,929.653

　　

53.2

　　　　

37,386

　　　　

0.5

　

△

　

7.1

　

合

　　　　　

計

　　　

3,852,852

　

100.0

　　

9,293,688

　

100．0

　

13,146.540

　

100.0

　　

13,031,922

　　

100．0

　　　　

114,618

　　　　

0．9

　

△

　

6．8

その２ 推

　　

移 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　

総

　　　　　　

額

　　　　　

財政調整基金

　　　　　

減

　

債

　

基

　

金

　　　　　

その他特定目的基金

　

区

　　　　　　　　

分

　　

積立・

　

4ﾂﾞﾂﾞ1

　

積

　

立

　

金

　　

笛蟹斐

　

積

　

立

　

金

　　

笛讐斐

　

積

　

立

　

金

　　

4鷲：

平

　

成

　　

８

　　

年

　

度

　　　　　

17,758,090

　　　　

△3.1

　　　　　

3,611,156

　　　　　　　

1.7

　　　　

4.557,902

　　　　

△

　

8.1

　　　　　

9,589,033

　　　　　

△2.3

　　　　　

9

　　　　　　　　

16,467,569

　　　

△7.3

　　　

3,304,397

　　　

△8.5

　　　

4,038,939

　　　

△11.4

　　　

9,124,233

　　　

△4.8

　　　　　

10

　　　　　　　　　　　　　　　　

15,252.232

　　　　　　　

△

　

7.4

　　　　　　　

3,183,000

　　　　　　

△

　

3.7

　　　　　　　

3.488,244

　　　　　　

△

　

13.6

　　　　　　　

8,580,988

　　　　　　

△

　

6,0

　　　　　

11

　　　　　　　　　　　

15,789,002

　　　　　　　

3.5

　　　　

3,195,436

　　　　　　　

0.4

　　　　　

3.262.312

　　　　

△

　

6.5

　　　　　

9.331,253

　　　　　　　

8.7

　　　　　

12

　　　　　　　

15,400,028

　　　

△2.5

　　　

3.577,743

　　　　

12.0

　　　

3,321,126

　　　　

1.8

　　　

8,501,159

　　　

△8.9

　　　　　

13

　　　　　　　　

15.684.180

　　　　　

1.8

　　　

3,847.176

　　　　　

7.5

　　　

3,147,877

　　　

△

　

5.2

　　　

8.689,126

　　　　　

2.2

　　　　　

14

　　　　　　　　　　　

14,668,746

　　　　

△6.5

　　　　

3,788,240

　　　　

△1.5

　　　　

2,770,822

　　　　

△12.0

　　　　

8,109,684

　　　　

△6.7

　　　　　

15

　　　　　　　

13,987,579

　　　

△4.6

　　　

3,765.337

　　　

△0.6

　　　

2,760,620

　　

△0.4

　　　

7,461,621

　　　

△8.0

　　　　　

16

　　　　　　　　　　　

13,031,922

　　　　

△6.8

　　　　

3.675,894

　　　　　

△2.4

　　　　　

2,426,375

　　　　

△12.1

　　　　　

6,929,653

　　　　　

△7.1

　　　　　

17

　　　　　　　　　　　

13,146,540

　　　　　　　

0.9

　　　　　

3,901,779

　　　　　　　

6.1

　　　　　

2.277,723

　　　　

△

　

6.1

　　　　　

6.967,039

　　　　　　　

0.5
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第103表平成17年度資金収支の状況

(単位

　

百万円

　

％)

　　

区

　　　　　　　　　　　　　　

分

　　

第１

　

゛四半期第２

　

四半期第３

　

・四半期第４

　

・四半期出納整理期

　

ム

　　　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（17年４月～６月) (17年７月～９月) (17年10月～12月) (18年１月～３月）（18年４月～５月）　　口　　　　　　　　□

　　　

歳

　　　　　　　　　　　　　

入

　　

25･ 489, 493　66. 7　19, 122.573　85.7　20.074.697　62.3　24,593,378　56.1　10,382,634　77.7　99,662,776　66.5

　　　　　

■

　　　　　　　　　

万方

　　　　　　　　　

私と

　　　　

11,714. 992　　30. 6　　　7, 511,087　　33.7　　　8,085.799　　25.1　　　6,512,810　　14.9　　　　　979,721　　　7.3　　34,804,409　　23.2

　　　　　

地方消費税清算金

　　

181. 970　0. 5　　263. 266　1,2　　120,683　0.4　　185,998　0.4　　　　　　－　　　－　　　751,917　　0.5

タ

　　　

綴拙温暖に゛4

　　

8･ 652･ 095　　22. 6　　　5, 493, 150　　24.6　　　4,588,148　　14.2　　　1,552,774　　　3.5　　　　　　39.521　　　0.3　　　20,325,687　　13.6

　　

収

　　

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

等

　　

1, 562, 153　4. 1　　1, 722.338　7.7　　2.222,510　6.9　　4.885.972　11.2　　1,495.884　11.2　11,888.858　7.9

　　　　　

都道府県支出金等

　　　

564, 557　1. 5　1, 097,781　4.9　1.065,226　3.3　1,523.695　3.5　　776.297　5.8　5,027,556　3.4

　　　　　

地方債（起債前借を含む。）

　　　

634. 871　　L 7　　747, 431　3.4　　1,226,135　3.8　　2.749,518　6.3　　5.070,493　38.0　10,428,448　7,0

　　　　　

公営事業会計からの繰入れ

　　　　

6,495

　

0.0

　　　

10,130

　　

0.0

　　　　

10,660

　　

0.0

　　　　

49,802

　　

0.1

　　　　

59,827

　　

0.4

　　　

136,914

　　

0.1

　　

入

　　　

七

　　　　　　　　　

び）

　　　　　　　　　

但£

　　　　　

2,172,360

　　

5.7

　　

2,277.390

　

10.2

　　

2.755,536

　　　

8.6

　　　

7,132,809

　　

16.2

　　　

1,960.891

　　　

14.7

　　　

16,298,987

　　

10.8

　　　　

貫tF審jと尽付金回収金及び他

　　

6, 993, 630　18. 3　　1, 860,843　　8.3　　9,712,834　30.2　13,451,676　30.7　　2,972.619　22.3　34,991,603　23.3

　　　　

一

　

時

　

借

　

入

　

金

　

借

　

入

　

額

　　　　　

5, 746, 950　　15.0　　　1,317,852　　　5.9　　　2,422,525　　　7.5　　　5.765,994　　13.2　　　　　　　　　－　　　　－　　　15,253,321　　10.2

　　　　　　

名｀

　　　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　　　　

38, 230, 074　　100. 0　　22, 301,268　　100.0　　　32,210,057　　100.0　　43,811,048　　100.0　　　13,355,253　　100. 0　　149. 907,700　　100．0

　　　　

j寂L

　　　　　　　　　　　　　

i

　　

20,080,988

　

63.7

　

21,164.870

　

87.5

　

20,788,405

　

65.7

　

25,769,109

　

58.3

　

11.505,451

　

63.4

　

99,308,823

　

66.3

計支

　

うち地方消費税清算金

　　　

181, 970　0. 6　　263. 266　0　　120,683　0.4　　185.998　0.4　　　　－　　－　　751,917　0.5

　　　　

懇詰賢剱肖尚尚

　

6, 399, 645　20. 3　　2,127,674　　8.8　　9,153,563　28.9　14,188.997　32.1　　3,264.188　18.0　35,134.066　23.5

　　

出

　

一

　

時

　

借

　

入

　

金

　

返

　

済

　

額

　　　

5,026,855

　

16.0

　　　

903,102

　　

3.7

　　

1,707,139

　　

5.4

　　

4,224,242

　　

9,6

　　

3,391,983

　

18.7

　

15.253.321

　

10.2

　　　　　　

1

　　　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　　　　

31,507,488

　　

100.0

　　　

24,195,646

　　

100.0

　　　

31,649,106

　　

100.0

　　　

44,182.348

　　

100.0

　　　

18,161,621

　　

100.0

　　

149,696,210

　　

100.0

　　　　

j政

　　　　　　　　　　　　　

入

　　

12,500,192

　

67.5

　　

9,171,557

　

84.2

　

10,441,775

　

81.9

　

12,070.805

　

77.3

　　

4,467,788

　

96.9

　

48,652,117

　

78.0

　　　　　

1

　　　　　

T:ぢ

　　　　　

1兌

　　　

5,586,968

　

30.2

　　

3,525,222

　

32.4

　　

4,458,583

　

35.0

　　

3,122,891

　

20.0

　　　

443,696

　　

9.6

　

17,137,360

　

27.5

　　　　　

地方消費税清算金

　　

181,970

　

1.0

　　

263,266

　

2.4

　　

120,683

　

0.9

　　

185.998

　

1.2

　　　　

－

　　

－

　　

751.917

　

1.2

に

　

肘別回診謬に4‾1

　　

4,984,543

　

26.9

　　

3,068,967

　

28.2

　　

2,385,574

　

18j

　　　

508,710

　　

3.3

　　　　　　

－

　　　

－

　　

10,947,793

　

17.5

　　　　　

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

等

　　　

765,056

　

4.1

　　

919,865

　

8.4

　　

1,398,546

　

11.0

　　

2,914,131

　

18.7

　　

633,300

　

13.7

　　

6,630,898

　

10.6

　　　　　

地方債（起債前借を含む。）

　　　

510,657

　　

2,8

　　　

544,636

　　

5.0

　　　

8TiA32

　　

6.9

　　

1,426,282

　　

9.1

　　

2,350,766

　

51.0

　　

5,709,473

　　

9.2

道

　　　

公営事業会計からの繰入れ

　　　　

1,849

　

0.0

　　　

1,970

　

0.0

　　　

2,180

　

0.0

　　　

11,472

　

0.1

　　　

18.828

　

0.4

　　　

36.300

　

0,1

　　

入

　　

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

　　　　

469,149

　　

2.5

　　　

847.631

　　

7.8

　　

い99,077

　　

9.4

　　

3,901,321

　

24.9

　　

1,021,198

　

22.2

　　

7,438.376

　

11.9

　　　　

賞tF審jとMI付金回収金及び他

　　

1,903,368

　

10.3

　　

1,109,951

　

10.2

　　

1,320,316

　

10.4

　　

1,112,773

　　

7.1

　　　

145.179

　　

3.1

　　

5,591,586

　　

9.0

府

　

一時借入金借入額

　　

4,111,546

　

22.2

　　

615,076

　

5.6

　　

982,118

　

7.7

　

2,432.118

　

15.6

　　　

－

　

－

　

8,140,859

　

13.0

　　　　　　

名ヽ

　　　　　　　　　

計

　　　

18,515,106

　

100. 0　10, 896,584　100. 0　1 2, 744, 209　100． 0　15, 615, 696　1 00. 0　　4, 612,967　100. 0　62, 384,562　100.0

　　　　

1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　　

10,463,829

　　

67.9

　　　

10.217,104

　　

86.0

　　　

10,571,564

　　

85.4

　　　

12,702,767

　　

78.7

　　　

4,667,256

　　

71.4

　　

48,622.520

　　

78.0

県支

　

うち地方消費税清算金

　　　

181.970

　

1.2

　　

263,266

　

2.2

　　

120.683

　

1.0

　　

185,998

　

1.2

　　　　

－

　　

－

　　

751,917

　

1.2

　　　　

ﾀ?

　　

1.202,822

　　

10j 1,011,986　　8.2　　1.459,217　　9.0　　　664,583　10.2　　5.602.004　　9.0

　　

出一時借入金返済額

　　

3,688,453

　

23. 9　　463, 000　3. 9　　796, 1 19　6. 4　1 , 988, 922　12, 3　1 , 204,365　18.4　8,140.859　13.1

　　　　　

合

　　　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　　　　

15,415,678

　　

1 00. 0　　　11 , 882, 926　　1 00. 0　　　12, 379, 668　　100. 0　　　16,150, 907　　1 00. 0　　　6, 536, 204　　1 00. 0　　　62,365, 383　　100.0

　　　

j覆

　　　　　　　　　　　　　

入

　　

12,989,301

　

65.9

　　

9.951.016

　

87.3

　　

9.632,923

　

49.5

　

12.522,573

　

44.4

　　

5,914,846

　

67.7

　

51,010.659

　

58.3

　　　　　

■

　　　　　

こな

　　　　　

・

　　　

6.128,024

　

31.1

　　

3.985.865

　

34.9

　　

3,627,215

　

18.6

　　

3,389,919

　

12.0

　　　

536,025

　　

6.1

　

17,667,049

　

20.2

　　　　　

れ|:診瑠］雛は］祝丿也ﾌﾟy交m

　　

3･667･552 18.6　　　2.424,183　　21.3　　2.202,574　11.3　　　1,044,064　　　3.7　　　39,521　　0.5　　　9,377.894　　10.7

市収

　

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

等

　　

797.097

　

4.0

　　　

802,474

　　

7. 0　　　823, 964　　4. 2　　1, 971. 841　　7. 0　　　862. 584　　9.9　　5,257,960　　6.0

　　　　

都道府県支出金等

　　　

564.557

　

2. 9　1 ,097, 781　9. 6　1 ･ 065･ 226　5. 5　1 ･ 523･ 695　5. 4　　776･ 297　8. 9　5, 027, 556 5.7

　　　　

地方債（起債前借を含む。）

　　　

124,214

　

0.6

　　　

202,795

　　

1.8

　　　

349,003

　　

1.8

　　

1,323.236

　　

4.7

　　

2,719,727

　

31.1

　　

4,718.975

　　

5.4

　　　　

公営事業会計からの繰入れ

　　　　

4,646

　

0. 0　　　8, 159　0. 1　　　8･ 479　0. 0　　　38･ 330　0. 1　　　40, 999　0. 5　　　100, 613　0. 1

　　

入

　　　

そｰ

　　　　　　　　

（ｸ）

　　　　　　　　

■

　　　　　

1,703,211

　　　

8.7

　　　

1.429, 759　　12.6　　　1･ 556･462　　　8. 1　　　3･231･488　　11. 5　　　　　939･693　　10. 7　　　8.860.612　　10.2

町

　　

賞|:審実尽付金回収金及び他

　　

5,090,262

　

25. 8　　750, 893　6. 6 8.392,517　43.1　12,338.904　43.8　　2,827,440　32.3　29.400.016　33.6

　　　

一

　

時

　

借

　

入

　

金

　

借

　

入

　

額

　　　　　

1.635, 403　　　8. 3　　　　　702, 776　　　6. 2　　　1 ･ 440･
407　　　7. 4　　　3･ 333･ 876　　1 1 ｡ 8　　　　　　　　　‾　　　　‾　　　　7･112･462　　　8. 1

　　　　　

名ヽ

　　　　　　　　　　　　　　　

訓-

　　　　　　

19,714,967

　　

1 00. 0　　　11 , 404, 684　　1 00. 0　　　19･ 465･ 847　　100. 0　　　28’195･ 353　　1 00. 0　　　8･ 742･ 286　　100. 0　　　87･523･ 1 38　　100. 0

　　　

j歳L

　　　　　　　　　　　　　

m

　　　

9.617.159

　

59.8

　

10,947, 766　88. 9　10･ 216･ 841　53･ 0　13･ 066･ 341　46. 6　　6･ 838･ 194　58. 8　50, 686, 302　58, 0

村’

ま:ﾀi万斐汲蕩尽帰金及.Ｊ他会訓ｲ昔

　　

5,136,249

　　

31 ｡9　　　　　924, 852　　　7. 5　　　8･ 141 ･ 577　　42. 3　　　12’729, 780　　45. 4　　　2･ 599･ 605　　22. 4　　　29･ 532･ 062　　33･ 8

　　

出

|

一時借入金返済額

　　

1.338.402

　

8.3

　　

440, 103　3.6　　911･019 4,7　　2,235.320　　8.0　　2, 187, 618　　18. 8　　7.112,462　　8.1

　　　　　

■

　　　　　　　　　　　　　　　　

副-

　　　　　　

16,091,810

　　

100.0

　　　

12,312,721

　　

100.0

　　　

19･269･438

　　

100.0

　　　

28,031,441

　　

100. 0　　　11
･
625･ 417　　100. 0　　　87･ 330･ 826　　100. 0

（注）

　

地方税に含まれる地方消費税は、都道府県間の清算を行う前の額である。
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その１

　

道路の状況

第104表道路

　

・

　

橋

　

り

　

ょ

　

う

　

の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成17年度

　　　　

平成16年度

　　　　　

平成14年度

　　　　　

増

　　　　

減

　　

区

　　　　　　　　　　　

分

　　　

都道府

　

市

　

町

　

奏

　

計

　

都道府

　

市

　

町

　

八

　

計

　

都道府

　

市

　

町

　

ふ

　

計

　

都道府

　

市

　

町

　

ふ

　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　

県

　

道

　

村

　

道

　

口

　　

μ

　　

県

　

道

　

村

　

道

　

口

　　

口

　　

県

　

道

　

村

　

道

　

口

　　

μ

　　

県

　

道

　

村

　

道

　

ロ

　　

口

実

　　　　　

延

　　　　　

長（km）（A）

　

127,806 1,006,7451,134,551　127,254 1,002,9151,130,170　126.888　992,958 1,119,846　　　552　　3,830　　4.381

　　

改

　

良

　

済

　

延

　

長(km) (B)　98,807　554.088　652.895　　　　…　　　　…　　　　…　　96,614　529,861　626,475　※2,193　※24,227　※26,420

ｽﾞ

|

舗

　

装

　　

斉

　

延

　

長（km）（C）

　

124,412

　

764,219

　

888,630

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　

120,867

　

740.437

　

861,304

　　

3.545

　　

23,782

　　

27.326

　　

自動車交通不能道延長（km）（D）

　　

1,782

　

157,274

　

159.057

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　

1,818

　

163,195

　

165,013

　

※△36※△5,921※△5,956

改

　　

良

　　

率（Ｂ）バA）×100（％）

　　

77.3

　　

55.0

　　

57.5

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　

76.1

　　

53.4

　　

55.9

　　

※L2

　　

※1.6

　　

※1.6

舗

　　

装

　　

率（C）/（A）×100（％）

　　

97.3

　　

75.9

　　

78.3

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　

95.3

　　

74.6

　　

76.9

　　

※2.0

　　

※1,3

　　

※1,4

自動車交通不能道比率（D）/（A）×100（％）

　　　

1.4

　　　

15.6

　　　

14.0

　　　

･‥

　　　　

…

　　　　

…

　　　

1.4

　　　

16.4

　　　

14.7

　　　

※－※△

　

0.8※△0.7

面

　　　　　　　　　　　　　

積（k㎡）

　　　　

1,728.3

　

6,418.8

　

8,147.1

　

1.708.9

　

6,367.7

　

8.076.6

　

1,677.8

　

6.255.4

　

7.933.3

　　　

19.4

　　　

50

　　　

70.5

（注）

　

１

　

増減の※印のついている数値については、平成16年度は縮小調査により数値が把握できないため、平成14年度と比較している。その２におい

　　　　

て同じ。

　　　　

２

　

平成17年度の数値は平成18年４月１日現在のもの、平成16年度の数値は平成17年４月１日現在のもの、平成14年度の数値は平成15年４月１日

　　　　

現在のものである。

その２

　

橋りょうの状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成17年度

　　　　

平成16年度

　　　　

平成14年度

　　　　　

増

　　　　

減

　　

区

　　　　　　　　　　　

分

　　　

都道府

　

市

　

町

　

ふ

　

計

　

都道府

　

市

　

町

　

ふ

　

計

　

都道府

　

市

　

町

　

ふ

　

計

　

都道府

　

市

　

町

　

ふ

　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県

　

道

　

村

　

道

　

口

　　

口

　　

県

　

道

　

村

　

道

　

口

　　

口

　　

県

　

道

　

村

　

道

　

口

　　

ｐ

　　

県

　

道

　

村

　

道

　

口

　　

μ

総

　　

橋

　　

り

　　

ょ

　　

う

　　

数（A）

　

100.085

　

522,120

　

622,205

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　

99,269

　

520.558

　

619,827

　　

※816

　

※1.562

　

※2,378

　　

永

　　　

久

　　　

橋

　　　

数（B）

　

99,751

　

509,938

　

609,689

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　

98.958

　

507,082

　

606.040

　　

※793

　

※2.856

　

※3,649

　　

混

　　　　

合

　　　

橋

　　　　

数

　　　　　　

108

　　　

988

　　

1.096

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

73

　　　

992

　　

1,065

　　　

※35※△

　　

4

　　　

※31

　　

木

　　　　　　

橋

　　　　　　

数

　　　　　　

226

　　

11,194

　　

11,420

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　

238

　　

12.484

　　

12.722

　

※△12※△1,290※△1,302

荷

　　

重

　　

制

　　

限

　

橋

　　

数（C）

　　　

293

　　

6,525

　　

6,818

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　　

325

　　

7,210

　　

7,535

　

※△32※△685※△717

交

　　

通

　　

不

　　

能

　　

橋

　　

数（D）

　　　

443

　　

46,141

　　

46,584

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　

446

　　

48.644

　　

49.090

　

※△

　

3※△2.503※△2,506

永

　

久

　

橋

　

比

　

率（B）/（,A）×100（％）

　　

99.7

　　

97.7

　　

98.0

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　

99.7

　　

97.4

　　

97.8

　　

※－

　　

※0.3

　　

※0.2

荷重制限橋比率（Ｃソ（A）×100ぐ％）

　　　

0.3

　　　

1.2

　　　

1.1

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　　

0.3

　　　

1.4

　　　

1.2

　　

※－※△0.2※△0.1

交通不能橋比率（D）∧A）×100（％）

　　　

0.4

　　　

8.8

　　

7.5

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　　

0.4

　　　

9.3

　　　

7.9

　　

※－※△0.5※△0.4

（注）

　

平成17年度の数値は平成18年４月１日現在のもの、平成16年度の数値は平成17年４月１日現在のもの、平成14年度の数値は平成15年４月１日現在

　　

のものである。
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第105表公営住宅等の管理状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成17年度

　　　　　

平成16年度

　　　　　

平成14年度

　　　　　

増

　　　　

減

　　

区

　　　　　　

分

　　　

都道府県

　

市町村

　

合

　

計

　

都道府県

　

市町村

　

合

　

計

　

都道府県

　

市町村

　

合

　

計

　

都道府県

　

市町村

　　

合

　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　

（戸）

　

（戸）

　

（戸）

　

（戸）

　

（戸）

　

（戸）

　

（戸）

　

（戸）

　

（戸）

　

（戸）

　

（戸）

　

（戸）

公

　　

営

　　

住

　　

宅

　　　　　

932, 933　1 ,253, 718　2, 186, 651　　934.046　1,252,528　2.186,574　　931,385　1,246,703　2,178,088　△1,113　　　1,190　　　　77

　　

木

　　　　　　　

造

　　　　　

4,581　　91, 785　　96, 366　　　　…　　　　…　　　　…　　4,249　　95.139　　99.388　　　※332※△3,354※△3,022

　　

非

　　

木

　　

造

　　　

928,352 1,161,933 2,090,285　　　…　　　…　　　…　927,136 1,151,564 2,078.700　※1,216　※10.369　※11,585

改

　　

良

　　

住

　　

宅

　　　　　　

19, 120　　138, 862　　157,982　　　　…　　　　…　　　　‥･　　19.897　　138.672　　158,569※△　777　　　※190※△　587

　　

木

　　　　　　　　　

造

　　　　　　　　　

30

　　　　

712

　　　　

742

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　　

30

　　　　

552

　　　　

582

　　　　

※－

　　　

※160

　　　

※160

　　

非

　　　　

木

　　　　

造

　　　　　　　

19,090

　　

138.150

　　

157,240

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　

19,867

　　

138,120

　　

157,987※△

　

777

　　　　

※30※△

　

747

単

　　　

独

　　　

住

　　　

宅

　　　　　　　

19.062

　　　

61.941

　　　

81,003

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　

17,037

　　　

61,786

　　　

78,823

　　

※2,025

　　　　

※155

　　

※2.180

　　

木

　　　　　　　　

造

　　　　　　　

62

　　

16,447

　　

16,509

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

85

　　

15,334

　　

15.419※△

　　

23

　　

※1,113

　　

※1,090

　　

非

　　　

木

　　　

造

　　　　　　

19,000

　　

45,494

　　

64,494

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　

16,952

　　

46,452

　　

63,404

　　

※2,048※△

　

958

　　

※1.090

合

　　　　　　　　　

計

　　　　　

971,115

　

1,454,521

　

2,425,636

　　

971,164

　

1,454.708

　

2.425.872

　　

968.319

　

1,447,161

　

2,415,480

　

△

　　

49

　

△

　

187

　

△

　

236

　　

木

　　　　　　　

造

　　　　　

4.673

　　

108,944

　　

113,617

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　

4,364

　　

111,025

　　

115,389

　　　

※309※△2,081※△1,772

　　

非

　　　

木

　　　

造

　　　　　

966.442

　

1,345.577

　

2,312.019

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　

963.955

　

1,336,136

　

2,300,091

　　

※2.487

　　

※9,441

　

※11,928

公

　　

募

　　

戸

　　

数（A）

　　

39,780

　　

67,716

　

107,496

　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　

43,759

　　

68,929

　

112.688※△3,979※△1,213※△5,192

応

　　

募

　　

件

　　

数（B）

　

509.246

　

470,242

　

979,488

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　

495,751

　

482,433

　

978.184

　

※13,495※△12.191

　

※1,304

入居競争率（倍）（BnA）

　　　

12.8

　　　

6.9

　　　

9.1

　　　　

…

　　　　

…

　　　　

…

　　　

11.3

　　　

7.0

　　　

8.7

　　

※1.5※△

　

0.1

　　

※0.4

（注）

　

１

　

増減の※印のついている数値については、平成16年度は縮小調査により数値が把握できないため、平成14年度と比較している。

　　　　

２

　

各年度の数値は各年度末のものである。

第106表

　

公 園 の 犬４
況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成17年度

　　　　

平成16年度

　　　　

平成14年度

　　　　　

増

　　　　

減

　　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　

市

　

町

　

市町村

　

八

　

計

　

市

　

町

　

市町村

　

ふ

　

計

　

市

　

町

　

市町村

　

ふ

　　

三

　　

市

　

町

　

市町村

　

ふ

　　

丑

　　　　　　　　　　　　　　　　

村

　

立

　

立以外

　

゜

　

¨

　　

村

　

立

　

立以外

　

□

　　

μ

　　

村

　

立

　

立以外

　

゜

　

計

　

村

　

立

　

立以外

　

５

　

計

都市計画区域内人口（千人）

　　　

…

　　　

…

　

119.022

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　

118,040

　　　

…

　　　

…

　　

※982

全

　　　

国

　　　

人

　　　

□

　

（住民基本台帳登載人口十

　　　　　　　　　

…

　　　

…

　

129.127

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　

128,583

　　　

…

　　　

…

　　

※544

　　　　　

外国人登録人口）（千人）

都市公園等

　

箇所数

　　　

110.936

　　

919

　

111,855

　

106,479　　818　107, 297　101 ,000　　747　101 ,747　4,457　　101　4,558

　

（都市計画区域内）

　

面

　　

積（km2）

　　　

967.7

　　

236.9

　

1.204.6

　　

944.7

　　

229.2

　

1,173.9

　　

897.0

　　

216.2

　

1,113.3

　　　

23.0

　　　

7.7

　　　

30.7

その他公園

　

箇所数

　　　　

5,624

　　　

255

　　

5,879

　　

5,056

　　　

265

　　

5,321　　4, 387　　　243　　4, 630　　　568　　　△10　　　558

　

（都市計画区域外）

　

面

　　

積（km2）

　　　

127.1

　　　

47.9

　　

175.0

　　

126.4

　　　

40.5

　　

166.9

　　

114.3

　　　

42.4

　　

156.7

　　　

0.7

　　　

7.4

　　　

8.1

合

　　　　　

計

　

箇所数

　　　

116,560

　

1,174

　

117,734

　

111,535　1 ,083　1 12･618　105,387　　990　106. 377　5, 025　　91　5, 116

　　

（公

　　　

園）

　　　

面

　　

積（km2）

　

1,094.8

　　

284.7

　

1,379.6

　

1,071.1

　　

269.7

　

1,340.8

　

1,011.3

　　

258.6

　

1,270.0

　　　

23.7

　　　

15.0

　　　

38.8

:11U:;2W人口１人当た宍

㎡/人）

　　　

8.1

　　　　

2.0

　　　　

10.1

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　　

¨’

　　　

7.6

　　　　

1.8

　　　　

9.4

　　　

※0.5

　　　

※0.2

　　　

※0.7

全国人口１人当たり公園面積（㎡/人）

　　　

8.5

　　　

2.2

　　　

10.7

　　　　

…

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　

7.9

　　　　

2.0

　　　

9.9

　　　

※0.6

　　　

※0.2

　　　

※0.8

（注）

　

１

　

増減の※印のついている数値については、平成16年度は縮小調査により数値が把握できないため、平成14年度と比較している。

　　　　

２

　

各年度の数値は各年度末のものである。
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その１ し尿処理

第107表

　

し尿及びごみ収集処理の状況

　　　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　

平成17年度

　　　　

平成16年度

　　　　

平成14年度

　　　　

増

　　　　

減

処

　

理

　

計

　

画

　

人

　

口（千人）

　　　　　　　　　　　　

128,625

　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　

128,408

　　　　　　　　　　　

※217

処

　　　

理

　　　

人

　　　

口（千人）

　　　　　　　　　　　　

14,751

　　　　　　　　　　　

15,984

　　　　　　　　　　　

18.084

　　　　　　　　　

△

　

1･233

年

　

間

　

総

　

排

　

出

　

量（千kl) (A)　　　　　　　　　78,869　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　84, 109　　　　　　　※△　5･240

年

　

間

　

総

　

収

　

集

　

量（千kl) (B)　　　　　　　　　　12.488　　　　　　　　　　　13,129　　　　　　　　　　　14, 651　　　　　　　　　△　　641

年

　

間

　

総

　

処

　

理

　

量（千kl）

　　　　　　　　　　　　

12,488

　　　　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　　　　　　

14.651

　　　　　　　　

※△

　

2, 163

　　

下水道マンホール投入（千kl) (C)　　　　　　　　　　　348　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　478　　　　　　　※△　　130

　　

処

　

理

　

施

　

設

　

処

　

理（千kl）（D）

　　　　　　　　　　

11,800

　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　

13, 594　　　　　　　　※△　1, 794

　　

そ

　　　　

の

　　　　

他（千kl）

　　　　　　　　　　　　　　

340

　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　　

579

　　　　　　　　

※△

　　

239

自

　　

家

　　

処

　　

理

　　

量（千kl）

　　　　　　　　　　　　

66,380

　　　　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　　　　　　

69.458

　　　　　　　　

※△

　

3,078

　　

下

　

水

　

道

　

放

　

流（千kl）（E）

　　　　　　　　　　

50.435

　　　　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　　　　　　

52,563

　　　　　　　　

※△

　

2, 128

　　

し

　

尿

　

浄

　

化

　

槽（千kl) (F)　　　　　　　　　　15.681　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　16,508　　　　　　　　※△　　827

　　

そ

　　　　

の

　　　　

他（千kl）

　　　　　　　　　　　　　　

264

　　　　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　　　　　　　

387

　　　　　　　　

※△

　　

123

収

　　

集

　　

職

　　

員

　　

数（人）

　　　　　　　　　　　　　　　

7,913

　　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　　

8.407

　　　　　　　　

※△

　　

494

収

　

集

　

車

　

両

　

台

　

数（台）

　　　　　　　　　　　　　　　

5,024

　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　　

5,220

　　　　　　　　

※△

　　

196

　　

バ

　

キ

　

ー．－

　

ム

　

車（台）

　　　　　　　　　　　　　　　

4.793

　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　　

4.975

　　　　　　　　

※△

　　

182

　　

運

　　　　

搬

　　　　

車（台）

　　　　　　　　　　　　　　　　

231

　　　　　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　　　　　　　　

245

　　　　　　　　

※△

　　　

14

処

　

理

　

場

　

職

　

員

　

数（人）

　　　　　　　　　　　　　　　

6.512

　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　　

7,067

　　　　　　　　

※△

　　

555

処

　

理

　

施

　

設

　

能

　

力(kl/剛

　　　　　　　　　　　

102,689

　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　

118,529

　　　　　　　

※△15.840

　　

処

　　

理

　　

施

　　

設（kレ日）

　　　　　　　　　　　

84,017

　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　

85,659

　　　　　　　

※△

　

1,642

　　

海

　

洋

　

投

　

棄

　

船（kl/日）

　　　　　　　　　　

18,672

　　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　　　　

32,870

　　　　　　　

※△14.198

収

　　　

集

　　　

率（B）/（A）×100（％）

　　　　　　　　　　　　

15.8

　　　　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　　　　　　　

17.4

　　　　　　　　

※△

　　

1.6

衛

　　

生

　　

処

　　

理

　　

率

　　　　　

（Ｃ）十（D）

（

jJ

）

（E）十（F）×100（％）

　　　　　　　　　　　　

99 2　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　98.9　　　　　　　　　　　　　※0.3

(注) １

２

増減の※印のついている数値については、平成16年度は縮小調査により数値が把握できないため、平成14年度と比較している。

各年度の数値は各年度末のものである。

その２

　

ごみ処理

　　　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　

平成17年度

　　　　

平成16年度

　　　　

平成14年度

　　　　

増

　　　　

減

処

　

理

　

計

　

画

　

人

　

口（千人）

　　　　　　　　　　　　

128,939

　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　

128,564

　　　　　　　　　　　

※375

処

　　　

理

　　　

人

　　　

口（千人）

　　　　　　　　　　　　

128.797

　　　　　　　　　　

128.979

　　　　　　　　　　

128.482

　　　　　　　　　　

△

　

182

年

　

間

　

総

　

排

　

出

　

量（千〇（A）

　　　　　　　　　

49,984

　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　

52,214

　　　　　　　　

※△2.230

年

　

間

　

総

　

収

　

集

　

量（千t) (B)　　　　　　　　　　48,956　　　　　　　　　　　49,339　　　　　　　　　　　50,795　　　　　　　　　　△　383

年

　

間

　

総

　

処

　

理

　

量（千〇

　　　　　　　　　　　　

48,956

　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　

50,795

　　　　　　　　

※△1,839

　　

焼

　　

却

　　

処

　　

理（千t）（,C）

　　　　　　　　　

39,744

　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　

41.580

　　　　　　　　

※△L836

　　

高速堆肥化処理（千〇（D）

　　　　　　　　　　

61

　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　

64

　　　　　　　

※△

　　

3

　　

埋

　　

立

　　

処

　　

理（千t）

　　　　　　　　　　　　

3,182

　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　

4,237

　　　　　　　　

※△1,055

　　

そ

　　　　

の

　　　　

他（千t）

　　　　　　　　　　　　　

5,969

　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　

4,914

　　　　　　　　　　

※1,055

　　

（再掲）圧縮・破砕処理（千t）

　　　　　　　　　　　　

4,290

　　　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　　　　　　

4.023

　　　　　　　　　　　

※267

自

　　

家

　　

処

　　

理

　　

量（千t）

　　　　　　　　　　　　　

1,029

　　　　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　　　　　　

1,419

　　　　　　　　　

※△

　

390

収

　　

集

　　

職

　　

員

　　

数（人）

　　　　　　　　　　　　　　　

73.592

　　　　　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　　　　　　　

72.201

　　　　　　　　　　　

※1.391

収

　

集

　

車

　

両

　

台

　

数（台）

　　　　　　　　　　　　　　

40,638

　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　

38.813

　　　　　　　　　　

※1,825

　　

特

　

殊

　

運

　

搬

　

車（台）

　　　　　　　　　　　　　　

28,091

　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　

27,350

　　　　　　　　　　　　

※741

　　

運

　　　　

搬

　　　　

車（台）

　　　　　　　　　　　　　

12.547

　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　

11,463

　　　　　　　　　　

※1,084

処

　

理

　

場

　

職

　

貝

　

数（人）

　　　　　　　　　　　　　

34.548

　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　

32,115

　　　　　　　　　　

※2,433

処

　

理

　

施

　

設

　

能

　

力（ｔ／日）

　　　　　　　　　　　　

165,210

　　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　

153,219

　　　　　　　　　　

※11,991

　　

焼

　　

却

　　

処

　　

理（ｔ／日）

　　　　　　　　　　　　　

110,238

　　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　

100.812

　　　　　　　　　　　

※9.426

　　

高速堆肥化処理（ｔ／日）

　　　　　　　　　　

1,004

　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　　　　　

839

　　　　　　　　　

※165

　　

圧縮

　

破砕処理（ｔ／日）

　　　　　　　　　

53,968

　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　

51,568

　　　　　　　　

※2,400

収

　　　

集

　　　

率（Ｂソ（A）×100（％）

　　　　　　　　　　　　

97.9

　　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　　　

97.3

　　　　　　　　　　　　

※0.6

焼却及び高速堆肥化処理率

　　　　　　　　　　

よ⊆ﾃﾞﾋﾞ旦と×100（％）

　　　　　　　　　　　　　

79.6

　　　　　　　　　　　　　　　

･‥

　　　　　　　　　　　　

79.8

　　　　　　　　　

※△

　

0.2

(注) １

２

３

増減の※印のついている数値については、平成16年度は縮小調査により数値が把握できないため、平成14年度と比較している。

各年度の数値は各年度末のものである。

　

「年間総処理量」のうち中間処理としての圧縮・破砕処理量は、「年間総処理量」の最終処理方法別の各項目に区分して計上している。

なお、「（再掲）圧縮・破砕処理」欄は、「年間総処理量」のうち圧縮・破砕処理による中間処理量を再掲したものである。
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第108表

　

下 水

　　

道 等

　

の 状

　

況

　　　

区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　　

平成17年度

　　　　

平成16年度

　　　　

平成14年度

　　　　

増

　　　

減

全国人口（住民基本台帳登載人口十外国人登録人口）（人) (A)　　　129,126,847　　　　　　　　…　　　　128,583,458　　　　　※543.389

行

　　　　

政

　　　　

区

　　　　

域

　　　　

面

　　　　

積

　

（km2）（B）

　　　　　　　

371,859

　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　

371,920

　　　　　

※△

　　　

61

　　　

現

　　

在

　　

排

　　

水

　　

人

　　

口（人) (C)　　　89.433.133　　　87,735,273　　　83,737,784　　　　1.697,860

　　　

計

　

画

　

排

　

水

　

区

　

域

　

面

　

積（km2）（D）

　　　

21,829.4

　　　　

21,402.4

　　　　

20.716.6

　　　　　

427.0

　　　

現

　

在

　

排

　

水

　

区

　

域

　

面

　

積（km2）（,E）

　　　

14.639.3

　　　　

14,201.3

　　　　

13,185.1

　　　　　

438.0

公

　　

計

　　

画

　　

終

　　

末

　　

処

　　

理

　　

場

　　

故（箇所）

　　　　　　　　　

2.047

　　　　　　　

2,025

　　　　　　　

1.979

　　　　　　　　　

22

　　　

現

　　

在

　　

終

　　

末

　　

処

　　

理

　　

場

　　

数（箇所）

　　　　　　　　　

1,893

　　　　　　　

1,841

　　　　　　　

1,690

　　　　　　　　

52

共

　　

計

　　

画

　　

処

　　

理

　　

区

　　

域

　　

面

　　

積(km2) (F)　　　　　21,641.0　　　　　21,191.2　　　　　20.523.8　　　　　　　449.8

　　　

現

　　

在

　　

処

　　

理

　　

区

　　

域

　　

面

　　

積(km2) (G)　　　　　14,564.0　　　　　14,103.3　　　　　13.080.3　　　　　　460.7
下

　　

現

　

在

　

処

　

理

　

区

　

域

　

内

　

人

　

口

　

（人）

　　　　　　

89,185,722

　　　　

87,443,724

　　　　

83,455,659

　　　　　

1,741,998

水

　　

現

　

在

　

水

　

洗

　

便

　

所

　

設

　

置

　

済

　

人

　

口

　

（人）

　　　　　　

81,997,870

　　　　

80,200.835

　　　　

76.167,315

　　　　　

1,797,035

　　　

普

　　

及

　　

率（全国人口）

　　

（Ｃ）ﾀﾞ･･A）×100

　

（％）

　　　　　　　　　　

69.3

　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　

65.1

　　　　　　　

※4.2
道

　　　　　　

々

　　　

（行政区域面積) '(E)バB）×100　（％）　　　　　　　　　　　3.9　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　3.5　　　　　　　　※0.4

　　　

処

　　

理

　　

率

　　　　　　　　　　　

（Ｇソ（E）×100

　

（％）

　　　　　　　　　　　　

99.5

　　　　　　　　　　

99 3　　　　　　　　　　99.2　　　　　　　　　　0.2

　　　

実

　

施

　

率（排水面積）

　

（Ｅソ（D）×100（％）

　　　　　　　　

67.1

　　　　　　

66.4

　　　　　　

63.6

　　　　　　　

0.7

　　　　　　

々

　　　

（処理面積）

　　

（G）/（F）×100

　

（％）

　　　　　　　　　　

67.3

　　　　　　　

66.6

　　　　　　　

63.7

　　　　　　　　

0.7

都下

　

計

　　

画

　　

排

　　

水

　　

区

　　

域

　　

面

　　

積（km2）

　　　　　　　

1,890.5

　　　　　

1,974.1

　　　　　

2.094.9

　　　　　

△

　

83.6

市
ま

　

現

　　

在

　　

排

　　

水

　　

区

　　

域

　　

面

　　

積（km2）

　　　　　　　

1,577.6

　　　　　　

1,644.9

　　　　　　

1,725.7

　　　　　

△

　

67.3

農排

　

現

　

在

　

排

　

水

　

人

　

口（うち汚水に係るもの）（人）（H）

　　　　

3.390,892

　　　　

3.300,002

　　　　

2.995,271

　　　　　　　　　　　　

90,890

　　　

現

　

在

　

処

　

理

　

区

　

域

　

内

　

人

　

口

　

（人）

　　　　　　

3,384,749

　　　　

3,294,231

　　　　　

2,987,714

　　　　　　

90,518
業水

　

現在排水区域面積（うち汚水に係るもの）（km2）（I）

　　　　　

2.056.1

　　　　　

1,988.9

　　　　　

1,834.1

　　　　　　　

67.2

門現

　　

在

　　

処

　　

理

　　

区

　　

域

　　

面

　　

積（km2）

　　　　　　　　

2,037.7

　　　　　　

1,965.6

　　　　　　

1.812.2

　　　　　　　　

72.1
、

　

ご几．落“’現

　

在

　

水

　

洗

　

便

　

所

　

設

　

置

　

済

　

人

　

口

　

（人）

　　　　　　　

2,615,375

　　　　　

2,504,998

　　　　　

2,205.729

　　　　　　

110.377

，

　　　

現

　

在

　

排

　

水

　

人

　

口（うち汚水に係るもの）（人nJ）

　　　　　　

158,387

　　　　　　

151.110

　　　　　　

125,735

　　　　　　　

7,277
漁排

　

現

　

在

　

処

　

理

　

区

　

域

　

内

　

人

　

口

　

（人）

　　　　　　　　

158.099

　　　　　　

150.506

　　　　　　

125,168

　　　　　　　

7,593
:;

　

現在排水区域面積（うち汚水に係るもの）（km2）（,K）

　　　　　　

68.5

　　　　　　

64.2

　　　　　　

48.8

　　　　　　　

4.3

　　　

現

　　

在

　　

処

　　

理

　　

区

　　

域

　　

面

　　

積（km2）

　　　　　　　　　　

68.2

　　　　　　　

64.0

　　　　　　　

48.7

　　　　　　　　

4.2

落゛

　

現

　

在

　

水

　

洗

　

便

　

所

　

設

　

置

　

済

　

人

　

口

　

（人）

　　　　　　　　

116.609

　　　　　　

108,111

　　　　　　

88,288

　　　　　　　

8,498

　　　

現

　

在

　

排

　

水

　

人

　

口（うち汚水に係るもの）（人）（L）

　　　　　　　

2.713

　　　　　　　

2,779

　　　　　　　

2,508

　　　　　

△

　　

66
林排

　

現

　

在

　

処

　

理

　　

区

　　

域

　　

内

　　

人

　　

口

　

（人）

　　　　　　　　　　

2,713

　　　　　　　　

2,779

　　　　　　　　

2,505

　　　　　

△

　　　

66
業水

　

現在排水区域面積（うち汚水に係るもの）（k㎡) (M)　　　　　　　2.0　　　　　　　2.0　　　　　　　1.7　　　　　　　　－

竺現

　　

在

　　

処

　　

理

　　

区

　　

域

　　

面

　　

積（km2）

　　　　　　　　　　

2.0

　　　　　　　　

2.0

　　　　　　　　

1.7

　　　　　　　　　

一

落゛

　

現

　

在

　

水

　

洗

　

便

　

所

　

設

　

置

　

済

　

人

　

口（人）

　　　　　　　　

2.328

　　　　　　

2,333

　　　　　　

1,798

　　　　

△

　　

5

　　　

現

　

在

　

排

　

水

　

人

　

口（うち汚水に係るもの）（人) (N)　　　　　　　1,976　　　　　　　2,014　　　　　　　2,096　　　　　△　　38

　

§

　　

現

　

在

　

処

　

理

　

区

　

域

　

内

　

人

　

口

　

（人）

　　　　　　　　　

1,973

　　　　　　　

2,014

　　　　　　　

2,094

　　　　　

△

　　

41

　

果

　　

現在排水区域面積（うち汚水に係るもの）（km2）（O）

　　　　　　　

1.8

　　　　　　　

1.9

　　　　　　　

1.8

　　　　

△

　

0.1

　

施

　　

現

　　

在

　　

処

　　

理

　　

区

　　

域

　　

面

　　

積（k㎡）

　　　　　　　　　　

1.8

　　　　　　　　

1.9

　　　　　　　　

1.8

　　　　　

△

　　

0.1

　

ii又

　　

現

　

在

　

水

　

洗

　

便

　

所

　

設

　

置

　

済

　

人

　

口

　

（人）

　　　　　　　　　

1.815

　　　　　　　

1,866

　　　　　　　

1,872

　　　　　

△

　　

51

小排

　

現

　

在

　

排

　

水

　

人

　

口（うち汚水に係るもの）（人）（P）

　　　　　　　

7,018

　　　　　　　

6,428

　　　　　　　

4,891

　　　　　　　　

590

規水

　

現

　

在

　

処

　

理

　

区

　

域

　

内

　　

人

　

口

　　

（人）

　　　　　　　　　　

7,016

　　　　　　　

6,428

　　　　　　　

4,777

　　　　　　　　

588

模処

　

現在排水区域面積（うち汚水に係るもの）（k㎡) (Q)　　　　　　　4.0　　　　　　　3.7　　　　　　　2.7　　　　　　　0.3

j?1
1　現　　在　　処　　理　　区　　域　　面　　積（km2）　　　　　　　　　　4.0　　　　　　　　3.7　　　　　　　　2.7　　　　　　　　0.3

°゛

　　

現

　

在

　

水

　

洗

　

便

　

所

　

設

　

置

　

済

　

人

　

口

　　

（人）

　　　　　　　　　　　　

5,398

　　　　　　　　　

4,712

　　　　　　　　　

3,384

　　　　　　　　　　

686

普

　

及

　

率（全国人口）

　　　

堺ブニレｏ尚）（％）

　　　　　　　　　　　　

72.0

　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　

67.6

　　　　　　　　　

※4.4

　　

(tfi&EitS田∩弘二六言'
M i + (0)　（％）　　　　　　　　　　　　　4.5　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　4.1　　　　　　　　　※0.4

コミュニティ

　

プラン

　

ト処理人口（人）

　　　　　　

347,190

　　　　

361,149

　　　　

404,564

　　　

△13,959

合浄

　

処

　　　　　

理

　　　　　

人

　　　　　

口（人）

　　　　　

11.120.217

　　　　

10.871.583

　　　　

10,141,152

　　　　　

248,634

塩化

　　　

うち特定地域生活排水処理施設に係るもの

　

（人）

　　　　　　　　

187,986

　　　　　　

149,432

　　　　　　

72.574

　　　　　　

38,554

理槽

　　　

うち個別排水処理施設に係るもの

　

（人）

　　　　　　　

55.246

　　　　　

44,551

　　　　　

60.569

　　　　　

10,695

（注）１

　　　

２

増減の※印のついている数値については、平成16年度は縮小調査により数値が把握できないため、平成14年度と比較している。

各年度の数値は各年度末のものである。
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第109表

　

公

　

立

　

保

　

育

　

所

　

の

　

状

　

況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

16

　　

年

　　

度

　

区

　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増

　　

減

　　　　　　　　　　　

都道府県立

　

市町村立

　

一部事務組合立

　

合

　　　

計

　

都道府県立

　

市町村立

　

一部事務組合立

　

合

　　　

計

箇

　　

所

　　

数

　　　　　　　　　　

2

　　　　

13,121

　　　　　　

3

　　　　

13,126

　　　　　　

2

　　　　

13,512

　　　　　　

3

　　　　

13.517

　

△

　　

391

延

　

面

　

積（㎡）

　　　

2,481

　

8,790.003

　　　

2,696

　

8,795,180

　　　

2,481

　

8,894,509

　　　

2,421

　

8.899,411

　

△104,231

（注）

　　

１

　　　　　　

２

平成17年度の数値は平成17年10月１日現在のもの、平成16年度の数値は平成16年10月１日現在のものである。

季節保育所を含まない。

第110表公立老人ホームの状況

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　　　　　　　

増

　　　　　　　

減

　　

区

　　　　　　　　　　

分

　　　　

都道府

　

市

　

町

　

一部事務

　

ム

　

計

　　

都道府

　

市

　

町

　

一部事務

　

ム

　

計

　

都道府

　

市

　

町

　

‾部事務

　

ふ

　

計

　　　　　　　　　　　　

県

　

立

　

村

　

立

　

組合立

　

ロ

　　

ロ

　　

県

　

立

　

村

　

立

　

組合立

　

口

　　

口

　　

県

　

立

　

村

　

立

　

組合立

　

口

　　

□

　　

養護老人ホーム

　　　

26

　　

406

　　

97

　　

529

　　

32

　　

409

　　

112

　　

553

　

△6

　　

△3

　

△15

　

△24

竺

　

特別養護老人ホーム

　　　

24

　　

334

　　

135

　　

493

　　　

51

　　

335

　　

154

　　

540

　

△27

　　

△1

　　

△19

　

△47
；

　

軽費老人ホーム

　　　

10

　　

89

　　　

9

　　

108

　　

16

　　

85

　　

15

　　

116

　

△6

　　　

4

　

△6

　

△8

　　　

合

　　　　　

計

　　　　

60

　　

829

　　

241

　

1,130

　　　

99

　　

829

　　

281

　

1,209

　

△39

　　　

0

　

△40

　

△79

（注）

　

平成17年度の数値は平成17年10月１日現在のもの、平成16年度の数値は平成16年10月１日現在のものである。

その１

　

義務教育

１第 11表

　

教育施設の状況（公立学校分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小

　　　

学

　　　

校

　　　　　　　　　　　　　　

中

　　　

学

　　　

校

　　　　

区

　　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成17年度

　　

平成14年度

　　　

増

　　

減

　　　

平成17年度

　　

平成14年度

　　　

増

　　

減

学

　　　　　　　

校

　　　　　　　

数（校）

　

（A）

　　　　

22,606

　　　　　

23,381

　　　　　

△775

　　　　　

10,154

　　　　　

10,339

　　　　

△

　

185

学

　　　　　　　

級

　　　　　　　

数（学級）（B）

　　　

274,014

　　　　

268,938

　　　　　

5.076

　　　　

110,413

　　　　

112,225

　　　　

△1,812

校

　　　　

舎

　　　　

面

　　　　

積（千㎡）（C）

　　　　

85,073

　　　　

84.977

　　　　　　　

96

　　　　

49,461

　　　　　

49,496

　　　

△

　　

35

　　

木

　　　　　　　　　　　　　　

造（千㎡）

　　　　　　　　

1.475

　　　　　

1,729

　　　　　

△254

　　　　　　

590

　　　　　　

653

　　　　

△

　　

63

　　

非

　　　　　　

木

　　　　　　

造（一千㎡）（D）

　　　　

83,598

　　　　　

83,248

　　　　　　

350

　　　　　

48,871

　　　　　

48,842

　　　　　　　

29

危

　　

険

　　

校

　　

舎

　　

面

　　

積（千㎡）（E）

　　　　　　

932

　　　　　　　

863

　　　　　　　

69

　　　　　　　

738

　　　　　　　

557

　　　　　　　

181

校

　　

舎

　　

不

　　

足

　　

面

　　

積（千㎡）

　　　　　　　　

7,632

　　　　　

8,143

　　　　　

△511

　　　　　

2,010

　　　　　

2.406

　　　　

△

　

396

屋内運動場設置学校数（校）

　

（F）

　　　

21,941

　　　　

22,583

　　　

△642

　　　　

9,921

　　　　

10,096

　　　

△

　

175

屋

　

内

　

運

　

動

　

場

　

面

　

積（千㎡）（G）

　　　　

17.696

　　　　　

17.789

　　　　　

△

　

93

　　　　　

11,317

　　　　　

11.277

　　　　　　　

40

プ

　

ー

　

ル

　

設

　

置

　

学

　

校

　

数（校）

　

（H）

　　　　

19.595

　　　　　

19.965

　　　　　

△370

　　　　　

7,435

　　　　　

7,513

　　　　

△

　　

78

児

　　

童

　　　　　

生

　　

徒

　　

数（千人）（I）

　　　　　

7.068

　　　　　　

7,112

　　　　　

△

　

44

　　　　　　

3.312

　　　　　　

3.479

　　　　

△

　

167

教

　　　　　　　

貝

　　　　　　　

数（一千人) (J)　　　　　　404　　　　　　　402　　　　　　　　2　　　　　　　229　　　　　　　234　　　　△　　5

非木造校舎面積比率（Ｄ）バc）×100（％）

　　　　

98.3

　　　　

98.0

　　　　　

0.3

　　　　

98.8

　　　　

98.7

　　　　　

0.1

危

　

険

　

校

　

舎

　

面

　

積

　

比

　

率(E)/(C)×100（％）

　　　　　　　

1.1

　　　　　　　

1.0

　　　　　　　

0.1

　　　　　　　

1.5

　　　　　　　

1.1

　　　　　　　

0．4

屋内運動場設置学校比率(F)/(A)×100（％）

　　　　

97.1

　　　　　

96.6

　　　　　

0.5

　　　　　

97.7

　　　　　

97.6

　　　　　

0.1

プール設置学校比率（Ｈ）バA）×100（％）

　　　　

86.7

　　　　

85.4

　　　　　

1.3

　　　　

73.2

　　　　

72.7

　　　　　

0.5

児童生徒１人当たり校舎面積（㎡) (C)/(I)　　　　12.0　　　　　11.9　　　　　0.1　　　　　14.9　　　　　14.2　　　　　0.7

児童生徒１人当たり屋内運動場面積（㎡）ぐＧソ（I）

　　　　　

2.50

　　　　　　

2.50

　　　　　　　

－

　　　　　　

3.42

　　　　　　

3.24

　　　　　　

0.18

1校当たり児童生徒数（人）（１ソ（A）

　　　　　

313

　　　　　

304

　　　　　　

9

　　　　　

326

　　　　　

337

　　　

△

　

11

1学級当たり児童生徒数（人) (I)/(B)　　　　25.8　　　　　26.4　　　　△0.6　　　　　30.0　　　　　31.0　　　△　1.0

教員１人当たり児童生徒数（人) (I)/(J)　　　　17.5　　　　　17.7　　　　△0.2　　　　　14.5　　　　　14.8　　　△　0.3

（注）

　

平成17年度の数値は平成18年５月１日現在のもの、平成14年度の数値は平成15年５月１日現在のものである。
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第111表

　

教育施設の状況（公立学校分）（つづき）

その２

　

高等学校、中等教育学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高

　

等

　

学

　

校

　　　　　　　　　

中等教育学校

　　　　

区

　　　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成17年度

　　

平成14年度

　　　

増

　　

減

　　　

平成17年度

　　

平成14年度

　　　

増

　　

減

学

　　　　　　　

校

　　　　　　　

数（校）

　

（A）

　　　　　

4,036

　　　　　

4,118

　　　　　

△

　

82

　　　　　　　

15

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

校

　　　　

舎

　　　　

面

　　　　

積（千㎡）（B）

　　　　

38,456

　　　　　

38,874

　　　　　

△418

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　　

…

　

木

　　　　　　　　　　　　　　

造（千㎡）

　　　　　　　　　　

332

　　　　　　　

356

　　　　　

△

　

24

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

　

非

　　　　　　

木

　　　　　　

造（千㎡）（C）

　　　　

38.124

　　　　　

38,517

　　　　　

△393

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

危

　　

険

　　

校

　　

舎

　　

面

　　

積（千㎡）（D）

　　　　　　

229

　　　　　　　

237

　　　　　

△

　

8

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

体

　

育

　

館

　

設

　

置

　

学

　

校

　

数（校）

　

（E）

　　　　　

3,929

　　　　　

4,015

　　　　　

△

　　

86

　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　　　

…

　　　　　　　　　　　　　

…

体

　　　

育

　　　

館

　　　

面

　　　

積（千㎡）（F）

　　　　　

7.875

　　　　　

7,942

　　　　　

△

　

67

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

プ

　

ー

　

ル

　

設

　

置

　

学

　

校

　

数（校）

　

（G）

　　　　　

2,609

　　　　　

2,667

　　　　　

△

　

58

　　　　　　　

･‥

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

生

　　　　　　

徒

　　　　　　

数’（千人）（H）

　　　　

2,447

　　　　

2.686

　　　　

△239

　　　　　　

6

　　　　　　

…

　　　　　　

…

　

全

　　　　　　

日

　　　　　　

制（千人）

　　　　　　　　

2,339

　　　　　

2.576

　　　　　

△237

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

　

定

　　　　　　

時

　　　　　　

制（千人）

　　　　　　　　　　

105

　　　　　　　

107

　　　　　

△

　

2

　　　　　　　

･‥

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

　

そ

　　　　　　

の

　　　　　　

他（千人）

　　　　　　　　　　　

４

　　　　　　　　

３

　　　　　　　　

１

　　　　　　　

･‥

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

教

　　　　　　　

員

　　　　　　　

数（千人）（I）

　　　　　　

185

　　　　　　　

195

　　　　　

△

　

10

　　　　　　　　

0

　　　　　　　

…

　　　　　　　

…

非木造校舎面積比率（C）/（B）×100（％）

　　　　

99.1

　　　　

99.1

　　　　　

0.0

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　　

…

危険校舎面積比率（D）/（B）×100（％）

　　　　　

0.6

　　　　　

0.6

　　　　　

0.0

　　　　　　

…

　　　　　　

…

　　　　　　

…

体育館設置学校比率（E）/（A）×100（％）

　　　　

97.3

　　　　

97.5

　　　

△0.2

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　　

…

プール設置学校比率（G）/（A）×100（％）

　　　　

64.6

　　　　

64.8

　　　

△0.2

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　　

…

生徒１人当たり校舎面積（㎡）（B）/（出

　　　　

15.7

　　　　

14.5

　　　　　

1.2

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　　

…

生徒１人当たり体育館面積（㎡）（F）/（H）

　　　　

3.22

　　　　　

2.96

　　　　　

0.26

　　　　　　

…

　　　　　　

…

　　　　　　

…

1

　

校

　

当

　

た

　

り

　

生

　

徒

　

数（人）（H）/（A）

　　　　　　

606

　　　　　　　

652

　　　　　

△

　

46

　　　　　　　

375

　　　　　　　　

…

　　　　　　　　

…

教員１人当たり生徒数（人）（H）/（D

　　　　　

13.2

　　　　　

13.8

　　　　

△0.6

　　　　　

14.1

　　　　　　

…

　　　　　　

…

（注）１

　　　

２

中等教育学校については、平成17年度より調査を行っている。

平成17年度の数値は平成18年５月１日現在のもの、平成14年度の数値は平成15年５月１日現在のものである。

その３

　

幼稚園

　　　　

区

　　　　　　　　　　　

分

　　　　　　　

平成17年度

　　　　　　　

平成14年度

　　　　　　　

増

　　　　

減

幼

　　　　　

稚

　　　　　

園

　　　　　

数（園）

　　

（A）

　　　　　　　　　　　　　　　　

5.468

　　　　　　　　　　　　　　　　

5,735

　　　　　　　　　　　　　

△

　　

267

現

　　

在

　　

入

　　

園

　　

者

　　

数（人）

　

（B）

　　　　　　　　　　　　

342.300

　　　　　　　　　　　　

361,179

　　　　　　　　　　　

△18.879

教

　

員

　

数（本

　

務

　

者

　

の

　

み）（人）

　

（C）

　　　　　　　　　　　　　　

25.013

　　　　　　　　　　　　　　

25,625

　　　　　　　　　　　　　

△

　　

612

1

　

園

　

当

　

た

　

り

　

園

　

児

　

数（人）（B）/（A）

　　　　　　　　　　　　　　　

62.6

　　　　　　　　　　　　　　　　

63.0

　　　　　　　　　　　　　

△

　　

0.4

教員１人当た

　

り

　

園児数（人）（B）/（C）

　　　　　　　　　　　

13.7

　　　　　　　　　　　　

14.1

　　　　　　　　　　

△

　

0.4

（注）

　

平成17年度の数値は平成18年５月１日現在のもの、平成14年度の数値は平成15年５月１日現在のものである。
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第112表文化及び体 育 施設の状況（公立分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成17年度

　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　　　

平成14年度

　　　　　　　　

増

　　　

減

　　　

区

　　　　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都道府県立市町村立

　

合

　

計

　

都道府県立市町村立

　

合

　

計

　

都道府県立市町村立

　

合

　

計

　

都道府県立市町村立

　

合

　

計

　　

県

　

民

　

会

　

館

　

箇

　

所

　

数

　　　　　　

190

　　

3, 006　3, 196　　　189　3, 011　　3, 200　　　184　　2･
955　　3･ 139　　　　1　　△　5　△4

　　

市

　

民

　

会

　

館

　

延

　

面

　

積（千㎡）

　

2.542

　

10.859

　

13,402

　　

2.489

　

10,751

　

13,240

　　

2,430

　

10,381

　

12,811

　　　

53

　　　

108

　　　

162

　　

公

　　

会

　　

堂

　

専任職員数（人）

　

2,266

　　

9,966

　

12.232

　　

2,417

　　

9,790

　

12,207

　　

2,521

　　

9,673

　

12,194

　　

△151

　　　

176

　　　

25

　　　　　　　　　　

箇

　

所

　

数

　　　　　　　

61

　　

2.953

　　

3,014

　　　

64

　　

2.811

　　

2.875

　　　

65

　　

2,633

　　

2,698

　　

△

　

3

　　　

142

　　　

139

　　

図

　　

書

　　

館

　

蔵

　

書

　

数（万万冊）

　

3.933

　

31.504

　

35.438

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　

3.680

　

28,213

　

31,892

　　

※253

　

※3.291

　

※3,546

　　　　　　　　　　

専任職員数（人）

　

1.900

　

15,202

　

17,102

　　

1,884

　

14.953

　

16,837

　　

1,969

　

14.724

　

16,693

　　　

16

　　　

249

　　　

265

文

　　　　　　　　　

箇

　

所

　

数

　　　　　　　

24

　　　

81

　　　

105

　　　

24

　　　

79

　　　

103

　　　

24

　　　

78

　　　

102

　　　

－

　　　　

2

　　　　

2

　　　　

総合博物館

　

利用人員（:万人）

　　

210

　　

375

　　

585

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　　

225

　　

372

　　　

597

　

※△15

　　　

※3

　

※△12

　　　　　　　　　　

専任職員数（人）

　　

410

　　　

575

　　　

985

　　　

432

　　　

583

　　

1.015

　　　

444

　　　

540

　　　

984

　　

△22

　　

△

　

8

　　

△30

　　　　　　　　　　

箇

　

所

　

数

　　　　　　　

12

　　　

53

　　　

65

　　　

12

　　　

51

　　　

63

　　　

12

　　　

48

　　　

60

　　　

－

　　　　

2

　　　　

2

　　

博

　

科学博物館

　

利用人員（万人）

　　

250

　　　

642

　　　

892

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　　

266

　　　

554

　　　

820

　

※△16

　　

※88

　　

※72

化

　　　　　　　　　

専任職員数（人）

　　

349

　　　

494

　　　

843

　　　

349

　　　

493

　　　

842

　　　

324

　　　

456

　　　

780

　　　

－

　　　　

1

　　　　

1

　　　　　　　　　　

箇

　

所

　

数

　　　　　　　

50

　　　

237

　　　

287

　　　

48

　　　

232

　　　

280

　　　

48

　　　

214

　　　

262

　　　　

2

　　　　

5

　　　　

7

　　　　

歴史博物館

　

利用人員（万人）

　　

350

　　　

803

　　

1,153

　　　

･‥

　　　

…

　　　

…

　　　

309

　　　

787

　　

1,096

　　

※41

　　

※16

　　

※57

　　　　　　　　　　

専任職員数（人）

　　

681

　　

1,202

　　

1.883

　　　

642

　　

1,143

　　

1,785

　　　

657

　　

1,116

　　

1,773

　　　

39

　　　

59

　　　

98

施

　

物

　　　　　　　

箇

　

所

　

数

　　　　　　　

54

　　　

145

　　　

199

　　　

51

　　　

139

　　　

190

　　　

51

　　　

134

　　　

185

　　　　

3

　　　　

6

　　　　

9

　　　　

美術博物館

　

利用人員（万人）

　　

729

　　

1,183

　　

1.912

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　　

774

　　　

927

　　

1.701

　

※△45

　　

※256

　　

※211

　　　　　　　　　　

専任職員数（人）

　　

802

　　　

898

　　

1.700

　　　

754

　　　

895

　　

1.649

　　　

766

　　　

864

　　

1,630

　　　

48

　　　　

3

　　　

51

　　　　　　　　　　

箇所

　

数

　　　　　

15

　　

80

　　

95

　　　

14

　　

93

　　

107

　　　

12

　　

63

　　

75

　　　

1

　

△13

　

△12

5

　

館

　

そ

　

の

　

他

　

利用人員（万人）

　　

818

　　

1,676

　　

2,493

　　　

･‥

　　　

…

　　　

…

　　　

770

　　

1,347

　　

2,116

　　

※48

　　

※329

　　

※377

゛

　　　　　　　　　

専任職員数（人）

　　

508

　　

1,161

　　

1,669

　　　

453

　　

1.201

　　

1,654

　　　

444

　　

1,005

　　

1,449

　　　

55

　　

△40

　　　

15

　　　　　　　　　　

箇

　　

所

　　

数

　　　　　　　　　　　

155

　　　　　

596

　　　　　

751

　　　　　

149

　　　　　

594

　　　　　

743

　　　　　

147

　　　　　

537

　　　　　

684

　　　　　　　

6

　　　　　　　

2

　　　　　　　

8

　　　　

合

　　　

計

　

利用人員（万人）

　

2,357

　　

4.679

　　

7,035

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　

2.344

　　

3,987

　　

6,330

　　

※13

　　

※692

　　

※705

　　　　　　　　　　

専任職員数（人）

　

2,750

　　

4,330

　　

7.080

　　

2.630

　　

4,315

　　

6.945

　　

2,635

　　

3.981

　　

6,616

　　　

120

　　　

15

　　　

135

　　

青年の家

　　

箇

　

所

　

数

　　　　　

181

　　

349

　　

530

　　

184

　　

368

　　

552

　　

188

　　

368

　　

556

　

△3

　

△19

　

△22

　　

自

　

然

　

の

　

家

　

専任職員数（人）

　

1,455

　　

1.444

　　

2.899

　　

1,313

　　

1,485

　　

2,798

　　

1,431

　　

1,416

　　

2,847

　　　

142

　　

△41

　　　

101

　　　　　　　　　　

箇

　

所

　

数

　　　　　　

196

　　

6.072

　　

6.268

　　　

196

　　

6,012

　　

6.208

　　　

197

　　

5.887

　　

6.084

　　　

－

　　　

60

　　　

60

　　

体

　　

育

　　

館

　

延

　

面

　

積（千㎡）

　

1,405

　

13,734

　

15,139

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　

1.393

　

13.367

　

14.760

　　

※12

　　

※367

　　

※379

　　　　　　　　　　

専任職員数（人）

　　

734

　　

7.472

　　

8.206

　　　

741

　　

7,465

　　

8.206

　　　

746

　　

7,365

　　

8.111

　　

△

　

7

　　　　

7

　　　

一

体

　　　　　　　　

箇

　

所

　

数

　　　　　

103

　　

986

　

1,089

　　

100

　

1,022

　

1,122

　　　

97

　

1.038

　

1,135

　　　

3

　

△36

　

△33

　　

陸上競技場

　

敷地面積（千㎡）

　

3.398

　

22,438

　

25,836

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　

3,116

　

23,307

　

26,423

　　

※282

　

※△869

　

※△587

育

　　　　　　　　　

専任職員数（人）

　　

206

　　　

566

　　　

772

　　　

187

　　　

570

　　　

757

　　　

189

　　　

537

　　　

726

　　　

19

　　

△

　

4，

　　

15

施

　　　　　　　

箇所数

　　　　　

158

　

3, 954　4, 112　　157　3, 972　4, 129　　157　3, 955　4,112　　　1　△18　△17

　　

野

　　

球

　　

場

　

敷地面積（千㎡）

　

2.943

　

60.465

　

63,408

　　　

…

　　　

…

　　　

…

　　

2.907

　

60.029

　

62.936

　　

※36

　　

※436

　　

※472

設

　　　　　　　　　

専任職員数（人）

　　

111

　　　

974

　　

1,085

　　　

115

　　　

988

　　

1.103

　　　

113

　　

1,036

　　

1.149

　　

△

　

4

　　

△14

　　

△18

　　　　　　　　　　

箇所数

　　　　

229

　

4, 171　4,400　　234　4, 283　4, 517　　247　4,406　4.653　△5　△112　△117

　　

プ

　　

ー

　　

ル

　

水面面積（千㎡）

　　

226

　　

2, 156　2, 382　　　…　　　…　　　…　　　233　　2,247　　2.480　※△　7　※△91　※△98

　　　　　　　　　　

専任職員数（人）

　　

306

　　

2,736

　　

3, 042　　　287　　2, 400　　2,687　　　336　　2.339　　2.675　　　19　　　336　　　355

(注) １

２

増減の※印のついている数値については、

各年度における箇所数、延面積、蔵書数、

平成16年度は縮小調査により数値が把握できないため、平成14年度と比較している。

敷地面積及び水面面積は各年度末のもの、専任職員数は翌年度当初のものである。

第113表

　

地方公共団体の職員公舎の状況

　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

16

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　

増

　　　　　　　　　　　　

減

　

区

　　　　

分

　　　　　　　　　　

都道府県

　　

市町村

　　

合

　

計

　　

都道府県

　　

市町村

　　

合

　

計

　　

都道府県

　　

市町村

　　

合

　

計

戸

　　　

数

　　　　　　

72,433

　　　

23,494

　　　

95,927

　　　

74.928

　　　

24.742

　　　

99.670

　　

△2,495

　　

△1.248

　　

△3,743

延

　

面

　

積（千㎡）

　　　　

4,108

　　　　

1,366

　　　　

5,475

　　　　

4,218

　　　　　

1.433

　　　　

5.651

　　　

△

　

110

　　　

△

　　

67

　　　

△

　

176

(注) 各年度の数値は各年度末のものである。
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その１ 財政力指数段階別

１１第

主要公共施設整備状況（市町村分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　　

７

　　

年

　

度

　　

と

　　

の

　

差

　

区

　　　　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　

0.30未満

　　

口昌

　

膳以

　

1.00以上

　　　

計

　　　

0.30未満

　　

口昌

　

摺以

　

1.00以上

　　　

計

団

　　　　　　

体

　　　　　　

数

　　　　

514

　　　　

478

　　　　

703

　　　　

126

　　　

1,821

　

財

　　

政

　　

力

　　

指

　　

数

　　　　　　　

O.21

　　　　

0,39

　　　　

0.70

　　　　

1.26

　　　　

0.52

　　　　

0.02

　　　　　　

－

　　　　

0.01

　　　　

0.05

　　　　

0.10
財
§公債費

　

負

　

担比率（％）

　　　

22.9

　　　

18.4

　　　　

17.4

　　　　　

11.3

　　　　　

17.3

　　　　　　

5.4

　　　　　　

4.4

　　　　　　

4.0

　　　　　　

0.4

　　　　　　

3.8
況

　

経

　

常

　

収

　

支

　

比

　

率（％）

　　　

92.7　　　92.0　　　90.9　　　82.2　　　90.2　　　15.3　　　13.4　　　7.7　　　0.4　　　　　　8j

a改

　　　　

良

　　　　

率（％）

　　　

50.0

　　　

51.8

　　　

56.5

　　　

62.9

　　　

54.7

　　　

6.2

　　　

8.3

　　　

5.8

　　　

3.0

　　　

6.3

W舗

　　　　

装

　　　　

率（％）

　　

65.1

　　　

71.1

　　　

79.8

　　　

85.3

　　　

75.7

　　　

5.7

　　　

5.1

　　　

5.5

　　

△O｡4

　　　

5.7

Jt永

　

久

　

僑

　

比

　

率（％）

　　　

95.7

　　　

97.l

　　　

98.3

　　　

99.O

　　　

97.7

　　　

1.6

　　　

O.6

　　　

O.5

　　　

O.1

　　　　

1.O

今都

(注) 各比率は、特別区を除いた団体の加重平均である。ただし、財政力指数は単純平均である。
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その２ 団体区分別

第114表

　

主要公共施設整備状況（市町村分）（つづき）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　

成

　　

７

　

年

　

度

　

と

　

の

　

差

　

区

　　　　　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　

大都市

　

中核市

　

特例市

　

都

　

市（中都市）（小都市）町

　

村

　　

計

　　

大都市

　

中核市

　

特例市

　

都

　

市（中都市）（小都市）町

　

村

　　

計

団

　　　　　　　

体

　　　　　　　

数

　　　

14

　　　

37

　　　

39

　　

687

　　

173

　　

514

　

1,044

　

1,821

　

財

　　

政

　　

力

　　

指

　　

数

　　　　　

0.83

　　

0.78

　　

0.86

　　

0.62

　　

0.79

　　

0.57

　　

0.42

　　

0.52

　

△0.04

　　　

－

　　　

－

　

△0.10

　

△0.13

　

△0.06

　　

0.08

　　

0.10

財

§公債

　

費

　

負

　

担比

　

率（％）

　

20.9

　

16.6

　

15.2

　

16.1

　

15.3

　

16.9

　

17.8

　

17.3

　　

6.5

　　

－

　　

－

　　

3.4

　　

3.0

　　

3.5

　　

3.4

　　

3.8

況

　

経

　

常

　

収

　

支

　

比

　

率（％）

　

94.3

　

87.0

　

89.2

　

90.2

　

89.1

　

91.0

　

88.5

　

90.2

　　

6.9

　　

－

　　

－

　　

7,4

　　

6.1

　　

8.5

　

12.6

　

8,7

§改

　　　　

良

　　　　

率（％）

　

69.1

　

59.2

　

63.5

　

53.0

　

56.8

　

50.9

　

52.1

　

54.7

　　

5.1

　　

－

　　

－

　　

1.6

　　

0.5

　　

4.4

　　

7.6

　

6.3

W舗

　　　　

装

　　　　

率（％）

　

88.9

　

84.2

　

OO. L　75.7　78.4　74.2　67.5　75.7　　3.1　　－　　－△0.3△2.7　　3.3　　3,9　　5.7

jl永

　

久

　

橋

　

比

　

率（％）

　

98.6

　

99.1

　

99.2

　

97.7

　

98.3

　

97.4

　

96.4

　

97.7

　　

0.9

　　

－

　　

－△0.1△0.3

　　

0.4

　　

0.8

　　

1.0

針尚１９囃詣丿談

（ｊ）

　

8.3

　　　

9.7

　　　

7.7

　　

11.4

　　

10.0

　　

12.9

　　

15.9

　　

10.6

　　　

0.7

　　　　

－

　　　　

－

　　　

3.8

　　　

3.0

　　　

4.2

　　　

5.5

　　　

2.5

廃

　

し尿衛生処理率（％）

　

99.7

　

99.7

　

99.7

　

99.0

　

99.5

　

98.6

　

98.4

　

99.2

　　

0.4

　　

－

　　

－

　　

0.5

　　

0.4

　　

1.2

　　

5,5

　

2.0

棄

物

　

ご

　　

み

　　

収

　　

集

　　

率（％）

　

100.0

　

99.7

　

99.5

　

96.9

　

98.1

　

95.8

　

92.6

　

97.8

　　

－

　　　

－

　　　

－

　

△0.7

　

△0.8

　　

1.2

　

13.0

　　

3,2

処

理

　

ごみ焼却・高速堆肥化処理率（％）

　

86.2

　

82.4

　

86.3

　

75.7

　

77.6

　

73.8

　

68.6

　　

79.2

　　

7.8

　　　

－

　　　

－

　

△1.1

　

△1.4

　　

2.0

　　

11.6

　　

5.9

市:上水道等普及率（％）

　

99.5

　

98.4

　

99.4

　

95.6

　

96.8

　

94.4

　

93.3

　

96.8

　　

0.3

　　

－

　　

－△1.2△1.3

　　

0.2

　　

3.9

　　

1,3

1

　

公共下水道普及率庸行政区域内人口∩％）

　　

96.6

　　

73.5

　　

79.8

　　

57.8

　　

66.8

　　

48.9

　　

39.5

　　

67.1

　　　

2.0

　　　　

－

　　　　

－

　　　

6.3

　　　

7.7

　　

12.9

　　

25.0

　　

17.4

　

小非木造校舎面積比率（％）

　

99.7

　

99.2

　

99.4

　

97.9

　

98.7

　

97.2

　

96.1

　

98.2

　　

0,1

　　

－

　　

－

　

△0,1△0.4

　　

0

　　

2.3

　　

1.2

学学危険校舎面積比率（％）

　

0.9

　　

0.6

　　

0

　　

1.3

　　

1.2

　　

1.3

　　

1.4

　　

0

　　

0.2

　　

－

　　

－

　　

0.6

　　

0.8

　　

0.1△0.1

　　

0.2

校

　

校屋内運動場設置学校比率（％）

　

99.0

　

98 3　99.5　97.0　98.3　96.1　　94.4　96.9　　0.3　　　－　　　－　△0.5　△0.2　△0.1　　0.5　　0.8

施

　

中

　

非木造校舎面積比率（％）

　

99.8

　

99.3

　

99.6

　

98.5

　

98.8

　

98.2

　

97.9

　

98.8

　　

0.1

　　

－

　　

－

　　

0.3△0.2

　　

1.5

　　　

1.6

　　　

1.0

設学危険校舎面積比率（％）

　

1.2

　　

0.8

　　

0.6

　　

2.0

　　

1,3

　　

2.5

　　

1,8

　　

1.6

　　

0.8

　　

－

　　

－

　　

1.3

　　

0.9

　　

1.4

　　

0,6

　　

0,8

　

校

　

屋内運動場設置学校比率（％）

　

98.7

　

98.7

　

98.8

　

97.8

　

98.6

　

97.3

　

95.6

　

97.6

　　

1.2

　　　

－

　　　

－

　

△0.5

　

△0.4

　　

0.1

　

△0,1

　　

0.4

　　　

公会堂

　

市民会館面積（㎡）

　

61.3

　

63.8

　

64.7

　

97.3

　

82.9

　

111.7

　

114.1

　　

84.9

　　

16.3

　　　

－

　　　

－

　　

29.9

　

26.6

　

21.4

　

41.0

　

19.7

文

ｲ付図

　

書

　

館

　

面

　

積（㎡）

　

17.4

　

20.4

　

22.8

　

33.4

　

28.5

　

38.3

　

38.5

　

28.2

　

4.8

　　

－

　　

－

　

11.3

　

9.5

　

9.9

　

17.6

　

7.9

体

　

当

la万博

　

物

　

館

　

面

　

積（㎡) 111.3　59.9　22.6　21.5　28.1　15.0　10.5　42.2　47.3　　－　　－　　1.5　2.2　7.0　3.4　18.2

畝

　　　

体

　

育

　

館

　

面

　

積（㎡）

　

43.0

　

62.2

　

65.4

　

127.7

　

95.8

　

159.6

　

246.2

　

110.8

　

5.6

　　

－

　　

－

　

57.3

　　

41.4

　　

56.4

　　

56.3

　　

17.4

(注) 各比率は、特別区を除いた団体の加重平均である。ただし、財政力指数は単純平均である。
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その１

　

事業数調

第115表地方公営企業の事業数の状況

(各年度末日現在)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

16

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　

増

　　　　　　

減

　

区

　　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　

法適用企業

　

法非適用企業

　

合

　　　

計

　　

法適用企業

　

法非適用企業

　

合

　　　

計

　　

法適用企業

　

法非適用企業

上

　

水

　

道

　

事

　

業

　　　　

1,425

　　　　　

－

　　　　

1,425

　　　

1.734

　　　　　

－

　　　　

1,734

　　　

△309

　　　　　

－

簡

　

易

　

水

　

道

　

事

　

業

　　　　　　　

24

　　　　　　

885

　　　　　

909

　　　　　　

30

　　　　

1,202

　　　　

1,232

　　　　

△

　

6

　　　

△

　

317

工業用水道事業

　　　　

149

　　　　

－

　　　　

149

　　　　

148

　　　　

－

　　　　

148

　　　　

1

　　　　

－

交

　　

通

　　

事

　　　

業

　　　　　　　

65

　　　　　　

41

　　　　　

106

　　　　　　

67

　　　　　　

41

　　　　　　

108

　　　　

△

　

2

　　　　　　

－

電

　　

気

　　

事

　　

業

　　　　　　　

31

　　　　　　

89

　　　　　

120

　　　　　　

33

　　　　　　

97

　　　　　

130

　　　　

△

　

2

　　　

△

　　

8

ガ

　　

ス

　　　

事

　　　

業

　　　　　　　

36

　　　　　　

－

　　　　　　

36

　　　　　　

46

　　　　　　

－

　　　　　　

46

　　　　

△

　

10

　　　　　　

－

病

　　

院

　　

事

　　

業

　　　　　　

672

　　　　　　

－

　　　　　

672

　　　　　

726

　　　　　　

－

　　　　　　

726

　　　　

△

　

54

　　　　　　

－

下

　

水

　

道

　

事

　

業

　　　　　　

213

　　　　

3.486

　　　　

3.699

　　　　　

203

　　　　

4,139

　　　　

4,342

　　　　　　

10

　　　

△

　

653

介護サービス事業

　　　　　

45

　　　　

606

　　　　

651

　　　　

48

　　　　

697

　　　　

745

　　　

△

　

3

　　

△

　

91

そ

　　

の

　　

他

　　

事

　

業

　　　　　　

207

　　　　

1.405

　　　　

1.612

　　　　　

223

　　　　

1,545

　　　　

1,768

　　　　

△

　

16

　　　

△

　

140

　

合

　　　　　　

計

　　　　　

2,867

　　　

6,512　　　9, 379　　　3, 258　　　7, 721　　　10, 979　　　△391　　△1 ,209

その２

　

事業数の推移

資115

(各年度末日現在)

　　

年

　　　　　　　

度

　　　

平成９年度

　　　

10

　　　　　

11

　　　　　

12

　　　　　

13

　　　　　

14

　　　　　

15

　　　　　

16

　　　　　

17

法

　

適

　

用

　

事

　

業

　

数

　　　　

3, 522　　　　3, 526　　　3･ 537　　　3･ 539　　　3･ 556　　　3･ 560　　　3, 532　　　　3, 258　　　2,867

法

　

非

　

適

　

用

　

事

　

業

　

数

　　　　　

7,824

　　　　

8,055

　　　　

8,175

　　　　

9,035　　　　9, 055　　　　9, 053　　　　8, 944　　　　7,721　　　　6,512



第116表地方公営企業の職員数の状況

(単位

　

人)

　　　　　　　　　　　　　

全

　　　

事

　　　

業

　　　

の

　　　　

内

　　　

訳

　

区

　　　　

分

　　　　　

適

　

用

　

区

　

分

　

別

　　　　　　　　

勘

　

定

　

区

　

分

　

別

　　　　　

合

　　　

計

　　

前年度末職員

　　

増

　　　

減

　　　　　　　　

法適用企業職員

　

法非適用企業職員

　

損益勘定所属職員

　

資本勘定所属職員

上水道事業

　　　　

56,262

　　　　　　

－

　　　　

49,772

　　　　　

6.490

　　　

56,262

　　　

57,899

　　　

△1,637

簡易水道事業

　　　　　　　

75

　　　　　

2,396

　　　　　

2,239

　　　　　　

232

　　　　

2,471

　　　　

2,689

　　　

△

　

218

工業用水道事業

　　　　　　

2,125

　　　　　　　　

－

　　　　　　

2.015

　　　　　　　

110

　　　　　

2.125

　　　　　

2,190

　　　

△

　

65

交

　

通

　

事

　

業

　　　　　

32.005

　　　　　　

514

　　　　　

31.519

　　　　　

1.000

　　　　

32,519

　　　　

33.927

　　　

△1,408

電

　

気

　

事

　

業

　　　　　　　

2,170

　　　　　　　　

125

　　　　　　　

2,287

　　　　　　　　　

8

　　　　　

2,295

　　　　　

2,417

　　　　

△

　

122

ガ

　

ス

　

事

　

業

　　　　　　　

1,563

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

1,383

　　　　　　　　

180

　　　　　　

1,563

　　　　　　

1,727

　　　　

△

　

164

病

　

院

　

事

　

業

　　　　　　

234.091

　　　　　　　　　

－

　　　　　　

233,939

　　　　　　　　

152

　　　　

234,091

　　　　

235,896

　　　　

△1.805

下水道事業

　　　　　

16,102

　　　　

21.516

　　　　

22,848

　　　　　

14.770

　　　　

37,618

　　　　

38,915

　　　

△1,297

介護サービス事業

　　　　　　　

1,301

　　　　　　

13,061

　　　　　　

14,350

　　　　　　　　

12

　　　　　

14,362

　　　　　

15,165

　　　　

△

　

803

その他事業

　　　　　

3,827

　　　　　

5,308

　　　　　

7,033

　　　　　

2.102

　　　　

9.135

　　　　

9.589

　　　

△

　

454

　

合

　　　

計

　　　　　　

349,521

　　　　　

42,920

　　　　　

367,385

　　　　　

25,056

　　　　

392,441

　　　　

400,414

　　　

△7,973

（注）

　

平成18年３月31日現在の職員数である。

第117表地方公営事業決算の状況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度（Ａ）

　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度（Ｂ）

　　　　

増

　　　　　　

減（Ａ）－（Ｂ）

　

区

　　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　

収

　　

入

　　

支

　　

出

　　

差

　　

引

　　

収

　　

入

　　

支

　　

出

　　

差

　　

引

　　

収

　　

入

　　　

支

　　

出

　　　

差

　　

引

地

　

方

　

公

　

営

　

企

　

業

　

20.101.894 20.318,190△216,296 21,168.136 21,592.513△424,377△1,066,242△1,274,323　　208,081

　

法

　

適

　

用

　

企

　

業

　

14,610,620 14,895.638△285.018 15.325,093 15,824,680△499,587△　714.473△　929.042　　　214,569

　

法

　

非

　

適

　

用

　

企

　

業

　　

5,491,274

　

5,422.552

　　　

68,722

　

5,843.043

　

5,767,832

　　　

75,211

　

△

　

351,769△

　

345.280

　　

△

　

6,489

収

　

益

　

事

　

業

　

3.356.548

　

3.367,309△10.761

　

3,402.658

　

3,420,865△18.207△

　

46,110△

　

53.556

　　　

7,446

　　　　　　　　　　

//,ﾀｸぶヌ４

　

/μ哨砂
国民健康保険事業

ｕぶぎぷ/

　

タ

　　　

タ

　　　　　

136,437　10,951,729　10,795,929　　155, 800　　　556,695　　　576,058　　△19,363

老人保健医療事業

　

10.851,699 10,844,698　　7.001 10,756,400 10,732,219　　24.181　　　95.299　　112,479　△17,180

介

　

護

　

保

　

険

　

事

　

業

　

6,289,703

　

6,161.121

　　

128,582

　

5,994,162

　

5,887,098

　　

107,064

　　　

295,541

　　　

274,023

　　　

21,518

農業共済事業

　　

21,412

　　

19,850

　　

1,562

　　

24,274

　　

22,538

　　

1,736△

　

2,862△

　

2.688

　

△

　

174

交通災害共済事業

　　

12,835

　　

10.753

　　

2,082

　　

14.379

　　

12.036

　　

2.343△

　　

1.544△

　　

1,283

　

△

　

261

公立大学附属病院事業

　　

163.570

　　

163.405

　　　　

165

　　

207.963

　　

208,035△

　　

72△

　

44.393△

　

44,630

　　　　

237

　

合

　　　　　　

計

　　

52,306,085 52,257,313　　48,772 52.519,701　52,671,233△151,532△　213,616△　413,920　　200,304

（注）

　

地方公営企業の額の算出については、次による。

　　

１

　

収入額

　

法適用：総収益（消費税込み）十資本的収入

　　　　　　　　

法非適用：総収益十資本的収入十前年度繰越金

　　

２

　

支出額

　

法適用：総費用（消費税込み）一減価償却費十資本的支出

　　　　　　　　

法非適用：総費用十資本的支出十積立金十繰上充用金
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その１

　

損益収支の状況

第118表法適用企業決算の状況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ゝ●

　

●－

　

1一-1/¢|　１　ｊＷｙ

　

区

　　

分

　

水道事業素

j

♂

事

4JJ

交通事業電気事業ガス事業

　

病院事業

　

下水道事業

　

その他事業

　　

合

　　　

計

１

　　　

月又

　　　

益

　　

3･ 197, 933　　　163, 509　　　807, 247　　　85, 597　　　91,064　　4,154,431　　1,401,245　　1,109.994　　11.011.020

・

　

■

　

刈又

　

益

　　

3, 184, 513　　　156, 456　　800, 318　　　84,671　　　90,904　4,136,397　　1,399,053　　1,073.421　　10,925,

733

　

うち雅ﾄ■ 11又入　　2, 873, 553　　137,
647　　659, 788　　　78,870　　　83.351　3,429,384　　722,232　　825.434　　8,810.258

総こ

　　　　　

費

　　　　　

片j

　　　　　

2, 961 , 018　　　　　139, 650　　　　　870,583　　　　　　78.167　　　　　　93,266　　　4,302,055　　　1,362.124　　　　　970,514　　　　10，777，377

■

　

■

　

１

　

耳j

　　

2,944,995

　　　

137.896

　　　

831,162

　　　

77,213

　　　

92,684

　　

4,279.443

　　

1,356.350

　　　

951,896

　　

10,671,640

　　　

J俄員給与･費

　　　

465,826

　　　

19. 724　　309,137　　　20, 594　　　11,841　　1,990.116　　121.694　　　28,511　　2,967,443

　

こ

|

?咸■■ﾖ却費

　　　

813,396

　　　

47,585

　　　

188,381

　　　

19,470

　　　

18.719

　　

277,705

　　

488,739

　　　

48,397

　　

1,902.391

　　　

こ支社，和」息，

　　

421,131

　　　

25,992

　　　

147,854

　　　　

8,394

　　　　

4,888

　　　

121,011

　　　

425.208

　　　

33,939

　　

1,188,418

■

　　　

浦’

　　

ｍ

　　　

益

　　　　　　

239,518

　　　　　　

18,560

　　　

△

　

30,844

　　　　　　　

7,458

　　　　

△

　

1,781

　　　

△

　

143,045

　　　　　　

42,703

　　　　　

121,525

　　　　　　　

254,093

　

経

　

■

　

和」益

　　　　

254,600

　　　

20.561

　　　

21,859

　　　　

8,027

　　　　

3.288

　　　

21,881

　　　

55,294

　　　

178,419

　　　　

563.929

　

・

　

■

　

ｍ

　

失

　　　　

15,082

　　　　

2,001

　　　

52,703

　　　　　

569

　　　　

5.068

　　　

164.926

　　　

12.591

　　　

56,894

　　　　

309.835

斜l

　　　　　

m

　　　　　

益

　　　　　　

236,914

　　　　　　

23,855

　　　

△

　

63,336

　　　　　　　

7,430

　　　　

△

　

2.201

　　

△

　

147,623

　　　　　　

39.120

　　　　　

139.480

　　　　　　　

233,639

累

　

程t

　

欠

　

士員

　

金

　　　

124.039

　　　

21,674

　　

2,275.639

　　　　

1,796

　　　

38.921

　　

1,781.961

　　　

206.323

　　　

214,129

　　

4,664,483

■

　　　

良.

　　

ｍ

　　　

■

　　　　　　　　

1,519

　　　　　　　　　　

－

　　　　　

218,389

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

1.044

　　　　　　

83,435

　　　　　　

25,581

　　　　　　

31,052

　　　　　　　

361.019

累積欠損金比率

　　　　　

4.1

　　　　

15.1

　　　

326.6

　　　　

2.2

　　　　

45.3

　　　　

48.9

　　　　

17.0

　　　　

23.1

　　　　

47.6

不良債務比率

　　　　

0.1

　　　　

－

　　　

31.3

　　　　

－

　　　　

1.2

　　　　

2.3

　　　　

2.1

　　　　

3.3

　　　　

3.7

経常収支比率

　　　

108.1

　　　

113.5

　　　

96.3

　　　

109.7

　　　

98.1

　　　

96.7

　　　

103. 1　　　112. 8　　　　102. 4

■

　　　

１

　　　

■

　　　

数

　　　　　　　　

1,449

　　　　　　　　　

149

　　　　　　　　　　

65

　　　　　　　　　　

31

　　　　　　　　　　

37

　　　　　　　　　

674

　　　　　　　　　

213

　　　　　　　　　

256

　　　　　　　　

2.874

　

うち建設中

　　　　

13

　　　　

5

　　　　

1

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

8

　　　　

3

　　　　

30

赤字事業数の割合

　　　　　

16.4

　　　　

16.7

　　　　

56.3

　　　　

6.5

　　　　

35.1

　　　　

68.7

　　　　

45.4

　　　　

42.7

　　　　　

34.3

昌詐離有ぢ

　　

19.4

　　　　　　　　

25.0

　　　　　　　　

64.1

　　　　　

9.7

　　　　　

40.5

　　　　　　　　

78.5

　　　　　　　　

56.6

　　　　　　　　

49.4

　　　　　　　　　　

40.2

（注）

　　　

１

　　　　　

２

　　　　　

３

水道事業には、簡易水道事業を含む。以下第119表までにおいて同じ。

不良債務は、再建債を加算しないものである。

赤字事業数の割合及び累積欠損金を有する事業数の割合は、建設中を除く全事業数に対する経常損失を生じた事業数の割合である。

その２

　

経常費用の性質別構成及び対営業収益比率の状況 (単位

　

百万円

　

％)

　　　　

水道事業

　

工業用水道事業

　

交通事業

　　

電気事業

　　

ガス事業

　

病院事業

　　

下水道事業

　　

その他事業

　　

合

　　　

計

区分

　

金額

　

構成VI

　

金額

　

構成mi

　

金額

　

?成mi

　

金額

　

?成Vj

　

金額

　

r成mi

　

金額

　

1成it's-

　

金額

　

1成it's

　

金額

　

構成11

　

金額

　

構成mi

　　　　　　

比

　

益比

　　　　

比

　

益比

　　　　　　　

益比

　　　　　　　

益比

　　　　　　　

益比

　　　　　　　

益比

　　　　　　　

益比

　　　　

比

　

益比

　　　　　

比

　

益比

:

与

;

　

465.826

　

16.1

　

15.5

　　

19,724

　

14.3

　

13.7

　

諏137

　

37,3

　

44.4

　　

20.594

　

27.3

　

25.2

　　

＼IM

　

1,14

　

13.81.990,116　46.5　SI.7　121.694　9.0　10.0　　28.511　3,0　3.1　2,967,443　28.0　筥3

a

却

:

　

813.396

　

28.0

　

27j

　　

47.585

　

34.6

　

33.1

　

188.381

　

22.7

　

27.0

　　

19,470

　

25.8

　

23.8

　　

18.719

　

21.2

　

21.8

　

277.705

　

6.5

　

7.6

　

488.739

　

36.1

　

40.2

　　

48,397

　

5.1

　

5,2

　

1.902,391

　

17.9

　

19.4

III

l　421,131
14.5 14.0　25,992 18.9 18j　147,854 17.8 21.2　094 1□10.3　4.888　5.5　5,7　121,011　2.8　3.3　425,208 31.4 35.0　33.939　3.6　3,7 1.188.418 11.2 12j

その他1,凪841 41.4 40.2　耗鋼32,2 30.7　184,137 22.2 26.4　26.873 35.8 32.9　52,872 59j 61.5 1,脈611 44.2 51.9　317.682 23.5 26.2　832.624 88.3 89.7 4,550.9^ 42.9
46.1.

　

計2,902,194100.0 96.8 137,645100.0 95.6 829,509100,0119.0　75,331 100.0 92.2　88,320 100.0 102.84,279,443100.0 117.51,353,323100.0 111.4 943,47川00.0 101.7 10,609,236100.0 108.4

（注）

　

１

　

費用合計は、経常費用から受託工事費、附帯事業費、材料及び不用品売却原価を除いたものである。

　　　　

２

　

対営業収益比における営業収益は、受託工事収益を除いたものである。
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その３

　

資本収支の状況

第118表法適用企業決算の状況（つづき）
(単位

　

百万円・％)

　　

区

　　　　　　　　

分

　　　　

水道事業

　　

圭轟;

　

交通事業

　　

電気事業

　　

ガス事業

　　

病院事業

　　

ぶ木：ド：合

　　

計

Ｗ

　　

萍こ

　　

白勺

　　

刈又

　　

入

　　

額

　　

八

　　　　　

803,530

　　　　

128,586

　　　　

444.801

　　　　　

18,473

　　　　　　

6.506

　　　　

492. 253　　1, 020, 274　　　　491 ･ 808　　3･ 406, 231

　　

ご1

　　　　　

7業

　　　　　

俤t

　　　

451.727

　　　

32,060

　　

243.936

　　　

2,069

　　　

2,576

　　

284,475

　　

603, 105　　121 , 363　1 , 74L310

　　

（うち建設改良のための企業債）

　　　

358.354

　　　

12.318

　　　

136,783

　　　　

2,069

　　　　

2,304

　　

281,479

　　

353,835

　　　

42.051

　

1,189,193

　　

4也

　

会

　

劃-

　

ｉ

　

Ｗ

　

２金工

　　　

96,699

　　　

6,841

　　　

63,908

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　

72,591

　　　

54,588

　　　

4,531

　　

299,157

　　

1也

　　

会

　　

計-

　　

｜

　　

入

　　

・

　　　　　　　

3.270

　　　　　

14,344

　　　　　

10,417

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　

21,292

　　　　　

12.865

　　　　　

43,388

　　　　

105.576

　　

1

　　

会

　　

劃一

　　

祁i

　　

厭J

　　

■

　　　　　　　

9,519

　　　　　

13.268

　　　　　

49.752

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

13

　　　　　　

4,745

　　　　　

67,096

　　　　　　

1,510

　　　　

145,902

　　

そｰ

　　　　　　　　

び）

　　　　　　　　

■

　　　　　

242,315

　　　　　

62.073

　　　　　

76,788

　　　　　

16,404

　　　　　　

3,917

　　　　

109,150

　　　　

282,620

　　　　

321,016

　　

1,114,286

　　

駿影諧び奥付

　　　

13.670

　　　　　　

2,927

　　　　　　

11,160

　　　　　　　

1.667

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

2,447

　　　　　　

20,041

　　　　　　　　　

505

　　　　　　

52.417

　　

雰年度許可債で当年度収合

　　　　

3.628

　　　　

646

　　　　

408

　　　　　

一

　　　　　

－

　　　　

4,463

　　　

24,833

　　　　　

30

　　　

34,008

　　

4屯

　　

計八－（Ｂ-ﾄＣ）

　

E）

　　　

786,231

　　　

125,014

　　　

433.233

　　　

16,806

　　　　

6.506

　　　

485,343

　　　

975,400

　　

491,274

　

3,319,806

W

　　

4こ

　　

1約

　　

ま:

　　

ｉ

　　

ｌ

　　

Ｅ

　　　　

1,906,781

　　　　

177,851

　　　　

625,568

　　　　　

46,550

　　　　　

28.879

　　　　

676,694

　　　

1.577,118

　　　　

638,807

　　

5,678,248

　　

1

　　

1

　　

j:

　　

良.

　

1

　　

1.053,040

　　　

49.743

　　

258,198

　　　

13.405

　　　

14,768

　　

368.387

　　

707.448

　　

282.204

　

2,747,194

　　

（う

　

ち

　

■皿

　

給与･費）

　　　

54,500

　　　　

916

　　　

9,967

　　　　　

31

　　　　

741

　　　

1.332

　　　

36.161

　　　

10,877

　　

114,526

　　

j≧

　

■

　

■

　

■

　

遇l

　

■

　　　

770.995

　　　

72,831

　　

310.212

　　　

14,595

　　　

12,410

　　

246,783

　　

852.636

　　

298,294

　

2,578,755

　　

ぶぼぱ115:改良のための企業

　　　

690, 448　　　　　46, 464　　　　　228. 158　　　　　　14, 595　　　　　　11 , 792　　　　　245, 486　　　　　655.304　　　　　261,452　　　2.153.700

　　

そｰ

　　　　　　　　　

び）

　　　　　　　　　

4也

　　　　　　

82, 746　　　　　55, 277　　　　　57, 158　　　　　18, 550　　　　　　1, 701　　　　　61, 524　　　　　　17.034　　　　　　58.309　　　　352,299

ﾐﾌ畳芸11又入ﾌｙｗ■自勺こ支ｉに不貴

　　

1, 120, 929　　　　　　64, 490　　　　　192, 341　　　　　　32, 944　　　　　　22, 372　　　　　196, 510　　　　　602, 257　　　　　228,181　　　2.460.024

祥i

　

て:

　

ん

　

財“

　

i原

　

G

　　

1，1 16, 228　　64, 098　　139, 342　　　32, 944　　　22, 372　　178. 968　　577.140　　224.079　2,355,171

補てん財源不足額（Ｆ－Ｇ）H

　　　　

4 , 701　　　　392　　　52, 999　　　　　－　　　　　－　　　17, 543　　　25, 117　　　4,102　　104.853

財

　

源

　

不

　

足

　

率

　

Ｈ/EX1（X）

　　　　　　

0.2

　　　　　　

0.2

　　　　　　

8.5

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　

2.6

　　　　　　

1.6

　　　　　　

0.6

　　　　　　

1.8

ぐ注）

　

「資本的収入が資本的支出に不足する額」の算出は、「Ｄ－Ｅ」がマイナスの団体のみを集計したものである。
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その４

―第
18表法適用企業決算の状況（つづき）

資産、負債及び資本に関する調 (単位

　

百万円・％)

　

区

　　　　　　

分

　　　

水道事業

　　

ﾙjな;

　

交通事業

　

電気事業

　

ガス事業

　

病院事業

　

ぶ水la

　

希のｔ

　

合

　　

計

W

　　　　　　　　　

1

　

30, 570, 357　2, 597. 100　7, 246,551　　　719,790　　334,359　7,084,378　27.655,754　　7,790,354　83.998.643

　

蒔1

　

定

　

1

　　

1

　

27, 986, 272　2, 374, 155　6, 900,451　　　563,265　　255, 760　5,518,099　27,012,993　2.211.046　72,822,041

　

ﾆﾋ

　　　

■

　　　

■

　　　

J戈

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　　

4,689,714

　　　

4,689,714

　

1

　

1

　　

1

　　

1

　　

2, 573. 316　　　222, 649　　　338.576　　　156,485　　　66,672　　1,447,143　　　638.844　　　886,365　　6,330,051

　

1

　　

1

　　

担J

　　

定

　　　　

10,769

　　　　　

296

　　　　

7,523

　　　　　

40

　　　

11,926

　　　

119,135

　　　　

3.917

　　　　

3.229

　　　

156,836

負

　　　　　　　　　

ｲ責

　　

1.356.663

　　　

300,543

　　

2,237,539

　　　

40,476

　　　

26.269

　　　

751,024

　　　

537.996

　　

2.015,926

　　

7,266,435

　

匿1

　　　

定

　　　

彩!

　　　

4費

　　　　　

773.969

　　　　　

274.896

　　　

1,794,408

　　　　　　

26,431

　　　　　　

12,925

　　　　　

150,731

　　　　　

178,782

　　　

1,255.174

　　　

4,467,316

　

1

　

1

　　

で負

　　

f費

　　　

582,695

　　　

25,647

　　　

443,131

　　　

14.045

　　　

13,344

　　　

600,293

　　　

359.214

　　　

760.752

　　

2.799,120

W

　　　　　　　　　　　　　　　

本こ

　　　

29,213,694

　　　

2,296,557

　　　

5,009.012

　　　　

679,314

　　　　　

308,090

　　　

6,333,354

　　

27.117,758

　　　

5,774,428

　　

76,732,208

　

自

　

こ

　

Ｗ

　

=本

　

■

　　

7,189,613

　　　

500,357

　　

1.713.326

　　　

374,288

　　　

77.692

　　

2.442,860

　　

3,369,956

　　

2,177,780

　

17,845,871

　

1

　

入

　

１

　

冲こ

　

■

　

10,952,248

　　　

833.847

　　

3,488,764

　　　

190,528

　　　

176,770

　

4,122,385

　

12,319,076

　　

2.527,006

　

34,610.625

　

W

　

■

　

乗U

　

余

　

金

　

10,417,134

　　　

922,657

　　

1.978,177

　　　

45.173

　　　

79,759

　　

1,399,840

　

11,563,951

　　　

406.153

　

26.812,844

　

和』益

　

丿則

　

1

　

1

　　　

654,699

　　　

39,696

　

乙2,171,256

　　　

69.325

　　

八26.130

　

Al, 631,731　乙135,225　　　663.489　乙2,537.132

自己資本構成比率

　　　　

59.7

　　　

56.3

　　　

21.0

　　　

67.9

　　　

39.3

　　　

31.2

　　　

53. 5　　　41. 7　　　50. 1

固定資産対長期資本比率

　　　　　

93.3

　　　　

92.3

　　　　

101.4

　　　　

79.8

　　　　

79.7

　　　　

85.1

　　　　

99.0

　　　　

31.5

　　　　

89.7

流

　　

動

　　

比

　　

率

　　　　

441.6

　　　　

868. 1　　　　76.4　　　1, 114.2　　　　499. 6　　　　241. 1　　　　177. 8　　　　116. 5　　　　226. 1

11果償還額対減価償却

　　　　　

84.9

　　　　

97.6

　　　

121.1

　　　　

75.0

　　　　　

63.0

　　　　

88.4

　　　　

134.1

　　　　

540.2

　　　　

113.2

綸昌昌江債

　　

38.7

　　　　　　　　

52.5

　　　　　

56.0

　　　　　

29.1

　　　　　

20.0

　　　　　　　　

10.6

　　　　　　　

149.6

　　　　　　　　

35.4

　　　　　　　　

37.8

1

　　　　

j1

　　　　

1

　　　　

1

　　　　　　　

1,519

　　　　　　　　　　

－

　　　　　

218.389

　　　　　　　　　

‾

　　　　　　　

1
･
044　　　　　　83･ 435　　　　　　25･ 581　　　　　　31

･
052　　　　　361

･
019

不

　

良

　

債

　

務

　

比

　

率

　　　　　

0.1

　　　　　　　

－

　　　　　

31.3

　　　　　　　

－

　　　　　　

1.2

　　　　　　

2.3

　　　　　　

2.1

　　　　　　

3.3

　　　　　

3.7

(注) 不良債務は、再建債を加算しないものである。
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１１第
9表

　

法適用企業の事業別決算の推移

(単位

　

百万円・％)

　

区

　　　　　　　

分

　　　

平成11年度

　　　　　

12

　　　　　　　

13

　　　　　　　

14

　　　　　　　

15

　　　　　　　

16

　　　　　　　

17

　　　　

経

　

・

　

うFI』

　

益

　

(1,535)

　

174,487 {1,545)　184.701 (1.494)　160,463 (1,556)　180,367 (1,531)　206.635 (1,410)　246,247 (1,200)　254,600

　

水

　

経

　

１’ｍ

　

ﾀこ（

　

467)

　

33.611 (　457)　29.624 (　508）　44,776 (　440）　30,686 (　440)　32,756 (　342)　23,741 (　236)　15.082

　

皐

　　　

累

　

積

　

欠

　

損

　

金

　　　　　　　　　　　

101,782

　　　　　　　　　　

110.096

　　　　　　　　　　

122,985

　　　　　　　　　　

127,192

　　　　　　　　　　

133.470

　　　　　　　　　　

131,982

　　　　　　　　　　

124,039

　

業

　

赤字事業数の割合

　　　　　　　

23.3

　　　　　　

22.8

　　　　　　

25.4

　　　　　　

22.0

　　　　　　

22.3

　　　　　　

19.5

　　　　　　

16.4

　　　　

累積欠損金比率

　　　　　　　

3.5

　　　　　　

3.7

　　　　　　

4.1

　　　　　　

4.2

　　　　　　

4.5

　　　　　　

4.4

　　　　　　

4.1

　　　　

経E

　　

■

　　

和』

　　

益

　　

（

　

110)

　　　

12,867

　

（

　

112)

　　　

14,588

　

（

　

114)

　　　

16.229

　

（

　

112)

　　　

17.454

　

（

　

121)

　　　

19,556

　

（

　

121)

　　　

20,758

　

（

　

120)

　　　

20,561

工水

　

経

　

常

　

損

　

失（

　

27）

　

2.631 (　29）　2,423 (　27）　2.684 (　31）　3,843 (　23）　6,028 (　22）　　1.749 (　24）　2,001

業E渠

　

ｉ

　

程t欠ｍ ■　　　　　　22,922　　　　　　21,980　　　　　　21.132　　　　　　21.529　　　　　　21.617　　　　　　20.911　　　　　　21,674

用業

　

赤字事業数の割合

　　　　　　　

19.7

　　　　　　

20.6

　　　　　　

19.1

　　　　　　

21.7

　　　　　　

16.0

　　　　　　

15.4

　　　　　　

16.7

　　　　

累積欠損金比率

　　　　　　

15.5

　　　　　　

14.8

　　　　　　

14.0

　　　　　　

14.4

　　　　　　

14.6

　　　　　　

14.3

　　　　　　

15.1

　　　　

経

　　

・

　　

5FI』

　　

益

　　

（

　　

28）

　　　　　

978

　

（

　　

28）

　　　　

2,504

　

（

　　

29）

　　　　

2,253

　

（

　　

34）

　　　　

3.058

　

（

　　

38）

　　　

11,769

　

（

　　

37）

　　　

13,400

　

（

　　

28）

　　　

21,859

　

万交

　　　

肩1

　　

儒’

　　

ｍ

　　

失

　　

（

　　

47）

　　

187.381

　

（

　　

46〉

　　

191.631

　

（

　　

44）

　　

178,316

　

（

　　

39）

　　

156,352

　

（

　　

34）

　　　

87,556

　

（

　　

32）

　　　

77,301

　

（

　　

36）

　　　

52,703

　

輦

　　

累

　

積

　

欠

　

ｍ

　

・

　　　　　

2,342,895

　　　　　

2,574.834

　　　　　

2,556,552

　　　　　

2,691,855

　　　　　

2,324,499

　　　　　

2.384.383

　　　　　

2,275,639

　

業

　

赤字事業数の割合

　　　　　　　

62.7

　　　　　　

62.2

　　　　　　

60.3

　　　　　　

53.4

　　　　　　

47.2

　　　　　　

46.4

　　　　　　

56.3

　　　　

累積欠損金比率

　　　　　　

326.0

　　　　　

359.9

　　　　　

356.3

　　　　　　

380.4

　　　　　　

332.2

　　　　　　

344.9

　　　　　　

326.6

　　　　

11

　

1

　

和』

　

・（

　

34）

　

13,386 (　34）　13,030 (　34）　10.218 (　34）　10,611 (　32）　10,567 (　32）　10,587 (　29）　　8.027

　

電

　

経

　

常

　

損

　

失（

　

－）

　　　　

－（

　

－）

　　　

－（

　

－）

　　　

－（

　

－）

　　　

－（

　　

1）

　　　

343 (　　1）　　　545 (　　2）　　　569

　

j§

　

累積欠損金

　　　　　

－

　　　　　

260

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

335

　　　　

2.588

　　　　

1.796

　

業

　

赤字事業数の割合

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　

3.0

　　　　　　　

3.0

　　　　　　　

6.5

　　　　

累積欠損金比率

　　　　　　　

－

　　　　　　

0.3

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　

0.4

　　　　　　

3.0

　　　　　　

2,2

　　　　

経

　　

1な

　　

jfり

　　

益

　　

（

　　

56）

　　　　

3,124

　

（

　　

59）

　　　　

3.977

　

（

　　

52）

　　　　

3,929

　

（

　　

50）

　　　　

4,276

　

（

　　

47）

　　　　

3.731

　

（

　　

31）

　　　　

2,786

　

（

　　

24）

　　　　

3,288

　

ﾌﾞｸﾞ｀

　　　

超1

　　

1

　　

4負

　　

失

　　

（

　　

13）

　　　　

5,893

　

（

　　

10）

　　　　

5,535

　

（

　　

12）

　　　　

4,458

　

（

　　

11）

　　　　

4,896

　

（

　　

m

　　　　

3,595

　

（

　　

16）

　　　　

5.715

　

（

　　

13）

　　　　

5.068

　

Eぷ
l

　　　

累

　

積

　

欠

　

損

　

金

　　　　　　　　　　　　

13,618

　　　　　　　　　　　

19.502

　　　　　　　　　　　

22,225

　　　　　　　　　　　

27.561

　　　　　　　　　　　

29,534

　　　　　　　　　　　

34.526

　　　　　　　　　　　

38.921

　

業

　

赤字事業数の割合

　　　　　　　

18.8

　　　　　　

14.5

　　　　　　

18.8

　　　　　　

18.0

　　　　　　

19.0

　　　　　　

34.0

　　　　　　

35.1

　　　　

累積欠損金比率

　　　　　　

15.1

　　　　　　

20.7

　　　　　　

24.1

　　　　　　

30.0

　　　　　　

32.7

　　　　　　

39.6

　　　　　　

45.3

　　　　

1

　

1

　

jfl』

　

・（

　

332)

　

29,965 (　397)　39.609 {　389)　40,585 (　278)　25.855 (　295)　35,478 (　246)　25,804 (　211)　21,881

　

病

　　　

経

　　

常

　　

損

　　

失

　　

（

　

419)

　　

131,595

　

（

　

359)

　　

110,382

　

（

　

365)

　　

103,708

　

（

　

483)

　　

147,893

　

（

　

457)

　　

128,685

　

（

　

482)

　　

157,528

　

（

　

463)

　　

164.926

　

謳E

　　　

累

　

積

　

欠

　

損

　

金

　　　　　　　　　

1,243.513

　　　　　　　　

1,320,093

　　　　　　　　

1,388.212

　　　　　　　　

1,512.317

　　　　　　　　

1,619.023

　　　　　　　　

1,682.577

　　　　　　　　

1,781.961

　

業

　

赤字事業数の割合

　　　　　　　

55.8

　　　　　　

47.5

　　　　　　

48,4

　　　　　　

63.5

　　　　　　

60.8

　　　　　　

66.2

　　　　　　

68.7

　　　　

累積欠損金比率

　　　　　　

34.7

　　　　　　

36.1

　　　　　　

37.5

　　　　　　

41.5

　　　　　　

44.2

　　　　　　

46.4

　　　　　　

48.9

　　　　

１

　　

１

　　

和』

　　

・

　　

（

　　

64）

　　　

27.168

　

（

　　

70）

　　　

30,284

　

（

　　

83）

　　　

33.653

　

（

　　

90）

　　　

36,275

　

（

　　

106）

　　　

41,627

　

（

　　

112)

　　　

53,205

　

（

　

112)

　　　

55,294

　

14こ

　　　

■

　　

■

　　

ｍ

　　

ﾀﾐ

　　

（

　　

50）

　　　

19.623

　

（

　　

51）

　　　

16,941

　

（

　　

58）

　　　

13,039

　

（

　　

70）

　　　

11,809

　

（

　　

72）

　　　

11.221

　

（

　　

83）

　　　

12,288

　

（

　　

93）

　　　

12,591

　

道

　　　

累

　

積

　

欠

　

損

　

金

　　　　　　　　　　　

188,858

　　　　　　　　　　

201,165

　　　　　　　　　　

205,994

　　　　　　　　　　

210.087

　　　　　　　　　　

207.115

　　　　　　　　　　

199,251

　　　　　　　　　　

206,323

　

11

　

赤字事業数の割合

　　　　　　　

43.9

　　　　　　

42.1

　　　　　　

41.1

　　　　　　

43.8

　　　　　　

40.4

　　　　　　

42.6

　　　　　　

45.4

　　　　

累積欠損金比率

　　　　　　

16.9

　　　　　　

17.8

　　　　　　

17.9

　　　　　　

18.1

　　　　　　

17.8

　　　　　　

16.8

　　　　　　

17.0

　　　　

経

　

・

　

和』

　

益（

　

145)

　

26,950 {　149)　20,550（　157)　77,349 {　172)　　46,063 (　167)　70,363 (　154)　141.824 (　145)　178,419

そ事

　

経

　

常

　

損

　

失（

　

153)

　

42,894 (　146)　33,121 (　142)　18,384 (　121)　21.070 (　120)　23.567 (　121)　81.750
(　108）　56,894

（7）

　　

累

　

積

　

欠

　

損

　

金

　　　　　　

595,830

　　　　　　

626,579

　　　　　　

116.062

　　　　　　

151,472

　　　　　　

162,512

　　　　　　

240,856

　　　　　　

214,130

他業

　

赤字事業数の割合

　　　　　　　

51.3

　　　　　　

49.5

　　　　　　

47.5

　　　　　　

41.3

　　　　　　

41.8

　　　　　　

44.0

　　　　　　

42.7

　　　　

累積欠損金比率

　　　　　　

214.8

　　　　　　

273.6

　　　　　　

24.8

　　　　　　

49.2

　　　　　　

29.7

　　　　　　

25.4

　　　　　　

23.1

　　　　

経

　　

■

　　

5FI」

　　

■

　　

(2.304)

　　

288,925

　

(2,394)

　　

309,242

　

(2.352)

　　

344,680

　

(2,326)

　　

323.961

　

(2.337)

　　

399,727

　

(2.143)

　　

514.611

　

(1.869)

　　

563,929

　

台ヽ

　　

耐1

　　

■

　　

ｍ

　　

ﾀﾐ

　　

(1.176)

　　

423,628

　

{1.098)

　　

389,657

　

(1.156)

　　

365,367

　

(1,195)

　　

376,550

　

(1,158)

　　

293.750

　

(1,099)

　　

360,618

　

（

　

975)

　　

309,835

　　　　

i

　

積

　

欠

　

損

　

全

　　　　　　　　　

4,509.418

　　　　　　　　

4,874,510

　　　　　　　　

4･433･163

　　　　　　　　

4,742,014

　　　　　　　　

4,498,106

　　　　　　　　

4,697,072

　　　　　　　　

4.664,483

　

計

　

赤字事業数の割合

　　　　　　　

33.8

　　　　　　

31.4

　　　　　　　

33.0

　　　　　　　

33.9

　　　　　　　

33j

　　　　　　　

33.9

　　　　　　　

34.3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4

　　　　

累積欠損金比率

　　　　　　

50.3

　　　　　　

53.9

　　　　　　

47.2

　　　　　　

51.7

　　　　　　

47.9

　　　　　　

48.0

　　　　　　

47.6

(注) １

２

）書きは、事業数を示す。ただし、建設中の事業は含まない。

赤字事業数とは、経常損失を生じた事業数のことである。
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第120表法非適用企業決算の状況

(単位

　

百万円・％)

　

区

　　　　　　　

分

　　

r水1

交通事業

　

電気事業

　

↓木難僣
市場事業

　

戸川汐‰に劈勁牡論

批

・

ｿﾞﾚ

ｔ

　　

総;

　　　

収

　　　

ご益

　

A

　　

106･598

　　

8,422

　　

18.818 1,484,235　　67,541　　56,908　　19,015　　53,348　162,444　　　957　　38,820　160,351 2,177,456

　　　

（営

　

業

　

収

　

益）

　　　　　　

76, 907　　　　4, 033　　　18, 370　1 , 051,442　　　48,455　　　37.224　　　　7.669　　　38.455　　140.999　　　　　945　　　30,447　　142.215　1,597,161

　　

総:び）j降

　

１

　

収

　

入

　　　

74, 474　　3, 935　　17, 957　674,245　　46,571　　31,613　　7.273　　33,748　130.362　　　926　　30,309　140,482 1.191,895

　　

収う

｜

晋益ち

　

他会計繰l入金

　　

24,745

　　

1,892

　　　

280

　　

389,207

　　　

13,740

　　　

12,076

　　　

10,388

　　　

10,524

　　　

10.127

　　　　　　　

11

　　　　

8,204

　　　

15.295

　　

496,489

的

娶

　

総

　　　　　

費

　　　　　

用

　　

B

　　　　　

84.629

　　　　

8,219

　　　　

6.301

　

1,312,110

　　　

41,955

　　　

50.216

　　　

18,210

　　　

49,509

　　　

26,622

　　　　　　

544

　　　

25,464

　　　

153,510

　

1,777,289

　　　

，

　

職

　

員

　

給

　

与

　

費

　　　　　

15, 714　　　　3, 919 799　　89,151　　2,788　　12,059　　4.489　　8,153　　2,245　　　　18　　　534　　68.298　208,165

　　　

z

l

支

　

4ﾑ

　

利

　

息

　　　

27.587

　　　　

173

　　　　

490

　　

617,917

　　

19,447

　　　

7.259

　　　

1.678

　　　

1,554

　　

11,283

　　　　

161

　　　

6.229

　　　

3,829

　　

697,607

　　

収支ﾐ差引（Ａ－B）C

　　　

21,969

　　　

203

　　

12,517

　

172,124

　　

25,586

　　

6,692

　　　

805

　　

3,839

　

135.822

　　　

413

　　

13,356

　　

6,841

　

400.167

　　

資

　

本

　

的

　

収

　

入

　

D

　　

129,336

　　　

875

　　

3,683 2,529,821　　83,327　　31,928　　6,682　　13.982　275.166　　　　14　　20.501　　20,051 3,115,364

　　　　　

地

　　　　

方

　　　　

債

　　　　　

55.797

　　　　　　

184

　　　　

2,708

　　

971,631

　　　

42,324

　　　　

8,640

　　　　

1.272

　　　　

3.429

　　　

176,653

　　　　　　　

－

　　　　

3,573

　　　　

7,596

　

1,273,807

　　　

う

　

｜会計繰l人1

　　

34,050 622　　　139　677,297　　21,137　　13.967　　4,287　　8,981　　64,149　　　　－　　12,457　　8,377　845.463

　　　

ち

　

国庫補助1

　　　

26,345

　　　　

50

　　　　　　

716

　　

668,500

　　　　　　　

－

　　　　

3,538

　　　　　　

198

　　　　　　

176

　　　　

7,606

　　　　　　　

－

　　　　

1,246

　　　　　　

963

　　　

709.339

栗

　　　

都道府県補助1

　　　

2.271

　　　　

14

　　　　

－

　　

22,258

　　　　

－

　　

1,851

　　　　

80

　　　　

82

　　

1.072

　　　　

－

　　　

612

　　　

816

　　

29,055

的

嬰

　

資

　

本

　

的

　

支

　

出

　

E

　　

147.857

　　

1.333

　　

15,731 2.716,996　107,595　　36,032　　7.345　　21.681　387,130　　1,463　　34,160　　23.130 3,500.453

　　　　　

建

　

設

　

改

　

良

　

費

　　　　

104,966

　　　　　　

276

　　　　

3,958

　

1,758,496

　　　

38.876

　　　

18, 291　　　　1, 942　　　　7,706　　　198,970　　　　　　　26　　　　7,336　　　12.189　2.153,031

　　　

う

　　　　　

地方債償1 1　　40.734　　1,037　　2,142　942,157　　66,980　　16,938　　4,623　　8,681　167,621　　1,141　　22.446　　9,561 1,284,061

　　　

ち

　　　　　

他会剖丿桑出1

　　　　

394

　　　

－

　　

9,600

　　

5.120

　　　

888

　　　

262

　　　

26

　　　

753

　　

12, 602　　　296　　3, 015　　1,039　　33,995

　　

収支差引（D－E）F

　

△18.521

　　

△458△12,048△187, 175 △24,268　△4, 105　△663　△7,698△ｍ , 964　△1,450△13,660　△3,079△385,089

収支伺:差引（Ｃ-ﾄF）G

　　　

3.448

　　

八255

　　　

470乙15, 051　　1, 318　　2, 587　　　142　八3, 860　　23, 857　八1,037八　　303　　3, 762　　15, 078

形

　

式

　

収

　

支H

　　

9,682

　

△626

　　

1, 972　75, 951　　4, 389　△2･ 184　△244　△7･ 144　11･ 667　　　7 △3, 510　10,
387　100, 346

翌年度に繰り越すべき財源

　

1

　　　　

1,297

　　　　　

3

　　　　

57

　　

34, 549　　1, 545　　　579　　　　　5　　　540　　17･ 585　　　　－　　　　578　　　　507　　57, 245

実

　

質

　

収

　

支（H－I）

　　　

8,385

　　

八629

　　

1, 915　　41･ 402　　2･ 844　乙2,763　　八250　八7･684八　5･918　　　　　7乙　4･ 087　　9･ 880　　43･ 101

　　

黒

　　　　　　　　　　　　　　　

字

　　　　　　

9,097

　　　　　　

203

　　　　

1, 915　　　84, 124　　　　5･ 516　　　　1･
935　　　　　　741　　　　3･600　　　42･ 051　　　　　　　　7　　　　2･229　　　10･ 140　　　161. 556

　　

赤

　　　　　　　　　

1

　　　　

712

　　　

831

　　　　

－

　　

42,722

　　

2.672

　　

4,698

　　　

990

　　

11,284

　　

47,969

　　　　

－

　　

6,316

　　　

260

　

118,455

赤

　

字

　

事

　

業

　

数

　

割

　

合

　　　　

2.2

　　　

22.0

　　　　

－

　　　

2.9

　　　

10

　　　

7･3

　　　

7.7

　　　

8.8

　　　

11.4

　　　　

－

　　　

8.7

　　　

2.8

　　　

4.3

赤

　　　

字

　　　

比

　　　

率

　　　　

0.9

　　　

20.6

　　　　

－ 4.1　　　5.6　　　12.6　　　12.9　　　29.3　　　34.0　　　　－　　　20.7　　　0.2　　　　7.5

(注) １

２

３

営業収益は、受託工事収益を除いた額である。

赤字事業数割合とは、建設中の事業を除いた総事業数に対する実質赤字を生じた事業数の割合である。

赤字比率とは、営業収益に対する実質赤字額の割合である。
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その１

　

(１)

収支の状況

事業勘定

表2
1

－第 国民健康保険事業決算の状況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

16

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　

比

　　　　

較

　

区

　　

分

　　

団

　　　　　　　　　

財政措置額

　　

再差引

　　

団

　　　　　　　

財政措置額

　　

再差引

　　

団

　　　　　　　

乙キ几
尉燃ﾔｸｻﾞｻ

蝿飛1ヅ几
ぽぴサ幣

⑤1ペ実に昌

全市町村1,844

　

131.690 121,223 351,355 13,451△327,436 2,540　150,504 54,218 350,628 12.553△241,788△696△18,814△85,648

　

黒字の団体1,084

　

194,175 31.857 38,164　2,600　126,754 1,683　223,950 20,234 44,098　2,995　162,614△599△29,775△35,860

　

赤字の団体

　

760△62.485

　

89.366 313,191　10.851△454,190　857△73,446　33.985 306,530　9,558△404,402△97　　10,961△49,788

大

　

都

　

市

　　

14△42,773 22.349 133.168　9,531△188,758　13△44,879　7.545 131,582　8,393△175,612　　1　　2.106△13,146

　

黒字の団体

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　　

一

　

赤字の団体

　　

14△42.773

　

22,349 133,168　9.531△188,758　　13△44,879　7.545 131,582　8,393△175,612　　1　　2,106△13,146

中

　

核

　

市

　　

37△4,775

　

14,633 34,717　　39△54,086　35△　　48　5.883 31,290　　99△37,121　　2△4,727△16,965

　

黒字の団体

　　

10

　　

14,788

　

4,252

　

5,618

　　　

3

　　

4,922

　　

12

　　

17.383

　

2,260

　

7,069

　　　

3

　　

8,058△

　

2△

　

2,595△3.136

　

赤字の団体

　　

27△19,563

　

10.382 29.100　　36△59.008　23△17.431　3,623 24.221　　96△45,179　　4△　2,132△13,829

特

　

例

　

市

　　

39

　　

1.195

　

11,723 27.925　　30△38,423　40　　2.693　4,559 29,374　　15△31,225△　1△　1,498△7.198

　

黒字の団体

　　　

5

　　

2.833

　　

176

　

1.290

　　　

－

　　

1,367

　　

6

　　

3.970

　　

486

　

2,000

　　　

9

　　

1,493△

　

1△

　

1,137△

　　

126

　

赤字の団体

　　

34△

　

1,637

　

11,547

　

26,636

　　

30△39,790

　

34△

　

1.278

　

4,072

　

27,373

　　　

6△32,718

　　

－△

　　

359△

　

7,072

都

　　　

市

　

686

　

101,368 52,105 131.370　2.686△79,421　643　85.282 23,267 123.197　1.983△59,200　43　16,086△20,221

　

黒字の団体

　　

365

　

101,401

　

15,592

　

21.733

　

1,715

　　

65.791

　

354

　　

94.788

　

8,296

　

19,052

　

1.094

　　

68,533

　　

11

　　

6,613△

　

2,742

　

赤字の団体

　

321△

　　

33

　

36,514 109,637　　971△145,212　289△　9.506　14,971 104.144　　889△127,733　　32　　9.473△17.479

町

　　　

村1.042

　

53,975

　

15,740 23,920　1,164　15,479 1,782　92.934　8.843　34.930　2.063　51,224△740△38,959△35,745

　

黒字の団体

　

681

　　

52,817

　

7,592

　

9,370

　　

882

　　

36.737 1,288　　93,270　5,780　15.829　1,889　　73,550△607△40,453△36,813

　

赤字の団体

　

361

　　

1,158

　

8,149

　

14,550

　　

282△21,258

　

494△

　　

336

　

3,063

　

19,102

　　

174△22.326△133

　　

1,494

　　

1.068

一部事務組合等

　　　

3

　　　

911

　　

381

　　

254

　　　

－

　　　

276

　　

4

　　　

908

　　　

69

　　

255

　　　

－

　　　　

584△

　

1

　　　　

3△

　　

308

　

黒字の団体

　　　

2

　　　

714

　　

233

　　

153

　　　

－

　　　　

328

　　

3

　　　

784

　　　

43

　　

148

　　　

－

　　　　

593△

　

1△

　　

70△

　　

265

　

赤字の団体

　　

1

　　　

197

　　

147

　　

101

　　　

－△

　　

52

　　

1

　　　

124

　　　

26

　　

108

　　　

－△

　　　

9

　　

－

　　　　

73△

　　

43

特

　

別

　

区

　　

23

　　

21.789

　

4,292

　　　

－

　　　

－

　　

17.497

　　

23

　　

13,614

　

4.053

　　　

－

　　　

－

　　

9,561

　　

－

　　

8.175

　　

7,936

　

黒字の団体

　　

21

　　

21,622

　

4,013

　　　

－

　　　

－

　　

17.609

　　

20

　　

13,755

　

3,368

　　　

－

　　　

－

　　

10.387

　　

1

　　

7,867

　　

7,222

　

赤字の団体

　　

2

　　　

167

　　

279

　　　

－

　　　

－△

　　

112

　　

3△

　　

140

　　

685

　　　

－

　　　

－△

　　

826△

　

1

　　　

307

　　　

714

(注)

（２）

「黒字の団体」、「赤字の団体」の区分は、再差引収支による。

直診勘定 (単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

16

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　

区

　　

分

　　

団４ａ

　

実腎支

　

門芋゛惣門?:

　

団４ｎ

　

岬汗

　

門劈゛惣ﾂ辞団体数

　

実質収支

　

再差引収支

全市町村

　　　

406

　　

1,404

　　

11,580

　

△10,176

　　　

472

　　

1,738

　　

12,168

　

△10,430

　　

△66

　

△

　

288

　　　

300

　

黒字の団体

　　　　

380

　　　

4.497

　　　

10,716

　

△

　

6.219

　　　　

430

　　　

5,128

　　　

10,637

　

△

　

5,509

　　

△

　

50

　

△

　

585

　

△

　

664

　

赤字の団体

　　　　

26

　

△3.093

　　　　

864

　

△

　

3,957

　　　　

42

　

△3.390

　　　

1.531

　

△

　

4,921

　　

△

　

16

　　　　

297

　　　

964

大

　

都

　

市

　　　　　

1

　　　　　

0

　　　　　

39

　

△

　　

39

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

1

　　　　　

－

　

△

　　

39

　

黒字の団体

　　　　　

1

　　　　　

0

　　　　　

39

　

△

　　

39

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

1

　　　　　

－

　

△

　　

39

　

赤字の団体

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

一

中

　

核

　

市

　　　　　

11

　　　　　

203

　　　　　

101

　　　　　

101

　　　　　　

7

　　　　　

193

　　　　　

347

　

△

　　

155

　　　　　　

4

　　　　　

10

　　　　

256

　

黒字の団体

　　　　　

10

　　　　

205

　　　　

101

　　　　　

104

　　　　　　

7

　　　　　

193

　　　　

347

　

△

　　

155

　　　　　

3

　　　　　

12

　　　　

259

　

赤字の団体

　　　　　

１

　　

△

　　

３

　　　　　

－

　

△

　　　

３

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

１

　

△

　　

３

　

△

　　

３

特

　

例

　

市

　　　　

10

　　　　

83

　　　　

214

　

△

　　

130

　　　　　

8

　　　　

71

　　　　

189

　

△

　　

119

　　　　

2

　　　　

12

　

△

　　

11

　

黒字の団体

　　　　　

9

　　　　　

97

　　　　

134

　

△

　　

37

　　　　　

8

　　　　　

71

　　　　

189

　

△

　　

119

　　　　　

1

　　　　　

26

　　　　

82

　

赤字の団体

　　　　　

1

　　

△

　　

14

　　　　　

80

　

△

　　

94

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

1

　

△

　　

14

　

△

　　

94

都

　　　

市

　　　

169

　　

1.469

　　

5.650

　

△4.181

　　　

114

　　　

822

　　

2.936

　

△2.113

　　　

55

　　　

656

　

△2,059

　

黒字の団体

　　　　

161

　　　

2,302

　　　

5.485

　

△

　

3,183

　　　　

107

　　　

1.434

　　　

2,623

　

△

　

1.189

　　　　

54

　　　　

877

　

△1,985

　

赤字の団体

　　　　　

8

　　

△

　

833

　　　　

166

　

△

　　

998

　　　　　

7

　　

△

　

612

　　　　

312

　

△

　　

924

　　　　　

1

　

△

　

221

　

△

　　

74

町

　　　

村

　　　

214

　

△

　

373

　　

5.575

　

△5.948

　　　

341

　　　

611

　　

8.696

　

△8,085

　　

△127

　

△

　

947

　　

2,174

　

黒字の団体

　　　　

198

　　　

1,671

　　　

4.956

　

△

　

3,086

　　　　

307

　　　

3,382

　　　

7,477

　

△

　

4.095

　　

△109

　

△1,474

　　　

1,046

　

赤字の団体

　　　　

16

　

△2,244

　　　　

619

　

△

　

2.863

　　　　

34

　

△2,771

　　　

1,219

　

△

　

3,990

　　

△

　

18

　　　　

527

　　　

1,127

一部事務組合等

　　　　　　

1

　　　　　　

22

　　　　　　

－

　　　　　　

22

　　　　　　

2

　　　　　

42

　　　　　　

－

　　　　　　

42

　　　

△

　　

1

　　

△

　　

20

　　

△

　　

20

　

黒字の団体

　　　　　

1

　　　　　

22

　　　　　

－

　　　　　

22

　　　　　

1

　　　　　

48

　　　　　

－

　　　　　

48

　　　　　

－

　

△

　　

26

　

△

　　

26

　

赤字の団体

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

１

　　

△

　　

７

　　　　　

－

　

△

　　　

７

　　

△

　

１

　　　　　

７

　　　　　

７

(注) 「黒字の団体」、「赤字の団体」の区分は、実質収支による。
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(１)

　　

ア

歳入歳出内訳

事業勘定

歳

　　

人

１第 21表

　

国民健康保険事業決算の状況（つづき）

(単位

　

百万円

　

％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決算額構成比

　　　　　

増

　　

減

　

率

　　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　

平成17年度

　　　

平成16年度

　　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17年度

　　　

16年度

　　　

17年度

　　　

16年度

保

　　　　　　

‾･‾‾‾‾

　　

税（料）

　　　　

3,&I27780

　　　

3,518,803

　　　　　

93,977

　　　

31.7

　　　　　

32.4

　　　　　　

2.7

　　　　　

2.7

　　

うち退職被保険者分

　　　　

732,629　　　657, 445　　　　75.184　　　6.4　　　　　　6.0　　　　　11.4　　　　　12.6

一

　　　

部

　　　

負

　　　

担

　　　

金

　　　　　　　　　

3

　　　　　　　　

7

　　　

△

　　　

4

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　

△57.1

　　　　

40.0

　　

うち退職被保険者分

　　　　　　

1

　　　　　　

1

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　

0.0

　　　　　

0.0

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

J一二♂--･゜｀w--･

国

　　　

庫

　　　

支

　　　

出

　　　

金

　　　

ノ／ﾀﾞｼ487,576

　

1、 3,729,851　　　△242,275　　　　30.6　　　　34.3　　△　6.5　　　　　1.9
こ＿一一一一

　

--_･

　　　　　　　　　　　　　

＜

　　　　

｜

　　　　　　　　

して∇‾一一一一’‾

　　　　　

ヽノ

　　

II

　　

療養給付費等負担金

　　　

2√670,538

　　　

2,904,448

　　

△233,910

　　　

23.4

　　　　　　　　

26.7

　　　　　

△

　　

8.1

　　　　　　　　　

2.3

　　

財

　

政

　

調

　

整

　

交

　

付

　

金

　

等

　　　　　

817.038

　　　　

825.403

　　　

△

　

8,365

　　　　

7.2

　　　　

7.6

　　

△

　

1.0

　　　　

0.7

療

　

養

　

綴

　

付

　

費

　

交

　

付

　

金

　　　　

2.106,632

　　　

1,830.929

　　　　

275,703

　　　

18.5

　　　

16.8

　　　

15.1

　　　

13.7

　

／

　　　　　　

‾｀‾’‾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

.／‾‾｀

都

　

道

　

府

　

県

　

支

　　

出

　　

金

　　　　　　

425,275

　　　　　　

65,762

　　　　　

359.513

　　　　

3.7

　　　　

0.6

　　　

546.7

　　　　

0.5
／~‘--～--＿.....,__..---S’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

O

‥エ

　　

財源補てん的なもの

　　　　

回てT223

　　　　

54.218

　　　　

67.005

　　　

1.1

　　　

0.5

　　

123.6

　　

△0.0

　　

そ

　　

の

　　

他

　　

の

　　

も

　　

の

　　　　　　

304,052

　　　　　　

11.544

　　　　　

292.508

　　　　　

2.6

　　　　　

0.1

　　

2,533.9

　　　　　

3.2

共

　

同

　

事

　

業

　

交

　

付

　

金

　　　　　　

217.454

　　　　　

203,738

　　　　　

13,716

　　　　

1.9

　　　　

1.9

　　　　

6.7

　　　　

5.4

他

　　

会

　　

計

　　

繰

　　

入

　　

金

　　　　　

1,一176.262

　　　　

1.158,080

　　　　　　

18,182

　　　　

10.3

　　　　

10.7

　　　　　

1.6

　　　　　

1.0

＼ご，ｚ＝＝ご二二二ﾕｙダ

　

ー･‥一一一一--一一

　　　　　

ﾀﾞ‾

　

へ財源補てん的なもの

　　　　

351.355

　　　

350.628

　　　　　

727

　　　

3.1

　　　

3.2

　　　

0.2

　　

△2.9

　　

保険基盤安定制度に係るもの

　　　　　

443,604

　　　　

423,623

　　　　　

19,981

　　　　

3.9

　　　　

3.9

　　　　

4.7

　　　　

5.2

　　

高医療費基準超過額に係るもの

　　　　　　　

1.464

　　　　　

2,190

　　　

△

　　

726

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　

△33.2

　　　　

13.4

　　

そ

　　

の

　　

他

　　

の

　　

も

　　

の

　　　　　　

379,839

　　　　　

381,639

　　　

△

　

1,800

　　　　

3.3

　　　　　

3.6

　　

△

　

0.5　　　　　0.3

基

　　

金

　　

繰

　　

入

　　

金

　　　　　

82.821

　　　　　

84,973

　　　

△

　

2,152　　　　0. 7　　　　0. 8　　△2.5　　△11.5

八～_._.,＿_

繰

　　　　　　　

越

　　　　　　　

金

　　　　　　

257,061

　　　　　

244,459

　　　　　

12,602　　　　2. 3　　　　2. 2　　　　5. 2　　△12.2

／’〃-一一

　

｀-

　

-.乙

　　　　

-=

そ

　　

の

　　

他

　　

の

　　

収

　　

入

　　　　　　　

35,149　　　　　　33･479　　　　　　1･670　　　　　0.3 0.3　　　　　5.0　　　　　15.3

　　

歳

　　　

入

　　　

合

　　　

計

　　　　　　　

11,401,013　　　1 0,870,081　　　　　530･932　　　1 00.0　　　1 00.0 4.9　　　　　3.5

ノ
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その２

　

（１）

　　

イ

表2
1

1第

歳入歳出内訳（つづき）

事業勘定（つづき）

歳

　　

出

国民健康保険事業決算の状況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決算額構成比

　　　　　

増

　　

減

　

率

　　

区

　　　　　　　　　　　

分

　　　　　

平成17年度

　　　

平成16年度

　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17年度

　　　

16年度

　　　

17年度

　　　

16年度

総

　　　　　　　

務

　　　　　　　

費

　　　　　　

223,348 _一.　231,322　　　△　7,974　　　　2.0　　　　2.2　　△　3.4　　　　0.5

″゛゛‾゛゛一一一一ヽ一一_.__-一一一

　　　　　

--一一""ダ゛'‾‾"‾

　　

‾

　

‾

　

‘‾"""

　　

一

　　

般

　　

管

　　

理

　　

費

　　　　　　

144.939

　　　　　

147,336

　　　

△

　

2.397

　　　　

1.3

　　　　　

1.4

　　

△

　

1.6

　　　　

1.0

　　

賦

　　

課

　　

徴

　　

収

　　

費

　　　　　　　

55,719

　　　　　　

59.148

　　　

△

　

3,429

　　　　　

0.5

　　　　　

0.6

　　

△

　

5.8

　　

△

　

1.3

　　

連

　　

合

　　

会

　　

負

　　

担

　　

金

　　　　　　　

6.091

　　　　　　

6.050

　　　　　　　　

41

　　　　　

0.1

　　　　　

0.1

　　　　　

0.7

　　　　

1.8

　　

そ

　

の

　

他

　

の

　

総

　

務

　

費

　　　　　

16,599

　　　　

18,788

　　

△

　

2,189

　　　

0.1

　　　

0.1

　　

△11.7

　　　

1.7

保

　　　

険

　　　

給

　　　

付

　　　

費

　　　　　

7.448.635

　　　　

6,825,309

　　　　　

623.326

　　　　

66.1

　　　　

63.7

　　　　

9.1

　　　　

8.1

　　

療

　　

養

　　

諸

　　

費

　　

等

　　　　　

7,272.594

　　　　

6.643.097

　　　　　

629,497

　　　　

64.6

　　　　

62.0

　　　　

9.5

　　　　

8.4

　　

そ

　

の

　

他

　

の

　

給

　

付

　

費

　　　　　　

151.370

　　　　　

158,376

　　　

△

　

7.006

　　　　　

1.3

　　　　　

1.5

　　

△

　

4.4

　　

△

　

3.4

　　

診療報酬審査支払手数料

　　　　　

24,671

　　　　

23.836

　　　　　　

835

　　　　

0.2

　　　　

0.2

　　　　

3.5

　　　

5.1

老

　

人

　

保

　

健

　

拠

　

出

　

金

　　　　

2,408,484

　　　

2,589,654

　　　

△181,170

　　　

21.4

　　　

24.2

　　

△7.0

　　

△10.5

　　

老人保健医療費拠出金

　　　　

2,374,791

　　　

2,555,666

　　　

△180.875

　　　

21.1

　　　

23.8

　　

△7.1

　　

△10.5

　　

老人保健事務費拠出金

　　　　　

33,693

　　　　

33,988

　　

△

　　

295

　　　

0.3

　　　

0.3

　　

△0.9

　　

△6.5

介

　

護

　

給

　

付

　

費

　

納

　

付

　

金

　　　　　　

705,769

　　　　　

621,843

　　　　　

83,926

　　　　

6.3

　　　　

5.8

　　　　

13.5

　　　　

20.5

　

匹-_.,●_

　

共

　　

同

　　

事

　

業

　

拠

　

出

　　

金

　　　　　　

215,056

　　　　　

201,291

　　　　　　

13.765

　　　　　

1.9

　　　　　

1.9

　　　　　

6.8

　　　　　

5.3

　　

共同事業医療費拠出金

　　　　　

214.732

　　　　

200,831

　　　　

13,901

　　　

1.9

　　　

1.9

　　　

6.9

　　　

5.2

　　

共同事業事務費拠出金

　　　　　　

262

　　　　　

151

　　　　　

111

　　　

0.0

　　　

0.0

　　　

73.5

　　

△30.7

　　

その他の共同事業拠出金

　　　　　　　

62

　　　　　　

309

　　　

△

　　

247

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　

△79.9

　　　

153.3

保

　　

健

　　

事

　　

業

　　

費

　　　　　

38.755

　　　　

44.325

　　

△

　

5,570

　　　

0.3

　　　

0.4

　　

△12.6

　　　

1.4

繰

　　　　　　　

出

　　　　　　　

金

　　　　　　　

20,981

　　　　　　

19,829

　　　　　　

1.152

　　　　　

0.2

　　　　　

0.2

　　　　　

5.8

　　　　　

6.8

　　

財源補てん的なもの

　　　　　

13,451

　　　　

12.553

　　　　　

898

　　　

0.1

　　　

0.1

　　　

7.2

　　　

7.9

　　

そ

　　　　

の

　　　

他

　　　

の

　　　　

も

　　　　

の

　　　　　　　　　　　　　　

7,530

　　　　　　　　　　　　

7,276

　　　　　　　　　　　　　　

254

　　　　　　　　　

0.1

　　　　　　　　　

0.1

　　　　　　　　　

3.5

　　　　　　　　　

5.1

基

　　　

金

　　　

積

　　　

立

　　　

金

　　　　　　

28,254

　　　　　

31,125

　　　

△

　

2,871

　　　　

0.3

　　　　

0.3

　　

△

　

9.2

　　　　

23.8

公

　　　　　　　

債

　　　　　　　

費

　　　　　　　　

723

　　　　　　　

516

　　　　　　　

207

　　　　　

0.0

　　　　　

0.0

　　　　

40.1

　　

△

　

6.4

　　

元

　　

利

　　

償

　　

還

　　

金

　　　　　　

420

　　　　　

164

　　　　　

256

　　　

0.0

　　　

0.0

　　　

156.1

　　

△11.8

　　

一

　

時

　

借

　

入

　

金

　

利

　

子

　　　　　　

302

　　　　　

352

　　

△

　　

50

　　　

0.0

　　　

0.0

　　

△14.2

　　

△3.6

前

　

年

　

度

　

繰

　

上

　

充

　

用

　

金

　　　　　　　

116,486

　　　　　　

117.729

　　　　

△

　

1,243

　　　　　

1.0

　　　　　

1.1

　　　

△

　

1.1

　　　　

20.9

そ

　　

の

　　

他

　　

の

　　

支

　　

出

　　　　　　　

60, 037　　　　　　33, 219　　　　　　26, 818　　　　　0.5　　　　　0.2　　　　80.7　　　　12.4

　　

歳

　　　

出

　　　

合

　　　

計

　　　　　　　

1 1 , 266, 528　　　　1 0, 71 6, 162　　　　　　550, 366　　　　100. 0　　　　100．0　　　　　5．1　　　　　3．4
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その２

（２）

　　

ア

―第

歳入歳出内訳（つづき）

直診勘定

歳

　　

入

21表

　

国民健康保険事業決算の状況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決算額構成比

　　　　　

増

　　

減

　　

率

　　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　

平成17年度

　　　

平成16年度

　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17年度

　　　

16年度

　　　

17年度

　　　

16年度

診

　　　　

療

　　　　

収

　　　　

入

　　　　　　　

53.048

　　　　　

53,359

　　　　

△

　

311

　　　　

69.9

　　　　

65.4

　　

△

　

0.6

　　

△

　

3.5

国

　　　

庫

　　　

支

　　　

出

　　　

金

　　　　　　　

1,580

　　　　　　

1,836

　　　　　

△

　

256

　　　　　

2.1

　　　

2.2

　　

△13.9

　　

△1.0

　　

財

　

政

　

調

　

整

　

交

　

付

　

金

　　　　　

1,466

　　　　　

1,646

　　　

△

　

180

　　　

1.9

　　　

2.0

　　

△10.9

　　

△8.8

　　

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

　　　　　　　

114

　　　　　　

190

　　　

△

　

76

　　　

0.2

　　　

0.2

　　

△40.0

　　　

287.8

都

　

道

　

府

　

県

　

支

　

出

　

金

　　　　　　

388

　　　　　　

316

　　　　　　

72

　　　

0.5

　　　

0.4

　　　

22.8

　　

△47.2

他

　

会

　

計

　

繰

　

入

　

金

　　　　　

11,817

　　　　

13,617

　　　

△1.800

　　　

15.6

　　　

16.7

　　

△13.2

　　　

1.4

　　

普通会計からのもの

　　　　　

10,776

　　　　

11.829

　　　

△1,053

　　　

14.2

　　　

14.5

　　

△8.9

　　　

4.3

　　

事業勘定からのもの

　　　　　　

930

　　　　

1.651

　　　

△

　

721

　　　

1.2

　　　

2.0

　　

△43.7

　　

△15.5

　　

その他の会計からのもの

　　　　　　　

111

　　　　　　

137

　　　　

△

　

26

　　　　

0.2

　　　　

0.2

　　

△19.0

　　

△2.1

基

　　

金

　　

繰

　　

入

　　

金

　　　　　　

810

　　　　　

2.611

　　　

△1.801

　　　　

1.1

　　　

3.2

　　

△69.0

　　　

71.0

繰

　　　　　　　

越

　　　　　　　

金

　　　　　　　

4,860

　　　　　　

5,191

　　　　　

△

　

331

　　　　　

6.4

　　　　　

6.4

　　

△

　

6.4

　　

△

　

0.9

地

　　　　　　

方

　　　　　　

債

　　　　　　

1,177

　　　　　

2,438

　　　

△1,261

　　　　

1.6

　　　

3.0

　　

△51.7

　　

△33.2

そ

　　

の

　　

他

　　

の

　　

収

　　

入

　　　　　　　

2,194

　　　　　　

2,280

　　　　　

△

　　

86

　　　　　

2.8

　　　　　

2.7

　　

△

　

3.8

　　　　

24.9

　　

歳

　　

入

　　

合

　　

計

　　　　　　　

75.874

　　　　

81,648

　　　　

△5,774

　　　

100.0

　　　

100.0

　　

△7.1

　　

△2.1

イ

　

歳 出 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決算額構成比

　　　　　

増

　　

減

　

率

　　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　

平成17年度

　　　

平成16年度

　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17年度

　　　

16年度

　　　

17年度

　　　

16年度

総

　　　　　

務

　　　　　　

費

　　　　　

37, 980　　　　39, 335　　　△1,355　　　51.3　　　49.3　　△3.4　　△1.9

医

　　　　　　　

業

　　　　　　　

費

　　　　　　　

25, 940　　　　　　26, 396　　　　　△　456　　　　35. 1　　　　33. 1　　△　1.7　　△　3.5

施

　　

設

　　

整

　　

備

　　

費

　　　　　　

1.820

　　　　　

4.356

　　　

△2, 536　　　2. 5　　　5. 5　　△58.2　　△22.6

繰

　　　　　　

出

　　　　　　

金

　　　　　　　

237

　　　　　

1,449

　　　　

△1,212

　　　　

0.3

　　　　

1.8

　　

△83.6

　　　

207.6

　　

普通会計に対するもの

　　　　　　

168

　　　　

1,118

　　　

△

　

950

　　　

0.2

　　　

1.4

　　

△85.0

　　

210.6

　　

事業勘定に対するもの

　　　　　　　

12

　　　　　

141

　　　

△

　

129

　　　

0.0

　　　

0.2

　　

△91.5

　　

252.5

　　

その他の会計に対するもの

　　　　　　　　

57

　　　　　　

190

　　　　

△

　

133

　　　　

0.1

　　　　

0.2

　　

△70.0

　　　

167.6

基

　　

金

　　

積

　　

立

　　

金

　　　　　　

559

　　　　　　

743

　　　

△

　

184

　　　　

0.8

　　　

0.9

　　

△24.8

　　　

18.5

公

　　　　　　　

債

　　　　　　　

費

　　　　　　　

3,722

　　　　　　

3, 489　　　　　　　233　　　　　5. 0　　　　　4. 4　　　　　6.7　　△　0.2

　　

元

　　

利

　　

償

　　

還

　　

金

　　　　　　　

3,711

　　　　　　

3,473

　　　　　　　

238

　　　　　

5.0

　　　　　

4.4

　　　　　

6.9

　　

△

　

0.2

　　

一

　

時

　

借

　

入

　

金

　

利

　

子

　　　　　　　

11

　　　　　　

17

　　　

△

　　

6

　　　

0.0

　　　

0.0

　　

△35.3

　　　

6.3

前

　

年

　

度

　

繰

　

上

　

充

　

用

　

金

　　　　　

3,174

　　　　　

3,618

　　　

△

　

444

　　　

4.3

　　　

4.5

　　

△12.3

　　

△3.2

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　　

の

　　　　

支

　　　　

出

　　　　　　　　　　　　　　　　

534

　　　　　　　　　　　　　　

381

　　　　　　　　　　　　　　

154

　　　　　　　　　

0. 7　　　　　　　　　0.5　　　　　　　　40.4　　　　　　　　55.5

　　

歳

　　

出

　　

合

　　

計

　　　　　　　

73,967

　　　　

79,767

　　　　

△5･ 800　　　100. 0　　　100. 0　　　　7. 3　　△2.3
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その１ 収支の状況

第122表老人保健医療事業決算の状況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　　

成

　　　　

17

　　　　

年

　　　　

度

　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　

比

　　　

較

　

区

　　　　

分

　　　

団体数

　　

歳入合計

　　

歳出合計

　

歳入歳出差引

　

繰越等

　　

実質収支

　　

団体数

　　

実質収支

　　

団体数

　　

実質収支

　　　　　　　　　　　　　

（Ａ）

　　　　　　

（Ｂ）

　　　　　　　　

（Ｃ）

　　　　

（Ｂ）ぷ

）

（Ｃ）

　　　　

（Ｅ）

　　　　

（Ｄ）

（

Ｆ

）

（Ｅ）

　　　

（Ｇ）

　　　　　

（Ｈ）

　　　

（Ａ）－（Ｇ）

　

（Ｆ）－（Ｈ）

･市‘

　　　　

町‘

　　　　

ｷt

　　　　　

1,837

　　

10,851,699

　　

10,844,698

　　　　　　　

7,001

　　　　　　　

1,604

　　　　　　　

5,397

　　　　

2,537

　　　　　　

23,295

　　　

△

　

700

　　　

△

　

17,898

　

j県字=（7）ほ］ｲ本

　　　

1,352

　　

6.413.920

　　

6.368,548

　

, 45,372　　　　　572　　　44.800　　1,983　　　52.483　　八631　　乙　7,683

　

赤

　

字

　

の

　

団

　

体

　　　　　　　

485

　　　

4,437.779

　　　

4,476.150

　　　　

△

　

38,371

　　　　　　　　

1.032

　　　　

△

　

39,403

　　　　　　

554

　　　　

△

　

29,188

　　　

△

　　

69

　　　　

△

　

10,215

その２

　

(１)

歳入歳出内訳

歳

　　

入 (単位

　

百万円・％)

　　

区

　　　　　　　　　　　

分

　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　

増

　

減

　

額

　　

増減率

支

　　

払

　　

基

　　

金

　　

交

　　

付

　　

金

　　　　　

6.334.043

　　　　

58.4

　　　　

6,681,792

　　　　

62.1

　　　　

△347,749

　　　

△

　

5.2

　　

医

　　

療

　　

費

　　

交

　　

付

　　

金

　　　　　

6.292,664

　　　　

58.0

　　　　

6,640.862

　　　　

61.7

　　　　

△348.198

　　　

△5.2

　　

審査支払手数料交付金

　　　　　

41.379

　　　

0.4

　　　　

40,930

　　　　

0.4

　　　　　　

449

　　　　

1.1

国

　　　

庫

　　　

支

　　　

出

　　　

金

　　　　　

2,906.294

　　　　

26.8

　　　　　

2,604.020

　　　　

24.2

　　　　　　

302.274

　　　　

11.6

都

　　

道

　　

府

　　

県

　　

支

　　

出

　　

金

　　　　　　　

736.474

　　　　　

6.8

　　　　　　

660,977

　　　　　

6.1

　　　　　　　

75.497

　　　　　

11.4

他

　　

会

　　

計

　　

繰

　　　

入

　　　

金

　　　　　　　

801.811

　　　　　

7.4

　　　　　　

729,110

　　　　　

6.8

　　　　　　　

72, 701　　　　　10.0

　　

医

　

療

　

費

　

に

　

係

　

る

　

も

　

の

　　　　　　　

762,855

　　　　　

7.0

　　　　　　

688,915

　　　　　

6.4

　　　　　　　

73,940

　　　　　

10.7

　　

そ

　　

の

　　

他

　　

の

　　

も

　　

の

　　　　　　　

38,956

　　　　　

0.4

　　　　　　　

40.195

　　　　　

0.4

　　　　　

△

　

1,239

　　　

△

　

3.1

繰

　　　　　　

越

　　　　　　

金

　　　　　

50.413

　　　　

0.5

　　　　　

61,680

　　　　

0.6

　　　

△11.267

　　

△18.3

そ

　　

の

　　

他

　　

の

　　

収

　　

入

　　　　　　　

22.664

　　　　　

0.1

　　　　　　　

18,821

　　　　　

0.2

　　　　　　　

3.843

　　　　

20.4

　　

歳

　　　　

入

　　　　

合

　　　　

計

　　　　　　　

10･851 ,699　　　　1 00. 0　　　　　1 0,756, 400　　　　1 00.0 ，　　　　　95,299　　　　　0．9

（２） 歳

　　

出 (単位

　

百万円・％)

　　

区

　　　　　　　　　　　

分

　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　　　　

平

　

成

　

16

　

年

　

度

　　　

増

　

減

　

額

　　

増減率

総

　　　　　　　　

務

　　　　　　　　

費

　　　　　　　

31.844

　　　　　

0.3

　　　　　　　

31,803

　　　　　

0.3

　　　　　　　　　

41

　　　　　

0.1

　　

人

　　　　　　　

件

　　　　　　　

費

　　　　　　　

20,629

　　　　　

0.2

　　　　　　　

20.440

　　　　　

0.2

　　　　　　　　　

189

　　　　　

0.9

　　

そ

　　　　　　　

の

　　　　　　　

他

　　　　　　　

11,215

　　　　　

0.1

　　　　　　　

11,363

　　　　　

0.1

　　　　　　

△

　

148

　　　

△

　

1.3

医

　　　　　

療

　　　　　

諸

　　　　　

費

　　　　　

10,726,623

　　　　　

98 9　　　　　10.620,602　　　　　99.0　　　　　　106,021　　　　　1.0

　　

医

　　

療

　　

給

　　

付

　　

費

　　

等

　　　　　

10,452.196

　　　　　

96.4

　　　　　

10,339,882

　　　　　

96.3

　　　　　　

112,314

　　　　　

1.1

　　

医

　　　　　　

療

　　　　　　

費

　　　　　　

215,659

　　　　

2.0

　　　　　

221,506

　　　　

2.1

　　　　　

△5,847

　　　

△2.6

　　

老人保健施設療養費

　　　　　　　

394

　　　　

0.0

　　　　　

1,785

　　　　

0.0

　　　　

△1.391

　　

△77.9

　　

老

　

人

　

訪

　

問

　

看

　

護

　

療

　

養

　

費

　　　　　　　

16.924

　　　　　

0.2

　　　　　　　

15,203

　　　　　

0.1

　　　　　　　　

1.721

　　　　　

11.3

　　

審

　

査

　

支

　

払

　

手

　

数

　

料

　　　　　　　

41,451

　　　　　

0.4

　　　　　　　

42,226

　　　　　

0.4

　　　　　　

△

　

775

　　　

△

　

1.8

繰

　　　　　　　　

出

　　　　　　　　

金

　　　　　　　

35,182

　　　　　

0.3

　　　　　　　

33,417

　　　　　

0.3

　　　　　　　

1.765

　　　　　

5.3

前

　

年

　

度

　

繰

　

上

　

充

　

用

　

金

　　　　　　　

28.452

　　　　　

0.3

　　　　　　　

17,959

　　　　　

0.2

　　　　　　　

10.493

　　　　　

58.4

そ

　　

の

　　

他

　　

の

　　

支

　　

出

　　　　　　

22,597

　　　　

0.2

　　　　　

28,438

　　　　

0.2

　　　　

△5,841

　　　

△20.5

　　

歳

　　　　

出

　　　　

合

　　　　

計

　　　　　　　

10,844,698

　　　　

100．0

　　　　　

10,732,219

　　　　

100．0

　　　　　　

112,479

　　　　　

1．0

(注) 特定療養費は、「医療給付費等」に含まれている。
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その１

　

(１)

収支の状況

保険事業勘定

第123表介護保険事業決算の状況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

16

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　

比

　　　　

較

　

区

　

分

　　

団

　　　　　　　

財政措置額

　　　

再差引

　　

団

　　　　　　　　　

財政措置額

　　　

再差引

　　

団

　　　　　　

１奥于

ぱドサ幣

∧１

（注）

　

「黒字の団体」、「赤字の団体」の区分は、再差引収支による。

（２）

　

介護サービス事業勘定 (単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

16

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　

較

　

区

　　

分

　　

団々ｕ

　

実宍戸門芋額劈ツ肝団々ｕ

　

実背戸゛門門劈ﾂ辞団々ｎ実飢支再燃六

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

全市町村

　　　

354

　　　

514

　　

21,793

　

△21,280

　　　

452

　　　

637

　　

24,007

　

△23,369

　　

△98

　　

△123

　　

2,089

　

黒字の団体

　　　　

342

　　　　

638

　　

21,712

　

△21,074

　　　　

428

　　　　

776

　　

23,869

　

△23,093

　　

△86

　　

△138

　　

2,019

　

赤字の団体

　　　　

12

　　

△124

　　　　

82

　

△

　

205

　　　　

24

　　

△138

　　　　

138

　

△

　

276

　　

△12

　　　　

14

　　　　

71

（注）

　

「黒字の団体」、「赤字の団体」の区分は、実質収支による。

その２

(１)

　　

ア

歳入歳出内訳

保険事業勘定

歳

　　

入 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決算額構成比

　　　　　

増

　　

減

　

率

　　　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　

平成17年度

　　　　

平成16年度

　　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17年度

　　　

16年度

　　　

17年度

　　　

16年度

　

保

　　　　　　　

険

　　　　　　　

料

　　　　　　

983,114

　　　　　

956,126

　　　　　　

26,988

　　　　

15.7

　　　　

16.1

　　　　　

2.8

　　　　　

1.8

　

国

　　

庫

　　

支

　　

出

　　

金

　　　

1,494.227

　　

とﾌﾟ,423,964

　　　　

70.263

　　

23.9

　　

23.9

　　　

4.9

　　　

5.7

　　　

介

　

護

　

給

　

付

　

費

　

負

　

担

　

金

　　　　　

1,196,096

　　　　

1.138,139

　　　　　　

57,957

　　　　

19.1

　　　　

19.1

　　　　　

5.1

　　　　　

8.5

　　　

調

　　

整

　　

交

　　

付

　　　

金

　　　　　　

295, 753　　　　　283.347　　　　　　12.406　　　　　4.7　　　　　4.8　　　　　4.4　　　　　8.3

　　　

そ

　

の

　

他

　

の

　

補

　

助

　

金

　　　　　

2.378

　　　　　

2.478

　　　　

△100

　　　

0.1

　　　　

0.0

　　

△4.0

　　

△57.0

　

支

　

払

　

基

　　

金

　

交

　

付

　　

金

　　　　　

1,877,988

　　　　

1,796.481

　　　　　　

81.507

　　　　

30.0

　　　　

30.2

　　　　　

4.5

　　　　　

9.1

　

都

　

道

　

府

　

__県

　

支＿出

　

金

　　　　

741.449

　　　　

704,967

　　　　

36.482

　　　

11.8

　　　

11.8

　　　　

5.2

　　　　

9.3

　　　

財源補てん的な

　

もの

　　　　　

6.559

　　　　　

4,198

　　　　　

2,361

　　　　

0.1

　　　　

0.1

　　　

56.2

　　

△25.4

　　　　

うち財政安定化基金支出金

　　　　　　

4,158

　　　　　　　

－

　　　　　　

4,158

　　　　

0.1

　　　　　

－

　　　　

皆増

　　　　

皆減

　　　

そ

　　

の

　　

他

　　

の

　　

も

　　

の

　　　　　　

734,890

　　　　　

700.769

　　　　　　

34,121

　　　　

11.7

　　　　

11.7

　　　　　

4.9

　　　　　

9.6

　

相互財政安定化事業交付金

　　　　　　

315

　　　　　　

423

　　　　　

△108

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　

△25.5

　　　

136.3

.他

　　

会

　　

計

　　

繰

　　

入

　　

金

　　　　　　

962.902

　　　　　

920.787

　　　　　　

42,115

　　　　

15.4

　　　　

15.5

　　　　　

4.6

　　　　

10.0

　　

㎜'-l--■

　　　　

㎜

　

I㎜㎜皿

　　

財

　

源

　

補

　

て

　

ん

　

的

　

な

　

も

　

の

　　　　　　　

7,269

　　　　　　　

7.053

　　　　　　　　

216

　　　　　

0.1

　　　　　

0.1

　　　　　

3.1

　　　

△

　

5.8

　　

ニニ‾j［蚕‾評‾からのもの12.5‾皆卜

　　　　

729,120

　　　　

696,161

　　　　

32.959

　　　

11.7

　　　

1L7

　　　

4.7

　　　

9.2

　　

ぞ‾‾‾ﾀﾞﾄﾞTi"

　

の

　　

も

　　

の

　　　　　

226.51

　　　　　

217.573

　　　　　

8,940　　　　3. 6　　　　3. 7　　　　4.1　　　13.6

　

基

　　　

金

　　　

繰

　　　

入

　　　

金

　　　　　　

69.211

　　　　　

53.827

　　　　　

15.384

　　　　

1.1

　　　　

0.9

　　　　

28.6

　　　　

96.8

　

繰

　　　　　　　

越

　　　　　　　　

金

　　　　　　　

95,469

　　　　　　

72.687

　　　　　　

22,782

　　　　　

1.5

　　　　　

1.2

　　　　

31.3

　　　　

13.9

　

地

　　　　　　　

方

　　　　　　　　

債

　　　　　　　

19,899

　　　　　　

14,933　　　　　　　4, 966　　　　　0. 3　　　　　0. 3　　　　33. 3　　　　191.3

　　　　

うち財政安定化基金貸付金

　　　　　　

19.899

　　　　　

14,890

　　　　　　

5,009　　　　0. 3　　　　0. 3　　　　33. 6　　　244.6

　

そ

　　

の

　　

他

　　

の

　　

収

　　

入

　　　　　　

13,354

　　　　　

9,663　　　　　3･ 691　　　　0. 3　　　　0. 1　　　　38. 2　　　　11.4

　　　

歳

　　　

入

　　　

合

　　　

計

　　　　　　　

6,257,928

　　　　

5, 953, 858　　　　　304･ 070　　　　1 00.0　　　　1 00.0　　　　　5. 1　　　　　7.9
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その２

　

(１)

　　

イ

歳入歳出内訳

保険事業勘定

歳

　　

出

第123表介護保険事業決算の状況（つづき）

(つづき)

(つづき)

(単位

　

百万円

　

％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決算額構成比

　　　　　

増

　　

減

　

率

　

区

　　　　　　　　　　　

分

　　　　　

平成17年度

　　　　

平成16年度

　　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17年度

　　　

16年度

　　　

17年度

　　　

16年度

総

　　　　　　　

務

　　　　　　　

費

　　　　　　

226,500

　　　　　

214,715

　　　　　　

11,785

　　　　　

3.7

　　　　　

3.7

　　　　　

5.5

　　　

△

　

2.9

保

　　　

険

　　　

給

　　　

付

　　　

費

　　　　　

5,813,358

　　　　

5,558,252

　　　　　

255,106

　　　　

94.8

　　　　

95.1

　　　　　

4.6

　　　　　

8.8

　

介

　　

護

　　　

諸

　　　

費

　　　

等

　　　　　

5,786,398

　　　　

5,534,769

　　　　　

251,629

　　　　

94.4

　　　　

94.7

　　　　　

4.5

　　　　　

8.8

　

そ

　

の

　

他

　

の

　

給

　

付

　

費

　　　　　　　

18.304

　　　　　　

15,187

　　　　　　

3,117

　　　　　

0.3

　　　　　

0.3

　　　　

20.5

　　　　　

6.1

　

審

　

査

　

支

　

払

　

手

　

数

　

料

　　　　　　　

8.656

　　　　　　

8.296

　　　　　　　　

360

　　　　　

0.1

　　　　　

0,1

　　　　　

4.3

　　　

△

　

6.0

財政安定化基金拠出金

　　　　　

5,174

　　　　

5.153

　　　　　

21

　　　

0.1

　　　

0.1

　　　

0.4

　　

△4.6

相互財政安定化事業負担金

　　　　　　

160

　　　　　　

253

　　　　

△

　

93

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　

△36.8

　　　

37.5

保

　

健

　

福

　

祉

　

事

　

業

　

費

　　　　　　

292

　　　　　　

382

　　　　

△

　

90

　　　

0.0

　　　

0.0

　　

△23.6

　　　

9.1

繰

　　　　　　

出

　　　　　　

金

　　　　　

11.474

　　　　　

10,005

　　　　　

1.469

　　　　

0.2

　　　　

0.2

　　　

14.7

　　

△20.1

　

財源補てん的な

　

もの

　　　　　　

1,743

　　　　　

1,531

　　　　　　

212

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　　

13.8

　　

△40.4

　

そ

　

の

　

他

　

の

　

も

　

の

　　　　　

9,731

　　　　　

8,474

　　　　　

1,257

　　　

0.2

　　　

0.2

　　　

14.8

　　

△14.9

基

　　

金

　　

積

　　

立

　　

金

　　　　　

24.362

　　　　

31,635

　　　　

△7,273

　　　　

0.4

　　　　

0.5

　　

△23.0

　　

△41.0

公

　　　　　

債

　　　　　

費

　　　　　

8.297

　　　　　

7,905

　　　　　　

392

　　　

0.1

　　　　

0.1

　　　　

5.0

　　

△25.6

　

元

　　

利

　　

償

　　

還

　　

金

　　　　　

8.285

　　　　　

7.889

　　　　　　

396

　　　　

0.1

　　　　

0.1

　　　　

5.0

　　

△25.6

　

一

　

時

　

借

　

入

　

金

　

利

　

子

　　　　　　

13

　　　　　　

16

　　　

△

　　

3

　　　

0.0

　　　

0.0

　　

△18.8

　　

△15.8

前

　

年

　

度

　

繰

　

上

　

充

　

用

　

金

　　　　　　　

93

　　　　　　

493

　　　　

△

　

400

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　

△81.1

　　

△91.5

そ

　　

の

　　

他

　　

の

　　

支

　　

出

　　　　　　

40,173

　　　　　　

18,716

　　　　　　

21,457

　　　　　

0.7

　　　　　

0.3

　　　　

114.6

　　　

△

　

2.3

　

歳

　　　

出

　　　

合

　　　

計

　　　　　　　

6,129,883

　　　　

5,847,509

　　　　　

282,374

　　　　

100.0

　　　　

100．0

　　　　　

4．8

　　　　　

7．5
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その２

　

(２)

　　

ア

第123表介護保険事業決算の状況（つづき）

歳入歳出内訳（つづき）

介護サービス事業勘定

歳

　　

入
(単位

　

百万円．(馴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決算額構成比

　　　　　

増

　　

減

　

率

　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　

平成17年度

　　　　

平成16年度

　　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17年度

　　　

16年度

　　　

17年度

　　　

16年度

サ

　

ー

　　

ビ

　　

ス

　　

収

　

入

　　　　　

7,586

　　　　　

9,747

　　　　

△2.161

　　　

23.9

　　　

24.2

　　

△22.2

　　

△15.9

分

　

担

　

金

　

及

　

び

　

負

　

担

　

金

　　　　　　

206

　　　　　　

244

　　　　

△

　

38

　　　

0.6

　　　

0.6

　　

△15.6

　　　

60.5

使

　

用

　

料

　

及

　

び

　

手

　

数

　

料

　　　　　　

102

　　　　　　

111

　　　　

△

　　

9

　　　　

0.3

　　　　

0.3

　　

△8.1

　　

△32.3

国

　　

庫

　　

支

　　

出

　　

金

　　　　　　

26

　　　　　　

728

　　　　

△

　

702

　　　

0.1

　　　　

1.8

　　

△96.4

　　

△32.7

都

　

道

　

府

　

県

　

支

　

出

　

金

　　　　　　

251

　　　　　　

524

　　　　

△

　

273

　　　　

0.8

　　　　

L3

　　

△52.1

　　　

20.2

財

　　　　

産

　　　　

収

　　　　

入

　　　　　　　　　

0

　　　　　　　　　

0

　　　　　　　　

－

　　　　　

0.0

　　　　　

0.0

　　　　　

－

　　　　　　

一

寄

　　　　　　

附

　　　　　　

金

　　　　　　　

2

　　　　　　　

1

　　　　　　　

1

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　　

100.0

　　

△50.0

他

　

会

　

計

　

繰

　　

入

　

金

　　　　　

21,981

　　　　

24.409

　　　　

△2.428

　　　

69.2

　　　

60.6

　　

△9.9

　　

△1.8

　

普通会計からのもの

　　　　　

21,762

　　　　

24.319

　　　

△2,557

　　　

68.5

　　　

60.3

　　

△10.5

　　

△1.7

　

保険事業勘定からのもの

　　　　　　

157

　　　　　　

54

　　　　　　

103

　　　　

0.5

　　　　

0.1

　　　

190.7

　　

△37.9

　

その他の会計からのもの

　　　　　　　

62

　　　　　　

36

　　　　　　

26

　　　　

0.2

　　　　

0.1

　　　

72.2

　　

△5.3

基

　　

金

　　

繰

　　

入

　　

金

　　　　　　

44

　　　　　　

106

　　　　

△

　

62

　　　

0.1

　　　　

0.3

　　

△58.5

　　　

307.7

繰

　　　　　

越

　　　　　　

金

　　　　　　

574

　　　　　　

783

　　　　

△

　

209

　　　　

1.8

　　　　

1.9

　　

△26.7

　　　

3.7

地

　　　　　　

方

　　　　　　

債

　　　　　　　

547

　　　　　

2,984

　　　　

△2,437

　　　　

1.7

　　　　

7.4

　　

△81.7

　　

△4.3

そ

　　

の

　　

他

　　

の

　　

収

　　

人

　　　　　　

456

　　　　　　

667

　　　　

△

　

211

　　　　

1.5

　　　　

1.6

　　

△31.6

　　　

127.6

　

歳

　　

人

　　

合

　　

計

　　　　　　　

31,775

　　　　　

40,304

　　　　

△8,529

　　　

100. 0　　　100. 0　　△21. 2　　△5. 1

イ

　

歳 出 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決算額構成比

　　　　　

増

　　

減

　　

率

　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　

平成17年度

　　　　

平成16年度

　　　　

増

　

減

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17年度

　　　

16年度

　　　

17年度

　　　

16年度

総

　　　　　

務

　　　　　

費

　　　　　

5,043

　　　　　

6,770

　　　

△1,727

　　　

16.1

　　　

17.1

　

△25.5

　　　

10.7

サ

　

ー

　

ビ

　

ス

　

事

　

業

　

費

　　　　　

8,857

　　　　

10,663

　　　

△1,806

　　　

28.4

　　　

26.9

　

△16.9

　　

△15.5

施

　　

設

　　

整

　　

備

　　

費

　　　　　

1.194

　　　　　

5.762

　　　　

△4.568

　　　

3.8

　　　

14.6

　

△79.3

　　

△24.7

基

　　　

金

　　　

積

　　　

立

　　　

金

　　　　　　　　

132

　　　　　　　

303

　　　　　

△

　

171

　　　　　

0.4

　　　　　

0.8

　　

△

　

56.4

　　　　

161.2

公

　　　　　　　

債

　　　　　　　

費

　　　　　　

15.624

　　　　　　

15.591

　　　　　　　　

33

　　　　

50.0

　　　　

39.4

　　　　　

0.2

　　　　　

8.0

　

元

　　

利

　　　

償

　　

還

　　　

金

　　　　　　

15.624

　　　　　　

15,590

　　　　　　　　

34

　　　　

50.0

　　　　

39.4

　　　　　

0.2

　　　　　

8.0

　

一

　

時

　

借

　

入

　

金

　

利

　

子

　　　　　　　

0

　　　　　　

1

　　　　

△

　　

1

　　　

0.0

　　　

0.0

　

△100.0

　　　　

－

他

　　

会

　　

計

　　

繰

　　

出

　　

金

　　　　　　

188

　　　　　　

402

　　　　

△

　

214

　　　　

0.6

　　　　

1.0

　

△53.2

　　

△41.6

　

普通会計に対するもの

　　　　　　

147

　　　　　

330

　　　

△

　

183

　　　

0.5

　　　

0.8

　

△55.5

　　

△43.8

　

保険事業勘定に対するもの

　　　　　　　

14

　　　　　　

43

　　　　

△

　

29

　　　　

0.0

　　　　

0.1

　　

△67.4

　　　　

4.9

　

その他の会計に対するもの

　　　　　　　

27

　　　　　　　

29

　　　　

△

　　

2

　　　　

0.1

　　　　

0.1

　　

△

　

6.9

　　

△51.7

前

　

年

　

度

　

繰

　

上

　

充

　

用

　

金

　　　　　　　　

57

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

57

　　　　　

0.2

　　　　　

－

　　　　

皆増

　　　　

皆減

そ

　　

の

　　

他

　　

の

　　

支

　　

出

　　　　　　

143

　　　　　　

98

　　　　　　

45

　　　　

0.5

　　　　

0.2

　　　

45.9

　　

△77.6

　

歳

　　

出

　　

合

　　

計

　　　　　　　

31,238

　　　　　

39,589

　　　　

△8,351

　　　

100.0

　　　

100.0

　　

△21.1

　　

△5.9
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その１

　

収支の状況（団体別）

第124表

　

収

　

益

　

事

　

業

　

決

　

算

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　　　

成

　　　　　

17

　　　　　

年

　　　　　

度

　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　　

比

　　

較

　

区

　　

分

　　

団

　　　　　　　　　　　　　　

歳入歳出翌年度に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

再差引

　　

団

　　　　　　　

誇

　

歳入合計

　

歳出合計

　

差

　

引繰り越す

　

繰入金

　

繰出金

　

未収金

　

未払金（Ｄ）－（Ｅ）－（Ｆ）＋体

　

再差引

　

団体数

　

再差引

　　　　　　　

数

　　　　　　　　　　　　

(B)-(C)べき財源

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ｇ）バＨ）-（Ｉ）数

　　　　　　　

（Ａ）

　

（Ｂ）

　　

（Ｃ）

　　

（Ｄ）

　

（Ｅ）

　

（Ｆ）

　

（Ｇ）

　

（Ｈ）

　

（Ｉ）

　　

（Ｊ）

　

（Ｋ）（Ｌ）（Ａ）-（Ｋ）（Ｊト（Ｌ）

都道府県

　

47

　

560.908

　

551,925

　

8,983

　　　

8

　

4.504 365.835　　0　　－　　370.306　47　363.436　　－　　6,870

　

黒字の団体

　

47

　

560.908

　

551.925

　　

8.983

　　　　

8

　

4,504 365.835　　　0　　　－　　　370,306　47　363,436　　　－　　6,870

　

赤字の団体

　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　　　

－

　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　　

一

市

　

町

　

村

　

122 2,795,640 2,815,384△19,743　　1,277　11,467 104,110　3.708　8,484　　　66,846 122　43,279　　　－　　23,567

　

黒字の団体

　

82

　

1,851,629

　

1.822.265

　

29,364

　　　

630

　　

4,055

　

103.432

　　　

169

　　　

533

　　　

127.748

　

72

　

124.956

　　　

10

　　

2,792

　

赤字の団体

　

40

　

944,011

　

993,119△49.107

　　　

647

　

7.413

　　

678

　

3,539

　

7.952

　

△60,902

　

50△81.677

　

△10

　

20,775

合

　　　　

計

　

169

　

3,356,548

　

3,367,309△10,761

　　

1,284

　

15,971

　

469,945

　　

3,708

　　

8,484

　　　

437,152

　

169

　

406,715

　　　

－

　　

30,437

　

黒字の団体

　

129

　

2,412,537

　

2.374.190

　

38,347

　　　

637

　　

8.559 469.267　　　169　　　533　　　498,054　119　488,392　　　10　　9,662

　

赤字の団体

　

40

　

944.011

　

993.119△49.107

　　　

647

　

7,413

　　

678

　

3,539

　

7,952

　

△60,902

　

50△81.677

　

△10

　

20,775

その２

　

収支の状況（事業別） (単位

　

百万円・％)

　　

区

　　　　　　　　

分

　　　　

競

　

馬

　

事

　

業

　　

自転車競走事業

　　

宍ｖjj;

　

にいに↓

　

宝くじ事業

　

合

　　　　

計

歳

　　

入

　　

合

　　

計（A）

　　　

411,832

　　　　

952.238

　　　　

121,737

　　　

1,410,772

　　　　

459,968

　　　

3,356,548

歳

　　

出

　　

合

　　

計（B）

　　　　

445,878

　　　　

947,064

　　　　

124,635

　　　

1,391,595

　　　　

458,137

　　　

3,367,309

歳入歳出差引（A）－（Bnc）

　　　

△34.046

　　　　

5,174

　　　

△2,898

　　　　

19.176

　　　　　

1,832

　　　

△10,761

翌年度に繰り越すべき財源（D）

　　　　　　　

28

　　　　　　　

687

　　　　　　　

－

　　　　　　　

569

　　　　　　　

－

　　　　　　

1,284

繰

　　　　

入

　　　　

金〔E〕

　　　　

4.428

　　　　　

7,259

　　　　　　

200

　　　　　

4,084

　　　　　　

－

　　　　

15,971

繰

　　　　

出

　　　　

金（F）

　　　　　　

91

　　　　　

5,316

　　　　　　

222

　　　　　

8,465

　　　　

455,852

　　　　

469.945

未

　　　　

収

　　　　

金（G）

　　　　

1,245

　　　　　　

31

　　　　　　

－

　　　　　

2,431

　　　　　　

－

　　　　　

3,708

未

　　　　

払

　　　　

金（H）

　　　　

3.253

　　　　　　

25

　　　　　　

－

　　　　　

5.206

　　　　　　

－

　　　　　

8,484

iO-id)-

ｱﾑ

+ (F)-ﾄ(G)-(H)
'"　　　　八　409 419　　　　　　　　　　　　29550　　　　　　　　　△　29 876　　　　　　　　　　　20, 213　　　　　　　　　　457,683　　　　　　　　　　437,152

j駐

　　

馬

　　

券=

　　

ご等

　　

七尾

　　

ヱ

　　

額

　

リ）

　　　　　　　　　　

370.293

　　　　　　　　　　

877.601

　　　　　　　　　　

113,554

　　　　　　　　

1,016,998

　　　　　　　

14,830,512

　　　　　　　

17.208,958

収

　　

益

　　

率土）,z.’I（J）×100

　　　

△

　

10.9

　　　　　　

0.3

　　　　

△

　

2.5

　　　　　　

2.0

　　　　　　

3.1

　　　　　　

2.5

前

　

年

　

度

　

収

　

益

　

率

　　　

△

　

14.0

　　　　

△0.0

　　　　

△

　

3.4

　　　　　　

1.5

　　　　　

42.9

　　　　　

11.6

施

　　　

行

　　　

団

　　　

体

　　　

数

　　　　　　　　　

56

　　　　　　　　　

83

　　　　　　　　　　

8

　　　　　　　　

140

　　　　　　　　　

61

　　　　　　　　

348

　　

都

　　　　

道

　　　　

府

　　　　

県

　　　　　　　　　

12

　　　　　　　　　　

8

　　　　　　　　　　

2

　　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　

47

　　　　　　　　　

70

　　

市

　　　　　　

町

　　　　　　

村

　　　　　　　　　

44

　　　　　　　　　

75

　　　　　　　　　　

6

　　　　　　　　

139

　　　　　　　　　

14

　　　　　　　　

278

（注）

　

１

　

施行団体数は、平成17年４月１日現在の団体数である。

　　　　

２

　

施行団体数は、１団体が２以上の事業を実施している場合はそれぞれの事業ごとに１団体としている。

　　　　

３

　

宝くじ事業の車馬券等売上額は、消化額を計上している。
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第124表

　

収

　

益

　

事

　

業

　

決

　

算

　

の

　

状

　

況（つづき）

その３

　

収益金繰入金の使途状況 (単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

左

　　　　　　　　

の

　　　　　　　　

内

　　　　　　　　

訳

　　　　　　　　　

ｚ３、

　　　　

収益金

　　

区

　　　　　

刀

　　　　

繰入額

　

民生費

　

衛生費

　

土木費

　

：昌

商工費

　

教育費

　

災害復旧費

　

その他

　

計昌ヤ

競

　　

馬

　　

事

　　

業

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

一

　

都

　　

道

　　

府

　　

県

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

一

　

市

　　　

町

　　　

村

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

自転車競走事業

　　　

4,496

　　　

331

　　　

493

　　

1,805

　　　　

98

　　　　

58

　　

1,215

　　　

100

　　　

326

　　　　

70

　

都

　　

道

　　

府

　　

県

　　　　　

515

　　　　　

34

　　　　　

70

　　　　　

112

　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　

50

　　　　　

100

　　　　　

149

　　　　　

－

　

市

　　　

町

　　　

村

　　　　

3,981

　　　　

297

　　　　

423

　　　

1.693

　　　　　

98

　　　　　

58

　　　

1.165

　　　　　

0

　　　　

177

　　　　　

70

小型自動車競走事業

　　　　

222

　　　　

79

　　　　

－

　　　　

22

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

100

　　　　

－

　　　　

21

　　　　

－

　

都

　

道

　

府

　

県

　　　　　

22

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

22

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

一

　

市

　　　

町

　　　

村

　　　　　

200

　　　　　

79

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

100

　　　　　

－

　　　　　

21

　　　　　

－

モーターボート競走事業

　　　　　

7.677

　　　　　

671

　　　　　

785

　　　　

1,969

　　　　　

284

　　　　　　

12

　　　　

2,416

　　　　　　

2

　　　　

1.072

　　　　　

466

　

都

　

道

　

府

　

県

　　　　　

20

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

20

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

一

　

市

　　　　　　

町

　　　　　　

村

　　　　　　　

7,657

　　　　　　　　

671

　　　　　　　　

785

　　　　　　

1,969

　　　　　　　　

284

　　　　　　　　　

12

　　　　　　

2,396

　　　　　　　　　　

2

　　　　　　

1.072

　　　　　　　　

466

宝

　

く

　

じ

　

事

　

業

　　　

455,837

　　

46,847

　　

18.750

　　

165.658

　　　

9,598

　　

10.818

　　

68,688

　　　　

250

　　

135,146

　　　　

82

　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

364,567

　　　

34.836

　　　

7.909

　　

145,920

　　　

8,606

　　　

9,116

　　　

30,405

　　　　

250

　　

127,525

　　　　　

－

　

市

　　　

町

　　　

村

　　　

91,270

　　　

12.011

　　　

10.840

　　　

19,738

　　　　

992

　　　

1,703

　　　

38,283

　　　　　

－

　　　

7.621

　　　　　

82

　

ふ

　　　　　　　

計

　　　

（100.0）

　

(10.2)

　　

(4.3)

　

(36. 2)　　（2.1）　　（2.3）　(15.5)　　（0.1）　(29.2)　　(0.1)

　

口

　　　　　　　　　　　　　　

μ

　　　　

468,233

　　　

47,928

　　　

20,028

　　

169,453

　　　　

9,979

　　　

10,889

　　　

72,419

　　　　　

352

　　

136,567

　　　　　

618

　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

365,124

　　　

34,871

　　　

7.979

　　

146,053

　　　

8,606

　　　

9,116

　　　

30,475

　　　　

350

　　

127,674

　　　　　

－

　　

市

　　

町

　　

村

　　　

103,108

　　　

13.057

　　　

12,048

　　　

23,400

　　　

1.374

　　　

1,773

　　　

41,944

　　　　　

2

　　　

8,892

　　　　

618

（注）

　

合計の（

　

）書きは、構成比（％）である。

第125表

　

公立大学附属病院事業決算の状況

(単位

　

百万円・％)

　　

メ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｚﾆ!’ヽ

　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

17

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　

平成16年度

　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　

区

　　　　　　　　　　　

刀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふ

　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　

都道府県

　　　

大

　

都

　

市

　　　

合

　

計

　

額

　　　

゜”

　

額

　　　　

増

　

減

　

額

　　　　

増

　

減

　

率

収収総

　　　　

収

　　　　

益（A）

　　　　

106･ 618　　　　43･ 473　　　　150･ 092　　　　183, 100　　　△33･008　　　　△18.0

箭

支

|

総

　　　　

費

　　　　

用(B)

　　　　

103.241

　　　　　

42,292

　　　　

145.533

　　　　

180.636

　　　

△35,103

　　　　

△19.4

資収資

　

本

　

的

　

収

　

入（C）

　　　　

10･ 236　　　　　3･ 242　　　　13･ 478　　　　24･ 863　　　△11,385　　　　△45.8

嵩

支

|

資

　　

本

　　

的

　　

支

　　

出（D）

　　　　　

13,968

　　　　　

3.904

　　　　　

17,873

　　　　　

27.399

　　　

△

　

9,526

　　　　

△34.8

　　

収支差引（Aト（Ｂ）十（Ｃト(D) (E)　　　　△355　　　　　　519　　　　　　164　　　　　△73　　　　　　237　　　　　324.7

　　

積

　　　　

立

　　　　

金（F）

　　　　　

109

　　　　　

520

　　　　　

629

　　　　　

169

　　　　　

460

　　　　

272.2

　　

繰

　　　　

越

　　　　

金（G）

　　　　

2,013

　　　　　　

1

　　　　　

2.014

　　　　

2.479

　　　

△

　

465

　　　　

△18.8

　　

前年度繰上充用金（H）

　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　

194

　　　

△

　

194

　　　　　

皆減

　　

形式収支（IEト（Ｆ）十（G）－（HUI）

　　　　　

1.549

　　　　　　　

－

　　　　　

1,549

　　　　　

2.042

　　　

△

　　

493

　　　　

△24.1

　　

翌年度に繰り越すべき財源り）

　　　　　　

158

　　　　　　　

－

　　　　　　　

158

　　　　　　　

65

　　　　　　　

93

　　　　　

143.1

　　

実

　

質

　

収

　

支（Ｉト（J）

　　　　

1,391

　　　　　　

－

　　　　　

1,391

　　　　　

1,977

　　　

△

　

586

　　　　

△29.6
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第126表農業共済事業決算の状況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　　　

成

　　　　　

17

　　　　　

年

　　　　　

度

　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　

比

　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　

歳入支払責任

　　　　　　　　　　　　　　

再差引

　

区

　　　

分

　

団体数

　

歳

　

入

　

歳

　

出

　

歳

　

出

　

準備金

　

準備金

　

繰入金

　

繰出金

　

未収金

　

未払金（Dト（E卜（F）団体数

　

再差引

　

団体数

　

再差引

　　　　　　　　　　

合

　

計

　

合

　

計

　

差

　

引

　

積立額

　

積立額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－（G）刊H）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

（B）－（c）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

十（I卜剛

　　　　　　　

（Ａ）

　

（Ｂ）

　

（Ｃ）

　

（Ｄ）

　

（Ｅ）

　

（Ｆ）

　

（Ｇ）

　

（Ｈ）

　

（Ｉ）

　

（Ｊ）

　　

（Ｋ）

　　

（Ｌ）

　

（Ｍ）（Ａト（L）（Kト（Ｍ）

市

　

町

　

村

　　　

78 21,412 19.850　1,562　　1 52　　662　　555　　250　　671　1 ,413　　△298　　80△122　△2　△176

　

黒字の団体

　　　

42

　

12.376

　

11,153

　

1,223

　　　

26

　　

376

　　

165

　　

224

　　

295

　　

351

　　　　

824

　　　

38

　

1,087

　　　

4

　

△263

　

赤字の団体

　　　

36

　

9,036

　

8,697

　　

339

　　

126

　　

286

　　

389

　　　

26

　　

377

　

1,062

　　

△1,122

　　　

42△1,210

　　

△6

　　　

88

第127表

　

交通災害共済事業（直営方式）決算の状況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　　　

成

　　　　　

17

　　　　　

年

　　　　　

度

　　　　　　　　　　　　　

平成16年度

　　　

比

　　　

較

区

　　　

分

　

団体数歳入合計歳出合計歳入歳出未経過繰入金繰出金未収金未払金

　

再

　

差

　

引

　

団体数再差引

　

団体数

　

再差引

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

差

　　

引

　

共済掛金

　　　　　　　　　　　　　　　

（Ｄ,ト（Ｅト（Ｆ）十

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ｂ）づＣ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Ｇ）十（Ｈ卜巾

　　　　　　　

（Ａ）

　

（Ｂ）

　

（Ｃ）

　

（Ｄ）

　

（Ｅ）

　

（Ｆ）（Ｇ）（Ｈ）

　

巾

　　　　

巾

　　　

（Ｋ）

　

（Ｌ）（Ａ卜（K）（Jト（L）

都道府県

　　　

2

　　

689

　　

688

　　　

1

　　

431

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　　

△430

　　

2△

　

477

　　

－

　　

47

　

黒字の団体

　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　

赤字の団体

　　　

2

　　　

689

　　　

688

　　　　

1

　　　

431

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

△430

　　　

2△

　

477

　　　

－

　　　

47

市

　

町

　

村

　　

156

　

12,145

　

10.065

　

2,081

　　

527

　

202

　　

208

　　

0

　　

0

　　　　

1.560

　　

174

　　

1.983

　

△18

　

△423

　

黒字の団体

　　

119

　

10,523

　　

8,520

　　

2.004

　　　

164

　　

41

　　

208

　　　

0

　　　

0

　　　　　

2,007

　　

130

　　

2,690

　

△11

　

△683

　

赤字の団体

　　　

37

　　

1.622

　　

1, 545　　　77　　　363　　160　　　－　　　－　　　－　　　　△446　　44△　708　△　7　　262

合

　　　

計

　　

158

　

12,835

　

10,753

　　

2,082

　　

958

　　

202

　　

208

　　

0

　　

0

　　　　

1,130　　176　　1,505　△18　△375

　

黒字の団体

　　

119

　

10. 523　　8.520　　2,004　　　164　　41　　208　　　0　　　0　　　　2,007　　130　　2,690　△11　△683

　

赤字の団体

　　　

39

　　

2,311

　　

2,233

　　　

79

　　　

794

　　

160

　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

△876

　　

46△1.185

　

△

　

7

　　

309
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第128表

　

企 業

　

債 等

　

の 状

　　

況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　

償

　　

還

　　

額

　　　　　　　　　

平

　

成

　

17

　

年

　

度

　　

区

　　　　　　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

元

　　　　　

金

　　　　　

利

　　　　　

子

　　　　　　　　

計

　　　　　　　

末

　

現

　

在

　

高

地

　　　

方

　　　

公

　　　

営

　　　

企

　　　

業

　　　　　　　　

3,862,816

　　　　　　　

1,872,552

　　　　　　　

5.735.368

　　　　　　　

60,162,907

　　

法

　　　

適

　　　

用

　　　

企

　　　

業

　　　　　　　　

2.578,755

　　　　　　　

1,175,746

　　　　　　　

3,754,501

　　　　　　

35,454,522

　　　　

:ベ

　　　　　　　　

遣〔

　　　　　　　　

■

　　　　　　　　

業E

　　　　　　　　　　　　　　　

770.995

　　　　　　　　　　　　　　

420,306

　　　　　　　　　　　　

1,191,301

　　　　　　　　　　　

10,892,630

　　　　

工

　　

業

　　

用

　　

水

　　

道

　　

事

　　

業

　　　　　　　　　　

72,831

　　　　　　　　　

25,793

　　　　　　　　　

98,624

　　　　　　　　

633.430

　　　　

交

　　　　　　　　　

丿但

　　　　　　　　　

■

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　　　　　　　　　

310,212

　　　　　　　　　　　　　　　　

141,191

　　　　　　　　　　　　　　　　

451,403

　　　　　　　　　　　　　　

4,436,032

　　　　

1

　　　　　　　　

気

　　　　　　　　

■

　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　　　　　　　　

14,595

　　　　　　　　　　　　　　　

8,382

　　　　　　　　　　　　　　　

22,977

　　　　　　　　　　　　　　

190,705

　　　　

ガ

　　　　

ス

　　　　　

事

　　　　

業

　　　　　　　　　

12.410

　　　　　　　　　

4,880

　　　　　　　　

17,290

　　　　　　　　

176,422

　　　　

病

　　　　

院

　　　　

事

　　　　

業

　　　　　　　　　

246,783

　　　　　　　　

119,025

　　　　　　　　

365,808

　　　　　　　

4,083,345

　　　　

‾F

　　　　　

:水

　　　　　

■

　　　　　

1

　　　　　

1

　　　　　　　　　　　　　　　

852.636

　　　　　　　　　　　　　　

424.977

　　　　　　　　　　　　

1,277,613

　　　　　　　　　　　

12.430,659

　　　　

そｰ

　　　　　

（7T）

　　　　　

ｲ也

　　　　　

■

　　　　　

■

　　　　　　　　　　　　　　　

298.293

　　　　　　　　　　　　　　　

31,192

　　　　　　　　　　　　　　

329,485

　　　　　　　　　　　　

2,611,299

　　

法

　　

非

　　

適

　　

用

　　

企

　　

業

　　　　　　　　

1,284,061

　　　　　　　　

696,806

　　　　　　　

1,980.867

　　　　　　

24,708,385

　　　　

簡

　　

易

　　

水

　　

道

　　

事

　　

業

　　　　　　　　　　

40,734

　　　　　　　　　

27.574

　　　　　　　　　

68.308

　　　　　　　　

990,025

　　　　

交

　　　　　

通

　　　　　

事

　　　　　

業

　　　　　　　　　　

1,037

　　　　　　　　　　

169

　　　　　　　　　

1.206

　　　　　　　　　

7,799

　　　　

ヱ

　　　　　

ぶ

　　　　　

1

　　　　　

1

　　　　　

1

　　　　　　　　　　　　　　　

942,157

　　　　　　　　　　　　　　

617,520

　　　　　　　　　　　　

1,559,677

　　　　　　　　　　　

20,486,339

　　　　

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

事

　　　

業

　　　　　　　　　

300,133

　　　　　　　　　

51,543

　　　　　　　　

351,676

　　　　　　　

3,224,222

国

　　

民

　　

健

　　

康

　　

保

　　

険

　　

事

　　

業

　　　　　　　　　　

3,352

　　　　　　　　　　

785

　　　　　　　　　

4.137

　　　　　　　　

33.858

老

　　　

人

　　　

医

　　　

療

　　　

事

　　　

業

　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　

一

介

　　　

護

　　　

保

　　　

険

　　　

事

　　　

業

　　　　　　　　　　

19,517

　　　　　　　　　

4,508

　　　　　　　　　

24,024

　　　　　　　　

216,948

公

　　　

益

　　　

質

　　　

屋

　　　

事

　　　

業

　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　

－

農

　　　

業

　　　

共

　　　

済

　　　

事

　　　

業

　　　　　　　　　　　　

２

　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　

３

　　　　　　　　　　　

８

公

　

立

　

大

　

学

　

附

　

属

　

病

　

院

　

事

　

業

　　　　　　　　　　

11,059

　　　　　　　　　

5,368

　　　　　　　　　

16,426

　　　　　　　　

212,796

収

　　　　　　　　　　

益

　　　　　　　　　　

■

　　　　　　　　　　

■

　　　　　　　　　　　　　　　　　

7,237

　　　　　　　　　　　　　　　　

1 , 789　　　　　　　　　　　　　　　9, 025　　　　　　　　　　　　　　　98, 189

　　

■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

計-

　　　　　　　　　　　　　　　　　

3, 903, 983　　　　　　　　　　　　1 , 885, 003　　　　　　　　　　　　5, 788, 983　　　　　　　　　　　60, 724, 706
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第129表公営企業金融公庫の貸付状況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成17年度

　　　　　　　　

内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

訳

　　　　　　　　　　　

貸

　　　

付

　　　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　　

貸付額

　

都道府県

　　

市

　　

町

　

村

　

這∵琴

　

累

　

計

　

額

ヱ

　　　　　

フk

　　　　　

遣［

　　　　　

■

　　　　　

1

　　　　　　　　　

239.094

　　　　　　　　　

62,175

　　　　　　　　

137.683

　　　　　　　　　

21･495

　　　　　　　　　

17･742

　　　　　　

8･773･476

簡

　　　

易

　　　

水

　　　

道

　　

事

　　

業

　　　　　　　

20,762

　　　　　　　　

－

　　　　　　

1 1 , 005　　　　　　9, 587　　　　　　　　170　　　　　　96･ 500

工

　

業

　

用

　

水

　

道

　

事

　

業

　　　　　

14,604

　　　　　

12,162

　　　　　

2,224 45　　　　　　　　173　　　　　993,813

ﾓ交

　

通

　　

一

　　　　　

ｌ:

　　　　　

ﾓﾀご

　　　　　

逼!

　　　　　　　　　　　

5.038

　　　　　　　　　　　　

133

　　　　　　　　　　

4, 905　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　‾　　　　　　　　224･238

事

　

業

|

都

　

市

　

高

　

速

　

鉄

　

道

　　　　　

110.564

　　　　　　

3,000

　　　　　

107. 564　　　　　　　－　　　　　　　　‾　　　　2･904･511

電

　　　　

気

　　　　

事

　　　　

業

　　　　　　

1.102

　　　　　　　

897

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

205

　　　　　

289･ 618

ガ

　　　　　

ス

　　　　　

事

　　　　

業

　　　　　　

1.465

　　　　　　　

－

　　　　　

1,385

　　　　　　　

41

　　　　　　　

40

　　　　

228,895

港

　　

湾

　　

整

　　

備

　　

事

　　

業

　　　　　　

7,814

　　　　　　

4,786

　　　　　　

1 , 003　　　　　　　　－　　　　　　2･ 025　　　　　304･ 275

禎1

　　　　　　　　

院三

　　　　　　　　

事l

　　　　　　　　

■

　　　　　　　　　　

74,230

　　　　　　　　　

22.754

　　　　　　　　　

37.572

　　　　　　　　　　

3, 139　　　　　　　　　10, 765　　　　　　　　516, 493

介

　

護

　

サ

　

ー

　

ビ

　　

ス

　

事

　

業

　　　　　　

6,557

　　　　　　　

－

　　　　　　

3,755

　　　　　　

1 , 586　　　　　　1 , 215　　　　　21, 353

市

　　　　

場

　　　　

事

　　　　

業

　　　　　　

6,724

　　　　　　　

45

　　　　　

6,679

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　

402, 154

と

　　　

畜

　　　

場

　　　

事

　　　

業

　　　　　　　

724

　　　　　　　

－

　　　　　　　

628

　　　　　　　

96

　　　　　　　

－

　　　　　

12, 187

観

　　

光

　　

施

　　

設

　　

事

　　

業

　　　　　　　　

44

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

44

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　

108.236

有

　　

料

　　

道

　　

路

　　

事

　　

業

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　

85,561

駐

　　

車

　　

場

　　

整

　　

備

　　

事

　　

業

　　　　　　　

3.527

　　　　　　　

350

　　　　　　

3,177

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　

273. 578

　　　　　

臨

　　　　　　　　　　　　

海

　　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　

443.290

　　　　　

内

　　　　　　　　　　　　　

陸

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　

161, 149

地域開

　

流

　　　　　　　　　　　　

通

　　　　　　　　

‾

　　　　　　　

‾

　　　　　　　

‾

　　　　　　　

‾

　　　　　　　

‾

　　　　　　

5,705

発事業

　

市

　

街

　

地

　

再

　

開

　

発

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　

39,211

　　　　　

区

　　　

画

　　　

整

　　　

理

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　

65,139

　　　　　

住

　　　

宅

　　　

用

　　　

地

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　

210

下

　　　

水

　　　

道

　　　

事

　　　

業

　　　　　

602.547

　　　　　

41.386

　　　　　

457.989

　　　　　

98.073

　　　　　　

5,099

　　　

13,919,952

産

　

業

　

廃

　

棄

　

物

　

処

　

理

　

事

　

業

　　　　　　　

4,097

　　　　　　

4.033

　　　　　　　　

64

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　　

11.117

公

　　　　

■

　　　　

■

　　　　

咤Ξ

　　　　

■

　　　　

業E

　　　　　　　　　　　

28,362

　　　　　　　　　　

10,194

　　　　　　　　　　

13.998

　　　　　　　　　　

4,170

　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

2.174.931

臨

　

時

　

地

　

方

　

道

　

整

　

備

　

事

　

業

　　　　　

261,174

　　　　　　　

817

　　　

，

　

217,069

　　　　　

43.287

　　　　　　　　

－

　　　　

9.279.532

臨

　

時

　

河

　

川

　

等

　

整

　

備

　

事

　

業

　　　　　　

4.955

　　　　　　　

－

　　　　　　

4,547

　　　　　　　

409

　　　　　　　

－

　　　　　

826,436

臨

　

時

　

高

　

等

　

学

　

校

　

整

　

備

　

事

　

業

　　　　　　　

4.355

　　　　　　

3,191

　　　　　　

1.164

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　

362,076

　　

ノjヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

計（A）

　　　　　　　

1.397.738

　　　　　　　　

165.923

　　　　　　

1.012,454

　　　　　　　　

181,927

　　　　　　　　　

37,433

　　　　　

42,523.634

W

　　

ｲ寸

　　

ｉ

　　

計-

　　

m (B)　　　　　　　－　　　10,079,008　　　25,490,976　　　5.241.194　　　　1,712,455　　　42,523.634

　　　　　

公

　

有

　

林

　

整

　

備

　

事

　

業

　　　　　　

16.301

　　　　　　

8.216

　　　　　　

5,109

　　　　　　

2,977

　　　　　　　　

－

　　　　　

616.296

受

　

託

　

草

　

地

　

開

　

発

　

事

　

業

　　　　　　　　

306

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

58

　　　　　　　

247

　　　　　　　　

61,209

1

　　

ｲ寸

　　

／」ヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

訓りC）

　　　　　　　　　　

16.607

　　　　　　　　　　

8.216

　　　　　　　　　　

5,167

　　　　　　　　　　

3.224

　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

677,505

　　　　　

貸｀

　　　

ｲ寸

　　　

ｉ

　　　

計

　　　

額（D）

　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

322,298

　　　　　　　　　

107.471

　　　　　　　　　

242,775

　　　　　　　　　　

4,960

　　　　　　　　　

677.505

　　

合･

　　　　　　　　　　　

計（Ａ）-ﾄ(C) (E)　　　　　　1,414,345　　　　　　　174,139　　　　　1,017,621　　　　　　　185.151　　　　　　　　37,433　　　　43,201,138

1

　　

ｲ寸

　　

ｉ

　　

剖-

　　

m (B)-ﾄ（D）　　　　　　　　　－　　　　10,401,306　　　　25,598,448　　　　5,483,969　　　　　1,717.415　　　　43,201,138

地

　　

方

　　

道

　　

路

　　

公

　　

社（F）

　　　　　

4.515

　　　　　　

1.600

　　　　　　

2.915

　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　　　　

464,595

土

　

地

　

開

　

発

　

公

　

社（G）

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　

48.190

　　

j総こ

　　　　

合

　　　　

It (E)-ﾄ（Ｆ卜（G）　　　　1,418,860　　　　　175,739　　　　1,020,536　　　　　　185,151　　　　　　･37,433　　　　43,713,923

(注) 貸付累計額は、平成18年３月31日現在のものである。
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その１ 歳

　　

入

第130表

　

予 算 の 状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　　

成

　　　

18

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　

区

　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成17年度

　　　　　　　　　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

合

　　　　

計

　　　　

合

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　　

増減率

　　

t昌

地

　　　

方

　　　

税

　　

17,406, 892　35. 4　　17, 553.126　34.2　　34,960.018　34.8　33,471,880　32.3　　　1,488,138　　　4.4　　　3.3

地

　

方

　

譲

　

与

　

税

　　

2,361, 034　4. 8　　1, 357.500　2.6　　3,718,534　3.7　　1,813,839　　1.8　　　1,904,695　　105. 0　　64. 9

地方特例交付金

　　　

233,984

　

0.5

　　　　

527.258

　　

1.0

　　　

761.242

　　

0.8

　　

L481,173

　　

1.4

　　

△

　

719.931

　

△48.6

　　　

36.4

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　　　

8,508, 499　17. 3　　7, 117.037　13.9　　15,625,536　15.6　　16,438.960　15.9　　△　813,424　△　4.9　　　0.1

市町村たばこ税都道府県交付金

　　　　　

2.227

　　

0.0

　　　　　　

－

　　

－

　　　　

2,227

　　

0.0

　　　　　　

－

　　

－

　　　　　　

2.227

　　　

皆増

　　　　

一

利子割交付金

　　　　　

－

　　

－

　　　

72,943

　

0.1

　　　

72.943

　

0.1

　　　

85,050

　

0.1

　

△

　

12.107

　

△14.2

　

△38.7

配当割交付金

　　　　　

－

　　

－

　　　

37,467

　

0.1

　　　

37,467

　

0.0

　　　

34,906

　

0.0

　　　　

2,561

　　

7.3

　　

36.8

株式等譲渡所得割交付金

　　　　　　　

－

　　　

－

　　　　

38,067

　　

0.1

　　　　

38.067

　　

0.0

　　　　

14.057

　　

0.0

　　　　　

24.010

　　

170.8

　　　

4.1

地方消費税交付金

　　　　　　

－

　　

－

　　

1,285.988

　

2.5

　　

1.285.988

　

1.3

　　

1,252,351

　

1.2

　　　　

33,637

　　　

2.7

　　　

1.0

ゴルフ場利用税交付金

　　　　　　

－

　　

－

　　　　

41.721

　　

0.1

　　　　

41,721

　　

0.0

　　　　

42,852

　　

0.0

　

△

　　

1.131

　

△

　

2.6

　

△

　

6.8

自動車取得税交付金

　　　　　　

－

　　

－

　　　

315.249

　

0.6

　　　

315,249

　

0.3

　　　

303.377

　

0.3

　　　　

11,872

　　　

3.9

　　　

4.4

軽油引取税交付金

　　　　　

－

　　

－

　　　

117.335

　

0.2

　　　

117.335

　

0.1

　　　

112,366

　

0.1

　　　　

4,969

　　　

4.4

　　　

6.5

　

小計（一般財源）

　　　

28,512,636

　

58.0

　　

28.463.691

　

55.5

　　

56,976.327

　

56.7

　　

55.050,811

　

53.2

　　　　

1.925.516

　　　

3.5

　　　

4.1

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　

6.174.200

　

12.5

　　

5.220.167

　

10.2

　

11,394,367

　

11.3

　

12,940,161

　

12.5

　

△1.545,794

　

△11.9

　

△4.0

地

　　　

方

　　　

債

　　

6,031,278

　

12.3

　　

4,848,488

　

9.5

　

10,879.766

　

10.8

　

11.509,338

　

11.1

　

△

　

629,572

　

△5.5

　

△10.6

そ

　　　

の

　　　

他

　　

8,481,839

　

17.2

　

12,739,732

　

24.8

　

21.221,571

　

21.2

　

23,974,187

　

23.2

　

△2.752.616

　

△11.5

　

△2.6

　

合

　　　　　

計

　　

49,199,953 100.0　51,272,078 100.0　100,472,031 100.0　103,474,497 100.0　△3,002,466　△2.9　△0.4

(注) １

　

この数値は、各年度の９月補正後予算額の単純合計であり、前年度からの繰越事業に係るものを含む。その２において同じ。

２

　

「地方税」のうちの地方消費税は、都道府県間の清算を行った後の額である。したがって、地方消費税清算金は、歳入、歳出いずれにも計上

　

されない。

３

　

「国庫支出金」には、交通安全対策特別交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金を含む。

その２ 歳

　　

出（性質別） (単位

　

百万円

　

％)

　　　　　　　　　　　　　

平

　　　　

成

　　　　

18

　　　

年

　　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　

区

　　　　　　

３ヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成17年度

　　　　　　

うう

　　　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　　　

合

　　　

計

　　　

合

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　　

増減率

　　

数１

人

　　　

件

　　　

費

　　

15.090,925

　

30.7

　

10,549,925

　

20.6

　

25,640.850

　

25.5

　

26,732,352　25.8　△1,091,502　△　4.1　△2.2

物

　　　

件

　　　

費

　　

1,633,397

　

3.3

　

6.494,677

　

12.7

　

8,128.074

　

8.1

　

8,483,661

　

8.2

　

△

　

355,587

　

△4.2

　

△3.5

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　　

405,457

　

0.8

　　

642.403

　

1.3

　　

1,047,860

　

1.0

　　

1,043,869

　

1.0

　　　　

3,991

　　

0.4

　

△3.3

扶

　　　

助

　　　

費

　　　　

950,679

　　

1.9

　　

7.203.727

　

14.1　　8,154.406　　8.1　　7,820,292　　7.6　　　　334,114　　　4.3　　　3.3

補

　　

助

　　

費

　　

等

　　　

9,727,793

　

19.8

　　

4,529.803

　　

8.8

　　

14.257,596

　

14.2

　　

13,899,877

　

13.4

　　　　

357.719

　　　

2.6

　　　

3.4

普通建設事業費

　　

9,518.785

　

19.3

　　

8.011.367

　

15.6

　

17,530,152　17.4　18,209,629　17.6　△　679.477　△3.7　△6.4

う補助事業費

　　

4,606.432

　　

9.4

　　

2,985,156

　　

5.8

　　

7,591,588

　　

7.6

　　

7,956.743

　

7.7

　

△

　

365.155

　

△4.6

　

△6.0べ

独事業費

　　

3,815,818

　

7.8

　

4,897,665

　

9.6

　

8,713,483

　

8.7　9, 006,151　8.7　△　292,668　△3.2　△8.0

災害復旧事業費

　　　

541,498

　

1.1

　　　

277,524

　

0.5　　　819, 022　0.8　　1, 173,621　1. 1　△　354.599　△30.2　　95.5

失業対策事業費

　　　　

3,260

　

0.0

　　　

15,191

　

0.0　　　18, 451　0. 0　　　19, 479　0. 0　△　　1,028　△5.3　　0.9

公

　　

債

　　

費

　　

6.437,893

　

13.1

　

6,436,783

　

12.6

　

12,874,676

　

12.8　14, 056,021　13.6　△1,181,345　△8.4　　3.6

そ

　　　

の

　　　

他

　　　

4.890,266

　

10.0

　　

7.110,678

　

13.8

　　

12,000,944

　

12.1　　12,059.350　11.7　　△　　58,406　△　0.5　　　0.4

　

合

　　　　　

計

　　

49,199,953 100.0　51,272,078 100.0　100,472,031　100.0　103,498,150 100.0　△3,026,119　△2.9　△0.3

(注) 平成17年度においては、合併により暫定予算を組んでいる市町村があるため、歳入合計及び歳出合計は一致しない。
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その１ 歳

　　

入

１第 31表

　

地 方

　　

財 政 計 画

(単位

　

億円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　

画

　　　

額

　　　　　　　　

構

　　　

成

　　　

比

　　　　　　　　

増

　　　

減

　　　

率

　　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　

平成19年度

　

平成18年度

　

平成17年度

　

平成19年度

　

平成18年度

　

平成17年度

　

平成19年度

　

平成18年度

　

平成17年度

地

　　　　　　

方

　　　　　　

税

　　　

403,728

　　

348,983

　　

333.189

　　　　

48.6

　　　　

42.0

　　　　

39.8

　　　　

15.7

　　　　

4.7

　　　　

3.1

　

普

　　　　　

通

　　　　　

税

　　　

373,398

　　

318,608

　　

302.490

　　　　

44.9

　　　　

38.3

　　　　

36.1

　　　　

17.2

　　　　

5.3

　　　　

3.4

　

日

　　　　　

的

　　　　　

税

　　　

30.330

　　　

30,375

　　　

30,699

　　　　

3.6

　　　　

3.7

　　　　

3.7

　　

△

　

0.1

　　

△

　

1.1

　　

△

　

0.4

地

　　

方

　　

譲

　　

与

　　

税

　　　

7.091

　　

37.324

　　

18,419

　　　

0.9

　　　

4.5

　　　

2.2

　　

△81.0

　　　

102.6

　　　

60.8

　

所

　　

得

　　

譲

　　

与

　　

税

　　　　　　

－

　　　

30.094

　　　

11.159

　　　　　

－

　　　　

3.6

　　　　

1.3

　　　　

皆減

　　　

169.7

　　　

162.6

　

地

　

方

　

道

　

路

　

譲

　

与

　

税

　　　　

3.072

　　　

3.110

　　　

3.072

　　　　

0.4

　　　　

0.4

　　　　

0.4

　　

△

　

1.2

　　　　　

1.2

　　　　

1.0

　

石

　

油

　

ガ

　

ス

　

譲

　

与

　

税

　　　　　

140

　　　　

142

　　　　

147

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　

△

　

1.4

　　

△

　

3.4

　　　　

5.0

　

航空機燃料譲与税

　　　　

167

　　　

158

　　　

161

　　　

0.0

　　　

0.0

　　　

0.0

　　　

5.7

　　

△1.9

　　

△1.8

　

自動車重量譲与税

　　　

3.599

　　

3,707

　　

3,767

　　　

0.4

　　　

0.4

　　　

0.4

　　

△2.9

　　

△1.6

　　　

0.6

　

特

　

別

　

と

　

ん

　

譲

　

与

　

税

　　　　　

113

　　　　

113

　　　　

113

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　　　

0.9

地

　

方

　

特

　

例

　

交

　

付

　

金

　　　

3,120

　　

8,160

　　

15.180

　　　

0.4

　　　

1.0

　　　

1.8

　　

△61.8

　　

△46.2

　　　

37.4

地

　　

方

　　

交

　　

付

　　

税

　　　

152.027

　　

159.073

　　

168.979

　　　　

18.3

　　　　

19.1

　　　　

20.2

　　

△

　

4.4

　　

△

　

5.9

　　　　

0.1

国

　　

庫

　　

支

　　

出

　　

金

　　　

101,739

　　

102,015

　　

111.967

　　　　

12.2

　　　　

12.3

　　　　

13.4

　　

△

　

0.3

　　

△

　

8.9

　　

△

　

7.6

　

義務教育職員給与費負担金

　　　

16,659

　　　

16,764

　　　

21,150

　　　　

2.0

　　　　

2.0

　　　　

2.5

　　

△

　

0.6

　　

△20.7

　　

△15.8

　

その他普通補助負担金等

　　　

46.654

　　

45,174

　　

47.371

　　　　

5.6

　　　　

5.4

　　　　

5.7

　　　　

3.3

　　

△

　

4.6

　　

△

　

1.9

　　　

生活保護費負担金

　　　

19.798

　　

20.439

　　

19,207

　　　

2.4

　　　

2.5

　　　

2.3

　　

△3.1

　　　

6.4

　　　

10.0

　　　

児童保護費等負担金

　　　

5,010

　　　

6,149

　　　

7,155

　　　　

0.6

　　　　

0.7

　　　　

0.9

　　

△18.5

　　

△14.1

　　　　

2.0

　　　

WJa:自立支援給付費等

　　　　

5.960

　　　

3,143

　　　　　

419

　　　　　

0.7

　　　　　

0.4

　　　　　

0.1

　　　　

89.6

　　　　

650.1

　　　　

皆増

　　　

児童扶養手当給付費負担金

　　　　　　

…

　　　　　　

…

　　　　

3,249

　　　　　

…

　　　　　

…

　　　　　

0.4

　　　　　

･･･

　　　　　　

…

　　　　　

7.8

　　　

児童手当交付金

　　　

4.320

　　

3,371

　　　　

…

　　　

0.5

　　　

0.4

　　　　

･‥

　　　

28.2

　　　　

･‥

　　　　

…

　　　

その他の補助負担金等

　　　

11.566

　　　

12.072

　　　

17,341

　　　　

1.4

　　　　

1.5

　　　　

2.1

　　

△

　

4.2

　　

△30.4

　　　　

‥･

　

公共事業費補助負担金

　　　

28.543

　　

30,007

　　

33,294

　　　　

3.4

　　　　

3.6

　　　　

4.0

　　

△4.9

　　

△9.9

　　

△12.4

　　　

普通建設事業費補助負担金

　　　

28,251

　　　

29,706

　　　

32,957

　　　　

3.4

　　　　

3.6

　　　　

3.9

　　

△

　

4.9

　　

△

　

9.9

　　

△12.3

　　　

災害復旧事業費補助負担金

　　　　　

292

　　　　

301

　　　　

337

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　

△

　

3.0

　　

△10.7

　　

△18.6

　

失業対策事業費負担金

　　　　　

－

　　　　

50

　　　　

54

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　　

皆減

　　

△

　

7.4

　　

△8.5

　

艶艶Ｐｏ白９”

　　

259

　　　　　

251

　　　　　

251

　　　　　

0.0

　　　　　

0.0

　　　　　

0.0

　　　　　

3.2

　　　　　

0.0

　　　　　

1.2

　

施設等所在市町村調整交付金

　　　　　　

66

　　　　　

64

　　　　　

64

　　　　　

0.0

　　　　　

0.0

　　　　　

0,0

　　　　　

3.1

　　　　　

0.0

　　　　

0.0

　

交通安全対策特別交付金

　　　　　

845

　　　　

835

　　　　

792

　　　　

0. 1　　　　0. 1　　　　0.1　　　　1.2　　　　5.4　　　　0.3

　

電源立地地域対策等交付金

　　　　

1,346

　　　

1,245

　　　

1,348

　　　　

0.2

　　　　

0.1

　　　　

0.2

　　　　

8.1

　　

△

　

7.6

　　

△

　

1.6

　

1存禁衛施設周辺整備静整

　　　　　

186

　　　　　　　　

135

　　　　　　　　

135

　　　　　　　　

0. 0　　　　　　　　0.0　　　　　　　　0.0　　　　　　　37.8　　　　　　　　0.0　　　　　　　　0.0

　

;llU留IS

E

斐;:?存2

　　　　　

21

　　　　　

33

　　　　　

35

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　

△36.4

　　

△

　

5.7

　　

△

　

2.8

　

j74J堂貯蔵施設立地対策等交

　　　　　

61

　　　　　　

64

　　　　　　

65

　　　　　

0.0

　　　　　

0.0

　　　　　

0.0

　　　

△

　

4.7

　　　

△

　

1.5

　　　　　

0.0

　

地方道路整備臨時交付金

　　　　

7,099

　　　

7,393

　　　

7,408

　　　　

0.9

　　　　　

0. 9　　　　　0. 9　　　△　4.0　　　△　0.2　　　　　4.8

地

　　　　　　

方

　　　　　　

債

　　　

96,529

　　

108,174

　　

122,619

　　　　

11.6

　　　　

13. 0　　　14. 6　　△10.8　　△11.8　　△13.3

使

　

用

　

料

　

及

　

び

　

手

　

数

　

料

　　　

16, 455　　　16, 450　　　16, 438　　　　2. 0　　　　2. 0　　　　2. 0　　　　0.0　　　　0.1　　　　0.1

雑

　　　　　　

収

　　　　　　

入

　　　

50,572

　　　

51.329

　　　

50.896

　　　　

6.1

　　　　

6.2

　　　　　

6.1

　　　

△

　

1.5

　　　　　

0.9

　　　

△

　

3.9

　

歳

　　

入

　　

合

　　

計

　　　　　

831 ･261　　831
9
508　　837, 687　　　100. 0　　　100． 0　　　100． 0　　△　0．0　　△　0．7　　△　1．1

(注)

　

平成18年度及び平成19年度における一般行政経費（児童手当及びその他の一般行政経費）は、区分の組替えを行った後の額であり、

各費目とは一致しない。
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その２ 歳

　　

出

１第 31表

　

地 方

　　

財 政 計 画（つづき）

(単位

　

億円

　

％)

　　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　

画

　　　

額

　　　　　　　　

構

　　　

成

　　　

比

　　　　　　　　

増

　　　

減

　　　

率

　　

区

　　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　

平成19年度

　

平成18年度

　

平成17年度

　

平成19年度

　

平成18年度

　

平成17年度

　

平成19年度

　

平成18年度

　

平成17年度

給

　

与

　

関

　

係

　

経

　

費

　　　

225,111

　　

225,769

　　

227.240

　　　　

27.1

　　　　

27.2

　　　　

27.1

　　

△

　

0.3

　　

△0.6

　　

△1.2

　

給与費（退職手当を除く）

　　

200,847

　　

204,825

　　

209.193

　　　　

24.2

　　　　　

24.6

　　　　　

25.0

　　　

△

　

1.9

　　　

△

　

2.1

　　　　　　

…

　　

義務教育教職員

　　

61,224

　　

61,572

　　

62.278

　　　

7.4

　　　

7.4

　　　

7.4

　

△0.6

　

△1∠1

　　　

…

　　

警

　

察

　

関

　

係

　

職

　

貝

　　　　

23,879

　　　

24.139

　　　

24,230

　　　　

2.9

　　　　

2.9

　　　　

2.9

　　

△

　

1.1

　　

△

　

0.4

　　　　　

･‥

　　

消

　　

防

　　

職

　　

員

　　　

12,030

　　　

11,843

　　　

11.993

　　　　

1.4

　　　　　　

1.4

　　　　　　

1.4

　　　　　

1.6

　　　

△

　

1.3

　　　　　　

…

　　

詔器鵠詣駅ﾀ９）

　

103, 714　　　107. 271　　　110,692　　　　12.5　　　　12.9　　　　13.2　　　△　3.3　　　△　3.1　　　　　　…

　

退

　　　

職

　　　

手

　　　

当

　　　

23,828

　　　

20.448

　　　

17,491

　　　　

2.9

　　　　

2.5

　　　　

2.1

　　　　

16.5

　　　　

16.9

　　　　　

･‥

　

恩

　　　　

給

　　　　

費

　　　　

436

　　　

496

　　　

556

　　　

0.1

　　　

0.1

　　　

0.1

　　

△12.1

　　

△10.8

　　

△8.6

一

　

般

　

行

　

政

　

経

　

費

　　　

261,811

　　

251,857

　　

232.857

　　　　

31.5

　　　　

30.3

　　　　

27.8

　　　　

4.0

　　　　

8.2

　　　　　

…

　

国庫補助負担金等を伴うもの

　　　

112,300

　　

107,286

　　　

99,428

　　　　

13.5

　　　　

12.9

　　　　

1L9

　　　　

4.7

　　　　

7.9

　　　　　

…

　　

生

　　

活

　　

保

　　

護

　　

費

　　　　

26,397

　　　

27,252

　　　

25,610

　　　　

3.2

　　　　

3.3

　　　　

3.1

　　

△

　

3.1

　　　　

6.4

　　　　

10.0

　　

児

　

童

　

保

　

護

　

費

　　　

10.020

　　

12,299

　　

14,274

　　　

1.2

　　　

1.5

　　　

1.7

　　

△18.5

　　

△13.8

　　　　

…

　　

障害者自立支援給付費

　　　

11,921

　　　

6,287

　　　　

838

　　　　

1.4

　　　　

0.8

　　　　

0.1

　　　

89.6

　　　

650.2

　　　　

－

　　

老

　

人

　

医

　

療

　

給

　

付

　

費

　　　　

15,426

　　　

14,467

　　　

13,985

　　　　

1.9

　　　　

1.7

　　　　

1.7

　　　　

6.6

　　　　

3.4

　　　　

9.1

　　

介

　

護

　

給

　

付

　　

費

　　　　

18.140

　　　

17,584

　　　

14.992

　　　　

2.2

　　　　

2.1

　　　　

1.8

　　　　

3.2

　　　　

17.3

　　　　

10.0

　　

児

　　　

童

　　　

手

　　　

当

　　　　

9,437

　　　

7,891

　　　　　

…

　　　　　

1.1

　　　　

0.9

　　　　　

…

　　　　

19.6

　　　　　

･‥

　　　　　

…

　　

児童扶養手当給付費

　　　　

…

　　　　

…

　　　

4,332

　　　　

…

　　　　

…

　　　

0.5

　　　　

…

　　　　

…

　　　

7.8

　　

その他の一般行政経費

　　　

20,959

　　

21.506

　　

25.397

　　　　

2.5

　　　　

2.6

　　　　

3.0

　　

△

　

2.5

　　　　

…

　　　　

…

　

国庫補助負担金を伴わないもの

　　　

139,510

　　

134.785

　　

125,063

　　　　

16.8

　　　　

16.2

　　　　

14.9

　　　　　

3.5

　　　　　

7.8

　　　　　

…

　

国民健康保険関係事業費

　　　

10,001

　　　

9,786

　　　

8,366

　　　　

1.2

　　　　

1.2

　　　　

1.0

　　　　

2.2

　　　

17.0

　　　

84.0

公

　　　　　

債

　　　　　　

費

　　　

131,496

　　

132,979

　　

133,803

　　　　

15.8

　　　　

16.0

　　　　

16.0

　　

△

　

1.1

　　

△

　

0.6

　　

△

　

2.2

維

　　

持

　　

補

　　

修

　　

費

　　　　

9.766

　　　

9,768

　　　

9,817

　　　　

1.2

　　　　

1.2

　　　　

1.2

　　

△

　

0.0

　　

△

　

0.5

　　

△

　

1.7

投

　

資

　

的

　

経

　

費

　　

152.328

　　

168,889

　　

195.211

　　　

18.3

　　　

20.3

　　　

23.3

　　

△9.8

　　

△13.5

　　　　

…

　

直

　

轄

　

事

　

業

　

負

　

担

　

金

　　　

11,371

　　　

11,269

　　　

11,351

　　　　

1.4

　　　　

1.4

　　　　

1.4

　　　　

0.9

　　

△

　

0.7

　　

△

　

1.1

　

公

　　

共

　　

事

　　

業

　　

費

　　　

55.073

　　　

56.610

　　　

58.844

　　　　

6.6

　　　　

6.8

　　　　

7.0

　　

△

　

2.7

　　

△

　

3.8

　　　　　

…

　　

普通建設事業費

　　　

54,675

　　

56.194

　　

58.392

　　　

6.6

　　　

6.8

　　　

7.0

　　

△2.7

　　

△3.8

　　　　

…

　　

災害復旧事業費

　　　　

398

　　　

416

　　　

452

　　　

0.0

　　　

0.1

　　　

0.1

　　

△4.3

　　

△8.0

　

△21.5

　

失

　

業

　

対

　

策

　

事

　

業

　

費

　　　　　　

－

　　　　　

99

　　　　

105

　　　　　

－

　　　　

0.0

　　　　

0.0

　　　　

皆減

　　

△

　

5.7

　　

△

　

8.7

　

一

　

般

　

事

　

業

　

費

　　　

50,643

　　

61,737

　　

70.292

　　　

6.1

　　　

7.4

　　　

8.4

　　

△18.0

　　

△12 2　　△12.2

　　

普通建設事業費

　　

49,912

　　

60,593

　　

69.233

　　　

6.0

　　　

7.3

　　　

8.3

　　

△17.6

　　

△12.5

　　

△12.5

　　

災害復旧事業費

　　　　

731

　　

1,144

　　

1,059

　　　

0.1

　　　

0.1

　　　

0.1

　　

△36.1

　　　

8.0

　　　

8.2

　

特

　

別

　

事

　

業

　

費

　　　

35,241

　　

39,174

　　

54,619

　　　

4.2

　　　　

4.7

　　　　

6.5

　　

△10.0

　　

△28.3

　　　　

…

　　

過疎対策事業費

　　　

8,098

　　

8.289

　　

8.450

　　　

1.0

　　　

1.0

　　　

1.0

　

△2.3

　

△1.9

　

△1.8

　　

地域活性化事業費

　　　

1,151

　　　

1.930

　　

6,300

　　　

0.1

　　　

0.2

　　　

0.8

　　

△40.4

　　

△69.4

　　

△8.7

　　

合併特例事業費

　　　

10,000

　　

10,000

　　

11.700

　　　

1.2

　　　

1.2

　　　

1.4

　　　

0.0

　　

△14.5

　　　

95.0

　　

防災対策事業費

　　　

1.387

　　

1,700

　　

2,536

　　　

0.2

　　　

0.2

　　　

0.3

　

△18.4

　

ム33.0

　　　

･‥

　　

|詣鶏ぷ備事”

　　

366

　　　　

700

　　　

2,400

　　　　

0.0

　　　　

0.1

　　　　

0.3

　　

△47.7

　　

△70.8

　　

△65.7

　　

特別単独事業費

　　

11,528

　　

12.344

　　

14,022

　　　

1,4

　　　

1.5

　　　

1.7

　

△6.6

　

△12.0

　

△10.1

　　

地域再生事業費

　　　

1,500

　　

3,000

　　

8,000

　　　

0.2

　　　

0.4

　　　

1.0

　

△50.0

　

△62.5

　　　

0.0

　　

ｷ渥轟晶

）

事業9

　　

1,211

　　　

1,211

　　　

1.211

　　　　

0. 1　　　　0. 1　　　　0. 1　　　　0.0　　　　0.0　　　　皆増

公

　

営

　

企

　

業

　

繰

　

出

　

金

　　　

27.249

　　　

27,346

　　　

28,659

　　　　

3.3

　　　　

3.3

　　　　

3.4

　　

△

　

0.4

　　

△

　

4.6

　　

△

　

6.9

　

収

　

益

　

勘

　

定

　

繰

　

出

　

金

　　　　

13,948

　　　

14,243

　　　

14,585

　　　　

1.7

　　　　

1.7

　　　　

1.7

　　

△

　

2.1

　　

△

　

2.3

　　

△

　

8.7

　

資

　

本

　

勘

　

定

　

繰

　

出

　

金

　　　　

13.301

　　　

13.103

　　　

14.074

　　　　　

1.6

　　　　

1.6

　　　　

1.7

　　　　

1.5

　　

△

　

6.9

　　

△

　

5.1

鸚］詰ぼ籍混乱ご

　　　

23,500

　　　　　

14,900

　　　　　

10,100

　　　　　　　　

2.8

　　　　　　　　

1.8

　　　　　　　　

1.2

　　　　　　　

57.7

　　　　　　　

47.5

　　　　　　　

44.3

　

歳

　　

出

　　

合

　　

計

　　　　　

831,261

　　

831,508

　　

837, 687　　　1 00. 0　　　1 00. 0　　　1 00. 0　　△　0.0　　△　0．7　　△　1.1

(注)

　

平成18年度及び平成19年度における一般行政経費（児童手当及びその他の一般行政経費）は、区分の組替えを行った後の額であり、平成17年度の

各費目とは一致しない。
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その１

　

算定基礎

第132表

　

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

18

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　

区

　　　　　　　　

分

　　　　　　

平成19年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当

　　　

初

　　

補

　　　

正

　　

補

　

正

　

後

　　

当

　　　

初

　　

補

　　　

正

　　

補

　

正

　

後

　　　

所

　

得

　

税

　　　　　　　　

（a）

　　

16,545,000

　　

12,788,000

　　　

1,782,000

　　

14,570,000

　　

13,164,000

　　　

1,519,000

　　

14,683,000

国

　

法

　

人

　

税

　　　　　　　

（b）

　

16,359,000

　　

13,058,000

　　

2.751,000

　　

15,809,000

　　

11,513,000

　　　

960,000

　　

12,473,000

　　　

酒

　　　　

税

　　　　　　　

（c）

　　

1,495,000

　　

1.572.000

　　　　　　

－

　　

1,572,000

　　

1,625,000

　　　　　　

－

　　

1,625,000

税

　

消

　

費

　

税

　　　　　　　　

（d）

　

10,645,000

　　

10,538,000

　

△

　　

53,000

　　

10.485,000

　　

10,164,000

　　　

304,000

　　

10,468,000

　　　

たばこ税

　　　　　　

（e）

　　

926.000

　　　

940,000

　　　　　

－

　　　

940,000

　　　

862,000

　　　　　

－

　　　

862,000

　　　　

（（a）十（c））×

　　　

32％

　

（A）

　　

5,772,800

　　

4,595.200

　　　

570,240

　　

5,165,440

　　

4,732,480

　　　

486,080

　　

5,218,560

　　　　

（b）

　　　　　

ﾆ

H18に

召ｽｱ1;

（垢（B）

　　　

5,562,060

　　

4,674.764

　　　

984,858

　　

5,659,622

　　

4.121,654

　　　

343,680

　　

4,465,334

　　　　

（d）

　　　

べ

　　　

29.5% (C)　　3.140.275　　3.108.710　乙　　15,635　　3,093,075　　2,998,380　　　　89,680　　3,088,060

　　　　

（e）

　　　　　　　

×

　　　　　

25%

　　

（D）

　　　　　　

231,500

　　　　　　

235,000

　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　

235,000

　　　　　　

215,500

　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　

215,5(X:）

　　　　

／jヽ

　

訓一（Ａﾄﾄ（Ｂ）-ﾄ（C）H-（D）（E）

　　

14,706,635

　　

12,613,674

　　　

1,539,463

　　

14,153,137

　　

12,068,014

　　　　

919,440

　　

12,987,454

地

　

当該年度国税決算に伴う精算分（Ｆ）

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　

１年一度:祁i算:分ヽ

　　　　

（Ｇ）

　

乙87.000

　　

八87.000

　　　

603.073

　　　

516,073

　　

八87,000

　　　

432,202

　　　

345,202

　　　

地方交付税法附則第４条の２第

　　　

２項，第３項及び第４項に基づ（H）

　　　　　　

－

　　　　

238.200

　　　　　　

－

　　　　

238.200

　　　

229,500

　　　　　　

－

　　　　

229,500

方

　　

く加算額

　　　

地方交付税法附則第４条の２第

　　　

５項，第６項及び第７項に基づ（Ｉ）

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　

く加算額

タ

　

昌雛言鸚論に）２

　

巾

　　　　　　

－

　　　　　　　

274.700

　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

274,700

　　　　　　　

196,300

　　　　　　　　　　　　

－196,300

　　　

臨時財政対策特例加算額

　　

（K）

　　　　　　

－

　　　　

702.900

　　　　　　

－

　　　　

702.900

　　

2,164,100

　　　　　　

－

　　　

2,164.100

ｲ寸

　　　

劃一

　

ずJ六了?ふ（Ｇ）‾４‾（Ｈ）‾いI）（L）

　　　

14,619,635

　　　　

13.742.474

　　　　　

2.142,536

　　　　

15,885,010

　　　　

14,570,914

　　　　　

1,351,642

　　　　

15,922,556

　　　

返

　　　　

還

　　　　

金（Ｍ）

　　　　

268

　　　　

168

　　　　　

－

　　　　　

168

　　　　

188

　　　　　

－

　　　　　

188

　　　

特

　　

男り

　　

会

　　

計-

　　

■

　　

入

　　

金（N）

　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　

1,161,000

　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　

1,161,000

　　　　　

1,591,071

　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　

1,591,071

、

　　

ｍ

　　　

入

　　　

■

　　　

■

　　　

返l

　　　

額（O）

　　　　

△

　

586,900

　　　　

八

　　

79.875

　　

八

　　

533,600

　　

乙

　　

613.475

　　　　

△

　　

79,875

　　　　　　　　　　　

－

　　

八

　　　

79,875

jiﾓQ

‘

　　　

借

　

入

　

金

　

等

　

利

　

子

　

充

　

当

　

分（P）

　　　　

△

　

566,100

　　　　

△

　

677,300

　　　　　　　　　　　

－

　　

乙

　　

677.300

　　　　

△

　

659,100

　　　　　　　　　　　

－

　　

八

　　

659,100

　　　

剰

　

余

　

金

　

の

　

活

　

用（Q）

　　　

215.000

　　　

470,000

　　　　　

－

　　　

470,000

　　　

440,000

　　　　　

－

　　　

440,000

　　　

前年度からの繰越分（R）

　

1.520.841

　　

1.290,788

　　　　　

－

　　

1.290,788

　　

1,034,667

　　　　　

－

　　

1,034,667

　　　

翌年度’｀の繰越分

　　　　　　

－

　　　　　

－

　

△1,520,841

　

△1,520,841

　　　　　

－

　

△1.290.788

　

△1,290,788

　　　

合計辻jよﾂjよ(N)

+ (0)-いP）（S）　　15,
202. 745　　　　15, 907. 255　　　　　　　　88, 095　　　　15,995,350　　16,897,865　　　　　　　　60,855　　　　16,958,720

その２

　

普通交付税算定状況（平成18年度） (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　

基準財政需要額

　　　　　

基準財政収入額

　　　　　　　　　　　　　

普通交付税

　

区

　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

財源超過額財源不足額

　　　　　　　　

財源不足団体

　

財源超過団体

　　　

計

　　　

財源不足団体

　

財源超過団体

　　　

計

　　　　　　　　　　　　　　　

交付額

　

構成比

都

　

道

　

府

　

県

　

18,327,198

　

2.621.160

　

20,948.359

　

9,829,807

　

3,249,141

　

13,078,949

　　

627,981

　

8.497,391

　

8,452,556

　　　

56.5

市

　　

町

　　

村

　　

17,705,275

　　

4.039.471

　

21,744,746

　

11,161,855

　　

5,210,416

　

16,372,271

　

1.170.944

　

6,543.420

　

6,500,160

　　　　

43.5

　

大

　

都

　

市

　　

3,169,965

　　

2.144.685

　　

5,314,650

　　

2,607,525

　　

2,987,895

　　

5,595,420

　　

843,210

　　

562,441

　　

554,686

　　　　

3.7

　

中

　

核

　

市

　　

2.107.918

　　

224.590

　

2,332,508

　　

1.544.234

　　

236.692

　　

1,780,925

　　

12,102

　　

563.685

　　

558.579

　　　　

3.7

　

特

　

例

　

市

　　

1.110.111

　　　

378.153

　　

1,488,264

　　　

871,300

　　　

420.646

　　

1,291,946

　　

42.494

　　

238,811

　　

236,095

　　　　

1.6

　

都

　　　　

市

　　

8,247,800

　

1.103.574

　

9,351,373

　

4,883,633

　　

1.312.836

　

6,196,469

　　

209,262

　

3,364,167

　

3,343,992

　　　

22.4

　

町

　　　　

村

　　

3,069,481

　　　

188,470

　

3,257,951

　　

1,255,164

　　　

252,347

　　

1,507,511

　　

63,877

　

1,814,317

　

1,806,807

　　　

12.1

　

合

　　

計

　　

36,032,473

　

6,660,632

　

42,693,105

　

20,991,662

　

8,459,557

　

29,451,219 1,798,925 15,040.811 14,952,716　　100.0

（注）

　　

１

　　　　　　

２

本表の額は、当初算定の数値である。

市町村分は、一般算定分と合併算定替分とを単純に合算したものである。
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第133表

　

地 方 債 計 画

(単位

　

億円)

　　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　

平成19年度

　　

平成18年度

　　　　

一

　　　　　　　　

ム

　　　　　　　　

平

　　

成

　　

17

　　

年

　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　

計

　

画

　

額

　　

計

　

画

　

額

　　　　

区

　　　　　　　　　

刀

　　　　　

当初計画

　　

改定計画

　　

改定後計画

一

　　

般

　　　

会

　　　

計

　　

債

　　　　

63,184

　　　

70,699

　

一

　　

般

　　

会

　　

計

　　

債

　　　

83,108

　　　　

3,163

　　　

86,271

　

一

　　

般

　　

公

　　

共

　　

事

　　

業

　　　　

19.467

　　　　

19,894

　　

一

　

般

　

公

　

共

　

事

　

業

　　　　

20,594

　　　　　

896

　　　　

21,490

　

公営

　

住

　

宅

　

建

　

設

　

事

　

業

　　　

1.680

　　　

1,758

　

公営住宅建設事業

　　　

1,832

　　　　

－

　　　

1,832

　

災

　　

害

　　

復

　　

旧

　　

事

　　

業

　　　　　　

408

　　　　　

426

　　

災

　

害

　

復

　

旧

　

事

　

業

　　　　　　

536

　　　　　

855

　　　　

1.391

　

教育

　

福祉施設等整備事業

　　　　

6.439

　　　

8,302

　

義務教育施設整備事業

　　　　

2.125

　　　　

954

　　　

3,079

　

一

　

般

　

単

　

独

　

事

　

業

　　　

28.062

　　　

32.994

　

社会福祉施設整備事業

　　　　　

436

　　　　

297

　　　　

733

　

辺地及び過疎対策事業

　　　

3,312

　　　

3.390

　

一般廃棄物処理事業

　　　

2,469

　　　　

－

　　　

2,469

　

首

　

都

　

圏

　

等

　

整

　

備

　

事

　

業

　　　　　　

99

　　　　　

101

　　

一

　

般

　

単

　

独

　

事

　

業

　　　　

50,457

　　　　　

161

　　　　

50,618

　

公共用地先行取得等事業

　　　　　

667

　　　　

784

　

辺地及び過疎対策事業

　　　　

3,456

　　　　　

－

　　　

3,456

　

行

　

政

　

改

　

革

　

推

　

進

　

債

　　　

3,000

　　　

3,000

　

首都圏等整備事業

　　　　

233

　　　　

－

　　　　

233

　

調

　　　　　　　　　　　　　

整

　　　　　

50

　　　　　

50

　　

公共用地先行取得等事業

　　　　　

970

　　　　　

－

　　　　　

970

公

　　　

営

　　　

企

　　　

業

　　　

債

　　　　

27,724

　　　　

30,575

　

公

　　

営

　　

企

　　

業

　　

債

　　　　

32,170

　　　　　　

110

　　　　

32.280

　

水

　　　　

道

　　　　

事

　　　　

業

　　　　　

4,374

　　　　

5.027

　　

水

　　　

道

　　　

事

　　　

業

　　　　　

5,476

　　　　　　

－

　　　　　

5,476

　

工

　

業

　

用

　

水

　

道

　

事

　

業

　　　　　　

295

　　　　　

444

　　

工

　

業

　

用

　

水

　

道

　

事

　

業

　　　　　　

263

　　　　　　

－

　　　　　　

263

　

交

　　　

通

　　　

事

　　　

業

　　　

2.990

　　　

3.180

　

都市高速鉄道事業

　　　

3,534

　　　　

－

　　　

3,534

　

電

　

気

　

事

　

業

　　　

ガ

　

ス

　

事

　

業

　　　　　　

63

　　　　　　

61

　　

一

　

般

　

交

　

通

　

事

　

業

　　　　　　

224

　　　　　　

－

　　　　　　

224

　

港

　

湾

　

整

　

備

　

事

　

業

　　　　

550

　　　　

523

　

電気事業

　

ガス事業

　　　　　

77

　　　　

－

　　　　

77

　

病

　　　　

院

　　　　

事

　　　　

業

　　　　　

2,386

　　　　

2,892

　　

港

　

湾

　

整

　

備

　

事

　

業

　　　　　　

418

　　　　　　

－

　　　　　　

418

　

介護サービス施設整備事業

　　　　　

20

　　　　　

57

　

病

　　

院

　　

事

　　

業

　　　　

3,115

　　　　　

10

　　　

3,125

　

市場事業

　　

と畜場事業

　　　　　

289

　　　　

344

　

介護サービス施設整備事業

　　　　　

129

　　　　　

3

　　　　

132

　

地

　

域

　

開

　

発

　

事

　

業

　　　　

1.374

　　　

1,473

　

市場事業・と畜場事業

　　　　

323

　　　　　

－

　　　　

323

　

下

　　　

水

　　　

道

　　　

事

　　　

業

　　　　

15,275

　　　　

16.377

　　

地

　

域

　

開

　

発

　

事

　

業

　　　　　

2,444

　　　　　　

－

　　　　

2,444

　

観

　

光

　

そ

　

の

　

他

　

事

　

業

　　　　　　

108

　　　　　　

197

　　

下

　　

水

　　

道

　　

事

　　

業

　　　　

15,961

　　　　　　

97

　　　　

16,058

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

有料道路事業・駐車場整備事業

　　　　　　

31

　　　　　　

－

　　　　　　

31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

観

　

光

　

そ

　

の

　

他

　

事

　

業

　　　　　　

175

　　　　　　

－

　　　　　　

175

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公有林整備事業・草地開発事業

　　　　

(213)

　　　　　

－

　　　　

(213)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（213）

　　　　　　

－

　　　　

(213)

　

合

　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　　　

90,908

　　　

101,274

　　

合

　　　　　　　　　　　

計

　　　　　

115,278

　　　　

3,273

　　　

118,551

公

　

営

　　

企

　　

業

　　

借

　　

換

　　

債

　　　　　

2,000

　　　　

2,000

　

公

　

営

　

企

　

業

　

借

　

換

　

債

　　　　　

2.000

　　　　　　

－

　　　　

2,000

減

　　

税

　　

補

　　

て

　　

ん

　　

債

　　　　　　　

－

　　　　

4.520

　

特

　　

別

　　

転

　　

貸

　　

債

　　　　　　

274

　　　　　　

－

　　　　　　

274

臨

　

時

　

財

　　

政

　　

対

　　

策

　　

債

　　　　

26.300

　　　　

29,072

　

減

　

税

　

補

　　

て

　　

ん

　　

債

　　　　　

5,583

　　　　　　

－

　　　　

5,583

退

　　　

職

　　　

手

　　　

当

　　　

債

　　　　　

5.900

　　　　

2.600

　

臨

　

時

　

財

　

政

　

対

　

策

　

債

　　　　

32,231

　　　　　　

－

　　　　

32,231

国

　

の

　

予

　

算

　

等

　

貸

　

付

　

金

　

債

　　　　

(437)

　　　

（501）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(437)

　　　

（501）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(213)

　　　　　　

－

　　　　

･213)

　

総

　　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　　

125,108

　　　

139,466

　　

総

　　　　　　　　　　　　

計

　　　　

155,366

　　　　

3,273

　　　

158,639

　　　　　

政

　　

府

　　

資

　　

金

　　　　

32.800

　　　　

38.500

　　　　　　

政

　　

府

　　

資

　　

金

　　　　

47,200

　　　　　　

－

　　　　

47,200

　　　　　

（国の予算等貸付金）

　　　

(437)

　　　

（501）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(213)

　　　　　

－

　　　

(213)

　　　　　

民

　　

間

　

等

　

資

　　

金

　　　　

92,308

　　　

100,966

　　　　　　

民

　

間

　

等

　

資

　

金

　　　　

108,166

　　　　

3,273

　　　

111,439

（注）

　

１

　

平成19年度から３年間で、「三

　

公営企業借換債」と合わせて５兆円規模の公的資金（財政融資資金、郵政公社資金及び公営公庫資金）の繰

　　　　

上償還（補償金なし）等を行うこととし、繰上償還の財源として必要に応じ民間等資金による借換えについて同意（許可）することを見込んで

　　　　

いる。

　　　

２

　

そのほか、地方税の減収が生じる場合の減収補てん債及び資金区分の変更等による借換えについて同意（許可）することを見込んでいる。

　　　

３

　

国の予算等貸付金債の（

　

）書は、災害援護資金など国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。

　　　

４

　

平成17年度における公有林整備事業・草地開発事業の（

　

）書きは、公営企業金融公庫が農林漁業金融公庫からの委託を受けて融資するもの

　　　　

であって外書きである。
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その１

　

国内総生産等

第134表

　

主要経済指標及び地方財政計画等の推移

(単位

　

億円・％)

　　

区

　　　　　

分

　　　　

曹

年

斐

　　　　

9

　　　　　

10

　　　　　

11

　　　　　

12

　　　　　

13

　　　　　

14

　　　　　

15

　　　　　

16

　　　　　

17

国内総生産（名目) 5.084,328　5.133,064　5,033,044　4,995,442　5,041,188　4,936,447　4,898,752　4,937,475　4,982,804　5,033,668

国民所得（要素費用表示) 3,806,211　3.819,989　3,689,215　3,643,409　3,718,039　3,613,335　3.557,610　3,580.792　3,629.009　3,676,303

公

　　

的

　　

支

　　

出

　

L189.672

　

1.182.995

　

1,191,688

　

1,203,322

　

1.203.143

　

1,198,732

　

1,177,595

　

1,158,112

　

1,140,742

　

1,149.252

　

うち地方の公的支出

　　

725,550

　　

718,985

　　

720,787

　　

712,399

　　

680.293

　　

666,760

　　

649,901

　　

624,788

　　

612.607

　　

607,979

総固定資本形成のうち民間分

　

1.039,432

　

1.015,252

　　

909.263

　　

895.030

　　

927.768

　　

873,448

　　

830.432

　　

853,334

　　

894,907

　　

934,167

　

う

　

ち

　

企業

　

設備

　　

762,071

　　

787,681

　　

710,753

　　

690,786

　　

724,526

　　

688.294

　　

651,154

　　

673,970

　　

710,773

　　

749,865

゛1ﾆ

（

高久?l

、

落者

　　

97.8

　　　　　　

101.3

　　　　　　　

94.4

　　　　　　　

94.6

　　　　　　

100.0

　　　　　　　

93.2

　　　　　　　

92.0

　　　　　　　

95.0

　　　　　　

100.2

　　　　

101.3

消費者物価指数

　　

（平17＝100、暦年，

　　　

100.8

　　　

102.7

　　　

103.3

　　　

103.0

　　　

102.2

　　　

101.5

　　　

100.6

　　　

100.3

　　　

100.3

　　　

100.0

　　　

全国分）

　　　　　　　　　　　　　　　　

増

　　　　　　　　　

減

　　　　　　　　　

率

　　　　　　　　　　　　　　

指

　　　　　　　　　　

数

　　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　

8

　　　

9

　　

10

　　

11

　　

12

　　

13

　　

14

　　

15

　　

16

　　

17

　　

8

　　

9

　

10

　

11

　

12

　

13

　

14

　

15

　

16

　

17

国内総生産（名目）

　

2.6

　

1.0△1.9△0.7

　

0.9△2.1△0.8

　

0.8

　

0.9

　

1.0 100 101　99　98　99　97　96　97　98　99

国民所得（要素費用表示）

　

1.7

　

0.4△3.4△1.2

　

2.0△2.8△1.5

　

0.7

　　

1.3

　　

1.3

　

100 100　97　96　98　95　93　94　95　97

公

　　

的

　　

支

　　

出

　　

1.1△0.6

　

0.7

　

1.0△0.0△0.4△1.8△1.7△1.5

　

0.7 100　99 100 101 101 101　99　97　96　97

　

うち地方の公的支出

　　

2.7△0.9

　

0.3△1.2△4.5△2.0△2.5△3.9△1.9△0.8 100　99　99　98　94　92　90　86　84　84

総固定資本形成のうち民問分

　　

6.6△2.3△10.4△1.6

　　

3.7△5.9△4.9

　　

2.8

　　

4.9

　　

4.4

　

100

　

98

　

87

　

86

　

89

　

84

　

80

　

82

　

86

　

90

　

う

　

ち企業設備

　

3.9

　

3.4△9.8△2.8

　

4.9△5.0△5.4

　

3.5

　

5.5

　

5.5 100 103　93　91　95　90　85　88　93　98

ぐ注）

　

１

　

鉱工業生産指数は経済産業省調べ、消費者物価指数は総務省調べ、その他は内閣府経済社会総合研究所調べ（93SNA、平成12年基準）によ

　　　　　

る。

　　　　

２

　

公的支出＝政府最終消費支出十公的総固定資本形成十公的企業在庫品増加
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第134表

　

主要経済指標及び地方財政計画等の推移（つづき）

その２

　

予算及び地方財政計画等（当初） (単位

　

百万円・％)

　

区

　　　

分

　　　

で‘

年

11

　　　　

8

　　　　　

9

　　　　　

10

　　　　　

n

　　　　　

12

　　　　　

13

　　　　　

14

　　　　　

15

　　　　　

16

　　　　　

17

匡1び）‾ｌ:会計‾

　

70,987. 120 75,104, 924 77,390.004 77,669.179 81,860,122 84,987,053 82,652,379 81,229,993 81,789,078 82,1 10, 925 82,182, 918

貝才潟こおと■１計茜i

　

48, 190, 100 49,124. 700 51,357.100 49,959.200 52,899,200 44.495.500 32.547,200 26,792,000 23.411,500 20,489,400 17,151 ,800

地力‘財1交計画

　

82, 509, 300 85,284.800 87,059,600 87,096.400 88.531,600 88,930.000 89.307.100 87,566,600 86.210,700 84,666,900 83,768,700

　　

糸き

　　

与

　　

費

　　

22,567,600

　

22,763,200

　

23,103.900

　

23.313.700

　

23,597,200

　

23,578,300

　

23,571,400

　

23.625,400

　

23,369,600

　

22,938,200

　

22,668,400

う

　　

投:１白勺経費

　

30,362,000 31.065,200 31.069.200 29,218,300 29.478,800 28,418,700 27.170,500 24.598,500 23,286,800 21,328.300 19,676.100

ち

　　

囃ご30,174,600
30,862,500 30,890.700 29,048,800 29,315,900 28,243,200 26.984,000 24,436,500 23,107, 700 21,156.700 19,507,900

　　　

・

　

を

　　　　　

（17,500）

　　

(17,400)

　　

（17,700）

　　

(17,400)

　　

(17,400)

　　

（40,400）

　　

（40,400）

　　

(26,800)

　　

{22,900)

　　　

（21,900）

　　

(21,300ﾀ
j也力‘仔t計‘1

　

16,033,200 18,110.300 17.365.900 16.094.000 16,397,000 16,310,600 16,499,800 16,523,900 18,484,500 17,484,300 15,536,600

（注）

　

（

　

）書きは、公営企業金融公庫が農林漁業金融公庫から委託を受けて地方公共団体に融資する公有林整備事業債及び草地開発事業債であって、

　　

外書きである。

　　　　　　　　　　　　　

増

　　　　　　　　　　

減

　　　　　　　　　　

率

　　　　　　　　　　　　　

指

　　　　　　　　　　　　　　

数

　

区

　　　

分

　　　　　　　　

7

　　

8

　　

9

　　

10

　　

11

　　

12

　　

13

　　

14

　　

15

　　

16

　　

17

　　

7

　

8

　

9

　

10

　

11

　

12

　

13

　

14

　

15

　

16

　

17

国の一般会計

　

△2.9

　　

5.8

　　

3.0

　　

0.4

　　

5.4

　　

3.8△2.7△1.7

　　

0.7

　　

0.4

　　

0.1

　

100

　

106

　

109

　

109

　

115　120　116　1 14　1 15　1 16　1 16

財政投融資計画

　　

0.7

　　

1.9

　　

4.5△2.7

　　

5.9△15.9△26.9△17.7△12.6△12.5△16.3

　

100

　

102

　

107

　

104

　

110

　

92

　

68

　

56

　

49

　

43

　

36

地方財政計画

　　

2.0

　

3.4

　

2.1

　　

0.0

　　

1.6

　

0.5

　

0.4△1.9△1.5△1,8△□

　

100

　

103

　

106

　

106

　

107

　

108

　

108

　

106

　

104

　

103

　

102

　　

給

　

与

　

費

　　　

1.7

　　

0.9

　　

1.5

　　

0.9

　　

1,2△0.1△0.0

　　

0.2△□△1 ｡8　　0,0　100　101　102　103　105　104　104　105　104　102　100

つ

　　

投資的経費

　　

4.4

　

2.3

　

0.0△6.0

　

0,9△3.6△4.4△9.5△5.3△8.4△7. 7　100　102　102　96　97　94　89　81　77　70　65

ち

　　

囃ご

　

4.5

　　

2.3

　　

0.1△6.0

　　

0.9△3.7△4.5△9.4△5.4△8.4△7,8

　

100

　

102

　

102

　

96

　

97

　

94

　

89

　

81

　

77

　

70

　

65

地方債計画

　　

8.8

　

13.0△4j△7.3

　

L9△0.5

　

1.2

　

0.1

　

11.9△5.4△1０

　

100

　

113

　

108

　

100

　

102

　

102

　

103

　

103

　

115

　

109

　

97
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その３ 決算額（総括）

第134表

　

主要経済指標及び地方財政計画等の推移（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　

区

　　　　　

分

　　　

で1

年

斐

　　　

8

　　　　　

9

　　　　　

10

　　　　

11

　　　　

12

　　　　

13

　　　　

14

　　　　

15

　　　　

16

　　　　

17

国の一般会計歳入

　

80.557,216

　

81,809,039

　

80,170,473

　

89,782,694

　

94,376,336

　

93,361,027

　

86,903,039

　

87,289,022

　

85,622,807

　

88,897,515

　

89,000,271

　

国

　　　　　　　

税

　　

54.962,991

　

55.226,063

　

55,600,734

　

51,197,738

　

49,213.861

　

52,720,869

　

49,968,445

　

45,844,234

　

45,369,370

　

48,102,930

　

52,290,502

　　

うち法人税

　

13,735,405

　

14.483,327

　

13,475,426

　

11,423,194

　

10.795.085

　

11,747,194

　

10.257,791

　

9,523,438

　

10,115,194

　

11,443.691

　

13,273,567

国の一般会計歳出

　

75,938.516

　

78.847,867

　

78,470,310

　

84.391.798

　

89,037,431

　

89,321,050

　

84,811,129

　

83,674,290

　

82,415,971

　

84.896.776

　

85,519,592

普通会計歳入

　

101,315,603 101,350,538　99,887.786 102.868,902 104.006,504 100.275,101 100,004,082　97,170,222　94.887.025　93,442,236　92,936,469

　

一

　

般

　

財

　

源

　　

51,767,191

　

53.979,792

　

54.363.598

　

54,566,259

　

57,139,120

　

58,857,045

　

57,424,333

　

54,461,192

　

52.435,236

　

52,827,821

　

55,130.096

　　

地

　　

方

　　

税

　　

33,674,977

　

35,093,735

　

36.155,510

　

35,922.183

　

35.026,119

　

35,546,434

　

35.548,783

　

33,378,518

　

32.665,727

　

33,538,805

　

34,804,409

普通会計歳出

　

98,944,511

　

99.026,140

　

97.673,772 100,197,545 101,629,110　97,616,360　97,431,688　94.839,418　92,581,841　91,247,914　90,697,342

　

義務的経費

　

39,966,035 41,644,584 43,356.860 44.452,997 45,716,242 45,319,988 46.133,675 46,173,123 46.122.062 46,171,414 46.855.309

　　

人

　　

件

　　

費

　　

25.828.256

　

26,420.752

　

26,928.685

　

27,045,079

　

27.047,484

　

26,877.474

　

26,838,319

　

26,394,220

　

25.932.276

　

25,613,293

　

25,264,252

　

投資的経費

　

32,127,479 30,713,369 28.253,612 28.855,571　26.814,817 24,433,530 22.972.793 21.187.981　18,570.791　16,848.513　15,828.878

　　

普通建設事業費

　　

31,113,140

　

29,906,660

　

27.749.225

　

28.287,444

　

26.111.902

　

23,901,749

　

22,531,237

　

20.824,161

　

18.250,343

　

16,336.661

　

15,104,285

国と地方の歳出純計

　

150,760,763 151,405,300 148,747,481 156.383,071 163,241,056 159,031,054 153,304,002 150,852,091 147,151,585 149,844,995 150,644,425

租

　　

税

　　

総

　　

額

　　

88,637,967

　

90,319,798

　

91,756,243

　

87,119,922

　

84,239,980

　

88,267.303

　

85,517,229

　

79,222,752

　

78,035,098

　

81,641,735

　

87,094,911

　　　　　　　　　　　　　　　　

増

　　　　　　　　　　

減

　　　　　　　　　　

率

　　　　　　　　　　　　

指

　　　　　　　　　　　

数

　

区

　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　

7

　　

8

　　

9

　　

10

　　

11

　　

12

　　

13

　　

14

　　

15

　　

16

　　

17

　

7

　

8

　

9

　

10

　

11

　

12

　

13

　

14

　

15

　

16

　

17

国の一般会計歳入

　　

8.8

　　

1.6△2.0

　

12.0

　　

5.1△1.1△6.9

　　

0.4△1,9

　　

3.8

　　

0.1

　

100

　

102

　

100

　

111　117　116　108　108　106　110　110

　

国

　　　　　　　

税

　　　

1.8

　　

0.5

　　

0.7△7.9△3.9

　　

7.1△5.2△8.3△1.0

　　

6.0

　　

8,7

　

100

　

100

　

101

　

93

　

90

　

96

　

91

　

83

　

83

　

88

　

95

　　

うち法人税

　　

10

　

5,4△7.0△15.2△5.5

　

8.8△12.7△7.2

　

6.2

　

13.1

　

16.0 100 105　98　83　79　86　75　69　74　83　97

国の一般会計歳出

　　

6.4

　　

3.8△0.5

　　

7.5

　　

5.5

　　

0.3△5.0△1.3△1.5

　　

3.0

　　

0.7

　

100

　

104

　

103

　

111

　

117

　

118

　

112

　

110

　

109

　

112

　

113

普通会計歳入

　　

5.5

　

0,0△□

　

3.0

　

□△3.6△0.3△2.8△2.3△1.5△0.5 100 100　99 102　103　99　99　96　94　92　92

　

一

　

般

　

財

　

源

　　　

3.6

　　

4.3

　　

0.7

　　

0.4

　　

4.7

　　

3.0△2.4△5.2△3.7

　　

0.7

　　

4.4

　

100

　

104

　

105

　

105

　

110

　

114

　

111

　

105

　

101

　

102

　

106

　　

地

　　

方

　　

税

　　　

3.5

　　

4.2

　　

3.0△0.6△2.5

　　

1.5

　　

0.0△6.1

　

△2.1

　　

2.7

　　

3.8

　

100

　

104

　

107

　

107

　

104

　

106

　

106

　

99

　

97

　

100

　

103

普通会計歳出

　　

5.5

　

0.1△1.4

　

2.6

　

1.4△3.9△0.2△2.7△2.4△1.4△0.6 100 100　99 101　103　99　98　96　94　92　92

　

義務的経費

　　

3.6

　

4.2

　

4.1

　

2.5

　

2.8△0.9

　

1.8

　

0,1△0.1

　

0.1

　

1.5 100 104 108 111　114　113　115 116 n5 116 117

　　

人

　　

件

　　

費

　　　

2.2

　　

2,3

　　

1,9

　　

0.4

　　

0.0△0.6△0.1△1,7△1,8△1.2△1.4

　

100

　

102

　

104

　

105

　

105

　

104

　

104　102　100　99　98

　

投資的経費

　　

7.1△4.4△8.0

　

2.1△7.1△8.9△6.0△7.8△12.4△9.3△6.1 100　96　88　90　83　76　72　66　58　52　49

　　

普通建設事業費

　　

6.1△3.9△7.2

　　

1.9△7.7△8.5△5.7△7.6△12.4△10.5△7.5

　

100

　

96

　

89

　

91

　

84

　

77

　

72

　

67

　

59

　

53

　

49

国と地方の歳出純計

　　

6.6

　　

0.4△1.8

　　

5.1

　　

4.4△2.6△3.6△1.6△2.5

　　

1.8

　　

0,5

　

100

　

100

　

99

　

104

　

108

　

105

　

102

　

100

　

98

　

99

　

100

租

　　

税

　　

総

　　

額

　　　

2.4

　　

1.9

　　

1.6△5.1△3.3

　　

4.8△3.1△7.4△1.5

　　

4,6

　　

6.7

　

100

　

102

　

104

　

98

　

95

　

100

　

96

　

89

　

88

　

92

　

98

G主）

　

国税は、租税（一般会計分、交付税及び譲与税配付金特別会計分、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計分、電源開発促進対策特別会

計分、道路整備特別会計分及び国債整理基金特別会計分）及び印紙収入である。
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第134表

　

主要経済指標及び地方財政計画等の推移（つづき）

その４

　

決算額（都道府県、市町村）
(単位

　

百万円・％)

　　

区

　　　　　

分

　　　

万

年

斐

　　　　

8

　　　　　

9

　　　　　

10

　　　　

11

　　　　

12

　　　　

13

　　　　

14

　　　　

15

　　　　

16

　　　　

17

　　

歳

　　　　　　　

入

　　

53, 730, 220　53, 656, 094　52, 887.509　55.503,347　55.079.188　54,414,878　53.962,473　51.464,203　49,811,034　48.995,491　48,694,518

　　　

一

　

般:

　

財

　

源

　

25, 035, 722　26, 367.037　26,044,157　26,638,816　27.838,145　29,623.015　28.849,588　26.750.181　25,929.932　26,482,113　28,087,026

都

　　　　　

丿也

　　　

方

　　　

税

　　　

15, 728, 741　　16,608,265　　16.872,602　　17,237,391　　16.432.987　　17,456,122　　17,406,306　　15,556,230　　15,425,989　　16,306,851　　17,137.360

　　　　　

うち法人事業税，

　　

4,235,170

　　

5,084,013

　　

4,829,477

　　

4,211,333

　　

3.703.668

　　

3,918,008

　　

4,101,813

　　

3.452.746

　　

3,629,295

　　

4,123,309

　　

4,698,368
道

　　

歳

　　　　　　　　　　　　

出

　　　

52, 823, 467　　52,767,578　　52,050,707　　54,627.111　　54,191,185　　53.399.328　　52,922.242　　50,503.923　　48,917,026　　48,193.452　　47,873,301

府

　　　

義

　

務

　

的

　

経

　

費

　　　

20,329,050

　　

21,217,007

　　

22,011,572

　　

22,386,796

　　

22.905,747

　　

23,394.753

　　

23,731,988

　　

23.597.187

　　

23,042,441

　　

22.886.058

　　

23.183,654

　　　　　

人

　　

件

　　

費

　　

15,265,378

　

15,639,483

　

15,920.833

　

15.934,432

　

15,895.545

　

15,791,464

　

15,797,848

　

15,629.637

　

15,344,347

　

15,217,601

　

15,008,561
県

　　

投:資的超1費

　　

18,024,293

　

17,211,300

　

16.045.218

　

16.833,434

　

15,687,533

　

14,082.904

　

13,004,846

　

11,985,291

　

10,603,526

　

9,601,611

　　

9.061.664

　　　　　

普通１１事業費

　　

17,524.475

　

16,804,335

　

15,732,167

　

16.463.065

　

15.226,366

　

13,736.243

　

12,724,095

　

11,750,675

　

10,398,069

　　

9,292,358

　　

8,559,253

　　

歳

　　　　　　　

入

　　

53,365,389

　

53,334.479

　

52,785,429

　

54,175,770

　

55,507,450

　

52,804,183

　

52,938,099

　

51,796,561

　

51,195,752

　

50,650,037

　

50,478,606

市

　　

一

　

般:

　

財’源

　　

27.849.167

　

28.538.802

　

29,459,566

　

29.971.648

　

31,234.617

　

31,653,845

　

30,983,176

　

29,450,753

　

28,333,778

　

28,361,304

　

28,981,918

　　　　　

地

　　

方

　　

税

　　

17,946,236

　

18,485,470

　

19,282,908

　

18,684.792

　

18.593.132

　

18.090,312

　

18,142,477

　

17.822.288

　

17.239,738

　

17.231,954

　

17,667,049

町

　

歳

　　　　　　　

出

　　

51,901,049

　

51,898,597

　

51,408,217

　

52,380,648

　

54,018,059

　

51,160,992

　

51,405,936

　

50,426,038

　

49,784,576

　

49,257,753

　

49,060.696

　　　

義ｌ的ｌ費

　　

19,742.452

　

20.536.233

　

21,461,358

　

22,194,428

　

22,930,210

　

22,054,002

　

22.517.989

　

22.680,070

　

23,177,763

　

23.379.736

　

23.762,647

村

　　　

人

　　

件

　　

費

　　

10,562,878

　

10,781.268

　

11,007,852

　

11,110,647

　

11,151,939

　

11,086,010

　

11,040,471

　

10,764,582

　

10,587,929

　

10,395,692

　

10.255.691

　　　

投こ資的経1費

　　

15,972.945

　

15,371,938

　

13,945,699

　

13,792,006

　

12,811.833

　

11,753,585

　

11,242,859

　

10,367,383

　　

8,983,260

　　

8.142,567

　　

7,594,132

　　　　　

普ｌｌｌ事=業費

　　

15,380,470

　

14,914,744

　

13.689.969

　

13,509,750

　

12,455,628

　

11.505.621

　

11,048,447

　

10.209,150

　

8,837,387

　　

7.892,320

　　

7,270,119

　　　　　　　　　　　　　　　　　

増

　　　　　　　　　　

減

　　　　　　　　　　

率

　　　　　　　　　　　　　

指

　　　　　　　　　　　　

数

　　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　

7

　　

8

　　

9

　　

10

　　

11

　　

12

　　

13

　　

14

　　

15

　　

16

　　

17

　

7

　

8

　

9

　

10

　

11

　

12

　

13

　

14

　

15

　

16

　

17

　　

歳

　　　　　　

入

　　

5.5△0.1△1.4

　

4.9△0.8△1.2△0.8△4.6△3.2△1.6△0.6

　

100

　

100

　

98

　

103

　

103

　

101

　

100

　

96

　

93

　

91

　

91

都

　　

丿

　

般

　

財

　

源

　　

2.7

　　

5.3△1.2

　　

2.3

　　

4.5

　　

6.4△2.6△7.3△3.1

　　

2.1

　　

6.1

　

100

　

105

　

104

　

106

　

111

　

118

　

115

　

107

　

104

　

106

　

112

　　　　

地

　　

方

　　

税

　　

2.5

　　

5.6

　　

1.6

　　

2.2△4.7

　　

6.2△0.3△10.6△0.8

　　

5.7

　　

5.1

　

100

　

106

　

107

　

110　104　111　1H　99　98　104　109

道

　　　

うち法人事業税

　　　

0.8

　

20.0△5.0△12.8△12.1

　　

5.8

　　

4.7△15.8

　　

5.1

　　

13.6

　

13.9

　

100

　

120

　

114

　

99

　

87

　

93

　

97

　

82

　

86

　

97

　

m

　　

歳

　　　　　　

出

　　

5.3△0.1△1,4

　

4.9△0.8△1.5△0.9△4.6△3.1△1.5△0,7

　

100

　

100

　

99

　

103

　

103

　

101

　

100

　

96

　

93

　

91

　

91

府

　　　

義務的経費

　　

2.5

　

4.4

　　

3.7

　　

1.7

　

2,3

　

2,1

　　

1.4△0.6△2.4△0.7

　　

0

　

100

　

104

　

108

　

110

　

113

　

115

　

117

　

116

　

113

　

113

　

114

日

　　　

人

　　

件

　　

費

　　

2.0

　　

2.5

　　

1.8

　　

0.1△O･2△0.7

　　

0.0△□△1.8△0.8△1.4

　

100

　

102

　

104

　

104

　

104

　

103

　

103

　

102

　

101

　

100 98
県

　　　

投資的経費

　　

10,0△4.5△6,8

　

4.9△6.8△10.2△7.7△7.8△11.5△9.4△5, 6 100　95　89　93　87　78　72　66　59　53　50

　　　　

普通建設事業費

　　

9.9△4.1△6.4

　　

4.6△7.5△9,8△7.4△7.7△11.5△10.6△7. 9　100　96　90　94　87　78　73　67　59　53　49

　　

歳

　　　　　　

入

　　

5.5△0.1△1.0

　　

2.6

　　

2.5△4.9

　　

0.3△2.2△1.2△1.1△0.3

　

100

　

100

　

99

　

102

　

104

　

99

　

99

　

97

　

％

　

95

　

95

市

　　

一

　

般

　

財

　

源

　　　

3.9

　　

2.5

　　

3.2

　　

1.7

　　

4.2

　　

1.3△2.1

　

△4.9△3,8

　　

0ごL

　　

2.2　100　102　106　108　112　114　111　106　102　102　104

　　　　

地

　　

方

　　

税

　　

4.4

　　

3.0

　　

4.3△3.1△0.5△2.7

　　

0.3△1.8△3.3△0. 0　　2.5　100　103　107　1(M　104　101　101　99　％　96　98

町

　

歳

　　　　　　

出

　　

5.5△0.0△0.9

　　

1.9

　

3.1△5.3

　

0.5△1,9△1.3△□△0.4

　

100

　

100

　

99

　

101

　

1叫

　

99

　

99

　

97

　

96

　

95

　

95

　　　

義務的経費

　　

4.8

　

4.0

　

4.5

　

3.4

　

3.3△3.8

　

2.1

　

0.7

　

2.2

　

0.9

　

1,6

　

100

　

104

　

109

　

112

　

116

　

112

　

114

　

115

　

117

　

118

　

120

村

　　　

人

　　

件

　　

費

　　

2.5

　　

2.1

　　

2,1

　　

0.9

　　

0.4△0.6△0.4△2.5△1.6△1.8△1 ｡3　100　102　104　105　106　105　105　102　100　98　97

　　　

投資的経費

　　

3.5△3.8△9.3△口△7, 1 △8.3△4.3△7.8△13.4△9.4△6, 7　100　96　87　86　80　74　70　65　56　51　48

　　　

普通建設事業費

　　

2.0△3,0△8.2△1.3△7.8△7.6△4.0△7.6△13.4△10, 7 △7.9　100　97　89　88　81　75　72　66　57　51　47
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囲]j]

昭和60年度以降の市町村合併の実績及び予定

合併(予定)年月日

　

都道府県

　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態

昭和62年４月１日

　

岐阜県

　

藤橋村

　　　　　　

藤橋村、徳山村

　　　　　　　　　　　　　　　

編入

昭和62年11月１日

　

宮城県

　

仙台市

　　　　　　

仙台市、宮城町

　　　　　　　　　　　　　　　

編入

昭和62年11月30日

　

茨城県

　

っくば市

　　　　　

桜村、谷田部町、豊里町、大穂町

　　　　　　　

新設

昭和63年１月31日

　

茨城県

　

っくば市

　　　　　

っくば市、筑波町

　　　　　　　　　　　　　　

編入

昭和63年３月１日

　

宮城県

　

仙台市

　　　　　　

仙台市、泉市

　　　　　　　　　　　　　　　　

編入

昭和63年３月１日

　

宮城県

　

仙台市

　　　　　　

仙台市、秋保町

　　　　　　　　　　　　　　　

編入

平成３年２月１日

　

熊本県

　

熊本市

　　　　　　

熊本市、北部町

　　　　　　　　　　　　　　　

編入

平成３年２月１日

　

熊本県

　

熊本市

　　　　　　

熊本市、河内町

　　　　　　　　　　　　　　　

編入

平成３年２月１日

　

熊本県

　

熊本市

　　　　　　

熊本市、飽田町

　　　　　　　　　　　　　　　

編入

平成３年２月１日

　

熊本県

　

熊本市

　　　　　　

熊本市、天明町

　　　　　　　　　　　　　　　

編入

平成３年４月１日

　

岩手県

　

北上市

　　　　　　

北上市、和賀町、江釣子村

　　　　　　　　　　

新設

平成３年５月１日

　

静岡県

　

浜松市

　　　　　　

浜松市、可美村

　　　　　　　　　　　　　　　

編入

平成４年３月３日

　

茨城県

　

水戸市

　　　　　　

水戸市、常澄村

　　　　　　　　　　　　　　　

編入

平成４年４月１日

　

岩手県

　

盛岡市

　　　　　　

盛岡市、都南村

　　　　　　　　　　　　　　　

編入

平成５年７月１日

　

長野県

　

飯田市

　　　　　　

飯田市、上郷町

　　　　　　　　　　　　　　　

編入

平成６年11月１日

　

茨城県

　

ひたちなか市

　　　

勝田市、那珂湊市

　　　　　　　　　　　　　　

新設

平成７年９月１日

　

茨城県

　

鹿嶋市

　　　　　　

鹿島町、大野村

　　　　　　　　　　　　　　　

編入

平成７年９月１日

　

東京都

　

あきる野市

　　　　

秋川市、五日市町

　　　　　　　　　　　　　　

新設
平成ｎ年４月１日

　

兵庫県

　

篠山市

　　　　　　

多紀郡篠山町、同郡西紀町、同郡丹南町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡今田町

平成13年１月１日

　

新潟県

　

新潟市

　　　　　　

新潟市、西蒲原郡黒埼町

　　　　　　　　　　　

編入

平成13年１月21日

　

東京都

　

西東京市

　　　　　

田無市、保谷市

　　　　　　　　　　　　　　　

新設
平成13年４月１日

　

茨城県

　

潮来市

　　　　　　

行方郡潮来町、同郡牛堀町

　　　　　　　　　　

編入

平成13年５月１日

　

埼玉県

　

さいたま市

　　　　

浦和市、大宮市、与野市

　　　　　　　　　　　

新設

平成13年11月15日

　

岩手県

　

大船渡市

　　　　　

大船渡市、気仙郡三陸町

　　　　　　　　　　　

編入

平成14年４月１日

　

香川県

　

さぬき市

　　　　　

大川郡津田町、同郡大川町、同郡志度町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡寒川町、同郡長尾町

平成14年４月１日

　

沖縄県

　

久米島町

　　　　　

島尻郡仲里村、同郡具志川村

　　　　　　　　　

新設
平成14年11月１日

　

茨城県

　

っくば市

　　　　　

っくば市、稲敷郡茎崎町

　　　　　　　　　　　

編入
平成15年２月３日

　

広島県

　

福山市

　　　　　　

福山市、沼隅郡内海町、芦品郡新市町

　　　　　

編入
平成15年３月１日

　

山梨県

　

南部町

　　　　　　

南巨摩郡南部町、同郡富沢町

　　　　　　　　　

新設
平成15年３月１日

　

広島県

　

廿日市市

　　　　　

廿日市市、佐伯郡佐伯町、同郡吉和村

　　　　　

編入
平成15年４月１日

　

宮城県

　

加美町

　　　　　　

加美郡中新田町、同郡小野田町、同郡宮崎町

　　

新設
平成15年４月１日

　

群馬県

　

神流町

　　　　　　

多野郡万場町、同郡中里村

　　　　　　　　　　

新設
平成15年４月１日

　

山梨県

　

南アルプス市

　　　

中巨摩郡八田村、同郡白根町、同郡芦安村、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡若草町、同郡櫛形町、同郡甲西町
平成ﾕ5年４月１日

　

岐阜県

　

山県市

　　　　　　

山県郡高富町、同郡伊自良村、同郡美山町

　　　

新設
平成15年４月１日

　

静岡県

　

静岡市

　　　　　　

静岡市、清水市

　　　　　　　　　　　　　　　

新設
平成15年４月１日

　

広島県

　

呉市

　　　　　　　

呉市、安芸郡下蒲刈町

　　　　　　　　　　　　

編入
平成15年４月１日

　

広島県

　

大崎上島町

　　　　

豊田郡大崎町、同郡東野町、同郡木江町

　　　　

新設
平成15年４月１日

　

香川県

　

東かがわ市

　　　　

大川郡引田町、同郡白鳥町、同郡大内町

　　　　

新設
平成15年４月１日

　

愛媛県

　

新居浜市

　　　　　

新居浜市、宇摩郡別子山村

　　　　　　　　　　

編入
平成15年４月１日

　

福岡県

　

宗像市

　　　　　　

宗像市、宗像郡玄海町

　　　　　　　　　　　　

新設
平成15年４月１日

　

熊本県

　

あさぎり町

　　　　

球磨郡上村、同郡免田町、同郡岡原村、同郡

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

須恵村、同郡深田村
平成15年４月21日

　

山口県

　

周南市

　　　　　　

徳山市、新南陽市、熊毛郡熊毛町、都濃郡鹿

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

野町

平成15年５月１日

　

岐阜県

　

瑞穂市

　　　　　　

本巣郡穂積町、同郡巣南町

　　　　　　　　　　

新設
平成15年６月６日

　

千葉県

　

野田市

　　　　　　

野田市、東葛飾郡関宿町

　　　　　　　　　　　

編入
平成15年７月７日

　

新潟県

　

新発田市

　　　　　

新発田市、北蒲原郡豊浦町

　　　　　　　　　　

編入
平成15年８月20日

　

愛知県

　

田原市

　　　　　　

渥美郡田原町、同郡赤羽根町

　　　　　　　　　

編入

資144



合併(予定)年月日

　

都道府県

　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態
平成15年９月１日

　

長野県

　

平曲市

　　　　　　

更埴市、更級郡上山田町、埴科郡戸倉町

　　　　

新設
平成15年11月15日

　

山梨県

　

富士河口湖町

　　　

南都留郡河口湖町、同郡勝山村、同郡足和田

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村
平成15年12月１日

　

三重県

　

いなべ市

　　　　　

員弁郡北勢町、同郡員弁町、同郡大安町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡藤原町
平成16年２月１日

　

岐阜県

　

飛騨市

　　　　　　

吉城郡古川町、同郡河合村、同郡宮川村、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡神岡町
平成16年２月１日

　

岐阜県

　

本巣市

　　　　　　

本巣郡本巣町、同郡真正町、同郡糸貫町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡根尾村
平成16年３月１日

　

新潟県

　

佐渡市

　　　　　　

両津市、佐渡郡相川町、同郡佐和田町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金井町、同郡新穂村、同郡畑野町、同郡真野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町、同郡小木町、同郡羽茂町、同郡赤泊村
平成16年３月１日

　

石川県

　

かほく市

　　　　　

河北郡高松町、同郡七塚町、同郡宇ノ気町

　　　

新設
平成16年３月１日

　

福井県

　

あわら市

　　　　　

坂井郡芦原町、同郡金津町

　　　　　　　　　　

新設
平成16年３月１日

　

岐阜県

　

郡上市

　　　　　　

郡上郡八幡町、同郡大和町、同郡白鳥町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡高鷲村、同郡美並村、同郡明宝村、同郡和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

良村
平成16年３月１日

　

岐阜県

　

下呂市

　　　　　　

益田郡萩原町、同郡小坂町、同郡下呂町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡金山町、同郡馬瀬村
平成16年３月１日

　

広島県

　

安芸高田市

　　　　

高田郡吉田町、同郡八千代町、同郡美土理町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡高宮町、同郡甲田町、同郡向原町
平成16年３月１日

　

長崎県

　

対馬市

　　　　　　

下県郡厳原町、同郡美津島町、同郡豊玉町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上県郡峰町、同郡上県町、同郡上対馬町

平成16年３月１日

　

長崎県

　

壱岐市

　　　　　　

壱岐郡郷ノ浦町、同郡勝本町、同郡芦辺町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡石田町
平成16年３月31日

　

熊本県

　

上天草市

　　　　　

天草郡大矢野町、同郡松島町、同郡姫戸町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡龍ヶ岳町

平成16年４月１日

　

新潟県

　

阿賀野市

　　　　　

北蒲原郡安田町、同郡京ヶ瀬村、同郡水原町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡笹神村
平成16年４月１日

　

長野県

　

東御市

　　　　　　

北佐久郡北御牧村、小県郡東部町

　　　　　　　

新設
平成16年４月１日

　

静岡県

　

伊豆市

　　　　　　

田方郡修善寺町、同郡土肥町、同郡天城湯ヶ

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

島町、同郡中伊豆町

平成16年４月１日

　

静岡県

　

御前崎市

　　　　　

榛原郡御前崎町、小笠郡浜岡町

　　　　　　　　

新設

平成16年４月１日

　

京都府

　

京丹後市

　　　　　

中郡峰山町、同郡大宮町、竹野郡網野町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡丹後町、同郡弥栄町、熊野郡久美浜町

平成16年４月１日

　

兵庫県

　

養父市

　　　　　　

養父郡八鹿町、同郡養父町、同郡大屋町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡関宮町

平成16年４月１日

　

広島県

　

呉市

　　　　　　　

呉市、豊田郡川尻町

　　　　　　　　　　　　　

編入

平成16年４月１日

　

広島県

　

三次市

　　　　　　

三次市、双三郡君田村、同郡布野村、同郡作

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

木村、同郡吉舎町、同郡三良坂町、同郡三和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町、甲奴郡甲奴町

平成16年４月１日

　

広島県

　

府中市

　　　　　　

府中市、甲奴郡上下町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成16年４月１日

　

愛媛県

　

四国中央市

　　　　

川之江市、伊予三島市、宇摩郡新宮村、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土居町

平成16年４月１日

　

愛媛県

　

西予市

　　　　　　

東宇和郡明浜町、同郡宇和町、同郡野村町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡城川町、西宇和郡三瓶町

平成16年７月１日

　

青森県

　

五戸町

　　　　　　

三戸郡五戸町ヽ同郡倉石村

　　　　　　　　　　

編入

平成16年８月１日

　

愛媛県

　

久万高原町

　　　　

上浮穴郡久万町、同郡面河村、同郡美川村、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡柳谷村

平成16年８月１日

　

長崎県

　

五島市

　　　　　　

福江市ヽ南松浦郡富江町ヽ同郡玉之浦町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡三井楽町、同郡岐宿町、同郡奈留町

平成16年８月１日

　

長崎県

　

新上五島町

　　　　

南松浦郡若松町ヽ同郡上五島町ヽ同郡新魚目

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町、同郡有川町、同郡奈良尾町

平成16年９月１日

　

山梨県

　

甲斐市

　　　　　　

中巨摩郡竜王町ヽ同郡敷島町ヽ北巨摩郡双葉

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町

平成16年９月１日

　

鳥取県

　

琴浦町

　　　　　　

東伯郡東伯町ヽ同郡赤碕町

　　　　　　　　　　

新設

平成16年９月13日

　

山梨県

　

身延町

　　　　　　

西八代郡下部町ヽ南巨摩郡中富町ヽ同郡身延

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町

資145



合併(予定)年月日

　

都道府県

　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態

平成16年９月21日

　

愛媛県

　

東温市

　　　　　　

温泉郡重信町、同郡川内町

　　　　　　　　　　

新設

平成16年10月１日

　

石川県

　

七尾市

　　　　　　

七尾市、鹿島郡田鶴浜町、同郡中島町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

能登島町

平成16年10月１日

　

三重県

　

志摩市

　　　　　　

志摩郡浜島町、同郡大王町、同郡志摩町、同

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡阿児町、同郡磯部町

平成16年10月１日

　

滋賀県

　

甲賀市

　　　　　　

甲賀郡水口町、同郡土山町、同郡甲賀町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡甲南町、同郡信楽町

平成16年10月１日

　

滋賀県

　

野洲市

　　　　　　

野洲郡中主町、同郡野洲町

　　　　　　　　　　

新設

平成16年10月１日

　

滋賀県

　

湖南市

　　　　　　

甲賀郡石部町、同郡甲西町

　　　　　　　　　　

新設

平成16年10月１日

　

奈良県

　

葛城市

　　　　　　

北葛城郡新庄町、同郡当麻町

　　　　　　　　　

新設

平成16年10月１日

　

和歌山県

　

みなべ町

　　　　　

日高郡南部川村、同郡南部町

　　　　　　　　　

新設

平成16年10月１日

　

鳥取県

　

湯梨浜町

　　　　　

東伯郡羽合町、同郡泊村、同郡東郷町

　　　　　

新設

平成16年10月１日

　

鳥取県

　

南部町

　　　　　　

西伯郡西伯町、同郡会見町

　　　　　　　　　　

新設

平成16年10月１日

　

島根県

　

安来市

　　　　　　

安来市、能義郡広瀬町、同郡伯太町

　　　　　　

新設

平成16年10月１日

　

島根県

　

江津市

　　　　　　

江津市、邑智郡桜江町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成16年10月１日

　

島根県

　

美郷町

　　　　　　

邑智郡邑智町、同郡大和村

　　　　　　　　　　

新設

平成16年10月１日

　

島根県

　

邑南町

　　　　　　

邑智郡羽須美村、同郡瑞穂町、同郡石見町

　　　

新設

平成16年10月１日

　

島根県

　

隠岐の島町

　　　　

隠岐郡西郷町、同郡布施村、同郡五箇村、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡都万村

平成16年10月１日

　

岡山県

　

高梁市

　　　　　　

高梁市、上房郡有漢町、川上郡成羽町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川上町、同郡備中町

平成16年10月１日

　

岡山県

　

吉備中央町

　　　　

御津郡加茂川町、上房郡賀陽町

　　　　　　　　

新設

平成16年10月１日

　

広島県

　

世羅町

　　　　　　

世羅郡甲山町、同郡世羅町、同郡世羅西町

　　　

新設

平成16年10月１日

　

広島県

　

安芸太田町

　　　　

山県郡加計町、同郡筒賀村、同郡戸河内町

　　　

新設

平成16年10月１日

　

山口県

　

周防大島町

　　　　

大島郡久賀町、同郡大島町、同郡東和町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｍｍ田丁

平成16年10月１日

　

徳島県

　

吉野川市

　　　　　

麻植郡鴨島町、同郡川島町、同郡山川町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡美郷村

平成16年10月１日

　

愛媛県

　

上島町

　　　　　　

越智郡魚島村、同郡弓削町、同郡生名村、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡岩城村

平成16年10月１日

　

愛媛県

　

愛南町

　　　　　　

南宇和郡内海村、同郡御荘町、同郡城辺町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡一本松町、同郡西海町

平成16年10月１日

　

高知県

　

いの町

　　　　　　

吾川郡伊野町、同郡吾北村、土佐郡本川村

　　　

新設

平成16年10月４日

　

山口県

　

光市

　　　　　　　

光市、熊毛郡大和町

　　　　　　　　　　　　　

新設

平成16年10月12日

　

山梨県

　

笛吹市

　　　　　　

東八代郡石和町、同郡御坂町、同郡一宮町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡八代町、同郡境川村、東山梨郡春日居町

平成16年10月12日

　

鹿児島県

　

薩摩川内市

　　　　

川内市、薩摩郡樋脇町、同郡入来町、同郡東

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郷町、同郡祁答院町、同郡里村、同郡上甑村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡下甑村、同郡鹿島村

平成16年10月16日

　

茨城県

　

常陸大宮市

　　　　

那珂郡大宮町、同郡山方町、同郡美和村、同

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡緒川村、東茨城郡御前山村

平成16年10月25日

　

岐阜県

　

恵那市

　　　　　　

恵那市、恵那郡岩村町、同郡山岡町、同郡明

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

智町、同郡串原村、同郡上矢作町

平成16年11月１日

　

秋田県

　

美郷町

　　　　　　

仙北郡六郷町、同郡千畑町、同郡仙南村

　　　　

新設

平成16年11月１日

　

福島県

　

会津若松市

　　　　

会津若松市、北会津郡北会津村

　　　　　　　　

編入
平成16年11月１日

　

茨城県

　

日立市

　　　　　　

日立市、多賀郡十王町

　　　　　　　　　　　　

編入
平成16年11月１日

　

新潟県

　

魚沼市

　　　　　　

北魚沼郡堀之内町、同郡小出町、同郡湯之谷

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村、同郡広神村、同郡守門村、同郡入広瀬村

平成16年11月１日

　

新潟県

　

南魚沼市

　　　　　

南魚沼郡六日町、同郡大和町

　　　　　　　　　

新設

平成16年11月１日

　

富山県

　

砺波市

　　　　　　

砺波市、東礪波郡庄川町

　　　　　　　　　　　

新設
平成16年11月１日

　

富山県

　

南砺市

　　　　　　

東礪波郡城端町、同郡平村、同郡上平村、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡利賀村、同郡井波町、同郡井口村、同郡福

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

野町、西礪波郡福光町

平成16年11月１日

　

山梨県

　

北杜市

　　　　　　

北巨摩郡明野村、同郡須玉町、同郡高根町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡長坂町、同郡大泉村、同郡白州町、同郡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

武川村

平成16年11月１日

　

岐阜県

　

各務原市

　　　　　

各務原市、羽島郡川島町

　　　　　　　　　　　

編入

資146



合併(予定)年月日

　

都道府県

　　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態
平成16年11月１日

　

三重県

　

伊賀市

　　　　　　

上野市、阿山郡伊賀町、同郡島ヶ原村、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

阿山町、同郡大山田村、名賀郡青山町
平成16年11月１日

　

兵庫県

　

丹波市

　　　　　　

氷上郡柏原町、同郡氷上町、同郡青垣町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡春日町、同郡山南町、同郡市島町
平成16年11月１日

　

鳥取県

　

鳥取市

　　　　　　

鳥取市、岩美郡国府町、同郡福部村、八頭郡

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

河原町、同郡用瀬町、同郡佐治村、気高郡気

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高町、同郡鹿野町、同郡青谷町
平成16年11月１日

　

島根県

　

益田市

　　　　　　

益田市、美濃郡美都町、同郡匹見町

　　　　　　

編入
平成16年11月１日

　

島根県

　

雲南市

　　　　　　

大原郡大東町、同郡加茂町、同郡木次町、飯

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石郡三刀屋町、同郡吉田村、同郡掛合町
平成16年11月１日

　

岡山県

　

瀬戸内市

　　　　　

邑久郡牛窓町、同郡邑久町、同郡長船町

　　　　

新設
平成16年11月１日

　

広島県

　

江田島市

　　　　　

安芸郡江田島町、佐伯郡能美町、同郡沖美町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡大柿町
平成16年11月１日

　

山口県

　

宇部市

　　　　　　

宇部市、厚狭郡楠町

　　　　　　　　　　　　　

編入
平成16年11月１日

　

愛媛県

　

西条市

　　　　　　

西条市、東予市、周桑郡小松町、同郡丹原町

　

新設
平成16年11月１日

　

熊本県

　

美里町

　　　　　　

下益城郡中央町、同郡砥用町

　　　　　　　　　

新設
平成16年11月１日

　

鹿児島県

　

鹿児島市

　　　　　

鹿児島市、鹿児島郡吉田町、同郡桜島町、揖

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宿郡喜入町、日置郡松元町、同郡郡山町
平成16年11月５日

　

広島県

　

神石高原町

　　　　

神石郡油木町、同郡神石町、同郡豊松村、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡三和町
平成16年12月１日

　

北海道

　

函館市

　　　　　　

函館市、亀田郡戸井町、同郡恵山町、同郡椴

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法華村、茅部郡南茅部町
平成16年12月１日

　

茨城県

　

常陸太田市

　　　　

常陸太田市、久慈郡金砂郷町、同郡水府村、

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡里美村
平成16年12月５日

　

群馬県

　

前橋市

　　　　　　

前橋市、勢多郡大胡町、同郡宮城村、同郡粕

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川村

平成16年12月６日

　

三重県

　

桑名市

　　　　　　

桑名市、桑名郡多度町、同郡長島町

　　　　　　

新設
平成17年１月１日

　

青森県

　

十和田市

　　　　　

十和田市、上北郡十和田湖町

　　　　　　　　　

新設
平成17年１月１日

　

栃木県

　

那須塩原市

　　　　

黒磯市、那須郡西那須野町、同郡塩原町

　　　

新設
平成17年１月１日

　

群馬県

　

伊勢崎市

　　　　　

伊勢崎市、佐波郡赤堀町、同郡東村、同郡境

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町

平成17年１月１日

　

埼玉県

　

飯能市

　　　　　　

飯能市、入間郡名栗村

　　　　　　　　　　　　

編入
平成17年１月１日

　

新潟県

　

上越市

　　　　　　

上越市、東頚城郡安塚町、同郡浦川原村、同

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡大島村、同郡牧村、中頚城郡柿崎町、同郡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大潟町、同郡頚城村、同郡吉川町、同郡中郷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村、同郡板倉町、同郡清里村、同郡三和村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西頚城郡名立町

平成17年１月１日

　

福井県

　

南越前町

　　　　　

南条郡南条町、同郡今庄町、同郡河野村

　　　　

新設

平成17年１月１日

　

長野県

　

長野市

　　　　　　

長野市、更級郡大岡村、上水内郡豊野町、同

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡戸隠村、同郡鬼無里村

平成17年１月１日

　

三重県

　

松阪市

　　　　　　

松阪市、一志郡嬉野町、同郡三雲町、飯南郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

飯南町、同郡飯高町

平成17年１月１日

　

滋賀県

　

高島市

　　　　　　

高島郡マキノ町、同郡今津町、同郡朽木村、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡安曇川町、同郡高島町、同郡新旭町

平成17年１月１日

　

鳥取県

　

伯香町

　　　　　　

西伯郡岸本町、日野郡溝口町

　　　　　　　　　

新設

平成17年１月１日

　

島根県

　

飯南町

　　　　　　

飯石郡頓原町、同郡赤来町

　　　　　　　　　　

新設
平成17年１月１日

　

愛媛県

　

松山市

　　　　　　

松山市、北条市、温泉郡中島町

　　　　　　　　

編入

平成17年１月１日

　

愛媛県

　

砥部町

　　　　　　

伊予郡砥部町、同郡広田村

　　　　　　　　　　

新設

平成17年１月１日

　

愛媛県

　

内子町

　　　　　　

喜多郡内子町、同郡五十崎町、上浮穴郡小田

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町

平成17年１月１日

　

愛媛県

　

鬼北町

　　　　　　

北宇和郡広見町、同郡日吉村

　　　　　　　　　

新設

平成17年１月１日

　

高知県

　

高知市

　　　　　　

高知市、土佐郡鏡村、同郡土佐山村

　　　　　　

編入

平成17年１月１日

　

佐賀県

　

唐津市

　　　　　　

唐津市、東松浦郡浜玉町、同郡厳木町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

相知町、同郡北波多村、同郡肥前町、同郡鎮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西町、同郡呼子町

平成17年１月１日

　

佐賀県

　

白石町

　　　　　　

杵島郡白石町、同郡福富町、同郡有明町

　　　　

新設

平成17年１月１日

　

熊本県

　

芦北町

　　　　　　

葦北郡田浦町、同郡芦北町

　　　　　　　　　　

新設

資147



合併(予定)年月日

　

都道府県

　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態

平成17年１月１日

　

大分県

　

大分市

　　　　　　

大分市、大分郡野津原町、北海部郡佐賀関町

　

編入

平成17年１月１日

　

大分県

　

臼杵市

　　　　　　

臼杵市、大野郡野津町

　　　　　　　　　　　　

新設

平成17年１月４日

　

長崎県

　

長崎市

　　　　　　

長崎市、西彼杵郡香焼町、同郡伊王島町ヽ同

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡高島町、同郡野母崎町、同郡三和町、同郡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

外海町

平成17年１月11日

　

秋田県

　

秋田市

　　　　　　

秋田市、河辺郡河辺町、同郡雄和町

　　　　　　

編入

平成17年１月11日

　

三重県

　

亀山市

　　　　　　

亀山市、鈴鹿郡関町

　　　　　　　　　　　　　

新設

平成17年１月ｎ日

　

兵庫県

　

南あわじ市

　　　　

三原郡緑町、同郡西淡町、同郡三原町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南淡町

平成17年１月11日

　

愛媛県

　

大洲市

　　　　　　

大洲市、喜多郡長浜町、同郡肱川町、同郡河

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

辺村

平成17年１月15日

　

熊本県

　

宇城市

　　　　　　

宇土郡三角町、同郡不知火町、下益城郡松橋

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町、同郡小川町、同郡豊野町

平成17年１月15日

　

熊本県

　

山鹿市

　　　　　　

山鹿市、鹿本郡鹿北町、同郡菊鹿町、同郡鹿

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本町、同郡鹿央町

平成17年１月16日

　

愛媛県

　

今治市

　　　　　　

今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡関前村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡吉海町、同郡宮窪町、同郡伯方町、同郡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上浦町、同郡大三島町

平成17年１月17日

　

静岡県

　

菊川市

　　　　　　

小笠郡小笠町、同郡菊川町

　　　　　　　　　　

新設

平成17年１月21日

　

茨城県

　

那珂市

　　　　　　

那珂郡那珂町、同郡瓜連町

　　　　　　　　　　

編入

平成17年１月24日

　

福岡県

　

福津市

　　　　　　

宗像郡福間町、同郡津屋崎町

　　　　　　　　　

新設

平成17年１月31日

　

岐阜県

　

揖斐川町

　　　　　

揖斐郡揖斐川町、同郡谷汲村、同郡春日村、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡久瀬村、同郡藤橋村、同郡坂内村

平成17年２月１日

　

茨城県

　

水戸市

　　　　　　

水戸市、東茨城郡内原町

　　　　　　　　　　　

編入

平成17年２月１日

　

茨城県

　

城里町

　　　　　　

東茨城郡常北町、同郡桂村、西茨城郡七会村

　

新設

平成17年２月１日

　

石川県

　

白山市

　　　　　　

松任市、石川郡美川町、同郡鶴来町、同郡河

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内村、同郡吉野谷村、同郡鳥越村、同郡尾□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村、同郡白峰村

平成17年２月１日

　

石川県

　

能美市

　　　　　　

能美郡根上町、同郡寺井町、同郡辰口町

　　　　

新設

平成17年２月１日

　

福井県

　

越前町

　　　　　　

丹生郡朝日町、同郡宮崎村、同郡越前町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡織田町

平成17年２月１日

　

岐阜県

　

高山市

　　　　　　

高山市、大野郡丹生川村、同郡清見村、同郡

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

荘川村、同郡宮村、同郡久々野町、同郡朝日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村、同郡高根村、吉城郡国府町、同郡上宝村

平成17年２月１日

　

大阪府

　

堺市

　　　　　　　

堺市、南河内郡美原町

　　　　　　　　　　　　

編入
平成17年２月１日

　

広島県

　

福山市

　　　　　　

福山市、沼隈郡沼隈町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成17年２月１日

　

広島県

　

北広島町

　　　　　

山県郡芸北町、同郡大朝町、同郡千代田町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡豊平町

平成17年２月１日

　

高知県

　

津野町

　　　　　　

高岡郡葉山村、高岡郡東津野村

　　　　　　　　

新設
平成17年２月５日

　

福岡県

　

久留米市

　　　　　

久留米市、浮羽郡田主丸町、三井郡北野町、

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三瀦郡城島町、同郡三瀦町

平成17年２月７日

　

岐阜県

　

関市

　　　　　　　

関市、武儀郡洞戸村、同郡板取村、同郡武芸

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川町、同郡武儀町、同郡上之保村

平成17年２月７日

　

三重県

　

四日市市

　　　　　

四日市市、三重郡楠町

　　　　　　　　　　　　

編入
平成17年２月７日

　

広島県

　

東広島市

　　　　　

東広島市、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊栄町、同郡河内町、豊田郡安芸津町
平成17年２月11日

　

青森県

　

つがる市

　　　　　

西津軽郡木造町、同郡森田村、同郡柏村、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡稲垣村、同郡車力村

平成17年２月11日

　

千葉県

　

鴨川市

　　　　　　

鴨川市、安房郡天津小湊町

　　　　　　　　　　

新設
平成17年２月11日

　

滋賀県

　

東近江市

　　　　　

八日市市、神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知郡愛東町、同郡湖東町

平成17年２月11日

　

熊本県

　

阿蘇市

　　　　　　

阿蘇郡一の宮町、同郡阿蘇町、同郡波野村

　　　

新設
平成17年２月11日

　

熊本県

　

山都町

　　　　　　

上益城郡矢部町、同郡清和村、阿蘇郡蘇陽町

　

新設
平成17年２月13日

　

群馬県

　

沼田市

　　　　　　

沼田市、利根郡白沢村、同郡利根村

　　　　　　

編入
平成17年２月13日

　

山梨県

　

上野原市

　　　　　

北都留郡上野原町、南都留郡秋山村

　　　　　　

新設

資148



合併(予定)年月日

　

都道府県

　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態
平成17年２月13日

　

岐阜県

　

中津川市

　　　　　

中津川市、恵那郡坂下町、同郡川上村、同郡

　

編入

　　　　　　　　　

(、長野県)

　　　　　　　　　

加子母村、同郡付知町、同郡福岡町、同郡蛭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川村(、長野県木曽郡山口村)
平成17年２月13日

　

山口県

　

下関市

　　　　　　

下関市、豊浦郡菊川町、同郡豊田町、同郡豊

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

浦町、同郡豊北町
平成17年２月13日

　

熊本県

　

南阿蘇村

　　　　　

阿蘇郡白水村、同郡久木野村、同郡長陽村

　　　

新設
平成17年２月14日

　

三重県

　

大紀町

　　　　　　

度会郡大宮町、同郡紀勢町、同郡大内山村

　　　

新設
平成17年２月14日

　

滋賀県

　

米原市

　　　　　　

坂田郡山東町、同郡伊吹町、同郡米原町

　　　　

新設
平成17年２月21日

　

山口県

　

柳井市

　　　　　　

柳井市、玖珂郡大畠町

　　　　　　　　　　　　

新設
平成17年２月28日

　

栃木県

　

佐野市

　　　　　　

佐野市、安蘇郡田沼町、同郡葛生町

　　　　　　

新設
平成17年２月28日

　

岡山県

　

津山市

　　　　　　

津山市、苫田郡加茂町、同郡阿波村、勝田郡

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

勝北町、久米郡久米町
平成17年３月１日

　

福島県

　

田村市

　　　　　　

田村郡滝根町、同郡大越町、同郡都路村、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡常葉町、同郡船引町
平成17年３月１日

　

石川県

　

宝達志水町

　　　　

羽咋郡志雄町、同郡押水町

　　　　　　　　　　

新設
平成17年３月１日

　

石川県

　

中能登町

　　　　　

鹿島郡鳥屋町、同郡鹿島町、同郡鹿西町

　　　　

新設
平成17年３月１日

　

石川県

　

能登町

　　　　　　

鳳至郡能都町、同郡柳田村、珠洲郡内浦町

　　

新設
平成17年３月１日

　

岡山県

　

井原市

　　　　　　

井原市、小田郡美星町、後月郡芳井町

　　　　　

編入
平成17年３月１日

　

岡山県

　

鏡野町

　　　　　　

苫田郡富村、同郡奥津町、同郡上斎原村、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡鏡野町
平成17年３月１日

　

徳島県

　

美馬市

　　　　　　

美馬郡脇町、同郡美馬町、同郡穴吹町、同郡

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

木屋平村
平成17年３月１日

　

徳島県

　

っるぎ町

　　　　　

美馬郡半田町、同郡貞光町、同郡一宇村

　　　　

新設
平成17年３月１日

　

徳島県

　

那賀町

　　　　　　

那賀郡鷲敷町、同郡相生町、同郡上那賀町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡木沢村、同郡木頭村
平成17年３月１日

　

佐賀県

　

小城市

　　　　　　

小城郡小城町、同郡三日月町、同郡牛津町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡芦刈町

平成17年３月１日

　

佐賀県

　

みやき町

　　　　　

三養基郡中原町、同郡北茂安町、同郡三根町

　　

新設

平成17年３月１日

　

長崎県

　

諌早市

　　　　　　

諌早市、西彼杵郡多良見町、北高来郡森山町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡飯盛町、同郡高来町、同郡小長井町

平成17年３月１日

　

大分県

　

中津市

　　　　　　

中津市、下毛郡三光村、同郡本耶馬渓町、同

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡耶馬渓町、同郡山国町

平成17年３月３日

　

大分県

　

佐伯市

　　　　　　

佐伯市、南海部郡上浦町、同郡弥生町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本匠村、同郡宇目町、同郡直川村、同郡鶴見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町、同郡米水津村、同郡蒲江町

平成17年３月６日

　

山口県

　

萩市

　　　　　　　

萩市、阿武郡川上村、同郡田万川町、同郡む

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

っみ村、同郡須佐町、同郡旭村、同郡福栄村

平成17年３月７日

　

岡山県

　

赤磐市

　　　　　　

赤磐郡山陽町、同郡赤坂町、同郡熊山町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡吉井町

平成17年３月14日

　

青森県

　

むっ市

　　　　　　

むっ市、下北郡川内町、同郡大畑町、同郡脇

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

野沢村

平成17年３月19日

　

新潟県

　

糸魚川市

　　　　　

糸魚川市、西頚城郡能生町、同郡青海町

　　　　

新設

平成17年３月20日

　

長野県

　

佐久穂町

　　　　　

南佐久郡佐久町、同郡八千穂村

　　　　　　　　

新設

平成17年３月20日

　

広島県

　

呉市

　　　　　　　

呉市、安芸郡音戸町、同郡倉橋町、同郡蒲刈

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町、豊田郡安浦町、同郡豊浜町、同郡豊町

平成17年３月20日

　

福岡県

　

うきは市

　　　　　

浮羽郡吉井町、同郡浮羽町

　　　　　　　　　　

新設

平成17年３月21日

　

新潟県

　

新潟市

　　　　　　

新潟市、白根市、豊栄市、中蒲原郡小須戸町、

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡横越町、同郡亀田町、西蒲原郡岩室村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡西川町、同郡味方村、同郡潟東村、同郡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

月潟村、同郡中之口村、新津市

平成17年３月21日

　

福岡県

　

柳川市

　　　　　　

柳川市、山門郡大和町、同郡三橋町

　　　　　　

新設

平成17年３月22日

　

秋田県

　

由利本荘市

　　　　

本荘市、由利郡矢島町、同郡岩城町、同郡由

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

利町、同郡西目町、同郡鳥海町、同郡東由利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町、同郡大内町

平成17年３月22日

　

秋田県

　

潟上市

　　　　　　

南秋田郡昭和町ヽ同郡飯田川町ヽ同郡天王町

　

新設

平成17年３月22日

　

秋田県

　

大仙市

　　　　　　

大曲市ヽ仙北郡神岡町ヽ同郡西仙北町ヽ同郡

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中仙町、同郡協和町、同郡南外村、同郡仙北

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町、同郡太田町
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合併(予定)年月日

　

都道府県

　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態

平成17年３月22日

　

秋田県

　

北秋田市

　　　　　

北秋田郡鷹巣町、同郡森吉町、同郡阿仁町ヽ

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡合川町

平成17年３月22日

　

秋田県

　

湯沢市

　　　　　　

湯沢市、雄勝郡稲川町、同郡雄勝町ヽ同郡皆

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

瀬村

平成17年３月22日

　

秋田県

　

男鹿市

　　　　　　

男鹿市、南秋田郡若美町

　　　　　　　　　　　

新設

平成17年３月22日

　

茨城県

　

坂東市

　　　　　　

岩井市、猿島郡猿島町

　　　　　　　　　　　　

新設

平成17年３月22日

　

茨城県

　

稲敷市

　　　　　　

稲敷郡江戸崎町、同郡新利根町、同郡桜川村、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡東町

平成17年３月22日

　

山梨県

　

山梨市

　　　　　　

山梨市、東山梨郡牧丘町、同郡三富村

　　　　　

新設

平成17年３月22日

　

鳥取県

　

倉吉市

　　　　　　

倉吉市、東伯郡関金町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成17年３月22日

　

島根県

　

出雲市

　　　　　　

出雲市、平田市、簸川郡佐田町、同郡多伎町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡湖陵町、同郡大社町

平成17年３月22日

　

岡山県

　

岡山市

　　　　　　

岡山市、御津郡御津町、児島郡灘崎町

　　　　　

編入

平成17年３月22日

　

岡山県

　

総社市

　　　　　　

総社市、都窪郡山手村、同郡清音村

　　　　　　

新設

平成17年３月22日

　

岡山県

　

備前市

　　　　　　

備前市、和気郡日生町、同郡吉永町

　　　　　　

新設

平成17年３月22日

　

岡山県

　

美咲町

　　　　　　

久米郡中央町、同郡旭町、同郡柵原町

　　　　　

新設

平成17年３月22日

　

広島県

　

三原市

　　　　　　

三原市、豊田郡本郷町、御調郡久井町、賀茂

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡大和町

平成17年３月22日

　

山口県

　

長門市

　　　　　　

長門市、大津郡三隅町、同郡日置町、同郡油

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

谷町

平成17年３月22日

　

山口県

　

山陽小野田市

　

、小野田市、厚狭郡山陽町

　　　　　　　　　　　

新設

平成17年３月22日

　

香川県

　

丸亀市

　　　　　　

丸亀市、綾歌郡綾歌町、同郡飯山町

　　　　　　

新設

平成17年３月22日

　

福岡県

　

筑前町

　　　　　　

朝倉郡三輪町、同郡夜須町

　　　　　　　　　　

新設

平成17年３月22日

　

熊本県

　

菊池市

　　　　　　

菊池市、菊池郡七城町、同郡旭志村、同郡泗

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水町

平成17年３月22日

　

大分県

　

日田市

　　　　　　

日田市、日田郡前津江村、同郡中津江村、同

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡上津江村、同郡大山町、同郡天瀬町

平成17年３月22日

　

鹿児島県

　

さっま町

　　　　　

薩摩郡宮之城町、同郡鶴田町、同郡薩摩町

　　　

新設

平成17年３月22日

　

鹿児島県

　

湧水町

　　　　　　

姶良郡栗野町、同郡吉松町

　　　　　　　　　　

新設

平成17年３月22日

　

鹿児島県錦江町

　　　　　　

肝属郡大根占町、同郡田代町

　　　　　　　　　

新設

平成17年３月28日

　

青森県

　

五所川原市

　　　　

五所川原市、北津軽郡金木町、同郡市浦村

　　　

新設

平成17年３月28日

　

青森県

　

外ヶ浜町

　　　　　

東津軽郡蟹田町、同郡平舘村、同郡三厩村

　　　

新設

平成17年３月28日

　

青森県

　

中泊町

　　　　　　

北津軽郡中里町、同郡小泊村

　　　　　　　　　

新設

平成17年３月28日

　

青森県

　

藤崎町

　　　　　　

南津軽郡藤崎町、同郡常盤村

　　　　　　　　　

新設

平成17年３月28日

　

茨城県

　

筑西市

　　　　　　

下館市、真壁郡関城町、同郡明野町、同郡協

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

和町

平成17年３月28日

　

茨城県

　

かすみがうら市

　　

新治郡霞ヶ浦町、同郡千代田町

　　　　　　　　

新設

平成17年３月28日

　

茨城県

　

取手市

　　　　　　

取手市、北楓賜郡藤代町

　　　　　　　　　　　

編入

平成17年３月28日

　

栃木県

　

さくら市

　　　　　

塩谷郡氏家町、同郡喜連川町

　　　　　　　　　

新設

平成17年３月28日

　

群馬県

　

太田市

　　　　　　

太田市、新田郡尾島町、同郡新田町、同郡藪

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

塚本町

平成17年３月28日

　

千葉県

　

柏市

　　　　　　　

柏市、東葛飾郡沼南町

　　　　　　　　　　　　

編入
平成17年３月28日

　

岐阜県

　

海津市

　　　　　　

海津郡海津町、同郡平田町、同郡南濃町

　　　　

新設
平成17年３月28日

　

鳥取県

　

大山町

　　　　　　

西伯郡中山町、同郡名和町、同郡大山町

　　　

新設

平成17年３月28日

　

広島県

　

尾道市

　　　　　　

尾道市、御調郡御調町、同郡向島町

　　　　　　

編入
平成17年３月28日

　

愛媛県

　

八幡浜市

　　　　　

八幡浜市、西宇和郡保内町

　　　　　　　　　　

新設
平成17年３月28日

　

福岡県

　

宗像市

　　　　　　

宗像市、宗像郡大島村

　　　　　　　　　　　　

編入
平成17年３月28日

　

福岡県

　

東峰村

　　　　　　

朝倉郡小石原村、同郡宝珠山村

　　　　　　　　

新設
平成17年３月31日

　

青森県

　

八戸市

　　　　　　

八戸市、三戸郡南郷村

　　　　　　　　　　　　

編入
平成17年３月31日

　

青森県

　

深浦町

　　　　　　

西津軽郡深浦町、同郡岩崎村

　　　　　　　　　

新設
平成17年３月31日

　

青森県

　

七戸町

　　　　　　

上北郡七戸町、同郡天間林村

　　　　　　　　　

新設
平成17年３月31日

　

青森県

　

東北町

　　　　　　

上北郡上北町、同郡東北町

　　　　　　　　　　

新設
平成17年３月31日

　

福井県

　

若狭町

　　　　　　

三方郡三方町、遠敷郡上中町

　　　　　　　　　

新設
平成17年３月31日

　

鳥取県

　

米子市

　　　　　　

米子市、西伯郡淀江町

　　　　　　　　　　　　

新設
平成17年３月31日

　

鳥取県

　

八頭町

　　　　　　

八頭郡郡家町、同郡船岡町、同郡八束町

　　　　

新設
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合併(予定)年月日

　

都道府県

　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態
平成17年３月31日

　

島根県

　

松江市

　　　　　　

松江市、八束郡鹿島町、同郡島根町、同郡美

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保関町、同郡八雲村、同郡玉湯町、同郡宍道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町、同郡八束町
平成17年３月31日

　

島根県

　

奥出雲町

　　　　　

仁多郡仁多町、同郡横田町

　　　　　　　　　　

新設
平成17年３月31日

　

岡山県

　

新見市

　　　　　　

新見市、阿哲郡大佐町、同郡神郷町、同郡哲

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

多町、同郡哲西町
平成17年３月31日

　

岡山県

　

真庭市

　　　　　　

上房郡北房町、真庭郡勝山町、同郡落合町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡湯原町、同郡久世町、同郡美甘村、同郡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川上村、同郡八束村、同郡中和村
平成17年３月31日

　

岡山県

　

美作市

　　　　　　

勝田郡勝田町、英田郡大原町、同郡東粟倉村、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡美作町、同郡作東町、同郡英田町
平成17年３月31日

　

広島県

　

庄原市

　　　　　　

庄原市、甲奴郡総領町、比婆郡西城町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東城町、同郡口和町、同郡高野町、同郡比和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町
平成17年３月31日

　

大分県

　

豊後高田市

　　　　

豊後高田市、西国東郡真玉町、同郡香々地町

　

新設
平成17年３月31日

　

大分県

　

宇佐市

　　　　　　

宇佐市、宇佐郡院内町、同郡安心院町

　　　　　

新設
平成17年３月31日

　

大分県

　

豊後大野市

　　　　

大野郡三重町、同郡清川村、同郡緒方町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡朝地町、同郡大野町、同郡千歳村、同郡犬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

飼町
平成17年３月31日

　

鹿児島県

　

南大隅町

　　　　　

肝属郡根占町、同郡佐多町

　　　　　　　　　　

新設
平成17年４月１日

　

北海道

　

森町

　　　　　　　

茅部郡森町、同郡砂原町

　　　　　　　　　　　

新設
平成17年４月１日

　

青森県

　

青森市

　　　　　　

青森市、南津軽郡浪岡町

　　　　　　　　　　　

新設
平成17年４月１日

　

宮城県

　

登米市

　　　　　　

登米郡迫町、同郡登米町、同郡東和町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中田町、同郡豊里町、同郡米山町、同郡石越

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町、同郡南方町、本吉郡津山町

平成17年４月１日

　

宮城県

　

栗原市

　　　　　　

栗原郡築館町、同郡若柳町、同郡栗駒町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡高清水町、同郡一迫町、同郡瀬峰町、同郡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鶯沢町、同郡金成町、同郡志波姫町、同郡花

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山村

平成17年４月１日

　

宮城県

　

東松島市

　　　　　

桃生郡矢本町、同郡鳴瀬町

　　　　　　　　　　

新設

平成17年４月１日

　

宮城県

　

石巻市

　　　　　　

石巻市、桃生郡河北町、同郡雄勝町、同郡河

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南町、同郡桃生町、同郡北上町、牡鹿郡牡鹿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町

平成17年４月１日

　

福島県

　

須賀川市

　　　　　

須賀川市、岩瀬郡長沼町、同郡岩瀬村

　　　　　

編入

平成17年４月１日

　

埼玉県

　

さいたま市

　　　　

さいたま市、岩槻市

　　　　　　　　　　　　　

編入

平成17年４月１日

　

埼玉県

　

秩父市

　　　　　　

秩父市、秩父郡吉田町、同郡大滝村、同郡荒

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川寸

平成17年４月１日

　

新潟県

　

十日町市

　　　　　

十日町市、中魚沼郡川西町、同郡中里村、東

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

頚城郡松代町、同郡松之山町

平成17年４月１日

　

新潟県

　

妙高市

　　　　　　

新井市、中頚城郡妙高高原町、同郡妙高村

　　　

編入

平成17年４月１日

　

新潟県

　

阿賀町

　　　　　　

東蒲原郡津川町、同郡鹿瀬町、同郡上川村、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡三川村

平成17年４月１日

　

新潟県

　

長岡市

　　　　　　

長岡市、南蒲原郡中之島町、三島郡越路町、

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡三島町、古志郡山古志村、刈羽郡小国町

平成17年４月１日

　

富山県

　

富山市

　　　　　　

富山市、上新川郡大沢野町、同郡大山町、婦

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

負郡八尾町、同郡婦中町、同郡山田村、同郡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

細入村

平成17年４月１日

　

長野県

　

塩尻市

　　　　　　

塩尻市、木曽郡楢川村

　　　　　　　　　　　　

編入

平成17年４月１日

　

長野県

　

松本市

　　　　　　

松本市、東筑摩郡四賀村、南安曇郡奈川村、

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡安曇村、同郡梓川村

平成17年４月１日

　

長野県

　

佐久市

　　　　　　

佐久市、南佐久郡臼田町、北佐久郡浅科村、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡望月町

平成17年４月１日

　

長野県

　

中野市

　　　　　　

中野市、下水内郡豊田村

　　　　　　　　　　　

新設

平成17年４月１日

　

静岡県

　

沼津市

　　　　　　

沼津市、田方郡戸田村

　　　　　　　　　　　　

編入

平成17年４月１日

　

静岡県

　

磐田市

　　　　　　

磐田市、磐田郡福田町、同郡竜洋町、同郡豊

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

田町、同郡豊岡村

平成17年４月１日

　

静岡県

　

掛川市

　　　　　　

掛川市、小笠郡大須賀町ヽ同郡大東町

　　　　　

新設

平成17年４月１日

　

静岡県

　

袋井市

　　　　　　

袋井市、磐田郡浅羽町

　　　　　　　　　　　　

新設

資151



合併(予定)年月日

　

都道府県

　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態

平成17年４月１日

　

静岡県

　

伊豆の国市

　　　　

田方郡伊豆長岡町、同郡韮山町、同郡大仁町

　

新設

平成17年４月１日

　

静岡県

　

西伊豆町

　　　　　

賀茂郡西伊豆町、同郡賀茂村

　　　　　　　　　

新設

平成17年４月１日

　

愛知県

　

稲沢市

　　　　　　

稲沢市、中島郡祖父江町、同郡平和町

　　　　　

編入

平成17年４月１日

　

愛知県

　

一宮市

　　　　　　

一宮市、尾西市、葉栗郡木曽川町

　　　　　　　

編入

平成17年４月１日

　

愛知県

　

愛西市

　　　　　　

海部郡佐屋町、同郡立田村、同郡八開村、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡佐織町

平成17年４月１日

　

愛知県

　

豊田市

　　　　　　

豊田市、西加茂郡藤岡町、同郡小原村、東加

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茂郡足助町、同郡下山村、同郡旭町、同郡稲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

武町

平成17年４月１日

　

京都府

　

京都市

　　　　　　

京都市、北桑田郡京北町

　　　　　　　　　　　

編入

平成17年４月１日

　

兵庫県

　

朝来市

　　　　　　

朝来郡生野町、同郡和田山町、同郡山東町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡朝来町

平成17年４月１日

　

兵庫県

　

豊岡市

　　　　　　

豊岡市、城崎郡城崎町、同郡竹野町、同郡日

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高町、出石郡出石町、同郡但東町

平成17年４月１日

　

兵庫県

　

淡路市

　　　　　　

津名郡津名町、同郡淡路町、同郡北淡町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡一宮町、同郡東浦町

平成17年４月１日

　

兵庫県

　

宍粟市

　　　　　　

宍粟郡山崎町、同郡一宮町、同郡波賀町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡千種町

平成17年４月１日

　

兵庫県

　

香美町

　　　　　　

城崎郡香住町、美方郡村岡町、同郡美方町

　　　

新設

平成17年４月１日

　

奈良県

　

奈良市

　　　　　　

奈良市、添上郡月ヶ瀬村、山辺郡都祁村

　　　　

編入

平成17年４月１日

　

和歌山県

　

海南市

　　　　　　

海南市、海草郡下津町

　　　　　　　　　　　　

新設

平成17年４月１日

　

和歌山県

　

串本町

　　　　　　

西牟婁郡串本町、東牟婁郡古座町

　　　　　　　

新設

平成17年４月１日

　

徳島県

　

阿波市

　　　　　　

板野郡吉野町、同郡土成町、阿波郡市場町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡阿波町

平成17年４月１日

　

愛媛県

　

伊予市

　　　　　　

伊予市、伊予郡中山町、同郡双海町

　　　　　　

新設

平成17年４月１日

　

愛媛県

　

伊方町

　　　　　　

西宇和郡伊方町、同郡瀬戸町、同郡三崎町

　　　

新設

平成17年４月１日

　

長崎県

　

西海市

　　　　　　

西彼杵郡西彼町、同郡西海町、同郡大島町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡崎戸町、同郡大瀬戸町

平成17年４月１日

　

長崎県

　

佐世保市

　　　　　

佐世保市、北松浦郡吉井町、同郡世知原町

　　　

編入

平成17年４月１日

　

大分県

　

竹田市

　　　　　　

竹田市、直入郡荻町、同郡久住町、同郡直入

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町

平成17年４月１日

　

沖縄県

　

うるま市

　　　　　

石川市、具志川市、中頭郡与那城町、同郡勝

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連町

平成17年４月10日

　

高知県

　

四万十市

　　　　　

中村市、幡多郡西土佐村

　　　　　　　　　　　

新設

平成17年４月25日

　

広島県

　

広島市

　　　　　　

広島市、佐伯郡湯来町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成17年５月１日

　

新潟県

　

新発田市

　　　　　

新発田市、北蒲原郡紫雲寺町、同郡加治川村

　

編入

平成17年５月１日

　

新潟県

　

三条市

　　　　　　

三条市、南蒲原郡栄町、同郡下田村

　　　　　　

新設
平成17年５月１日

　

新潟県

　

柏崎市

　　　　　　

柏崎市、刈羽郡高柳町、同郡西山町

　　　　　　

編入

平成17年５月１日

　

岐阜県

　

可児市

　　　　　　

可児市、可児郡兼山町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成17年５月１日

　

和歌山県

　

田辺市

　　　　　　

田辺市、日高郡龍神村、西牟婁郡中辺路町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡大塔村、東牟婁郡本宮町

平成17年５月１日

　

和歌山県

　

日高川町

　　　　　

日高郡川辺町、同郡中津村、同郡美山村

　　　　

新設
平成17年５月１日

　

鹿児島県

　

日置市

　　　　　　

日置郡東市来町、同郡伊集院町、同郡日吉町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡吹上町

平成17年５月５日

　

静岡県

　

島田市

　　　　　　

島田市、榛原郡金谷町

　　　　　　　　　　　　

新設
平成17年６月６日

　

岩手県

　

宮古市

　　　　　　

宮古市、下閉伊郡田老町、同郡新里村

　　　　　

新設
平成17年６月13日

　

群馬県

　

桐生市

　　　　　　

桐生市、勢多郡新里村、同郡黒保根村

　　　　　

編入
平成17年６月20日

　

秋田県

　

大館市

　　　　　　

大館市、北秋田郡比内町、同郡田代町

　　　　　

編入

平成17年７月１日

　

山形県

　

庄内町

　　　　　　

東田川郡立川町、同郡余目町

　　　　　　　　　

新設
平成17年７月１日

　

千葉県

　

旭市

　　　　　　　

旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町、香取郡干

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

潟町

平成17年７月１日

　

静岡県

　

浜松市

　　　　　　

浜松市、浜北市、天竜市、浜名郡舞阪町、同

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡雄踏町、引佐郡細江町、同郡引佐町、同郡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三ヶ日町、周智郡春野町、磐田郡佐久間町、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡水窪町、同郡龍山村

平成17年７月１日

　

鹿児島県

　

曽於市

　　　　　　

曽於郡大隅町、同郡財部町、同郡末吉町

　　　　

新設

資152



合併(予定)年月日

　

都道府県

　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態
平成17年７月１日

　

鹿児島県肝付町

　　　　　　

肝属郡内之浦町、同郡高山町

　　　　　　　　　

新設
平成17年７月７日

　

愛知県

　

清須市

　　　　　　

西春日井郡西枇杷島町、同郡清洲町、同郡新

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川町
平成17年８月１日

　

茨城県

　

神栖市

　　　　　　

鹿島郡神栖町、同郡波崎町

　　　　　　　　　　

編入
平成17年８月１日

　

岡山県

　

倉敷市

　　　　　　

倉敷市、浅口郡船穂町、吉備郡真備町

　　　　　

編入
平成17年８月１日

　

愛媛県

　

宇和島市

　　　　　

宇和島市、北宇和郡吉田町、同郡三間町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡津島町
平成17年８月１日

　

高知県

　

仁淀川町

　　　　　

吾川郡池川町、同郡吾川村、高岡郡仁淀村

　　　

新設
平成17年８月１日

　

熊本県

　

八代市

　　　　　　

八代市、八代郡坂本村、同郡千丁町、同郡鏡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町、同郡東陽村、同郡泉村
平成17年９月１日

　

北海道

　

せたな町

　　　　　

久遠郡大成町、瀬棚郡瀬棚町、同郡北檜山町

　

新設
平成17年９月１日

　

北海道

　

士別市

　　　　　　

士別市、上川郡朝日町

　　　　　　　　　　　　

新設
平成17年９月１日

　

岩手県

　

八幡平市

　　　　　

岩手郡西根町、同郡安代町、同郡松尾村

　　　　

新設
平成17年９月１日

　

新潟県

　

胎内市

　　　　　　

北蒲原郡中条町、同郡黒川村

　　　　　　　　　

新設
平成17年９月１日

　

石川県

　

志賀町

　　　　　　

羽咋郡富来町、同郡志賀町

　　　　　　　　　　

新設
平成17年９月２日

　

茨城県

　

行方市

　　　　　　

行方郡麻生町、同郡北浦町、同郡玉造町

　　　　

新設
平成17年９月12日

　

茨城県

　

古河市

　　　　　　

古河市、猿島郡総和町、同郡三和町

　　　　　　

新設
平成17年９月20日

　

岩手県

　

一関市

　　　　　　

一関市、西磐井郡花泉町、東磐井郡大東町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡千厩町、同郡東山町、同郡室根村、同郡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川崎村

平成17年９月20日

　

秋田県

　

仙北市

　　　　　　

仙北郡田沢湖町、同郡角館町、同郡西木村

　　　

新設

平成17年９月20日

　

静岡県

　

川根本町

　　　　　

榛原郡中川根町、同郡本川根町

　　　　　　　　

新設
平成17年９月25日

　

奈良県

　

五條市

　　　　　　

五條市、吉野郡西吉野村、同郡大塔村

　　　　　

編入
平成17年９月25日

　

島根県

　

津和野町

　　　　　

鹿足郡津和野町、同郡日原町

　　　　　　　　　

新設
平成17年９月26日

　

香川県

　

高松市

　　　　　　

高松市、香川郡塩江町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成17年10月１日

　

北海道

　

遠軽町

　　　　　　

紋別郡生田原町、同郡遠軽町、同郡丸瀬布町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡白滝村

平成17年10月１日

　

北海道

　

石狩市

　　　　　　

石狩市、厚田郡厚田村、浜益郡浜益村

　　　　　

編入

平成17年10月１日

　

北海道

　

八雲町

　　　　　　

爾志郡熊石町、山越郡八雲町

　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

岩手県

　

遠野市

　　　　　　

遠野市、上閉伊郡宮守村

　　　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

宮城県

　

南三陸町

　　　　　

本吉郡志津川町、同郡歌津町

　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

秋田県

　

にかは市

　　　　　

由利郡仁賀保町、同郡金浦町、同郡象潟町

　　　

新設

平成17年10月１日

　

秋田県

　

横手市

　　　　　　

横手市、平鹿郡増田町、同郡平鹿町、同郡雄

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

物川町、同郡大森町、同郡十文字町、同郡山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内村、同郡大雄村

平成17年10月１日

　

山形県

　

鶴岡市

　　　　　　

鶴岡市、東田川郡藤島町、同郡羽黒町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

櫛引町)、同郡朝日村、西田川郡温海町

平成17年10月１日

　

福島県

　

会津美里町

　　　　

大沼郡会津高田町、同郡会津本郷町、同郡新

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鶴村

平成17年10月１日

　

茨城県

　

桜川市

　　　　　　

西茨城郡岩瀬町、真壁郡真壁町、同郡大和村

　

新設

平成17年10月１日

　

茨城県

　

石岡市

　　　　　　

石岡市、新治郡八郷町

　　　　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

栃木県

　

大田原市

　　　　　

大田原市、那須郡湯津上村、同郡黒羽町

　　　　

編入

平成17年10月１日

　

栃木県

　

那須烏山市

　　　　

那須郡南那須町、同郡烏山町

　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

栃木県

　

那珂川町

　　　　　

那須郡馬頭町、同郡小川町

　　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

群馬県

　

みなかみ町

　　　　

利根郡月夜野町、同郡水上町、同郡新治村

　　

新設

平成17年10月１日

　

埼玉県

　

熊谷市

　　　　　　

熊谷市、大里郡大里町、同郡妻沼町

　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

埼玉県

　

春日部市

　　　　　

春日部市、北葛飾郡庄和町

　　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

埼玉県

　

小鹿野町

　　　　　

秩父郡小鹿野町、同郡両神村

　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

埼玉県

　

鴻巣市

　　　　　　

鴻巣市、北足立郡吹上町、北埼玉郡川里町

　　　

編入

平成17年10月１日

　

埼玉県

　

ふじみ野市

　　　　

上福岡市、入間郡大井町

　　　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

新潟県

　

南魚沼市

　　　　　

南魚沼市、南魚沼郡塩沢町

　　　　　　　　　　

編入

平成17年10月１日

　

石川県

　

加賀市

　　　　　　

加賀市、江沼郡山中町

　　　　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

福井県

　

越前市

　　　　　　

武生市、今立郡今立町

　　　　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

山梨県

　

市川三郷町

　　　　

西八代郡三珠町、同郡市川大門町ヽ同郡六郷

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町

資153



合併(予定)年月日

　

都道府県

　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態

平成17年10月１日

　

長野県

　

安曇野市

　　　　　

南安曇郡豊科町、同郡穂高町、同郡三郷村ヽ

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡堀金村、東筑摩郡明科町

平成17年10月１日

　

長野県

　

飯綱町

　　　　　　

上水内郡牟礼村、同郡三水村

　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

長野県

　

長和町

　　　　　　

小県郡長門町、同郡和田村

　　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

長野県

　

飯田市

　　　　　　

飯田市、下伊那郡上村、同郡南信濃村

　　　　　

編入

平成17年10月１日

　

愛知県

　

田原市

　　　　　　

田原市、渥美郡渥美町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成17年10月１日

　

愛知県

　

新城市

　　　　　　

新城市、南設楽郡鳳来町、同郡作手村

　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

愛知県

　

設楽町

　　　　　　

北設楽郡設楽町、同郡津具村

　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

三重県

　

南伊勢町

　　　　　

度会郡南勢町、同郡南島町

　　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

滋賀県

　

米原市

　　　　　　

米原市、坂田郡近江町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成17年10月１日

　

兵庫県

　

西脇市

　　　　　　

西脇市、多可郡黒田庄町

　　　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

兵庫県

　

たつの市

　　　　　

龍野市、揖保郡新宮町、同郡揖保川町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

御津町

平成17年10月１日

　

兵庫県

　

佐用町

　　　　　　

佐用郡佐用町、同郡上月町、同郡南光町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡三日月町

平成17年10月１日

　

兵庫県

　

新温泉町

　　　　　

美方郡浜坂町、同郡温泉町

　　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

和歌山県

　

新宮市

　　　　　　

新宮市、東牟婁郡熊野川町

　　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

和歌山県

　

かつらぎ町

　　　　

伊都郡かつらぎ町、同郡花園村

　　　　　　　　

編入

平成17年10月１日

　

鳥取県

　

北栄町

　　　　　　

東伯郡北条町、同郡大栄町

　　　　　　　　　　

新設

平成17年10月１日

　

島根県

　

浜田市

　　　　　　

浜田市、那賀郡金城町、同郡旭町、同郡弥栄

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村、同郡三隅町

平成17年10月１日

　

島根県

　

大田市

　　　　　　

大田市、渥摩郡温泉津町、同郡仁摩町

　　　　　

新設
平成17年10月１日

　

島根県

　

吉賀町

　　　　　　

鹿足郡柿木村、同郡六日市町

　　　　　　　　　

新設
平成17年10月１日

　

山口県

　

山口市

　　　　　　

山口市、佐波郡徳地町、吉敷郡秋穂町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小郡町、同郡阿知須町
平成17年10月１日

　

佐賀県

　

佐賀市

　　　　　　

佐賀市、佐賀郡諸富町、同郡大和町、同郡富

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

士町、神埼郡三瀬村

平成17年10月１日

　

長崎県

　

平戸市

　　　　　　

平戸市、北松浦郡生月町、同郡田平町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大島村

平成17年10月１日

　

熊本県

　

氷川町

　　　　　　

八代郡竜北町、同郡宮原町

　　　　　　　　　　

新設
平成17年10月１日

　

大分県

　

由布市

　　　　　　

大分郡挾間町、同郡庄内町、同郡湯布院町

　　　

新設
平成17年10月１日

　

大分県

　

杵築市

　　　　　　

杵築市、速見郡山香町、西国東郡大田村

　　　　

新設
平成17年10月１日

　

沖縄県

　

宮古島市

　　　　　

平良市、宮古郡城辺町、同郡下地町、同郡上

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

野村、同郡伊良部町

平成17年10月３日

　

熊本県

　

玉名市

　　　　　　

玉名市、玉名郡岱明町、同郡横島町、同郡天

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水町

平成17年10月10日

　

新潟県

　

新潟市

　　　　　　

新潟市、西蒲原郡巻町

　　　　　　　　　　　　

編入
平成17年10月11日

　

北海道

　

釧路市

　　　　　　

釧路市、阿寒郡阿寒町、白糠郡音別町

　　　　　

新設
平成17年10月11日

　

茨城県

　

鉾田市

　　　　　　

鹿島郡旭村、同郡鉾田町、同郡大洋村

　　　　　

新設
平成17年10月11日

　

長野県

　

筑北村

　　　　　　

東筑摩郡本城村、同郡坂北村、同郡坂井村

　　　

新設
平成17年10月11日

　

静岡県

　

牧之原市

　　　　　

榛原郡相良町、同郡榛原町

　　　　　　　　　　

新設
平成17年10月11日

　

三重県

　

紀北町

　　　　　　

北牟婁郡紀伊長島町、同郡海山町

　　　　　　　

新設
平成17年10月11日

　

京都府

　

京丹波町

　　　　　

船井郡丹波町、同郡瑞穂町、同郡和知町

　　　　

新設
平成17年10月11日

　

香川県

　

観音寺市

　　　　　

観音寺市、三豊郡大野原町、同郡豊浜町

　　　　

新設
平成17年10月11日

　

福岡県

　

上毛町

　　　　　　

築上郡新吉富村、同郡大平村

　　　　　　　　　

新設
平成17年10月11日

　

長崎県

　

雲仙市

　　　　　　

南高来郡国見町、同郡瑞穂町、同郡吾妻町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡愛野町、同郡千々石町、同郡小浜町、同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡南串山町

平成17年10月11日

　

鹿児島県

　

いちき串木野市

　　

串木野市、日置郡市来町

　　　　　　　　　　　

新設
平成17年10月24日

　

兵庫県

　

三木市

　　　　　　

三木市、美嚢郡吉川町

　　　　　　　　　　　　

編入
平成17年11月１日

　

岩手県

　

西和賀町

　　　　　

和賀郡湯田町、同郡沢内村

　　　　　　　　　　

新設
平成17年11月１日

　

山形県

　

酒田市

　　　　　　

酒田市、飽海郡八幡町、同郡松山町、同郡平

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

田町

平成17年11月１日

　

福島県

　

会津若松市

　　　　

会津若松市、河沼郡河東町

　　　　　　　　　　

編入
平成17年11月１日

　

富山県

　

射水市

　　　　　　

新湊市、射水郡小杉町、同郡大門町、同郡下

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村、同郡大島町

資154



合併(予定)年月日

　

都道府県

　　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態
平成17年11月１日

　

富山県

　

高岡市

　　　　　　

高岡市、西礪波郡福岡町

　　　　　　　　　　　

新設
平成17年11月１日

　

山梨県

　

甲州市

　　　　　　

塩山市、東山梨郡勝沼町、同郡大和村

　　　　　

新設
平成17年11月１日

　

長野県

　

木曽町

　　　　　　

木曽郡木曽福島町、同郡日義村、同郡開田村、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡三岳村
平成17年11月１日

　

三重県

　

伊勢市

　　　　　　

伊勢市、度会郡二見町、同郡小俣町、同郡御

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

薗村
平成17年ｎ月１日

　

三重県

　

熊野市

　　　　　　

熊野市、南牟婁郡紀和町

　　　　　　　　　　　

新設
平成17年ｎ月１日

　

兵庫県

　

多可町

　　　　　　

多可郡中町、同郡加美町、同郡八千代町

　　　　

新設
平成17年ｎ月３日

　

広島県

　

廿日市市

　　　　　

廿日市市、佐伯郡大野町、同郡宮島町

　　　　　

編入
平成17年11月７日

　

福島県

　

白河市

　　　　　　

白河市、西白河郡表郷村、同郡大信村、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東村
平成17年11月７日

　

福井県

　

大野市

　　　　　　

大野市、大野郡和泉村

　　　　　　　　　　　　

編入

平成17年11月７日

　

兵庫県

　

神河町

　　　　　　

神崎郡神崎町、同郡大河内町

　　　　　　　　　

新設

平成17年11月７日

　

和歌山県

　

紀の川市

　　　　　

那賀郡打田町、同郡粉河町、同郡那賀町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡桃山町、同郡貴志川町

平成17年11月７日

　

鹿児島県

　

霧島市

　　　　　　

国分市、姶良郡溝辺町、同郡横川町、同郡牧

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

園町、同郡霧島町、同郡隼人町、同郡福山町

平成17年11月７日

　

鹿児島県

　

南さっま市

　　　　

加世田市、川辺郡笠沙町、同郡大浦町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

坊津町、日置郡金峰町

平成17年11月27日

　

愛知県

　

豊根村

　　　　　　

北設楽郡豊根村、同郡富山村

　　　　　　　　　

編入

平成17年12月１日

　

福島県

　

二本松市

　　　　　

二本松市、安達郡安達町、同郡岩代町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東和町

平成17年12月５日

　

千葉県

　

いすみ市

　　　　　

夷隅郡夷隅町、同郡大原町、同郡岬町

　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

青森県

　

平川市

　　　　　　

南津軽郡平賀町、同郡尾上町、同郡碇ヶ関村

　

新設

平成18年１月１日

　

青森県

　

南部町

　　　　　　

三戸郡名川町、同郡南部町、同郡福地村

　　　　

新設

平成18年１月１日

　

岩手県

　

花巻市

　　　　　　

花巻市、稗貫郡大迫町、同郡石鳥谷町、和賀

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡東和町

平成18年１月１日

　

岩手県

　

二戸市

　　　　　　

二戸市、二戸郡浄法寺町

　　　　　　　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

岩手県

　

洋野町

　　　　　　

九戸郡種市町、同郡大野村

　　　　　　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

宮城県

　

美里町

　　　　　　

遠田郡小牛田町、同郡南郷町

　　　　　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

福島県

　

南楓喝市

　　　　　

原町市、相馬郡小高町、同郡鹿島町

　　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

福島県

　

伊達市

　　　　　　

伊達郡伊達町、同郡梁川町、同郡保原町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡霊山町、同郡月舘町

平成18年１月１日

　

茨城県

　

常総市

　　　　　　

水海道市、結城郡石下町

　　　　　　　　　　　

編入

平成18年１月１日

　

茨城県

　

下妻市

　　　　　　

下妻市、結城郡千代川村

　　　　　　　　　　　

編入

平成18年１月１日

　

栃木県

　

鹿沼市

　　　　　　

鹿沼市、上都賀郡粟野町

　　　　　　　　　　　

編入

平成18年１月１日

　

群馬県

　

藤岡市

　　　　　　

藤岡市、多野郡鬼石町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成18年１月１日

　

埼玉県

　

行田市

　　　　　　

行田市、北埼玉郡南河原村

　　　　　　　　　　

編入

平成18年１月１日

　

埼玉県

　

深谷市

　　　　　　

深谷市、大里郡岡部町、同郡川本町、同郡花

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

園町

平成18年１月１日

　

埼玉県

　

神川町

　　　　　　

児玉郡神川町、児玉郡神泉村

　　　　　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

新潟県

　

五泉市

　　　　　　

五泉市、中蒲原郡村松町

　　　　　　　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

新潟県

　

長岡市

　　　　　　

長岡市、栃尾市、三島郡与板町、同郡和島村、

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡寺泊町

平成18年１月１日

　

長野県

　

大町市

　　　　　　

大町市、北安曇郡八坂村、同郡美麻村

　　　　　

編入

平成18年１月１日

　

長野県

　

阿智村

　　　　　　

下伊那郡阿智村、同郡浪合村

　　　　　　　　　

編入

平成18年１月１日

　

岐阜県

　

岐阜市

　　　　　　

岐阜市、羽島郡柳津町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成18年１月１日

　

愛知県

　

岡崎市

　　　　　　

岡崎市、額田郡額田町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成18年１月１日

　

三重県

　

津市

　　　　　　　

津市、久居市ヽ安芸郡河芸町ヽ同郡芸濃町ヽ

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡美里村、同郡安濃町、一志郡香良洲町、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡一志町、同郡白山町、同郡美杉村

平成18年１月１日

　

三重県

　

多気町

　　　　　　

多気郡多気町ヽ同郡勢和村

　　　　　　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

滋賀県

　

東近江市

　　　　　

東近江市ヽ神崎郡能登川町ヽ蒲生郡蒲生町

　　　

編入

平成18年１月１日

　

京都府

　

福知山市

　　　　　

福知山市ヽ天田郡三和町ヽ同郡夜久野町ヽ加

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

佐郡大江町

資155



合併(予定)年月日

　

都道府県

　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態

平成18年１月１日

　

京都府

　

南丹市

　　　　　　

船井郡園部町、同郡八木町、同郡日吉町、北

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桑田郡美山町

平成18年１月１日

　

奈良県

　

宇陀市

　　　　　　

宇陀郡大宇陀町、同郡榛原町、同郡菟田野町ヽ

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡室生村

平成18年１月１日

　

和歌山県

　

紀美野町

　　　　　

海草郡野上町、同郡美里町

　　　　　　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

和歌山県

　

有田川町

　　　　　

有田郡吉備町、同郡金屋町、同郡清水町

　　　　

新設

平成18年１月１日

　

香川県

　

三豊市

　　　　　　

三豊郡高瀬町、同郡山本町、同郡三野町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡豊中町、同郡詫間町、同郡仁尾町、同郡財

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

田町

平成18年１月１日

　

高知県

　

中土佐町

　　　　　

高岡郡中土佐町、同郡大野見村

　　　　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

佐賀県

　

唐津市

　　　　　　

唐津市、東松浦郡七山村

　　　　　　　　　　　

編入

平成18年１月１日

　

佐賀県

　

嬉野市

　　　　　　

藤津郡塩田町、同郡嬉野町

　　　　　　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

長崎県

　

島原市

　　　　　　

島原市、南高来郡有明町

　　　　　　　　　　　

編入

平成18年１月１日

　

長崎県

　

松浦市

　　　　　　

松浦市、北松浦郡福島町、同郡鷹島町

　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

宮崎県

　

宮崎市

　　　　　　

宮崎市、宮崎郡佐土原町、同郡田野町、東諸

　　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県郡高岡町

平成18年１月１日

　

宮崎県

　

都城市

　　　　　　

都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡山田町、同郡高崎町

平成18年１月１日

　

宮崎県

　

美郷町

　　　　　　

東臼杵郡南郷村、同郡西郷村、同郡北郷村

　　　

新設

平成18年１月１日

　

鹿児島県

　

鹿屋市

　　　　　　

鹿屋市、曽於郡輝北町、肝属郡串良町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

吾平町

平成18年１月１日

　

鹿児島県指宿市

　　　　　　

指宿市、揖宿郡山川町、同郡開聞町

　　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

鹿児島県志布志市

　　　　　

曽於郡松山町、同郡志布志町、同郡有明町

　　　

新設

平成18年１月１日

　

沖縄県

　

八重瀬町

　　　　　

島尻郡東風平町、同郡具志頭村

　　　　　　　　

新設

平成18年１月１日

　

沖縄県

　

南城市

　　　　　　

島尻郡玉城村、同郡知念村、同郡佐敷町、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡大里村

平成18年１月４日

　

福島県

　

喜多方市

　　　　　

喜多方市、耶麻郡熱塩加納村、同郡塩川町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡山都町、同郡高郷村

平成18年１月４日

　

長崎県

　

長崎市

　　　　　　

長崎市、西彼杵郡琴海町

　　　　　　　　　　　

編入

平成18年１月10日

　

岩手県

　

盛岡市

　　　　　　

盛岡市、岩手郡玉山村

　　　　　　　　　　　　

編入

平成18年１月10日

　

栃木県

　

下野市

　　　　　　

河内郡南河内町、下都賀郡石橋町、同郡国分

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

寺町

平成18年１月10日

　

埼玉県

　

本庄市

　　　　　　

本庄市、児玉郡児玉町

　　　　　　　　　　　　

新設

平成18年１月10日

　

三重県

　

大台町

　　　　　　

多気郡大台町、同郡宮川村

　　　　　　　　　　

新設

平成18年１月10日

　

三重県

　

紀宝町

　　　　　　

南牟婁郡紀宝町、同郡鵜殿村

　　　　　　　　　

新設
平成18年１月10日

　

広島県

　

尾道市

　　　　　　

尾道市、因島市、豊田郡瀬戸田町

　　　　　　　

編入

平成18年１月10日

　

香川県

　

高松市

　　　　　　

高松市、香川郡香川町、同郡香南町、綾歌郡

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国分寺町、木田郡庵治町、同郡牟礼町

平成18年１月10日

　

福岡県

　

築上町

　　　　　　

築上郡椎田町、同郡築城町

　　　　　　　　　　

新設
平成18年１月23日

　

群馬県

　

高崎市

　　　　　　

高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

馬町、多野郡新町

平成18年１月23日

　

千葉県

　

匝瑳市

　　　　　　

八日市場市、匝瑳郡野栄町

　　　　　　　　　　

新設
平成18年１月23日

　

岐阜県

　

多治見市

　　　　　

多治見市、土岐郡笠原町

　　　　　　　　　　　

編入
平成18年２月１日

　

北海道

　

北斗市

　　　　　　

上磯郡上磯町、亀田郡大野町

　　　　　　　　　

新設
平成18年２月１日

　

埼玉県

　

ときがわ町

　　　　

比企郡都幾川村、同郡玉川村

　　　　　　　　　

新設
平成18年２月１日

　

石川県

　

輪島市

　　　　　　

輪島市、鳳珠郡門前町

　　　　　　　　　　　　

新設
平成18年２月１日

　

福井県

　

福井市

　　　　　　

福井市、足羽郡美山町、丹生郡越廼村、同郡

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

清水町

平成18年２月１日

　

愛知県

　

豊川市

　　　　　　

豊川市、宝飯郡一宮町

　　　　　　　　　　　　

編入
平成18年２月６日

　

北海道

　

幕別町

　　　　　　

中川郡幕別町、広尾郡忠類村

　　　　　　　　　

編入
平成18年２月11日

　

兵庫県

　

洲本市

　　　　　　

洲本市、津名郡五色町

　　　　　　　　　　　　

新設
平成18年２月11日

　

福岡県

　

宮若市

　　　　　　

鞍手郡宮田町、同郡若宮町

　　　　　　　　　　

新設
平成18年２月13日

　

福井県

　

永平寺町

　　　　　

吉田郡松岡町、同郡永平寺町、同郡上志比村

　

新設
平成18年２月13日

　

滋賀県

　

長浜市

　　　　　　

長浜市、東浅井郡浅井町、同郡びわ町

　　　　　

新設
平成18年２月13日

　

滋賀県

　

愛荘町

　　　　　　

愛知郡秦荘町、同郡愛知川町

　　　　　　　　　

新設

資156



合併(予定)年月日

　

都道府県

　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態
平成18年２月20日

　

岩手県

　

奥州市

　　　　　　

水沢市、江剌市、胆沢郡前沢町、同郡胆沢町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡衣川村
平成18年２月20日

　

茨城県

　

土浦市

　　　　　　

土浦市、新治郡新治村

　　　　　　　　　　　　

編入
平成18年２月20日

　

群馬県

　

渋川市

　　　　　　

渋川市、北群馬郡伊香保町、同郡小野上村、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡子待村、勢多郡赤城村、同郡北橘村
平成18年２月20日

　

山梨県

　

中央市

　　　　　　

中巨摩郡王穂町、同郡田富町、東八代郡豊富

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村
平成18年２月20日

　

言崎県

　

延岡市

　　　　　　

延岡市、東臼杵郡北方町、同郡北浦町

　　　　　

編入
平成18年２月25日

　

宮崎県

　

日向市

　　　　　　

日向市、東臼杵郡東郷町

　　　　　　　　　　　

編入
平成18年２月27日

　

青森県

　

弘前市

　　　　　　

弘前市、中津軽郡岩木町、同郡拒鴇村

　　　　　

新設
平成18年２月27日

　

熊本県

　

合志市

　　　　　　

菊池郡合志町、同郡西合志町

　　　　　　　　　

新設
平成18年３月１日

　

北海道

　

日高町

　　　　　　

沙流郡日高町、同郡門別町

　　　　　　　　　　

新設
平成18年３月１日

　

北海道

　

伊達市

　　　　　　

伊達市、有珠郡大滝村

　　　　　　　　　　　　

編入
平成18年３月１日

　

青森県

　

おいらせ町

　　　　

上北郡百石町、同郡下田町

　　　　　　　　　　

新設
平成18年３月１日

　

山梨県

　

富士河口湖町

　　　

南都留郡富士河口湖町、西八代郡上九一色村

　

編入
平成18年３月１日

　

山梨県

　

甲府市

　　　　　　

甲府市、束八代郡中道町、西八代郡上九一色

　　

編人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村
平成18年３月１日京都府与謝野町与謝郡

資157



合併(予定)年月日

　

都道府県

　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態

平成18年３月20日

　

愛知県

　

北名古屋市

　　　　

西春日井郡師勝町、同郡西春町

　　　　　　　　

新設

平成18年３月20日

　

滋賀県

　

大津市

　　　　　　

大津市、滋賀郡志賀町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成18年３月20日

　

兵庫県

　

加東市

　　　　　　

加東郡社町、同郡滝野町、同郡東条町

　　　　　

新設

平成18年３月20日

　

山口県

　

岩国市

　　　　　　

岩国市、玖珂郡由宇町、同郡玖珂町、同郡本

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郷村、同郡周東町、同郡錦町、同郡美川町。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡美和町

平成18年３月20日

　

徳島県

　

阿南市

　　　　　　

阿南市、那賀郡那賀川町、同郡羽ノ浦町

　　　　

編入

平成18年３月20日

　

香川県

　

まんのう町

　　　　

仲多度郡琴南町、同郡満濃町、同郡仲南町

　　　

新設

平成18年３月20日

　

高知県

　

四万十町

　　　　　

高岡郡窪川町、幡多郡大正町、同郡十和村

　　　

新設

平成18年３月20日

　

高知県

　

黒潮町

　　　　　　

幡多郡大方町、同郡佐賀町

　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月20日

　

福岡県

　

朝倉市

　　　　　　

甘木市、朝倉郡杷木町、同郡朝倉町

　　　　　　

新設

平成18年３月20日

　

福岡県

　

みやこ町

　　　　　

京都郡犀川町、同郡勝山町、同郡豊津町

　　　　

新設

平成18年３月20日

　

佐賀県

　

神埼市

　　　　　　

神埼郡神埼町、同郡千代田町、同郡脊振村

　　

新設

平成18年３月20日

　

宮崎県

　

小林市

　　　　　　

小林市、西諸県郡須木村

　　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月20日

　

鹿児島県

　

奄美市

　　　　　　

名瀬市、大島郡住用村、同郡笠利町

　　　　　　

新設

平成18年３月20日

　

鹿児島県

　

長島町

　　　　　　

出水郡東町、同郡長島町

　　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月21日

　

秋田県

　

能代市

　　　　　　

能代市、山本郡ニッ井町

　　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月21日

　

岡山県

　

浅口市

　　　　　　

浅口郡金光町、同郡鴨方町、同郡寄島町

　　　　

新設

平成18年３月21日

　

香川県

　

小豆島町

　　　　　

小豆郡内海町、同郡池田町

　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月21日

　

香川県

　

綾川町

　　　　　　

綾歌郡綾上町、同郡綾南町

　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月26日

　

福岡県

　

飯塚市

　　　　　　

飯塚市、嘉穂郡筑穂町、同郡穂波町、同郡庄

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内町、同郡頴田町

平成18年３月27日

　

北海道

　

岩見沢市

　　　　　

岩見沢市、空知郡北村、同郡栗沢町

　　　　　　

編入

平成18年３月27日

　

北海道

　

名寄市

　　　　　　

名寄市、上川郡風連町

　　　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月27日

　

北海道

　

安平町

　　　　　　

勇払郡早来町、同郡追分町

　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月27日

　

北海道

　

むかわ町

　　　　　

勇払郡鵡川町、同郡穂別町

　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月27日

　

北海道

　

洞爺湖町

　　　　　

虻田郡虻田町、同郡洞爺村

　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月27日

　

秋田県

　

八峰町

　　　　　　

山本郡八森町、同郡峰浜村

　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月27日

　

茨城県

　

つくぼみらい市

　　

筑波郡伊奈町、筑波郡谷和原村

　　　　　　　　

新設

平成18年３月27日

　

茨城県

　

小美玉市

　　　　　

東茨城郡小川町、同郡美野里町、新治郡玉里

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村

平成18年３月27日

　

群馬県

　

富岡市

　　　　　　

富岡市、甘楽郡妙義町

　　　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月27日

　

群馬県

　

みどり市

　　　　　

新田郡笠懸町、山田郡大間々町、勢多郡東村

　

新設

平成18年３月27日

　

群馬県

　

東吾妻町

　　　　　

吾妻郡東村、同郡吾妻町

　　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月27日

　

千葉県

　

横芝光町

　　　　　

山武郡横芝町、匝瑳郡光町

　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月27日

　

千葉県

　

成田市

　　　　　　

成田市、香取郡下総町、同郡大栄町

　　　　　　

編入

平成18年３月27日

　

千葉県

　

香取市

　　　　　　

佐原市、香取郡山田町、同郡栗源町、同郡小

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

見川町

平成18年３月27日

　

千葉県

　

山武市

　　　　　　

山武郡成東町、同郡山武町、同郡蓮沼村、同

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡松尾町

平成18年３月27日

　

岐阜県

　

大垣市

　　　　　　

大垣市、養老郡上石津町、安八郡墨俣町

　　　　

編入

平成18年３月27日

　

兵庫県

　

姫路市

　　　　　　

姫路市、神崎郡香寺町、宍粟郡安富町、飾磨

　

編入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

郡家島町、同郡夢前町

平成18年３月27日

　

福岡県

　

嘉麻市

　　　　　　

山田市、嘉穂郡稲築町、同郡碓井町、同郡嘉

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

穂町

平成18年３月27日

　

熊本県

　

天草市

　　　　　　

本渡市、牛深市、天草郡有明町、同郡御所浦

　　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町、同郡倉岳町、同郡栖本町、同郡新和町。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡五和町、同郡天草町、同郡河浦町

平成18年３月31日

　

北海道

　

大空町

　　　　　　

網走郡東藻琴村、同郡女満別町

　　　　　　　　

新設

平成18年３月31日

　

北海道

　

新ひだか町

　　　　

静内郡静内町、三石郡三石町

　　　　　　　　　

新設

平成18年３月31日

　

宮城県

　

大崎市

　　　　　　

古川市、志田郡松山町、同郡三本木町、同郡

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿島台町、玉造郡岩出山町、同郡鳴子町、遠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

田郡田尻町

平成18年３月31日

　

宮城県

　

気仙沼市

　　　　　

気仙沼市、本吉郡唐桑町

　　　　　　　　　　　

新設

平成18年３月31日

　

富山県

　

黒部市

　　　　　　

黒部市、下新川郡宇奈月町

　　　　　　　　　　

新設
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合併(予定)年月日

　

都道府県

　　

新市町村名

　　　　　　

合併関係市町村名

　　　　　

合併形態

平成18年３月31日

　

長野県

　

伊那市

　　　　　　

伊那市、上伊那郡高遠町、同郡長谷村

　　　　　

新設

平成18年３月31日

　

静岡県

　

静岡市

　　　　　　

静岡市、庵原郡蒲原町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成18年３月31日

　

徳島県

　

海陽町

　　　　　　

海部郡海南町、同郡海部町、同郡宍喰町

　　　　

新設

平成18年３月31日

　

徳島県

　

美波町

　　　　　　

海部郡由岐町、同郡日和佐町

　　　　　　　　　

新設

平成18年３月31日

　

長崎県

　

南島原市

　　　　　

南高来郡加津佐町、同郡口之津町、同郡南有

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

馬町、同郡北有馬町、同郡西有家町、同郡有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

家町、同郡布津町、同郡深江町

平成18年３月31日

　

長崎県

　

佐世保市

　　　　　

佐世保市、北松浦郡宇久町、同郡小佐々町

　　　

編入

平成18年３月31日

　

大分県

　

国東市

　　　　　　

東国東郡国見町、同郡国東町、同郡武蔵町、

　

新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同郡安岐町

平成18年４月１日

　

愛知県

　

弥富市

　　　　　　

海部郡弥富町、同郡十四山村

　　　　　　　　　

編入

平成18年８月１日

　

山梨県

　

笛吹市

　　　　　　

笛吹市、東八代郡芦川村

　　　　　　　　　　　

編入

平成18年10月１日

　

福岡県

　

八女市

　　　　　　

八女市、八女郡上陽町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成18年10月１日

　

群馬県

　

高崎市

　　　　　　

高崎市、群馬郡榛名町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成19年１月１日

　

福島県

　

本宮市

　　　　　　

安達郡本宮町、同郡白沢村

　　　　　　　　　　

新設

平成19年１月22日

　

岡山県

　

岡山市

　　　　　　

岡山市、御津郡建部町、同郡瀬戸町

　　　　　　

編入

平成19年１月29日

　

福岡県

　

みやま市

　　　　　

山門郡瀬高町、同郡山川町、三池郡高田町

　　　

新設

平成19年２月13日

　

埼玉県

　

熊谷市

　　　　　　

熊谷市、大里郡江南町

　　　　　　　　　　　　

編入

平成19年３月11日

　

神奈川県

　

相模原市

　　　　　

相模原市、津久井郡城山町、同郡藤野町

　　　　

編入

平成19年３月12日

　

京都府

　

木津川市

　　　　　

相楽郡木津町、同郡加茂町、同郡山城町

　　　　

新設

平成19年３月31日

　

栃木県

　

宇都宮市

　　　　　

宇都宮市、河内郡上河内町、同郡河内町

　　　　

編入

平成19年３月31日

　

宮崎県

　

延岡市

　　　　　　

延岡市、東臼杵郡北川町

　　　　　　　　　　　

編入
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厦囮

経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006

第１章

　

日本経済の現状と今後の課題

1．「新たな挑戦の10年」へ

（明るい展望と新たなチャンスの到来）

　

長期停滞のトンネルを抜け出し、筋肉質の経済構造に変貌した日本経済は、ようやく未来への明るい展望

を持てる状況となった。今や我々は、「新たな挑戦の10年」の出発点に立っている。

　

第一の「挑戦」は、我が国を取り巻くいろいろなチャンスをつかみ取るための挑戦である。日本経済につ

いては、人口減少・少子高齢化といった面が悲観的に強調されがちだが、我が国を取り巻く環境を冷静に見

れば、新たな成長の芽が数多く存在する。

　

①

　

世界の成長センターであるアジアの中核国として、国際的な協業ネットワークや文化力に基づいたア

　　

ジア規模での融合的市場をつくっていくのに最適な位置取りをしている。

　

②

　

継続的に原油高が予想される中で世界最先端の省エネ構造・技術が競争優位の源泉となり得る。

　

③

　

長期的視点に立って研究開発・投資を行う「経営の論理」と短期的な収益回収を求める「資本の論理」

　　

の間で、「日本型の最適組み合わせ」が生まれつつある。

　

④

　

高感性・高品質を求める消費市場が競争を通じて新たな商品・サービスを生み出している。

　

これらの芽を確実に開花させる挑戦こそが新たな日本を創生する。

（直面する内外の課題）

　

もっとも、我が国を取り巻く環境はチャンスばかりではなく、克服しなければならない我が国固有の困難

も存在している。第二の「挑戦」は、これらの諸課題を克服していくための勇気ある挑戦である。

　

国内には、

　

①

　

人口減少・少子高齢化の経済負荷が本格化するまでに残された時間は10年程度であり、この期間中

　　

に「人口減を克服する新たな成長モデル」を作りあげなければならない。

　

②

　

バブル崩壊の衝撃を緩和するために累次にわたって講じられた経済対策や、社会保障給付の急増下で

　　

その財源確保への対応の遅れが、巨額の借金を政府に残し、雪だるま式に増加する借金の返済を後世代

　　

に先送りする構造となっている。

　

③

　

全力を挙げて少子化対策に取り組み、少子化に歯止めをかけなければならない。

　

人口減少・少子高齢化の進行する過程の下での財政の問題は、深刻な世代間の不公平を生じさせる。給付

を受け取る現世代が自らの責任で、自らの負担によって早急に対応しなければならない問題である。現世代

が自らの負うべき借金の返済を「声なき後世代」へ先送りすることは許されない。

　

国外にも種々の課題やリスクが存在する。

　

世界は、グローバリゼーションの恩恵を主要国が最大限に享受した時期を経て、グローバリゼーションの

副作用への目配りを各国が従来以上に強めなければならない時代に突入している。日本は自らの国際的責任

を果たしつつ、直面する諸課題を積極的に克服しなければならない。

　

具体的には、
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①

　

中国ヽインドなどの急速な経済発展に伴い、個別産業・企業のみならず個人レベルでも競争が激化し

　

ていく傾向が強まっている。

②

　

これら人口大国の急速な成長に伴う資源・エネルギーの需給逼迫によって地政学的リスクが経済リス

　

クに直ちにつながりつつある。

③

　

人材、技術、資金、情報などが世界中を自由に動き回るようになる中で、この世界的な還流サイクル

　

を取り込むための「制度インフラ整備」の競争が各国間で更に強まっている。とりわけ、競争力の源泉

　

である優秀な人材を取り込むための競争が内外ともに激化している。

④

　

世界的な経常収支不均衡が更に拡大しており、その持続可能性に注目が集まっている。また、世界の

　

金融全体が、これまで潤沢に供給されていた流動性を減少させる流れに向かっている中で、市場が金融

　

環境面における変化やリスクに一層敏感になりつつある。

（国内における不均衡問題への対応）

　

国民生活に目を転じると、若年層を中心に教育や就業の状況にばらつきが大きくなるおそれ、雇用環境の

激変等を背景とする将来に対する不安感の高まり、児童生徒や若者の凶悪犯罪による社会的な不安、都市と

地方間での不均衡等の問題が生じている。この新たな不均衡の克服が我が国の第三の「挑戦」として求めら

れる。

　

機会の平等や社会的セーフティネットなどの課題に対しては、健全で意欲ある中流層の維持こそが経済の

みならず社会や政治の安定の基礎となるとの認識に立って、政府は最大限の努力で丁寧かつ誠実に対応して

いかなければならない。

　

問題の解決は「経済成長の果実」を活用することを基本とし、そのための構造改革を重点的に進めつつ、

一方で、その副作用に対しては、真の社会的弱者に絞り込んだ自立支援型のセーフティネットをきめ細かく

構築すべきである。経済成長と安全・安心の社会を両立させる21世紀型の「穏やかで豊かな日本社会」を

拡大均衡の中で作っていかなければならない。

（構造改革路線の堅持）

　

以上の新たな三つの挑戦は、これまでの構造改革路線をしっかりと継続・強化させることによって成し遂

げられる。集中的かつ徹底的な改革を世界の動きを上回るスピードで実行していくことこそが挑戦を成功に

導く鍵である。

　

構造改革が「影」をもたらしたのではないかとの理由から、改革実行を遅らせてはならない。構造改革へ

の挑戦を怠れば、それは知らず知らずのうちに日本経済の地盤沈下をもたらし、世界から押し寄せるリスク

に対する抵抗力を弱めることになる。立ち止まることで生じる「影」は、挑戦することの「影」に比べて巨

大なものになることを銘記すべきである。

（「新たな挑戦の10年」に向けた社会変革）

　

構造改革は政府だけの課題ではない。国民を挙げて、日本全体として取り組むべきテーマである。構造改

革の必要性と方向性について、一人でも多くの国民の理解が得られるように、共通認識を形成する旗印が必

要である。

　

これまでは、デフレ克服と長期低迷からの脱却に向けて、官民それぞれが痛みを伴う改革に努力してきた。

今後は、豊かで安心な日本を後世代に引き継ぐための正念場であるとの認識の下で、「新たな挑戦の10年」

に向けて更なる改革への取組が不可欠である。
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挑戦の10年に向けて政府が取り組む構造改革は「挑戦」の内容に対応した形で、①成長力・競争力強化、

②財政健全化、③安全・安心で柔軟かつ多様な社会の実現という三つの優先課題に絞り込むべきである。

（「挑戦の好循環」のための基本的考え方）

　

こうした３つの挑戦は、それぞれ独立に対応していくべきものではない。「健全で活力ある経済」あって

こその「財政健全化」であり、「安全・安心かつ柔軟で多様な社会の構築」である。他方、財政健全化は最

大の成長政策の一つともなり、また、安全・安心に裏打ちされた活力ある社会なくして成長力強化もない。

　

こうした相互の関係を念頭に置き、中長期的に成長力・競争力を極大化するために最大限の努力を払いつ

つ、常にその時々の経済社会情勢に目を配りながら、歳出・歳入一体改革を着実に推進すること、すなわち、

経済と財政を一体的にとらえて改革を進めていくことによって、「成長力強化と財政健全化が相互に響きあ

い、強めあう好循環」を実現していくことが必要である。

2．「基本方針2006」の課題

にれまでの改革の成果）

　

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」（以下、「基本方針」という。）の策定は５年前にスタート

した。当時の非常に厳しい経済社会情勢にもかかわらず、政府は、財政出動に安易に頼る従来の経済運営の

基本的な考え方を転換し、構造改革の断行に大胆に着手したのである。「改革なくして成長なし」、「官から

民へ」、「国から地方へ」といった考えを「基本方針」の中軸に据え、対症療法から脱却し根本的な制度改革

こまで踏み込んで政策運営を行ってきた。

　

このうち、2001～04年度を集中調整期間とし、不良債権処理の加速化を中心とした負の遺産の清算に取

り組んできた。続く2005～06年度を重点強化期間とし、新たな成長基盤を重点的に強化していくことを優

先課題とした。

　

その結果、不良債権問題は2004年度末には正常化し、企業部門の三つの過剰問題（雇用・設備・債務）も

解消した。また、2005年度後半には経済全体の需給もほぼ均衡状態に復元した。デフレについては、物価

が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みがない状況、すなわちデフレからの脱却が

視野に入っている。財政状況については、国と地方の基礎的財政収支赤字は2002年度にはＧＤＰ比６％弱

にまで悪化したが、2006年度には半減し３％を下回る見込みである。

　

構造改革は、マクロ的な経済パフォーマンスの観点から見れば、明らかに大きな成果を生み出したのであ

る。地域経済をみると、構造改革の当初、グローバリゼーション、ＩＴ化の進展、高齢化の進展、人口減少

等を背景に大きなばらつきが見られた。このばらつきはマクロ経済の回復に伴って改善も見られるが、地域

の自助努力を更に後押しすることによって構造改革の成果を全国に波及させなければならない。

（三つの優先課題）

　

これまで５年間の改革推進により、日本経済の新たな飛躍に向けた基盤は固められつつある。「基本方針

2006」においては、この基盤の上に立って、豊かで安心な日本を後世代に引き継ぐため、「新たな挑戦の10

年」における三つの優先課題への取組を提示する。さらに、平成19年度予算は、「新たな挑戦の10年」の

初年度であり、また、2010年代初頭における基礎的財政収支の黒字化を確実に達成していくための発射台

となることから、今後の経済運営の基本になる予算編成の考え方を明らかにする。
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①

　

成長力・競争力強化

　

成長力強化はすべての経済政策の基本である。日本が直面する経済、社会、安全保障に関するそれぞれの

課題を解決していくためには、持続的かつ安定した経済成長が求められる。日本経済が直面する人口減少と

高齢社会到来という課題については、生産性向上・技術革新・アジアの活力活用の三つを挺子にして乗り越

える戦略を構想し、言わば新たな日本型成長モデルの構築によって克服していかなければならない。その際、

急速に成長する海外の人口大国に比肩するには、人間力を基礎に勤勉さ、挑戦意欲を日本国民が保持するこ

となくして、豊かな日本を維持することは不可能である。

②

　

財政健全化

　

財政健全化に向けて、「歳出・歳入一体改革」の策定とその具体化に向けて全力を尽くすことが不可欠で

ある。「一体改革」では、将来の数値目標、選択肢、工程表等を含めその全貌を分かりやすく提示する必要

がある。その際、後世代に負担を先送りする構造をなるべく早く是正すること、持続可能な社会保障制度の

構築によって国民の安心を確立することなどを改革の基本的立場とする。財政健全化計画は、中長期的視点

に立った堅実な経済前提を基礎とし、確実に実行していくものとする。

③

　

安全・安心で柔軟かつ多様な社会の実現

　

国民の間で高まる将来への不安感や対外面を含めた安全・安心への強い関心、また、人生の各段階におけ

る多様な選択肢と再挑戦の機会提供に対するニーズの高まりなどを踏まえ、成長の果実を有効に活用し、安

全・安心で柔軟かつ多様な社会を実現していく。持続可能な社会保障制度の総合的な改革、再チャレンジ支

援、総合的な少子化対策、個人や地域の生活におけるリスクへの対処策について取組を進め、さらに、豊か

な生活に向けた環境を整備する。
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第２章

　

成長力・競争力を強化する取組

　

F新たな挑戦の10年jにおいてぱ、成長力・競争力を強化する取組によっで、豊かで強く魅力ある日本

経済を実現し、改革の茫に剪るい未来があることを示すことが重要である。こうした取組に当たっては、科

学技術とＩＴ革新に置白:を置き、生産性向しにと経済の忽T大に結びっけることが不可T欠である。成長力・競争

力の強化を実効性のあるものとする力めにば、擢々の政策について明確な目標を定め、長期的な視点から一

貫性をもって取り組むべきである。施策の推進に当たっでば、成果目標、政策手段等を明確に掲げ、ＰＤＣ

ﾉ1サイクルを着実に実施していぐ。

1。経済成長戦略大綱の推進による成長力の強化

　

以下の施策をはじめとして、政府・与党一体となって策定した「経済成長戦略大綱」及び「工程表」１の

基本的考え方と戦略目標を政府全体で広く共有し、一貫性のある取組を推進する。各施策の着実な実現のた

め、毎年度、「基本方針」の策定過程で定量的にローリングを行い改定する。優先実現項目は、経済財政諮

問会議等で集中的に議論する。

　

経済成長戦略大綱を推進することにより成長率押上げ効果が期待される。これによって歳出・歳入一体改

革に伴う財政面からのマイナス要因を吸収し、場合によっては、それを上回る効果の実現が視野に入ること

が期待される。

(1)国際競争力の強化

①

　

我が国の国際競争力の強化

・｢第３期科学技術基本計画｣２や｢イノベーション創出総合戦略｣３を踏まえ、経済成長への貢献に配慮し、

　

戦略的に施策を実施する。イノベーション・スーパーハイウェイ構想を推進する。初期需要創出の環境整

　

備(官民の政策対話の場の設置等)や双方向の連携強化が必要な領域に平成18年度から政策資源を集中

　

投入する。

・ロボット、新世代自動車向け電池、次世代環境航空機等世界をリードする新産業群創出に向け平成18年

　

度に行動計画を策定する。宇宙の利用・産業化を推進する。

・｢総合物流施策大綱｣４に基づき、ハード・ソフトの物流インフラの戦略的・重点的な整備、原油価格高

　

騰の影響を受けにくい効率的な物流の実現に取り組む。｢国際物流競争力パートナーシップ｣を構築し、年

　

内に行動計画を策定する。

・｢21世紀新農政2006｣5に基づき、担い手への施策の集中化・重点化等により、経営構造の改革など国内

　

農業の体質強化を図るとともに、農林水産物・食品の輸出促進や東アジアを視野に入れた食品産業活性化

　

のための取組支援等の｢攻めの農政｣の視点に立った国際戦略を推進する。また、｢森林・林業基本計画｣６

　

及び｢水産基本計画｣７を見直し、森林の整備・保全と林業・木材産業の再生、国際競争力のある水産業

2

3

4

5

6

7

「経済成長戦略大綱」及び「工程表」（平成18年７月６日財政・経済一体改革会議）

「第３期科学技術基本計画」（平成18年３月28日閣議決定）

「イノベーション創出総合戦略」（平成18年６月14日）

「総合物流施策大綱(2005-2009)」（平成17年11月15日閣議決定）

「21世紀新農政2006」（平成18年４月４日）

「森林・林業基本計画」（平成13年10月26日閣議決定）

「水産基本計画」（平成14年３月26日閣議決定）
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への構造改革を推進する。

・ビジット・ジャパン・キャンペーンの高度化など観光立国の実現に向けた諸施策を推進し、2010年の外

　

国人旅行者の受入れ目標（1,000万人）を確実に達成する。

・医薬品・医療機器産業の国際競争力の強化のため、治験環境の充実等を推進するとともに、平成18年度

　

中にアクションプログラムを策定する。

・国内需要中心の産業・製品の国際展開・輸出振興に取り組む。

・産業・ビジネスの環境効率性の向上、３ Ｒ８技術・システムによる資源生産性の向上、バイオマスエネル

　

ギーの導入加速化を図る。

・「対日直接投資加速プログラム」９に基づき、2010年に対ＧＤＰ比倍増となる５％程度の対日投資受入れ

　

を目指す。

②

　

アジア等海外のダイナミズムの取り込み

・「グローバル戦略」1o別添の工程表に沿ってアジア諸国を中心としたＥＰＡ交渉を進める。その結果、2010

　

年には協定締結国との貿易額が25％以上になっていることが期待される。「東アジアＥＰＡ」構想を含め、

　

東アジア共同体の在り方について、我が国がとるべき外交・経済戦略上の観点から、政府内で十分議論し、

　

中長期的には、開かれた東アジア経済圏の構築に向けた経済連携の取組を進める。

・ＡＰＥＣへの取組の強化に加え、東アジアにおいて、新たに、ＯＥＣＤのような、統計整備や貿易、投資・

　

金融市場、産業政策、エネルギー・環境等に関する政策提言・調整機能を持つ国際的体制の構築に向け、

　

アジア太平洋地域にわたる協力も得ながら、取り組む。

・ＷＴＯ交渉の平成18年末の妥結に向け積極的に取り組む。開発ラウンドの成功に向け、「一村一品」、人

　

づくり等「開発イニシアティブ」を通じた支援を展開する。

・「今後５年間のＯＤＡ事業量について100億ドルの積み増しを目指す」との国際公約を着実に実施する。

　

このため円借款を積極的に活用する。また、現地の実施体制の抜本的強化を図る。同時に、無償・技術協

　

力を中心に、少なくとも公共事業について行われたような包括的な事業コスト縮減目標（例えば2010年

　

までに15％縮減）を援助の内容等に応じ設定し、コスト削減の工程表を策定する。海外経済協力会議に

　

おいて、「グローバル戦略」を踏まえ新たな基本方針を早急に策定する。

・グローバル化に対応し、公正で活力ある経済社会にふさわしい制度の整備を行う。アジア等との租税条約

　

ネットワークの充実等に取り組む。

・グローバル化に伴う競争の進展に対応し、予見可能性や手続の透明性・迅速性を高めるため、「独占禁止

　

法」11上の問題が生じないと考えられる企業結合の範囲や輸入圧力等の評価に関する基準等につき、企業

　

結合指針を平成18年度中に見直す。

・平成18年内の生活者としての外国人総合対策策定等、多文化共生社会構築を進める。

・国益の増進に資する世界戦略を展開するため、経済連携の推進、戦略的な援助の実施、資源・エネルギー

　

の確保などの政府の対外的機能を、在外公館等を通じて充実させる。

8

　

3 R :Reduce. Reuse, Recycle

9「対日直接投資加速プログラム」（平成18年６月20日）

1o「グローバル戦略」（平成18年５月18日）

11「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（平成17年法律第35号）
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③「新・国家エネルギー戦略」12等を踏まえた資源・エネルギー政策の戦略的展開

・省エネ対策（2030年までに少なくとも30％の消費効率改善を目指す）、運輸エネルギー次世代化（2030

　

年までに石油依存度を80％程度とする環境を整備する）、「原子力政策大綱」13を踏まえた安全を前提と

　

する原子力の推進（2030年前後も原子力比率30～40％程度以上とする、高速増殖炉の早期実用化へ円滑

　

に移行する等）、新エネ市場の拡大等、世界最先端のエネルギー需給構造の実現に取り組む。

・石油、天然ガス、鉱物資源等の総合的資源確保（2030年に石油自主開発比率40％程度を目指す等）、ア

　

ジア環境・エネルギー協力、石油備蓄の機能強化等を進める。

（2）生産性の向上（ＩＴとサービス産業の革新）

①

　

ＩＴによる生産性向上と市場創出

・「ＩＴ新改革戦略」14、「重点計画一2006」（仮称）を着実に実施する。とりわけ、５年以内の世界トップ

　

クラスの「ＩＴ経営」の実現に向け、産学官による「ＩＴ生産性向上運動」、「ＩＴ経営力指標」の策定・

　

普及、ＩＴ人材育成等に取り組む。

・「ＩＴ経営応援隊」等により、ＩＴを活用した中小企業等の経営革新を促進する。

・10年間で約５兆円のコンテンツ市場の拡大を目指し、東京国際映画祭等の積極的拡大による国際コンテ

　

ンツカーニバルの開催、ＩＰマルチキャスト放送の著作権法上の取扱いの明確化等に取り組む。

・大量・多様な情報から必要情報を検索する等の次世代ＩＴ技術の展開を推進する。

②

　

サービス産業の革新

・「日本サービス品質賞」の創設等「サービス産業生産性向上運動」を展開する。サービス６分野15の2015

　

年までの70兆円の市場規模拡大を目指し、地域ヘルスケア提供体制の重点化等質の高い効率的なサービ

　

スの実現策等を重点的に講ずる。

・サービス産業全体の生産・雇用等の状況を月次ベースで概括的に把握できる統計を2008年度に創設する

　

など、サービス統計の抜本的拡充を図る。

③

　

世界最先端の通信・放送に係るインフラ・サービスの実現

・「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」16に基づき、世界の状況を踏まえ、通信・放送分野の改革

　

を推進する。

(3)地域・中小企業の活性化(地域活性化戦略)

①

　

地域経営の活性化

・地域資源をいかした新技術開発、産業等の観光化、エコツーリズム、文化芸術、スポーツの活用等による

　

観光振興、コミュニティビジネス振興、地産地消等を進める。地域の中核事業の育成等、５年間で地方で

　

の1,000の新事業創出等を図る。

・地域性をいかした取組に必要な道路、港湾、地域公共交通等を戦略的に整備する。

12「新・国家エネルギー戦略」（平成18年５月31日）

13「原子力政策大綱」（平成17年10月14日閣議決定）

14「IT新改革戦略」（平成18年１月19日）

15サービス６分野：健康・福祉、育児支援、観光・集客、コンテンツ、ビジネス支援、流通・物流

16「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」（平成18年６月20日）
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゜ひとづくり‘雇用創出を図る地域再生計画の実現を省庁連携により支援する「地域の雇用再生プログラム

　

（仮称）」を策定する。

’地域活性化に向けた「立ち上がる農山漁村」の取組の推進、都市と農山漁村の共生・対流の推進、食品産

　

業と農業’漁業などの連携強化により、農山漁村を活性化する。

゜公的サービスのコストを低減・質的向上させ、地域活性化を図るため、大都市居住者の地方への定住・二

　

地域居住等の促進を国土形成計画に位置付ける。

・５年間で４万件の新事業創出を目指す産業クラスター計画と知的クラスターを連携して推進するととも

　

に、地域資源を活用したイノベーションを促進する。

・経済的社会的まとまりをもつ地域を単位とした総合的支援により活性化を図る。就業率や就業満足度等を

　

総合して「就業達成度」として政策遂行の指標とする。

②

　

中小企業の活性化

・「地域資源活用企業化プログラム」を創設し、地域の中小企業の知恵とやる気をいかし、地域資源を活用

　

した中小企業の新商品・新サービス開発等を促進する。

・「中小ものづくり高度化法」17を中核として、５年間で500のプロジェクトの成果を目指し、研究開発支

　

援、モノ作り教育の充実等により、モノ作り中小企業の技術力の底上げを図る。

・少子化等の地域経済課題に対応するため、３年間で100のモデル商店街を確立する。「改正中心市街地活

　

性化法」18も踏まえ、中小小売商業に重点支援を講ずる。

・中小企業の再生・再起業、女性・高齢者をいかした事業展開等を支援する。

③

　

都市再生・中心市街地活性化

・公園等の緑の創出など良好な都市空間の創造、不動産投資市場の拡大等を通じて、都市の成長力を高める

　

とともに、様々な担い手の自主性と創意工夫に富んだ全国都市再生を進める。また、都市部における地籍

　

整備を推進する。

・「中心市街地活性化本部」を早急に設置するなど、コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを進める。

(4)改革の断行による新たな需要の創出

　

イノベーションによる需要の創出に加え、官業の民間開放や規制改革といった改革努力により新たな需要

を創出する。

・｢公共サービス改革法｣19を着実に運用するとともに、ＰＦＩの一層の活用を推進する。

・構造改革特区制度の見直しの中で、規制改革を一層推進するとともに、地域の創意工夫を高める取組を強

　

化し、次期通常国会に改正法案を提出する。

・民間企業や非営利法人を公的サービスの主体とするための環境整備を行う。

17「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」（平成18年法律第33号）

18「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律」（平成

　

18年法律第54号）

19「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成18年法律第51号）
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（5）生産性向上型の５つの制度インフラ

①

　

ヒト：「人財立国」の実現（世界的「ブレイン・サイクル」の取り込み）

・学習指導要領改訂、全国的な学力調査、習熟度別・少人数指導、能力・実績に見合った教員の処遇等によ

　

り教育の質の向上を図り、2010年までに国際学力調査における世界トップレベルを目指す。

・「人間力」「社会人基礎力」の養成強化、競争的資金の研究促進のための人件費への活用等による産学双

　

方向の人材流動化、官官・官民の水平移動を進め、競争的資金の拡充、研究・技術人材の育成、健全性を

　

確保した奨学金事業の充実を図る。

・若者、女性、高齢者、障害者を含めた多くの人の意欲と能力をいかした就業参加等を促す。高等教育の教

　

育研究資金の確保、第三者評価に基づく重点投資を図る。

・産学連携による実践的教育・訓練、地元企業技術者等を活用した理科授業やキャリア教育を推進する。産

　

学の協力による「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」を契機として、ものづくりに対する若者等の

　

関心を高める。

・2010年までに世界トップレベルの研究拠点を整備する（30拠点程度）とともに、大学院教育の抜本的強

　

化を図る。

・外国人留学生制度の充実を図るとともに、我が国とアジア等との若者レベルの人材交流を進める（「アジ

　

ア人財資金（仮称）」構想の具体的事業の検討）。優れた外国人研究者・技術者等の高度人材の受入れ拡大

　

に加え、現在専門的・技術的と評価されていない分野の受入れについて、その問題点にも留意しつつ検討

　

する。研修・技能実習制度の見直し、在留管理の強化を図る。

②

　

モノ：生産手段・インフラの革新

・国際競争力の強化等の観点から、生産手段の新陳代謝を加速する。

・国際競争力強化等に資する社会資本について、中長期的に見た我が国経済社会の姿を念頭に、ストックの

　

重要性・必要性も踏まえ、真に次世代に必要な整備を重点的・効率的・戦略的に行うとともに、適切な維

　

持管理・更新を効率的・戦略的に行う。

③

　

カネ：金融の革新

・平成18年度中の電子債権の法的枠組みの具体化を目指す。資産評価データベースの整備など在庫や売掛

　

債権の適切な担保評価に向けた環境整備を促すとともに、今後の実務動向を注視しつつ、在庫や売掛債権

　

のより高度で厳正な評価を前提に、適格担保化の可能性について検討する。中小企業向け貸出債権の流動

　

化支援の強化を図る。金融商品取引法制の円滑な施行や適切な運用を行う。

・国際的に最高水準の証券取引所システムを構築するとともに、証券取引等監視委員会等の機能強化・体制

　

整備、市場参加者のモラルと責任ある行動の確保に向けた自主規制機関との連携強化等を通じて市場監視

　

機能を強化する。

・我が国がアジアの資金循環の中核となるよう、国内金融拠点の整備をはじめ、日本型預託証券（ＪＤＲ）

　

の活用促進等、取組を強化する。高度金融人材の育成推進のため、金融工学に関する教育を行う専門職大

　

学院等の充実の促進、国民一人一人への金融経済教育の充実を図る。

④

　

ワザ：技術革新

・イノベーションの連続的な創出を促進するため、産学官協働による革新的研究開発の促進・異分野融合の

　

場の構築、革新的ベンチャーの育成等を行う。
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゜世界最速の特許審査の実現(2013年：審査待ち期間を11か月に短縮）、「模倣品・海賊版拡散防止条約」

　

（仮称）の早期実現など、知的財産保護を更に強化する。

・国際標準化を世界でリードできる体制を2015年までに整備する。

⑤

　

チエ：経営力の革新

・三角合併、信託制度、公正なＭ＆Ａルールなど組織再編等の制度基盤を作る。

2。民の力を引き出す制度とルールの改革

　

規制改革等を通じ、民間活力を十分引き出すと同時に、公正で透明な市場を確立し市場活力の維持と向上

を図る。

（1）規制改革

・国の法令に関連する規制（通知・通達等を含む）について、各府省において平成18年度中に法律ごとの

　

見直し年度・見直し周期を公表するとともに、見直し基準に基づき、平成19年度以降必要な見直しを行

　

う。

・国と地方を通じた規制の合理化を進めることとし、国民の利便性の向上等の観点から抜本的な見直しを行

　

う。

・教育委員会制度については、十分機能を果たしていない等の指摘を踏まえ、教育の政治的中立性の担保に

　

留意しつつ、当面、市町村の教育委員会の権限（例えば、学校施設の整備・管理権限、文化・スポーツに

　

関する事務の権限など）を首長へ移譲する特区の実験的な取組を進めるとともに、教育行政の仕組み、教

　

育委員会制度について、抜本的な改革を行うこととし、早急に結論を得る。

・今までの規制改革等の成果についてフォローアップを行うとともに、関係する推進組織間の連携を強化す

　

る。また、規制改革等全体の推進体制について検討することとし、平成18年度中に成案を得る。

(2)市場活力や信頼の維持と向上

(企業のガバナンス)

・適切な情報開示の確保や市場監視機能の充実といった市場規律を高める観点から、四半期報告制度を円滑

　

に実施するとともに、平成21年に向けた国際的な動向を踏まえ、会計基準の国際的な収斂の推進を図る。

・公認会計士監査の強化に向けた方策について平成18年内を目途に検討を行う。

・｢会社法｣2o、｢金融商品取引法｣21における内部統制に関する制度の円滑な実施を図るとともに、その実

　

施状況も踏まえ、企業のガバナンス強化に向けた環境整備に取り組む。

・ファンドを含む広範な規制対象業者に対し、｢金融商品取引法｣等の新たなルールの適切な運用のための

　

体制整備を図り、厳格かつ適切な検査・監督を実施する。

（競争政策の一層の厳格化）

・カルテル・入札談合を排除し、経済取引における競争環境を一層向上させるために、改正後の「独占禁止

　

法」に基づき執行の強化を図るとともに、課徴金制度に係る制度の在り方、審査・審判手続の在り方、優

2o「会社法」（平成17年法律第86号）

21「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成18年法律第65号）
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越的地位の濫用、不当廉売などの不公正な取引方法に対する措置の在り方等の問題に関する｢独占禁止法｣

上の課題について１年後を目途に結論を得て、法改正の必要性を検討する。

(3)公を支えるシステム改革

(消費者団体訴訟制度)

・消費者団体訴訟制度については、平成19年央からの改正後の｢消費者契約法｣22の施行状況を踏まえつ

　

つ、｢独占禁止法｣、｢景品表示法｣23における導入について検討し、平成19年までに一定の結論を得る。

　

また、｢特定商取引に関する法律｣24等における導入について検討を進める。

(消費者基本計画)

・｢消費者基本計画｣25については、毎年、ＰＤＣＡサイクルの考え方を踏まえた検証、評価、監視を着実

　

に行い、基本計画に盛り込まれた施策を強力に推進する。

(公益法人制度改革とＮＰＯ等の活動促進)

・公益法人に関する新しい制度が平成20年度から円滑に施行されるように、早期に、内閣府に有識者から

　

なる合議制の委員会を設置する。また、制度の詳細設計については、広く国民の意見を聴取した上で当該

　

委員会の審議を経て策定する。上記制度の詳細設計を踏まえ、法施行までに公益法人に関する所要の税制

　

上の措置を講ずる。

・多様化する社会のニーズや課題にきめ細かく対応し得るＮＰＯ活動の将来像を見極めつつ、様々な分野に

　

おけるＮＰＯの活動促進を図るための取組を着実に実施する。特定非営利活動法人については、公益法人

　

制度改革も踏まえつつ、制度の見直しについて検討し、平成19年夏目途に結論を得る。

22「消費者契約法」（平成18年法律第56号）

23「景品表示法」（平成15年法律第45号）

24「特定商取引に関する法律」（平成16年法律第44号）

25「消費者基本計画」（平成17年４月８日閣議決定）
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第３章

　

財政健全化への取組
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1。歳出゜歳入一体改革に向けた取組

(1)歳出・歳入一体改革の基本的考え方

①

　

国民に対する責任ある対応

・次世代を担う子どもたちに、新たな発展の基盤を引き継ぎ、過度な負担を残さないようにすることは、最

　

重要の課題である。将来にわたり経済社会が活力を維持していくための基盤を確固たるものとすると同時

　

に、財政の健全化に向けて必要な改革をゆるぎなく推進していかなければならない。

・財政健全化は国民全体の課題であり、歳出改革・歳入改革の「全体像」を一体的かつ中長期的視点から分

　

がりやすく示し、国民への説明責任を果たす必要がある。

②

　

小泉内閣における財政健全化努力の維持・強化

・小泉内閣は、「改革なくして成長なし」との考え方の下、構造改革と財政健全化への取組を堅持し、民需

　

主導の景気回復を実現した。同時に基礎的財政収支の大幅改善などの成果を上げた。

・こうした考え方と成果を踏まえ、経済と財政を一体のものと捉える「経済・財政一体改革」の考え方の下、

　

「新たな経済成長戦略」を推進し、財政健全化の努力を今後とも継続していくことが改革の基本である。

③

　

成長力強化と財政健全化の両立

・少子高齢化が進展し、また、国際競争が激化する中にあって、子どもたちが将来に夢を持てる社会、安全・

　

安心な社会、誰でも再チャレンジが可能な社会、活力ある地域社会の再生などを実現していけるかどうか

　

は、今後とも好調な経済を持続できるかどうかにかかっている。そのためには、潜在成長力を高め、それ

　

を民間需要中心の持続的な経済成長につなげていくことが何よりも重要である。

・一方、我が国の財政状況を見ると、国・地方を合わせた長期債務残高が先進国中最悪の水準にあるなど極

　

めて厳しい状況にあるのも事実である。これを放置すれば、将来世代への負担の先送りという世代間格差

　

の問題を深刻化させ、また、財政の持続可能性に対する疑念の高まりが経済成長自体を阻害するおそれも

　

ある。早急にこの問題の解決に向けた国としての方針を内外に明らかにし、財政再建に向けた具体的な改

　

革を着実に前進させていく必要がある。

・成長力強化と財政健全化の双方を車の両輪とするバランスの良い経済財政運営を、一貫性をもって継続的

　

に行っていく必要がある。

④

　

マクロ経済への配慮と柔軟性

・経済の持続的成長と財政健全化を両立させるため、経済が大きく減速する場合には、財政健全化のペース

　

を抑えるなど、柔軟性をもった対応を行う。

・潜在成長力の向上などにより税の自然増収がある場合には、財政規律を堅持しつつ適切に対応する。



⑤

　

堅実性（ブルーテンス）の重視

・成長力強化の取組に当たっては、高めの成長を目指す一方、財政健全化の取組は、国民や市場からの信認

　

を確保すべく、名目成長率３％程度の「堅実な経済前提」に立つ。

（2）財政健全化の時間軸と目標

　

小泉内閣の財政健全化（2001～06年度）を第Ｉ期と位置付けた上で、第Ｈ期、第ｍ期の時間軸と目標を

以下のように設定し、財政健全化に一貫性を持って継続的に取り組んでいく。

財政健全化第Ⅱ期(2007年度～2010年代初頭）

(財政健全化の第一歩である基礎的財政収支黒字化を確実に実現)

・第Ｉ期と同程度の財政健全化努力を継続し、20n年度には国 地方の基礎的財政収支を確実に黒字化す

る。

財政状況の厳しい国の基礎的財政収支についても、できる限り均衡を回復させることを目指し、国

間のバランスを確保しつつ、財政再建を進める。

地方

地方については、国と歩調を合わせた抑制ペースを基本として歳出削減を行いつつ、歳入面では一般財源

の所要総額を確保することにより、黒字基調を維持する。

財政健全化第Ⅲ期(2010年代初頭～2010年代半ば）

(持続可能な財政とすべく、債務残高ＧＤＰ比の発散を止め、安定的引下げへ)

・基礎的財政収支の黒字化を達成した後も、国、地方を通じ収支改善努力を継続し、一定の黒字幅を確保す

　

る。その際、安定的な経済成長を維持しつつ、債務残高ＧＤＰ比の発散を止め、安定的に引き下げること

　

を確保する。

・国についても、債務残高ＧＤＰ比の発散を止め、安定的に引き下げることを目指す。

(3)改革の原則と取組方針

　

第Ｈ期、第ｍ期を通じ、以下の原則とそれに基づく取組方針に沿って

選択肢を踏まえつつ、歳出・歳入両面における具体策を実行する。

[亘國工]｢徹底した政府のスリム化で国民負担増を最小化する｣

一貫して財政健全化に取り組み、

歳出削減、資産売却、特別会計改革等に最大限の取組を行い、必要となる国民負担増をできる限り圧縮す

　

る。

阪厠‾副「成長力を強化し、その成果を国民生活の向上と財政健全化に活かす」

潜在成長力の強化を通じて実質成長力の向上に努め、その成果により、国民生活の向上を図り

を含む国民負担増を圧縮する。

[曼白亙]｢優先度を明確化し、聖域な

特別会計、独立行政法人等を含め、

律的な歳出削減方式を排す。

く歳出削減を行う」

聖域なき歳出削減

将来世代

合理化を実行する。その際、優先度を明示し、一

原厠司「国・地方間のバランスのとれた財政再建の実現に向けて協力する」

国・地方それぞれの財政健全化目標に向け、国と地方の相互理解の下でその実現のために協力する。

回万亙］「将来世代に負担を先送りしない社会保障制度を確立する」
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受益と負担の世代間格差を緩和し、持続可能な社会保障制度を確立するため、社会保障給付の更なる重点

化・効率化を推進する。

2010年代半ばに団塊世代が本格的な受給世代となることなど、年金、医療、介護等の社会保障費の中長

期的な推移を展望しつつ、基礎年金国庫負担割合の２分の１への引上げに要する財源を含め、社会保障の

ための安定財源を確保し、将来世代への負担の先送りを止める。その際、国民が広く公平に負担し、かつ、

経済動向等に左右されにくい財源とすることに留意する。また、そうした特定の税収を社会保障の財源と

して明確に位置付けることについて選択肢の一つとして検討する。

匯厠百］「資産圧縮を大胆に進め、バランスシートを縮小する」

最大限の資産債務の圧縮を進める。資産売却収入は原則として債務の償還に充当し（ストックはストック

へ）、債務残高の縮減に貢献する。また、資産債務を両建てで縮減し、金利変動リスクを軽減する。地方

にも同様の改革を要請する。

適切な公債管理政策を推進する。また、財政健全化をフロー、ストック両面から的確に管理・評価するた

めの公会計制度を計画的に導入・整備する。

｢派厠下゛ド新たな国民負担は官の肥大化には振り向けず、国民に還元する｣

国・地方を通じて歳出削減を徹底した上で、必要と判断される歳入増については、これを実現するための

税制上の措置を講ずる。その際、「新たな国民負担は官の肥大化には振り向けず、国民に還元する」との

原則を徹底する。

（4）第Ⅱ期目標の達成に向けて

①

　

財政健全化に当たっての考え方

・財政健全化を考えるに当たっては、経済の見通しに関し、過度の楽観視も悲観視もすることなく、名目経

　

済成長率３％程度の堅実な前提に基づいて、必要な改革措置を講ずることとする。

・この前提の下で、2011年度に国・地方の基礎的財政収支を黒字化するために必要となる対応額（歳出削

　

減又は歳入増が必要な額）は、16.5兆円程度と試算される。この数字は、現時点における目標達成の目

　

安というべきものである。

・経済社会情勢の変化に適切に対応しながら、基礎的財政収支を黒字化するという目標を達成していくため

には

刊
J〃

二｀ゝ

歳出改革の内容についてある程度の幅をもって対応していく必要があるが、上記の数量的な目安の

５年間の改革工程を念頭に置きながら、確実に目標達成に必要な措置を実施していくことが重要で

ある。

歳出削減を行ってなお、要対応額を満たさない部分については、歳出・歳入一体改革を実現すべく、歳入

改革による増収措置で対応することを基本とする。これにより、市場の信認を確保する。

なお、要対応額に応じた歳出削減や歳入改革を行う際に、それが経済成長にマイナスの影響を及ぼし、当

初想定した税収が実現できなくなることも懸念される。

この意味で、財政健全化を着実に推進していくためにも、高めの成長を目指した経済成長戦略は不可欠の

政策対応であり、両者を車の両輪として、一体的に進めていくことが肝要である。

②

　

歳出改革

ｉ．歳出改革に向けた基本姿勢

・国・地方の歳出に無駄や非効率を放置したまま、負担増を求める

　

難である。
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・2011年度に基礎的財政収支の黒字化を達成することを目標にするということは、歳出削減が不徹底なら

　

ば、その分だけ国民負担が増加するということに他ならない。過去５年間の改革実績も踏まえながら、ゼ

　

ロペースから聖域なく歳出を見直すことによって、国民負担の増加をできるだけ小さなものとするために

　

最善の努力を尽くすことを基本方針とする。

・このような考え方の下に、機械的に歳出を一律に削減するという手法ではなく、制度的な見直しにまで立

　

ち入った、徹底した歳出の見直しを行い、国民生活への影響も十分に吟味しつつ、メリハリのある歳出改

　

革を行う。

ii。各分野における歳出改革の具体的内容

(別紙)

iii。歳出改革内容の定期的な見直し（ローリング）

・上記iiの歳出改革の内容を2007年度からの５年間に計画的に実施していく必要がある。

・しかしながら、中期的な経済成長率や税収動向を正確に予見することは困難であり、その時々の経済社会

　

情勢に配慮しつつ、基礎的財政収支の黒字化目標の達成に向けた現実的な対応をとるため、2011年度ま

　

でにとるべき歳出改革の内容について、毎年度、必要な検証・見直しを行っていくこととする。

(5)歳入改革

・今回、2011年度に国・地方合わせた基礎的財政収支の黒字化を達成するために策定した要対応額と歳出

　

削減額との差額については、税本来の役割からして、主に税制改革により対応すべきことは当然である。

・税は国民に負担を求めるものであるため、その時々において、税体系が全体として公正なものと国民に理

　

解され、納得されるものでなければならない。他方、税制は、一定の政策目的の実現に資する役割も求め

　

られる。

　　

今後、中長期的に、我が国税制に求められる主な基本的あるいは政策的課題は、

　

①歳出では、社会保障給付の顕著な増加が見込まれることから、その財源を安定的に確保すること。特に、

　　

2009年度における基礎年金国庫負担割合引上げのための財源を確保すること、

　

②経済のグローバル化の中で、我が国経済の国際競争力を強化し、その活性化に資すること、

　

③急速な少子化の進行に対応し、子育て支援策等の充実に資すること、

　

④地方分権を一層推進するため、地方税源の充実を図ること、

　

であると考えられる。

　　

なお、上記の課題にこたえる税制の構築に当たっては、国民の所得や地域の格差、経済社会活動による

　

環境への影響、税制の頻繁な変更による経済取引の混乱回避に留意する必要がある。

・これらの要請にこたえるには、税体系全般にわたる抜本的・一体的な改革が必要となる。その結果、増収

　

及び減収がともに生じるが、ネットペースで所要の歳入を確保することが必要である。特に、社会保障給

　

付の安定的な財源を確保するために、消費税をその財源としてより明確に位置付けることについては、給

　

付と財源の対応関係の適合性を検討する。

・税制はまさに制度であり、歳出、特に裁量的経費を増減する場合と異なり、税収のために制度の微細な調

　

整を行うことは極めて難しい。また、税収は民間活動に依存しており、あらかじめその額を正確に予測す

　

ることは困難である。

　　

他方、今回の歳出・歳入一体改革では、当面2011年度に基礎的財政収支の黒字化か求められているが、
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それが達成できたとしてもヽその後、さらに国・地方それぞれの債務残高ＧＤＰ比を発散させず、安定的

　

に引き下げることが必要とされている。

　　

これらを考えればヽ今後の税制改革では、2011年度単年度における目標が達成されさえすればよｏと

　

いうのではなくヽ改革後の税制が構造的持続的に上記の中長期的な目標を達成し得る体質を備えなければ

　

ならない。

・税制改革は税体系の中で、広くかつ多岐にわたるものであり、全体としてできるだけ早期の実施を基本と

　

しつつもヽ経済社会の動向、税収の推移、歳出改革の進捗状況等を的確に判断し、それぞれの改革の実施

　

について最善の時期を選択すべきである。なお、景気動向を注視し、必要があれば、政府・与党の決断に

　

より、機動的・弾力的に対応するものとする。

・以上を踏まえた税制改革については、「基本方針2005」において、「重点強化期間26内を目途に結論を得

　

る」とし、また、与党税制改正大綱において、「平成19年度を目途に消費税を含む税体系の抜本的改革を

　

実現する」としており、今後、この考え方に沿って鋭意作業を進めていくこととする。

(6)第Ⅲ期における歳出・歳入一体改革

　

長期的な目標やあるべき姿を考えつつ、当面の対応を行っていくことは重要である。ただし、その際、一

定の幅をもってみることが必要である。

①

　

改革の基本的な方針

・我が国の財政は、基礎的財政収支が黒字化しても、利払い費を含めた財政収支の赤字は依然として大幅な

　

もの（ＧＤＰ比３～４％程度）となり、金利変動に対し脆弱な状況が続く。債務残高ＧＤＰ比の発散経

　

路からの早期脱却は不可避の課題である。

・また、いわゆる団塊の世代が基礎年金受給世代となり、年金はもとより、老人医療、介護等の社会保障費

　

の増加が見込まれることから、社会保障の効率化と持続可能性の確保も大きな課題である。

・（2）で述べた第ｍ期目標の実現に向け、第Ｈ期との連続性を確保しつつ、一貫性をもって歳出・歳入一体

　

改革に取り組む必要がある。あわせて、社会保障のための安定財源を確立し、将来世代への負担の先送り

　

から脱却することを目指す必要がある。

②

　

中長期的な「選択肢」について

・第Ｈ期における取組との連続性を踏まえつつ、第ｍ期の目標達成に向け、国・地方及び国・地方それぞれ

　

の一定の基礎的財政収支の黒字幅を念頭に置いた歳出・歳入両面の改革の組合せが中長期的な歳出・歳入

　

一体改革の「選択肢」となる。

・その際、「国のかたち」を分かりやすく示す観点から、まずは政府の支出規模のＧＤＰ比に着目して検討

　

することが考えられる。また、社会保障のための安定財源確保の観点からも検証する必要がある。

・政府の支出規模については、第ｎ期において最大限の歳出削減努力が行われることや行政サービス水準に

　

対する国民意識を踏まえ、様々な選択肢が考えられる。

・歳入面では、歳出面での対応とあわせ目標達成が可能となる収支改善努力を行うことが必要である。その

　

際、両者をあわせた努力の大きさについては、安定的な経済成長を維持しつつ、債務残高ＧＤＰ比の発散

　

を止め、安定的に引き下げることが確保されるようにする必要がある。

26「重点強化期間」とは、「平成17年度及び平成18年度」のことを指す。

資175



(7)今後の取組

　

以上の方針に沿って、歳出・歳入一体改革の具体化を推進する。

2。「簡素で効率的な政府」への取組

（郵政民営化の確実な実施）

・「郵政民営化法」27の基本理念に従い、平成19年10月からの郵政民営化を円滑・確実に実施する。

（政策金融改革の推進、独立行政法人の見直し）

・政策金融改革については、「行政改革推進法」等刊こ基づき、平成20年度の新体制への移行に向けて着実

　

に進める。独立行政法人については、「当面の独立行政法人の見直しの基本的方向について」29を踏まえ

　

つつ、業務・組織全般の見直しに取り組む。

(:不交付団体の拡大等)

・例えば人口20万人以上の市の半分などの目標を定めて、交付税に依存しない不交付団体の増加を目指す。

　

また、地方団体の財政運営に支障が生じないよう必要な措置を講じつつ、簡素な新しい基準による交付税

　

の算定を行うなど見直しを図る。

（資産・債務改革）

・「行政改革推進法」に基づき、平成27年度末に国の資産規模対ＧＤＰ比の半減を目指し、国の資産を約

　

140兆円規模で圧縮する。

・国有財産については、一般庁舎・宿舎、未利用国有地等の売却・有効活用、民営化法人に対する出資等の

　

売却に努め、今後10年間の売却収入の目安として約12兆円を見込む。さらに、情報提供を徹底し、PF

　

Ｉを積極的に活用するなど、民間の知見を活用した有効活用（フル・オープン化を含む）を推進する。

・さらに、財政融資資金貸付金については、財投改革の継続に加えて、対象事業の一層の重点化・効率化、「行

　

政改革推進法」等に基づく諸改革への適切な対応、政府保証の一段の活用、既往の貸付金・保有有価証券

　

の売却・証券化等によるオフバランス化により、今後10年以内であわせて130兆円超の圧縮を実現する。

・既往の貸付金等の売却・証券化等によるオフバランス化についても民間の専門家の知見を活用して、メ

　

ワットがコストを上回る場合、積極的に実施する。

・経済財政諮問会議の下にある専門調査会が、資産・債務改革の実現のための具体的方策について、９月を

　

目途に諮問会議に報告し、その後この専門調査会に、中立的な金融の専門家等民間有識者を加え、有識者

　

会議として改組し、資産・債務改革の実施状況について公正中立な立場からチェック、フォローする。

(資産・債務の管理に必要な公会計制度の整備)

・資産・債務の管理に関し、政府においてこれまでに整備されてきた財務書類の一層の活用を図るとともに

　

国、地方、独立行政法人等の財務情報の整備を一体的に推進する。

27「郵政民営化法」（平成17年法律第97号）

28「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）及び「政策金融改革に係

　　

る制度設計」（平成18年６月27日）

29「18年度以降当面の独立行政法人の見直しの基本的方向について」（平成18年５月23日）
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（特別会計改革の推進等）

’公会計制度に９いて複式簿記のシステム化の検討を行うなどその整備を促進するとともに、財務書類の公

　

表を迅速化させ分析・活用を図る。地方には、国の財務書類に準拠した公会計モデルの導入に向けてヽ団

　

体規模に応じヽ従来型モデルも活用しつつ、計画的に整備を進めるよう要請する。

・「行政改革推進法」に沿って特別会計改革を平成18年度から５年間を目途に計画的に推進する。統合し

　

た場合については、統合メリットを最大限に引き出し、一般会計に吸収又は独立行政法人化した場合につ

　

いては、歳出を実質的に増加させないものとする。

・道路特定財源について、同法に基づき、一般財源化を図ることを前提に、早急に検討を進め、納税者の理

　

解を得つつ、年内に具体案を取りまとめる。

（予算制度改革）

・成果目標（Ｐｌａｎ）一予算の効率的執行（Ｄｏ）一厳格な評価（Ｃｈｅｃｋ）一予算への反映（Actｉｏｎ）を実現す

　

る予算制度改革を定着させるため、「成果重視事業」や「政策群」の取組を引き続き進める。

・また、政策ごとに予算と決算を結び付け、予算とその成果を評価できるようにする仕組みについて

　

続き予算書・決算書の見直しを行い、平成20年度予算を目途に実施する。

い
き

Ｉコ
ｒ
＞

さらに、各府省は、連結財務書類や成果目標の達成状況及び所管する特別会計の改革の進捗状況等の財務

情報等が一覧できるよう平成18年度から公表する「年次報告書」（仮称）などにより情報公開を推進する。

(｢公共サービス改革法｣に基づ＜市場化テストの早期本格的導入)

・統計調査の市場化テストのための法的措置を次期通常国会において講ずる等、国・地方ともに競争の導入

　

による公共サービスの改革を推進する。

（ＩＴの活用による行政の簡素化、効率化）

・「ＩＴ新改革戦略」に基づき、政府の取組状況の評価を行いつつ、業務・システムの改革等を進め、国民

　

の利便性向上と行政運営の簡素化・効率化等を図る。

（統計制度改革）

・統計整備の「司令塔」機能の中核を成す組織を内閣府に置くこととし、同組織は、基本計画の調査審議や

　

内閣総理大臣等への建議等を行う統計委員会（仮称）として設置する方向で検討する。統計法制度を抜本

　

的に改革するための法律案を次期通常国会に提出するとともに、「基本方針2005」に基づく統計整備を進

　

める。あわせて、統計の構造改革の推進や市場化テストの導入・民間開放等により、既存の統計部門のス

　

リム化を推進する。

(官民の人事交流の強化・拡大)

・官民の人事交流については、更に環境整備に努め、交流を強化し、幹部級は、業務内容に応じ数値目標を

掲げた推進を目指す。

(｢道州制特区｣の推進)

・道州制特区推進法案の成立を期す。
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第４章

　

安全・安心の確保と柔軟で多様な社会の実現

　

経済成長の果実を有効に活用し、21世紀型の/‾穏やかで豊かなEEj本社会jを拡大均衡の中で構葵してい

ぐ。その力め、社会保障制度の総合的改革、犀チャレンジ支援、政府－与党で取りまとめた総合的な少子茫

対策、さらにば甜スや尨域の生活におけるリスクへの対処と豊かな生活に向けた環境整備などの施策を推進

するとともに、？ヱ入瓦4サイクルを厳格に実施し、安全・安心を一層強固にすると同時に、柔新て侈:荏句

会を実現するよう取組を違める。

1。社会保障制度の総合的改革

（社会保障の一体的見直し）

・少子高齢化が進展する中で、将来にわたり持続可能な社会保障制度を構築するためには、給付と負担両面

　

から見直しを図るとともに、経済・財政とバランスのとれたものとすることが必要である。このため、「社

　

会保障の在り方に関する懇談会」の取りまとめ3oも踏まえ、個々の制度やその一部のみならず、税・財政

　

なども視野に入れて、自助・共助・公助や税・保険料の役割分担、世代間・世代内の公平性等に留意しつ

　

つ、社会保障制度全体を捉えた一体的見直しを推進する。

・社会保障の給付については、これまでの制度改革の効果を検証しつつ、中長期的な展望に立って、改革努

　

力を継続し、国民が負担可能な範囲となるよう不断の見直しを行う。また、社会保障のための安定的な財

　

源を確保し、将来世代への負担の先送りをやめる。

・社会保障分野のＩＴ化については、「ＩＴ新改革戦略」により設定された目標の達成に向け、ＰＤＣＡサ

　

イクルを着実に実施する。

・社会保障番号の導入など社会保障給付の重複調整という視点からの改革などについても検討を行う。また、

　

社会保障個人会計（仮称）について、個々人に対する給付と負担についての情報提供を通じ、制度を国民

　

にとって分かりやすいものとする観点から、検討を行う。

（【医療】

・医療制度改革の着実な実施に努め、小児科・産科等の診療科や地域における医師の確保・偏在への対応、

　

夜間・救急医療体制の整備、看護職員の確保やその養成の在り方の検討等医療提供体制の整備を進める。

　

また、地域医療を担う関係者の協力を得つつ、生活習慣病対策、長期入院の是正等、実効性のある医療費

　

適正化方策を国、都道府県及び保険者が共同して計画的に推進する。

・医療サービスの標準化、レセプト完全オンライン化等総合的なＩＴ化の推進、患者特性に応じた包括化・

　

定額払いの拡大等新たな診療報酬体系の開発、保険者機能の強化、終末期医療の在り方の検討など、医療

　

サービスの質の向上と効率化を推進する。

・「健康フロンティア戦略」やライフサイエンス研究の一層の推進を図る。「がん対策基本法」31に基づき、

　

がん対策推進基本計画を作成し、がんの予防と早期発見、緩和ケアの推進、専門医等の育成、医療の均て

　

ん化、研究等を推進する。また、医薬品・医療機器の承認審査の迅速化、市販後安全対策の充実、後発医

　

薬品市場の育成を図る。

3o「今後の社会保障の在り方について」（平成18年５月26日）

31「がん対策基本法」（平成18年法律第98号）
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（年金）

’基礎年金国庫負担割合に９いては、年金制度の長期的な給付と負担の均衡を確保しつつ、「平成16年改正

　

法」32に基づきヽ所要の安定的な財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、2009年度までに２分

　

の１に引き上げるものとする。また、被用者年金制度の一元化については、「被用者年金制度の一元化等

　

に関する基本方針」33に基づき、推進する。

(介護その他)

・介護保険制度改革を円滑に実施する観点から、介護予防の推進、療養病床の転換支援を含む地域ヶア体制

　

の整備、総合的な認知症対策の確立等を図る。

・診断・療育手法の確立や地域支援体制の整備など発達障害児・者に対する専門的な支援を推進する。

（社会保険庁改革）

・年金制度等の運営主体や事業実施に対する国民の信頼を確保する観点から、社会保険庁の徹底した改革を

　

断行し、内部統制の強化、制度の適用の厳格化、保険料収納対策の強化など、法令に基づく適切な事業執

　

行体制を確立するとともに、事業運営の一層の効率化を図る。

2．再チャレンジ支援

　

国民一人一人がその能力や持ち味を十分発揮し、努力が報われる公正な社会を実現していくため、「勝ち

組、負け組」を固定させない、人生の各段階で多様な選択肢が用意されている仕組みを構築すべく、以下を

はじめとする、「再チャレンジ可能な仕組みの構築」34に盛り込まれた施策を推進する。あわせて、「人財立

国」に向けた取組を進める。

(1)人生の複線化による柔軟で多様な社会の仕組みの構築

(働き方の複線化)

・新卒者以外に広く門戸を拡げる複線型採用の導入や採用年齢の引上げについての法的整備等の取組、30～

　

40歳程度のフリーダ一等にも国家公務員への就職機会を提供する仕組みの構築等により、新卒一括採用

　

システムの見直しを進める。

・有期労働契約を巡るルールの明確化、パート労働者への社会保険の適用拡大や均衡処遇の推進等の問題に

　

対処するための法的整備等や均衡ある能力開発等の取組を進め、正規・非正規労働者間の均衡処遇を目指

　

す。

(学び方の複線化)

・大学等における実践的な教育コースの開設等の支援、再就職等に資する学習機会を提供する仕組みの構築

　

等、社会人の学び直しを可能とする取組を進める。

(暮らし方の複線化)

・団塊世代・若者等の農林漁業への就業支援、人材誘致・移住促進等の地域における人材の受入れ体制の整

32「国民年金法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第104号）

33「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針」（平成18年４月28日閣議決定）

34「再チャレンジ可能な仕組みの構築（中間取りまとめ）」（平成18年５月30日）
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備等、Ｕ・Ｉターンを支援する。

・地域再生・構造改革特区による府省連携の施策群の策定、住民、企業等が行政と協働するための場の設置

　

等、地域の創意・工夫による取組を支援する。

(2)個別の事情に応じた再チャレンジ支援

(努力する意欲はあるが、困難な状況に直面している人の再チャレンジ支援)

・経営者の資質や事業の見込み等に基づく政府系金融機関の融資等の枠組みの創設、政府系金融機関による

　

融資における第三者保証人の非徴求の徹底・拡大等、新設の再チャレンジプランナーの相談・助言等によ

　

り、事業に失敗した人、リストラ等で退職した人を支援する。

・各府省による障害者の受入実習事業の実施、発達障害者の就労支援、自立支援のためのネットワーク構築

　

等、障害者や病気等になった人を政府一体で支援する。

・貸金業制度等の在り方についての必要な施策実現に向けた対応を行う等、多重債務の防止・救済に取り組

　

む。また、違法な経済取引の被害者救済のため、被害財産の返還による損害回復等の枠組みを検討し、平

　

成19年末を目途に結論を得る。

・刑務所等の施設退所者等の自立更生を促進するため、センター機能を有する就労支援体制を設け、よりマッ

　

チンク度の高い就労斡旋等を行う。

（新たなチャレンジを目指す若者、女性、高齢者等の支援）

・「年長フリーター」等に対するキャリアコンサルティングの実施、能力や業界の求める条件に即した訓練

　

コースの開発実施等、若者を支援する。

・放課後や週末等における地域の中での学習機会の提供、母子家庭の養育費確保の取組、施設等の子どもの

　

就職時の不利を防ぐ仕組みの整備等、子どもを支援する。

・「女性の再チャレンジ支援ブランド5を推進・強化し、身近な場や家庭での学習支援等、女性を支援する。

・退職教員、研究者、海外勤務経験者等の小学校等への配置・派遣等、介護や育児等の分野の簡易資格制度

　

（サポーター）の創設等、高齢者・団塊世代を支援する。

3。総合的な少子化対策の推進

　

昨年、我が国では、総人口が減少に転ずる人口減少社会が到来し、出生数は106万人、合計特殊出生率も

1.25と過去最低を記録した。急速な人口減少は、経済産業や社会保障の問題にとどまらず、国や社会の存

立基盤にかかわる問題である。出生率の低下傾向の反転に向け、少子化の背景にある社会意識を問い直し、

生命を次代に伝えはぐくむことや家族の重要性の再認識を促し、また、若い世代の不安感の原因に総合的に

対応するため、「新しい少子化対策について」36に基づき、少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換を図る

ことが必要である。

　

具体的には、次の施策を推進する。

中次の考え方を踏まえ、「子ども・子育て応援ブランド7の着実な推進にあわせ、妊娠・出産から高校・

　

大学生時まで子どもの成長に応じた総合的な子育て支援策と働き方の改革を推進する。

　

①

　

子育て家庭を、国、地方公共団体、企業、地域等、社会全体で支援する。

35「女性の再チャレンジ支援プラン」（平成17年12月26日）

36「新しい少子化対策について」（平成18年６月20日）

37「子ども・子育て応援プラン」（平成16年12月24日）
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②

　

すべての子育て家庭を支援し、在宅育児や放課後対策も含め地域の子育て支援を充実する・

　

③

　

仕事と子育ての両立支援の推進や男性を含めた働き方の見直しを図る。

　

④

　

出産前後や乳幼児期において、経済的負担の軽減を含め総合的な対策を講ずる・

　

⑤

　

子どもの安全確保や出産・子育て期の医療ニーズに対応する体制の強化、特別な支援を要する子ども

　　

及びその家族への支援を拡充する。

②社会の意識改革を進めるため、家族・地域の絆を再生する国民運動を展開する。

　　

少子化対策は国の基本にかかわる最重要政策課題であるとの認識の下、関係府省が連携して諸施策の具

　

体化を図り、推進する。

4．生活におけるリスクへの対処

　

我が国は地震等の自然災害が発生しやすい脆弱な国土構造を有しており、近年では台風や集中豪雨の頻発、

大雪等により各地で被害が発生しているほか、住宅火災による死者数も増加傾向にある。他方、都市化の進

行や高齢化の進展に伴い災害対応力が低下している。また、国民生活に看過しがたい不安を与えている犯罪

や痛ましい事件が続発しているとともに、企業における倫理観の欠如や安全管理意識の後退を思わせるよう

な出来事も相次いでいる。

　

国民の安全と安心の確保は、政府の最も重要な責務の一つであるとともに、我が国の経済活性化の基盤で

ある。新たな時代展開の下での役割分担と協力関係を官民挙げて構築しつつ、生活における様々なリスクに

対処する必要がある。

　

このため、国民、地域、企業、ＮＰＯ、ボランティア等と協力しつつ、災害への備えを実践する国民運動

を広く展開しながら、防災・減災対策を戦略的・重点的に進める。その際には、国際的な協調・連携を図る。

また、犯罪の国際化に対処しつつ、「世界一安全な国、日本」の復活に向けた治安再生を強力に推進する。加

えて、ＩＴの活用、安全に資する科学技術の総合的な推進、高齢者、障害者等に配慮したバリアフリー社会

の実現、公共交通の安全対策の徹底及び住まいや食の安全の確保に向けた取組等を進める。さらに、温暖化

防止対策など、持続可能な社会の実現に向けて地球環境の保全等に取り組む。

(災害対策)

・大規模地震対策の一環として、地域の防災拠点となる学校をはじめとする公共施設や住宅等の耐震化、密

　

集市街地の整備等を進める。また、従来より取組を進めてきた大規模地震対策の着実な進捗を図るととも

　

に、特に、首都直下地震について、｢首都直下地震対策大綱｣38及び｢首都直下地震の地震防災戦略｣39等

　

に基づき、中枢機能の継続性の確保及び定量的な減災目標の着実な達成に向けた取組等を推進する。

・大規模水害・土砂災害対策、津波・高潮対策、豪雪対策をはじめとした防災対策を推進する。

・衛星による測位・災害監視技術等を活用したハザードマップの作成や防災情報の迅速な伝達体制の整備、

　

高齢者等の災害時要援護者への避難支援、消防等の災害対策の強化を進めるとともに、消防団、水防団の

　

充実強化を図る。また、救出救助、救急医療等に関し、ヘリコプターの活用を含め全国的見地からの体制

　

整備を図る。

38「首都直下地震対策大綱」（平成17年９月27日）

39「首都直下地震の地震防災戦略」（平成18年４月21日）
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(治安対策、犯罪被害者施策等)

・｢犯罪に強い社会の実現のための行動計画｣4o及び｢テロの未然防止に関する行動計画｣41等を着実に実

　

施する。

・子どもを取り巻く環境の安全を確保し、また子どもを非行から守るため、｢犯罪から子どもを守るための

　

対策｣42や｢子ども安全・安心加速化プラン｣43に基づき、学校や登下校時の安全の確保、通学路等の整

　

備、犯罪を起こしにくい環境の整備、再犯の防止対策等を進めるとともに、官民連携による地域防犯活動

　

や子どもの健全な育成に向けた取組を促進する。

・テロ、組織犯罪等の資金源を遮断し、その犯罪収益の流通を防止するため、資金洗浄が疑われる取引に関

　

する情報集約等のための組織の整備、情報届出事業者の対象業種の拡大等を目指した法律案の次期通常国

　

会への提出等の取組を進める。

・国民の誰もが犯罪の被害者等となり得る現実を受け、｢犯罪被害者等基本計画｣44に基づき、被害者等の

　

視点に立った損害回復・経済的支援、精神的・身体的被害の回復・防止、刑事手続への関与拡充、支援等

　

のための体制整備等に向けた取組を進める。

・国民に身近で頼りがいのある司法を実現するため、日本司法支援センターを中核とする総合法律支援の実

　

施、裁判員制度の導入、裁判外紛争解決手続の利用の促進等の司法制度改革に引き続き取り組む。

(国際的な取組、テロ対策等)

・グローバル化の進展等に伴い、安全で安心できる国際的に共生した社会の構築に向けた取組がますます重

　

要となる中、テロの未然防止等を図るため、衛星等を活用したインテリジェンス機能の強化を含め、情報

　

収集・分析、重要施設・公共交通機関の警戒警備等を徹底するとともに、国内外における国民保護の体制

　

整備、外国人に対する出入国審査時の生体認証技術の活用等を進める。

・防衛については、我が国の平和と安全及び国際社会の平和と安定を確保するため、引き続き｢平成17年

　

度以降に係る防衛計画の大綱｣45等に基づき効率的な体制の整備に取り組む。

・｢在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について｣46を踏まえ、法制面及び経費面を含め、再

　

編関連措置を的確かつ迅速に実施するための措置を講ずる一方、厳しい財政事情の下、政府全体として一

　

層の経費の節減合理化を行う中で、防衛関係費においても、更に思い切った合理化・効率化を行い、効率

　

的な防衛力整備に努める。｢中期防衛力整備計画｣47については、再編関連措置に要する経費全体の見積

　

もりが明確となり次第、見直すものとする。

(安全性・信頼の再構築)

・耐震強度の偽装問題について、建築物の安全性に対する国民の期待と信頼にこたえるため、建築確認・検

　

査の厳格化等を着実に実施するとともに、偽装問題の再発を確実に防止できるような制度の在り方を引き

　

続き検討し、建築士制度の見直し等、結論の得られたものから順次所要の措置を講ずる。

4o「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」（平成15年12月18日）

41「テロの未然防止に関する行動計画」（平成16年12月10日）

42「犯罪から子どもを守るための対策」（平成17年12月20日）

43「子ども安全・安心加速化プラン」（平成18年６月20日）

44「犯罪被害者等基本計画」（平成17年12月27日閣議決定）

45「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」（平成16年12月10日閣議決定）

46「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」（平成18年５月30日閣議決定）

47「中期防衛力整備計画（平成17年度～平成21年度）」（平成16年12月10日閣議決定）
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゜ヒニー７ンヽニラー等に起因する事故やトラブルが続発している状況にかんがみ、鉄道・航空等の公共交通

　

の安全性の向上を図るため、事業者の安全管理体制の確立、事業運営における安全意識の徹底等、輸送事

　

故の防止対策を強化する。このような取組を含め、歩道の整備など人優先の交通安全思想に立った「第８

　

次交通安全基本計画」48を推進する。その際、ＩＴＳ帽こよる安全運転支援等の取組を進める。

‘国民｀の食料の安定供給を確保するため、農地・農業用水等の食料供給力の維持・向上を図る。また、環

　

境保全型農業を推進する。

・科学に基づいた食の安全と消費者の信頼の確保に向けて、ＢＳＥ、鳥インフルエンザへの対策、食品表示

　

基準の見直し等を進める。また、「食育推進基本計画」5oに基づき、「日本型食生活」51の実践など、国民

　

運動として食育を推進する。

・新型インフルエンザをはじめとする新たな感染症といった国民の生命・健康を脅かす事態に対して迅速か

　

つ適切に対応する。

・個人情報等の流出防止やサイバー攻撃への対応等のため、政府機関の統一的な対策強化や緊急対応能力の

　

強化（ＧＳＯＣ５２の稼動）等、官民の情報セキュリティ対策の体制構築･底上げを重点とした「セキュア・

　

ジャパン2006」53の取組を推進する。

・国民が金融商品を安心して利用できるような制度の整備・運用に取り組む。

・耐震安全性の確保など、原子力の安全に関する取組を進める。

（地球環境の保全・循環型社会の構築）

・京都議定書の約束期間開始を2008年に控え、省エネ・新エネ対策、原子力の推進等による温室効果ガス

　

の排出削減、森林の整備・保全等の森林吸収源対策等の取組を加速するとともに、京都メカニズムによる

　

クレジットの取得を進め、また、その適切な管理のための仕組みを平成18年度中に構築する。今後、「京

　

都議定書目標達成計画」54の実現を図るとともに、長期的な温室効果ガス排出削減に向けたりーダーシッ

　

プを発揮する。不法投棄対策を含む循環型社会の構築、違法伐採対策等に取り組むとともに、「緑の雇用」

　

も活用しつつ、自然環境の保全等により自然との共生を進める。

・環境と経済の両立を図るため、金融面からの環境配慮を進めるとともに、環境技術の開発、３Ｒイニシア

　

テイブやアジア環境行動パートナーシップ構想による優れた技術・制度の国際的な普及と標準化等に向け

　

た取組を進める。環境教育や、クールビズ、「もったいない」の心をいかした国民運動等を推進する。

(大陸棚調査)

・海洋政策の推進に当たっては、政府一体となった取組が必要である。大陸棚調査については、大陸棚の限

　

界に関する情報の提出期限である2009年に向けて、海域における調査を引き続き着実に推進するととも

　

に、大陸棚の限界に関する委員会に提出する情報の作成等に的確に取り組む。

48「第８次交通安全基本計画」（平成18年３月14日）

49 ITS (Intelligent Transport Systems):高度道路交通システム

5o「食育推進基本計画」（平成18年３月31日）

51「日本型食生活」：日本の気候風土に適した米を中心に農産物、畜産物、水産物等多様な副食から構成され、栄養バランス

　

が優れた食生活

52 GSOC（ＧｏｖｅｒｎrｎｅｎtSecurity Operation Coordination team):政府横断的な情報収集機能、攻撃等の分析・解析機能等の

　

事案対策促進機能

53「セキュア・ジャパン2006」（平成18年６月15日）

54「京都議定書目標達成計画」（平成17年４月28日閣議決定）

資183



5。豊かな生活に向けた環境整備

・豊かで活力ある社会の形成に向けた人材育成のため、幼稚園・保育所の教育機能を強化するとともに、幼

　

児教育の将来の無償化について歳入改革にあわせて財源、制度等の問題を総合的に検討しつつ、当面、就

　

学前教育についての保護者負担の軽減策を充実するなど幼児教育の振興を図る。

・他者への思いやりや命を大切にする教育及び長期宿泊体験などの体験活動の充実、学校、家庭、地域の教

　

育力の強化、不登校等や「キレる」言動への対応、発達障害を含む障害のある子どもへの教育的支援等の

　

取組を進める。

・文化芸術について、経済・地域社会の活性化にも資するよう、学校、地域等において文化芸術に親しむ環

　

境整備や人材育成、新しい文化芸術の創造、国際文化交流の推進、文化芸術支援活動の促進、文化財の保

　

存・活用の強化等を図る。

・スポーツについても、地域における住民のスポーツ活動拠点の充実などの生涯スポーツ社会の実現や、ナ

　

ショナルレペルのトレーニング強化拠点の整備・充実などの国際競技力の向上を図る。また、学校や地域

　

において子どもが体を動かす機会を確保・充実する方策に取り組む。

・ニートと呼ばれる若者の職業的自立を推進するため、地域の相談体制の充実、学び直しの機会の提供等に

　

より、各人の状況に応じた包括的な支援の強化を図る。
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第５章

　

平成19年度予算における基本的考え方

1。今後の経済動向と当面の経済財政運営の考え方

゜世界経済の着実な回復が続く下、我が国経済は、平成18年度には企業部門、家計部門ともに改善が続き、

　

平成19年度においては、自律的・持続的な経済成長が実現すると考えられる。

・歳出・歳入一体改革で財政健全化の努力を中長期的に維持・強化していくことを改革の基本としたこと、

　

また経済成長戦略大綱で人口減少の下でも持続的、安定的に成長することを目指すとしたことを念頭にお

　

き、民間需要・雇用の拡大に力点を置いて構造改革への取組をより本格的かつ総合的に推進する。

・物価安定の下での民間主導の持続的な成長のため、政府・日本銀行は一体となった取組を行う。政府は、

　

構造改革を更に加速・拡大する。日本銀行に対しては、政府の政策取組や経済の展望と整合的なものとな

　

るよう、市場の動向にも配慮し、実効性のある金融政策運営に努め、引き続き金融面から確実に経済を支

　

えることを期待する。

・なお、経済情勢によっては、大胆かつ柔軟な政策運営を行う。

2。平成19年度予算の方向

　

第３章で示しか今後５年間に実施すべき歳出改革の内容は、機械的に５年間均等に歳出削減を行うこと

を想定したものではない。それぞれの分野が抱える特殊事情や既に決まっている制度改革時期とも連動させ、

また、歳入改革もにらみながら、５年間の間に必要な対応を行うという性格のものである。

　

平成19年度予算は、第３章で示した今後５年間の新たな改革に向けた姿勢を問われる重要な出発点であ

る。これまで行ってきた改革を後退させるものであるとの誤解を招くことがあってはならない。

　

財政健全化に向けて、責任ある新たな第一歩を踏み出しかことの象徴となるよう、概算要求基準について

も、従来の改革努力を継続する厳しい基準を設定し、メリハリの効いた歳出見直しを行う。財政再建は、避

けて通れない課題ではあるものの、短期的には痛みを伴うものである。「健全で活力ある経済があってこそ

の財政」であるとの考えの下に、将来に向けた明るい展望を切り拓き、活力ある社会の実現を目指して、成

長戦略大綱の実現や少子化対策等のために予算面において所要の対応を行っていくことも重要である。

・平成19年度予算は、基礎的財政収支黒字化を確実にする第ｎ期改革の最初となる重要な予算であり、「第

　

３章

　

財政健全化への取組」で述べられた考え方を着実に実行に移す。

・また、「行政改革推進法」に基づき、事業の仕分け・見直しを行いつつ、行政のスリム化・効率化を一層

　

徹底し、総人件費改革や特別会計改革、資産・債務改革等について、平成19年度予算に適切に反映させ

　

る。

・「第２章

　

成長力・競争力を強化する取組」及び「第４章

　

安全・安心の確保と柔軟で多様な社会の実現」

　

に述べた取組を推進する。そのため、予算配分の重点化・効率化を行う。

・各府省は予算要求に当たっては、各施策について、成果目標を掲げ、事後評価を十分行い得る基盤を整備

　

するとともに、その必要性、効率性、有効性等を吟味する。また、新規施策の要求に当たっては既存施策

　

の廃止・縮減を行う。

・予算全体について、民間活力の活用による効率化に努めるとともに、公共サービスの合理化・効率化を織

　

り込み、単価を引き下げ、経費を削減する。義務的な経費であっても、経費の大胆な節減に取り組む。ま

　

た、市場化テストを積極的に活用し、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革（競争の導
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入による公共サービスの改革）を進める。

・なお、財政投融資については、民業補完の原則の下、対象事業の重点化・効率化に努める。

むすび

（経済財政に関する政策決定システムの改革）

　

2001年の経済財政諮問会議の発足以来、総理が議長を務める経済財政諮問会議を中心に、縦割りではな

く、経済財政政策及びそれに関連する政策を、全体として整合性、一貫性のある形で決定するシステムが強

化されてきた。また、経済財政諮問会議においては、有識者議員から民間の経営感覚に基づく政策提言（民

間的手法による政府の効率化や経済活力の強化など）や、経済分析等の客観的な根拠を基礎にした政策提言

が行われ、新たな視点が提供されるとともに、政策決定プロセスが活性化された。経済財政諮問会議の討議

内容については、短期間の内に詳細な議事内容が公表されるなど、政策決定の透明性が高められた。

（政策決定プロセスの定着）

　

経済財政政策の運営については、改革に向けた政策決定プロセスが定着してきた。まず、重要課題を網羅

した「基本方針」（骨太の方針）において、改革の方向性を明確にし、その後、経済財政諮問会議として「予

算の全体像」をまとめ、「予算編成の基本方針」を策定することを通じて、優先順位を明確にした翌年度予

算の方向付けが行われている。

　

同時に、中期の経済財政運営の基本方針として「改革と展望」55を策定し、ローリングすることにより、

基礎的財政収支の黒字化やデフレからの脱却といった中期目標を明確にし、これと整合的な形で短期の経済

財政政策が運営されてきた。

　

こうしたプロセスを経て、歳出改革、税制改革、社会保障制度改革、郵政改革、金融制度改革、規制改革

など各般にわたる構造改革が一貫性をもって推進されている。また、工程表の作成やＰＤＣＡサイクルによ

る管理等の手法が定着しつつある。

（今後の課題）

　

今後はこうした成果を維持しつつ、更に改革を強化していく必要がある。

　

具体的には、歳出・歳入一体改革や経済成長戦略などを総合し、マクロ経済全般の動向を包含する新たな

中期の経済財政運営の基本方針をできるだけ早期に策定する。また、「基本方針」、「予算の全体像」、「予算

編成の基本方針」という政策決定プロセスを維持・強化する。その際、経済動向の見通しの年央点検など経

済運営と財政運営の整合性を更に強化すること、また、歳出改革と税制改革は一体として議論するなど歳出

と歳入の整合性を強化することが必要である。また、経済財政諮問会議が推進する改革に関係の深い諸機関

との連携を更に強化する。

55「構造改革と経済財政の中期展望」
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＜別紙＞

社会保障

○

　

今後とも高齢化の進展等に伴い、社会保障給付については大幅に増加し、そのための保険料・税負

　

担も大きく増大していくことが見込まれる。

○

　

こうした中ヽ社会保障制度が国民の安心や安定を支えるセーフティネットとしての役割・機能を将

　

来にわたり果たし続けていくためには、制度自体の持続可能性・安定性を確保していくことが何より

　

重要でありヽそのためには、現役世代の負担が過度のものとならないよう社会保障制度全般にわたり

　

不断の見直しを行い、セーフティネットとして求められる水準に配慮しつつ、給付の伸びを抑制する

　

ことが必要となる。

○

　

またヽ政府・与党の公約である2010年代初頭の基礎的財政収支の黒字化を実現するために、政府

　

全体の歳出を聖域なく厳しく見直し、増税額を出来る限り小さくすることを目指す中で、国の一般歳

　

出の４割を超える水準にあり、また高齢化の進展等により今後増加が見込まれる社会保障についても、

　

国民の理解を前提としつつも一定の歳出の抑制努力は避けられない。

○

　

社会保障については、これまで各般の改革を行ってきたところであるが、以上のような観点を踏ま

　

えれば、今後５年間においても、次に掲げる事項を含め改革努力を継続していく必要がある。

＜雇用＞

・失業等給付の国庫負担の在り方については、「廃止を含めて検討する」という「行政改革推進法」の

　

趣旨を踏まえ、かつ、昨今の雇用保険財政の状況（積立金2．5兆円）にかんがみ、2007年度におい

　

て、廃止を含む見直しを行う。

＜生活保護＞

・以下の内容について、早急に見直しに着手し、可能な限り2007年度に、間に合わないものについて

　

も2008年度には確実に実施する。

　

一生活扶助基準について、低所得世帯の消費実態等を踏まえた見直しを行う。

　

一母子加算について、就労支援策を講じつつ、廃止を含めた見直しを行乱、

　

一級地の見直しを行う。

　

一自宅を保有している者について、リバースモーゲージを利用した貸付け等を優先することとする。

・現行の生活保護制度は抜本的改革が迫られており、早急に総合的な検討に着手し、改革を実施する。

＜介護＞

・介護については、これまで所要の改革を行ってきたが、それでも経済の伸びを上回って給付費が増大

　

することを踏まえるならば、保険料の増大が避けられない状況にある。

・保険料負担が過度のものとならないよう、次期事業計画の開始が2009年度であることを念頭に置き

　

つつ、2011年度までの間においても、公的給付の内容・範囲及び介護報酬の在り方についての見直

　

しなど必要な改革に取り組む。

＜医療＞

・今回の医療改革により、医療給付費のための保険料゛税負担に!ﾆ）いてヽ足下の期間では相応の抑制が

　

実現した。しかしながら、それでもなお、経済の伸びを上回って給付費が増大することが見込まれて

　

おり、保険料・税負担も増大していくものと予想される。

・中期的な視野に立って、医療保険制度の持続可能性‘安定性を確保しヽ現役世代の負担が過度のもの

　

とならないようにしていくためには、更なる改革が不可避でありヽ2011年度までの間にはヽ更なる

　

給付の重点化・効率化に取り組むことが必要である・

・具体的には、医療保険制度改革の直後であることも踏まえヽ今後５年間の幅の中でヽ公的給付の内

　

容・範囲及び負担と給付の在り方、並びに救急医療、小児’産科など゛の対応を含めた診療報酬の在

　

り方、後発品の使用拡大など薬剤費の在り方について見直しを行う。

○

　

また、上に述べた分野別の見直しに加えて、社会保障番号の導入など社会保障給付の重複調整とＶ
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う視点からの改革などについても検討を行う。

○

　

以上のような取組を通じ、過去５年間の改革（国の一般会計予算ベースで▲1．1兆円（国・地方合

　

わせて▲1．6兆円に相当）の伸びの抑制）を踏まえ、今後５年間においても改革努力を継続すること

　

とする。

地方財政

○

　

国と地方の信頼関係を維持しつつ、国・地方それぞれの財政健全化を進めるため、地方財政につい

　

て以下の取組を行う。

○

　

地方歳出については、国の取組と歩調を合わせて、国民・住民の視点に立って、その理解と納得が

　

得られるよう削減に取り組む。

　

①

　

地方公務員人件費については、国家公務員の改革を踏まえた取組に加え、地方における民間給与

　　

水準への準拠の徹底、民間や国との比較の観点からの様々な批判に対する是正等の更なる削減努力

　　

を行い、本年４月末に総務省から公表された速報値を踏まえ、５年間で行政機関の国家公務員の定

　　

員純減（▲5．7％）と同程度の定員純減を行うことを含め大幅な人件費の削減を実現する。

　

②

　

地方単独事業については、「選択と集中」の視点に立って、国の取組と歩調を合わせ、過去５年

　　

間の改革努力（５年間で▲５兆円超）を基本的に継続することとするが、地域の実情に配慮し、今

　　

後５年間については、地方単独事業全体として現在の水準以下に抑制することとし、投資的経費

　　

は国の公共事業と同じ改革努力を行い、一般行政経費は2006年度と同程度の水準とする。

　　　

ただし、これまでの歳出削減努力がデフレ状況下で行われてきたことなども踏まえ、地域の経済

　　

動向等を十分に注視しながら、柔軟かつ機動的な対応に心がけることとする。

○

　

以上の歳出削減努力等を踏まえ、地方交付税等については、以下の制度改革等を行う。

　

剛

　

地方交付税の現行法定率は堅持する。

　

②

　

過去３年間、毎年１兆円近く削減してきた地方交付税等（一般会計ベース）について、地方に安

　　

心感を持って中期的に予見可能性のある財政運営を行ってもらえるよう、地方交付税の現行水準、

　　

地方の財政収支の状況、国の一般会計予算の状況、地方財源不足に係る最近10年間ほどの国によ

　　

る対応等を踏まえ、適切に対処する。

　

（3）これにより、上記の歳出削減努力等とあわせ、安定的な財政運営に必要となる地方税、地方交付

　　

税（地方財政計画ベース）等の一般財源の総額を確保する。

　

（4）各地方公共団体に対する地方交付税の配分に当たっては、行政改革に積極的に努力している団体

　　

や地方税収の伸びがあまり期待できない団体に特段の配慮を行う。

　

（5）地方分権に向けて、関係法令の一括した見直し等により、国と地方の役割分担の見直しを進める

　　

とともに、国の関与・国庫補助負担金の廃止・縮小等を図る。交付税について、地方団体の財政運

　　

営に支障が生じないよう必要な措置を講じつつ、算定の簡素化を図る。地方税について、国・地方

　　

の財政状況を踏まえつつ、交付税、補助金の見直しとあわせ、税源移譲を含めた税源配分の見直し

　　

を行うなど、一体的な検討を図る。

　　

以上の点を中心に住民の視点に立った地方公共団体の自発的な取組が促進されるような制度改革を

　

行う。そのため、再建法制等も適切に見直すとともに、情報開示の徹底、市場化テストの促進等につ

　

いて地方行革の新しい指針を策定する。

　　

また、道州制導入の検討を促進する。

公務員人件費・独立行政法人・公益法人

(Ｉ．公務員人件費)

　

2011年度に基礎的財政収支を黒字化することを目標に、社会保障を含めた歳出力ヽノトや国民負担増

の可能性を検討している中にあって、厳しい公務員人件費の見直しは不可欠の課題である。
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今後ヽ経済成長に伴う民間賃金の上昇により増加が見込まれる公務員人件費について、既に決まって

いる改革だけでなく、更なる改革を断行し、公務員人件費を削減する。（以下の更なる改革全体で▲2．6

兆円の削減効果）

　

国会に９いても、「先ず院より始めよ」として、自ら歳出改革に取り組むことを要請する。具体的に

は、衆議院、参議院それぞれの検討の場において、国会職員の定員の純減や給与の見直し等を含む改革

案が取りまとめられており、これらを速やかに実現していくことを求める。また、議員歳費についても、

国家公務員の給与改革の成果を的確に反映することを求める。

○

　

国家公務員

　

国家公務員人件費について、既に決まっている定員純減と給与構造改革を着実に実行するとともに、

定員・給与両面で更なる改革を行う。

＜既に決まっている改革＞

①

　

国の行政機関で▲5.7%の定員純減等（2010年度まで）を達成する。

②

　

地域の民間賃金の反映等のための給与構造改革を実行する。

＜更なる改革＞

○

①

　

定員純減を20n年度まで継続する。

②

　

人事院において比較対象企業規模を見直すことを要請する（100人以上⇒50人以上）。

　

地方公務員

　

地方公務員人件費については、国家公務員の改革を踏まえた取組に加え、地方における民間給与水準

への準拠の徹底、民間や国との比較の観点からの様々な批判に対する是正等の更なる削減努力を行い、

本年４月末に総務省から公表された速報値を踏まえ、５年間で行政機関の国家公務員の定員純減（▲

5.7%)と同程度の定員純減を行うことを含め大幅な人件費の削減を実現する。

＜既に決まっている改革＞

　

・国の給与構造改革を踏まえた改革を行う。

＜更なる改革＞

　

①

　

本年４月末に総務省から公表された速報値を踏まえ、５年間で行政機関の国家公務員の定員純減

　　

（▲5.7%)と同程度の定員純減（2010年度まで）を行う。

②
②
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

○

　

定員純減を20n年度まで継続する。

　

比較対象企業規模を見直す必要がある（100人以上⇒50人以上）。

　

地域の民間給与の更なる反映を図る。

　

ボーナスの支給月数の地域格差の反映を図る。

　

特殊勤務手当を削減する。

　

互助会への補助金を削減する。

　

級別職員構成を是正する。

　

知事等の高額な退職手当を適正化する。

　

教職員等人件費を削減する。

公務員制度改革
各地域における公務員の給与、処遇の在り方についてヽ民間企業の実態を踏まえヽ能力主義や実績評

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　

一犬●万

　　　　

ヽふｰ-〃|t一一¶|A1

　

1/i.l―･一つー

　　

Ｍ'･一一f　z"'　－r　　　　　　　--｡
価に基づいたものとなるよう厳しく見直すとともに、公務員の労働基本権や人事院・人事委員会制度の

在り方を含む公務員制度全体の改革の検討を早期に開始する。

(Ⅱ。独立行政法人、公益法人)

○

　

独立行政法人等

　

独立行政法人、国立大学法人の人件費については、既定の改革を確実に達成するとともに、国家公務

員の取組を踏まえて、更に抑制する。また、個々の独立行政法人の業務等については、それぞれの政策

分野の改革の中で厳しく見直す。
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巾人件費

　

①

　

既定の改革の確実な達成

　　　

独立行政法人等について、既定の人件費改革（2010年度まで）を確実に達成し、これにより退

　　

職手当及び福利厚生費を含め着実に削減する。非常勤職員手当についても業務経費効率化の取組の

　　

中で抑制を図る。

　

②

　

さらに、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を2011年度まで継続するとともに、官民給与

　　

の比較対象企業規模の見直しによる公務員給与改定を反映する。

②個々の独法の業務等については、業務内容の必要性・重要性、更なるコスト効率化、財務の自律性

　

の向上等の観点から、各政策分野の改革の中で厳しく見直す。

○

　

公益法人

　

公益法人について、法人による給与の点検・見直しに関する取組の徹底、補助金等の抑制を図り、地

方においても同様の取組を行うことを要請する。また、国と公益法人等との間の随意契約の適正化を図

る。

巾「国と特に密接な関係を持つ公益法人に対する給与水準の点検・見直しの要請」について、法人へ

　

の指導の強化・徹底と、そのフォローアップを行う。地方においても同様の取組を行うことを要請す

　

る。

②公益法人向け補助金等について、各政策分野の歳出削減を図る中で、義務的に支払いが必要なもの

　

などやむを得ないものを除き、原則として今後５年間で５％以上の抑制を図る。

　　

また、地方の第三セクター向け補助金等について、同様の対応を行うことを要請する。

（Ⅲ。公益法人等との随意契約の適正化）

①公益法人等（所管公益法人、独立行政法人、特殊法人、再就職者のいる民間法人等）との間の随意

　

契約については、競争入札が原則との原点に立ち帰り、厳格かつ徹底的に見直しを行った結果、従来

　

の随意契約の約７割（所管公益法人との間の随意契約の９割強）を競争的な手法による契約に移行

　

することとしているところである。

（2）今後、今回の見直しの対象とならなかった公益法人等以外との随意契約についてもすべて、本年中

　

に同様の見直しを行う。

（3）情報公開の一層の充実を図る観点から、以下の措置をとる。

　

①

　

所管公益法人との間の随意契約の相手方に国の常勤の職員であった者が役員として在籍している

　　

場合、その人数を公表する。

②

　

政府調達に関する情報のホームページへの掲載方法を改善する。

③

　

調達に関する問い合わせの総合窓口を各府省に設置する。

公共事業関係費

○

　

公共事業関係費については、これまでの削減により、「構造改革と経済財政の中期展望」（平成14

　

年１月25日閣議決定）に示された目安を既に達成した。しかしながら、我が国の社会資本の整備水

　

準が上昇する一方、人口減少社会が到来することにかんがみると、危機的な財政事情の下、歳出・歳

　

入一体改革を進める中で、今後とも改革を継続し、更なる重点化・効率化を図る必要がある。

○

　

このため、公共事業については、景気対策としてではなく、真に必要な社会資本整備へと転換する

　

必要がある。その中で、今後、廃止・終了する事業や整備水準の上昇も踏まえた事業分野ごとのメリ

　

ハリ付けを強化するとともに、あらゆる分野で官民格差等を踏まえたコスト縮減や入札改革などを進

　

め、重点化・効率化を徹底することにより、これまでの改革努力（名目対前年度比▲３％）を基本的

　

に継続する。

○

　

その際、現在実施中のコスト縮減努力（５年間で15％のコスト縮減）の継続や今後は廃止・終了
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する事業の存在などを織り込んだ対応を行う必要がある。また、今後５年間の幅の中では、これま

でのデフレ下の状況とは異なり、資材価格や賃金等のコスト増が生じ得ることを考慮するとともに、

改革を継続する中で、国際競争に勝ち抜くためのインフラ整備、また、国民生活の質的向上や安全・

安心の確保につながる社会資本整備など我が国の将来を見据えつつ各年度の社会資本整備を判断して

いく必要もある。このため、経済成長との関係を勘案したこれまでの実質の削減率の実績による対応

を視野に入れる必要がある。

農林水産（非公共）

○

　

現在農林水産分野全般にわたり進めつつある改革を今後とも緩みなく進めることが、「攻め」に向

　

かう強靭な農林水産業を作り上げるための途である。こうしたことにより、農林水産関係予算につい

　

ては、関係制度全般にわたり、支援対象の重点化・施策の「選択と集中」の強化を図り、また執行状

　

況の反映を徹底し、これまで以上の改革努力を通じた節減合理化を図る。

○

　

その際、経済成長との関係を勘案したこれまでの実質の削減率の実績による対応を視野に入れる必

　

要がある。

○

　

なお、農業の生産性向上等のため、非公共施策の推進が柔軟に図られるよう、必要に応じ、公共と

　

非公共の間の彼我融通（シフト）を適切に活用することとする。

文教

○

　

文教予算については、子どもの数の減少及び教員の給与構造改革を反映しつつ、以下の削減方策を

　

実施することにより、これまで以上の削減努力を行う。

○

　

これにより、今後５年間、人件費を除く国（一般会計）の予算について、名目値で対前年度比十〇｡1％

　

（年率）以下に抑制することを基本とするが、今後、賃金・物価の上昇等によりこうした歳出抑制ペー

　

スをそのまま適用することが困難な場合が生じた場合には、経済成長との関係を勘案したこれまでの

　

実質的な歳出削減のペースを維持するなかで、叱ヽ要な配慮を行うこととする。

　

①

　

義務教育費国庫負担金について以下の見直しを行う。

　　

ア）教職員の定数については、子どもの数に応じた削減を行うこととし、具体的には、今後５年

　　　

間で１万人程度の純減を確保する。

　　

イ）地方公務員の給与構造改革や地方における民間給与水準への準拠を徹底させる。

　　

ウ）人材確保法に基づく優遇措置を縮減するとともに、メリハリを付けた教員給与体系を検討する。

　　　

その結果を退職手当等にも反映させる。

　

②

　

国立大学運営費交付金について、効率化ルールを徹底し、各年度の予算額を名目値で対前年度比

　　

▲１％（年率）とする。

　

②

　

私学助成予算について以下の見直しを行う。

　　　

定員割れ私学については、助成額の更なる削減など経営効率化を促す仕組みを一層強化するとと

　　

もに、学生数の減少に応じた削減を行うことにより、施設整備に対する補助を含めた各年度の予算

　　

額を名目値で対前年度比▲１％（年率）とすることを基本とする。

　

④

　

教科書予算について以下の見直しを行う。

　　　

教科書に係る製造・供給コストは一層縮減を図る。特に供給コストについては供給体制の在り方

　　

を含め、一層の効率化を行う。

　

⑤

　

奨学金予算について以下の見直しを行う。

　　

ア）回収強化につき、債務保証等債権管理の在り方を含め、抜本的な施策を講じ、国民負担を最小

　　　

化する。

　　

イ）３％の貸付上限金利について、教育政策の観点等から、見直しを検討する。
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科学技術予算

○

　

科学技術振興費については、ムダの排除やコスト縮減等に取り組み、真に必要な経費を精選するな

　

ど、第２期計画における改革姿勢を継続することを基本とするが、科学技術の振興は我が国の将来の

　

発展の鍵を握っていることに配慮し、第３期科学技術基本計画（平成18年３月28日閣議決定）の効

　

率的な推進に努める。

○

　

その際、第３期科学技術基本計画に基づく予算の伸びは、データベースの運用等科学技術システム

　

改革の着実な実施を図りつつ、経済成長の範囲内とし、さらに、科学技術の振興による成長力・競争

　

力強化に資する取組については、必要に応じて、重点的な取組を行うこととする。

○

　

具体的な取組は以下のとおり。

　

・厳選された「戦略重点科学技術」に資源をシフトし、優先順位の劣るプロジェクトは廃止・抑制す

　　

る。投資効果を不断に検証する。

　

・研究費の不正使用問題への厳正な対処を徹底する。研究開発データベースを早急に整備し、不合理

　　

な重複を排除する。

　

・諸外国の情勢、技術革新、官民の連携強化等の視点も踏まえ、大規模事業、新規事業、独法運営等

　　

について可能な限りコストを縮減する（宇宙ステーション、スパコン等）。

防衛関係費

○

　

防衛力整備については、「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」（平成18年

　

５月30日閣議決定）に従い、更に思い切った合理化・効率化を行い、効率的な整備に努めることと

　

し、「中期防衛力整備計画（平成17年度～平成21年度）」（平成16年12月10日閣議決定）について

　

も、同閣議決定に基づき対処する。

○

　

こうした取組を踏まえ、防衛関係費については、人件糧食費の増加や米軍再編経費が見込まれる中

　

ではあるが、以下のような項目を中心に従来以上に厳しい削減に取り組み、今後５年間、人件費を含

　

む国（一般会計）の予算について名目伸び率ゼロ以下の水準とする。

　

・総人件費改革等を通じた自衛官実員の削減

　

・３自衛隊の装備品、在庫部品等の調達の効率化・合理化

　

・入札談合再発防止の徹底を通じた予算削減（防衛施設の特性に配慮しつつ、公共事業総合コスト縮

　　

減率（５年間で15%)の達成を含む。）

　

・在日米軍駐留経費負担の所要の見直し

　

・基地周辺対策の抜本見直し

○

　

米軍再編に要する経費については、既存予算の更に思い切った合理化・効率化を行ってもなお、上

　

記削減目標の中では、米軍再編に関する地元の負担軽減に資する措置の的確かつ迅速な実施に支障が

　

生じると見込まれる場合は、各年度の予算編成過程において検討し、必要な措置を講ずるものとする。

○

　

なお、今後、経済・社会情勢等により、既存の防衛関係費について名目伸び率ゼロ以下の目標によ

　

り難い場合であっても、上記閣議決定に従い更に思い切った合理化・効率化に努め、少なくとも経済

　

成長率との関係を勘案したこれまでの歳出削減のペースを加速することを基本方針とする。

政府開発援助（ＯＤＡ）

Ｏ「今後３年間でアフリカ向けＯＤＡを倍増し、引き続きその中心を贈与とする」、「今後５年間のＯ

　

ＤＡ事業量について、2004年実績をベースとする額と比較して100億ドルの積み増しを目指す」等

　

の政府の対外公約は、確実にこれを達成する。

○

　

その際、財政が極めて厳しい状況にある中で、ＯＤＡに対する国民の理解を得ていくためには、今

　

後、援助の「質」の向上を実現していく必要があり、コスト面で大胆な効率化を行う一方で開発効果

　

を高めるとともに、供与対象国・分野の更なる戦略的重点化を図る。

資192



○

　

ＯＤＡ予算については、コスト縮減や予算の厳選・重点化等を通じ、国内と同様、これまでの改革

　

努力を継続し９つ、ＯＤＡ事業量は必要量を確保する。

○

　

ただしヽ我が国外交の戦略的・効果的な展開のためには、これにより難い場合も考えられる。そう

　

した場合ヽこれまでの改革努力の継続を基本としつつ、我が国経済や国際情勢の変化を勘案しながら、

　

そのペースを半減する範囲内で対応できるよう、予算の効率化・重点化に努めるものとする。

○

　

このため、今後、以下を重点的に推進していく。

　　

・徹底したコスト削減を前提に費用対効果を最大化

　　

①

　

包括的かっ実効的なコスト削減目標・計画を策定

　　

②

　

国際競争入札の導入拡大

　　

③

　

J ICAの徹底的な効率化（人件費・事業費等の節減）

　　

①

　

在外公館関連経費等の合理化

　　　　　　　　　　　　

等

　　

・供与対象国・分野の更なる戦略的重点化

①

　

外交効果の検証と国民への説明強化

②

　

ＮＧＯ・民間との戦略的連携・活用

③

　

相手国の自立的発展につながる事業を厳選

①

　

資源獲得戦略の一環としての活用 等

エネルギー対策

○

　

エネルギー対策費については、エネルギーを巡る国際情勢は不透明であり、長期的視点に立った戦

　

略的なエネルギー政策の展開が重要となっているが、施策の精選・効率化を徹底することによって限

　

られた予算で最大の効果を生むための工夫が必要である。

○

　

一般会計で行うエネルギー関連事業については、ＩＴＥＲ等の歳出増が予定されているが、「選択

　

と集中」の一層の強化等に取り組み、今後５年間、名目伸び率ゼロ以下へ抑制する。

○

　

特別会計は、現在、その歳出が特定財源の水準を大幅に上回っていることから、今後厳しく歳出を

　

見直していき、原則として歳出水準を特定財源税収の水準に見合うものとする。

電子政府関係

○

　

業務・システム最適化の実施に当たっては、

　　

・各々の最適化計画に示された運用経費の削減（合計1,229億円）及び業務処理時間の削減（合計

　　

4,750万時間／年）を最低限の削減目標とし、これら以上の削減効果を目指す。

　

・内閣官房が総務省の協力を得て、

　　

１）行財政改革への寄与

　　

２）運用経費削減、業務時間削減に関して、効果が確実に見込まれること

　　

３）システム間の連携、接続を考慮した開発スケジュールの調整

　　

４）官民におけるプロジェクト執行・管理体制の確保

　　

を考慮し、システム構築に係る優先順位付けを行い、それを踏まえた予算要求の選択と集中を図る。

　

・これらを踏まえつつ、厳格な予算査定を行うことを通じ、2007年度の予算額を当初の予定額(998

　　

億円）以下（２割以上の削減を目指す。）とする。

○

　

オンライン利用促進対象手続については、

　

・現在オンライン利用率50％以下のものは、2010年度までにオンライン利用率50％以上の目標を

　　

確実に達成するため、①処理時間の短縮、手数料の引下げ等のインセンティブ措置、②添付書類の

　　

原則省略、②電子署名の簡略化等の担当府省の努力がなされるものに限り、予算措置する。

　

・2010年度までにオンライン利用率50％以上の目標達成が困難であると認められるシステムについ

　　

ては、2007年度予算要求を行うか否かを含め、当該システムの必要性等の再検討を行う。
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その他

○

　

今回個別の指摘を行わなかった経費についても、徹底した歳出削減を進めるという基本方針の下に、

　

厳しくその内容を見直していくものとする。

○

　

具体的には、今後５年間、近年の歳出削減ペースと同様の歳出改革を進めるとともに、他方、経済・

　

社会情勢等によりこれにより難い場合であっても、少なくとも経済成長との関係を勘案したこれまで

　

の実質的な歳出削減のペースを維持することとする。
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2011年度までの歳出改革について

○

　

今回各分野ごとに取りまとめた今後５年間の改革方針に基づく削減額は、別表のとおりである。

○

　

経費によっては、取りまとめに示されているように、削減額について、今後の資材価格や人件費の状況、

　

内外の経済社会情勢等によって、ある程度、幅を持って考える必要がある。ただし、歳出を増加すればそ

　

の分だけ国民負担が増加することには、留意しなければならない。

○

　

なお、災害への対応等現時点で見込み難い経費については、適切に対応する必要がある。

○

　

今回の取りまとめによって、2011年度までに基礎的財政収支の黒字化を達成するために解消すべき要

　

対応額16.5兆円程度のうち、少なくとも11.4兆円以上は、歳出削減によって対応することとなる。

○

　

歳出改革では対応しきれない要対応額（２～５兆円）については、歳入改革によって対応することとな

　

るが、今後の経済社会情勢及び歳出削減の状況等によっては、この要対応額が変動する可能性がある。
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圏Ｄ］

経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005

第１章

　

日本経済の現状と今後の課題

1。“バブル後”を抜け出した日本経済

（構造改革の先にある21世紀の将来像）

　

日本の経済社会は大きな環境変化に直面している。本格的な人口減少・超高齢社会の到来や地球規模での

グローバル化の進展など時代の潮流に適切に対応し、新たな成長基盤を確立できるか、緩やかな衰退の道を

たどるかどうかは、ここ1、2年の構造改革の進展が成否を決める。

　

例えばヽ日本が、急速なグローバル化の動きを乗り切って、開かれた国として世界中の人・財・資本をい

かすことができるかヽそれとも内向きの国になってしまうのか。人口が減少する社会にあっても一人当たり

の成長率を高く維持できるのか、それとも緩やかな衰退の道をたどってしまうのか。個人の夢が実現され再

挑戦ができる社会になるのか、それとも希望を持てない人が増え社会が不安定化するのか。また、小さな官

と豊かな公の組合せが躍動感ある社会をもたらすか、それとも高負担高依存型で活力のない社会になってし

まうのかｰ。その分かれ道はこの1、2年にある。１

　

他方、足下の日本経済に目を転じると、平成16年度までの集中調整期間における構造改革の進捗によっ

て、バブル崩壊後の負の遺産から脱却し、民需主導の経済成長が実現しつつある。

　

集中調整期間においては、主要行の不良債権比率を半分程度に低下させ、不良債権問題を正常化させると

の目標を掲げ、取組を進めてきた。その結果、目標が達成され、金融システムが安定化することで、平成

17年４月のペイオフ解禁も混乱なく実施された。また、企業部門において過剰雇用・過剰設備・過剰債務

の解消が進み、体質強化と収益力向上が実現している。

　

これらを背景に、平成16年度の実質ＧＤＰ成長率は1.9%と、政府経済見通しの2.1%程度に近い伸び

となった。企業は３年間増益を続け、失業率は平成16年度には4.6%に低下している。雇用・所得環境の

改善によって、企業部門の回復は、徐々にではあるが着実に家計部門に波及しつつある。こうした中、平成

17年度においても、我が国経済は引き続き民間需要中心の緩やかな回復を続けると見込まれる。いまだ緩

やかなデフレが継続し、地域間の回復力にばらつきがみられる等の課題があるものの、日本経済ぱバブル

後”と呼ばれた時期を確実に抜け出しかと言える。いよいよ「攻めの改革」に踏み出すときを迎えている。

　

このように、平成18年度までの２年間（:重点強化期間）は３つの意味で重要である。第１に、新しい躍

動の時代への扉を開くことができるかどうかの岐路としての期間であり、第２に、これまで取り組んできた

構造改革に目処をつけるための期間であり、第３に、デフレからの脱却を確実なものとし９９ヽ新たな成長

に向けた基盤の重点強化を図るための期間である。

(重点強化期間における課題)

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」（平成16年６月４日閣議決定。以下、「基本方針2004」という。）を受

けて、経済財政諮問会議の下に設置された専門調査会によって検討されてきた「日本21世紀ビジョン」が、平成17年４

月に経済財政諮問会議に報告された。同ビジョンは、構造改革により2030年に向けて実現される「この国のかたち」を論

じている。
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この重要な２年間には、特に以下の３つの課題を重視する必要がある。

　

第１は、「小さくて効率的な政府」をつくることである。高齢化の本格化がもたらす高負担圧力とともに、

国民負担の増加をめぐる議論はいずれ避けられない。その前に、政府自らが身を切り、効率化を図ることが

不可欠である。

　

第２は、新しい躍動の時代に向けて、21世紀の日本経済にとって最も重要な環境変化である少子高齢化

とグローバル化を乗り切る基盤をつくることである。

　

第３は、デフレを克服するとともに、経済の活性化により、民需主導の経済成長を確実なものとすること

である。「改革と展望-2004年度改定」２で平成18年度以降について名目成長率２％程度（実質1.5%程

度）あるいはそれ以上の成長経路をたどると見込んだことも念頭に置き、経済活力と財政健全化を両立させ

つつ、民間需要・雇用の拡大に力点を置いて、構造改革を加速・拡大し、デフレからの脱却を確固たるもの

としなければならない。

2。「基本方針2005」の課題

（構造改革の総仕上げによる「小さくて効率的な政府」の実現）

　

「基本方針2005」は、この重要な２年間の取組を示すものである。前述の３つの課題に即して、取

むべき事項を整理すると以下のとおりとなる。

①

組り

「小さくて効率的な政府」への取組

「小さくて効率的な政府」への道筋を確かなものにするために、これまで取り組んできだ官から民べ

“国から地方べの改革を徹底し、次の３つの流れを変える取組を行う。また、財政構造改革により、資金

の流れを“官から民べ変える。

　

第１は、資金の流れを変えることである。郵政民営化、政策金融改革を着実に進め、あわせて、政府の

ランスシートの総点検”（政府の資産・債務管理の強化）を行うことで、資金の流れを官から民に大き

くノ

変く

える。

　

第２は、仕事の流れを変えることである。三位一体の改革を進めて国から地方に仕事を移す。また、市場

化テストの本格的導入により、政府の業務を最小化して民間に開放する。さらに、予算制度改革によってＮ

ＰＭ（ニュー・パブリック・マネジメント）を進める。

　

第３は、人と組織を変えることである。国・地方の行政改革を徹底し、公務員の総人件費を削減する。ま

た、公的セクター全体を視野に入れて公務員の改革を進める。あわせて、官民交流や府省間の人材交流など

りよ 公務員の体質強化を進める。

②新しい躍動の時代を実現するための取組一少子高齢化とグローバル化を乗り切る一

　

日本経済が大きな環境変化を乗り切るためには、2010年代初頭における基礎的財政収支の黒字化に向け

て歳出・歳入両面での一体的な改革を行い、財政再建への道筋を明らかにすることが必要である。また、政

府の基本的な責務であるとともに、我が国の経済活性化の基盤である国民の安全・安心を確保する。その上

で、未曽有の少子高齢化を乗り切るために、社会保障の一体的な見直しに取り組み、持続的な社会保障制度

の構築を目指す。また、本格的な少子化対策など、次世代の育成への取組を強化することが必要である。他

方、グローバル化に立ち向かうためには、イノベーション等を通じて国際競争力を強化する必要がある。こ

２

「構造改革と経済財政の中期展望-2004年度改定」（平成17年１月21日閣議決定）
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のため、何より人間力を高めなくてはならない。また、世界に通用する強い産業や地域の形成を目指すことヽ

ＥＰＡ（経済連携協定）の推進等によって国際連携を加速することが必要である。

③民需主導の経済成長を確実なものに

　

民需主導の経済成長をより確実なものとするために、規制改革、金融システム改革、税制改革、歳出改革

の４つの改革を加速させ、経済を活性化することが必要である。経済の活性化に当たっては、次の「活性化

のための政策三指針」に基づいて政策転換し、競争力を強化することが重要である。

　

ｉ．政策対象ぱ人”に：予算はモノから人材に重点を移す。

　

ii。底上げから先端支援へ：広く薄い予算配分ではなく、大胆に集中させて競争力をつくる。

　

iii｡ 国内対策からグローバル競争へ：世界市場を獲得する競争力をつくる。

　

また、日本銀行には、政府のデフレ脱却への取組や、「改革と展望－2004年度改定」で示された重点強化

期間における経済の展望と整合的なものとなるよう、市場の動向や期待を踏まえつつ、実効性のある金融政

策運営に努めることを期待する。

　

平成13年以降、４回の「基本方針」に基づき、「改革なくして成長なし」、「民間にできることは民間に」、

「地方にできることは地方に」との原則の下、規制改革、金融システム改革、税制改革、歳出改革の４分野

における構造改革を進めてきた。

　

こうした取組の結果、不良債権処理が進展し、金融システムが安定化するとともに、郵政民営化、政策金

融改革への本格的な着手が行われた。社会保障制度においては、年金及び介護保険の制度改革に続き、医療

制度改革が検討されている。また、国と地方の関係については、三位一体の改革が着実に進められてきた。

加えて一貫して歳出全般の見直し努力を行ってきたことで基礎的財政収支も改善に向かいつつある。

　　

「基本方針2005」は、こうした成果の上に立って、新しい課題にも取り組み、改革の芽を大きな木に育

てようとするものである。
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第２章「小さくて効率的な政府」のための３つの変革

　

!‾官から民ヘjF国から地方へｊを徹底させるために、資金の流れを変え、仕事の流れを変え、人と組蔵

を変える。政府自らが身を切り、効率化を徹底することで、図ヽさぐで効ヂ的な政府jヘの遺言を確かなも

のとする。

　

ま力、公刀∂卒付右薗の雀借砂舒迎投丈の蒸≠茫を互苛すなとこれまで辰ク裁んできカ兪政扉遣改求を

ﾀﾞ/き貧お

1。資金の流れを変える

(1)郵政民営化

　

平成19年度からの郵政民営化を実現するため、国会に提出した郵政民営化関連法案の成立を期す。

（2）政策金融改革

　

平成14年12月の経済財政諮問会議の「政策金融改革について」に従い、経済財政諮問会議において、本

年秋に向けて議論を行い、政策金融のあるべき姿の実現に関する基本方針を取りまとめる。

(3)政府の資産・債務管理の強化－“バランスシートの総点検”－

　

｢小さくて効率的な政府｣を実現するには、政府が持つ資産・債務の管理の強化が必要である。

　

このため、国有財産等の政府資産について最大限の有効活用を行い、国債等の債務についても管理を充実

させることを目指し、政府の資産・債務管理を強化して、“バランスシートの総点検”を進める。その第一

歩として、関係省庁の連携の下、経済財政諮問会議において、資産・債務の管理の在り方について検討を行

い、平成17年秋を目途に基本的な方針を明らかにする。

2。仕事の流れを変える

(1)国から地方への改革

　

平成18年度までに三位一体の改革を確実に実現するため、以下の取組を行う。

①平成18年度までの三位一体の改革の全体像に係る「政府・与党合意ヤ及び累次の「基本方針」を踏まえ、

　

改革を確実に実現する。そのため、経済財政諮問会議において、進捗状況をフォローアップする。また、

　

国と地方の協議の場においても、地方の意見を聞きつつ議論を進める。

②税源移譲はおおむね３兆円規模を目指す。

③国庫補助負担金改革については、税源移譲に結びつく改革、地方の裁量度を高め自主性を大幅に拡大する

３

４

「基本方針2004」では、「基礎的財政収支を黒字化するなど財政を健全化していくため、民間需要主導の持続的な経済成長

を実現すると同時に、政府全体の歳出を国・地方が歩調を合わせつつ抑制することにより、例えば潜在的国民負担率で見

て、その目途を50％程度としつつ、政府の規模の上昇を抑制する。」こととされている。

「政府・与党合意」（平成16年11月26日）
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改革を実施する。このため、残された課題については、平成17年秋までに結論を得る。あわせて、国゜

　

地方を通じた行政のスリム化の改革を推進する。

④税源移譲に９０ては、上記③の結果を踏まえ、平成18年度税制改正において、所得税から個人住民税へ

　

の税源移譲を実施する。その際、個人住民税所得割の税率をフラット化することを基本とする・

⑤地方交付税については、累次の「基本方針」に基づき、国の歳出の見直しと歩調を合わせて、地方歳出を

　

見直し、抑制する等の改革を行う。また、税源移譲に伴う財政力格差が拡大しないよう、適切に対応する。

　

平成18年度においては、地域において必要な行政課題に対しては適切に財源措置を行い、地方団体の安

　

定的な財政運営に必要な地方交付税、地方税などの一般財源の総額を確保する。あわせて、2010年代初

　

頭における基礎的財政収支の黒字化を目指して、国・地方の双方が納得できるかたちで歳出削減に引き続

　

き努める。また、交付税の算定方法の簡素化、透明化に取り組む。

また、地方財政計画の透明性・予見可能性を高める等、以下の取組を行う。

①地方財政の決算状況を早期に開示する。また、経費の性質に応じて決算状況を分析し、国民への分かりや

　

すい説明に一層配意する。このような取組を進める中で、地方財政計画の計画と決算の乖離の是正を図り、

　

重点強化期間内に解消の目途をつけるよう努める。このため、おおむね今後１年以内を目途に、経済財政

　

諮問会議において解消に向けての選択肢、方法等について、議論し、整理する。

②上記①及び今後の経済財政運営に係る見通しを踏まえつつ、地方財政の予見可能性を向上させ、地方公共

　

団体が経営努力を発揮できるよう、「中期地方財政ビジョン」を策定する。

②また、三位一体の改革を進めることを通じて、不交付団体（市町村）の人口の割合を大幅に高めていく。

あわせて、以下の取組を進めていく。

①平成18年度から実施する地方債の協議制度の円滑な移行を図り、地方債の信用維持のため財政状況の悪

　

化している地方公共団体に対して早期是正のための措置を講じつつ、地方の自主性・自己責任の強化を図

　

る。その際、その趣旨を踏まえつつ、小規模団体等の資金確保に配慮する。また、基準財政需要額に対す

　

る地方債元利償還金の後年度算入措置を各事業の性格に応じて見直す。

②徹底した情報開示により地方行政改革に強力に取り組む。「新地方行革指針」５による「集中改革プラン」

　

の公表、給与情報及び財政状況の公表システムの構築を平成17年度中に行う。また、全都道府県、政令

　

市で連結貸借対照表を作成し、公表する。

②地方分権推進計画を確実に仕上げるとともに、地方分権改革推進会議の意見等に盛り込まれた事項につい

　

て、フォローアップを強化する。また、重点強化期間内に、地方公共団体が実施する事業への細部にわた

　

る国の規制や関与などを大胆に撤廃する。

①平成18年度までの三位一体の改革の成果を踏まえつつ、地方分権を更に推進する。また、市町村合併を

　

引き続き強力に推進するとともに、将来の道州制の導入に関する検討を引き続き進める。また、地方分権

　

のモデル的な取組としてのいわゆる「道州制特区」について、引き続き推進する。

５

「新地方行革指針」（平成17年３月29日）
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（2）公共サービスの効率化を図るため、市場化テストの本格的導入等による官業の徹底的な民間開放

　

公共サービスの効率化を図るため、市場化テストの本格的導入に向けて、制度の整備を図る。

　

そのため、「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」６を踏まえ、第三者機関の在り方等諸課題を十

分に検討し、公共サービスの質の維持向上・経費の削減等に資するよう、「公共サービス効率化法（市場化

テスト法）案」（仮称）を平成17年度中に国会に提出するべく、速やかに準備する。その際、以下の点に留

意する。

①競争条件の均一化等を図るため、中立的な第三者機関により、対象となる官業の徹底した情報開示や実施

　

プロセスの監視等を行う。

②地方公共団体における導入を円滑化するため、導入を阻害している法令の改正等、所要の措置を講ずる。

③独立行政法人の業務についても、中期目標の期間の終了時における評価等との連携を含め、導入を適切に

　

進める。

(3)予算制度改革

(モデル事業等の一般化)

　　

成果目標(Ｐｌａｎ)一予算の効率的執行(Ｄｏ)一厳格な評価(Ｃｈｅｃｋ)一予算への反映(Ａｃtｉｏｎ)を実現する予算

　

制度改革を定着させる。このため、以下の取組を行う。

①「モデル事業」を試行から一般的取組に移行させる。その第１ステップとして、「モデル事業」の基本的

　

枠組みを維持しつつ、平成18年度予算からは「成果重視事業」（仮称）を創設し、別紙の取組を行う。

②政策ごとに予算と決算を結びつけ、予算と成果を評価できるよう、予算書、決算書の見直しを行う。平成

　

20年度予算を目途に完全実施することを目指し、平成18年度までに実務的検証を完了させる。また、政

　

策評価と予算の連携強化を含め、政策評価制度に関する見直しを着実に進めるべく、「政策評価に関する

　

基本方針」７の改定等を平成17年内に行う。

③各府省は、連結財務書類、成果目標の達成状況及び特別会計の改革の進捗状況等の財務情報等が一覧でき

　

る「年次報告書」（仮称）について、平成17年度末を目途に試行段階を終了して、平成18年度から公表

　

する。

④「政策群」については、府省横断的な予算について重複排除を行い、関係府省の連携の下で積極的に政策

　

を推進する普遍的な手法として発展するよう取組を進める。その際、関係閣僚会議等の府省横断的な政策

　

会議に関し、「政策群」’をより一層活用することも検討する。また「基本方針2004」を踏まえ、これまで

　

の取組の検証を行う。

(特別会計の改革)

　　

特別会計の改革を継続・強化するために、以下の取組を行う。

①関係府省は「基本方針2004」に基づいて作成された改革方針を着実に実施する。加えて、財務省は、関

　

係府省とともに、各特別会計の性格に応じ、長期的な財務の健全性に配意しつつ、事務事業の存廃や区分

６

７

「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成17年３月25日閣議決定）

「政策評価に関する基本方針」（平成13年12月28日閣議決定）
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経理の必要性まで踏み込んだ見直しを継続し、定期的に経済財政諮問会議に報告する・

②特定財源の在り方について、それぞれの財源の性格や資源の適正配分の観点等も含め、引き続き総合的に

　

検討しヽ重点強化期間内を目途に基本的方向性を明らかにする。

3。人と組織を変える

（1）国・地方の徹底した行政改革

　

国’地方の双方について、行政改革をこれまで以上に徹底して進めることが必要であり、公務員制度改革

を含め、「今後の行政改革の方針」8、「新地方行革指針」の着実な実施に向け、国と地方は歩調を合わせて

強力に取り組む。

このため、国については、以下の取組を強力に進める。

①地方支分部局について、業務の必要性の根本的な見直し、民間委託の活用、市場化テストによる民間への

　

業務開放、地方への事務の移譲、独立行政法人への事務の移管、統廃合等を含む抜本的な見直しを行うこ

　

ととし、各府省の取組も踏まえて、総務省が、平成18年度における取組方針を明示する。

②独立行政法人について、中期目標の見直しに合わせた組織・業務の廃止・縮減等の検討を行う。また、他

　

の独立行政法人、地方公共団体、民間等の実施する事業との重複を排除する。その際、第三者評価を活用

　

することとし、その観点から「独立行政法人に関する有識者会議」等の機能を活用・強化する。また、行

　

政代行法人等についても、所要の見直しを行う。

また、地方については、以下の取組を強力に進める。

①「新地方行革指針」に基づき地方公共団体が住民に公表する「集中改革プラン」について、総務省は、改

　

革の進捗状況を他団体と比較可能な形で、一覧できる適切な指標により、情報を提供する。また、地方公

　

共団体の協力を得て、給与情報（給料・各種手当・級別職員数等）及び財政状況について団体間の比較分

　

析を可能とする公表システムを平成17年度中に構築する。

②市町村合併について、行政コスト効率化の効果を検証する。

８

(2)公務員の総人件費改革

（公務員の総人件費削減）

　　

公務員の総人件費削減について、国・地方ともに定員の「純減目標」などの明確な目標を掲げて強力に

　

取り組む。

　　

このため、下記の事項に留意しつつ、総人件費改革のための基本指針を平成17年秋までに策定し、平

　

成18年度の予算や地方財政計画から順次反映させる。これらにより、公的部門全体の総人件費の抑制に

　

取り組む。

「今後の行政改革の方針」（平成16年12月24日閣議決定）
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①国においては、定員削減計画を策定し、定員の大胆な再配置を進めるとともに、事務事業の徹底的な見直

　

し等により、政府部門全体を通じた一層の純減の確保に取り組む。このため、これまでの純減実績も踏ま

　

え、行政需要にも配慮しつつ、次期定員削減計画期間中の純減目標を策定する。

②地方公共団体においては、「新地方行革指針」の純減目標を達成できるよう、「集中改革プラン」に定員の

　

数値目標を明示するよう取り組む。

③退職者の補充（新規採用等）は、ＩＴ化の推進や市場化テスト、民間委託を活用し、極力抑制することと

　

する。

④人事院において、民間企業における賃金体系の改革の動向を踏まえ、公務員の給与体系の見直しを進める

　

よう、要請する。

⑤地域における国家公務員の給与の在り方についての見直しを踏まえ、地方公務員についても、人事委員会

　

の機能を発揮し、地域の民間給与水準をより的確に反映させるよう、要請する。

⑥公務員の定員・給与・各種手当、これらに関する実際の運用についての情報を、国・各地方公共団体が、

　

それぞれの組織形態等を踏まえつつ相互に比較可能な形で開示し、適正化を図る。

⑦特殊法人、独立行政法人、公益法人等、公的部門全体の人件費を抑制する。こうした取組を通じ、当該法

　

人に対する補助金や運営費交付金を見直す。

③地方公営企業、地方公社等の人件費等の情報公開を徹底させ、改革への取組を促す。

(公務員の官民交流の促進)

　　

公務員改革を実効あるものとするため、以下の官民交流等に継続的に取り組んでいく。

①縦割り行政を打破し、幅広い視野からの政策課題に取り組むよう、今後２年間で各府省の幹部の１割を目

　

途に、府省間の人事交流を更に本格的に行う。

②府省の若手職員について、広い視野に立った人材の養成の観点から、公募制の積極的な活用を図りつつ、

　

官民の人事交流を更に強化する。

③幹部クラスの官民交流については、各府省の業務内容に応じ、数値目標を掲げて推進することを目指し、

　

環境整備に努める。
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第３章

　

新しい躍動の時代を実現するための取組一少子高齢化と

　　　　

グローバル化を乗り切るー

　

集中調整期育を経てパズル戻の停滞を抜け出した日本経済が新しい躍動の時代を実現するにば、財政構造

改革を道めるとともに、尻民の安全・安心を確保した上で、少子高丿訂ととダこz－バル化という大きな環境変

化を前向きに捉え、プラスに転化していかなければならない。

1。財政構造改革の強力な推進一歳出・歳入一体改革－

　

2010年代初頭における国・地方を合わせた基礎的財政収支（2005年度、対ＧＤＰ比４％程度の赤字）の

黒字化を目指す9。

　

このため、国と地方が歩調を合わせて歳出・歳人一体改革を進め、基礎的財政収支改善に向けた中期的取

組について、重点強化期間内にその結論を得る。その際、以下の３原則に則って改革を進める。

　　

ｉ．剛ヽさくて効率的な政府」原則：“歳出削減なくして増税なじの考え方の下、歳出削減、行政改革

　　　

を徹底し、必要となる税負担増を極力小さくする。

　　

ii。活力原則：経済活力と財政健全化の両立を図る。

　　

iii。透明性原則：改革の選択肢や将来の見通し等を国民に提示しながら検討する。

　

おおむね今後１年以内を目途に、政府の支出規模の目安や主な歳出分野についての国・地方を通じた中期

的目標の在り方、さらには、歳入面の在り方を一体的に検討し、経済財政諮問会議における議論等を通じて、

改革の方向についての選択肢及び改革工程を明らかにする。

　

また、経済活力と財政健全化を両立させるため、歳出・歳入一体改革の経済に与える影響を十分に検討す

る。負担増を求める際には、経済社会に与える影響を勘案した負担の在り方を検討する。

2。国民の安全・安心の確保

　

近年、地震、台風、集中豪雨等が続発し、大きな被害が生じている。また、公共交通に関する事故・トラ

ブル等が頻発している。さらに、犯罪情勢も依然厳しい状態が続いており、これらが、国民の不安要因につ

ながっている。

　

こうした中で、国民の安全と安心を確保することは、政府の基本的な責務であるとともに、我が国の経済

活性化の基盤である。

　

公共施設及び住宅等の耐震化等の大規模地震対策、治山治水対策をはじめとした防災対策投資等を推進す

るとともに、陸・海・空の公共交通の安全対策を総合的に推進する。また、国民生活に看過しがたい不安を

与えている犯罪の累増・罪種の広がりに対し、「世界一安全な国、日本」の復活を図るための強力な治安対

策を推進する。このため、国民の安全・安心を確保するために別表１の（1）の取組を行う。

９

「改革と展望-2004年度改定」においては、「2006年度（平成18年度）までの間、政府の大きさ（一般政府の支出規模の

ＧＤＰ比）は2002年度（平成14年度）の水準を上回らない程度とすることを目指し、国・地方が歩調を合わせて歳出改

革路線を堅持・強化することとしている」、「また、2006年度（平成18年度）までに、国と地方双方が歳出削減努力を積

み重ねつつ、必要な行政サービス、歳出水準を見極め、また経済活性化の進展状況及び財政事情を踏まえ、必要な税制上

の措置を判断する。」、「2007年度（平成19年度）以降も、それ以前と同程度の財政収支改善努力を行うと同時に民間需要

主導の持続的成長を実現することにより、2010年代初頭における国・地方を合わせた基礎的財政収支の黒字化を目指す］

こととされている。
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3。持続的な社会保障制度の構築

(社会保障の一体的見直し)

　　

｢基本方針2004｣を踏まえ、引き続き社会保障の一体的見直しを推進するとともに、年金についても平

成16年度改革において明記された道筋に沿って引き続き改革を進める。

（持続可能性を確保するための過大な伸びの抑制策）

　

超高齢社会にあっては、社会保障制度が持続可能であることは国民生活にとって不可欠なことであり、社

会保障給付費を今後考える上で「国民の安心」、「持続可能性」という観点は最重要である。そのためには、

日本の経済規模とその動向に留意しなければならないと同時に、過大・不必要な伸びを具体的に厳しく抑制

しなければならない。

　

この観点から、以下の取組を行う。

①社会保障給付費の伸びについて、特に伸びの著しい医療を念頭に、医療費適正化の実質的な成果を目指す

　

政策目標を設定し、定期的にその達成状況をあらゆる観点から検証した上で、達成のための必要な措置を

　

講ずることとする。上記目標については、国民が受容しうる負担水準、人口高齢化、地域での取組、医療

　

の特性等を踏まえ、具体的な措置の内容とあわせて平成17年中に結論を得る。その上で、平成18年度医

　

療制度改革を断行する。

②上記目標を達成するために、これまでの施策の効果を検証しつつ、総合的に直ちに取り組む。

②平成18年度の医療制度改革においては、保険給付の内容について、相当性・妥当性などの観点から幅広

　

く検討を行う。また、診療報酬・薬価改定は、近年の賃金・物価の動向や経済・財政とのバランス等を踏

　

まえ検討する。

　

また、医療制度改革については、「基本方針2001」1o以降閣議決定された事項町こついて、その完全実施

の工程を策定し、取り組む。

(社会保険庁改革)

　

社会保険庁改革について、以下の対応を行う。

①現行の社会保険庁を存続することなく、政管健保については、その運営を国から切り離し、全国単位の公

　

法人を設立する方向とし、公的年金については、組織、機能等について抜本的に改革を行った新たな政府

　

組織による運営とする。

②具体的には、市場化テストの実施等外部委託の拡大による大幅な人員削減、民間企業的な人事・処遇の導

　

入、地方組織の抜本的見直し、意思決定の場や監査部門への外部専門家の参画や外部民間による監査を実

　

現する。

②新組織の名称・法令上の位置付け等、より具体的な姿を平成17年中に決定し、関連法案を次期通常国会

　

に提出するとともに、新組織の発足後も、収納率等の状況を総合的に評価し、組織形態を含め全般を見直

　

しながら、継続的に改革を進める。

10

11

「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（平成13年６月26日閣議決定）

「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針」（平成15年３月28日閣議決定）等
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（中医協改革）

　

中央社会保険医療協議会（以下「中医協」という。）について、「中医協の在り方に関する有識者会議」の

議論を踏まえ、以下の方向を始めとする改革を行う。

①公益機能を強化し、病院等多様な医療関係者の意見を審議に反映させるため、公益委員の人数など委員構

　

成を見直す。

②診療報酬改定に係る基本的な医療政策の審議は厚生労働大臣の下における他の諮問機関にゆだねた上で、

　

中医協はこの基本的な医療政策や内閣において決められた改定率を前提として個別診療報酬点数の改正案

　

を審議することとし、その機能・役割を明確化する。

③診療報酬改定の結果を検証する機能を公益委員に担わせる。

（健康・介護予防等の推進）

　　

「基本方針2004」に基づき、「健康寿命」の延伸を目指し、「健康フロンティア戦略」の本格化、がん対

策・ライフサイエンス研究の推進を図る。また、治験環境の充実、承認審査の迅速化など医薬品・医療機器

産業の国際競争力の強化を図るとともに、後発医薬品市場の育成を図る。

4。次世代の育成

(少子化対策)

　

人口減少社会を目前に控え、家庭・家族、地域の役割を重んじ、その連携を通じて、国民が安心して、子

どもを生み、育てることができる社会を構築するため、国の基本政策として少子化の流れを変えるための施

策を強力に推進する。特に、仕事と家庭・子育ての両立など仕事と生活のバランスを取りつつ、意欲と能力

に応じた多様な働き方ができるよう、中小企業に配慮しつつ、環境整備の推進などを官民挙げての国民的な

運動として取り組む。

　

また、女性の再就職・起業等についての総合的な支援策を検討するため、関係閣僚による「女性の再チャ

レンジ支援策検討会議」（仮称）を設置し、平成17年中に「女性の再チャレンジ応援プラン」（仮称）を取

りまとめる。また、短時間勤務等の多様な働き方の選択肢を拡大するため、国家公務員がモデルとなるよう

常勤職員の短時間勤務制度の導入について早期に検討する。

あわせて、以下の取組を進める。

①閣僚・有識者等が連携して取り組む体制を整備し、「少子化社会対策大綱」12及び「子ども・子育て応援

　

プラン」13のフォローアップ等を行い、その着実な実施を図るとともに、同プランに掲げられた課題の検

　

討を進める。

12

　

「少子化社会対策大綱」（平成16年６月４日閣議決定）

13

　

「子ども・子育て応援プラン」（平成16年12月24日）には、待機児童ゼロ作戦の更なる展開、総合施設の制度化、育児

　　

休業制度等についての取組の推進、若者の就労支援の充実等が盛り込まれている。また、検討課題として「社会保障給付

　　

について、大きな比重を占める高齢者関係給付を見直し、これを支える若い世代及び将来せ代の負担増を抑えるとともに、

　　

社会保障の枠にとらわれることなく次世代育成支援の推進を図る。併せて、…地域や家族の多様な子育て支援、働き方に

　　

関わる施策、児童手当等の経済的支援など多岐にわたる次世代育成支援施策について、総合的かつ効率的な視点に立って、

　　

その在り方等を幅広く検討する」とされている。
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②社会保障の一体的見直しの中で、高齢関係給付の比重が高い現在の社会保障制度の姿を見直すとともに

　

社会保障の枠にとらわれることなく少子化対策の推進を図る。

③「次世代育成支援対策推進法」14等に基づく企業の取組状況の開示を進める。

（教育改革）

　

評価の充実、多様性の拡大、競争と選択の導入の観点をも重視して、今後の教育改革を進める。

　

このため、義務教育について、学校の外部評価の実施と結果の公表のためのガイドラインを平成17年度

中に策定するとともに、学校選択制について、地域の実情に応じた導入を促進し、全国的な普及を図る。

　

平成17年秋に学習指導要領見直しの基本的方向性をまとめる。さらに、児童生徒の学力状況の把握・分

析、これに基づく指導方法の改善・向上を図るため、全国的な学力調査の実施など適切な方策について、速

やかに検討を進め、実施するとともに、習熟度別少人数指導等多様な教育・指導方法により、「確かな学力」

の向上を図る。

　

幼児期からの人間力向上のための教育を重視し、青少年の健全育成及び体験学習を推進する。

　

また、我が国の社会の実態や関連の教育制度等を踏まえ、海外事例の実態等を検証しつつ、教育における

利用券制度について、その有効性及び問題点の分析など、様々な観点から検討し、重点強化期間内に結論を

得る。

　

あわせて、義務教育について、現場の創意工夫の促進と教員の質の向上を図るため、以下の取組を進める

とともに、高等教育について、大学院における教育研究の質的向上を進める。

①教員人事権移譲など市町村の責任の確立、保護者・地域住民の学校運営への参画を図る。また、学校長へ

　

の権限移譲の推進や教育委員会の関与の見直しなどを図り、現場主義を徹底する。その際、成果について

　

の事後評価を厳格に行う。

②優れた教員の確保・育成に向け、豊富な社会経験や特定分野の能力を有する人材等多様な人材の活用を促

　

進しつつ、教員養成・免許・採用制度の抜本的見直し・改善を行う。

5．人間力の強化

　

我が国を支える基本ぱ人”である。今後我が国がグローバル化を乗り切り、力強く成長を持続するとい

う観点からも、すべての人が能力を最大限に開花させうる社会の実現が不可避であり、これに向けて取組を

強化していく。

特に ミスマッチによる失業の多い若者については、以下の取組を行っていく。

①効果的・効率的な職業能力開発を推進していく上で、民間教育訓練機関の一層の活用を始め、訓練機関間

　

の競争を促進することが重要である。このため、個人の選択を機能させる観点から、外国や都道府県にお

　

ける取組を検証しつつ、若者向け職業訓練利用券制度の有効性及び問題点等について、今後１年以内を目

　

途に検討し、結論を得る。

14

　

「次世代育成支援対策推進法」（平成15年法律第120号）
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②若者の働く意欲を喚起しつつ、その職業的自立を促進し、ニード・フリーター等の増加傾向を反転させ

　

るためヽフリーター20万人常用雇用化プランの充実・強化、地域の相談体制充実等によるニート対策の

　

強化ヽ児童’生徒の勤労観等を育成するキャリア教育等の一層の推進、地域における産学ネットワーク構

　

築の促進などヽ「若者の自立・挑戦のためのアクションブランド6を強化・推進する。

あわせてヽ以下の取組も進めていく。

①雇用保険３事業については、利用度や成果の実態調査を踏まえ、時代のニーズに対応したものとなるよう、

　

平成18年度予算において改善策を講ずる。

②「新産業創造戦略2005」17等を踏まえ、戦略産業分野等の質の高い専門職大学院の設置促進などによる人

　

的資産（人財）の充実を図る。

②障害者の自立を支援するため、サービスの適切な確保とその利用者負担に関する低所得者への適切な配慮

　

を図るとともに、重度の障害者を含めた、地域における多様な雇胆・就労の場や生活の場の確保など、地

　

域における就労・生活支援のためのハード・ソフトの基盤を速やかかつ計画的に充実強化する。

④海外人材を活用するため、高度人材の受入れを促進するとともに、現在は専門的・技術的分野とは評価さ

　

れていない分野における外国人労働者の受入れについて、国民生活に与える影響を勘案し総合的な観点か

　

ら検討する。また、日本で就労する外国人が国内で十分その能力を発揮できるよう、日本語教育や現地の

　

人材の育成、生活・就労環境の整備を推進する。

また、金融を含む経済教育等の実践的教育とともに、学校での国際教育を推進する。

　

さらに、食育基本法に基づき、食育推進基本計画を作成するとともに、関係行政機関等が連携し、国民運

動として食育を推進する。

6。グローバル戦略の強化

開かれた活力ある国を目指し、グローバル化に戦略的に取り組んでいく。

　

経済外交、国内構造改革、地域経営、国際分業等を通じて、グローバル化への総合的かつ戦略的な取組を

行うため、経済財政諮問会議において平成18年春を目途に「グローバル戦略～我が国の世界戦略」（仮称）

を取りまとめる。

あわせて、以下の取組を積極的に進めていく。

①グローバル化を乗り切る産業の競争力をつけるために、「新産業創造戦略2005」を推進し、あわせて、効

　

率的な国際物流システムを実現するため、別表１の（2）の取組を行う。

②世界的な先端分野の育成・強化、新価値創造等に向け、「科学技術創造立国」の実現、ＩＴ戦略の推進、知

15

16

17

　

-

W - ト（ＮＥＥＴ）:Notin Education,Employment or Trainingの略。就学、就労、職業訓練のいずれも行っていない若者

「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」（平成16年12月24日）

「新産業創造戦略2005」（平成17年６月８日）
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的財産戦略の推進のため、別表１の(3)の取組を行う。

③世界に通用する強い地域の形成を促進し、民需主導の経済成長の成果を地域にも広く浸透させるため、地

　

域が自主的に活力を高めることを支援する。その一環として、世界に発信する地域を目指し、地域が持つ

　

高度な環境・リサイクル技術を核とした世界発信型の先進拠点を整備し、アジアでの資源循環と人材育成

　

を促進する。あわせて、地域再生、都市再生、構造改革特区の拡充、観光戦略の強化、文化芸術・スポー

　

ツの振興に向けて、別表１の(4)の取組を行う。

④強い農林水産業を育てるために、｢食料・農業・農村基本計画｣18等に基づき、別表１の(5)の構造改革を

　

進める。さらに、農林水産物の輸出拡大に向けた取組を促進する。

⑤経済連携の推進、対日投資促進プログラムの加速化・強化を通じて国際連携を加速する。

　

また、ミレニアム開発目標に寄与するためＯＤＡの対ＧＮＩ比0．7％目標の達成に引き続き努力するとの

　

観点から、我が国にふさわしい十分なＯＤＡの水準を確保する。

　

このため、別表１の(6)の取組を行う。

⑥環境と経済の両立を図りつつ、地球環境問題への取組を強化する。京都議定書の削減約束の達成、脱温暖

　

化社会の構築に向け、｢京都議定書目標達成計画｣19に基づき、温室効果ガスの排出削減、森林の整備・

　

保全等の森林吸収源対策等、京都メカニズムの活用に向けた取組を確実に実施するとともに、国民運動の

　

展開、技術開発を進める。また、循環型社会の構築を目指す。あわせて、環境・エネルギー問題に総合的

　

に対処する。このため、別表１の(7)の取組を行う。

18

19

「食料・農業・農村基本計画」（平成17年３月25日閣議決定）

「京都議定書目標達成計画」（平成17年４月28日閣議決定）
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第４章

　

当面の経済財政運営と平成18年度予算の在り方

1。今後の経済動向と当面の経済財政運営の考え方

゜世界経済の着実な回復や好調な企業部門に支えられ、雇用・所得環境が改善し、家計部門への波及も見ら

　

れることから、平成17年度及び18年度の我が国経済は引き続き民間需要中心の緩やかな回復を続けると

　

考えられる。

・「改革と展望-2004年度改定」で名目成長率について平成18年度（2006年度）以降は２％程度あるいは

　

それ以上の成長経路をたどると見込んだことも念頭に置き、民間需要・雇用の拡大に力点を置いて、規制

　

改革、金融システム改革、税制改革、歳出改革の４分野における構造改革への取組をより本格的かつ総合

　

的に推進する。

・また、重点強化期間におけるデフレからの脱却を確実なものとするよう、政府は、日本銀行と一体となっ

　

て、政策努力の更なる強化・拡充を図る。政府は、需給ギャップの更なる改善を進めるためにも、構造改

　

革を更に加速・拡大する。日本銀行に対しては、実体経済は大局的には緩やかに回復している一方デフレ

　

が依然として継続している中で、政府のデフレ脱却への取組や、「改革と展望-2004年度改定」で示され

　

た重点強化期間における経済の展望と整合的なものとなるよう、市場の動向や期待を踏まえつつ、実効性

　

のある金融政策運営に努めることを期待する。

・なお、経済情勢によっては、大胆かつ柔軟な政策運営を行う。

2。民需主導の経済成長を確実なものにするために一活性化のための政策転換－

(1)規制改革・民間開放

・｢民間にできることは民間に｣との方針の下、別表２の(1)の取組を進める。

（2）金融システム改革

・利用者の満足度が高く、国際的に高い評価が得られ、地域経済にも貢献する「金融サービス立国」を実現

　

するため、「金融改革プログラム」2oに基づき、別表２の（2）の施策等を「工程表」21に従って着実に実施

　

する。

(3)税制改革

・税制改革については、持続的な経済社会の活性化のため、｢基本方針2004｣やこれまでの与党税制改正大

　

綱を踏まえ、包括的かつ抜本的な検討を引き続き進め、重点強化期間内を目途に結論を得る。あわせて、

　

別表２の(3)の取組を進める。

20

21

「金融改革プログラム」（平成16年12月24日）

「工程表」（平成17年３月29日）
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(4)活性化を目指した歳出の見直し

(公共投資の重点化・効率化)

・公共投資については、｢改革と展望｣22に基づき｢景気対策のための大幅な追加が行われていた以前の水

　

準｣を目安にして重点化・効率化に取り組んできており、その目安は概ね達成されつつある。平成18年

　

度予算においても、目標の達成に向けてのこうした取組を引き続き着実に推進する。この場合、防災・減

　

災等による安全社会の確立を始め、別表２の(4)の事項を重視する。なお、事業の実施に当たっては、談

　

合の排除など、国民の信頼を得るために入札・契約の透明性、公正性を確保する。

・農林水産分野においては、引き続き、公共投資から技術・人材への予算の重点化に取り組む。

(科学技術政策における選択と集中の強化、成果目標と事後検証)

・平成17年度中に策定される第三期科学技術基本計画については、投入目標のみならず成果目標も基本と

　

して検討する。これまでの科学技術基本計画の下での人材や資金の重点分野への配分状況について、事後

　

検証を強化し、次期計画に反映させる。その際、別表２の(5)の事項を重視する。

(教育の支援の在り方の見直し)

・高等教育の質的向上を図るため、機関に対する既存の支援策の在り方を見直し、国立大学法人間や国公私

　

立を通じた競争原理に基づく支援へのシフトを更に推進するとともに、奨学金制度による意欲・能力のあ

　

る個人に対する支援を一層推進する。

(統計整備の推進)

・｢基本方針2004｣に基づいて、経済社会の実態を的確に捉える統計を整備するとともに、統計制度の改革

　

を推進する。特に、別表２の(6)の取組を進める。

3．平成18年度予算における基本的考え方

（聖域なき歳出改革の堅持・強化）

・平成18年度予算は、重点強化期間最後の重要な予算であり、「改革の総仕上げ」のために、国・地方が歩

　

調を合わせ、平成17年度に引き続き歳出改革路線を堅持・強化する。

・また、国債発行額についても極力抑制する。

・重点課題に対してはメリハリのある配分を行う。

・各府省は予算要求に当たっては、各施策について、成果目標を掲げ、事後評価を十分行いうる基盤を整備

　

するとともに、その必要性、効率性、有効性等を吟味する。

　

また、新規施策の要求に当たっては既存施策の廃止・縮減を行う。

・なお、財政投融資については、民業補完の原則の下、対象事業の重点化・効率化に努める。

（重点化と抑制の考え方）

・「活力ある社会・経済の実現に向けた重点４分野」（「基本方針2002」23）の考え方に沿い施策を集中し、「第

　

２章「小さくて効率的な政府」のための３つの変革」、「第３章

　

新しい躍動の時代を実現するための取

22

23

「構造改革と経済財政の中期展望」（平成14年１月25日閣議決定）

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」（平成14年６月25日閣議決定）
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組一少子高齢化とグローバル化を乗り切るー」及び「第４章

　

2.民需主導の経済成長を確実なものにす

　

るために一活性化のための政策転換－」に述べた取組を推進する。その際には、「活性化のための政策三

　

指針」を踏まえ予算配分の重点化・効率化を行う。

’予算全体に９いて、民間委託・ＰＦＩなど民間活力の活用による効率化に努めるとともに、物価動向や行

　

政サービスの合理化・効率化を織り込み、単価を引き下げ、経費を削減する。義務的な経費であっても、

　

制度改革の取組と併せ、事務事業の合理化や単価の見直しを進めることにより、経費の大胆な節減に取り

　

組む。

・公務員の総人件費については、第２章3.(2)で述べた取組に早急に着手し、平成18年度予算において抑

　

制する。

・特別会計については、引き続き歳出改革の推進を図ることとし、各特別会計の性格に応じ、制度改革、事

　

務・事業の見直し等を行い、歳出の効率化・合理化を推進し、これを抑制するとともに、一般会計からの

　

繰入れや民間等からの借入れを抑制する。

・特殊法人等から移行した独立行政法人については、合理化・効率化にとどまらず、組織・事業の必要性を

　

厳しく検証し、廃止・縮小・重点化等を行う。また、他の独立行政法人、地方公共団体、民間等が実施す

　

る事業との重複を排除する。これらにより、財政支出を厳しく抑制する。

・納税者の立場に立って、公共調達の効率化、公用車の効率化を始めとする行政効率化関係省庁連絡会議の

　

取りまとめ内容について、概算要求、機構・定員及び予算執行に反映する。
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＜別紙＞

「モデル事業」の一般化への取組

・「モデル事業」の基本的枠組みを維持しつつ、政策評価との連携を強化した「成果重視事業」（仮称。以下

　

同じ。）を創設し、次の要領で新たな段階へ移行する。

　

①事業の各府省の政策体系上の位置付けを明確にし、事業ごとの定量的な目標のほか、当該事業に係る施

　　

策単位でもアウトカム（国民生活にとっての成果）に着目した目標を設定する。 11ヽ2

　

②各府省は、平成17年度予算に引き続き、自主的な取組を通じて「成果重視事業」の追加を図る。 13ヽ4

　

③財務省は、これまでの「モデル事業」の取組等を踏まえ、平成19年度概算要求に先立ち、「成果重視事

　　

業」の要件等（目標設定の在り方、予算執行の弾力化措置の基準等）を明らかにする。 １5

(注)

１

　

事業ごとの目標は、単に事業規模等を示す指標ではなく、当該事業に係る施策の実現に向けた効

果を計測できる指標とする。

２

　

施策単位の目標は、定量的な目標を原則とする。

３

　

いわゆる「最適化計画」に基づく情報システムの開発又は整備については、原則として「成果重

　

視事業」として概算要求するよう検討する。

４

　

平成18年度予算においては、各府省は、内閣府と意見交換の上、ふさわしいものについて、「成

　

果重視事業」として概算要求を行う。

５

　

各府省は、平成19年度概算要求においては、当該要件等に沿って「成果重視事業」として概算

　

要求を行う。
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＜別表１＞･

①

　

（国民の安全・安心の確保）

　　　

゜大規模災害ヽデヽ有事等に対する全国的見地からの対応の体制整備や、住民及びＮＰＯ等との

　　　　

協働による安全’安心な地域づくりなどを推進する。首都直下地震など大規模地震対策、治山治

　　　　

水対策を始めとしヽ消防等の防災対策については、被害減少に向けた成果目標を設定し、そのた

　　　　

めに戦略的゛重点的に施策を推進する。また、防災情報の迅速な伝達体制の整備、地域の防災拠

　　　　

点となる公共施設及び住宅等の耐震化、防災の高度化、事業継続計画の策定等地域や企業の防災

　　　　

力の向上と国際防災協力の推進などを戦略的・重点的に推進する。あわせて、テロ、有事に対す

　　　　

る国民保護の体制整備を推進する。

　　　

゜公共交通に関するヒューマンエラー等による事故・トラブル等を踏まえ、陸・海・空の公共交通

　　　　

の安全対策を総合的に推進する。

　　　

’治安対策については、「世界一安全な国、日本」の復活を図るため、「犯罪に強い社会の実現のだ

　　　　

めの行動計画」（平成15年12月18日）及び「テロの未然防止に関する行動計画」（平成16年

　　　　

12月10日）を着実に実施する。治安対策に取り組む要員・施設等の充実や法制の整備に引き続

　　　　

き取り組むとともに、業務の効率化の徹底、ＰＦＩ、民間委託の拡充、児童生徒等の安全を守る

　　　　

ための官民連携による地域防犯活動の促進等を図る。また、再犯の防止や官民連携による安全・

　　　　

安心なまちづくりの推進、出入国審査時の生体認証技術の活用を図る。

　　　

・「犯罪被害者等基本計画」を平成17年中に策定するとともに、犯罪被害者等のための施策を推進

　　　　

する。

　　　

・国民に身近で頼りがいのある司法を実現するため、総合法律支援の実施及び体制整備、裁判員制

　　　　

度の導入、裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）の拡充・活性化等の司法制度改革に引き続き取り組む。

　　　

・防衛については、「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」（平成16年12月10日閣議決定）及

　　　　

び「中期防衛力整備計画（平成17年度～平成21年度）」（平成16年12月10日閣議決定）に基

　　　　

づき効率的な体制の整備に取り組む。

　　　

・消費者団体訴訟制度の導入のため、次期通常国会に関連法案を提出する。

　　　

・ＢＳＥへの対策、食品表示基準の見直し、輸入食品安全対策の強化等、科学に基づいた食の安全

　　　　

と消費者の信頼の確保に努める。

　　　

・大陸棚の限界に関する情報の国連への提出期限である2009年に向けて、政府一体となって、大

　　　　

陸棚の画定のための調査等について引き続き的確に推進する。

　　　

・外国人の入国後の実態についてチェックする仕組みを検討する。

②

　

（新産業創造戦略等の推進）

　　　

・「新産業創造戦略2005」を踏まえ、我が国の将来の発展を支える７つの戦略産業分野の育成とと

　　　　

もに、産学官の「協働」の場である地域クラスターを充実・強化する。このため、特に多様な技

　　　　

術を担う「匠の中小企業」を強化し、高度な部品・素材産業の集積を高めるプログラムを平成

　　　　

17年度中に策定するとともに、人材育成、研究開発、ＩＴ活用等を重点的に推進する。

　　　

・「技術戦略マップ」（平成17年３月30日）を活用しつつ、将来の市場化を見据えた効率的な研究

　　　　

開発を官民を挙げて推進する。

　　　

・企業の競争力の源泉となる知的資産（特許等の知的財産だけでなく、人材、技術、組織力、顧客

　　　　

とのネットワーク等）を認識、活用する経営を促すため、知的資産経営の開示と管理の指針を平

　　　　

成17年度中に策定し、「知的資産経営報告書」としての開示を促す。

　　　

・中小企業の創業、経営革新、再生、技術・技能の継承及び人材確保等を推進する。

　　　

・若年者を始め各世代を通じた能力開発の推進について法的整備も含め必要な措置を講ずる。
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（効率的な国際物流システムの実現）

　　　

・効率的な国際物流システム実現のため、新たな総合物流施策大綱を平成17年中に策定し、毎年

　　　　

その政策効果を検証しつつ、物流施策を総合的・一体的に推進する。

③（「科学技術創造立国」の実現）

　　　

・第三期科学技術基本計画を平成17年度中に策定し、社会・国民に支持され、成果を還元する科

　　　　

学技術を推進する。総合科学技術会議が司令塔となり、改革と投資の重点化を推進する。また、「み

　　　　

らい創造プロジェクト」については、経済活性化のため、引き続き推進する。

　　　

（ＩＴ戦略の推進）

　　　

・世界最先端のＩＴ国家であり続けるため、内閣一体となってe―Japan戦略等を進める。

　　　　

－「e―Japan重点計画2004」（平成16年６月15日）及び「ＩＴ政策パッケージ2005」（平成

　　　　　

17年２月24日）を、医療・教育分野等のＩＴの利用・活用に重点を置き、着実に推進する。

　　　　

一利用者・国民の視点に立って、これまでのe―Japan戦略等の評価を行うとともに、新たなＩ

　　　　　

Ｔ戦略を平成17年度中に策定する。

　　　　

一電子政府・電子自治体の推進により、行政の効率化と住民サービスの向上を図る。

　　　　

一官民における統一的・横断的な情報セキュリティ対策を推進する。

　　　　

－ネットワーク分野について、2010年までにユビキタスネット社会を実現するために、「u―Ja-

　　　　　

ｐａｎ政策」を推進する。

　　　　

一ＩＴを活用した安心・安全への取組を推進する。

　　　　

一情報格差（デジタルディバイド）の是正への取組を引き続き推進する。

　　　

（知的財産戦略の推進）

　　　

・「知的財産推進計画2005」（平成17年６月10日）に基づき、世界最高水準の迅速・的確な特許

　　　　

審査の実現や模倣品・海賊版拡散防止条約を提唱しその早期実現を目指す等、知的財産の創造・

　　　　

保護・活用を推進するとともに、日本ブランド戦略の推進など、コンテンツをいかした文化創造

　　　　

国家への取組を強化する。

（4）（地域再生の取組の強化）

　　　

・市町村合併等により地域社会の在り方が大きく変わる中で、地域は、自ら、持てる力を再編し、

　　　　

地域力を強化していく必要がある。そのため、地域からの具体的な提案に基づき、ＮＰＯ、自治

　　　　

会等の活動を通じた地域の人々のつながり（ソーシャル・キャピタル）の活性化等によるひとづ

　　　　

くりや民間の資金・ノウハウの活用、地域の自主裁量性を拡大する補助金改革等を推進し、地域

　　　　

再生の取組を強化する。

　　　

（都市再生の推進）

　　　

・国際的な都市間競争等に対応するための民間都市開発を促進するとともに、中心市街地の活性化

　　　　

を始めとした地域の創意工夫による自主的・自立的な都市再生を推進する。その一環として、都

　　　　

市部における地籍整備を推進する。

　　　

（構造改革特区の拡充）

　　　

・構造改革特区の拡充のため、これまでの特区提案のうち実現しなかったものの中から、特区の総

　　　　

点検を踏まえて設置された有識者会議が選定した18の「重点検討項目」について、平成17年秋
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までに取りまとめられる同会議の意見を踏まえ、その実現を図っていく。

　　　

（観光戦略の強化）

　　　

’観光戦略の強化のため、国、地域、産業界などが「観光立国推進戦略会議報告書」（平成16年

　　　　

11月30日）にまとめられた55の提言に基づいた取組を行い、毎年その政策効果を検証しつつ、

　　　　

2010年までに訪日外国人旅行者数1,000万人を目指す。

　　　

（:文化芸術・スポーツの振興）

　　　

・T:丈化芸術゜スポーツについて、国民の豊かな感性や体力を育むとともに、国内外の人々を魅丁す

　　　　

る我が国の文化力やスポーツの競技力の向上を図り、経済・社会の活性化にも資するよう、効果

　　　　

的かつ効率的な振興策を重点的に実施する。

（5）（競争力ある農林水産業への転換）

　　　

・食料自給率の目標を始め「食料・農業・農村基本計画」の実現に向け、工程管理を的確に行う。

　　　

・品目横断的な施策の対象は、一定規模以上の経営主体に限定することとし、平成17年秋までに

　　　　

制度の内容を具体化するとともに、平成17年度中に法案を提出する。また、個人や株式会社等

　　　　

の新規参入を促進するとともに、担い手への農地の利用集積を推進する。

　　　

・食品産業のニーズへの対応や生産から消費までのコスト削減を推進するほか、食料産業クラス

　　　　

ターの形成、新たな需要につながる技術開発を進め、食料に関わる産業全体を活性化する。

　　　

・農業委員会の機能の適正化及び関係行政機関等との連携強化を図り、農地の効率的利用を一層促

　　　　

進する。

　　　

・農協を含めた多様なサービス提供主体間での競争を促進し、流通の合理化・効率化を図るため、

　　　　

農協改革等を進める。

　　　

・都市と農山漁村の共生・対流の一層の推進とともに、農業環境・資源の保全、木材利用の拡大、「緑

　　　　

の雇用」に引き続く担い手の確保、ブランド化や省エネルギーによる水産業の経営革新、水産資

　　　　

源の持続的利用、若者の漁業への新規参入の促進を図り、農山漁村を活性化する。

㈲

　

（経済連携の推進）

　　　

・ＷＴＯ新ラウンド交渉の2006年までの妥結に向けて積極的に取り組みっつ、経済連携協定の締

　　　　

結を飛躍的に拡大させる。このため、「今後の経済連携協定の推進についての基本方針」（平成

　　　　

16年12月21日）にのっとり、政府一体となって、東アジア等を中心として質の高い経済連携

　　　　

を戦略性をもって推進することとし、そのため、適時、経済連携の結果を数値で確認することな

　　　　

どにより、経済連携の促進を図る。

　　　

・ＯＤＡや民間リソースを活用しつつ、相手国の人材育成や制度整備等を支援する。

　　　

・経済効果の高い経済連携が締結されるよう、その経済効果を分析し活用する。

　　　

（対日投資促進プログラムの加速化・強化）

　　　

・新たな経営ノウハウや技術の導入等を通じて新市場や雇用の創出をもたらす対日直接投資を促進

　　　　

する。このため、平成18年末の対日直接投資残高の倍増目標達成に向けて、「対日投資促進プロ

　　　　

グラム」（平成15年３月27日）の加速化・強化を図る。

　　　

（ＯＤＡの事業量の戦略的拡充と改革）

　　　

・ＯＤＡについては、諸外国の動向を踏まえ、我が国の外交を効果的に展開するため、内容を精査
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し、効率化を進めつつ、事業量の戦略的拡充を図る。その際、重点地域及び重点分野を明確化し、

　　　　

官民のパートナーシップを強化する。

　　　

・ＯＤＡについては、国会における決算審査等の結果をいかし、適正な実施を図る。ＯＤＡプロジェ

　　　　

クトの成果について、費用対効果を含め第三者による客観的評価を行い、その結果を公表すると

　　　　

ともに、ＯＤＡ政策の企画・実施に反映させるサイクル（ＰＤＣＡサイクル）を確立させる。特

　　　　

に、無償資金協力等について、プロジェクトに要したコストを含む定量的な事後評価の実施を徹

　　　　

底し、調達コストの縮減を含め、より効率的な執行に改善する。

（7）（グローバル化する環境・エネルギー問題への取組）

　　　

・廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用（いわゆる３Ｒ）や不法投棄対策について、国内での取組

　　　　

を強化する。また、我が国発のコンセプトである“もったいない”をいかし、開発途上国におけ

　　　　

る循環型社会の形成への支援を実施するなど、「3Rイニシアティブ」を踏まえた国際的な取組

　　　　

を推進する。

　　　

・地球規模での長期的な温室効果ガス排出削減に向けてリーダーシップを発揮する。また、自然環

　　　　

境・景観の保全を通じた自然との共生、ヒートアイランド対策とともに、環境保全の理解を深め

　　　　

るため環境教育を推進する。

　　　

・地球環境問題や国際的な資源制約等のグローバルな課題に対処し、環境と経済の両立を図るため、

　　　　

ＣＤＭ等・を活用した国際協力及びアジアにおける原子力安全に関する国際的な協力体制の構築

　　　　

を図る。また、省エネ・新エネ対策、安全確保を前提とした原子力の推進、天然ガスの利用拡大

　　　　

など脱石油のための取組を推進するとともに、あわせて、石油・天然ガスのクリーンかつ有効な

　　　　

活用や安定供給の確保を図る。

　　　

・「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、違法伐採対策を推進する。

注

　

クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）：先進国と途上国が共同で行うＣ０２等の温室効果ガスの排出削減事業又は吸収源事業

　　　

によって生じた排出削減量又は吸収量を、当該事業に貢献した先進国が自国の削減義務の目標達成に利用できる仕組み。
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＜別表2＞

①

　

（規制改革・民間開放の推進）

　　　

’規制改革゛民間開放推進会議と規制改革・民間開放推進本部との密接な連携の下、同会議の重点

　　　　

検討課題を踏まえ、重点的な取組を進める。

　　　

’国ヽ地方公共団体ヽ独立行政法人、指定法人等が行う官業の民間への移管（民営化・民間移譲・

　　　　

民間委託）を積極的に推進する。

　　　

゜ＰＦＩを一層活用しやすいものとするため、アニュアルレポートの作成やデータベースの充実に

　　　　

よる情報発信機能の強化等を図る。

②

　

（金融システム改革の推進）

　　　

゜金融実態に対応した利用者保護ルール等の整備・徹底、市場機能の充実とその信頼性の向上等の

　　　　

観点から、金融・投資サービスに関する横断的法制としての「投資サービス法」（仮称）につい

　　　　

て、金融審議会の「基本的考え方」を踏まえ、早期の法制化に取り組む。

　　　

・地域の再生・活性化と中小企業金融の円滑化等を促す観点から、中小・地域金融機関による間柄

　　　　

重視の地域密着型金融の一層の推進を図る。また、金融機関による担保・保証に過度に依存しな

　　　　

い融資を促進する。

　　　

・我が国金融の質的向上や不良債権問題の再発防止等に資するよう、金融機関のガバナンスの向上

　　　　

とリスク管理の高度化のための監督上の枠組みを構築する。

　　　

・国際的な市場間競争の高まりに対応して、我が国金融市場をアジアの金融拠点とすることを視野

　　　　

に入れ、金融商品・サービスの多様化等の構造変化に対応した市場インフラの整備等を通じて、

　　　　

国際的地位の向上を図る。

③

　

（税制改革）

　　　

・経済社会の活力を重視し、グローバル化の中での日本経済の競争力強化等の視点に立ち、今後の

　　　　

法人課税の在り方を引き続き税制改革の中で検討する。

　　　

・貯蓄から投資への流れを加速するため、金融所得に対する一体的課税について、早期の実現を目

　　　　

指す。あわせて、納税者番号制度を始め納税環境整備を進める。

（4）（公共投資の重点化・効率化）

　　　

・重点４分野を中心に雇用・民間需要の拡大に資する分野に施策を集中する。その上で、我が国の

　　　　

競争力強化の観点や安全・安心の確保の観点、地域再生・都市再生を推進する観点を踏まえた重

　　　　

点化を進める。また、引き続き、技術や品質による競争の促進等を進め、発注の適正化に取り組

　　　　

むとともに、コストの縮減等を図る。

　　　

・国と地方の役割分担の観点を踏まえた重点化を進めるとともにヽ地方の自主性’裁量性の拡大に

　　　　

も資するよう取り組む。

　　　

・成果目標と予算の連携強化に取り組むとともに、事前・事後評価を厳格に実施する。

㈲（科学技術の重点化・効率化）

　　　

・成果目標の達成状況については、定期的にフォローアップを実施する・

　　　

・若手研究者の育成については、個人補助をより重視する観点からヽ公募型の若手研究者向け資金

　　　　

の拡充等により、資金配分を中高年から若年に明確に移す。そのためヽ競争的研究資金に９いて
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は、研究の実績より計画を重視するなど評価方法を改革するとともに、研究者に関するデータペー

　　　　

スの迅速な整備に努める。

　　　

・総合科学技術会議が一層の主導性を発揮し、重点化・効率化を図る中で、重点４分野内でも更に

　　　　

領域を絞り込み、投資効果を一層向上させる方策を確立する。

㈲

　

（統計整備の推進）

　　　

・統計整備に関する「司令塔」機能の強化等のために、統計法制度を抜本的に見直す。

　　　

・産業構造の変化等に対応した統計（経済活動を同一時点で網羅的に把握する経済センサス（ｲ反

　　　　

称）、サービス統計、観光統計等）を整備する。

　　　

・サービス統計等を整備するため、既存統計に係る要員の活用も視野に入れた組織体制の整備を検

　　　　

討する。
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